


別記様式（第７条関係） 網掛け部分を抜粋

7 月 20 日

番号

1 1 1 ※

平成 16 年度まで

□ ■

■ □

２　事務事業の内容

３　必要経費

平成19年度

計画

①事業費 361

361

1.00

7,119

7,480

361

168

１　事務事業の概要 分野

その他（　　　　　　　　　）

国庫支出金

１．対象（誰を対象にしているのか）

受益者負担
の妥当性

大　項　目 中　　　項　　　目

項　　目 事業費

要改善

人
件
費

④合計（①＋②＋③）

1.00

平成18年度

②人件費 7,119（7,119千円/年）

保育の実施には受益者負担が必要

説　明

保育料の滞納者に対して督促状を発送し，それでも未納となる者は納付
相談・分納誓約・法的措置を実施する。今年度からコンビニ収納を開始し
た。法的措置は給与差押・公売・ヤフーオークション等々実施。

２．手段（具体的に何をするのか）

平成18年度評価

市民

現年度分の督促状については，18年度まで保育所長からの手渡しにより
実施してきたが，19年度から郵送している。

保育料の滞納者が増加しない対策として，現年度分の取り組み強化，滞納繰越分は法的措置を積極的に進める。また，分納不履行や折衝に
応じない未納者については法的措置で対応する。

実績

平成１８年度事業費の内訳（＝①）

５．今後の課題(ミッションの達成との関連) 平成17年度評価 要改善

平成17年度

実績

1.00

7,119

職員数（人）

（
人
件
費
を
除
く

）

事
業
費

309

財
源
内
訳

項　　　目

一般財源

事業年度

第1 こども １子育て

任意的事務

年度 から 平成

児童福祉法，児童福祉法施行令，三次市保育の実施及び保育料等に関する条例，三次市保育の実施及び保育料等に関する条
例施行規則，三次市保育料徴収規則

■直接業務(対外的な業務)□間接業務(内部管理)

三次市次世代育成支援行動計画

1 保育料徴収

総合計画
の施策体系

根拠法令
・条例等

0824－62－6147(内線　4322　) 

　　　kodomo@city.miyoshi.hiroshima.jp
子育て支援局 のびのびこども室

施策コード

Ｔｈｅ 行政チェック事務事業チェックシート

事務事業名

平成19年
平成１９年度

電話(内線)/eメール担当部署名

1次評価記入年月日

193

(1)安心して産み育てることのできる環境づくり

（単位：千円）

４．前年度の行政チェックの結果とその対応（前年度と比べて改善した点）

郵送料

口座振替手数料

（見直しの必要性）

市民への公平性の堅持と市財源の確保を行うため保育料の滞納者
に完納させる。平成１９年度　目標収納率　現年度分９８．５％　滞納
繰越分２３．８％

３．目的（対象をどのような状態にしたいのか）

根拠となる
計画・プラン

事業概要

三次市内にある認可保育所（公立23所，私立3所，計26所）に通所する児童の保護者より，三次市保育料徴収規則に定める保育
料を徴収する。現年度分保育料の徴収方法は，平成16年度より原則9金融機関での口座振替である。平成18年度給与差押等の
法的措置は10件実施し，現年度分収納率９８．３%，滞納繰越分収納率２３．８%だった。

□新たなものを創り出す仕事

事業の
種別

有

義務的事務

正確性が重視される仕事
サービス向上が求めら
れる仕事

（負担を求める必要性）

有

361

③公債費

7,428 7,480

309

地方債

県支出金



網掛け部分を抜粋
４．　定量分析

人 6 10 12

円 1,238,000 748,000 623,333

⑵ 円 1,933,810 2,657,760 3,000,000

⑶

⑷ % 97.0 98.3 98.5

⑸ % 19.8 23.7 23.8

⑹

※ 活動指標：事務事業として具体的に何をしたかを示す指標（投入された経営資源で行政が産出したサービスの量を数値で表します）
成果指標：活動の結果，どのような成果があったかを示す指標（行政活動の結果，市民にどれだけの効果をもたらしたか数値で表します）

５．定性分析

評価点 評価点

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

23

②　縮小 ③　継続 ④　終了 ⑤　廃止 改善の必要性

有り

要改善区分

②　縮小 ③　継続 ④　終了 ⑤　廃止 改善の必要性

有り

③要改善区分

4

保育料の滞納については新聞報道されるな
ど社会的関心が高い。

公平性を確保して欲しいという市民の要望
はある。

催告書の送付により納付忘れのへの対応
が可能となり，新規滞納者が減少した。滞
納整理システムの導入により，滞納繰越分
の分割納付管理が容易となり，分割納付誓
約を履行しない者については，法的措置を
実施することにより滞納額を減らすことがで
きる
固定的な経費なのでコストの削減余地は小
さい。滞納整理システムや新基幹業務シス
テムの導入により事務の省力化が図られて
いる。

情報漏えいの可能性を考えると市が行うべ
きである。

3

社会的ニーズが極めて高い

市でなくてもできるが，公共性が高く，市がやるべき

コストの削減余地が極めて大きい

4

5

3

4

社会的ニーズが高い

コストの削減余地がない

市でなければできない

市の関与を縮小するべき

成果の向上余地が極めて大きい

市が関与する必要がない

コストの削減余地が小さい

コストの削減余地が少なからずある

コストの削減余地が大きい

成果の向上余地が大きい

市民ニーズが極めて低い

社会的ニーズがある

社会的ニーズが低い

市民ニーズが極めて高い

市民ニーズが低い

市民ニーズがある

市民ニーズが高い

社会的ニーズが極めて低い

市でなくてもできるが，市がやった方がよりよくできる

手
段
の
適
切
さ

市
の
役
割

必
要
性

社会的ニーズ

市関与の
妥当性

コストの削減
余地

実施改善等に
よる成果向上

の余地

目的適合性

市民ニーズ

事
務
局
追
記

総合評価
①　拡大

◎

判断理由

滞納防止に向けては関係職員の意識改革も重要なファクターである。

拡大・縮小の内容 事業規模

定性分析ランク（30点満点）
A　27～30　B　22～26
C　17～21　D　12～16

平成18年度給与5件，預貯金3件，不動産2
件

滞納繰越分収納率

現年度分収納率

滞納繰越分収納額／滞納繰越分調定額

※
活
動
指
標

⑴

番
号

指標の説明及び指標の変化に関する所見

件数が増えるにつれて，単位あたりコストは
さがっている。

単　位
平成19年度
(見込み)

平成18年度平成17年度指　　標

法的措置件数

単位あたりコスト（④÷⑴）

差押額

成果の向上余地がない（十分に成果がある）

成果の向上余地が小さい

成果の向上余地が少なからずある

手段が目的に合致している

手段がおおむね目的に合致している

手段が目的にある程度合致している

手段が目的に合致していない

総合評価
①　拡大

拡大・縮小の内容

６．一次評価

合　　　計

※
成
果
指
標

現年度分収納額／現年度分調定額

評価項目 説　　明(判断の根拠)評価基準

手段が目的にあまり合致していない

７．二次評価

3 民間委託等の推進

◎

人員

平成19年度の取り組みで法的措置の強化（給与差押）と債権担当室との連携により滞納者の資産情報を共有化し，債権回収にあ
たる事で更なる収納率の向上が期待できる。

判断理由

担
当
室
等
記
入

6 職員の意識改革

定性分析ランク
※ﾐｯｼｮﾝ
達成度合

B

公平性の観点より法的措置は有効な手段
である。



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

⑴
法的措置
件数 人 6 10 12

件数が増え
るにつれて，
単位あたりコ
ストはさがっ
ている。

H
1
7

1,238,000 ⑷
現年度分
収納率 % 97 98 99

現年度分収
納額／現年
度分調定額

⑵差押額 円 1,933,810 2,657,760 3,000,000

平成18年度
給与5件，預
貯金3件，不
動産2件

H
1
8

748,000 ⑸
滞納繰越
分収納率 % 20 24 24

滞納繰越分
収納額／滞
納繰越分調
定額

⑶
H
1
9

623,333 ⑹

⑴
認可保育
所適用児
童数

人 － 295 292
認可保育所
適用児童の
人数

H
1
7

#VALUE! ⑷

認可保育
所　減額
となった1
人当りの
保育料

円 － 14,638 15,048

（認可保育
所）
減額となった
保育料（月
額）／適用児
童人数

⑵

認可外保
育施設・
幼稚園保
育料軽減
補助金額

円 － － 10,554
平成19年度
から実施

H
1
8

185,318 ⑸

⑶

認可外保
育施設・
幼稚園保
育料軽減
補助金対
象児童数

人 － － 49
平成19年度
から実施

H
1
9

228,914 ⑹

⑴開設日数 日 92 205 245

実開設日数
は年ごとに
増加してい
る。

H
1
7

32,500 ⑷利用人数 人 603 1,781 2,450

相談・親子教
室の延べ利
用人数は増
加している。

⑵
H
1
8

35,917 ⑸

⑶
H
1
9

41,065 ⑹

⑴
延べ相談
件数 件 397 611 650

児童福祉法の改
正および相談体
制の強化により，
児童虐待に関す
る学校等からの
通報が増えてき
た。
　17年度397件に
比べ18年度611
件

H
1
7

12,113 ⑷
対応ケー
ス数 件 48 60 65

児童虐待関係は
48件から60件に
増えたが，発達・
子育てに関する
ことは，こども発
達支援センター
開設と保健師の
相談体制の強化
により減少。

⑵
H
1
8

7,654 ⑸

⑶
H
1
9

7,409 ⑹

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
5
 
効
果
の
検
証

拡大・縮小 改善内容

6
 
職
員
の
意
識
改
革

4,677

54,669

7,363

平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

7,480

所
管

の
び
の
び
こ
ど
も
室

の
び
の
び
こ
ど
も
室

継
続

ネットワーク
構成機関の
連携強化と
実効ある迅
速的な行動
が本事業の
基本であ
る。

拡
大

三次の子ども
を行政が守る
ためには，一
日でも早く，全
国に先駆けて
人口6万人の
本市が「三次
市児童相談所
（仮称）」を開
設することが
急務である。

26 B
要
改
善

要
改
善

5

子どもと
子育て
家庭を取
り巻く状
況が厳し
くなって
いる中，
子どもや
家庭をめ
ぐる問題
が複雑・
多様化し
ているた
め社会
ニーズは
高い。

4

児童に
対する虐
待等の
発生数
の増加
に伴い，
子どもを
守ってい
こうとす
る市民の
意識や
ニーズは
高い。

4

家庭児
童相談
員および
母子自
立支援
員は非
常勤特
別職で対
応してい
る。

5

児童福
祉法・児
童虐待
防止法・
母子保
健法等
から行政
で対応す
べきであ
る。

4

市民に一番
身近な基礎
自治体に事
務局を置くこ
とで情報収
集や連携が
密であり，
子どもを産
む前からの
早期発見お
よび早期対
応が図られ
ている。

4

昨年度より
は改善され
たが，措置
権がないた
め，児童相
談所との2
段階の対
応となる
ケースがあ
る。

市
民

市民･関係機関か
らの通報，情報等
をネットワーク事
務局で集約し，検
討協議すること
で，緊急性がある
か否かを判断す
るとともに，処遇
方針を決定する。
役割体制を計画
化し，それぞれの
機関が迅速かつ
継続的に対応す
る。
一貫した指導・支
援ができるよう，
定期的にケース
会議を行う。
ネットワーク体制
を市民に周知し，
児童虐待防止や
子育て支援の啓
発活動を行う。

児童虐待から子どもを
守る。
また，虐待を受けている
子どもや支援を必要とし
ている家庭を正常な状
況に戻し，児童の健全
育成を図る。

「三次の子どもは三次市が守
る」という完結型の体制作りに
向けて，①児童福祉に関する
高い専門性　②地域住民に浸
透した機関であること　③児童
福祉に関する機関，施設等と
の十分な連携　について，さら
に充実させていく必要がある。
「48時間対応」の徹底。

児童虐待など多様化する児童の
諸問題の，発生予防・早期発見・
早期対応・再発防止等を行うた
め，関係機関（市・こども家庭セン
ター・警察・学校・保育所・幼稚園・
法務局・医師会・歯科医師会・民
生児童委員・人権擁護委員等）が
ネットワークを作り，一貫した切れ
目のないワンストップサービスを
提供することを目的に，設置して
いる。
市民・関係機関からの通報等の
窓口を，すくすくネットワーク事務
局（すくすく育児支援室）に置き，
受理会議，緊急判定会議，ケース
検討会議，育児支援連絡会議等
を行い，関係機関との連携および
情報の共有化をはか

すくすく
ネット
ワーク
事業

す
く
す
く
育
児
支
援
室

17

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

4

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

継
続

職員の質の
向上によ
り，専門的
な療育指導
を行う。

拡
大

県北の拠点と
なるべく専門
職の充実・育
成につとめ，
市民のニーズ
に応えられる
ように事業内
容の充実を図
る必要があ
る。

26 B
未
実
施

事
業
拡
大

4

早い段階
からの療
育指導は
将来の発
達に大き
く影響す
る。乳幼
児期で発
達に不安
がある場
合，専門
的な相
談・支援
を受けら
れる流れ
を確立し
ていくこと
は，子ど
もの発達
支援に有
効であ
る。

4

これまで
に県北
に発達
支援セン
ターはな
く，広島
市などへ
通園して
いた。身
近な場
所で専
門的な
相談など
発達支
援を受け
たいとい
うニーズ
が高くこ
ども発達
支援セン
ターの存
在は重
要であ
る。

4

対象児
の増加
や療育に
対する市
民のニー
ズが高
まってお
り，専門
的知識を
有するス
タッフが
求められ
る。専門
職員の
確保・育
成が必
要であ
る。

4

市が実
施する乳
幼児健
康診査と
の連携
が大切
である。
現在，市
直営で
行ってお
り連携が
とれてい
る。

5

発達に不安
があり集団訓
練の必要を
感じていて
も，県北に施
設がないた
め広島市や
東広島市ま
で通所してい
た多くの子ど
もが，療育指
導を受けるこ
とができるよ
うになる。相
談や親子通
所を通じて早
期からの支
援体制が実
現している。

5

教室に通い
専門的な支
援を受ける
ことで，子
どもの変化
を感じるこ
とができる
ため，保護
者の育児
不安の軽
減につなが
る。子ども
の発達支
援に有効で
ある。

こ
と
ば
，
発
達
な
ど
に
心
配
の
あ
る
乳
幼
児

。

週4日（月・火・水・
金）教室を開催す
る。
活動内容（10時～
朝の会，10時30
分～親子あそび，
11時30分～トイ
レ・お弁当・はみ
がき，13時～お帰
りの会・絵本の読
み聞かせ）

保育士などが関わりの
中で，基本的生活習慣
を身につける支援をす
る。
また親子あそびを通じ
て，子どもの発達を支援
する。

利用ニーズが高く，発達相談
や療育指導体制の整備などセ
ンター機能を充実させていく。
今後は専門ニーズに応えるた
めに，職員の人材確保・育成
を行うとともに，心理療法士・
言語療法士などの確保が必要
である。

ことば・発達などに心配のある乳
幼児を対象に，相談をうける。そ
れぞれのケースに対して基本的
生活習慣を身につけたり，親子あ
そびを通じて，発達の支援をして
いく。
粟屋西自治交流センターにおい
て，専門的知識を有する職員（保
育士・社会福祉士）を置き，指導
にあたる。

こども発
達支援
センター
運営事
業

す
く
す
く
育
児
支
援
室

17

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

3

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

継
続

親の意識の
変化等を含
む効果の検
証が必要で
ある。

拡
大

特殊合計出生
率が年次的に
どのように推
移するかによ
り，新たな子
育て支援策
（第2子目の保
育料軽減措
置）を検討する
必要がある。

27 A
未
実
施

事
業
拡
大

4

他市でも
第3子目
に対する
補助を実
施してい
ることを
見ると社
会的な
ニーズは
高いと思
われる。

5

認可外
保育施
設へ児
童を通所
させてい
る保護者
から第3
子目以
降の保
育料に
対する補
助を望む
声もあ
り，平成
19年度
から補助
を実施し
た。市民
ニーズは
高いと思
われる。

5

人件費
は事務
の効率
化を図る
ことでコ
ストの削
減が図
れる。

5

認可保
育所に
ついて
は，保育
料を減額
するとい
う制度の
ため市で
なければ
できな
い。認可
外保育
施設・幼
稚園に
ついても
補助金を
交付する
という制
度のた
め市でな
ければで
きない。

4

認可保育所
では月額保
育料が
15,048円程
度減額とな
り，認可外
保育施設・
幼稚園では
保育料を月
額21,000円
を上限に補
助するた
め，経済的
な子育て支
援策として
は効果があ
ると考える。

4

認可保育
所でのみの
実施だった
が，平成19
年度から認
可外保育
施設，幼稚
園にも保育
料軽減補
助金という
形で制度の
拡大を図っ
た。

第
3
子
目
以
降
の
児
童

保育料（延長保育
料，一時保育料，
特定保育料を除
く）を無料とする
が，親育ての観点
から一律無料で
はなく，給食費と
して月4,000円を
徴収する。ただ
し，保育料徴収基
準に基づき決定し
た額が4,000円以
下の場合は徴収
しない。認可外保
育施設・幼稚園の
保育料について
は月額21,000円を
上限に補助を行
う。

子育て支援策として，多
くの子どもを育てている
保護者に対して経済的
な負担を軽減する。

保育所運営適正化計画を答申
した保育所運営適正化検討委
員会では，第2子についても保
育料軽減措置を求める声が
あった。そのため，第3子目以
降の保育料無料化等の制度を
導入し，少子化傾向に歯止め
がかからない場合，新たな子
育て支援策として効果等比較
検討した上で第2子目の保育
料に対しても軽減措置を考え
る必要がある。

子育て支援策として第3子目以降
の保育料（延長保育料，一時保育
料，特定保育料を除く）を無料とす
る。給食費として4,000円を徴収す
る。ただし，保育料徴収基準に基
づき決定した額が4,000円以下の
場合は徴収しない。条件として①
第3子目以降の子である。②所得
税法上，18歳未満の子を3人以上
扶養している。③三次市内にある
認可保育所（公立23所，私立3
所，計26所）に通所している。④市
税等の滞納がない。また，平成19
年度から認可外保育施設及び幼
稚園に通所する第3子目以降の
保育料については保育施設の協
力を得ながら保育料について月
額21,000円を上限に補助を行って
いる。

第3子目
以降保
育料無
料化

18

(

3

)

子
ど
も
の
手
本
と
な
る
親
育
て

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

2

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

1

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

目的

16
保育料
徴収

三次市内にある認可保育所（公立
23所，私立3所，計26所）に通所す
る児童の保護者より，三次市保育
料徴収規則に定める保育料を徴
収する。現年度分保育料の徴収
方法は，平成16年度より原則9金
融機関での口座振替である。平
成18年度給与差押等の法的措置
は10件実施し，現年度分収納率９
８．３%，滞納繰越分収納率２３．
８%だった。

保育料の滞納者が増加しない
対策として，現年度分の取り組
み強化，滞納繰越分は法的措
置を積極的に進める。また，分
納不履行や折衝に応じない未
納者については法的措置で対
応する。

市
民

保育料の滞納者
に対して督促状を
発送し，それでも
未納となる者は納
付相談・分納誓
約・法的措置を実
施する。今年度か
らコンビニ収納を
開始した。法的措
置は給与差押・公
売・ヤフーオーク
ション等々実施。

市民への公平性の堅持
と市財源の確保を行う
ため保育料の滞納者に
完納させる。平成１９年
度　目標収納率　現年
度分９８．５％　滞納繰
越分２３．８％

4

公平性の観
点より法的
措置は有効
な手段であ
る。

3

催告書の
送付により
納付忘れ
のへの対
応が可能と
なり，新規
滞納者が
減少した。
滞納整理シ
ステムの導
入により，
滞納繰越
分の分割
納付管理
が容易とな
り，分割納
付誓約を履
行しない者
について
は，法的措
置を実施す
ることによ
り滞納額を
減らすこと
ができる。

4

固定的な
経費なの
でコスト
の削減
余地は
小さい。
滞納整
理システ
ムや新基
幹業務シ
ステムの
導入によ
り事務の
省力化
が図られ
ている。

3

情報漏
えいの可
能性を考
えると市
が行うべ
きであ
る。

5

保育料
の滞納
について
は新聞
報道され
るなど社
会的関
心が高
い。

4

公平性を
確保して
欲しいと
いう市民
の要望
はある。

23 B
要
改
善

滞納防止に
向けては関
係職員の意
識改革も重
要なファク
ターであ
る。

要
改
善

拡
大

平成19年度の
取り組みで法
的措置の強化
（給与差押）と
債権担当室と
の連携により
滞納者の資産
情報を共有化
し，債権回収
にあたる事で
更なる収納率
の向上が期待
できる。 継

続

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択
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策
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項
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始
年
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事務事業
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等
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七
年
度
評
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活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
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手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴開設日数 日 － 168 245

開設１日あ
たりのコス
ト，平成１９
年度削減を
めざす。

H
1
7

#VALUE! ⑷利用人数 人 － 5,693 7,970

平成１８年度
分：７月２１
日～３月３１
日

⑵開設時間 時間 1,008 1,400 週５日開設
H
1
8

13,416 ⑸相談件数 件 － 90 130
子育てアドバ
イザーによる
育児相談

⑶

子育てボ
ランティア
等受入状
況

件 18 70

１８年度：歯
科相談　月１
回
　　　　　　ヨ
ガ教室　　月
２回

H
1
9

10,587 ⑹

育児教
室・育児
講座利用
状況

人 － 40 240

平成１８年
度：お父さん
のための子
育て教室

⑴
受給者証
の発行数 件 5,964 6,420 6,500

市内に住所を有
する０～１２才ま
での乳幼児・児童
に対して発行す
る受給者証数。
ただし他の福祉
医療制度がある
ため市内の全乳
幼児・児童に発
行するわけでは
ない。

H
1
7

25,074 ⑷
医療費の
公費負担

千円 135,004 140,498 140,600

三次市の乳
幼児・児童医
療費公費負
担額

⑵
H
1
8

23,970 ⑸

⑶
H
1
9

23,654 ⑹

⑴
助成券交
付枚数 枚 2,230 1,957 2,000

平成18年度
の交付枚数
のうち、おた
ふくかぜが
847枚、水ぼ
うそうが
1,110枚であ
る。

H
1
7

3,424 ⑷
おたふく
かぜ接種
件数

件 549 414 500
助成券交付
枚数に対す
る接種件数。

⑵
H
1
8

2,588 ⑸
水ぼうそ
う接種件
数

件 496 281 350
助成券交付
枚数に対す
る接種件数。

⑶
H
1
9

3,677 ⑹

おたふく
かぜ・水
ぼうそう
の罹患者
数

人 118 49 90

市立三次中
央病院にお
ける就学前
の乳幼児の
おたふくか
ぜ・水ぼうそ
う罹患者数
の合計

⑴
延べ利用
件数 件 1,551 1,916 2,100

延べ利用件数に
ついて17年度に
比べ18年度は，
１．２倍増加し，コ
ストについては，2
割削減。19年度
さらに，利用件数
の増加及びコスト
削減をめざす。

H
1
7

3,784 ⑷
述べ利用
時間

時間 8,583 10,551 11,606

利用件数増
加に伴う伸
び率

⑵
報酬費
（まかせ
て会員）

円 2,345,700 2,940,600 3,234,660

利用件数増
加に伴う伸
び率
(報償費　支
払額）

H
1
8

3,243 ⑸
会員数
（保護者
数）

人 568 724 870

平成１８年
度，前年度
に比べ約１．
３倍に増加
平成１９年度
も１．２倍の
拡大をめざ
す。

⑶
講習会・
交流会等 回 4 5 6

平成18年度
まかせて会
員講習会　4
回
　
会員交流会
1回

H
1
9

2,954 ⑹
まかせて
会員数 人 88 109 140

サポート事
業の必要
ニーズを把
握することが
できる。

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

1
5
 
効
果
の
検
証

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

会員数，利
用数の拡大
にり一定の
成果が確認
できる状態
となった後
は，民間機
関への委託
も検討す
る。

拡
大

会員数，利用数
の拡大，コスト削
減，必要性等の
視点から，一定の
成果が感じられる
が，さらに目的達
成に向けて，普及
啓発・会員数及び
利用数の拡大，
利用対象者（市外
からの勤務者）の
拡大，サービスの
質の向上，会員
組織の育成等に
ついて，対象者の
ニーズ及び興味・
関心にあった工
夫した取り組みが
必要。
社会的ニーズも
高く，平成１９年
度において，目標
数値達成と課題
の解決に向けて
積極的に取り組
み，さらに幅広い
成果を得ることが
期待される。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

核家族
化，共働
き世帯の
増加に伴
い，子育
ての援助
を必要と
しても援
助者が身
近にいな
い現状
は，少子
化の原因
のひとつ
でもある。
保護者の
就労保
障，児童
の健全育
成のため
にも地域
全体で子
育てを行
う環境づ
くりが急
務であ
る。

5

保育所・児
童館等の
開設時間
外の預か
り，保育施
設までの
送迎，保育
所入所年
齢前の預
かり，保育
所等待機
期間の預
かり等，
ニーズは
高い。原因
について
は，仕事の
ため，冠婚
葬祭，買い
物，通院，
リフレッ
シュ等，
様々な理
由による
利用ニー
ズがある。

5

会員間で
の相互
支援活
動への
支援及
び，経済
的負担
の大きい
子育て期
において
の利用
料の半
額助成
は目的
達成のた
めにも，
必要であ
る。

3

利用料金
の半額を
市が助成
しており，
子育て期
の利用者
の経済的
負担が軽く
なり，この
ことは，利
用者にとっ
ての魅力
に止まら
ず，目的達
成に効果
有。また，
子育てに
ついての
問題を早
期発見し
関係機関
と連携し対
応していく
ケースもあ
り，専門性
及び公共
性が高い。

5

会員間の信
頼関係の深
まりのなか
で，相互支
援活動が行
われてお
り，保護者
の就労支援
に止まら
ず，児童の
健全育成に
成果を発揮
している。

4

相互支援
活動への
認識も深
まってお
り，地域の
子育て力向
上に役立っ
ている。
課題に向け
ての新たな
取り組みを
行い，より
ニーズに
合ったサー
ビスを展開
することで
成果を得
る。

6,214

０
歳
〜

小
学
校
３
年
生
の
子
ど
も
を
持
つ
保
護
者

子
育
て
の
援
助
が
し
た
い
人

育児の援助を行う
提供会員（まかせ
て会員），育児の
援助を受ける依頼
会員（おねがい会
員）として登録し，
事務局（市のアド
バイザー）が援助
の依頼を受けて，
相互支援活動の
仲介する。
広報誌の発行，
交流会，研修会，
講習会の実施等

保護者については，仕
事と子育てを両立して
安心して働くことがで
き，子どもについては，
家庭的な雰囲気の中
で，健やかに成長するこ
とができる。まかせて会
員はボランティア精神を
生かした活動ができ，生
き生きとした時間を過ご
すことができる。

育児の援助を行う提供会員（まか
せて会員）と育児の援助を受ける
依頼会員（おねがい会員）が登録
し事務局（市のアドバイザー）が仲
介することにより相互支援活動を
支援する。「あったかハートで応援
します」がキャッチフレーズ。保護
者の就労時間や勤務形態にあわ
せた保育の提供や，保護者のリフ
レッフュ，緊急な場合に一時的に
保育できる場を確保することで，
子育てに対する協力者のいない
家庭の支援をしていく。地域と家
庭の連帯間が生まれることによ
り，地域ぐるみの子育てをめざ
す。
・利用時間：７時～２１時　・普及啓
発　(研修会，交流会，講習会の
開催)
・利用料金：１時間６００円（市が１
/2補助　おねがい会員の実質負
担は３００円）・活動内容：子どもを
預かる，保育所への送迎等

・核家族化等，子育て環境の
変化により，育児についての
負担感の解消は急務であり，
子どもを預けたくても預けると
ころがない等の課題に対応す
るため，より多くの市民に，こ
のサービスを知っていただける
よう効果的・魅力的な普及啓
発活動をしていくことが必要。
・サービス向上のための研修
会・交流会を本来の目的と会
員のニーズにあった内容にし
ていく。
・市外に住所を有し，本市に勤
務している保護者から，｢住居
地には，このようなサービスが
ないので利用したい。」との
ニーズが高まっている。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

子育て
サポート
事業
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る
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り

継
続

罹患者数は
減少してい
るようであ
る。過去の
データから
経済的効果
(医療費削
減額・看護
に係る保護
者の経済効
果等)を検
証する。

継
続

引き続き市の
子育て支援事
業や医療機関
からの積極的
な接種勧奨を
行い、接種率
の向上を図
り、疾病予防
に努めること
が必要であ
る。

19 C
事
業
拡
大

要
改
善

4

助成を行
い，予防
接種を受
けていた
だくこと
で，疾病
予防につ
ながるこ
とから、
社会的
ニーズが
高い。

3

予防接
種の助
成は子
育て中
の家庭
にとって
は，経済
的負担
の軽減と
なり，
ニーズが
ある。

4

安心して
生み育て
ていただ
き，幼児
が健や
かに成長
すること
を目的と
して助成
している
事業であ
るため，
コストの
削減余
地は少な
い。

3

予防接
種の助
成事業
であるた
め，行政
が行うべ
き事業で
あるが，
今後，事
業効率
面から検
討し，民
間等で
実施可
能なもの
（支払い
事務等）
はアウト
ソーシン
グも視野
に入れ
る。

3

罹患者数減
少に繋がって
いるため、予
防接種費用
を助成してい
ることで，目
的達成に貢
献している。

2

継続して事
業を行って
いき、接種
件数が増え
ることで、
今後さらに
罹患者数
が減少する
可能性が
あり成果向
上余地が
ある。

5,066

三
次
市
に
住
所
が
あ
る
満
１
歳
以
上
か
ら
小
学
校
就
学
前

（
満
６
歳

到
達
後
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で

）
の
幼
児

おたふくかぜは
6,000円以内，水
ぼうそうは8,000ｗ
ん以内でワクチン
接種費用助成券
を交付する。

経済的負担の軽減を図
ることで予防接種を受け
ていただき，おたふくか
ぜ・水ぼうそうにかかる
ことを予防し，用事が健
やかに成長することを目
的としている。

平成17年度より子育てによる経済
的負担の軽減を図り，幼児が健
やかに成長することを目的に，お
たふくかぜ（流行性耳下腺炎）・水
ぼうそう（水痘）にかかることを予
防するため，ワクチン接種費用の
助成を行っている。

助成券申請件数に比べ接種
件数が少ない。このため疾病
予防の重要性や有効性をあら
ゆる機会（乳幼児健診・相談
等）を通じて積極的に周知し，
さらなる接種率の向上を図る。
また，市内の医療機関の協力
も得て，接種勧奨を行ってい
く。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

乳幼児
予防接
種費用
助成事
業
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継
続

県費負担の
有無を確認
する事務手
続きを削減
する方法の
検討が必
要。(電算シ
ステムの改
善・県との
協議)

継
続

制度としては
充実したもの
になりつつあ
り，引き続き市
広報および母
子手帳交付な
どの機会を
使って制度の
理解・周知を
図る必要があ
る。

28 A
事
業
拡
大

要
改
善

5

三次市
の制度
は次世
代育成
支援に
基づいた
ものであ
り，社会
的ニーズ
を充分反
映したも
のといえ
る。

5

乳幼児・
児童は
病院に
かかる件
数が多
いため，
保護者
にとって
3割分（2
歳児まで
は2割）
の公費
負担は
ニーズと
して高
い。

4

平成19
年度4月
より運用
している
新基幹
業務シス
テムによ
り，現在
の交付
申請事
務のあり
方ではコ
ストの削
減余地
は小さ
い。現在
の運用
方法及び
受給者
証の仕
様を大幅
に変更す
るなどを
すれば，
余地は
大きい。

5

市でなけ
ればでき
ない事業
である
が，ただ
し，国・
県が支
援する余
地はある
事業であ
る。

4

市広報およ
び母子手帳
交付などの
機会を使っ
て制度の情
報提供を
行っている。
証の発行数
から見ても，
市内の乳幼
児・児童の
医療費受給
者証申請率
は高い。
子育てに係
る負担の軽
減を図り，
目的達成へ
の貢献度は
大きい。

5

乳幼児・児
童にかかる
医療費公
費負担（一
部負担金を
除く）は子
育てをする
家庭の経
済負担を軽
減してい
る。

153,889

三
次
市
内
に
住
所
を
置
く
乳
幼
児
・
児
童

（
０
歳
児
か
ら
小
学
校
６

年
生
修
了
ま
で

）
に
対
し
て

。

現物給付：医療費
を医療機関等の
窓口で支払う時
に，三次市が発行
する受給者証を
提示すれば，一部
負担金を除く自己
負担分について
支払う必要がな
い。
現金給付：県外等
で受診した場合，
受給者証が使え
ないため，その場
合一旦支払った
自己負担分につ
いては，償還払い
申請により，一部
負担金を除く額に
ついて返還する。

医療機関等での受診時
にかかる医療費のうち，
自己負担分３割（２歳児
までは２割）について，
三次市が負担する。（た
だし，一部負担金および
入院時にかかる食費等
を除く）

三次市内に住所を置く乳幼児および
児童（0歳児から小学校6年生修了ま
で）に対して，総医療費のうち，自己
負担分３割（2歳児までは2割）を三次
市が負担する。薬剤については全額
三次市が負担する。
対象者は平成16年度10月より小学
校3年生修了まで，平成17年度4月よ
り小学校6年生修了まで拡大。また，
乳幼児医療について所得の制限を
廃止し，乳幼児は全員対象となるよ
う制度を拡大した。
受益者負担として，通院は月４日ま
で，入院は月１４日まで一部負担金５
００円／日を自己負担。
事務事業は，窓口における申請の受
理・審査およびおよび返還手続き，
医療費および手数料の支払い。
申請書の受理については，さわやか
市民室・各支所窓口においても対
応。
平成19年度4月より，窓口における申
請の受理・審査および受給者証の発
行・発送を各支所窓口においてもで
きる。

乳幼児医療制度では，所得に
より県と市の制度の判定事務
が必要であり，所得照会がで
きない人については，所得証
明書を出していただく必要があ
る。交付申請をすれば，所得
判定なしに受給者証を発行で
きるようになれば，申請手続き
の簡便化が図られるとともに，
事務作業の効率化ができる。す

く
す
く
育
児
支
援
室

乳幼児
等医療
費助成
事業
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継
続

外部委託に
ついて検討
する。

拡
大

「つどいの広
場」は平成１７
年度において
は，粟屋西小学
校において，実
施していたが，
市街地から遠
く，利用が少な
いため，商工室
チャレンジショッ
プ事業を活用し
ＣＣプラザに移
転開設した。市
民の利用頻度
の高い，空き店
舗を利用するこ
とで，利用数も
のび，目的達成
に向けて，成果
をあげている。
平成１９年度に
おいては，地域
へ出向いての
子育て支援，子
育て講習会等も
実施できるよう
取り組みを行
い。さらに成果
をめざす。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

5

子育て
環境の
変化に
伴い，育
児の孤
立化が
虐待など
の問題
にいたる
ケースも
あり，育
児不安・
負担の
解消は
社会的
課題であ
る。

5

「育児の
相談相
手がいな
い」「同じ
くらいの
子どもが
近くにい
ない」「安
心して遊
ばせる場
所がな
い」等，
親子が
気軽に
利用でき
安心して
過ごせる
場所とし
てニーズ
は高い。

5

平成１８
年度，県
の補助
金対象
事業のた
め，市の
事業費
持ち出し
分なし。
平成１９
年度，県
の補助
対象事
業
（子育て
アドバイ
ザーは，
日々雇
用臨時
職員で対
応）

4

平成１９
年度，国
の要綱
改正に
伴い，内
容の専
門性・公
共性が
高まり市
がやった
ほうがよ
い。

5

利用数も多
く子育て親
子が安心し
て過ごせる
場となって
いる。
くつろいだ
自由な雰囲
気であるこ
と，アドバイ
ザーが常勤
していること
等が育児不
安の解消し
やすい状態
となっている
要因と思わ
れる。

4

市民の利
用頻度の
高い空き店
舗を利用す
ることで，
成果をえる
ことができ
ている。
また，平成
１９年度，
新要綱に
対応した取
り組みを行
うことで，目
的達成に
向けて，さ
らに効果が
期待でき
る。

2,254

未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者
，
子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
，
子
育
て
サ
ー

ク
ル
等

空き店舗を利用し
子育て親子の交
流及び集いの場
の提供
子育てアドバイ
ザーによる育児相
談
子育て情報の提
供
子育てボランティ
アの育成

うち解けた雰囲気の中
で語り合うことで，精神
的負担の解消を図り，
元気に楽しく子育てがで
きる。
子育てボランティアが生
き生きと活動できる。
父親の育児参加の促進
等

子育て親子が安心して集い過ご
せる場所として，利用しやすい場
所にある空き店舗を利用した”つ
どいの広場”としての｢あそび工
房」をＣＣプラザ３階において実施
する。
・子育て親子の交流・あそび場の
提供。
・開設日：毎週，月，水，木，金，
土　　・開設時間：１０時～１６時
（平成１９年度からは，国の要綱
改正に伴い，地域の子育て親子
が集う場に出向いての支援，講習
会等の実施，父親のグループづく
りの支援，高齢者等との交流を行
うよう研究中）

平成１９年度，国の要綱が改
正されたことに伴い事業内容
の拡大に向けての取り組みを
行う。
より多くの親子が利用できるよ
う周知していく。
対象者にとって，魅力的な空
間となるよう，充実させる。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

つどい
の広場
設置事
業
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
助成券交
付人数 人 535 539 500

年間の母子
健康手帳交
付人数

H
1
7

47,145 ⑷
助成券使
用数 枚 3,382 3,110 3,100

助成券を使
用し，定期的
に健診を受
け，健康管
理に役立て
られているか
を確認。

⑵
H
1
8

38,686 ⑸

⑶
H
1
9

41,704 ⑹

⑴開設日 日 245 243 245

開設日　１日あた
りのコストは平成
１８年度，前年度
に比べ増えてい
る。これは，利用
数の増加が原因
と考えられ，利用
１件あたりのコス
トは減っている。

H
1
7

20,367 ⑷
延べ利用
人数 人 252 315 400

平成１８年
度，前年度
の約１．３倍
に増加して
おり，１９年
度，さらに増
加をめざす。

⑵
サポート
稼動者数 人 364 467 600

利用数増加
に伴いサ
ポート稼動
者数増加

H
1
8

22,625 ⑸
まかせて
会員報償
額

円 1,056,000 1,438,266 1,725,919

利用数増加
に伴いまか
せて会員報
償額増加

⑶稼働時間 時間 1,433 2,004 2,565

利用件数増
加に伴い稼
動時間数増
加

H
1
9

17,212 ⑹
２名以上
受入日 日 93 133 170

１日２人以上
受入日につ
いて，平成１
８年度，前年
度に比べ約
１．４倍

⑴訪問件数 件 84 80 80

年間養育医
療対象者が
15人程度，
また継続して
訪問したり，
低出生児体
重児の訪問
件数を含め
ての件数。

H
1
7

8,464 ⑷
訪問達成
率 ％ 100 100 100

全件訪問し
ている。

⑵
H
1
8

8,887 ⑸

⑶
H
1
9

8,887 ⑹

⑴申請者数 人 － － 10
年間の申請
予定数。

H
1
7

#VALUE! ⑷助成件数 件 － － 10

助成件数に
より，ニーズ
を把握するこ
とができる。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸助成額 円 － － 1,000,000

1回分の助成
額は治療内
容などにより
異なる。

⑶
H
1
9

108,200 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

ニーズを把
握する。

拡
大

昨年度の県事
業での申請は
14件あり，予
算内容の検討
が必要であ
る。また，現事
業を充実させ
るとともに，不
妊治療助成事
業内容を拡大
していくのかが
検討課題であ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

不妊症
で悩む
夫婦は
10組に１
組といわ
れ，社会
的ニーズ
は高い。

4

不妊治
療助成
事業に
ついての
問い合
わせも増
えてお
り，治療
を受ける
人につい
てはニー
ズが高
いといえ
る。
今後申
請者の
増加に
あわせ，
対応でき
るように
していく。

4

助成事
業であ
り，コスト
面での削
減余地
は小さ
い。事務
について
は，効率
化・簡素
化につと
めていき
たい。

4

県制度
へさらに
助成する
形である
が，子育
て支援と
して市と
して関与
していく
ことが重
要と考え
る。

4

特定不妊治
療は高額で
あり，対象
者の経済的
負担の軽減
につなが
る。

3

事業が始
まったばか
りなので，
現在の助
成事業を継
続し評価す
る。そして，
助成内容な
どについて
はこれから
の検討課
題としてい
きたい。

つ
ぎ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
　
・
市
民
　
・
広
島
県
の
不
妊

治
療
助
成
事
業
の
承
認
決
定
さ
れ
た
者
　
・
市
税
な
ど
の
滞
納
し
て

い
な
い
世
帯
の
も
の

。

対象者が特定不
妊治療に要した費
用額から，広島県
の不妊治療費助
成費を差し引いた
額を助成する。た
だし1回10万円を
限度とし，1年度2
回までを上限に，
通算5年間の助成
とする。

特定不妊治療に要する
費用は高額であり（平均
で体外受精30万，顕微
授精40万），経済的負担
の軽減に努める。
そして，子どもを産みや
すい環境を確保し，子
育て支援の充実をはか
る。

平成19年度より，不妊症のため子
どもを持つことができない夫婦が
うける不妊治療のうち，体外受精
及び顕微授精（特定不妊治療）に
要する費用の一部を助成する制
度である。ただし，広島県不妊治
療費助成事業を承認された者で，
金額は1回10万円限度を１年度2
回までとし通算5年間の助成とす
る。

今年度スタートした事業であ
り，対象者に対して適切に支
援ができるように制度内容な
どの周知に努める必要があ
る。そのため県との連携をと
り，県制度の申請時に三次市
制度についても紹介をしてもら
う。
不妊治療等に関する相談等も
増えることから，県や不妊専門
相談センター等と連携し情報
提供できる支援体制づくりが
必要である。プライバシーの保
持に努める必要ある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

不妊治
療費助
成制度
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継
続

ニーズを把
握し助産師
の体制整備
も検討す
る。

継
続

対象者が一部
であることから
社会的ニーズ
や市民ニーズ
の評価点があ
まり高くない
が、対象者の
方のニーズは
とても高い事
業である。今
後さらに未熟
児訪問指導の
内容を充実さ
せていくことが
必要である。

21 C
現
状
維
持

要
改
善

3

対象者は
一部では
あるが，
発達支援
や家族支
援等の必
要性が高
い事業で
あり，ニー
ズも高
い。

3

対象者
は一部
ではある
が，発達
支援や
家族支
援等の
必要性
が高い
事業であ
り，ニー
ズも高
い。

4

コストは
人件費
のみであ
り削減の
余地が
小さい。

4

健診，訪
問をとお
して把握
しやす
く，フォ
ローがで
きる。

4

対象者に対し
て全件訪問
行い，低出生
体重児の状
況を確認し家
族へのフォ
ローへつなげ
ている。

3

低出生体
重児訪問
指導の内
容を，さら
に高めてい
くことが大
切である。

711

低
出
生
体
重
児
と
そ
の
家
族

主に低出生体重
児の家庭を訪問
し，養育に関する
訪問指導や育児
相談を行う。

低出生体重児の健やか
な発育と発達を促し，低
出生体重児を養育する
家庭の育児不安の解消
を図る。

保健師や助産師が低出生体重児
の家庭を訪問し，児の発育，発達
を確認して発達に合わせた指導，
支援を行う。（平成17年度から県
からの事務・権限移譲により三次
市が実施主体）

未熟児養育医療申請のある児
については，出産間もない時
期から家族や医療機関との連
絡，調整が図れ，退院後早期
に訪問かできて支援につなが
る。しかし，その他の未熟児
（低出生体重児など）について
は，本人から申し出がない限
り，把握が難しく訪問時期が遅
れることがあり，対象児の把握
に努める必要がある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

未熟児
訪問事
業

1711

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

スタッフの
雇用形態の
検討。

拡
大

利用件数の増
加等から，目的
達成への成果
も感じられる
が，より多くの
市民が利用でき
るよう普及啓発
を積極的に行
う。
また，子育てサ
ポート事業との
連携の中で，市
民との協働によ
る運営をおこ
なっているが，
より，安心して
預けられるよ
う，スタッフの研
修等を行い，
サービスの質の
向上をめざす。
市外から本市
への通勤者に
ついての利用
ニーズについて
も，対応できる
よう研究してい
く。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

病気回復
期は，通
常保育が
受けられ
ないた
め，核家
族化や，
共働き家
庭の増加
と共に利
用ニーズ
は高い。
保護者の
就労保
障，児童
の健全育
成等の面
から，安
心して，
子育てを
しながら
働くことが
できる環
境づくり
は急務で
ある。

5

市内にこ
のような
サービス
を実施し
ている施
設が他
にないた
め，市民
のニーズ
は高い。

5

子育てサ
ポート事
業　まか
せて会員
との協働
により，ス
タッフの雇
用につい
て，必要
に応じた
雇用がで
きている。
１日あたり
の投資額
は平成１
８年度，前
年度に比
べ増えて
いるが，
利用数増
加が原因
と考えら
れ，一件
あたりの
投資額は
減ってい
る。

4

市立中
央病院と
連携を
とって実
施してい
る。
公共性も
高く，利
用料の
減免措
置等の
面から
も，市が
やったほ
うがよい
が，民間
委託に
ついても
検討して
いく。

4

利用件数等
の増加か
ら，目的達
成に向けて
の成果が感
じられるが，
利用範囲を
子育てサ
ポート会員
としているた
め，対象範
囲が限られ
ており，検
討が必要で
ある。より多
くの人に利
用してもらえ
るよう広報
活動を積極
的に行う。

4

新規利用者
も増えてき
ているが，よ
り多くの人に
サービスを
知っていた
だく取り組み
や，インフル
エンザ流行
期の保育室
の確保等の
課題を解決
することで，
より効果が
期待できる。
また，専門
的人材確保
の点からも，
市外から本
市に勤務す
る保護者の
受入につい
ても取り組
み，効果の
向上をめざ
す。

5,498

・
０
歳
児
〜

小
学
校
３
年
生
終
了
ま
で
の
子
ど
も
，
三
次
市
に
住
民
票
が
あ
り
，
病
気
の

回
復
期
に
あ
る
た
め
安
静
の
確
保
に
配
慮
す
る
必
要
の
あ
る
児
童
の
う
ち
，
集
団
保
育
が

困
難
で
あ
り
，
か
つ
，
保
護
者
の
事
由
に
よ
り
家
庭
で
の
育
児
が
困
難
な
も
の

。

（
サ

ポ
ー

ト
会
員
で
あ
る
こ
と
が
原
則

）

市立三次中央病
院の一部を利用し
て保育室を確保し
看護師資格を持
つ専任職員及び
サポート会員（ま
かせて会員）に
よって看護及び保
育している。

病気の回復期で集団保
育が困難な期間，保護
者が仕事・病気・冠婚葬
祭等の理由により，家
庭で保育できない場合
に，その児童の保育及
び看護を行う。

市立三次中央病院施設内に病後
児保育室を設置し，病気の回復
期にあって集団保育が困難で，保
護者が病気・仕事・冠婚葬祭等の
理由により，家庭で保育できない
場合に，その児童の保育及び看
護を行うことで，保護者の子育て
と就労の両立の支援を行うととも
に，児童の健全な育成及び資質
の向上に寄与する。
・開設時間：８時～１８時
・利用定員：４人　　　・対象年齢：
０歳～小学校３年生
・利用料（１人１日）：　２，０００円
（減免制度あり）
・対象病気：感冒・消化不良症等，
喘息等の慢性疾患，熱傷等の外
傷疾患，麻しん・水ぼうそう等の予
後

・インフルエンザ流行期等は，
極めてニーズが高く保育室の
確保が必要。
・市外に住所を有し，本市に勤
務している保護者からの依頼
希望がある。
・より多くの人に利用していた
だけるよう，啓発を積極的に行
う。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

病後児
保育事
業

1610

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

事業効果の
検証を実施
する。

継
続

市民サイドとし
て妊娠中の異
常の早期発見
や，経済的負
担の軽減につ
ながる，市サ
イドとしては妊
婦の状況把握
や支援につな
げていけるた
め必要性の高
い事業である
が，健診結果
を早期に健康
管理につなげ
ていくよう改善
を図る。

25 B
事
業
拡
大

要
改
善

4

定期健
診を受け
ること
は，安心
して妊
娠，出産
ができる
ことにつ
ながる。
経済的
負担を軽
減するこ
とで，健
診に行き
やすくな
る。

4

経済的
負担の
軽減とな
るため，
市民の
ニーズは
高い。

4

健診結
果の入
力作業
等の事
務処理
の効率
化が必
要。

5

母子手
帳交付
時から，
さらには
出産後
からの関
わりもで
きるため
市で行う
必要が
ある。

4

妊娠初期か
ら使用され
ており，異
常の早期発
見や自身の
健康管理に
利用でき
る。

4

妊娠初期
からの状況
確認に役
立ってい
る。

20,852
妊
婦

妊婦一般健康診
査費を6回分助成
する。ただし，非
課税世帯につい
ては，
4回分追加する。
（平成19年度単価
6,480円）

健診を受けることで，妊
婦の心身の健康管理を
することで安楽な出産が
でき，新生児が健やか
に成長できるようにす
る。

平成17年度から経済的負担の軽
減と母子の健康管理のため，助
成券が2枚から6枚に拡大した。ま
た，非課税世帯に対しては，
さらに4枚追加して対応している。
母子健康手帳交付時に，母子健
康手帳別冊として助成券を同時に
妊婦へ交付している。

前年度同様，国保連合会から
の健診結果が２ヵ月遅れで送
付されるため，タイムリーな支
援にならない。
現在，県を中心とした受診券
単価の見直しを行っている。事
務量等含め検討が必要であ
る。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

妊産婦
健診助
成事業

17

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

9
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴整備箇所 箇所 3 1 1
市街地公園
の整備箇所
数

H
1
7

7,477,000 ⑷

オープニ
ングイベ
ント開催
数

回 2 1 未定

開園を祝っ
て，地元主
催のオープ
ニングイベン
ト

⑵
検討委員
会 回 10 3 未定

地元検討委
員会の開催
数

H
1
8

13,048,000 ⑸

オープニ
ングイベ
ント参加
者

人 90 50 未定
イベント参加
者数

⑶
H
1
9

12,119,000 ⑹

⑴

一時保育
実施保育
所数(公
立）

所 3 3 3

一時保育を
実施する保
育所が増え
ることを指標
とする。

H
1
7

441,000 ⑷

一時保育
年間 延
べ利用者
数（三良
坂保育
所）

人 60 33 33

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑵
H
1
8

417,333 ⑸

一時保育
年間延べ
利用者数
（みわ保
育所）

人 36 22 22

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑶
H
1
9

417,333 ⑹

一時保育
年間延べ
利用者数
（こうぬ保
育所）

人 21 35 35

一時保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑴
延長保育
実施保育
所数

所 2 3 3

実施している
公立保育所
(十日市・東
光・愛光保育
所）

H
1
7

6,057,000 ⑷

延長保育
1日平均
利用者数
(十日市
保育所）

人 4 4 6
延長保育利
用数

⑵
年間延べ
人数 人 941 1,612 2,800

H
1
8

6,057,000 ⑸

延長保育
１日平均
利用者数
(東光保
育所）

人 3 3 6
延長保育利
用数

⑶
H
1
9

6,057,000 ⑹

延長保育
１日平均
利用者数
(愛光保
育所）

人 ー 3 6
延長保育利
用数

⑴

特定保育
実施保育
所数（公
立）

所 3 3 3

特定保育を
実施する保
育所が増え
ることを指標
とする。

H
1
7

259,666 ⑷

特定保育
年間延べ
利用者数
（三良坂
保育所）

人 11 66 66

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑵
H
1
8

417,333 ⑸

特定保育
年間延べ
利用者数
（みわ保
育所）

人 10 10

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

⑶
H
1
9

417,333 ⑹

特定保育
年間延べ
利用者数
（こうぬ保
育所）

人 10 10

特定保育の
利用者が増
えることを指
標とする。

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

そ
の
他

サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

ニーズを把
握し，利用
しやすい制
度とする。

継
続

短期間の就労
という通常保
育ではカバー
できない保育
サービスの提
供であるの
で，このまま継
続することで
利用者の利便
に供すること
ができる。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

多様な
保育メ
ニューの
一つとし
て特定
保育を求
めるニー
ズはある
と思われ
る。

3

特定保
育の
ニーズは
あるが，
どちらか
と言うと
特定保
育よりも
市街地
での定
員拡大
の方が
ニーズが
あると思
われる。

4

通常保
育の定
員の枠
内で保育
している
ため，コ
ストは抑
えられて
いる。

3

市も情報
提供し，
保育
サービス
の充実を
図る必要
がある。

3

公立保育所
で特定保育
を実施して
いる保育所
は周辺部に
限られ，市
街地の保育
所は私立保
育所2所が
対応してい
る。

4

周辺部の
保育所は
利用者が
少ないこと
から，特定
保育の保
育ニーズは
低いと思わ
れる。しか
し，市街地
の保育所
は通常保
育の定員
に空きが少
ないことか
ら特定保育
のニーズは
高いと思わ
れる。

1,252

就
学
前
児
童

(

三
次
市
以
外
も
対
象

）

通常保育の定員
の枠内で保育を
実施し，一定程度
の日時において
保護者の保育
ニーズに応えるた
め。

児童の保護者が一定程
度，児童を保育できない
場合，就労を援助して
保護者の利便に供し，
就学前児童に保育を提
供する。

保護者の就労形態の多様化
（パート勤務の増大等）に伴う子ど
もの保育需要の変化に対応する
ため，一定程度の日時で必要に
応じて柔軟に利用できる保育サー
ビスである。

社会環境または，就労環境が
大きく変化する中，子育て中の
保護者が心身の疲労の解消，
その他の事由により保育を必
要とする場合，子育て環境を
充実するために情報提供し，
利用者拡大を図ることが重
要。なお，年間の延べ利用者
数が25人を超えないと補助対
象にならない。の

び
の
び
こ
ど
も
室

特定保
育事業

1616

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

拡
大

ニーズを把
握し利用し
やすい制度
とする。

拡
大

延長保育を必
要とする人は
いるが，利用
者は少ない。
しかし，子育て
と仕事を両立
できる環境を
整備するため
に利用人数の
面だけでは判
断できない面
があり，順次
拡大していく必
要がある。22 B

現
状
維
持

事
業
拡
大

4

共働きに
より延長
保育を求
める保護
者が増え
ているた
め社会的
ニーズは
あると思
われる。

4

共働きに
より延長
保育を求
める保護
者が増
えている
ため市
民ニーズ
はあると
思われ
る。

4

コストは
職員人
件費が
大半であ
る。

4

現在，市
内の私
立保育
所では
完全実
施。公立
保育所
では23
保育所
の内，市
街地に
ある3保
育所で
の実施
に留まっ
ている。
仕事と子
育ての
両立でき
る環境整
備のた
めに，全
市域に
拡大して
いく必要
がある。

3

平成18年度
から延長保
育を実施する
保育所が，3
箇所の公立
保育所の憂
い3箇所に
なったため利
用者には喜
ばれている
が，１日当り
の利用者は
少ない。

3

保育時間
拡大となる
ので延長保
育の実施
により働き
やすくな
る。

18,171
市
民

１８時30分までの
通常保育が終了
した後，１８時３０
分から１９時３０分
までの間，保育の
提供をする。

市民に就労の機会を提
供し，仕事と子育てを両
立できる環境を整備す
る。

保護者の就労形態の多様化,勤務
時間の延長等に対応するため11
時間保育（７：３０～１８：３０）の後
1時間（１８：３０～１９：３０）の延長
保育を行う。東光保育所,十日市
保育所で実施していたが,平成18
年度からは愛光保育所でも実施
している。また，私立では子供の
城保育園，子供の館保育園，み
ゆき保育園で実施している。

今後は，他の保育所でも延長
保育の希望者が増えることが
予想される。一日あたりの利
用人数は少ない日もあるが，
情報提供や市民ニーズを的確
に把握し開所する保育所を検
討する。

の
び
の
び
こ
ど
も
室

延長保
育推進
事業

1515

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

ニーズを把
握し利用し
やすい制度
とする。

継
続

出産での帰
省，保育にか
けない児童の
保育等ある程
度，一時保育
の利用があ
る。通常保育
でカバーでき
ない保育の実
施であるので
このまま継続
することで利
用者の利便に
供することが
できる。

20 C
未
実
施

要
改
善

3

多様な
保育メ
ニューの
一つとし
て一時
保育を求
めるニー
ズはある
と思われ
る。

3

一時保
育の
ニーズは
あるが，
どちらか
と言うと
一時保
育よりも
市街地
での定
員拡大
の方が
ニーズが
あると思
われる。

4

通常保
育の定
員の枠
内で実施
している
ため，コ
ストは抑
えられて
いる。

3

2私立保
育所で
実施して
おり，市
も情報提
供し，保
育サービ
スの充
実を図る
必要が
ある。

3

公立保育所
で一時保育
を実施して
いる３保育
所は周辺部
に限られ，
市街地の保
育所は私立
保育所が対
応している。

4

周辺部の
保育所は
利用者が
少ないこと
から，一時
保育の保
育ニーズは
低いと思わ
れる。しか
し，市街地
の保育所
は通常保
育の定員
に空きが少
ないことか
ら一時保育
のニーズは
高いと思わ
れる。

1,252

就
学
前
児
童

（
三
次
市
以
外
も
対
象

）

一時的に保育が
必要な保護者の
ニーズに応えるた
め，通常保育の定
員の枠内で保育
を実施する。

児童の保護者が一時的
に保育を必要とする場
合，保護者の心理的・肉
体的負担の軽減，就労
援助等を行うため就学
前児童の保育を提供す
る。

就労形態の多様化に対応する一
時的な保育や，専業主婦家庭等
の育児疲れ解消，緊急時の保育
等が必要な場合に対応する事業
です。具体的には保護者の傷病，
入院，災害，事故，育児等に伴う
心理的・肉体的負担の解消等に
より緊急・一時的に保育が必要と
なる児童に対して保育を実施す
る。

　社会環境，又は就労環境が
大きく変化する中，子育て中の
保護者が心身の疲労の解消
その他の事由により保育を必
要とする場合，子育て環境を
充実するため，情報提供，利
用者拡大が重要。なお，年間
の延べ利用者数が25人を超え
ないと補助対象にならない。

の
び
の
び
こ
ど
も
室

一時保
育事業

1614

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

自然のまま
で緑が多く
あるため，
公園の必要
性がないが
しろとなりが
ちである。
地域の憩い
の場として
の公園は必
要であり，
継続すべき
である。継

続

地域（市民）か
らの要望によ
る事業であり、
継続すべきで
ある。

21 C
現
状
維
持

要
改
善

4

地域の
絆が薄
まる中
で，子ど
もからお
年寄りま
で集える
場は必
要。

4

地域（市
民）の要
望による
整備であ
る。

3

対象用
地を無償
借地に限
定するこ
とで，用
地に対す
るコスト
が縮減さ
れる。

3

初期投
資がか
かるた
め，市が
整備し，
完成以
降は地
元が維
持管理を
行う。

4

こどもやお
年寄り，乳
幼児を連れ
た母親等世
代を問わず
地域住民が
集まること
ができる場
となってい
る。

3

身近な広場
の必要性を
感じている
地域に対す
る，事業の
有効性の
啓発が必
要。

13,048

都
市
計
画
区
域
の
公
園
が
不
足
し
て
い
る
地
域
の
住
民

地元要望があり，
適地がある地域
において，設計～
工事～完成～運
営まで地元住民と
ともに公園を一か
ら作る。

公園を整備することによ
り，地域の憩いの場，世
代間の交流の場を提供
する。

市内には尾関山公園やみよし運
動公園等の広い公園はあるが，
小さな子どもを自宅から歩いて連
れていけるような身近な公園が少
ないため，一番身近な公園として
整備する。また，設計段階から地
元に関わっていただき，地元が必
要なものを整備するとともに，完
成後の運営・管理を地元で担って
もらうことにより，行政に気兼ねす
ることなく，地元の使い勝手の良
いように育てていける公園とする。
さらに，１６年度は人口集中地区
と呼ばれる三次町・十日市・八次
地区のみを対象としていたが，１７
年度からは三次市内都市計画域
を対象としている。
（整備箇所）平成17年度：南大下
公園・荒瀬コニュニティ広場・毘沙
門広場（吉舎），平成18年度：麻原
ひろば

完成後の地元運営について，
自分たちで自由に使ったり，改
良できるという，これまでの公
共施設とは一線を画す事業で
あるので，より多くの市民へ事
業の周知を行うこと。
また，公園整備に当たり，景観
に配慮し，緑のある公園を推
進する。

み
ら
い
都
市
室

市街地
公園整
備事業

1613

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

1

)

安
心
し
て
産
み
育
て
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
づ
く
り

4／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

１，２歳児
受け入れ
可能保育
所数

所 15 16 16

３歳未満児
の入所可能
保育所が増
えることを指
標とする。

H
1
7

⑷
１，２歳児
入所児童
数

人 226 274 275
1ヶ月平均入
所児童数

⑵
H
1
8

462,625 ⑸
和田保育
所 人 － 12 18

1ヶ月入所可
能児童数

⑶
H
1
9

532,125 ⑹

⑴
実施保育
所 所 5 10 12

1保育所あた
りの米飯価
格

H
1
7

136,800 ⑷
対象園児
数 人 174 422 480

米飯給食の
大切さを集
団生活の中
で経験できる
3月対象園児
数

⑵
H
1
8

128,700 ⑸実施回数 回 38 50 50
年間通して
の取組み回
数

⑶
H
1
9

175,000 ⑹

⑴
講座受講
料補助件
数

件 － 20

資格取得等
の受講費用
の補助件数
講座受講料
の補助は平
成１９年度か
ら実施。

H
1
7

#VALUE! ⑷参加者数 人 － 40 20

働くことを希
望している女
性ニーズを
把握すること
ができる。

⑵
講演会開
催回数

1
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

125,650 ⑹参加者数 人 － 40 20

⑴受給者数 人 969 942 960
受給者数（３
月末時点）

H
1
7

31,473 ⑷
公費負担
額 円 2,585,359 2,387,178 2,433,000

３月に受給
者証を使い
診療され，５
月に国保団
体連合会か
ら請求があ
り，支払った
額

⑵
H
1
8

29,763 ⑸

⑶
H
1
9

30,183 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

事
業
規
模

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

制度の曖昧
さが不正受
給に繋がっ
ていることも
考えられ
る。実情と
制度との乖
離部を明確
にし制度改
正提案を関
係会議で行
う。

継
続

不正受給の調
査確認が困難
であるが，公
平性の確保の
ため不正受給
者には厳しく
対応する必要
がある。

22 B
未
実
施

要
改
善

3

収入の
不安定
な母子
父子家
庭等の
対象者
にとって
医療費
の公費
負担に
ついての
ニーズは
高いが，
社会全
体で高い
とは言え
ない。

3

収入の
不安定
な母子
父子家
庭等の
対象者
にとって
医療費
の公費
負担に
ついての
ニーズは
高いが，
市民全
体で高い
とは言え
ない。

3

不正受
給者の
調査確
認し，適
正受給に
より助成
費の削
減を図る
とともに，
事務の
効率化に
努める。

5

福祉医
療の向
上を目指
すため
の，国の
制度上
の業務
であり，
助成費
等は行
政が負
担すべき
である。
また，個
人情報
が非常
に強い
事務であ
り，民間
等への
委託は
難しい。

4

ひとり親家
庭への経済
的負担を軽
減し，病院
で子どもを
安心して診
察できること
により目的
達成への貢
献度は大き
い。

4

一部負担
金を除く医
療費の公
費負担は，
受益者に
とって十分
なサービス
と言える。

28,037

母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
の
母
・
父
及
び
養
育
者
，
そ
の
児
童

（
１
８

歳
到
達
後
最
初
の
３
月
３
１
日
を
む
か
え
る
ま
で

）
。
父
母
の
な
い

子

。

医療機関等受診
時にかかる医療
費の自己負担部
分について，三次
市が負担する。
（ただし，一部負
担金・入院時にか
かる食費等を除
く）

ひとり親家庭等の保健
の向上や福祉の推進を
図る。

三次市内に住所をおく，母子家庭
の母，父子家庭の父及び養育者
とその児童の医療費の自己負担
部分について助成する。所得税非
課税世帯のみ該当する。児童が１
８歳に到達し，最初の３月３１日を
迎えるまでが対象。
事務事業は，窓口における申請
の受理・審査及び受給者証の発
行・発送，償還払いの申請受理・
審査及び返還手続き，医療費及
び手数料の支払い。

ひとり親家庭等医療費受給者
証は，毎年８月（更新申請受付
は７月中）に更新があり，課税
状況・世帯状況の確認を行う。
年度途中での課税状況の変
更や，内縁関係を含む事実婚
の把握は困難で，速やかに把
握することが必要である。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

ひとり親
家庭等
医療費
助成事
業

1620

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

市民啓発を
実施する。

継
続

対象の再就職
を希望する女
性へ周知し，
継続して利用
してもらうこと
で成果がある
と思われる。
利用しやすい
制度への見直
しは必要。

21 C
未
実
施

要
改
善

4

子育て等
が一段落
し，働きた
いと思っ
ている女
性の割合
は年々高
まってお
り，また，
人口減少
時代にお
いては企
業等も人
材確保す
る必要が
あり，社
会的ニー
ズは高い
と考えら
れる。

4

子育て
等が一
段落し，
働きたい
と思って
いる女性
の割合
は年々
高まって
おり，市
民ニーズ
は高いと
考えられ
る。4

セミナー
開催にか
かる経費
の節減に
努める。

3

市でなく
てもでき
る事業で
あるが，
少子高
齢化対
策と同
様，働き
たい女性
に対して
積極的
に支援し
ていく必
要があ
る。

4

一度離職した
女性が希望
する職種へ
再就職する
のは困難な
状況がある。
資格を取得
することによ
り，再就職の
機会は増え
ると期待され
る。

2

事業は始
まったばか
りで，課題
は多く成果
を把握でき
ていないの
で，成果向
上の余地
は大きい。

1,637

出
産
・
育
児
・
子
育
て
等
で
離
職
し
，
再
就
職
を
希
望
す
る
女
性

資格取得のため
の講座受講費用
の一部を補助す
る。
再就職・キャリア
アップに役立つセ
ミナーを開催す
る。

結婚・出産・子育て等に
より離職した女性の，再
就職支援及びキャリア
アップ促進

　結婚・出産・育児のために離職
し再就職を希望する女性に対し
て，再就職支援及びキャリアアッ
プ促進を目的とする。再就職や雇
用の安定のために必要とする資
格の取得に要した費用の２分の１
（限度額５０，０００円）を補助す
る。また，セミナーを開催し女性の
キャリアアップに対する認識や気
運を高める。
　平成１８年度は，立教大学の小
島貴子コオプ・コーディネーターを
講師に招き，女性キャリアアップ
講演会を開催した。

　この事業を市民に広く周知す
るため，広報・ケーブルテレビ
等への掲載やハローワークと
の連携が必要である。
　また，セミナー開催にあたっ
ては，再就職に効果的な研修
内容とするため，対象者が必
要としている研修内容の把握
が必要。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

女性
キャリア
アッププ
ラン事
業

1819

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

食材の供給
等について
は地域農家
等との日常
的連携が大
切。また，
高齢者の生
きがい作り
の一つとし
て食材供給
活動を定着
させる取り
組みも検
討。

拡
大

ファーストフー
ド，レトルト食
品の多くなって
いる中，幼児
期から食の大
切さを気づか
せることが必
要。そのため
に米飯給食だ
けでなく毎日
の食事の中か
ら、野菜の大
切さを知らせ，
安心安全な食
を提供していく
ことを啓発す
ることが必要
である。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

米飯給
食の大
切さを集
団生活
の中で
経験でき
る

4

3歳以上
は主食
(ご飯)を
持参する
ことに
なってお
り，保育
所入所を
希望する
市民から
はニーズ
が極め
て高い
完全給
食の要
望

4

事業の
拡大また
は食育を
推進する
場合取
組み回
数が増
加するた
めコスト
減にはな
らない

4

幼児期
からの食
育を考え
ると市と
して取組
みを推進
する事業
である

4

炊きたてご
飯を食べる
ことで「米」
のおいしさ
を味わうこと
ができる。
地域でとれ
た安全な食
材を利用す
ることで健
康的な日本
型食生活を
見直すこと
ができる。 3

次代を担う
子どもに給
食を通じて
みよしの農
業・農産物
及び食に対
する理解を
深められる

1,287

就
学
前
の
児
童

就学前の児童(3
歳以上の園児)に
週1回地元産米を
保育所で炊飯し，
炊きたてご飯を給
食として提供す
る。（なお、3歳未
満時は毎日提供）

保育所が地元産米を取
り入れ、地域でとれた新
鮮で安全な食材として
利用することで，栄養バ
ランスの優れた健康的
な日本型食生活を見直
す機会を提供する。

地域で生産されたものを地域で消
費する地産地消の取組みとして、
公立保育所の川西・さくぎ・八幡・
こうぬ・田幸・神杉・和田・河内・粟
屋・酒屋・川地保育所に続き，布
野・みわ保育所で3歳以上の園児
に対し週1回の米飯給食を行う。

・地産地消の取組みとしては，
米だけでなく，地域でとれた新
鮮な野菜を食材に利用した給
食を提供する保育所を増やし
ていくことが必要である。

の
び
の
び
こ
ど
も
室

ふるさと
ランチ推
進事業
（米飯給
食）

1818

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

拡
大

待機児ゼロ
を目指す。

拡
大

低年齢児の保
育ニーズが高
い以上，それ
に答える事業
拡大が必要と
考える。

23 B
未
実
施

事
業
拡
大

4

労働力を
求める社
会の
ニーズは
高く，就
労を希望
する保護
者も増加
傾向に
あると思
われる。

5

就労した
くても待
機児童
が発生し
やすい
状況に
あるため
保護者
の保育
ニーズは
高い。

4

低年齢
児の保
育を実施
するに
は，施設
改善と保
育士の
雇用が
必要であ
る。平成
２０年度
に３所の
民営化を
計画して
いるので
保育士
の確保
は３所の
職員を当
てること
ができ
る。施設
の改善
は必要
経費と考
える。

3

３所の民
営化と２
１年度の
新保育
所建設
により民
間に委
託する予
定であ
る。ニー
ズに応じ
て公立で
の保育
の必要も
あると考
える。

4

和田保育所
の開所によ
り，市街地
の未満児保
育希望者の
入所が増
え，待機児
童の発生も
減少させ
た。

3

保育ニーズ
に応じて未
満児保育
開所保育
所の拡大を
していく余
地がある。

7,402

3
歳
未
満
の
児
童

保護者の保育
ニーズ，又，入所
希望者（1～2歳
児）に対して，保
育可能な施設の
選定し，シャワー
室など未満児施
設開所に必要な
施設整備と保育
士の確保を行い，
保育を提供する。

児童が入所することで
待機児童を増加させな
いことと，保護者の就労
を援助することで，子育
てと仕事が両立できる
環境を提供する。

入所を希望する１歳児，２歳児を
一人でも多く入所させるため，市
街地に近い未満児保育が可能な
保育所から，シャワー室設置，畳
の搬入，トイレの様式化等保育施
設の整備を図り，保育士を確保し
て未満児保育を実施する。H18年
度は和田保育所の3歳未満児保
育を拡大した。

旧三次市の保育所は，低年齢
児の施設が充実していない。
少子化の中にあっても低年齢
児の保育ニーズは拡大の傾向
にあり，保護者の就労を援助
するためにも旧三次市の保育
所の低年齢児保育の拡大が
必要。あわせて，就労保障の
ため開所時間の見直しも行う
必要がある。の

び
の
び
こ
ど
も
室

３歳未
満児保
育

1817

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

5／94
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※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
措置児童
数 人 465 510 514

児童クラブの
措置児童合
計数

H
1
7

185,696 ⑷
ニーズ達
成状況 ％ 116 106 107

措置児童数/
入会申込者

⑵
入会申込
者数 人 465 510 514

各児童クラブ
への延入会
希望者数

H
1
8

165,835 ⑸

⑶
児童クラ
ブ施設定
員合計

人 401 482 481
施設定員の
合計

H
1
9

190,418 ⑹

⑴

環境整備
を行った
企業に対
する補助
件数

件 － － 5

従業員が子
育てをしなが
ら働ける職
場環境づくり
に整備した
企業

H
1
7

#VALUE! ⑷
補助金交
付企業件
数

件 － － 5

利用件数に
より，子育て
環境を考え
ている企業
が把握でき
る

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

2,142,200 ⑹

⑴
事業説明
会開催 回 － － 8

商工会議所
及び商工会
単位で，事
業主を対象
に説明会を
開催し趣旨
を理解いた
だく。

H
1
7

#VALUE! ⑷
登録企業
数 件 － － 10

子育て支援
環境に取組
みむ企業を
把握すること
ができる。

⑵
チラシ配
布 件 － － 600

事業概要の
チラシ・パン
フレット等を
配布すること
で，趣旨を理
解いただき，
一社でも多く
登録していた
だく。

H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

101,375 ⑹

⑴
補助を
行った企
業

件 － － 10

市内企業等
へ説明会を
行い，制度
の内容を理
解いただき，
育児休業を
取得を推進

H
1
7

#VALUE! ⑷
補助企業
件数 件 － －

補助金利用
が、おおいほ
ど、職場環
境が育児休
業の取りや
すい環境と
なったことが
伺える。

⑵
パンフ
レット配
布

冊 － － 500

　市内企業等へ
説明会を行い，
パンフレット等を
配布すること
で，、制度の内容
を理解いただき，
従業員が育児休
業を取りやすい
環境整備を推進
する

H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

2,071,100 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

1
4
 
成
果
の
向
上

1
4
 
成
果
の
向
上

事
業
規
模

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

企業啓発の
推進。

継
続

　育児休業を
取得しやすい
企業、職場環
境が整うまで
は実施していく
必要がある。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

　少子化
社会の
中で，子
育てと仕
事が両
立できる
社会環
境を望ん
でおり，
企業の
子育て
支援が
強く求め
られてい
る。

5

　子育て
を支援す
る企業が
増え，働
きやすい
労働環
境になる
ことを，
多くの市
民は望
んでい
る。

3

　今年度
は，事業
の立ち上
げに伴っ
ての予算
となって
いるの
で，来年
度から
は，コス
ト削減の
余地は
少なから
ずある。 4

　企業に
対し，市
が行う独
自の補
助事業
であり，
国が制
度改革
するまで
は， 市
が行って
いくべき
である。

5

　育児休業
を取りやす
い労働環境
にするため
に，本事業
の果たす役
割は大き
い。

4

　育児休業
支援を行う
ことにより，
これまで育
児休業事
業を行って
いなかった
事業所が
行いやすく
なり，従業
者の子育て
と仕事の両
立支援の
役割は大き
く，成果向
上の余地
は少ない。

　
子
育
て
支
援
推
進
企
業
等
登
録
事
業
に
登
録
し
て
い
る
企
業

　企業が，育児休
業の従業員に対
し，休業期間を対
象にした賃金を支
払った額の1/2の
額を市が交付す
る(千円未満の端
数は切り捨てる）
　（交付限度額20
万円）
　事業の運営は，
三次商工会議所
及び三次広域商
工会に委託して行
う

　企業が，積極的に従
業員に対し，育児休業
支援を行うよう補助し，
労働者が，子育てと仕
事の両立が出来るよう
に推進する

　子育て支援策が不十分な企業
が多く，育児休業が取得しにくい
労働環境であるため，出産後，退
職せざるを得ない従業員が多い。
働きながら安心して子どもを産み
育てられるための育児休業取得
推進のために，企業に対して育児
休業期間に事業主が支払った賃
金の1/2の額を交付する。※但
し，子育て支援推進企業等登録
事業に登録した企業に限る。

　地域や企業と一体となって取
り組んでいく必要がある
　中小企業が多い中で，企業
が子育て支援に取り組む意識
改革に向けて，周知していく必
要がある

す
く
す
く
育
児
支
援
室

育児休
業支援
金交付
事業

1924

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

企業啓発の
推進。

継
続

　三次市の企
業の子育て支
援への意識改
革を啓発して
いく必要があ
る。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

　共働き
家庭が
増えてお
り，子育
て支援を
推進する
企業職
場環境を
強く求め
られてい
る。

4

　特に共
働きの家
庭では，
子育て
支援を推
進する職
場環境を
強く求め
ている。

3

　今年度
は，事業
の立ち上
げに伴っ
ての予算
となって
いるの
で，来年
度から
は，コス
ト削減の
余地は
少なから
ずある。 5

　市を挙
げて取り
組む事
業であ
り，事業
主や労
働者の
子育てに
対する意
識が醸
成するま
では，市
が行うべ
きであ
る。

5

 子育て支援
事業の説明
会等を行い
企業登録を
行っていた
だくことで，
企業内の子
育てに関す
る支援が充
実し，従業
員が安心し
て子育てし
ながら仕事
を行うことが
できる。

4

　子どもを
安心して産
み育ててい
くために果
たす事業の
役割は大き
く，事業の
推進を積極
的に行う必
要がある。

市
内
本
社
又
は
事
業
所
を
置
く
企
業

「(仮称)三次市子
育て企業等登録
用紙」に必要事項
を記入し，必要書
類を添付市提出
（広島労働局に提
出されている「次
世代育成支援対
策推進法第12条
の規定に基づく一
般事業主行動計
画」の写し）

労働者が仕事と子育て
の両立がしやすい職場
環境づくりを，企業に積
極的に取り組んでいた
だきたい。

　働きながら安心して子どもを産
み育てる環境づくりには，子育て
に対する企業の意識改革と協力
体制が必要である。このことから，
まず，子育て支援を推進していく
企業に登録していただき，子育て
支援策の目標を立てて実施して
いただく。その中で，特に取組が
顕著な企業に対して，子育て支援
優良企業表彰を行う。なお，子育
て支援企業等登録には，市内に
本社又は事業所を置く企業であ
り，次世代育成支援対策推進法
第12条の規定に基づき，一般事
業主行動計画を策定し，広島労
働局へ提出した企業であること。

　地域や企業と一体になって
取り組んでいく必要がある。
　中小企業が多い中で，企業
が子育て支援に取り組む意識
改革に向けて、周知していく必
要がある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

子育て
支援推
進企業
等登録
事業

1923

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

継
続

企業啓発の
推進。

継
続

　三次市の企
業の子育て支
援への意識改
革を啓発して
いく必要があ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

4

　少子化
社会の
中で，企
業の子
育て環
境整備
は，強く
求められ
いる。

4

　特に子
育て中
の従業
員は，職
場の子
育て環
境整備を
強く求め
ている。

5

　企業の
子育て環
境整備
は，始
まったば
かりなの
で，整備
が整うま
では，削
減の余
地はな
い。

4

　市を挙
げて取り
組む事
業であ
り，事業
主や労
働者の
子育てに
対する意
識が醸
成するま
では，市
が行うべ
きであ
る。

5

　企業内の
子育て環境
が整備され
ることによ
り，従業員
は子育てを
しながら，安
心して働くこ
とができる。

5

　現在，子
育て環境が
整備されて
いる企業は
少なく，本
事業を行う
ことにより，
子育て環境
が整備され
ることは，こ
の事業の
必要性は
極めて高
い。

子
育
て
支
援
推
進
企
業
登
録
を
行

っ
た
企
業

　事業所内託児
所等の整備及び
保育遊具等の購
入により子育て環
境整備を行った企
業に対し助成金を
交付する。

　企業に，従業員が仕
事と子育ての両立がし
やすい職場環境づくりを
積極的に取り組んでい
ただく

　働きながら安心して子どもを産
み育てる環境づくりには，子育て
に対する企業の意識改革と協力
体制が必要である。
　このことから，子育て環境を整
備した企業に対し，工事費等にか
かる費用を助成金として交付す
る。例えば，企業内託児所の設置
や，保育スペースの増改築，遊具
購入等　　　※但し，子育て推進
企業登録をした企業に限る。
　経費の1/2を交付とし，託児所等
の整備については，総経費の10
万円以上200万円を限度。遊具等
購入については，1品目あたりの
単価が1万円以上で総経費5万円
以上，50万円を限度とする。な
お，1事業所につき一会計年度1
回限りとする。

　地域や企業と一体となって取
り組んでいく必要がある。
　中小企業が多い中で，企業
が子育て支援に取り組む意識
改革に向けて，周知していく必
要がある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

子育て
環境整
備助成
金交付
事業

1922

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り

拡
大

ニーズを正
しく把握す
る。入会条
件の再検
討。民間委
託の検討。

拡
大

　市街地の核
家族化や夫婦
共働き家庭の
増加，また市
内の子ども達
の放課後の安
全を考えた時
には，施設の
拡大が必要と
なる。また，市
街地の児童ク
ラブはもちろ
ん，周辺部の
児童クラブも
定員オーバー
の学校区があ
り，指導員，施
設の充実も図
る必要があ
る。

22 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

4

　核家族
化や，夫
婦共働き
家庭の
増加によ
り，昼間
に保護
者のいな
い家庭
が増加し
ており，
また，子
どもたち
の危機
管理から
放課後
の健全
育成は
強く求め
られてい
る。

4

　市内中
心部の
大規模
校におい
ては，保
護者の
ニーズが
高く，周
辺部の
小規模
校におい
ても，健
全育成
及び安
全確保
のことか
ら，児童
クラブへ
の入会を
希望する
保護者
が増えて
いる。

4

　入会児
童に合わ
せた指導
員の確
保や，老
朽する施
設の修
繕，運営
など，予
算の厳し
い中で
行ってし
ているの
で，コスト
削減は
難しい。

3

　保護者
の多様
なニーズ
（例え
ば，延長
保育や
小学校4
年生以
上の入
会等）に
応えてい
くには，
行政運
営では
対応しき
れないこ
とも多い
ので，地
域への
委託や，
民間委
託をし
て，市の
関与を縮
小してい
くべきと
思う

4

　昼間保護
者が家庭に
いない児童
の健全育成
を図るため
に行ってい
る。

3

　保護者の
勤務時間
や通勤地
等により，
クラブの開
設時間の
変更希望
者が増えて
きている。
開設時間
の変更も検
討していく
必要がある
と思われ
る。

84,576

　
昼
間
，
保
護
者
が
就
労
等
に
よ
り
家
庭
に
い
な
い
，
お
お
む
ね
小

学
校
1
年
生
か
ら
3
年
生
ま
で
の
児
童

　対象となる児童
の健全育成と，保
護者の就労支援
をめざす

　児童館及び学校の空
き教室等を利用して，学
校の放課後等に，家庭
に代わる生活拠点とし
て，遊びを中心とした活
動を行い，心身ともに健
全に育つことを支援す
る。

　近年の核家族化及び夫婦共働
き家庭の増加に伴い，昼間保護
者が家庭にいない児童の健全育
成を図るため，放課後児童クラブ
を開設している。直営14クラブ，委
託1クラブにて運営している。ま
た，県費補助基準に該当しない児
童10人未満の児童クラブに対し，
市独自で，運営費として「三次市
小規模型放課後児童クラブ事業
補助金」を地域運営団体8箇所
（君田･青河・仁賀・八幡・安田・の
ぞみが丘・川地・志和地）(平成19
年度現在）に交付している。

　保護者の勤務時間や通勤等
に対応できるよう，開設時間の
見直しを行う必要がある
　未設置鉱区(作木・田幸･川
西）への，ニーズ調査を含め，
設置の可能性を検討する必要
がある

す
く
す
く
育
児
支
援
室

放課後
児童健
全育成
事業

1621

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り
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改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）
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費含む)
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管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴表彰 回 － － 3

子育て支援企
業登録を行っ
た企業が，子
育て支援を積
極的に推進
し，優良企業
として候補に
挙がった件数

H
1
7

#VALUE! ⑷表彰企業 件 － － 3

表彰件数に
より、子育て
支援を推進
する企業の
はあくができ
る。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

403,666 ⑹

⑴
実行委員
会開催回
数

回 7 6 6

19年度成人式
対象者680
名。
実行委員会委
員31名。
実行委員会会
議6回を予定。

H
1
7

317,428 ⑷
成人式参
加率 ％ 70 67 72

成人式への
出席率を高
め，成人者
自らが成人
式の意味と
意義を考え
るきっかけづ
くりとする。

⑵
実行委員
委員会平
均出席率

％ - 46 63

委員の１回あ
たりの委員会
への出席率を
高め，実行委
員自らが積極
的に成人式を
実施する意識
の高揚をめざ
す。

H
1
8

411,500 ⑸
アンケー
ト回収率 ％ 35 60 65

アンケートの
回収率を高
め，成人者の
成人式に対す
る思いを汲み
取り，今後の
ビジョン実現
に反映させ
る。

⑶
H
1
9

452,333 ⑹

⑴
市主催事
業の参加
者

人 91 53 100

カウンセリン
グ講座，青
少年体験活
動指導者講
習会等の参
加者。

H
1
7

113,571 ⑷参加者数 人 91 53 100
天候不良に
より参加者
が減少した。

⑵
補助金交
付団体の
件数

件 8 7 8

青少年体験
活動事業補
助金要望団
体数による
変動

H
1
8

132,830 ⑸

⑶
H
1
9

70,360 ⑹

⑴
事業件数
(市主催） 件 － 3 5

事業１回あ
たりのコス
ト，平成１９
年度から予
算がつく。

H
1
7

#VALUE! ⑷
（１）の利
用人数 人 － 100 150

出会いを求
めている市
民の把握

⑵
補助事業
件数 件 － 2 2

三次結婚支
援グループ
主催のイベ
ント件数

H
1
8

237,000 ⑸
（２）の利
用人数 人 － 50 70

⑶
H
1
9

183,000 ⑹結婚件数 件 － 3 7

平成18年度
把握できて
いる件数

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

人
員

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

民間活力の
利用につい
て検討。

継
続

結婚について
は，多様化す
る若者の価値
観に深く関与
し，すぐには結
びつかない現
状もあるが，
結婚したくても
出会いの場が
あまり無い本
市の現状に対
応し，魅力あ
る出会いの場
を提供するこ
とで，結婚へ
のきっかけを
提供できる。
また，若者に
人気の広報
誌・各種団体
等に掲載協力
を得，効果的
に情報提供を
実施し目的達
成に近づく。

20 C
未
実
施

要
改
善

4

少子化
の要因
に結婚
率の低
下があ
り，出生
率向上
のため
に，取り
組みは
必要。

4

未婚の
男女は
多く，出
会いの
場が少
ないた
め，事業
に対する
ニーズは
あるが，
個人の
価値観
等に深く
関与する
面であ
り，気運
を高める
取り組み
や，参加
しやすい
雰囲気
づくり
等，工夫
が必要
である。

4

打ち上げ
花火につ
いては，
三次観
光協会
の協力に
よる。
市民（団
体等）と
の協働に
より事業
を実施
し，より
目的を達
成するた
め補助金
対応を行
う。

2

市が少
子化対
策の一
環として
取り組み
を行うこ
とで，市
全体の
意識を高
めること
ができ，
協働して
目的に
向かうこ
とが出来
るが，今
後，
NPO，民
間団体
等への
委託も検
討する。

3

少子化の要
因として，晩
婚化や非婚
化があげら
れる中，三
次市の婚姻
率を高め，
やがては出
生率の増加
につなげる
ために何が
求められる
が把握しな
がら，さまざ
まなイベント
を開催して
いかなくて
はならない。

3

若者の気
持ちにあっ
た，魅力的
な企画を行
うことで，よ
り多くの人
に参加をし
ていただ
き，成果を
得る。
また，市内
に止まら
ず，広く啓
発活動を実
施しするこ
とで，三次
の高感度を
あげ，結婚
率へとつな
げていく。

711

未
婚
の
男
女

出会いの場の提
供・・イベント企画
実施
自分磨きサポー
ト・・もっとすてき
になるための場を
プロジュース
情報収集・提供
等
結婚への気運を
高める取り組みの
実施

結婚率さらには出生率
を上げる。
結婚相手にめぐり合え
る，結婚したい気持ちに
なれる。勇気をだして一
歩踏み出せる。
市民全体の気運を高め
る。

少子化の原因のひとつに未婚化・晩
婚化が考えられることから，三次市
内に限らず，未婚の男女に出会いの
場を提供する。また，出会いから結
婚につながるまでを，さまざまな形で
バックアップすることにより，三次市
の結婚率を高め，やがては出生率の
増加につなげる。結婚への意識を高
め，一歩踏み出せるためのイベント
企画や講習会の開催，情報提供を市
民と協働して行う。
未婚の男女を対象としたイベントや
働きかけは，経済・観光の活性化に
も効果あり。
平成１８年度：結婚コーディネーター
事業アンケート実施，みよし納涼花
火大会「メッセージ打ち上げ花火」
「LOVEうちわ」企画実施　平成19年
度：「メッセージ打ち上げ花火」「メッ
セージボード」「ぴかぴかの笑顔で
ざっくばらんにしゃべろうよ！｣「クリス
マスケーキづくり」「イルミネーション」
企画実施(予定）等

団体等（三次結婚支援グルー
プ，観光協会等）との連携を図
り，市民との協働により実施す
ることで，より成果をあげる。
市全体の気運を高めると共
に，各企画への参加者数を増
やす。　三次のよさをアピール
できる企画を実施し，市外から
の参加者数の増加もめざす。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

結婚
コーディ
ネイター
事業

1828

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

継
続

関係機関，
地域，家庭
との連携や
役割分担を
整理して進
めるととも
に，補助団
体の自主性
を強化す
る。

拡
大

少子高齢化社
会の中で，次
世代を担う青
少年のひとづ
くりを行う社会
的ニーズは高
い。今後より一
層，関係部署
との連携をとり
ながら，青少
年育成事業を
強化・充実で
きる具体的な
施策が必要で
ある。また補
助金交付団体
の運営を住民
主導型へ移行
する。

17 C
要
改
善

要
改
善

4

少子高齢
化社会の
なかで，
次世代を
担う青少
年のひと
づくりを行
なっていく
ことへの
社会的
ニーズは
高いと考
える。

3

青少年
の保護
者など当
事者に
おいては
ニーズは
高い。

2

市の職
員ではな
く，補助
金交付
団体自ら
が主体
的に団体
運営を行
なうこと
により，
経費削
減の可
能性が
高い。 3

青少年
健全育
成につい
て公共
性が高
いと考え
る。本
来，行政
は団体
の指導・
育成する
立場であ
り，（直
接に運
営する立
場にな
い）補助
金交付
団体の
運営は，
徐々に
住民主
導型の
運営形
態へ変
更してい
る

3

各種事業や
団体への補
助により，一
定程度の目
的は達成して
いると考え
る。

2

青少年育
成指導員
によって，
求められる
事業の調
査や，既存
事業を改善
することに
より，さらに
青少年育
成事業を充
実させる事
が可能であ
る。7,040

青
少
年
及
び
青
少
年
健
全
育
成
関
係
者

青少年の健全な
育成に有効な施
策の展開

青少年の健全育成青少年の健全育成を図るため，
子育て教育のためのカウンセリン
グ講座や，地域や学校で子どもた
ちの体験活動を推進支援する指
導者の育成講座を実施するほ
か，青少年の健全育成に寄与す
る団体への補助（三次市子ども会
育成団体連合会・青少年育成三
次市民会議・R54－WALK大会実
行委員会）及び青少年体験活動
を進める民間団体（４団体）へ支
援をしている。
また，青少年に有害な環境の浄
化をすすめるため，図書類や刃
物，がん具を扱う小売店への立入
調査や，無許可広告物の巡視を
実施した。

青少年健全育成の推進の根
拠となる計画の策定により，継
続的・総合的な施策を，青少
年育成指導員とともに実施し
ていくことが求められる。また，
補助金交付団体（三次市子ど
も会育成団体連合会・青少年
育成三次市民会議）の事務局
を市で持っていることから，団
体が主体的に自立運営ができ
るよう指導・育成していく必要
がある。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

青少年
育成事
業

1627

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

縮
小

成人者自身
による，主
体的な運営
をめざし，
市の関与を
縮小する。

継
続

コスト面のみ
ならず，事業
の運営等を含
め行政関与の
あり方を検討
してみる必要
がある。
市民にとって
の成人式の意
義を再検討
し，式に反映さ
せる必要があ
る。

20 C
要
改
善

事
業
縮
小

4

人生の
なかの
節目，成
人の祭
事として
の社会
的なウエ
イトは高
い。

4

当事者，
保護者，
家族を含
め，関心
度は高
い。

3

記憶に残
る手作り
の企画，
運営に
なってい
く様相も
あり，コ
スト削減
の可能
性があ
る。

2

実行委
員会で
自主運
営しつつ
あるが，
最低限
の行政
の関与
が必要。

4

成人者自身
による企画
などの準備
と当日の運
営を通し，
実行委員を
はじめ出席
した成人者
に自立と達
成感を与え
たものとなっ
た。

3

実行委員
会の早い
段階の立ち
上げによ
り，さらなる
自主運営
化の可能
性がある。

2,469

市
民
及
び
新
成
人

　成人式を開催
し，新成人を祝
福，激励する。
　成人対象者及び
市民（18歳以上）
の中から実行委
員を募り，実行委
員会で主体的に
企画・運営を行
う。

　市民の成人式に対す
る理解を深めるため，及
び成人者にとって一生
に一度の成人式を思い
出深い有意義なものと
するため，新成人自ら
が企画・運営し，新成人
の出発の記念行事とす
る。
　また，新成人としての
自覚を高め，住んでみ
たいふるさと三次への
思いと，夢・希望のある
三次のまちづくりにつな
げていく。

　市民の成人式に対する意義や
意味についての理解を深めるた
め，市内在住者及び三次市出身
の新成人を対象に成人式を開催
する。18歳以上の市民から実行
委員を募集し，実行委員会におい
て，成人式の企画・運営を行う。

　市民の成人式に対する理解
を深めるため，一過性の成人
者代表で構成する「実行委員
会」から市民参加の継続性の
ある「実行委員会」をめざす。
実行委員が成人者の三次市
のまちづくりに対する願いや期
待を引き出し，まちづくりビジョ
ンの実現に活かしていく。

文
化
振
興
室

成人式1626

第
1
 
こ
ど
も

１
子
育
て

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

継
続

企業啓発の
推進。

継
続

　三次市の企
業の子育て支
援への意識改
革を啓発して
いく必要があ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

　子育て
支援する
企業が
増え，働
きやすい
労働環
境となる
ことは，
社会的
ニーズが
ある。企
業の子
育て支
援施策を
ＰＲする
ことで，
イメージ
ＵＰを求
められて
いる。

4

　子育て
支援する
企業が
増え，働
きやすい
労働環
境となる
ことを，
多くに市
民(労働
者）は望
んでい
る。

4

　事業の
推進は，
積極的に
行う必要
があり，
コスト削
減余地
は小さ
い。

5

　市を挙
げて取り
組む事
業であ
り，事業
主や労
働者の
子育てに
対する意
識が醸
成するま
では，市
が行うべ
きであ
る。

5

　育児支援
を推進する
優良企業が
増えること
により，従業
員は仕事と
子育ての両
立ができ
る。

4

　子どもを
安心して産
み育ててい
くために果
たす企業の
役割は大き
く，事業の
推進を積極
的に行う必
要がある。

子
育
て
支
援
推
進
企
業
登
録
を
行

っ
た
企
業

就業規則等によ
り，育児休業制度
の活用，また男性
の育児休業取得
の推進など，積極
的に育児支援を
推進し，業績が顕
著な企業に対して
表彰と奨励金を授
与すとともに，
ケーブルテレビ及
びホームページ等
で紹介する。

労働者が仕事と子育て
の両立がしやすい職場
環境づくりを，企業に積
極的に取り組んでいた
だきたい

　働きながら安心して子どもを産
み育てる環境づくりには，子育て
に対する企業の意識改革と協力
体制が必要である。
　子育て支援推進企業登録を行っ
た企業が，就業規則等により，育
児休業制度の活用，また男性の
育児休業取得の推進など，積極
的に育児支援を推進し，業績が顕
著な企業に対して表彰と奨励金を
授与するとともに，ケーブルテレビ
及びホームページ等で紹介する。

　地域や企業と一体となって取
り組んでいく必要がある
　中小企業が多い中で，企業
が子育て支援に取り組む意識
改革に向けて，周知していく必
要がある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

子育て
支援優
良企業
等表彰
制度

1925

第
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こ
ど
も

１
子
育
て

(

2

)

子
育
て
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
環
境
づ
く
り
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判断理由

総
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内
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改
善
区
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拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴利用人数 人 5,440 6,452 7,750

５箇所の合
計。　平成１
８年度，前年
度に比べ，
利用人数が
増加しており
コストが削減
している。

H
1
7

2,408 ⑷
子育て講
演会等利
用数

人 150 300 2,120

平成１９年度
みゆき保育
園，子供の
城（センター
型）　月1回
実施予定分
増加

⑵開設日数 日 1,323 1,323 1,378
５箇所の合
計。

H
1
8

2,004 ⑸相談件数 件 77 86 112
電話・来所等
による子育
て相談

⑶
子育てサ
ロン等の
事業日数

日 216 228 306

保育所開放
日，子育て
サロン等の
実施日の合
計

H
1
9

1,682 ⑹
子育てサ
ロン等利
用人数

人 5,365 6,306 7,630
（３）の利用
人数

⑴
耐震診断
実施棟数 棟 － － 10

耐震診断を
実施した棟
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
耐震診断
実施棟数 棟 － － 10

耐震化の実
施方針が明
確になった
棟数

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

2,265,500 ⑹

⑴
毎日の発
注数量 個 525 536 495

生徒数の減
少に伴い発
注数量も若
干減少して
いるが，選択
率はほぼ横
ばいである。

H
1
7

69,622 ⑷
デリバ
リー給食
の選択率

％ 43 43 41

デリバリー給
食実施校全
校において
選択が可能
となった。

⑵
H
1
8

66,546 ⑸

⑶
H
1
9

61,488 ⑹

⑴
1日あたり
の食数 食 4,389 4,352 4,267

1日あたりの
食数（ﾃﾞﾘﾊﾞ
ﾘｰ給食を除
く）

H
1
7

67,047 ⑷

一食あた
りのコスト
〔食材費
を除く）

円 335 322 288

年間200日実
施
〔21日×12月
-52日（夏･
春･冬休み）
＝200日〕

⑵
H
1
8

64,564 ⑸

⑶
H
1
9

57,602 ⑹

そ
の
他

コ
ス
ト
の
削
減

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

そ
の
他

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

縮
小

 安心・安全
な食材，地
産地消を進
めるととも
に，民間委
託を進め
る。

継
続

学校給食は，
学校教育の一
環として実施さ
れており，今
後も事業を継
続する。事業
の合理化につ
いては，安全
安心の確保，
各学校の特色
を担保しつつ，
施設統合も視
野に入れた調
理業務の計画
的な民間委託
を進める。

22 B
要
改
善

事
業
縮
小

4

健康の
保持増
進，体位
の向上を
図り望ま
しい食習
慣を身に
つけ好ま
しい人間
関係を育
てるなど
食育推
進上から
も社会的
ニーズが
ある。

4

児童生
徒が豊
かな人
間性を持
ち，健康
と体力を
向上して
いくこと，
食育推
進の点
からも市
民ニーズ
はある。

2

人件費
部分が
占める割
合が大き
く，給食
調理業
務を民間
委託する
ことによ
るコスト
削減余
地は大き
い。ま
た，小規
模調理
場の統
合を含め
て，効率
的運営を
進める必
要があ
る。

5

学校給
食は，学
校設置
者が実
施する事
となって
いる。調
理業務
について
は，民間
委託によ
る効果
的・効率
的な体
制を整備
していく
ことが重
要であ
る。

4

市内全小中
学校で学校
給食を実施
しているが，
そのうち全
小学校と旧
町村中学校
への給食を
実施してい
る。（旧三次
市内中学校
は調理業務
を民間委託
して行うデリ
バリー給食）

3

子どもたち
が望ましい
食習慣を体
得し，自ら
実践できる
ことを目指
した食教育
の取組み
において，
学校給食
は具体的な
体験を伴っ
た学習の
機会であ
り，現状で
も一定の成
果はある
が，地場産
物の活用
や米飯給
食の拡大
等により一
層の学校
給食の充
実が求めら
れる。

280,985

三
次
市
立
小
中
学
校
に
お
け
る
完
全
給
食
実
施
校
の
児
童
・
生
徒

学校給食実施の
ための栄養管理，
食材の仕入れ，
調理，配送を行
う。給食を使って
の食に関する指
導を行う。

学校給食法第２条に定
める教育目的及び学校
給食の目標を達成す
る。
　1．日常生活における
食事について、正しい理
解と望ましい習慣を養う
こと。
　2．学校生活を豊かに
し、明るい社交性を養う
こと。
　3．食生活の合理化、
栄養の改善及び健康の
増進を図ること。
　4．食糧の生産、配分
及び消費について、正し
い理解に導くこと。

　学校給食法の規定に基づき，三
次市立小学校及び中学校の給食
を実施するため，市内へ１２の共
同調理場及び１単独校給食調理
場を設置し教育委員会が管理運
営する。
　共同調理場の運営を円滑に行う
ため，各共同調理場に学校給食
共同調理場運営委員会を置き年
１回以上会議を開き運営に関する
審議を行う。

安全安心の確保，地場産物の
活用について担保しつつ，効
果的で効率的な給食運営を展
開していくことが今後の課題で
ある。

教
育
企
画
室

調理場
の管理
運営

1632

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

縮
小

　民間への
委託等も視
野に，コスト
の削減と食
育の推進を
図る。

継
続

各学校と連携
を強化し選択
制の中での給
食指導の工夫
や，安全安心
で魅力あるデ
リバリー給食
を実施し喫食
数を増やす努
力が求められ
る。

21 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

健康の保
持増進
や，望ま
しい食習
慣の形成
や食に関
心をもた
せ，自ら
の健康管
理ができ
豊かな心
を持った
生徒の育
成のため
に必要で
ありニー
ズはあ
る。食育
推進の効
果的手法
を確立す
る必要が
ある。

4

家庭環
境等さま
ざまであ
るため，
生徒の
健全な
発育や
安心して
授業が
受けられ
る環境づ
くりのた
めに必
要であり
ニーズは
ある。食
育推進
の効果
的手法を
確立する
必要が
ある。

3

コストの
削減が
課題であ
り，給食
全体を通
して効果
的な民間
委託を推
進してい
く必要が
ある。

5

学校給
食の実
施主体
は，学校
の設置
者となっ
ている。

3

旧三次市内５
校全校にデリ
バリー給食の
導入を行って
いる。選択性
のため効果
的な食育推
進が課題で
ある。

2

デリバリー
給食そのも
のを含め，
効果的な手
法への見
直しが必要
である。

35,669

旧
三
次
市
内
中
学
校
５
校
の
生
徒

（
選
択
制
導
入

）

市が作成した献
立に基づき食材も
調達し民間の施
設を活用して調
理，配送を委託す
る給食と家庭から
持参する弁当との
選択方式による。

学校給食法第２条に定
める教育目的及び学校
給食の目標を達成す
る。
１．日常生活における食
事について，正しい理解
と望ましい習慣を養うこ
と。
２．学校生活を豊かに
し，明るい社交性を養う
こと。
３・食生活の合理化，栄
養の改善及び健康の増
進を図ること。
４．食糧の生産，配分及
び消費について，正しい
理解に導くこと。

三次市は行財政改革の一環とし
民間活力を図るため，民間委託
の方針により，平成１３年９月に共
同調理場から給食を受けていた
十日市中学校を業者委託による
デリバリー（配達方式）給食に移
行した。その後，平成１６年度で目
標とした旧三次市内5中学校の拡
大計画に達した。その際，家庭か
らの弁当持参も可能な選択制を
とっている。

民間委託によるデリバリー給
食を実施しているもののその
単価は安価となっていない。老
朽化している給食センターの
対応とあわせ効率的な民間委
託を推進するなど、ランニング
コストの削減を行うことが必要
である。給食を通して食育の
推進を進めるため，学校との
連携をより強化した指導体制
の確立や魅力あるデリバリー
給食とするための工夫，生徒・
保護者へのデリバリー給食へ
の理解を深める方策が必要で
ある。

教
育
企
画
室

中学校
給食業
務改善
対策事
業

1331

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

継
続

将来を担う
子どもが安
全で安心し
て学べる環
境は大事で
ある。また，
災害時の避
難所でもあ
り，計画的
に取組む必
要がある。

継
続

耐震化は確実
かつ早急に実
施されなけれ
ばならない課
題である。
補助金申請手
続きを、耐震
改修助成事業
と併せてみら
い都市室建築
指導グループ
で行っている
が、事業につ
いては施設管
理または営繕
工事を担当す
る部署（教育
企画室，あか
るい住宅室）
が行うべきで
ある。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

耐震化
の促進
は、全国
的な課
題であ
る。

4

生徒の
安全確
保のみ
に留まら
ず、災害
時の避
難場所と
もなる学
校に対
する耐震
化につい
ては、潜
在的な
ニーズも
含めて
高いもの
と思われ
る。

4

耐震診
断に関し
ては、適
正な業務
委託料と
する程度
しか削減
の余地
はなく、
耐震改
修工事
実施にお
いて工法
の選定
等コスト
削減を図
る。

5

対象が
市立学
校である
ため。

5

目的と手段
はほぼ確立
されており、
裁量の余地
はほとんど
ない。

3

耐震診断
の結果を受
けて、耐震
化が実施さ
れなければ
意味がな
い。

生
徒

、
教
職
員

、
一
般
市
民

耐震診断 耐震診断の結果に基づ
き、すべての学校を耐
震化する。

昭和５６年６月1日に施行された新
耐震基準を満たしていない建物の
耐震化を進めるため、各学校の
耐震診断を行い、耐震性が不足
する建物を把握する。

安全・安心なまちづくりの一貫
として、公共施設すべてが耐
震化されることは、住みやすさ
の実感に直結することと考える
が、耐震診断は、そのための
基礎データに過ぎず、これをも
とに確実に耐震化を実施して
いくことが肝要である。学校に
ついては、改修、建替えだけで
なく、統合、廃止も含めた適切
な維持管理計画を立案し、推
進することが担当部署に求め
られる。

み
ら
い
都
市
室

小中学
校耐震
化事業

1930

第
1
 
こ
ど
も

２
教
　
育

(

1

)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

継
続

ニーズを把
握し，利用
しやすい制
度とする。

継
続

利用数の増加
等から目的の
達成に向けて
の効果はある
が，新要綱に
対応した事業
内容を実施す
ることで，より
成果を得るこ
とができる。

26 B
要
改
善

要
改
善

5

核家族
化が進
み孤立し
がちな子
育て家
庭が増
えており
虐待に
つながる
ケースも
あり，育
児不安・
育児負
担の解
消は急
務であ
る。

5

子育てを
元気に
楽しくで
きるよ
う，地域
の子育
て拠点と
しての役
割は大き
く，ニー
ズは高
い。

5

直営は
担当ス
タッフに
ついて，
臨時職
員で対応
し，２箇
所を民間
委託して
いる。

3

公立・私
立にこだ
わること
なく，地
域の子
育て支
援セン
ターとし
ての機
能を持た
せること
は出来
る。現在
でも２つ
の私立
保育園
に委託し
ており，
指導に
ついて
は，行政
機関が
行う必要
がある。

4

利用数は増
加傾向にあ
り特に，市
街地におけ
る利用は多
い。参加者
の様子，相
談等から発
達などの問
題について
早期発見・
対応につな
がるケ－ス
もある。 4

国の要綱
改正に伴
い，事業内
容の充実
が盛り込ま
れており，
本市におい
ても実施す
ることでよ
り効果が期
待できる。

12,934

主
に
未
就
園
児
と
そ
の
保
護
者
，
子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
，
子
育
て

サ
ー

ク
ル

・子育て相談
・子育てサーク
ル・ボランティア等
の育成支援
・交流・あそびの
場の提供
・子育て情報の提
供　　・講演会等
の開催

地域全体で，子育てを
支援する基盤の形成を
図るため，子育て家庭
等についての相談指
導，子育てサークル等
への支援などを実施す
ることにより，地域の子
育て家庭に対する育児
支援を行う。

子育て家庭への支援活動の企画・調
整・育児不安等の相談・指導・子育て
サークルの支援等を進めるとともに，
子育てを地域全体で支援するという
意識の熟成を図り，地域の子育て力
の基盤形成と環境整備を図る。
・育児不安等についての相談・指導・
保育士等専門知識を有する職員によ
り，電話・面接等で相談業務を実施
する。
・子育てサークル及び子育てボラン
ティア等の育成・支援・地域の需要に
応じた保育サービスの積極的実施・
普及促進
・交流・あそびの場の提供・地域の保
育資源の情報提供　・子育て講演会
の開催　・保育所開放　子育てサロン

国の要綱改正に伴い，事業内
容について早急に拡大していく
必要性がある。次の内容が加
わる。
・子育て支援を必要とする家庭
の支援を行うため，公民館・公
園等に出向いて，親子交流や
子育てサークル等の地域支援
活動を実施する。（関係機関と
連携）
・月１回の子育て講座等の開
催　等
また，より多くの市民に利用し
ていただけるよう，広報活動を
積極的に実施する。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

地域子
育て支
援セン
ター運
営事業

1629
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１
子
育
て

(

5

)

子
ど
も
を
見
守
る
地
域
づ
く
り

8／94
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⑴
市費負担
教員数 名 22 25 28

　市費で採
用した臨時
的任用教員
と教科指導
講師の合計

H
1
7

3,002,045 ⑷

学力到達
度検査結
果での平
均通過率

％ 74 77 78

　学力到達度
検査結果（小
学校２年生か
ら中学校３年
生までの国
語・算数・数
学・英語）の平
均通過率

⑵
H
1
8

3,237,160 ⑸

⑶
H
1
9

3,536,535 ⑹

⑴
夏季研修
講座の実
施数

講座 18 22 24 実施延回数
H
1
7

53,722 ⑷
教職員の
参加回数 回 2 2 2

教職員の参
加回数によ
り，研修意欲
及び費用対
効果をはか
る。

⑵
H
1
8

91,863 ⑸

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 73 77 78

学力到達度検査
結果（小学２年か
ら中学3年までの
国語・算数・数
学・英語）の平均
通過率。着実に
児童・生徒の基
礎学力は向上し
てきている。

⑶
H
1
9

79,625 ⑹

⑴
検査総受
験者数 人 4,391 4,302 4,143

受験した児
童生徒数
（H19は実
績）

H
1
7

813 ⑷

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 74 77 78

学力到達度検査
結果（小学校２年
生から中学校３
年生までの国語・
算数・数学・英
語）の平均通過
率。着実に児童・
生徒の基礎学力
は向上してきてい
る。

⑵
H
1
8

796 ⑸
三次市と
全国との
差

％ 2 3 3

三次市平均
正答率から
全国平均正
答率を引い
た差の加重
平均

⑶
H
1
9

1,035 ⑹

⑴
アドバイ
ザー指導
日数

13 17 17
平成１９年度
は予定日数

H
1
7

205,230 ⑷

学力到達
度検査結
果での平
均通過率

% 74 77 78

　学力到達度検
査結果（小学校２
年生から中学校
３年生までの国
語・算数・数学・
英語）の平均通
過率。着実に児
童・生徒の基礎
学力は向上して
きている。

⑵
H
1
8

161,529 ⑸

⑶
H
1
9

159,470 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

1
5
 
効
果
の
検
証

そ
の
他

 
研
修
機
会
の
拡
大

1
4
 
成
果
の
向
上

人
員

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

 　これまで
の効果を検
証するとと
もに，各学
校や個々の
先生方にア
ドバイスい
ただける効
率的な活用
方法を進め
る。

継
続

　本市の学力
向上に向けて
教員の資質向
上は，極めて
重要な課題で
ある。
　次期アドバイ
ザーの委嘱に
向けて，過去３
年間の成果と
課題を整理
し，アドバイ
ザーのより効
果的な活用方
法と内容につ
いて検討を要
する。

23 B
未
実
施

要
改
善

4

市の教
育施策と
してミニ
マムスタ
ンダード
を設定
し，
PDCAサ
イクルで
取組みを
進めるこ
とは，今
後の地
方自治
による責
任ある教
育行政を
推進する
上では
必須条
件であ
る。

4

市民が
直接本
事業に
ついて触
れ合う機
会がない
が、成果
としての
ニーズは
高い。

4

日本屈
指のスー
パーアド
バイザー
を擁す経
費として
は、破格
で引き受
けていた
だいてお
り，コスト
面の削
減より，
活用を高
めること
が課題で
ある。

4

市の教育
施策とし
てミニマ
ムスタン
ダードを
設定し，
PDCAサ
イクルで
取組みを
進めるこ
とは，今
後の地方
自治によ
る責任あ
る教育行
政を推進
する上で
は必須条
件であ
る。市で
なければ
できない
ことでは
ないが，
上記の視
点から考
える場
合，市で
やるから

4

実施事業に
係る外部評
価としては，
本制度に
よって行うこ
とが適切か
つ有効であ
る。

3

教科学力
の向上につ
いては一定
の成果を得
ている一方
で、一歩先
んじた教育
施策を展開
するための
視点での活
用が必要で
ある。

2,746

三
次
市
全
域
の
児
童
生
徒

①アドバイザーを
講師としての研修
会実施（教職員及
び教育委員会事
務局員）
②学力向上施策
についてアドバイ
ザーへの諮問
③各学校へのアド
バイザーによる直
接的な指導・助言

児童生徒については，
確かな基礎学力の定着
を図り，各学年での学習
内容を確実に習得した
状態。

　教育都市みよしを創造し，常に
社会変化や状況変化に応じて一
歩先んじた教育施策の展開を図
るため，日本を代表するレベルで
の教育に関するアドバイザーを委
嘱し，施策についての提言や外部
評価を得る。
　当面は，国語，算数・数学，英語
の各教科についてのアドバイザー
を委嘱し，教科学力の充実を図
る。
　また，子どもの生活づくりに関す
るアドバイザーを委嘱し，学力向
上の基盤となる生活づくりについ
て保護者や地域を巻き込んだ取
組みを行う。
　さらに，平成１９年度から学校体
制による生徒指導の充実のため
のアドバイザーを委嘱し，不登校
児童生徒サポートモデル事業を
展開する。

スーパーアドバイザーのアドバ
イスを基に，学校が主体的に
研究推進を進めるための指導
の充実

学
校
教
育
室

教育都
市みよ
しスー
パー
アップ事
業

1736
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)

子
ど
も
た
ち
の
た
め
の
学
校
改
革

継
続

　基礎・基
本の学力の
到達度に
よって，ど
のような取
組を進めて
いくのか。
その充実に
努める。

継
続

学力向上に向
け，学習課題
を把握するた
めに大きな成
果を得ており，
今後は検査内
容拡大の検討
と，結果分析
の充実，指導
方法の工夫改
善をより一層
進める。

23 B
未
実
施

要
改
善

3

児童･生
徒に確か
な学力を
身につけ
させること
について
の社会的
ニーズは
極めて高
く，学力
の定着状
況につい
て保護
者・市民
に公開す
ることは
「透明・参
加・選択」
の推進に
つなが
る。

4

義務教
育就学
児童･生
徒をもつ
保護者
からの
ニーズは
極めて
高い。

3

事業費
の一部を
保護者
負担とす
ることが
できれば
削減の
余地はあ
る。

4

市内の
全児童･
生徒を対
象とする
限り，市
として実
施するこ
とが適当
である。

5

児童･生徒の
学力向上の
客観的･具体
的な指標とな
るため，極め
て重要な意
味をもつ。

4

検査内容
の充実を図
るため，実
施教科を増
やすことは
検討する余
地がある。

3,426

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒

・統一した学力検
査の実施
・検査結果の分析
及び指導完全計
画の策定
・検査結果の公表

児童・生徒の基礎学力
の向上

三次市地域の児童･生徒の基礎
学力の定着状況を把握して，学力
向上対策関係事業の効果の把握
及び指導方法等の工夫改善を行
う。

・実施時期及び実施教科内容
について，引き続き検討を加え
ながら実施する。
・広島県「基礎・基本」定着状
況調査及び全国学力・学習状
況調査の結果分析との相関も
視野に入れながら，より具体
的な指導改善につなげる。

学
校
教
育
室

学力到
達度検
査事業

1635
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拡
大

　研修会の
開催時期や
講師等につ
いて工夫を
行ないなが
ら，さらなる
成果の向上
を図る。

継
続

夏季休業中に
三次市独自の
研修を実施し
ており，社会
的ニーズは高
く，意欲の向
上も見られる
ため，より効果
的な研修内容
の創造に努め
る。また，教職
員が自主的に
研究し，資質
の向上を図る
取り組みを支
援していく。

27 A
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

　中央審
議会答
申等から
も，「教
師力」の
強化は
強く求め
られてお
り，教職
員の資
質の向
上は社
会的
ニーズが
極めて
高い。

5

　最大の
教育条
件である
教職員
の資質
向上は，
子育て
日本一を
めざす本
市の市
民から強
く求めら
れてい
る。4

　三次市
の教職
員の資
質向上
は行政
の責務で
あり，今
後とも行
政責任に
おいて取
り組む必
要があ
る。

4

　当面は
市が積
極的に
関与する
方が成
果が期
待できる
一方で，
参加者
自身が
企画・運
営に参
画するこ
とで，さ
らに主体
的な研
修が促さ
れ，結果
参加意
欲の向
上が図
れる。

5

　質の高い
実践的な内
容の講座の
開催により，
教職員の意
識変革が進
んでいる。
　研修した
内容を学習
指導に生か
すことにより
学力到達度
検査の結果
も向上して
いる。

4

　講座実施
に係り，各
学校の主
任クラスや
各種推進
委員会が
主体的に
準備・事務
作業を行う
体制にする
ことにより，
さらに効果
を高めるこ
とができ
る。

2,021

　
三
次
市
内
小
･
中
学
校
の
児
童
生
徒

　教職員研修講
座を市独自に実
施し，教職員の教
科指導力，生徒
指導力を向上させ
るとともに，豊か
な人間性が培わ
れた意欲と実践
力のある教職員を
育成する。

　児童生徒の意欲，理
解度，学力等の向上

　三次市地域の児童･生徒の学力
向上を図るため，教職員研修講
座を市独自に開催して，教職員の
資質の向上を行う。
　平成１８年度から，子どものため
のやる気のある教員づくり事業
（自主研究グループ支援）費補助
制度を実施し，６グループに補助
を行った。

・計画的で系統的な研修とす
るために，サテライト研修講座
やスーパーアドバイザー制度
を活用し研修の質の向上を図
るとともに，その年度の成果と
課題を検証し，次年度に生か
す手立てを講じていく必要があ
る。
・研修計画及び運営について，
各種推進委員会等が主体的
に参画し，ワークショップ，模
擬授業等による参加型研修も
仕組んでいく必要がある。

学
校
教
育
室

教職員
資質向
上事業

1634
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拡
大

  小人数に
おける子ど
もとのかか
わりにおい
て，子ども
たちに自信
をもたせ，
その力を引
き出す取組
を進める。

拡
大

 学校教育の
充実，とりわけ
学力の向上は
社会的ニーズ
が極めて大き
い。さらに，子
育て日本一を
めざす本市の
重点施策の中
核をなす事業
であり，制度
の充実と内容
の深化を図る
ことにより，一
層の成果が期
待できる。

27 A
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

　文部科
学省によ
る全国的
な学力
調査が
本年度
から実施
され事と
なったこ
とに見ら
れるよう
に，児
童･生徒
に確かな
学力を身
につけさ
せること
について
の社会
的ニーズ
は極め
て高い。

5

　少人数
学級・少
人数指
導に関
わる紙上
調査結
果から伺
えるよう
に，義務
教育就
学児童･
生徒をも
つ保護
者からの
ニーズは
極めて
高い。

4

　三次市
独自で優
秀な人材
を確保し
ていくこと
が必要で
あり，コ
スト削減
の余地
は小さ
い。

5

　義務教
育に係る
内容であ
り，さら
に三次
市として
の独自
性を発揮
すべき内
容と考え
る。

4

　成果指標
において
は，向上が
認められる
ほか，児童
生徒・保護
者・教員を
対象とした
アンケート
で，学習意
欲の向上や
人間関係の
深化等につ
いて成果が
認められ，
概ね目的に
合致してい
ると考える。

4

　さらなる
条件整備
により市費
任用教員
の待遇改
善，研修シ
ステムの整
備により，
優秀な人材
確保と人材
育成が可
能となり，
成果の一
層の向上
が期待でき
る。

80,929

　
三
次
市
内
小
中
学
校
の
児
童
･
生
徒

　現行制度では学
級定員が40名の
ところを，段階的
に少人数学級編
制を行い，これま
での進捗状況を
検証の上，最終
的には「20人学級
編制」をめざして
いく。

　次世代を担う”明るく元
気なみよしの子”を育て
ることを掲げ，三次市独
自の「のびのび学級三
次プラン」を推進し，学
力向上日本一を実現す
る。

　 「明るく元気なみよしの子ども」を育
成することを目途として，少人数学級
の特性を生かした指導を行い，児童･
生徒の学力向上を図るために，市費
負担教員を任用して，段階的に「20
人学級編制」を行っていく。
　平成16年度はステップ１として，市
費負担教員を20名を任用し，小学校
においては「30人学級（34人以下）」，
中学校においては英語・数学での
「習熟度別少人数指導」を実施した。
　平成17年度は市費負担教員22名を
任用。さらに平成18年度はステップ2
として，市費負担教員25名を任用し，
小学校においては「25人学

・少人数学級編制を効果的に
活用した指導方法等のさらな
る工夫改善。
・優秀な人材確保のための情
報収集の徹底及び勤務条件
のさらなる整備。
・資質の向上のための研修制
度のさらなる確立。

学
校
教
育
室

のびの
び学級
三次プ
ラン推
進事業
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
事業実施
指定校 校 16 15 18

希望校の中
から，厳選し
て指定した
学校数

H
1
7

293,750 ⑷

学力到達
度検査の
平均通過
率

％ 74 77 78

小学校２年生か
ら中学校３年生ま
での学力到達度
検査結果（国語・
算数・数学・英
語）の平均通過
率。着実に児童・
生徒の基礎学力
は向上してきてい
る。

⑵
H
1
8

247,600 ⑸

⑶
H
1
9

204,055 ⑹

⑴
検査総受
験者数 人 4,391 4,302 4,143

受験した児
童生徒数
（H19は実
績）

H
1
7

561 ⑷

学力到達
度検査の
平均正答
率

％ 74 77 78

学力到達度検査
結果（小学校２年
生から中学校３
年生までの国語・
算数・数学・英
語）の平均通過
率。着実に児童・
生徒の基礎学力
は向上してきてい
る。

⑵
H
1
8

639 ⑸
三次市と
全国との
差

％ 2 3 3

三次市平均
正答率から
全国平均正
答率を引い
た差の加重
平均

⑶
H
1
9

578 ⑹

⑴
就学指導
委員会対
象者

人 69 76 90

就学指導委員
会が意見を付
した対象者
数。全国的に
増加傾向にあ
るが，本市に
おいても年々
増加してい
る。

H
1
7

128,420 ⑷
特別支援
学級数

学級 24 32 38
特別支援学
級数

⑵
H
1
8

95,289 ⑸

⑶
H
1
9

90,955 ⑹

⑴
不登校児
童生徒数 人 98 86 17

年間30日以
上欠席した
児童・生徒数

（平成19年度
は，6月末ま
での数値に
よる）

H
1
7

73,316 ⑷
対前年度
減少数 人 △3 12

本年度の不
登校児童生
徒数から昨
年度の当該
数を差し引
いた数

⑵
H
1
8

100,000 ⑸

年間6日
～29日欠
席した児
童生徒数

人 53 38

不登校傾向
の児童生徒
に対するき
め細かな対
応を行ってい
る。

⑶
H
1
9

690,058 ⑹

体
制

1
5
 
効
果
の
検
証

1
4
 
成
果
の
向
上

1
4
 
成
果
の
向
上

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

　基礎・基
本を定着さ
せ，自信を
もたせる。
子どもの変
化を早期に
発見し，原
因の解消を
すすめる。
特に学校と
家庭の連携
強化の体制
を構築す
る。

継
続

児童・生徒が
どのような状
態にあり，どの
ような支援を
必要としてい
るか正しく見極
めることが必
要である。一
人ひとりの状
況に応じた訪
問支援等を行
い，不登校解
消に向けて次
のステップへ
結びつける必
要がある。ま
た，不登校の
問題解決に
は，家庭の理
解と協力は必
要不可欠であ
り，情報提供
や保護者との
連携を密に
し，支援の充
実を図っていく
必要がある

24 B
未
実
施

要
改
善

5

全国的に不
登校が増加
し続けてい
る現状に
あって，豊
かな人間性
や社会性，
生涯学習を
支える学力
を身につけ
るなど，す
べての児
童・生徒が
それぞれ自
己実現を図
り，また，社
会の構成員
として必要
な資質・能
力の育成を
図るという
義務教育に
求められて
いる観点か
ら，不登校
対策に取組
むことは社
会的に喫緊
の課題と
なっている。

4

不登校
の児童・
生徒を抱
える保護
者にとっ
ては切
実な問
題であ
り，相談
活動をは
じめとし
た不登
校対策
に対する
市民
ニーズは
高い。

4

国や県
の補助
事業や
委託事
業等を積
極的に活
用し，特
定財源
の確保に
努めると
ともに，
補助事
業・単市
事業を問
わず，そ
の事業を
実施する
ことで得
られる効
果や成
果を常に
意識し，
効率性
の向上を
図ってい
く。

4

市教委に
は，不登校
や長期欠
席は，義務
教育制度
に関わる
重大な課
題であるこ
とを認識
し，学校の
不登校へ
の対応に
関する意
識を高め
るととも
に，学校や
家庭が関
係機関等
と効果的
に連携を
図り，早期
の解決を
図るため
の体制の
確立を促
すことが求
められてい
る。

4

早期発見・早
期対応の徹
底，不登校対
策委員会の
機能化による
チーム対応
の取組みが
成果として表
れ始めてお
り，小中学校
ともに平成17
年度に比べ，
平成18年度
では不登校
児童・生徒数
が減少してい
る。特に小学
校において
は，不登校児
童数が平成
17年度では
30名であった
ものが，平成
18年度には
11名減少して
19名となっ
た。

3

中学校にお
ける中１
ギャップによ
る不登校生
徒の出現率
はある程度
抑制された
ものの，長
期の欠席が
続いている
生徒につい
ては状況が
あまり改善し
ていない。ま
た，依然とし
て不登校傾
向児童生徒
や不登校状
態が長期継
続している
児童・生徒も
おり，適応
指導教室，
学校，スクー
ルカウンセ
ラー等の関
係機関が効
率的かつ効
果的な連携

8,600

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒
と
そ
の
保
護
者

　①欠席把握時
点からの早期対
応・未然防止，②
学校体制としての
チーム対応，③保
護者との信頼関
係づくり，④研修
による教職員の資
質向上，⑤適応
指導教室との連
携強化

不登校に悩む児童・生
徒が安心して学校に復
帰し，また社会生活を行
えるようにする。
（平成20年度までに市
内小中学校の不登校児
童・生徒数を半減（50人
以下）させ，将来的には
これをゼロにする。）

　不登校傾向にある児童・生徒の
早期発見・早期対応に努めるとと
もに，不登校解消に向けて，三次
市子ども応援センターを中核と
し，指導主事，教育相談員，青少
年指導相談員，スクールカウンセ
ラーが学校，家庭，関係機関等と
連携し，家庭訪問やカウンセリン
グなどの対応を図る中で，個々の
不登校の子どもたちの状況に応じ
た支援に取り組む。
　平成１９年度から，新規に不登
校児童生徒サポートモデル事業
を実施し，不登校対策の進展を図
る。

　不登校解決の目標は，児童・
生徒が将来的に精神的にも経
済的にも自立し，豊かな人生
を送れるよう，その社会的自立
に向けて支援することである。
その意味においても，学校に
登校するという結果のみを最
終目標にするのではなく，児
童・生徒が自らの進路を主体
的にとらえ，社会的に自立する
ことを目指すことが必要であ
る。不登校児童・生徒の将来
の社会的自立をめざし，一人
ひとりの状況を踏まえて，その
最善の利益が何であるのかと
いう視点に立ち，教育委員会
はもとより，学校，家庭，地域
など教育に携わる者すべてが
そうした姿勢を保ちつつ，不断
の

学
校
教
育
室

不登校
１／２作
戦
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(

2

)

自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推
進

継
続

　各部署で
把握してい
る幼児期か
らの状況等
について連
携を密にす
るなど，支
援体制の充
実を図る。

拡
大

障害のある児童
生徒の自立と社
会参加を一層進
めるために，学校
教育の各段階に
おいて，個々の教
育的ニーズに応
じた指導及び一
貫した支援を推
進していく必要が
ある。これまでの
取組により，校内
における支援体
制が構築されつ
つあるが，今後も
教育の資質向上
や，個々の教育
的ニーズに対応
するための体制
の整備（特別支援
教育支援員制度
の導入など）や保
育所，幼稚園，小
学校の連携を図
り，早期からの支
援体制の構築を
図り，支援体制の
充実を図っていく
必要がある。

24 B
未
実
施

要
改
善

5

障害の種
類と程度
別に整備・
拡充され，
全員就学
を実現して
きた特別
支援教育
の機関と
機能（小，
中学校に
おける特
別支援学
級などにお
ける教育）
は，特別な
支援を必
要とする多
数の児童
生徒一人
ひとりの
ニーズに
対応する
教育に貢
献するた
めに，新し
い役割を
発揮する
よう求めら
れている。

4

障害の
ある児童
生徒の
保護者
は，障害
の状況を
できる限
り改善し
たい，高
度の
サービス
をできる
限り地域
生活に
密着した
形で受け
たいとい
う願いを
持たれて
おり，
個々の
児童生
徒の教
育的
ニーズに
応じた支
援が必

4

コストの
大半を教
育相談
員，就学
指導委
員会委
員報酬
が占め，
削減は
難しい。

5

特別支
援教育
の推進
に当たっ
ては，関
係機関と
連携しな
がら，推
進体制
の整備を
行う必要
があり，
個々の
教育的
ニーズに
応じた指
導，支援
のあり方
など，市
が中心と
なり推進
していく
必要が
ある。

4

特別支援教
育コーディ
ネーターを対
象とした研修
会や巡回相
談を開催する
事で，特別支
援教育に対
する理解が
深まり，教職
員の資質の
向上を図るこ
とができたこ
とは大きな成
果である。今
後，特別支援
教育コーディ
ネーターが中
心となり，さら
に研修等を
深める事で
支援体制の
構築など更な
る特別支援
教育の推進
が見込める。

2

特別支援
教育コー
ディネー
ターの資質
向上や校
内体制の
整備，巡回
相談体制
の整備を行
うことで，更
なる成果の
向上が見
込める。

7,242

三
次
市
地
域
の
児
童
・
生
徒

ＬＤ，ＡＤＨＤ，高
機能自閉症等を
含む障害のある
幼児児童生徒に
適切な指導や必
要な支援を行うと
ともに，一人ひと
りの教育的ニーズ
に応じたきめ細や
かな教育を実施
する。
①適正な就学指
導及び教育相談
の体制整備・充実
②教員の専門性
の向上
③小学校，中学
校における特別
支援教育の充実

能力や可能性を最大限
に伸ばし，自立し社会参
加するための基盤とな
る生きる力を培う。

障害があることにより，通常の学
級における指導だけではその能
力や可能性を十分に伸ばすこと
が困難な幼児児童生徒につい
て，その能力や可能性を最大限
に伸ばし，自立し社会参加するた
めの基盤となる生きる力を培うた
め，一人ひとりの障害の種類・程
度や教育的ニーズに応じた教育
を行う。

専門機関が近隣にないこと
で，早期の対応が困難を極め
ている。今後は，教育相談員
等による実態把握，指導を行
いながら，専門家による巡回
相談体制の整備を行い，専門
機関の不足という地域的な課
題の克服を行わなければなら
ない。
また，ケース研修などより専門
的な研修等を開催し，専門性
の向上を図るとともに，特別支
援教育支援員制度を導入し，
特別支援教育コーディネー
ターを中心とした校内における
支援体制の構築を図る必要が
ある。

学
校
教
育
室

特別支
援教育
推進事
業
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命
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大
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る
教
育
の
推
進

継
続

　内容を精
査し，基礎・
基本の学力
定着に向け
て効果のあ
る使用を行
なう。

継
続

学力向上基本
プランを基に，
基礎学力を身
につける目的
で購入する，
補助教材にか
かる補助の必
要性はある
が，児童・生徒
の実情や学校
の特色，判断
を含めた受益
者負担等の検
討をする必要
がある。

18 C
未
実
施

要
改
善

3

基礎学
力を含め
た教育
関係の
社会的
ニーズは
ある。

3

基礎学
力を含め
た，教育
関係に
対し保護
者を含め
た市民
ニーズは
ある。

4

受益者
負担を含
めて検討
の余地
はある
が，単価
が少額
のため，
余地は
少ない。

2

各学校
におい
て，学校
経営計
画や基
本プラン
に即し
た，補助
教材を学
校長の
判断によ
り選択等
を実施す
べきだ
が，補助
について
は，市の
関与が
少なから
ず必要
なため。

3

確かな基礎
学力を身に
つける目的
として，一定
の補助によ
る購入が各
学校におい
て実施され
たため。

3

児童，生徒
の実態に
応じた補助
教材購入
費補助を行
うことによ
り，向上の
余地がある
と思われる
ため。

2,750

各
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

各学校に対し補
助教材費購入費
の４割補助をし，
補助教材を活用し
指導する。

繰り返し学習することに
より，確かな基礎学力を
身につけさせる。

確かな学力定着のために，三次
市内の小学校国語・算数，中学校
国語・数学・英語の繰り返し学習
用としての補助教材購入費を，各
学校の児童生徒数に応じ，補助
するものである。

補助教材（ドリル等）購入につ
いて，補助対象教科の選定や
児童生徒の実態に応じた補助
を引き続き行う。

学
校
教
育
室

補助教
材支援
事業
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継
続

  特色ある
学校づくりと
は言いなが
らも，例え
ば講師の活
用等では全
体の学力向
上に向けて
の効率ある
取り組みが
必要。

拡
大

　学校の主体性
と誘導施策とし
ての一貫性を保
持しながら，本
事業がより特化
された事業にな
るよう改善を行
なっていく必要
があると考え
る。
　学校教育の充
実，とりわけ学
力の向上は社
会的ニーズが
極めて大きく，
学力向上及び
子育て日本一を
めざす本市の
重点施策の中
核をなす事業で
もあり，制度の
充実と内容の深
化を図ることに
より，一層の成
果が期待できる
ものと考える。

24 B
未
実
施

要
改
善

4

　児童･
生徒に
確かな
学力を身
につけさ
せること
について
の社会
的ニーズ
は高い。
そのため
の特化し
た指定
は必要
である。

4

　義務教
育就学
児童･生
徒をもつ
保護者
からの
ニーズは
高い。

4

　特色あ
る取組み
の情報
共有化に
より，多
少はコス
ト削減の
余地はあ
るものと
考える。

5

　義務教
育に係る
内容であ
り，さら
に三次
市として
の独自
性を発揮
すべき内
容であ
り，積極
的に取
組む学
校には
予算を傾
斜配分
すること
により効
果は高
まると考
える。

4

学力向上モ
デル校での
特色ある取
組みにより
積極的に事
業が進めら
れおり，成
果も上がっ
ており概ね
目的に合致
していると考
えられる。

3

先進的な特
色ある取り
組みを情報
発信し，有
効活用して
いくため
に，さらな
る工夫が必
要である。

3,714

　
三
次
市
内
小
・
中
学
校
の
児
童
･
生
徒

　指定を受けた学
校（18校）は，先
進的な実践研究
を行うとともに研
究公開を実施し，
研究のまとめを作
成することとし，市
内の各学校へそ
の取り組み内容を
積極的に情報発
信する。また，8月
17日には，三次市
教育委員会主催
の備北教育事務
所管内合同研究
発表会で他市に
向けても優れた取
組みを情報発信し
ていく。

　地域や児童・生徒の実
態に応じた学校独自の
豊かな教育内容の創造
や教育活動を支援し，
児童・生徒の学習意欲
の喚起と学力向上につ
なげる。

　平成17年度までの「やる気のある
学校支援事業」を昨年度から学力向
上に特化させ，計画性・先進的な取
組みが望める学校を中心に予算の
傾斜配分を行なってきた。校長の
リーダーシップのもと，子どもや地域
の実態を踏まえた特色ある学校づく
り「学力向上日本一」をめざした先進
的な実践を行ない市内全体のレベル
アップを図る。平成17年度は研究公
開を市内全校で開催させたが，開催
することが目的であった状況を脱却
し，昨年度よりモデル校において内
容の充実を図らせた研究公開を開催
させてきた。本年度はモデル校として
18校を指定した。研究内

・特色ある取り組みについて
は，学校間だけでなく，保護
者・地域はもとより市民への情
報発信を積極的に行わせてい
く必要がある。
・さらに内容の拡充を図らせる
ため，予算範囲を拡大させより
内容の充実化を図らせたい。

学
校
教
育
室

 
学力向
上モデ
ル事業
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総
合
評
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判断理由

総
合
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判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
導入端末
台数 台 － － 600

小中学校教
職員数

H
1
7

#VALUE! ⑷
ポータル
アクセス 件 － － 48,000

2回×20日×
600台×2ヶ
月

⑵
導入学校
数 校 － － 39

H
1
8

#VALUE! ⑸
メール利
用 件 － － 120,000

5通×20日×
600台×2ヶ
月

⑶
H
1
9

72,918 ⑹

⑴
１週間の
標準授業
時数

時間 6,240 6,240 6,560

１日のALTによる
標準事業時数を
４時間とし，週当
たりの派遣日数，
年間を通して派
遣した人数に年
間の標準的な派
遣週数である40
を掛けた数値。

H
1
7

1,429 ⑷
小学校英
語活動の
実施率

% 100 100 100

高学年にお
いて，年間３
５時間実施
する学校の
割合を高め
ることを目指
す。

⑵
H
1
8

5,745 ⑸

広島県
「基礎・基
本」定着
状況調査
における
市平均通
過率

% 78 78

県内全ての
中学校２年
生を対象に
実施される
調査(平成18
年度の県平
均は，76.3%)

⑶
H
1
9

6,023 ⑹

⑴

キャリア
教育講
師，職場
体験学習
受入事業
者数等

人・団体 - 357 370

小学校プログラ
ムの講師，キャリ
ア・アドバイ
ザー，中学校職
場体験の受入事
業者数。職場体
験の対象中学生
の数が昨年度よ
りも多いため，見
込み数を昨年度
よりも大きくして
いる

H
1
7

#VALUE! ⑷

職場体験
生徒事後
アンケー
ト

% - .

職場体験に
より，働くこと
への意識が
高まったと答
えた生徒の
割合

⑵
H
1
8

4,745 ⑸

職場体験
生徒保護
者アン
ケート

% - 76

職場体験に
子どもを「ま
た参加させ
たい」と答え
た保護者の
割合

⑶
H
1
9

7,359 ⑹

職場体験
受入事業
所アン
ケート

% - 89

職場体験受
入が企業と
しての社会
的貢献に有
益だったと事
業主の割合

⑴広報回数 件 2 4 4

①市広報，
HPで募集
②校長会で
の事業紹介
③折込チラ
シ

H
1
7

527,500 ⑷
みよしの
匠認定者 人 17 6 6

みよしの匠と
して認定した
人数

⑵
匠体験事
業実施回
数

回 1 1
匠体験事業
の実施回数

H
1
8

345,000 ⑸
匠伝承事
業実施校 校 3 6

匠伝承事業
を実施した
学校数

⑶
H
1
9

254,750 ⑹
匠体験事
業参加者 人 63 60

匠体験事業
に参加した
人数

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

英
語
に
か
か
わ
る
時
間

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

市内全校で
利用できる
よう，内容
の改善を行
う。

継
続

単発的な支援
となっているた
め，継続したも
のづくりの啓
発が必要であ
る。
市内全校で，
実施できる方
法を検討す
る。

18 C
要
改
善

要
改
善

4

団塊の
世代の
退職者
が増加
するなか
で，若年
層のもの
づくりば
なれは
深刻であ
り，職業
意識の
醸成は
急務であ
る。

2

小・中学
校の生
徒への
活動が
主である
ため，一
般市民
のニー
ズ・要望
は少な
い。

3

実施回
数の縮
小や認
定数，謝
礼の削
減はでき
るが，削
減しすぎ
れば活
動が停
滞する。

3

小・中学
校の生
徒への
支援が
主である
ため，行
政の関
与が必
要であ
る。

3

三次を代表
する技能者
の選考と，
市民への周
知により，啓
発につなが
る。

3

学校教育と
の連携方
法を改善
し，全校で
実施するな
ど検討でき
る。

1,380
市
民

①みよしの匠の募
集・選考を行う。
②みよしの匠によ
る技能体験をおこ
なった場合，補助
金を交付する。
③商工フェスティ
バルなどで，実
演・体験コーナー
を運営する。

市民が優れた技能に接
することにより，技能の
すばらしさ又は「ものづく
り」のおもしろさを体験
し，優れた技能への感
動や「ものづくり」への関
心を高める。

①みよしの匠認定事業
市内の優れた技能者をみよしの
匠として認定し，認定証の発行，
副賞の授与を行う
②匠伝承事業補助金
みよしの匠の指導のもと，小中学
校の生徒が技能体験を行う場合
に，補助金を交付する。
１校あたり上限：１５万円／対象経
費：みよしの匠への謝礼，技能体
験に要する経費など
③匠体験事業
商工フェスティバルなどでみよし
匠の実演，体験を行う。

①「みよしの匠」の掘り起こしを
進める。
②実施希望校が増えており，
選考基準を明らかにする。作
品等の展示方法を検討する。
③実施場所の選考・調整をし
回数を増やす。

観
光
商
工
室

匠伝承
事業

1744

第
1
 
こ
ど
も

２
教
育

(

4

)

地
域
み
ん
な
の
温
か
い
声
援

継
続

　職場体験
先について
は，可能な
限り多様な
職種選択を
可能とする
とともに，内
容の充実を
図る。

継
続

将来，自立し
た成人になる
ため，小中学
校9年間を通し
た計画的な
キャリア教育
の確立を目指
しており，小学
校6年生を対
象とした特別
プログラムの
実施，中学校2
年生を中心と
した職場体験
の実施につい
てより充実し
継続した事業
実施を図る。

25 B
未
実
施

要
改
善

5

今の若
年層の
職業観・
勤労観
の希薄さ
や，不安
定な就
労状況
に鑑み，
小学生
の時期
から計画
的なキャ
リア発達
を目指す
教育内
容の創
造は不
可欠であ
る。

3

市の将
来を担う
次世代を
育成する
取組み
の一つと
して，
キャリア
教育に
対する期
待は大き
いと言え
る。しか
しなが
ら，現状
では市
民の理
解を十分
に得られ
ていると
は言え
ず，今後
より積極
的な啓
発活動
が必要
である

4

中学生
職場体
験は，今
年度から
市の独
自事業と
して行っ
ているお
り，はじ
めて独自
の予算を
確保して
いる。職
場体験
の事前，
事後学
習の内
容を精選
し，より
計画的に
進めるこ
とで，コ
スト削減
は可能で
あると考
える。

5

教育内
容に関
すること
であるた
め，市が
責任を
もって行
うことが
当然求
められ
る。ただ
し，内容
の性格
上，保護
者や地
域人材
の共同
参画を得
ながら進
めていく
べきもの
である。

5

昨年度実施
した，小学
校特別プロ
グラムに関
する意識調
査，中学校
での職場体
験（２日間程
度）の抽出
意識調査に
おいて，内
容に対する
評価が高
く，事業の
推進は目的
の達成に大
いに貢献す
ると考えら
れる。

3

特別プログ
ラムの成果
を，教科指
導を含む全
教育活動と
の関連させ
ることで，
更なる効果
が期待でき
る。

1,694

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

① 小学校におけ
るキャリア教育特
別プログラムの実
施
② 中学校のおけ
る５日間の職場体
験の実施
③ ①及び②の実
施に向けた教職
員研修，保護者
研修，地域への
協力要請及び事
業実施への参画
要請

①発達段階に応じた，
望ましい職業観・勤労観
を身につけさせる。
②自己肯定感の醸成。
③郷土に対する理解を
深める。

望ましい勤労観・職業観，そして
社会人として自立する力を備えた
三次の子どもたちの育成
　～キャリア教育の視点での教育
活動の見直しを通して～
① 小学校６年生全員を対象とし
たキャリア教育特別プログラム
② 主に中学校２年生全員を対象
とした５日間の職場体験
③ 小・中９年間を見通した系統的
なキャリア教育の中身づくり
④ キャリア教育充実のための教
職員研修の実施

・小学校プログラムは経済産
業省指定（３年間）を活用して
行っている。そのため，民間企
業のコーディネートに委ねてき
た部分が多い。来年度以降，
本市の独自事業として行うに
あたっては，キャリア教育の指
導にあたることのできる地元人
材の育成をいっそう進めていく
必要がある。
・小学校特別プログラムを体験
した学年が，今年度から５日間
の職場体験を行うことになる。
小・中のプログラムの連動の
観点で，成果と課題を明確に
していくことで，今後の事業を
充実させていくことが必要であ
る。

学
校
教
育
室

キャリア
教育推
進事業
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２
教
　
育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

拡
大

　国際語と
なっている
英語に親し
み・興味を
持ち・会話
にチャレン
ジしていく。
低学年から
も親しめる
ようにゲー
ム等も活用
する。

継
続

　社会的ニー
ズが極めて高
く，時間数や
内容のさらな
る充実が必要
である。優秀
なＡＬＴの人材
を確保するこ
とと，教員の指
導力の向上の
ための研修体
制を強化する
必要がある。
　また，客観的
に成果を把握
できる成果指
標となるよう，
内容を見直す
必要がある。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

小学校
英語の
必修化
への動き
に現れて
いるよう
に，英語
教育の
充実は
強く求め
られてお
り，社会
的ニーズ
は極め
て高い。

5

国際理
解教育
の必要
性が強く
叫ばれ
ている社
会状況
の中で，
市民の
理解も進
んでい
る。とり
わけ，保
護者の
ニーズは
極めて
高い。

5

現段階で
はこれ以
上のコス
ト削減は
困難であ
る。

4

民間企
業への
委託は
実施して
いるが，
義務教
育課程
での教
育内容
に係るこ
とであ
り，完全
に業務
委託する
ことはで
きない。

5

児童・生徒
の英語学習
への動機づ
けを高める
ために，
ALT派遣は
大いに貢献
している。

3

計画的な研
修の実施な
どを通し
て，学級担
任，英語科
教員及びＡ
ＬＴの指導
力向上を図
ることで，さ
らに向上が
期待でき
る。

35,853

　
三
次
市
地
域
の
児
童
･
生
徒

①外国語指導助
手の全校配置し，
外国人との交流を
通して，積極的な
コミュニケーション
能力及び英語力
の向上を図る。
②小・中学校の英
語学習内容の効
果的な接続を計る
ための教職員研
修の実施

①異文化・異言語に積
極的に接する姿勢をも
つ。
②小・中学校９年間で学
ぶべき，英語の基礎・基
本を身につけさせる。

・三次市内の全ての小学校で総
合的な学習の時間を中心とする
国際理解教育の充実を図る。
・三次市内の全ての中学校で英
語の授業改善に取組み，英語学
習に対する生徒の意欲を高めると
ともに，英語学力の基礎・基本の
定着や，実践的コミュニケーション
の向上を図る。
・小・中９年間を見通した系統的な
英語教育の内容づくりを進める。

・平成１９年度に文部科学省委
託事業を活用し，川地小学校
を拠点校として，小学校英語
活動の充実を図るための実践
研究事業を行う。小学校にお
ける英語の「必修化」を見据
え，研究の成果を生かしなが
ら，小学校教員の英語指導力
の向上に努める。
・小・中の英語教育の接続をよ
り効果的にするため，小・中合
同での研修や教材開発を行
う。
・ＡＬＴの研修を継続し，児童・
生徒の英語への興味関心を高
め，英語の基礎学力向上につ
ながる指導内容等の改善を図
る。

学
校
教
育
室

小中学
校英語
活動推
進事業
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育

(

3

)

世
界
へ
は
ば
た
く
教
育

終
了

  情報の共
有化，迅速
化等をはか
る中で事務
の効率化を
進め，子ど
もたちとの
時間を増加
させる。

継
続

　教育情報
ネットワークを
整備後，シス
テム改善・職
員研修を実施
することによ
り，情報共有
や情報の伝達
を効率化し，
教務・校務処
理の迅速化を
図る。また，機
器等の管理・
運用を適切に
行うための研
修や管理運用
体制を確立し
ていく。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

　国等の
施策によ
り，さま
ざまな分
野におい
て情報
化が推
進されて
おり，社
会的
ニーズは
高い。

3

　教務・
校務処
理の効
率化によ
る教職員
の子ども
たちへの
指導時
間の確
保を図る
という観
点からの
市民
ニーズは
ある。

4

　最低限
必要な経
費として
いるが，
システム
の運用
方法・事
務の効
率化によ
り経費削
減に努め
る。

5

　学校設
備として
市が積
極的に
整備して
いかなけ
ればなら
ない。

5

　学校運営
の高度化・
効率化を図
るうえで，教
育情報ネッ
トワークの
整備は必要
不可欠であ
り，目的に
適合するも
のである。

4

　使いやす
いシステム
となるよう，
事業推進
にあたって
は，可能な
限り学校現
場の意見を
採り入れる
よう留意し
て進めてい
く。

4,403

三
次
市
内
小
中
学
校
教
職
員

　行政情報システ
ムとの相互連携
及び行政情報パ
ソコンと同レベル
のセキュリティを
確保したシステム
の構築を行い，市
内小中学校すべ
ての教職員に１人
１台のパソコンを
整備する。

ITを活用した教育の推
進，及び学校運営の高
度化・効率化を図り教職
員の児童生徒への指導
時間を確保するととも
に，個人情報保護及び
情報セキュリティを確保
する。

　市で運用している地域イントラ
ネット基盤を利用して教職員１人１
台のパソコンを整備することによ
り，教育委員会と学校間，また学
校内で発生する定型業務や連絡
事務等，さまざまな教務・事務を
効率的に処理するための環境整
備を行う。

　地域イントラネット基盤を利
用することから，ネットワーク
管理者及び保守業者との連携
をとり，正確に構築する必要が
ある。

教
育
企
画
室

小中学
校情報
ネット
ワーク
整備事
業
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴開発品 品 3 9

開発した美
容飲料，美
容料理数
平成１９年度
は販売，啓
発に力を入
れる

H
1
7

211,333 ⑷
開発商品
販売数 件 200

販売開始年
度のため，
秋以降でな
いと材料が
揃わないた
め見込み数
が少ない。

⑵
H
1
8

162,000 ⑸

⑶
H
1
9

#DIV/0! ⑹

⑴
延べ参加
者数 人 - - 560

当該年度に
おいて事業
に参加した
人の延べ人
数

H
1
7

#VALUE! ⑷

参加者の
身体状況
の改善方
向への変
化

% - -
参加者個々
の身体状況
変化率

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

20,026 ⑹

⑴
出前講座
回数 回 － － ４０回

各地域のコ
ミュニティセ
ンターや，
キッチンカー
で行なう。

H
1
7

#VALUE! ⑷
出前講座
参加者数 人 － － ５００人

子育てサー
クル，保育所
保護者会，
小学生料理
教室，男性
料理教室な
ど。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴受診者数 人 1,359 1,235 1,546
受診者一人
当たりの事
業費

H
1
7

23,060 ⑷受診者数 人 1,359 1,235 1,546 受診実人員

⑵
H
1
8

24,796 ⑸

⑶
H
1
9

24,086 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

1
4
 
成
果
の
向
上

事
業
規
模

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

費用対効果
の面から対
象者の選定
(制限)が必
要である。

継
続

市民を対象
に，人間ドック
の受診の仕方
について意識
啓発等を行
い，適正な受
診行動を促す
必要がある。
また，特定健
診を見据え国
保世帯の若年
層の受診率を
増やす必要が
ある。事業内
容の見直しに
ついては、健
診を受けたこ
とのない方や
若年層を対象
としたドック事
業とするため
に年齢制限や
脳ドックの廃
止など内容の
改善を行う必
要がある。

18 C
未
実
施

要
改
善

3

国民健
康保険
世帯員
に対して
は，必要
な事業で
ある。ま
た受診
希望も増
加してい
ることか
らも社会
的ニーズ
はある。
国民健
康保険
以外の
方は，そ
れぞれ
の保険
者の責
任におい
て実施す
るべき。

4

ドック希
望者は
多いが，
必要以
上の健
診希望
者（重複
受診や
慢性疾
患者な
ど）が多
い。
特に脳
ドックの
希望は
多い。

3

検査精
度が高い
ため，一
件当りの
単価は
高額とな
り委託費
は大きい
が受診
者の制
限をかけ
ることに
より委託
費の削
減余地
がある。

2

特定健
診に移
行するこ
とによ
り，ドック
よりも医
療機関
で行う個
別健診
へ移行し
市の関
与も縮小
したほう
がよい。3

健康意識の
向上になっ
ている。

3

高齢者の
受診希望
者や既に
定期通院
中の方が
多く，制限
を設ける必
要がある。

30,624

４
０
才
以
上
の
市
民

。

（
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
世
帯
の
方
を
除

く

。

）

受診希望者から
人間ドック又は脳
ドックの選択申し
込みを受け，受診
希望者が多い場
合は抽選により受
診者を決定し，医
療機関に事業を
委託して実施す
る。

健診により，疾病の早
期発見と早期治療を行
い，重症化を防ぐ。
また，健康意識の高揚
を図ることを目的とす
る。

４０才以上の市民を対象に，市内
外５つの医療機関との事業委託
により実施している。
本市は，国保世帯員以外も対象
としているが，県内では他の市町
では行ってない。　医療制度改革
に伴い平成20年度からは，医療
保険者に対し，健診，保健指導の
事業実施が義務付けられるため，
国保世帯員以外は要検討となる。

高齢の受診者が多く，疾病に
より通院治療している者が多
いため，重複健診になり疾病
の早期発見・治療にはなって
いない現状がある。特に脳ドッ
クは高齢になるほど治療のリ
スクが高くなる。４０歳から６５
歳くらいの年齢層に受診しや
すくするため，年齢制限等の
検討が必要である。また，国民
健康保険世帯員以外も対象と
しているのは県内では本市だ
けであるが，保険者責任の観
点から，国民健康保険世帯員
のみを対象とした方がよいと
思われる。
昨年からの傾向として総合健
診から人間ドックに受診者が
流れており医療機関の定員数
もパンク状態となってい

す
こ
や
か
保
健
室

国保被
保険者
人間ドッ
ク事業

1648

第
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

継
続

同様な他の
事業との関
係を整理す
る。(食生活
改善推進事
業等)

拡
大

現在，食育出
前講座のニー
ズがとても多
い。今後は食
育推進事業と
して確立し，さ
らに充実した
内容にするた
めに，三次市
食育推進計画
策定後は新た
な事業を実施
していく必要が
ある。22 B

未
実
施

未
実
施

5

国の食育
推進基本
計画が平
成１８年３
月に制定
され，県
でもこれ
から食育
推進基本
計画が制
定されて
いく中で，
三次市食
育推進基
本計画を
策定し推
進してい
くことは必
要であ
る。

4

食育アン
ケートか
らも，三
次市民
の食育
への関
心が高
いことが
判明し，
食育出
前講座
の申し込
みが多
いことか
らも市民
のニーズ
は高い。

4

新規事
業である
ため，資
料や調
理道具な
ど揃えな
ければな
らないの
でたくさ
んの経費
がかか
る。

3

食生活
改善推
進委員
の方や，
ＪＡ女性
部の方
たちと一
緒に調
理実習を
すること
がある
が，一緒
に行なう
ことでよ
り充実し
たものに
なるよう
感じてい
る。

4

食の乱れや，
朝食の欠食
率が多い現
状の中で，三
次市食育推
進計画を早
急に設置し，
出前講座を
行なっていく
ことが必要で
ある。

2

新規事業で
あるため，
出前講座を
通して全市
民に食育を
推進してい
くべき。

三
次
市
民

・三次市食育推進
計画の策定およ
び計画に基づい
た食育の推進
・食育に関する啓
発活動
・食育出前講座

子どもへの食育を通し
て，成人からお年寄りま
で,食生活を見直してい
ただく。

　子どもたちをはじめ市民が豊か
な人間性を育み生きる力を身につ
けるためには「食」が何より重要で
す。また，市民が心身とも健康で
長生きができるようひとり一人が
自ら「食」について考え，判断する
力をつけるために「食育」が必要と
なります。
　このことから，「食育」を推進して
いくために，まずは三次市食育推
進計画を策定し，その計画を達成
するための食育出前講座を積極
的に行なっていきます。出前講座
の方法として，キッチンカーを使用
しイベント会場や企業へ訪問した
り，各地域のコミュニティセンター
に行き，様々な内容の講座を行な
います

三次市食育推進計画を策定
し，よりよい推進が出来るよ
う，事業計画を立案していく課
題がある。

す
く
す
く
育
児
支
援
室

食育推
進プロ
ジェクト
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

拡
大

年々医療費
は増加傾向
にあるた
め，病気に
ならないた
めの「健康
づくり」に取
り組み，「い
きいき健康
日本一!」を
目指し，医
療費を減少
させること
が必要であ
る。

拡
大

 医療制度改
革の柱として，
健康寿命を延
ばすための，
健康づくり，疾
病・介護予防
の充実があげ
られており，
来年度から特
定検診と保健
指導事業が各
保険者に義務
付けられる状
況である。21 C

未
実
施

未
実
施

4

本事業
の対象
者の多く
は生活
習慣病
の重大
性を認識
すること
は少ない
と思われ
るが、市
民の健
康な生
活を維持
するた
め、また
医療費・
介護費
の抑制を
行政が
積極的
に働きか
けていく
ことは重
要であ
る。

4

本事業
の対象
者の多く
は生活
習慣病
の重大
性を認識
すること
は少ない
と思われ
るが、市
民の健
康な生
活を維持
するた
め、また
医療費・
介護費
の抑制を
行政が
積極的
に働きか
けていく
ことは重
要であ
る。

4

この事業
実施によ
り将来、
生活習
慣病発
症者を減
少させる
ことがで
きた場合
は、その
投資と比
較して将
来的に大
きな医療
費削減に
つなが
る。

3

市民の
協力を得
るが、行
政が責
任を持ち
実施す
べきであ
る。

4

医療費を最
も圧迫して
いる生活習
慣病を予防
し、国保医
療費や介護
保険給付費
の削減行
い、財政の
安定と市民
の健康づく
りを推進し
ていくため
に本事業の
実施は必要
である。

2

この事業に
より、生活
習慣病発
症者を減少
させること
により将来
的に医療
費及び介
護費削減
につなが
り、市財政
の安定化
が図れる。
また、市民
の健康寿
命を延伸す
ることにも
つながる。

健
診
後
に
要
指
導
と
な

っ
た
方

（
約
1
0
0
名
抽
出

）

総合集団検診・人
間ドックデータと
国保レセプトデー
タにより生活習慣
病予防が必要な
対象者を抽出し、
保健師・管理栄養
士・運動指導士に
より生活習慣病に
効果がある「運動
を中心とした集団
及び個別支援健
康プログラム」を
実施する。

対象者が自らの健康状
態を自覚し生活習慣の
改善のための自主的な
取組
みを継続的におこなうこ
とができるようになるこ
とを目的とし、生活習慣
病の予防と介護費・国
保医療費の抑制につな
げる。また、市民の健康
寿命の延伸を図る。

生活習慣病対策を重点的に行う
ため国保被保険者で健診後に要
指導となった方に対して「個別支
援プログラム」を実施し、平成20
年度から義務化される特定保健
指導の実施に向けた準備事業と
する。

生活習慣と密接な関係にある
内蔵脂肪型肥満「メタボリック
シンドローム」の危険性に対す
る住民意識が低い。
本事業対象者は331人おり、実
施定員100人の募集に対して
70人と参加者が少ない。（対象
者に対する約21％）
現在、平成20年4月から実施さ
れる「特定健康診査及び特定
保健指導」に向けて、住民意
識を向上させるため、冊子・
ケーブルテレビ等を活用した
啓発を行なっている。
また「特定健康診査及び特定
保健指導」は、国保のみを対
象とした事業ではないため、福
祉事務所との連携が不可欠で
ある。

さ
わ
や
か
市
民
室

国保ヘ
ルスアッ
プ事業
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

終
了

終
了

他に類のない
三次市特産品
を使用した美
容飲料を開発
した。今後は
飲食店が改良
しながら販売
を拡大していく
のが望まし
い。

15 D
未
実
施

事
業
縮
小

2

社会的
にも健康
志向が
高ってお
り，それ
に伴って
美容も年
齢を問わ
ず女性を
中心とし
たニーズ
がある。

2

市民の
関心は
まだ低い
が，各種
マスメ
ディア等
でもとり
あげら
れ，今後
ＰＲを積
極的に
行ってい
くことで
ニーズは
高まるも
のと思わ
れる。

2

商品の
開発を
行った業
者が，積
極的に販
売する姿
勢が，今
後の展
開には必
要不可
欠であ
る。

2

商品開
発に係る
経費を支
援した
が，今後
販売して
いくにあ
たって
は，独自
の創意
工夫によ
る積極的
な販売
活動が
必要であ
る。

4

特産品を使
用し女性に
ターゲットを
絞った商品
開発は，特
産品の効果
的なＰＲや
集客ににつ
ながってい
る。

3

季節限定
のものが多
く，年中提
供できる商
品の開発
に取り組む
必要があ
る。

1,458

市
民
及
び
観
光
客
飲
食
店
を
中
心
と
し
た
企
業

「みよし美容飲料」
のPR
提供店舗前に幟
旗，店舗内へ卓
上ポップで各飲料
の紹介，「みよし
美容
飲料」の紹介プ
レートを設置

三次市の特産品を市内
外にＰＲするとともに，飲
食店等の収益増につな
げていく。

三次市の特産品等を使用し，女
性客をターゲットとした美容飲料，
美容料理の開発を行う。また，各
企業等の収益にもつなげていくた
めPR活動を実施する。

各企業の努力により，「みよし
美容飲料」の開発には一定の
成果を得ているが，今後はこ
の商品を広く周知するため，各
分野での広報PR活動の実施
が必要である。

観
光
商
工
室

三次市
特産品
による
美容料
理開発
事業

1745

第
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

1

)

元
気
な
お
店
づ
く
り
と
に
ぎ
わ
い
の
創
出

12／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
健康端末
設置台数 台 351 349 340

健康端末が
設置してある
台数

H
1
7

11,011 ⑷
異常の早
期発見 件 28 20

心疾患・血圧
治療など医
療機関で治
療につな
がった件数

⑵
データ処
理件数 件 95,000 80,000 80,000

利用者から
送信された
健康データ
の処理件
数。異常の
早期発見，
保健指導に
つなげる。

H
1
8

11,117 ⑸緊急速報 件 72 38
緊急通報さ
れた件数

⑶
訪問指
導・受診
勧奨

件 120 90 90

データ分析
の結果，必
要な者へ対
し訪問指導，
受診勧奨等
を行った件
数。異常の
早期発見に
努める。

H
1
9

11,411 ⑹
月別利用
状況 ％ 74 63

月別平均利
用（月に何台
の利用が
あったか。）

⑴
研修会の
実施回数 回 22 22 22

食生活改善
推進員研修
会の開催回
数

H
1
7

64,409 ⑷
研修会参
加者数 人 289 341 300

研修会への
参加により，
食生活改善
推進員の資
質向上が図
られる。

⑵
地区活動
実施回数 回 79 109 100

研修会の内
容等をふま
え実施した
地区活動（伝
達講習等）の
開催回数

H
1
8

63,909 ⑸
地区活動
参加者数 人 3,075 7,553 6,000

地区活動の
参加者数

⑶
H
1
9

72,272 ⑹

⑴実施日数 日 27 27 28
集団健診一
日あたりの
事業費

H
1
7

1,959,000 ⑷受診者数 人 3,245 3,778 3,800
基本健康診
査受診者数

⑵
H
1
8

2,012,111 ⑸

⑶
H
1
9

2,090,392 ⑹

⑴
講座等実
施回数 回 53 112 150

出前講座・ふ
れあいサロ
ン・老人クラ
ブなど

H
1
7

6,547 ⑷参加者数 人 1,317 2,258 3,000
事業への延
べ参加者数

⑵
H
1
8

7,857 ⑸

⑶
H
1
9

8,140 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

地
域
に
よ

っ
て
は
集
団
検
診
が
効
率
的
な
場
合
も
あ
る

。

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

1
5
 
効
果
の
検
証

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

トレーニン
グ施設での
実地指導や
CATY番組
の活用等に
より参加者
拡大のため
の工夫が必
要。

継
続

社会ニーズ・
市民ニーズ共
に高く，積極的
に継続して取
り組む必要が
ある。

23 B
未
実
施

要
改
善

5

要介護
者が増
えると共
に，介護
保険料
の増え，
住民の
負担も増
えている
状況が
ある。
本事業
に取り組
むことに
より元気
高齢者を
増やし，
介護保
険財源
の節減を
図る必要
性は大き
い。

4

回数・参
加人数
共に増
加してお
り，住民
の間でも
広がりつ
つある。

3

職員が
直接実
施するた
め，人件
費部分
の負担
がある。

4

一貫した
必要性
や目的，
方法論を
周知徹
底するこ
とができ
る。

4

回数・参加
人数共に増
加しており，
住民の間で
も意識が高
まっている。

3

現在の方
法を継続し
つつ，広報
やCATVを
利用した普
及啓発等
の工夫も必
要である。

880

・
在
宅
高
齢
者
を
中
心
と
し
た
全
市
民

・
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
住
民
リ
ー

ダ
ー

出前講座，老人ク
ラブ，ふれあいサ
ロン等の機会を通
じて，，要介護状
態とならないため
の重要性につい
て講演する。ま
た，講演会を開催
し，市民への健康
維持と介護予防
に対する意識の
向上を図る。

市民自身が介護予防の
必要性を理解し，方法・
知識を身につける。ま
た，介護予防に対する
意識を高め，実践するこ
とにより，いつまでも元
気で住み慣れた地域で
暮らすことができること
を目的とする。

　高齢になっても介護が必要な状
態とならず，できるかぎり住み慣
れた地域でいきいきと暮らし続け
るために，介護予防の重要性を認
識し，生活の中で実践していける
よう，市民の介護予防に対する意
識を高め，個人や地域ぐるみでの
取り組みにつながるよう普及啓発
を行う。このことにより，高齢者の
生活機能の低下を未然に防止し，
介護保険制度の安定・維持を図
る。

講座やサロンへの参加後，地
域や生活の中で取り組みがさ
れているか支援の可否を確認
すると共に，広報やCATV等を
通じての普及啓発も必要。

す
こ
や
か
保
健
室

介護予
防普及
啓発事
業
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縮
小

目的達成の
ためには集
団検診以外
の方法もあ
るため市内
医療機関の
活用も検
討。

拡
大

医療保険財政
の適正化と，
市民の健康増
進を図るため
に，個別健診
などの集団健
診以外の方法
の導入や委託
を検討し，市と
しては受診促
進及び事後指
導や予防事業
に重点をおく
必要がある。
また人件費の
削減の費用対
効果も大きい
ため全面委託
を行う必要が
ある。

20 C
要
改
善

要
改
善

5

健康意識
の高揚
と，疾病
の重症化
を防ぐこ
とにより，
市民の健
康増進を
図る。こ
れにより，
医療保険
や介護保
険事業の
運営の適
正化に努
め，高齢
社会に対
応する必
要があ
る。

4

国保世
帯員は
市の実
施する健
診のみ
である。
また，他
の健診を
受ける機
会のない
方が多
数ある。

3

委託実
施するこ
とにより
有効性
や効率
性は向
上すると
考えられ
るが，コ
ストは上
昇が見
込まれ
る。ただ
し職員人
件費は
削減でき
費用対
効果も大
きい。

2

法によ
り，事業
実施主
体は市
であり市
民の健
康管理
は市が
担うべき
もの。
計画及
び啓発な
どは市
が行い，
健診の
実施に
ついて
は，専門
の健診
機関へ
の委託
事業で
可能であ
る。

3

健診受診者
のうち，所見
のある方及
び精密検査
の必要な方
に対して通知
をし，受診勧
奨を実施して
いる。
総合集団健
診だけでな
く，個別健診
も併せて実施
することで，
受診率向上
が期待でき
る。

3

若年層の
受診率向
上を図るこ
とにより，
早期治療を
行える。
各年齢期
に適した受
診方法を啓
発する。
総合集団
健診だけで
なく，個別
健診と併せ
て実施する
ことで，成
果が向上
する。

54,327

1
8
才
以
上
の
市
民
及
び
市
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
方
で
，
他
の

健
診
を
受
診
す
る
機
会
の
な
い
方

。

市内１１会場で集
団健診方式による
基本健診及び各
種がん検診を実
施する。

健診により，疾病の早
期発見と早期治療によ
り，重症化を防ぐ。
また，健康意識の高揚
を図る。

老人保健法により，他の健診の受
診機会がない方のために実施す
る。疾病の早期発見と早期治療
ができることにより重症化を防ぎ，
住民の健康保持を図るとともに，
健康意識の高揚を図る。
実施場所及び日数については，
合併前の実施状況を考慮し，11
会場延べ28日間実施する。１９年
度については，受診率の向上や
健診がスムーズに行えるよう１８
年度より健診日を１日増やし会場
についても変更を行った。
健診の実施については，基本健
診及び大腸がん検診は地元医師
会と随意契約とし，その他のがん
検診等は，入札により健診実施機
関が請負う。

特定健診の事業委託とともに
全面委託による実施の検討。
高齢者の重複受診の防止。若
年層の受診率向上。
平成20年から医療制度の改正
により，メタボリック予備軍の
減少を目的とする特定健診と
なり市は国保世帯員（４０歳か
ら７４歳）に限定した健診を実
施することになるが，中小零細
企業の社会保険被保険者や４
０歳以下，７５歳以上の方も受
診できる環境整備を図るため
には健診日程も増やすなど検
討しなければならない。

す
こ
や
か
保
健
室

総合集
団健康
診査事
業
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事業効果の
検証により
本事業の存
廃を検討す
る。

継
続

「食」は運動と
共に、生活習
慣病の改善の
重要な手段で
あり、また、食
を通して子ども
たちを育てる
（食育）と言う
重要な役割を
持つ。命の源
である「食」を
通して健康づく
りを進める食
生活改善推進
員の組織は、
活動の仕方に
よって大きな
影響を及ぼ
す。自主組織
として活動でき
るよう支援して
いくことが必要
と考える。

17 C
要
改
善

要
改
善

3

「食育（生
活習慣病
を含む）」
や介護予
防での「低
栄養予防」
等，食を通
した健康づ
くりの重要
性が言わ
れ、食に関
する社会
的ニーズ
は高まって
きている。
学校から、
食生活改
善推進員
による授
業の要請
があるな
ど、食生活
改善推進
員の存在
も認められ
つつあるこ
とは意欲
向上にも
つながって
いる。

3

地域活動等
の要請も地
域間でかな
りの差があ
り，食生活
改善推進員
を知らない
者もある。
一部では
ニーズがあ
るが，全体
としての
ニーズが高
いとは言え
ない。活動
を調理実習
に留めず幅
広く捉え、地
域との連
携、関連機
関と協働し
つつ、食の
大切さを伝
える組織と
しての市民
権を得るよ
うな活動を
していくこと
が必要。

4

ボラン
ティア組
織、或い
は自主
組織とし
ての認識
が浸透し
てきて、
既に伝達
講習等に
おいても
参加者
の食材
料費は
全額自
己負担し
てもらう
等，コス
ト削減は
実施され
ている。

2

食を通し
た健康づ
くりのリー
ダーを育
成し，市
民の健康
意識の向
上を図る
ことを目
的として
いるた
め、育成
は市が行
うが、そ
の後の活
動につい
ては、出
来るだけ
自主組織
として活
動するよ
う支援し
ていくこと
が必要。
一定の時
期からは
市の関与
は控える
べきと考

3

健康づくり
のリーダー
を育成し，
地区活動等
の支援を行
うことで，市
民の健康意
識の向上が
図られ，元
気な地域づ
くりを推進し
ていくことが
できる。しか
し，地区活
動の内容が
地域により
偏りがあり，
また対象者
が固定化し
てきている
地域もあり，
活動のあり
方や内容を
見直し、検
討していく必
要がある。

2

「食育」の
重要性が
いわれてお
り、推進員
活動として
魅力ある内
容は何か、
何を期待し
ているかを
検討するこ
とが必要。
そのことに
よって、会
員の固定
化を打破
し、より積
極的な活動
に変えてゆ
くことが出
来ると考え
る。地域活
動の広がり
も期待でき
る。

1,406

市
民

（
食
生
活
改
善
推
進
員
を
養
成
す
る
た
め
に
，
す
こ
や
か
応
援

隊
を
募
集
し
受
講
者
の
う
ち
希
望
す
る
も
の
が
食
生
活
改
善
推
進
員

と
な
る

）

・食生活改善推進
員研修会の実施
・地区活動の支援

食生活改善推進員が健
康づくりのリ－ダーとし
て身近な地域での活動
を展開することで、市民
の健康増進を図る。

市は、三次市食生活改善推進協
議会の事務局として、組織育成と
会員の資質の向上のために研修
会等を開催し支援している。研修
材料費は市が負担しているが、推
進員として地域で伝達する場合は
参加者が参加費を自己負担し、
一部（調味料・お米代）を市が負
担している。平成19年度の会員数
は102名。会員は年３回の支部毎
の研修会に参加・学習し、地域へ
の伝達講習会や地域独自の料理
教室等を通して市民の健康増進
を図っている。

食生活改善推進員の高齢化
により地域によって活動内容
に偏りがあったり、地区活動の
対象者が固定化しつつあり、
本来の目的が十分に果たせて
いないところがある。会員数は
減少している。
地区活動を行う際の実費自己
負担を進めているため、支部
によっては参加者が旬の野菜
を持参し、地産地消もすすめら
れている。積極的に高齢者の
サロンや地域の事業へ協力参
加している支部もあるが、消極
的な支部もあり、支部活動の
格差がある。また、青・壮年層
の食生活改善推進員を養成
し、若い年代のニーズを把握
し、活動に広がりをもたせるこ
とも必要。

す
こ
や
か
保
健
室

食生活
改善推
進員事
業
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続

受益者負担
必要性の検
証が急務。
対象地域の
拡大につい
ては監視体
制の課題整
理も必要。

継
続

この事業は，
合併以前から
のもので作木
町のみで実施
している。高齢
化率が高く，
医療機関への
受診が困難な
僻地において
は有効な事業
となっていると
ころはある。
が，受益者負
担の見直し，
CATV回線の
利用や医療機
関委託を検討
し，将来的に
はシステムの
再構築により
全市的な取り
組みとすること
が望ましい。

16 D
要
改
善

要
改
善

3

市中心
部と周辺
地域，ま
た対象
者により
ニーズに
開きがあ
ると思わ
れるが，
高齢化
が進む
中，疾病
予防に
有効な
手段であ
り，健康
に関する
社会的
ニーズは
高い。

3

作木町
及び市
周辺地
域の市
民ニーズ
は高い
が，地域
性,対象
者により
ニーズに
開きがあ
る。

2

①受益者
負担，医
療機関委
託など体
制を見直
すことで
経費削減
が可能。
（現時点
で受益者
負担は可
能だが委
託は協議
を要する）
②保守停
止となっ
ているこ
と，ＣＡＴＶ
を利用し
て全市的
に拡大し
ていくとす
れば一時
的に整備
費用が必
要。

2

システム
の環境
整備は
市が行
い，定期
業務は
かかりつ
けの医
療機関
委託とす
れば，よ
り迅速な
対応が
でき，個
人情報を
守ること
ができ
る。（現
時点で
医療機
関委託
は協議を
要する）

3

①利用者と
保健師が同
じデータをも
とに検討で
きることで，
食事や疾病
の自己管理
など意識の
変革に役
立っている。
②異常を早
期に発見し
適切な医療
を受けること
ができ，大
事に至らな
かった例が
ある。
③利用頻度
に個人差が
ある。

3

①ＣＡＴＶの
インター
ネット回線
を利用する
ことで，健
康管理シス
テムの精度
を高め，市
内に広く普
及していく
ことができ
る。
②受益者
負担，医療
機関委託な
ど体制を整
えることで，
費用対効
果が期待で
きる。

3,880

概
ね
6
5
歳
以
上
の
高
齢
者

（
作
木
町
内
在
住
者

）

①健康に関心を
持ち，生活習慣病
予防への行動変
容ができるように
なる。
②疾病を早期発
見し，適切な医療
をうけることがで
きる。
③毎日をより安心
に過ごすことがで
きる。

①希望者宅に健康端末
を設置し利用環境を整
備する。
②日々のデータ分析を
行い，異常の早期発
見，保健指導を行う。
③個人ごとに毎月の
データをまとめ，返却す
る。

システムの概要：作木町内のみの
事業。家庭と作木支所を電話回
線でつなぎ，利用者の方の健康
管理をコンピューターで行う。各家
庭に健康端末を設置し，各自が血
圧，心電図，問診，体温，体重な
どを測定し，作木支所では送信さ
れた健康情報を保健師が分析，
必要時医師と相談しながら保健
指導や受診指導を行う。他に緊急
時の通報機能があり通報ボタンを
押すだけで備北地区消防広域行
政組合へつながる。
設置台数：平成19年3月末　349
台。
定期業務：毎日のデータ処理分
析，保健指導，利用者への測定
結果（月間レポート）の返却。
18年度の状況：月別の平均利用
率　63％。データ処理延べ件数
2,640件。異常の早期発見（高血
圧症他）

①作木町内のみの事業であ
る。
②現在の機器は２００６年３月
末で保守停止となった。（故障
で部品交換が生じた場合，部
品が無い。）
③ＣＡＴＶの整備とあわせ健康
管理ができるシステムを再構
築していく。

す
こ
や
か
保
健
室

在宅健
康管理
システ
ム事業
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単
位

H
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H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
運動教室
等参加者
数

人 1,494 1,098 1,400
運動教室，
介護予防教
室ﾞなど

H
1
7

1,014 ⑷
運動教室
等参加者
数

人 1,494 428 500
運動教室，
介護予防教
室ﾞなど

⑵
H
1
8

9,650 ⑸
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ
ﾏｼﾝ利用
者数

人 － 670 700
リハビリ，健
康増進など

⑶
H
1
9

9,880 ⑹

⑴活動日数 日 30,986 30,449 30,500

民生委員・児童
委員（169名）及
び主任児童委員
（20名）の延べ活
動日数実績（見
込み）
（H17年度以降の
コストには県権限
移譲の県報償費
等が含まれてい
る）

H
1
7

989 ⑷
相談・支
援件数 件 12,610 12,741 12,870

全委員（189
人）の活動の
成果

⑵訪問回数 回 27,309 28,803 28,500
延べ訪問回
数実績（見込
み）

H
1
8

1,011 ⑸
調査・実
態把握件
数

件 5,099 4,883 5,670
全委員（189
人）の活動の
成果

⑶
一人当り
の担当世
帯数

世帯 141 142 143

23,985世帯
/169人（民生
委員児童委
員のみ）

H
1
9

1,026 ⑹

子ども支
援件数
（（4）の内
数）

件 1,292 1,396 1,400

主任児童委
員（20人）活
動状況

⑴
受講実人
数 人 47 37 40

当該年度に
手話養成講
座を受講し
た人数

H
1
7

8,106 ⑷
奉仕員新
規登録者
数

人 1 3

当該年度に
派遣可能奉
仕員として新
規登録され
た人数

⑵
H
1
8

10,027 ⑸

⑶
H
1
9

9,275 ⑹

⑴入居者数 人 11 11 11

君田生活支
援ハウスで
共同生活し
ている人数

H
1
7

1,383,636 ⑷入居割合 ％ 100 100 100

待機者が10人
ぐらい常にい
るが緊急性は
なく，まだ在宅
生活を希望さ
れているため
希望者は100%
入居できてい
る。

⑵
H
1
8

1,264,727 ⑸

⑶
H
1
9

1,264,727 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

5
 
組
織
・
機
構
の
見
直
し

事
業
規
模

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

他の生活支
援施設等と
の運営基準
の均衡を図
る。

継
続

今後，不安を
かかえたひと
り暮らし高齢
者が増えると
予想されるた
め，自立を支
援する施設と
して現状での
運営が必要で
ある。

24 B
未
実
施

要
改
善

4

高齢者
の一人
暮らしが
増える
中，他の
入居施
設も含め
在宅生
活困難
者への
支援施
設として
社会的
ニーズは
高い。

4

高齢者
の一人
暮らしが
増える
中，利用
希望の
声は多
い。

4

類似施
設の経
費と比較
しながら
コストの
見直しを
検討すべ
きである
が，委託
料のほと
んどが人
件費と施
設維持
経費であ
るが，職
員数も少
ないため
削減の
余地は
少ない。

3

入所者
の決定
や負担
金の決
定につい
て公平
公正に
行うため
市の関
与が必
要。
現段階
の制度
では，利
用料の
収入によ
る独立採
算は不
可能であ
る。

4

ひとり暮らし
等の生活に
不安を感じ
る高齢者に
とって住居
の提供と相
談対応や利
用者間での
交流ができ
安心してい
きいきと暮ら
せる場所を
提供してい
る。 5

利用者は
日々生きが
いをもって
生活してい
る。

13,912

市
民

（
市
内
に
居
住
す
る
お
お
む
ね
6
0
歳
以
上
で
高
齢
等
の
た
め
在
宅

生
活
の
維
持
が
不
安
な
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者

。
た
だ
し
，
日
常
生
活

が
で
き
る
こ
と
を
原
則
と
す
る

。

）

居住機能と交流
機能を総合的に
提供する。施設内
の生活援助員に
よる利用者への
日常の相談や，
規則正しい生活
への助言などを行
う。

独立して生活することに
不安があると認められ
た６０歳以上の高齢者
に安心した生活を送るこ
とができるよう施設入居
により支援する。

在宅生活の維持が不安なひとり
暮らし高齢者を対象として，生活
援助員（支援員）の協力を得て，
共同生活を行い，相談や食事，レ
クレーションを通じて生きがいの
ある生活が送れるように支援す
る。
委託先：松伯園（君田）
施設数：１箇所（君田生活支援ハ
ウス松伯園）
利用定員：11名

今後，ますます対象者の増加
が見込まれるため入居人数や
予算に制限があるため，サー
ビス内容について検討する必
要がある。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

高齢者
共同生
活施設
支援事
業
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

継
続

手話通訳者
の養成のた
めには多く
の市民(中
途失聴者を
含む)がレ
ベルにこだ
わらず手話
を習得でき
る事業内容
とすることで
手話の裾野
を広げるこ
とが必要。

継
続

必要な事業で
はあるが，事
業により奉仕
員の実数は増
えておらず，事
業内容等の工
夫が必要であ
ると考える。

20 C
未
実
施

要
改
善

4

情報バリ
アフリー
の観点か
らニーズ
は高いと
考える。
熟練手話
通訳奉仕
員の後継
者育成が
求められ
ている。

3

手話でな
ければコ
ミュニ
ケーショ
ンが取れ
ない障害
者にとっ
てはニー
ズが極め
て高い
が，手話
を取得し
ている障
害者が少
ない。障
害者自身
の手話技
術の取得
支援を図
る必要が
あるが，
中途失聴
者におい
ては，習
得が容易
でない。

4

講師へ
の謝礼
及びテキ
スト代が
主たる経
費であ
り，コスト
削減の
余地は
小さいと
思われ
る。

4

平成１８
年１０月
から，障
害者自
立支援
法に基
づく地域
生活支
援事業と
して位置
づけられ
た。

2

奉仕員の登
録者数が少
なく，奉仕員
の養成という
目的への貢
献度は小さ
い。

3

受講人数
に比べて新
規登録人
数が少ない
ため，向上
の余地は
あると思わ
れる。

371

手
話
奉
仕
員
に
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者

定期的な養成講
座を開催する。
　　入門講座　10
日間（15時間）×
２回
　　初級講座　　5
日間（7.5時間）×
２回

手話の技術を向上させ
手話によるコミュニケー
ションを可能にする。

聴覚障害者と手話を通じてコミュ
ニケーションできる人材を育成し，
市の手話通訳者派遣事業の推進
を図る。
社会福祉協議会へ事業委託して
実施する。

受講終了者からの奉仕員への
登録者数が少なく，奉仕員の
養成に結びついていない現状
がある。CATV等により受講者
を広く求めるとともに，育成プ
ログラムの見直しが必要。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

手話奉
仕員養
成事業
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

継
続

事務局体制
の見直し。

継
続

多種多様な相
談・支援に応
えるためにさら
に委員の資質
向上をはかる
必要がある。
そのために
は，行政担当
と団体事務局
担当が同一で
ある現状の体
制見直しが必
要と考える。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

5

地域の
福祉，子
育てなど
多種多
様な相
談・支援
活動や
他機関と
の連携・
協力な
ど，民生
委員・児
童委員
の活動
は地域
社会をつ
なぐかな
めとな
る。

5

高齢化
率の高
い本市
において
は，一人
暮らし高
齢者など
に対する
日頃の
安否確
認や相
談相手
など身近
な支援
者として
の民生
委員に
対する市
民の期
待は極
めて大き
いものが
ある。

3

事業にか
かる必要
経費の
みで活動
している
ため，コ
スト削減
は困難。
事務局
事務にお
ける市職
員人件
費の削
減につい
ての工夫
が必要。

3

推薦会
の運営，
一斉改
選や，関
係機関・
団体との
連絡調
整，指揮
監督など
市でなけ
ればでき
ない。
ただし，
協議会
事務局
について
は，市職
員でなく
てもでき
る。

4

福祉行政に
関する情報
提供や委員
研修を通
し、民生委
員の地域福
祉活動の資
質向上に寄
与している。

2

１３地区単
位協議会
定例会へ
の事務局
支援体制
が手薄なた
め，運営等
内容に地
域格差が
ある。

30,799

三
次
市
民
生
委
員
・
児
童
委
員
1
8
9
名
を
対
象

①行政業務
　　　指揮監督，
研修，報償費支
払
②任意団体事務
局業務
　　　各種定例会
議，各種研修会
の開催，その他事
務局事務

民生委員児童委員の資
質向上及び委員活動へ
の支援を通し，地域住
民の福祉の増進を図
る。

　厚生労働大臣から委嘱された民生委
員・児童委員は区域ごとに民生委員児童
委員協議会を組織するよう義務づけられ
ている。
●単位民生委員児童委員協議会数
13地区●委員数①民生委員児童委員数
169名②主任児童委員20名（任期：3年
平成19年12月1日一斉改選）●組織構
成，三次市民生委員児童委員協議会
会長1名　　副会長2名　　理事10名　　監
事2名　　会計（事務局）1名●事務局体
制　市職員　２名（事務局長：まごころ福
祉室長，事務・会計担当：まごころ福祉室
民生委員担当1名）【主な事務事業内容】
（１）民生委員児童委員に関すること（２）
民生委員児童委員協議会事務局に関す
ること○民生委員・児童委員の指揮監
督，研修，報償費支払○定例理事会の
開催（月1回）○総会（年1回）○民生委員
推薦会運営○各種委員研修（年8回程
度）

・10名以下の地区協議会区域
について，広島県では平成19
年12月改選期から地区協議会
の合併方針が示されてるた
め，地域実情に配慮しながら
地区民児協の取組みが必要
である。
・市全体での研修の充実及び
地区協議会の研修の充実を図
るための工夫や支援の取り組
み。
・事務局業務の所管検討・・・
市直轄の事務局体制維持と社
会福祉協議会等への事務局
移管についてのメリット・ﾃﾞメ
リットの研究を行う。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

民生委
員・児童
委員に
関する
事務
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

1

)

認
め
あ
い
，
支
え
あ
う
福
祉
の
推
進

拡
大

新事業であ
り，トレーニ
ングによる
効果の検証
が必要。

継
続

社会ニーズ・
市民ニーズ共
に高く，積極的
に継続して取
り組む必要が
ある。

20 C
未
実
施

未
実
施

4

・健康に
関する国
民の関
心は高
く，運動
やスポー
ツ人口も
多い。
・生活習
慣病予
防や介
護予防
のために
運動が
効果的
であるこ
とは共通
的な認
識であ
る。

4

・健康に
関する市
民の関
心は高
く，運動
やスポー
ツ人口も
多い。
・生活習
慣病予
防や介
護予防
のために
運動が
効果的
であるこ
とは共通
的な認
識であ
る。

3

・指導者
や補助員
が養成も
含めボラ
ンティアや
ＮＰＯで確
保できてく
れば，報
償費の削
減にな
る。
・指定管
理者が管
理する施
設につい
て，管理
者が独自
のメ
ニューを
実施し，
使用料等
の増収を
行うこと
で，マシン
に係る諸
経費が削
減できる。

2

・現状で
は，マシ
ンの設置
や指導
者の養
成等を市
が主導
で行って
いるが，
活動メ
ニューや
人材育
成を地域
や指定
管理者
からの取
り組みで
実践され
るように
なること
が重要。

5

・運動（ト
レーニング）
を行うこと
は，生活習
慣病予防や
介護予防に
最も効果が
ある。

2

・市民や地
域からの主
体的な健康
づくり活動
の実践と日
常的な定着
が必要であ
る。
・啓発活動
等の取り組
みを行い，
トレーニン
グマシンの
利用促進を
図る。

10,596
市
民

・トレーニングマシ
ンや運動消耗品
を設置し，リハビリ
や健康増進のた
めの利用や筋力
向上トレーニング
など運動教室等
に活用する。

・継続した運動（トレーニ
ング）により，生活習慣
病の予防を図る。
・介護予防にもつながる
ことで，医療費や介護給
付費を抑制できる。

 健康増進や生活習慣病，介護予
防などを目的に，市民が継続した
運動のできる環境づくりのため，
保健・福祉センターなどを利用し
た地域のトレーニング拠点を整備
する。
　平成１９年度は，三良坂福祉施
設と塩町中学校体育館へのトレー
ニングマシンの設置及び指導者，
ボランティアの養成等を実施す
る。

・市民の日常生活に運動を習
慣化させる取り組み。
・トレーニングマシンを設置して
いる施設の利用向上のための
方策検討。
・指導者の確保とボランティア
の育成，活用方法の研究。
・民間施設や総合型地域ス
ポーツクラブとの連携を図る。

す
こ
や
か
保
健
室

地域ト
レーニン
グ拠点
整備事
業
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保
健
・
福
祉

１
保
　
健

(

1

)

い
き
い
き
と
暮
ら
せ
る
健
康
づ
く
り

14／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
事前協議
提出件数 件 6 4 4

福祉のまち
づくり条例に
より、事前協
議のあった
件数

H
1
7

118,500 ⑷
適合証交
付件数 件 5 1 4

事前協議の
あった件数
のうち、認定
して適合証を
交付したもの
の件数

⑵
H
1
8

124,500 ⑸

⑶
H
1
9

124,500 ⑹

⑴
ふれあい
取集申請
件数

件 － － 40

平成１９年度
７月末現在
の実績（申請
件数３３件、
認定件数１９
件）から推計
した年度末
の見込み

H
1
7

#VALUE! ⑷
ふれあい
認定件数 件 － － 38

ふれあい収
集申請件数
の95％を認
定できるもの
として算出す
る。

⑵
ふれあい
取集認定
件数

38
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

146,975 ⑹

⑴
相談件数
（年間） 件 1,267 3,287 6,000

【17年度からの継
続分】
　　相談件数
1,463件　（月平均
122件）
【18年10月からの
新規事業分】
　　相談件数
1,824件　（月平均
304件）

H
1
7

6,199 ⑷
在宅サー
ビス利用
援助

件 300 720 1,000

相談を受け
たことにより
在宅サービ
ス等の利用
につながった
人数

⑵
生活訓練
サロン利
用者数

人 ― 807 2,000

【18年10月か
らの新規事
業分】
　　　登録者
数　45人　延
べ利用者数
807人

H
1
8

5,655 ⑸就労支援 人 8 16

障害者の自
立と社会参
加が図られ
た人数
　　一般就労
2人，授産施
設4人，福祉
工場2人

⑶
H
1
9

3,215 ⑹
地域生活
移行支援 人 4 8

障害者の地
域移行が図
られた人数
　精神障害
者入院患者
への支援　4
人

⑴給付件数 件 41 609 1,200

給付１件当りの
事業費
※H18年度10月
より制度改正によ
り、ストーマ装具
が日常生活用具
に移行したことに
より、給付件数が
増加している。

H
1
7

75,780 ⑷

日常生活
が容易と
なった給
付者

人 41 609 1,200

日常生活を
送る上で支
障となってい
る部分を福
祉用具等で
補うことで生
活上の便宜
が図られる。

⑵
609件のうち
ストーマ584
件（104人）

H
1
8

12,440 ⑸

延べ給付者
609人のうち
実給付者129
人

⑶
H
1
9

9,885 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

事務事業の
効率化を図
る必要があ
る。所得制
限について
も設けるべ
きかどうか
について要
検討。

継
続

重度障害で
あっても住み
慣れた地域で
快適生活を過
ごすため，日
常生活用具の
給付水準の維
持の確保は必
要である。
また，給付対
象件数の多い
「ストーマ用装
具」の給付決
定事務の簡素
化等の改善が
必要である。

25 B
未
実
施

要
改
善

5

障害者
の在宅
生活を容
易にする
ために必
要度は
高い。

4

障害者
の自立
生活支
援として
制度に
対する
ニーズは
高い。

3

対象品目の
単価は，国
の補助基準
額により決
定されてい
るため，見
直しの必要
性は低いと
考えられる。
平成18年10
月からの制
度改正で，
給付件数の
多いストーマ
用装具が日
常生活用具
に移行した
ことにより，
この業務か
かる事務量
が増えてい
るため，事
務の効率化
等による人
件費コストの
削減の余地
がある。

5

法律に
規定され
た市町
村必須
業務であ
る。個人
給付であ
り民間委
託にはそ
ぐわな
い。

5

日常生活用
具の給付は,
障害者に
とって容易
かつ便利に
使用しうる
品目が給付
されるため,
在宅福祉の
向上につな
がると考え
る。

3

日常生活
用具の品
目は,国が
定めており,
障害者の
ニーズに基
づいて品目
の追加等を
行ってい
る。今後，
市独自の
給付品目
の追加等
によっては,
日常生活
の更なる利
便性が図ら
れると考え
られること
から成果の
向上は見
込まれると
考える。

7,576

市
民

（
身
体
障
害
者
手
帳
，
療
育
手
帳
又
は
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所

持
す
る
在
宅
の
重
度
障
害
者

（
児

）
等
で
,
日
常
生
活
用
具
を
希
望
す
る
方

）

ストーマ用装具や
浴槽，ベッド等の
日常生活用具の
給付及びその取
付け工事に要す
る費用の助成を
行う。

日常生活用具の給付や
住宅改修を行うことで，
障害者の日常生活上の
便宜を図り，自立生活を
支援する一助となる。

障害者の日常生活上の便宜を図
るため，重度の障害者に厚生労
働省があ告示で定める要件を満
たす用具を給付。
【対象者】
　在宅の重度の身体障害者
（児），知的障害者（児），精神障
害者（児）・・・３障害対象とする。
【費用負担】
　日常生活用具の費用の１割負
担（障害児５％負担）。ただし，世
帯の所得状況による利用者負担
上限額を設定。

障害者自立支援法の施行に
伴い，ストーマ用装具が補装
具給付費（義務的経費）から地
域生活支援事業としての日常
生活用給付費（人口割配分補
助金）に移行した。このことに
より，対象経費の全額が補助
対象とならず，一般財源負担
の増大が見込まれる事業であ
る。
　反面，この事業対象者は増
加傾向にあり，事務に費やす
人件費も増えてくるため，事務
手続き等の見直しを行いなが
ら、人件費コストの削減に努め
る必要がある。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

日常生
活用具
給付事
業

1660
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住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

拡
大

多角的な現
状分析によ
り，より実効
性のある新
しいサービ
ス提供を検
討する必要
がある。

拡
大

障害者等の福
祉に関する各
般の問題につ
き，一人ひとり
のニーズに
沿った支援の
充実を図るた
めには，地域
において障害
者を支える
ネットワークの
構築が不可欠
であることか
ら，中立・公平
な相談支援事
業の実施のほ
か，地域の関
係機関との連
携強化、社会
資源の開発・
改善等の取り
組みが必要と
考える。

24 B
未
実
施

要
改
善

5

障害者に
とって身
近な地域
において
生活相談
を行うとと
もに，虐
待防止や
権利擁護
のための
援助を行
うことの
必要性は
非常に大
きい。 4

障害者
の自立
や処遇
困難
ケース等
への対
応につい
ては，専
門職によ
る相談支
援が必
要であ
る。

4

3障害に
対応した
総合相談
支援体制
整備のた
め，既存
の障害種
別ごとの
委託事業
を18年度
末で廃
止。
　新設の
障害者支
援セン
ター運営
について
は，三次
市開発公
社委託に
より，低コ
ストによる
人材確保
が可能と
なってい
る。

4

障害者
自立支
援法に
基づく市
町村の
必須事
業として
位置づ
けられて
おり，運
営事業
の中立
性・公平
性を確保
する観点
から市の
関与は
必要であ
る。

5

　情報の提供
や相談等へ
の支援を行う
ことが、障害
者等が地域
において自
立した日常生
活又は社会
生活を営む
上において、
在宅福祉の
充実につな
がるものと考
える。

2

　一人ひと
りの生活実
態やニーズ
把握のため
の調査手
法の改善
や事業の
周知方法
等の工夫よ
り，潜在的
な要援助者
への支援
拡大の余
地がある。
　迅速な
ケース処遇
に対応する
ため，相談
支援ネット
ワーク体制
の確立が
急務であ
る。

18,590

【
1
7
年
度
か
ら
の
継
続
事
業
分

】
身
体
障
害
者
と
そ
の
家
族
　

【
1
8
年
1
0

月
か
ら
の
新
規
事
業
分

】
身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者

（
児

）
及
び
そ
の
家
族

【17年度からの継
続事業分】
・福祉サービスの
利用援助（情報提
供・相談・助言・手
続代行）
・巡回相談　　・専
門機関の紹介
【18年10月からの
新規事業分】
・上記相談業務の
ほか，就労支援，
地域移行支援，
地域サロン事業

・在宅の障害者に対し,
地域において情報や相
談等さまざまな支援を
行い,もって障害者の自
立と社会参加の促進を
図る。
・一人ひとりのニーズに
対応した個別援助を通
して，障害のある人がそ
の能力や個性を最大限
に発揮して，もっと楽し
く，いきいきと安心して
暮らせる。

【17年度からの継続事業分】
　在宅障害者に対する相談体制
を確保するため，社会福祉法人に
委託して事業実施する。
　在宅の障害者に対して，在宅福
祉サービスの利用援助,社会生活
力を高めるためのアドバイス,ピア
カウンセリングあるいは介護の相
談や情報の提供を総合的に行い,
地域における在宅障害者の生活
を支援し,障害者の社会参加の促
進を図る。
【18年10月からの新規事業分】
　障害者自立支援法に基づく，身
体・知的・精神の3障害の相談に
総合的に対応した拠点として「三
次市障害者支援センター」を三次
市保健福祉センター内に設置し，
24時間体制による障害者の地域
生活支援を開始するとともに，併
せて日中活動の場を提供する地
域サロンを開始している。

　平成18年度10月から相談機
能強化のため，市直営方式に
より社会福祉士や精神保健福
祉士等の専門職を配置してい
る。これまでの社会福祉法人
への相談業務の委託について
は，18年度をもって廃止した。
○障害者支援センターを中核
として，サービス事業所・ハ
ローワーク・特別支援学校の
関係機関や団体などとの相談
支援ネットワークを構築し，相
談機能の充実強化
○障害者自立支援協議会を設
置し，地域における障害福祉
支援体制の推進や困難事例
などへの対応のための協議・
調整機能の充実
○精神障害者の地域生活移
行支援体制の充実（退院移行

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

障害者
生活支
援事業
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(
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住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

継
続

事業費は人
件費のみで
あるが，収
集ルートな
どの収集方
法を改善し
て，事業の
効率化に努
める。

拡
大

高齢化社会へ
の支援サポー
トを広げ、安心
して暮らせる
まちづくりに向
けて拡大する
必要がある。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

高齢化
社会、核
家族化
により社
会的
ニーズは
高い。

4

高齢者、
障害の
方からの
ニーズは
高い。

4

収集業
務は、人
力による
ものが多
く、コスト
の削減
の余地
は小さい
ため、事
務の効
率化に務
める。

4

申請書
の許認
可事務
の段階
で個人
情報の
保護の
観点か
ら、市が
関与する
べき事業
である。
収集に
関して
は、委託
収集も検
討するべ
きであ
る。

4

高齢者・障
害者福祉の
向上のた
め、快適な
環境生活に
対する要望
が大きく、在
宅支援の効
果が極めて
高い。

3

申請には
様々なケー
スや事情が
絡み公平
性の確保を
最重点とす
る事が必要
であるた
め、一人一
人が公平
性を保つて
調査する事
が必要であ
る。

　
ご
み
を
集
積
所
ま
で
持
ち
込
め
な
い
概
ね
６
５
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢
者
ま
た

は
障
害
者

。
同
居
家
族
が
い
る
場
合
は
，
同
居
者
も
虚
弱
・
年
少
等
ご
み
を
集
積
所
ま
で

持
ち
込
め
な
い
場
合
と
す
る

。
ま
た
，
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
及
び
地
域
で
の
協
力
を
得
ら
れ
る

場
合
も
対
象
外
と
す
る

。

　対象者宅前また
は所定の場所ま
で直接伺い、ごみ
の戸別収集を行う
とともに声かけな
ど安否確認も行
う。

　日常生活の中から排
出されるごみを戸別訪
問で収集することによ
り，高齢者や障害者の
日常生活の負担軽減お
よび在宅支援を行い，
安心して暮らせるやさし
いまちづくりを目指す。

　家庭ごみを集積所まで持込むこ
とが困難な高齢者や障害者の方
を対象とし、戸別収集の申請をさ
れた世帯の家庭ごみを自宅また
は所定の場所まで直接収集に伺
うものである。
収集は週１回、三次市で収集する
全品目を対象に収集する。
※（粗大ごみは申し込み制により
別途収集する。）
平成１９年度、７月末現在の実績
申請件数３３件、認定件数１９件

　申請には様々なケースがあ
り、認定に際しては公平かつ
公正な判断の基準作りが必要
である。　調査段階での情報
収集が重要であり多角的な視
点での情報が必要不可欠であ
るため相当な時間を要してい
るが、遅くても２週間以内に調
査から審査・認定までが完結
するように調査方法の迅速化
を図る必要がある。
　また，今後、高齢化の進展に
伴い、申請件数の増加が見込
まれることから、収集体制の充
実が必要となる。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

ふれあ
い収集
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活

継
続

ユニバーサ
ルデザイン
のまちづくり
を進めるた
めにも，認
定基準など
の内容を改
善しながら
進める。

継
続

県条例に基づ
く事務であるた
め、事務内容
について変更
することはでき
ない。
しかしながら、
制度について
は、認定のラ
ンク付等、要
求水準や認定
基準について
は改善の余地
があると思わ
れる。
また、一般の
モラルの低さ
から、認定を
受けたことによ
るメリットがす
くない。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

5

ユニバー
サルデ
ザインの
推進は
今後の
社会資
本整備
のなか
で、欠く
ことので
きない要
件であ
る。

3

施設利用
者のニー
ズは、高
齢化の進
行により、
ますます
高まって
いくと考
えられる
が、事業
者側にお
いては、
要求水準
の全てが
必要とい
う認識は
薄い。
また、一
般のモラ
ルが低
く、条例に
より整備
された施
設の機能
が、十分
に生かさ
れていな
い。

5

事務処
理に係る
人件費
等のみで
あり、今
以上に削
減する余
地はな
い。

5

条例に
基づいて
市が事
務処理を
行ってい
るもので
あるた
め、他に
移譲でき
ない。

3

条例の整備
要求水準が
高く、部分
的な整備に
留まることも
多い、さら
に、施設整
備は義務付
けではなく、
努力目標的
な扱いと
なっている
ため、すべ
ての適用項
目を整備し
認定に至る
件数の割合
は低い。

3

同上

498

条
例
の
適
用
を
受
け
て

、
整
備
対
象
と
な
る
施
設
の
事
業
者
・
所
有

者 対象施設の建築
等を行う場合は、
あらかじめ施設の
整備計画図書を
市へ提出し事前
協議を行なう、市
はその内容につ
いて未整備事項
があれば指摘し
整備を求める。条
例に定める整備
基準に適合する
施設については、
適合通知及び適
合証を交付する。

対象施設について、障
害者や高齢者などすべ
ての人の利用の利便性
を向上し、県民の自由
な行動と社会参加を保
障する環境を整える。

広島県福祉のまちづくり条例によ
り、整備対象施設（公益的施設、
共同住宅等、道路・公共交通機関
等）について、建設計画を事前に
チェックし、これらの施設の建築
等の工事において、バリアフリー
化を求める。
また、整備基準に適合するよう整
備された施設については、適合施
設として認定し、適合証を交付す
る。
平成17年度条例適合施設は5件、
18年度においては１件である、19
年度においては事前協議が提出
された物件は現在のところ2件で
あるが、整備基準に適合したもの
はない。

市民が住みやすさを実感でき
る社会資本の整備を進める上
で、その基礎となるべき制度で
あるが、条例の遵守は義務で
はない。
また、事前協議時に部分的な
整備の計画がなされていて
も、整備対象箇所全てが整備
されなければ適合施設となら
ないため、認定に至る件数が
少ない。
事業者・所有者に対し、条例
の趣旨を周知し、なお一層の
施設整備を誘導する。
適合している施設については、
条例の内容に抵触しないよう、
適切な管理を指導する。
一般市民についても、整備さ
れた施設が有効に機能するよ
う、条例の趣旨について啓発
を行いモラルの向上に努め

み
ら
い
都
市
室

広島県
福祉の
まちづく
り条例
に伴う
事務

857
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴通院日数 日 11,671 13,983 13,550

対象者通院
１人/１回当
たりの事業
費

H
1
7

291 ⑷利用率 ％ 100 100 100

申請者の全
員が給付適
用を受けて
いる。

⑵
通院費受
給者数 人 88 108 104

通院費受給
者実人員

H
1
8

281 ⑸

⑶
H
1
9

281 ⑹

⑴
延べ利用
児童数 人 446 437 440

児童１人当
たりの事業
費
　昨年に比
較し，利用児
童数が微減
しているた
め，コストが
増えている。

H
1
7

6,616 ⑷

長期休暇
中の障害
児の日中
生活が安
定した人
数

人 61 49 55

夏休み27日
間（22人），
冬休み4日間
（14人），春
休み9日間
（13人）　　計
40日（49人）

⑵
事業実施
日数当た
り経費

千円 74 84 79
3,377千円/
実施日数

H
1
8

7,727 ⑸

※昨年に比較
し，利用者実人
が減少している
理由：軽度障害
の利用者が減
少。（利用料金
の負担の軽減
要望あり）

⑶
H
1
9

7,181 ⑹

⑴
タクシー
券交付冊
数

冊 928 800 900

1冊（36枚）当
たりの実利
用に係る助
成経費
H18年度は，
実績金額
H19年度は，
当初予算額

H
1
7

10,446 ⑷交付率 ％ 35 30 32

対象となる障
害者に対し
て実際に交
付した障害
者の割合
平成18年度
実績　720人
/2,376人

⑵
H
1
8

12,600 ⑸利用率 ％ 51 63 63

交付したタク
シー券に対し
て実際に使用
されたタク
シー券の割合
H18年度実績
12,600円/560
円×36枚

⑶
H
1
9

12,785 ⑹

⑴対象者数 人 1,700 1,800 1,800
巡回の対象
高齢者数

H
1
7

4,765 ⑷

対象者数
に対する
巡回相談
の実施割
合

％ 100 100 100

相談員、活動
員、民生委員と
の連携により高
齢者の実態を
把握し巡回見
守りが必要な高
齢者に対しては
１００％訪問を
実施している。

⑵
H
1
8

4,556 ⑸

⑶
H
1
9

4,648 ⑹

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
0
 
内
容
の
改
善

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

包括支援セ
ンター，民
生児童委
員，地域自
治組織との
連携強化。

拡
大

高齢者実態調
査による把
握、対応事業
実施に伴い巡
回相談だけで
なく常に的確
な状況を把握
する事業とな
るよう相談員
の体制や実施
方法について
検討する必要
がある。

22 B
要
改
善

要
改
善

5

ひとり暮
らし高齢
者が増
えている
中、あら
ゆる面か
らの見守
りや対応
が必要と
なりニー
ズが高
い。

4

高齢者
や家族、
取り巻く
地域住
民の緊
急時など
への不
安がある
ため、市
民ニーズ
は高い。

3

安否確
認だけで
あれば地
域の自
主的な活
動へと転
換するこ
とにより
委託料
は削減で
きるが、
さらに実
態を把握
し対応す
る事をこ
の事業で
展開する
のであれ
ば削減
余地は
小さい。

3

民生委
員及び
地域自
治会等
の連携
の上、市
が中心と
なって実
施するこ
とが必
要。

4

ひとり暮らし
高齢者を把
握し巡回す
る事により
安否確認が
できている

3

安否確認
だけでなく
実態を的確
に把握し一
人ひとりの
高齢者に
応じたきめ
細かな対応
となるよう
実施方法を
改善する事
により成果
がさらに向
上する。8,201

市
民

（
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の
ひ
と
り
世
帯
又
は
高
齢
者
の
み
の

世
帯

）

市が委嘱した巡
回相談員が、対
象者に対し週１回
以上の安否確
認、月１回以上の
訪問し，生活等に
関して助言・指導
を行い必要があ
れば適切な援護
措置を行う。市に
対しては活動の
報告を行う。

ひとり暮らし等の見守り
及び声かけや相談によ
るひとり暮らしへの不安
解消。

ひとり暮らし高齢者等の世帯に対
し，ひとり暮らし老人巡回相談員
が定期的に訪問等により安否確
認を行うとともに，相談活動を通じ
て老人世帯と地域社会の融和を
図り，安心・安全な暮らしができる
よう援助する。
【巡回相談員の要件】
①心身ともに健全である者②老人
福祉に関して理解と情熱を有する
者で，老人クラブ連合会支部長及
び民生児童委員協議会地区会長
の推薦された者から市が選定し
委嘱する。必要に応じて活動を補
佐する活動員をおくことができる。
相談員数：　　人，任期：２年（再任
可），委託料：3,500円/月×12ヶ月
＝42,000円（対象者数によらず一
律）

今年度実施予定の高齢者実
態調査等により，的確に一人
暮らし世帯等の実態を把握し
見守り相談業務を予定してい
ることから，今後についてはこ
の事業との整合性を図り高齢
者の必要とされるものとなるよ
う実施方法の見直しを行う。
一人暮らし世帯等の把握方法
は，現在は担当地区の相談員
が地区の民生委員との連携の
もと現状を把握し見守りの必
要性を見極めているが，今後
は高齢者実態調査により見守
りを含め全体的な個々への支
援体制を築いていく必要があ
る。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

ひとり暮
らし老人
巡回相
談事業
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継
続

二輪・四輪
を問わず自
力での移動
手段を持つ
対象者につ
いては対象
外とするな
ど個別条件
を反映でき
る制度内容
を検討

継
続

平成19年度当
初において，
真に歩行困難
な者を救済す
るための方策
として事業見
直しを図って
いる。
今後の課題と
して，他事業
（人工透析患
者通院助成）
との重複給付
についての調
整・見直しが
必要である。

24 B
要
改
善

要
改
善

4

移動手
段を持た
ない障害
者が社
会参加を
拡大して
いくため
には，移
動手段
確保の
施策が
重要な
役割を占
める。 4

障害者
に対応し
た，きめ
細かい
バス路
線の確
保や低
床型バ
スの運
行ができ
ていない
現状で
は，タク
シー利用
は欠か
せない交
通手段
であり，
通院等
定期的
に外出
が必要
な方に
とっての
ニーズは
高い。

5

認定基
準や利
用手続き
が簡素
化されて
いるた
め，コスト
削減の
余地はな
い。

5

障害者
への個
別扶助
であると
ともに，
適正な
認定事
務が求
められる
ため。

4

通院時等の
移動手段にタ
クシーを利用
されることが
多いため，経
済的負担の
軽減のため
の貢献度は
大きい。ただ
し，助成額が
初乗り料金
（小型車560
円）であるた
め，距離加算
分の負担が
多くなる周辺
地域の方に
は，社会参加
も含め貢献
度が高いと
は言えない。
前年度と比
較して実利用
者数が128人
減少している
が，給付費用
は微増してい
る。

2

利用する距
離に関係な
く，一律に初
乗り料金を
助成する制
度であること
や，障害者
手帳の等級
で認定して
いるため，
他の移動手
段が利用可
能であるた
め，交付は
受けている
が利用して
いない等有
効性にバラ
ツキがある。
　また，精神
障害者への
適用拡大に
よる成果の
向上が期待
できる。

10,080

身
体
障
害
者
手
帳
１
級
，
２
級
，
３
級
を
所
持
し
て
い
る
方

（
た
だ
し
，
３
級
は
下
肢
・

体
幹
・
視
覚
障
害
に
限
る

）
，
療
育
手
帳
Ⓐ
，
Ａ
を
所
持
し
て
い
る
方

精
神
保
健
福
祉
手
帳
1
級
，
2
級
を
所
持
し
て
い
る
方

対象者の利用申
請に基づき，市が
あらかじめタク
シー券を交付し，
タクシー利用時1
回につき助成券
（初乗り料金分）1
枚を限度に引き換
えすることにより，
タクシー利用料金
の一部を助成して
いる。
　　1人　1冊（36
枚）交付。　ただ
し、透析患者は、2
冊（72枚）まで。
　　ただし，自動車
税等減免を受け
ている車を自ら運
転する者は、1/2
（18枚）交付。

歩行困難な障害者の日
常生活での移動の利便
と生活圏の拡大を図る。

移動の困難な身体障害者・知的
障害者の移動に係る経費の軽減
や社会参加の促進を図るために，
タクシー料金の一部（初乗り運賃
部分）を助成する。
 旧三次市では,昭和58年度から実
施され,平成16年度市町村合併後
も旧三次市制度を継続実施して
いる。

更なる利用対象者の範囲等認
定基準の見直し（歩行困難な
者への適用等），福祉タクシー
の制度を明確化していく。
　　（検討案）
　　　・腎臓機能障害者で人工
透析患者の場合，通院助成費
受給との重複給付の実態を把
握し，交付枚数等の見直しに
反映。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

障害者
福祉タク
シー利
用助成
事業
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継
続

利用者の
ニーズを満
たす介助員
の確保が課
題であり，
人材の掘り
起こしを早
急に行う必
要がある。

継
続

長期休業中の
小・中学校，特
別支援学校生
徒の利用希望
者は，年々，
重度化の傾向
にあり，介助
員数の確保に
は制約がある
ため，市民ボ
ランィアや学生
ボランティアの
受け入れや公
募による人材
確保も可能と
考えられ，「認
めあい，支え
あう福祉の推
進」の視点で
改善の余地が
ある。

28 A
未
実
施

要
改
善

5

今後も保
護者の
就労支
援対策と
しての
ニーズが
高いもの
と考えら
れる。

5

障害児
及びそ
の保護
者にとっ
てはニー
ズが高
い。

4

介助員の人
件費が主な
経費である
が，小学校
障害児介助
員を臨時的
雇用してお
り，これ以上
のコスト削減
は困難と考
える。また，
市民ボラン
ティアや学
生実習生の
受入れなど
を通し，屋外
プール遊び
やリクレー
ション等へ
の安全確保
への対応に
取組んでい
る。
一方，市職
員が行う事
務内容につ
いての見直
しを行うこと
で職員人件
費コストの削
減が見込ま
れる。

5

障害児
教育と障
害児福
祉を一体
的に推
進するた
めにも市
でなけれ
ばできな
いと考え
る。

5

障害児に対
する歩行訓
練や福祉機
器の活用方
法，栄養指
導，療育相
談等の指導
を通して，障
害児の日常
生活の安定
と自立を支
援するととも
に，保護者
の介助等負
担の軽減と
就労促進を
支援する。

4

市内小学
校に配置さ
れている障
害児学級
介助員の
方と指導目
的に応じた
専門職員
による訓練
を組み合わ
せており，
障害児や
保護者に
とって十分
な成果が提
供できてい
ると考え
る。
また，現行
の利用料
（1日1,000
円）負担の
軽減を図る
ことにより，
より成果の
向上が見
込まれる

3,377

市
内
に
住
所
の
あ
る
障
害
児

障害児に対する
日常生活に必要
な訓練や指導を
行う。

長期休暇中の障害児の
生活の安定を図るととも
に，保護者の就労が継
続できるよう支援する。

夏休み・冬休み・春休み期間中の
障害児（小学生・中学生・養護学
校生徒）に対して，日常生活に必
要な訓練や指導を行い，障害児
の長期休暇中の生活安定を図る
ことを目的に，社会福祉協議会へ
委託して実施する。

　実施場所　　三次市福祉保健セ
ンターほか

実施会場として福祉保健セン
ター等公共施設を活用してい
るが，一般利用との併用であ
るため，期間中で同一会場を
確保できない。そのため，隣接
している生涯学習センターや
青少年女性センターの空き部
屋を代替会場としており，障害
児にとって，環境等の変化に
なじめない児童もあり，指導員
の負担も大きい。しかし，現状
では他に適切な施設等がない
のが現状である。

事業運営については，社会福
祉協議会に委託し実施してい
るが，障害者支援センターへ
の委託替えのメリット・デメリッ
トの検証を行いたい。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

障害児
生活訓
練事業
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継
続

人工透析患
者を取り巻
く現状を把
握し制度の
改善を図る
ため，患者
ニーズだけ
でなく医療
機関の意見
も聴取し，
行政と医療
機関とが車
の両輪と
なって対応
することが
必要であ
る。

拡
大

人工透析患者
の高齢化が進
行しており，在
宅生活を維持
していくために
は，交通費の
一部助成制度
の他に，周辺
地域を対象と
した負担の少
ない通院手段
や支援システ
ムが求められ
ている。24 B

現
状
維
持

要
改
善

4

腎臓機
能障害
者で人
工透析
治療を必
要として
いる場
合，交通
手段の
確保や
経済的
及び精
神的にも
本人負
担が大き
く，多様
な支援・
対策が
望まれて
いる。

4

市内の
周辺地
域の医
療機関
には，透
析治療
が行える
病院が
なく，市
内中心
部の医
療機関
や他市
の医療
機関へ
通院する
必要が
あり，そ
のため
周辺地
域の患
者には，
特に交
通費の
負担が
大きい実
態があ

4

事務処
理も簡素
化を図っ
ており，
特にコス
ト削減の
余地はな
い。

5

本事業
は個別
的な扶
助施策
であるた
め，市の
関与でな
ければで
きない。

3

人工透析患
者の方は，定
期的（週1～3
回）な通院が
必要であり，
その通院に
ついては物
心ともに負担
は大きく，本
制度による支
援制度は，経
済的及び精
神的の両面
において貢
献度がある。
ただし，周辺
地域で路線
バス等公共
交通手段が
確保できず、
タクシー利用
となる場合に
は，その適合
性について
の評価は低
いものとな
る。

4

公共交通
機関を利用
した交通費
を助成の基
準額として
いるため，
実際の交
通手段と相
違する面も
あるが，個
別に基準を
定めること
は公平性を
欠くことにも
なるため現
状の算定
方法が妥
当であると
考える。

3,932

市
民

（
身
体
障
害
者
手
帳
に
じ
ん
臓
機
能
障
害
の
記
載
の
あ
る
方
で

人
工
透
析
の
た
め
通
院
し
て
い
る
方

）

透析のための通
院１回につきバス
代又は電車代の
１／４を給付する

人工透析のための通院
費の負担を軽減する

身体障害者手帳所持者で手帳に
腎臓機能障害の記載のある方
で，人工透析のために通院をして
いる方の通院費の負担を軽減す
るために，バス代又は電車代の１
／４を基準に給付する。ただし，週
３日を限度とする。

本事業と福祉タクシー助成事
業の対象者が重複している。
（現行制度：透析患者1級手帳
所持者につき、タクシー券36枚
×2冊交付）

通院手段が、もっぱらタクシー
利用に限定される対象者につ
いての見直しが必要である。
（検討案）
・タクシー利用による通院者に
ついては，本事業による助成
は適用外とする。
・タクシー利用による通院者に
ついては，タクシー券交付枚
数の見直し。現行制度（36枚
×2冊）を（36枚×3冊）に拡
大。
・タクシー利用以外の通院者
は，本事業による助成＋タク
シー券交付枚数を（36枚×1
冊）に見直す。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

腎臓障
害者通
院助成
金支給
事業
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位
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H
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説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴対象者数 人 2

申立費用，
後見人の報
酬の支援す
るに至った人
数

H
1
7

#DIV/0! ⑷利用者 人 事業なし 申請なし 2

相談はある
が，市長申
立に至った
利用者はな
い。

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

801,500 ⑹

⑴対象者数 人 337 528 403

敬老金の支
給対象者数

※18年度の
対象者数
は，支給基
準の変更に
より増加して
いる。

H
1
7

13,593 ⑷支給割合 ％ 100 100 100
対象者には
100%支給

⑵
H
1
8

13,195 ⑸

⑶
H
1
9

14,285 ⑹

⑴申請件数 件 2 3 3

申請段階で
該当か否か
を判定し，受
付を行ってい
る。

H
1
7

135,500 ⑷受給件数 件 2 3 3

受給者の介護
費用の充足や
精神的な援助
等の効果は不
明だが，介護
保険財政にも
たらす節減効
果は大きい

⑵
H
1
8

123,666 ⑸

⑶
H
1
9

123,666 ⑹

⑴利用回数 回 75 71 72
実利用者数
と延べ利用
回数

H
1
7

5,280 ⑷利用回数 回 75 71 72

サービスを
利用し医療
機関へ通院
した回数

⑵
実利用者
数 人 9 4 5 対象者数

H
1
8

5,126 ⑸

⑶
H
1
9

5,152 ⑹

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

そ
の
他

廃
止
に
向
け
て
他
の
サ
ー

ビ
ス
移
行
を
考
え
る

。

1
5
 
効
果
の
検
証

そ
の
他

事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

ニーズを把
握しサービ
ス内容の検
討を行う。

継
続

高齢者世帯の
介護にかかる
経済的負担の
支援の面では
今後も継続し
ていく必要が
あるが対象者
の拡大のため
利用者負担金
の徴収を検討
し，より必要な
高齢者へサー
ビスが提供で
きるよう検討
が必要。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

在宅寝た
きり高齢
者の医療
機関への
通院手段
の確保に
ついて
は、家族
支援に頼
るところ
が大き
い。しか
し、家族
支援も無
く医療機
関も遠い
高齢者の
みの世帯
について
は民間介
護タク
シー利用
では経済
的負担が
大きいた
め社会的
ニーズは
高い。

5

在宅生
活の継
続の中
で経済
的支援
から市民
ニーズは
高い。

3

委託契
約方法
の改善に
より余地
有（走行
メーター
料金方
式）

5

経済的
支援の
性格を持
つ事業で
あるため
市が関
与すべき

4

移送手段の
難しい高齢
者へサービ
スを提供す
る事により
在宅生活の
継続へつな
がっている。

5

利用者の
希望に沿っ
た移送手
段により通
院を可能に
している。

364

市
民

（
三
次
市
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
等
の
高
齢
者
ま
た

は

、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者
で
家
族
の
支
援
が
困
難
な
者

。
市
町

村
民
税
が
非
課
税
世
帯
の
者

。

）

移送用車両（リフ
ト付車両及びスト
レッチャー装着ワ
ゴン者等）により
対象者の居宅と
医療機関等との
間を送迎する。

高齢者が在宅生活を送
ることを可能とするた
め，外出についての支
援を行う。

寝たきり等のため一般の交通機
関では移送が困難な高齢者で家
族の支援が困難な者を，移送用
車両（リフト付車両及びストレッ
チャー装着ワゴン者等）により対
象者の居宅と医療機関等との間
を送迎する。
  対象者：１．対象に記載のとおり
　利用回数：月２回，　運行範囲：
原則市内（例外：自宅から４０キロ
未満まで）

対象者の範囲の拡大等，事業
の運用の見直し。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

高齢者
外出支
援サー
ビス事
業

1668

第
2
 
保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

縮
小

対象者の
ニーズを整
理し，他の
サービス提
供がより
ニーズに応
えられるの
であれば廃
止する。

縮
小

現在の対象者
にとっては経
済的支援の役
割は大きい
が、新たな対
象者が増えな
いのであれば
重度者にとっ
て介護保険
サービスの利
用が何よりの
在宅介護の方
法であり、制
度の普及によ
り介護サービ
スの適正な利
用により介護
者の精神的な
負担の軽減が
図られるもの
の方を重要と
考える。

20 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

3

要介護状
態となっ
ても住み
慣れた家
や地域で
過ごした
い者は多
く在宅介
護への支
援という
観点から
はニーズ
はある。

3

現在の
対象者
にとって
は制度
への期
待度が
高いが，
本来の
在宅介
護への
支援とい
う観点か
らは一般
市民の
ニーズは
他の制
度へ求
められて
いる部分
が多い。

3

現在の
制度の
中では，
慰労金
の額を含
めコスト
の削減
は難しい
が，対象
者が極め
て限定さ
れた少人
数である
ことから
制度の
見直しを
する必要
がある。

5

経済的
支援の
性格を持
つ事業で
あるため
市が関
与すべき
である。

2

介護者への
精神的な支
援になってい
るかどうか、
介護サービ
スの利用の
必要性など、
個々のケー
スとして把握
する必要が
ある。

4

重度の要
介護状態
の高齢者
が在宅生
活を送るた
めの施策と
しては、有
効であるが
対象者が
非常に限
定されてい
るため制度
としての成
果の向上
は少ない。

371

市
民

（
三
次
市
内
に
住
所
を
有
し

、
重
度
の
介
護
を
要
す
る
高
齢
者
を
自
宅
で
介
護
し

、
市
町
村

民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
申
請
前
１
年
間
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
を
利
用
し
な
か

っ
た
介
護
者

）

介護者への介護
慰労金を支給す
る。

介護者への精神的経済
的援助を図る。

申請前１年間在宅で三次市内に
住所を有し、重度の介護（要介護
４又は５若しくは同程度）を要する
高齢者を自宅で介護し、市町村民
税非課税世帯に属し、申請前１年
間介護保険サービスを利用しな
かった（７日以内のショートステイ
利用者を除く。）介護者へ高齢者
等１人につき慰労金として１０万
円を支給する。

介護サービスを利用していな
い重度の介護を要する者を介
護している世帯の実情や課題
を明らかにする必要がある。
介護者全体のうち対象者は限
定されるが，さらに，税法の改
正により，対象者の減少が見
込まれる。ケアマネージャー等
のかかわりもなく在宅介護者
の孤立の恐れあり。核家族化
や１人暮らし世帯が増えてお
り，在宅生活を継続したくても
施設入所を考えるケースがあ
る。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

高齢者
介護慰
労金支
給事業
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

「
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム

」
の
推
進

縮
小

事業実施に
かかる直接
経費に比し
て職員人件
費の割合が
多い。事業
実施プロセ
スの見直し
が必要。ま
た，現金配
布以外での
長寿祝いの
効果的方法
も検討す
る。

継
続

今後ますます
対象者の増加
が見込まれる
ため，100歳の
みを対象にす
る等，検討して
いく必要はあ
るが，市民に
広く周知され
ている事業で
もあるため事
業縮小等，改
善は困難であ
ると考えられ
る。振込み手
続きの事務の
簡素化・合理
化が必要。

23 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

3

長年，社
会で頑
張ってこ
られた方
を祝福す
る意味で
社会的
ニーズが
ある。

4

長年続
けられて
いる事業
であるた
め，住民
にも周知
されてお
り対象と
なる高齢
者の期
待は大き
い。

3

国と同じ
100歳の
みを対象
とすれば
コストの
削減は
可能。
（国は記
念品の
みの支
給）

5

三次市
民の長
寿祝賀
であるた
め市でな
ければ
出来な
い。

4

この事業は
市民に広く
周知されて
おり，支給を
心待ちにさ
れている方
も多い。

4

88歳対象
者への手
渡しによる
支給等，改
善は可能で
あるが，対
象者数が
多く対応は
困難。

6,967

市
民

（
市
内
在
住
で
，
支
給
年
度
内
に
8
8
歳
及
び
1
0
0
歳
に
到

達
さ
れ
る
方

。

）

88歳の方へは口
座振込みにより支
給し，100歳の方
へは市長が訪問
し手渡しにより支
給する。

長寿を祝福し敬老の意
を表す。

88歳及び100歳の方に対して敬老
金を支給する。（88歳1万円・100
歳3万円）
また，同時に祝賀状をあわせて渡
す。
18年度の対象者数：88歳　497
人，100歳　31人

今後，ますます対象者の増加
が見込まれるため，支給年齢
や支給金額の検討が必要。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

敬老金
支給
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保
健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

継
続

ニーズ把握
により実効
ある対応を
検討する必
要がある。

拡
大

高齢者の権利
擁護事業を充
実させるため，
成年後見制度
の周知や市の
支援事業は重
要となってくる
が，件数が増
えた場合の後
見人の確保や
煩雑な事務手
続きなど総合
的にアウトソー
シングできるよ
うな環境づくり
が必要であ
る。

24 B
未
実
施

要
改
善

4

高齢社
会の進
展により
認知症
高齢者
等成年
後見制
度の利
用が増
えること
により後
見人の
市長申し
立てが
必要な
高齢者
等，経済
的に利
用支援
が必要
な高齢
者等が
必然的
に増える
と予想さ
れる。

4

認知症
高齢者
が増える
と予想さ
れる実情
におい
て，いつ
までも権
利が擁
護され安
心して生
活が送
れるとい
うニーズ
は高ま
る。

4

市長申し
立て費用
や後見
人への
報酬は
対象者に
負担能
力がない
ことから
全額を市
が負担す
ることと
なるので
削減余
地が少な
い。

5

成年後
見制度
により対
象者へ
の利用
支援は
市でなけ
ればでき
ない。

3

権利擁護の
相談の中で
成年後見制
度の利用支
援事業の必
要なケース
が発生する
がＨ１８年度
は相談の結
果ケースが
なかったの
で一応は目
的達成と評
価できる。 4

成年後見
制度は基
本的には
本人や親
族へ対する
制度である
ため支援す
べき事項と
しては現在
の事業内
容で市がで
きることとし
ては充分な
ものであ
る。

市
民

（
・
二
親
等
内
の
親
族
が
存
在
し
な
い
，
か
つ
判
断
力
が
十
分
で
な
い
認
知
症
高
齢
者
，
知

的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
で
親
族
か
ら
虐
待
を
受
け
て
い
て
，
か
つ
判
断
力
が
十
分
で
な
い
認

知
症
高
齢
者
，
知
的
障
害
者
及
び
精
神
障
害
者
等

）

成年後見制度の
市長申し立てや
申し立て費用・後
見人への報酬の
支援

認知症や知的障害，精
神障害等で判断能力が
不充分な人がいろいろ
な手続きや契約行為を
行うときに，不利益をこ
うむらないよう支援し，
本人の権利や財産を守
ることを目的とする。

判断能力が不充分な高齢者や知
的障害者，精神障害者の成年後
見制度の利用のための市長申し
立てや申し立てに係る経費及び
成年後見人への報酬などを支援
する。

※相談対応件数　６件，うち申請
に至った件数　０件

県北では第3者後見人の数が
少ないため，専門的な相談機
関や安定した後見人の確保
等，環境整備が急がれる。ま
た実施の時には事務手続きと
して専門性が要求されるので
利用件数が多い場合専門機
関へのアウトソーシングも必要
となる。

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

成年後
見制度
利用支
援事業
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴利用回数 人 49,080 36,263 27,392

対象者のアセスメ
ントにより必要な
弁当の提供
Ｈ１８からは利用
者負担金の見直
しにより委託料を
３１０円／食、利
用者負担金７４０
円／食とした。

H
1
7

751 ⑷実利用者 人 327 197 214

利用者全員
に食の確保
という支援が
できた。

⑵
実利用者
数 人 327 197 214

H
1
8

677 ⑸

⑶
H
1
9

849 ⑹

⑴対象者数 人 5,710 6,003 6,100

要介護認定
申請により、
調査（アセス
メント）を行
い、一次判
定を行う。

H
1
7

5,712 ⑷

認定調査
資料が認
定審査会
の判定資
料となっ
た件数

％ 100 100 100

一次判定を
基に認定審
査会で二次
判定を行い、
その人に
あった介護
サービスを
決定する。

⑵
H
1
8

5,875 ⑸

⑶
H
1
9

6,295 ⑹

⑴利用者数 人 210 204 174

利用登録者のう
ち月５日以上通
所した延べ人員
＊通所者の体調
不良等及び平成
１９年度は1事業
所分が新事業に
移行し減少

H
1
7

44,909 ⑷

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員

人 18 17 15

通所実人員
は，日によっ
て体調等に
より変動が
ある

⑵
利用者登
録者数 人 20 20 19

要綱により１
事業所につ
き２０名が上
限

H
1
8

45,250 ⑸

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 20 20 19 登録者１９名

⑶
H
1
9

58,706 ⑹

⑴利用者数 人 112 104 132

月５日以上
通所した者
の延べ人員
(利用登録者
が就労した
延べ人員)

H
1
7

47,375 ⑷

登録した
者のうち
月5日以
上就労で
きた実人
員の月平
均

人 9 9 11

通所実人員
は，日によっ
て体調等に
より変動が
ある。

⑵
利用登録
者数 人 11 10 11

利用登録者
数

H
1
8

55,288 ⑸

日中の交
流や活動
場所が確
保できた
者

人 11 10 11

利用登録者
全員に日中
の交流や活
動場所の確
保ができた。

⑶
H
1
9

47,393 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

人
員

9
 
事
業
の
迅
速
化

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

登録者が定
員の1/2の
現状から利
用者数の拡
大に向けて
の取り組み
が必要と考
えられる。
(社会参加
の喜びが実
感できる作
業所運営の
検討)拡

大

障害者自立支援
法の施行に伴
い，国の基本方
針においても，障
害者の地域生活
支援を推進する
ため，就労支援を
重点施策におい
た日中活動の場
としての「地域活
動支援センター」
の確保が求めら
れている。そのた
め，三次市では，
平成18年度2月に
策定した障害福
祉計画において，
「地域活動支援セ
ンター」の必要整
備目標を設定す
る中で，小規模作
業所（ジョイジョイ
ワーク第3作業所
等）については，
平成20年度中を
目途に，事業内
容を拡大充実し
た「地域活動支援
センター」への移
行を推進する方
針としている。

27 A
未
実
施

事
業
拡
大

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は，社
会的
ニーズと
して高い
と考え
る。

5

重度心
身障害
者の一
般的な
就労は
極めて
困難な
状況が
あるの
で，日中
活動等
交流の
場の確
保ととも
に，小規
模作業
所の存
在は市
民ニーズ
として高
いと考え
る。

4

必要最
低限の
補助基
準であ
る。指導
員の人
件費と家
賃相当
分のみ
の助成で
あるた
め，コスト
削減の
余地が
少ない。

5

福祉的
就労の
場を提供
するた
め，市が
主体と
なって実
施してい
くべき事
業であ
る。

5

障害者の就
労場所が確
保されること
によって，障
害者の就労
及び日中活
動の参加が
促進され
る。

3

現在の利
用数に対
し，作業所
の定員（19
名以内）に
余裕がある
ため，新規
就労希望
者を増やす
ことにより，
成果の向
上余地が
あると考え
る。5,750

市
民

（
満
１
５
歳
以
上
の
一
般
就
労
が
困
難
な
在
宅
の
身
体
障
害
者

及
び
知
的
障
害
者

）

障害者への訓練・
指導等に係る作
業所運営に対し，
運営補助金を交
付する。

一般就労が困難な障害
者に対し，日中活動と就
労の場を提供することに
より，生活のリズムを整
え社会活動への参加を
促進する。

福祉的就労の場を確保するため，
無認可小規模作業所である「ジョ
イジョイワーク第3作業所」を運営
する事業主に対し，運営費を助成
する。
・場所：三次町2054-1　「ジョイジョ
イワーク第３作業所」
・内容：リサイクル事業（空き缶，
新聞紙の回収）を通して社会活動
及び生活訓練を行っている。

本事業は，障害者自立支援法
の施行に伴い，平成18年10月
から県の運営費補助金が廃止
になり一般財源化している。
したがって，無認可作業所に
ついては法定化事業所（地域
活動支援センター等）への移
行が想定されているため，作
業所の意向（平成20年度移
行）を踏まえ，障害福祉計画に
位置づけるとともに，社会的資
源としての位置づけを明確に
しているところである。
　今後は，県の障害者自立支
援特別対策事業等の活用を推
進し，円滑なる地域活動支援
センター移行の支援を図る。

ま
ご
こ
ろ
福
祉
室

心身障
害者就
労促進
事業
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健
・
福
祉

２
福
　
祉

(

3

)

一
人
ひ
と
り
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

継
続

事業の目的
達成のため
には指導員
の確保が不
可欠であ
る。

拡
大

これまで本事業
は，精神障害者
の社会参加促進
に大きく寄与し，
一定の成果を挙
げてきたと言える
が，障害者自立
支援法施行によ
り，今年度から小
規模作業所から
法人化し「障害者
地域活動支援セ
ンター」に移行し
ていく予定であ
る。今後は法人
格取得による事
業範囲の拡大も
視野に入れるとと
もに，補助金交付
による運営ではな
く，市の委託事業
となることから，
今後一層，障害
者の社会参加促
進を進めていくた
め訓練内容や通
所者への指導等
について事業拡
大をしていく必要
がある。

25 B
未
実
施

要
改
善

5

今後，精
神障害者
は入院か
ら地域へ
という社
会的な動
きもあり，
地域で生
活する障
害者を支
援する通
所施設へ
の社会的
ニーズは
高い。 5

精神障
害者の
社会復
帰のた
めの施
設はまだ
少なく，
対象者
及び家
族の
ニーズは
高い。今
年度中
にNPO
法人取
得によ
り，「地
域活動
支援セン
ター」に
移行し市
の委託
により引
き続き事
業を展開
予定。

5

福祉的
事業であ
り，費用
対効果
の算出
は困難で
ある。対
象が障
害者であ
り，自主
的な安定
した運営
財源の
確保は
困難であ
り，現状
で経費削
減の余
地はな
い。

3

今後，障
害者自
立支援
法施行
に伴い，
法人化
へ移行し
た場合，
「障害者
地域活
動セン
ター」とし
て市の
委託事
業とな
る。市が
関与し事
業の成
果を向上
させるよ
う指導
し，より
効果的
な委託
事業とし
ていく必
要があ

4

精神障害者
の就労の場
として社会参
加の促進に
貢献してい
る。

3

訓練内容，
作業収益に
ついては，
関係団体，
地域の理解
や協力を得
ることによ
り，より充実
した事業に
することが
可能であ
る。運営委
員会等にお
いて，指導
助言を行っ
てきている
が，指導員
数の不足等
もあり，改善
が困難な現
状がある。
18年度中に
通所者１名
が一般就労
に移行でき
た。

9,231

市
民

（
満
１
５
歳
以
上
の
三
次
市
在
住
の
在
宅
精
神
障
害
者

）

精神障害者への
生活訓練・技能訓
練等に係る作業
所運営費補助金
を交付する。
市として利用者へ
の訓練指導が適
切に行われるよう
指導している。

この事業により運営して
いる小規模作業所に在
宅の精神障害者が通所
し基本的な生活習慣を
確立し病気の再発を防
止するとともに，生活訓
練や技能習得訓練を受
けながら，就労・自立に
向けた意欲を持つ。

この事業は一般企業等での就労
が困難な精神障害者に作業の場
を提供し，作業を通して技能習得
訓練や生活訓練を受けることによ
り，精神障害者の就労への支援
を行うとともに社会復帰を目指し
実施している。
平成１８年度はハート作業所・とも
え三次工房の2か所に対して補助
金を交付していたが，平成19年度
はハート作業所が法人化し「障害
者地域活動センター」に移行した
ことから，ともえ三次工房１か所と
なった。通所者数に応じた補助金
を交付し，運営を行っている。

障害者自立支援法の施行によ
り，新事業体系への移行が必須
となっており，既存の小規模作業
所から，法人化により多様な運営
をすることを促進している。平成
18年度にハート作業所（1名通
所）が平成19年度より法人化し，
「障害者地域活動センター」へと
移行し，ともえ三次工房も今年度
NPO法人化に向け取組み，１９年
度中に「障害者地域活動セン
ター」に移行予定である。今年度
中に，この事業自体は廃止が予
定され，「障害者地域活動セン
ター」に移行後は市の委託を受け
事業を実施することとなるが，こ
れまでの課題として挙げられてい
る技能習得

す
こ
や
か
保
健
室

精神障
害者就
労促進
事業
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住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

拡
大

最低でも定
められた期
間内での判
定が必要で
ある。申請
から判定ま
での時間を
短縮するた
め判定プロ
セスを見直
す。マンパ
ワーについ
ては質の向
上を図る。

拡
大

引き続き、要
介護（要支援）
認定申請をす
る市民が増加
すると予測さ
れる。申請をし
てもサービス
利用のない方
の分析が必要
である。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

今後とも
介護保
険サービ
スを利用
する高齢
者等は
増加する
ことが予
測でき
る。これ
に伴い
要介護
（要支
援）認定
申請をす
る高齢者
等も増加
すると予
測され
る。

5

今後とも
高齢者
は増加
するた
め、要介
護（要支
援）認定
申請をす
る市民も
増加する
と予測さ
れる。

4

直営（嘱
託調査
員）の調
査比率を
高めると
委託料
が削減さ
れ、全体
事業を削
減でき
る。

4

市が実
施したほ
うが、公
平・公正
の観点
から判断
すればよ
いと思わ
れる。
（平成１
８年度か
ら市の関
与を高め
る制度改
正が行
われ
た。）

5

認定調査に
より適切な
要介護度を
決定し、適
正な介護
サービスに
つなげてい
く。

4

自治体が
認定調査を
行うこと
は、公正・
中立を保つ
うえでは有
効である。

35,268

市
民

（
要
介
護

（
要
支
援

）
認
定
申
請
を
さ
れ
た
被
保
険
者
全
員

）

申請者の要支援・
要介護度を決定
する基本的な資
料とするため、認
定調査員が申請
者の介護の現状
や介護の手間に
ついて国が設定し
ている８２項目を，
面接により調査を
行う。

申請日から，３０日以内
に公平公正で客観的か
つ正確な調査を実施す
ることにより，必要な介
護サービスを利用できる
ようにする

要介護（要支援）認定申請者に対
し、介護認定審査会において、要
支援・要介護度を決定する資料と
するため、認定審査員が申請者と
面談し、全国一律の方法により国
が設定している８２項目の調査を
行っている。

※実施形態　　主として，①新規・
要支援者，変更申請・・・市直営で
実施
　　　　　　　　　　　　　　　②要介護
者・・・事業所に委託して実施
　原則として，１名の調査対象者
につき１名の認定調査員が，１回
で実施する。

　平成１８年度の認定調査は
約45％を市が行い、約55％が
業者への委託となっている。市
の調査件数を増やせば、委託
料が減額となり。市の経費は
増額となるが、全体事業費は
削減される。現在、市が月平
均220件の認定調査を嘱託職
員を含め、５．７人で、月平均
230件が限度であると思われ
る。これから、団塊の世代が高
齢者となれば急激な高齢者の
増加となることが予測されるこ
とから、嘱託調査員の増員を
計画的に行う必要がある。（委
託料は3,150円/件、２１００円/
件）
　また，サービス利用をしない
申請者が多くあり（要支援者６
１８

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

介護認
定調査
業務
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継
続

効果を検証
するととも
に，他の
サービスと
の利用調整
を図る。

継
続

栄養改善は介
護予防の重点
施策である。
介護予防と在
宅生活の支援
から的確な食
の提供となる
よう内容の見
直しを行い効
果的なサービ
スとする必要
がある。

21 C
要
改
善

要
改
善

4

高齢社
会の進
展に伴
いひとり
暮らし等
の高齢
者が増
え、支援
制度が
必要とな
るので、
食事を提
供する事
に合わ
せてその
他の
サービス
と組み合
わせるこ
とにより
在宅生
活をより
可能に
する。

4

在宅生
活の継
続の中
で食の
確保は
必須であ
るため
ニーズは
高い。

3

ニーズに
あった弁
当とする
ことがで
きると余
分なサー
ビスを削
減する事
ができ
る。

3

食事の
確保だけ
であれば
市でなく
てもでき
るが安否
確認や
計画によ
る低栄養
の改善
などを合
わせた
事業とす
るのであ
れば市
が行うこ
ととな
る。

4

食事の確保
により在宅
生活の継続
へつながっ
ている。

3

弁当がニー
ズにあった
ものになる
よう，メ
ニューのバ
リエーショ
ンの検討が
必要

24,583

市
民

（
市
内
に
住
所
を
有
す
る
お
お
む
ね
６
５
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
等
の
高

齢
者
ま
た
は

、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
も
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
齢
者

、
身
体
障

害
者

）

１日１食（主食と副
食）を利用者一人
当たり週５日以内
で、自宅に届け
る。

在宅生活を送ることがで
きるよう食の自立の観
点から支援し，低栄養
状態の高齢者の栄養改
善に努め介護予防を図
る。

三次市内に住所を有する６５歳以
上の高齢者や障害者で調理をす
る事が困難な者へ自立した生活
が送られるよう「食」の自立の観点
からアセスメントを行い，サービス
調整を行ったうえで配食サービス
により食事の提供を行う。また、
低栄養のため栄養改善が必要な
対象者へは介護予防計画を作成
し，この計画によりサービスを利
用し介護予防を図る。

自立を促進するよう個々でで
きる事と支援が必要な事を把
握し，そのニーズにあった※
サービス内容の「食」を提供等
を検討する必要がある。
※サービス内容のとは・・・主
食と副食の選択，治療食（糖
尿，腎臓，貧血），形態（普通
食，刻み食，ペースト食）など

い
き
い
き
シ
ル
バ
ー

室

食の自
立支援
事業
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴点検枚数 枚 471,300 484,500 490,000

点検を行っ
たレセプトの
枚数

H
1
7

30 ⑷点検金額 千円 63,465 99,463

過誤及び内
容点検を
行ったレセプ
トの金額

⑵
H
1
8

30 ⑸
点検効果
枚数 枚 7,674 9,866

過誤及び内
容点検を行
い効果の
あったレセプ
トの枚数

⑶
H
1
9

29 ⑹

⑴
連携室経
由紹介患
者数

人 2,627 3,075 3,000

地域医療の
機能分担の
到達度を測
る指標であ
る。

H
1
7

4,064 ⑷
患者紹介
率 ％ 21 15 15

初診患者に
対する紹介
患者数と救
急車での搬
送患者数の
割合であり、
病院機能を
表徴する。

⑵
合同カン
ファレン
ス

回 1 1 1

地域の医師
会との合同
カンファレン
スを開催し，
医師相互の
連携を強化
する。

H
1
8

4,672 ⑸
逆紹介患
者数 人 5,145 7,388 7,000

かかりつけ
医へ，または
他の医療機
関へ紹介を
行う。病院機
能を顕著に
表現する。

⑶
四病院連
絡協議会
運営

回 4 4

市内の四病
院がそれぞ
れの機能を
分担し，良質
な地域医療
の実現をめ
ざす。

H
1
9

4,789 ⑹
相談業務
件数 件 523 546 550

患者様或は
ご家族から
の転退院，
医療福祉制
度等の相談
件数。

⑴受診者数 人 2,653 2,751 2,700
受診者一人
当たりの事
業費

H
1
7

10,105 ⑷
休日診療
日数 日 70 70 70

年間の休日
診療を実施
した日数

⑵
H
1
8

9,997 ⑸
夜間診療
日数 日 365 365 365

年間の夜間
診療を実施
した日数（毎
日）

⑶
H
1
9

9,285 ⑹
休日診療
日数 日 70 70 70

⑴診療日 日 365 365 365
救急医療で
診療した日
数

H
1
7

1,075,742 ⑷
救急患者
数（小児
科を除く）

人 12,194 11,111 11,100

救急医療で
受診された
患者数

⑵
H
1
8

870,652 ⑸

⑶
H
1
9

921,978 ⑹

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

1
4
 
成
果
の
向
上

予
算
額

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

医療スタッ
フを確保
し，救急医
療体制を充
実する。

継
続

県北の中核病
院として，更に
医療スタッフの
充実を図り，
救急医療体制
を整備する必
要がある。

26 B
未
実
施

要
改
善

5

地域の
中核病
院とし
て，社会
的ニーズ
は極め
て高く，
診療機
能，医療
の質の
面での
充実が
求められ
ている。 5

住民から
の医療
ニーズは
多様化し
ており，
診療機
能，質の
面での
充実が
求められ
ている。

5

直接的な
経費は，
人件費
部分等で
ある。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
病院とし
て救急
医療体
制を整備
していく
必要が
ある。

5

広島県保健
医療計画に
おいても病
院群輪番病
院に位置付
けられてお
り，備北二
次医療圏に
おける救急
医療対応を
おこなって
いる。

3

救急医療
の充実を
図っていく
ためには，
医師，看護
師，コメディ
カルスタッ
フの充実が
必要であ
る。

317,788
住
民

救急診療 休日夜間の救急医療の
確保，充実

地域の中核病院として救急医療
体制（医師，看護師，放射線技
師，臨床検査技師，薬剤師当直
体制）を整備し，夜間休日住民の
緊急時のために救急医療を確保
している。

地域住民が安心できる救急医
療体制の確保及び充実を図っ
ていくためには，医師，看護
師，コメディカルスタッフを充実
し，体制整備をおこなっていく
必要がある。

病
院
企
画
室

救急医
療拠点
病院事
業

1676
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

継
続

適正受診に
関する啓発
により医療
機関の負荷
軽減を図
る。

継
続

休日夜間の診
療体制の確保
は必要であ
る。補助金の
多くは医師・看
護師・技師等
の人件費であ
りコスト削減は
困難と思われ
るが，実施機
関においても
コスト削減に
努めた運営の
必要がある。
今年度におい
て補助金の見
直しを実施予
定としている。

21 C
未
実
施

要
改
善

4

少子高齢
社会で核
家族化が
進行する
現代で
は，救急
医療体制
の整備に
対する社
会的ニー
ズが高
い。

4

365日24
時間の
診療体
制の確
保は，安
心した生
活を営む
うえで重
要である
ため，市
民の
ニーズは
高い。

3

軽易なも
のまで休
日・夜間
を利用し
ない旨を
周知する
ことでコ
ストダウ
ンが図ら
れる。

3

医療診
療行為
ではある
が，365
日24時
間の診
療体制を
確保する
ことは，
公共性
が高く市
がやるべ
き。

4

市の補助金
により休日夜
間の救急セ
ンターの運営
が確保・維持
されており，
休日夜間の
急患に対し，
医療が確保
できている。

3

中央病院
の休日夜
間診療も含
め，急患対
応が必要な
者のみの
受診を徹底
することに
より，受診
者や医療
従事者の
負担が軽
減できる。

27,503

三
次
地
区
医
師
会
が
医
療
セ
ン
タ
ー

で
実
施
す
る
休
日
夜
間
救
急
セ

ン
タ
ー

の
受
診
者

（
三
次
市
民
以
外
も
含
む

）

補助金を支出し休
日夜間の急患セ
ンターの安定した
運営を行う。

市民の休日・夜間の急
病・救急時に安心して適
切な医療を確保する。

三次地区医師会が医療センター
で実施する，休日夜間の急患セン
ターの運営費について補助する。
【平成18年度実績】利用者数：
2751人（うち市外394人）　運営日
数：休日70日，夜間365日

中央病院での受け入れ態勢か
らも医療センターへの内科利
用啓発を，昨年度の二次評価
結果としているが，前提として
利用者意識の改善が重要であ
る。
家庭でできる対処は，家庭で
行うなど夜間・休日診療につい
て，本当に必要な場合に利用
してもらうように市民に啓発し
ていく必要がある。す

こ
や
か
保
健
室

休日夜
間救急
センター
運営費
補助事
業
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

拡
大

良質な地域
医療を目指
し医療機関
同士での地
域医療体制
の充実を図
ると同時
に，福祉機
関との連携
も図る。

継
続

地域医療の完
遂のため、地
域の医療、福
祉資源の効率
的な連携が必
要である。この
ため、継続的
に、連携業務
を推進する必
要がある。

26 B
要
改
善

事
業
拡
大

5

良質な
地域医
療の実
現のた
め，医療
資源を効
率的に
機能させ
る連携業
務は不
可欠であ
り，社会
的ニーズ
は極め
て高い。

5

良質な
地域医
療の市
民への
提供は
大きな
ニーズで
あり，こ
の実現
のために
行う活動
は不可
欠であ
る。5

現在の
目的に対
する手段
方法は、
最大の
効用を齎
す選択の
結果であ
り、コスト
削減の
余地は
少ない。

3

良質な
地域医
療の実
現のた
めに行う
活動は
極めて
公共性
が強い。

5

良質な地域
医療の実現
のために不
可欠な存在
であり，貢
献度は極め
て高い。

3

多様化する
医療ニーズ
に対応する
ためには，
さらに大き
な成果が求
められる。

14,368

良
質
な
地
域
医
療
を
必
要
と
す
る
患
者
さ
ま
及
び
関
係
医
療
機
関
を

対
象
と
す
る

。

地域の医療機関
等から，高度医療
を必要とされる患
者様の紹介，また
は逆紹介を行う。
また，患者様及び
家族の方からの
転退院等総合的
に相談業務を行
う．

地域の中核病院として，
対象に対し必要な医療
を実現する。

当院は地域医療圏の中核病院と
して急性期医療を担う医療機関で
ある。地域においてその機能を発
揮するためには，他の医療機関と
それぞれの機能を分担し，連携，
協力する必要がある。このため，
四病院連絡協議会の連携強化
や、医師会との合同カンファレン
スを実施し、地域医療の提供を可
能にすべく活動している。

在宅ケアを推進するためにも、
医療福祉資源を最大限活用す
る意味でも、各機関施設との
連携強化が必要となっている。
また、このためには市民に対
する、在宅ケアの啓発が必要
となる。各メディアを使った伝
達、パンフレット作成を行う。

医
事
室

地域連
携業務
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保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

1

)

ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」

縮
小

民間委託等
も含め，事
務の効率化
を行ない，
コスト削減
を図る。

縮
小

平成２０年度
から後期高齢
者医療制度が
施行され、老
人レセプト分
の点検が不要
となるため、民
間委託等も含
め、事務の効
率化の検討を
行う。

19 C
要
改
善

要
改
善

4

保険給
付費（医
療費）の
削減に
つながる
ものであ
り、必要
なもので
ある。

4

保険給
付費（医
療費）の
削減に
つながる
ものであ
り、必要
なもので
ある。

2

事業費
の殆どが
嘱託職
員賃金で
あり、今
後民間
委託とう
によりコ
スト削減
の余地
がある。

2

保険給
付費（医
療費）の
削減に
つながる
ものであ
り、必要
なもので
あるが、
民間委
託等に
事業の
移行を考
えること
が必要
である。

4

保険給付費
削減の一定
程度の効果
あり。

3

保険給付
費削減の
一定程度
の効果あ
り。

14,612

医
療
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
る

、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
及
び
老
人

保
健
受
給
者
の
レ
セ
プ
ト

（
診
療
報
酬
明
細
書

）

医療機関から提
出されたレセプト
（診療報酬明細
書）請求に対し、
適正な保険給付
を行うため資格の
有無、診療内容
の点検を行う。

被保険者資格の有無及
び診療内容の点検を行
うことにより、適正な保
険給付を行い、医療費
の削減を図る。

適正な保険給付を行うため資格
の有無、診療内容の点検を行う。

平成20年度後期高齢者医療
制度の施行に伴い、嘱託職員
体制及び事務の効率化につい
て適切な対応が必要である。

さ
わ
や
か
市
民
室

レセプト
点検事
務

1773
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健
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福
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(
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ど
こ
で
も
安
心
・
充
実

「
地
域
医
療

」
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴診療日 日 365 365 365
小児救急で
診療した日
数

H
1
7

311,279 ⑷
救急患者
数 人 8,918 8,036 8,000

小児救急で
受診した患
者数

⑵
H
1
8

320,090 ⑸

⑶
H
1
9

320,090 ⑹

⑴
施設整備
等工事

箇所 2 1 2

施設改善要
望を整理し，
工事を施工
する

H
1
7

48,508,000 ⑷
施設整備
工事

箇所 2 1 2

施設を新た
に整備した
工事の実施
箇所

⑵
H
1
8

56,425,000 ⑸

⑶
H
1
9

33,960,000 ⑹

⑴
ホーム
ページの
更新回数

回 8 8 2

適宜（毎年4
月と10月の2
回は常時)更
新している
18年度リ
ニューアル

H
1
7

114,875 ⑷

ホーム
ページの
アクセス
件数

回 35,000 39,000 43,000

平成15年10
月から，ホー
ムページを
開設し，平成
18年度は，
内容の充実
を図った。

⑵
H
1
8

437,250 ⑸

⑶
H
1
9

455,500 ⑹

⑴
購入機器
数

台・式 130 88 42

医療機器の購
入台数
18年度放射線
治療装置更新
（156,240千
円）
19年度電子カ
ルテ（200,000
千円）

H
1
7

2,545,769 ⑷
機器更新
数

台・式 38 34 18

現行医療機
器の更新台
数

⑵
H
1
8

4,068,397 ⑸
機器新規
導入数

台・式 92 54 24
新規医療機
器の購入台
数

⑶
H
1
9

9,822,833 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

そ
の
他

内
容
の
充
実
を
図
る

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

高度先進医
療を実現す
るために
は，最新の
医療機器を
整備する必
要はある
が，整備後
の効果の検
証を行い，
今後の導入
に活かして
いくことが
必要であ
る。

継
続

医療に対する
住民の期待は
大きく，高度で
最新の医療機
器を整備する
必要があり，
順次老朽化し
た機器を更新
していく。

28 A
未
実
施

要
改
善

5

医療環
境の変
化は，め
まぐるし
く日進月
歩であ
り，市民
が安心し
て医療を
享受でき
る体制を
整備する
必要が
ある。 5

患者満
足度調
査，病院
の医療を
考える市
民の会
などによ
る住民
ニーズの
医療現
場への
反映と医
療スタッ
フ，医療
機器など
充実した
機能が
求められ
ている。

4

同等機
種を複数
メーカー
より選択
をし，仕
様書によ
り入札を
実施して
購入して
いる。

5

急性期
医療・高
度医療を
担う医療
機関とし
て，中核
病院とし
ての医
療レベル
の向上を
図る責務
がある。

5

中山間地の
地域におけ
る中核病院
として高度
医療・救急
医療を担う
ため医療機
器の整備は
必要であ
る。

4

予算の範
囲で整備す
るため優先
順位が高
い機器から
更新・導入
を行ってい
る。

358,019

市
民

（
患
者
様

）

最新の医療に対
応した機器への
更新，新規機器
の導入を行う。

急性期医療，高度医療
を中心に最新の医療提
供を行う。

最新医療への対応のための医療
機器の整備及び移転新築時より
１２年を経過して老朽化した医療
機器を計画的に更新することによ
り医療レベルの向上や効率化を
行う。
１７年度は放射線画像管理システ
ムの導入，結石波砕装置などの
更新を行った。
１８年度は放射線治療装置，Ｘ線
テレビ装置，自動洗浄装置などの
更新を行った。
１９年度は電子カルテシステムを
中心に機器更新を行う。
そして２０年度以降は，心臓用ア
ンギオ撮影装置等の更新を計画
している。

医療機器は平成６年新築移転
時に整備したものが１２年を経
過し，老朽化により機器の故
障が多発しているため，機器
更新は急務となっている。
安全・安心な医療を提供する
ために最新の医療機器の導入
は必要不可欠である。

病
院
企
画
室

医療機
器等整
備事業
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健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

拡
大

利用者が見
やすく，中
身の充実し
た内容とし
ていく。

継
続

病院の話題等
をより多く取り
上げるとともに
深く掘り下げ
利用者の利便
性を図る。

22 B
要
改
善

要
改
善

3

病院に関
する情報
を医療機
関などと
共有する
ことは，
患者サー
ビスの向
上を推進
する上
で、必要
不可欠で
ある。

3

医療の
話題等
の情報
提供は，
日常生
活を安
心・安
全・快適
に過ごす
上で欠
かすこと
のできな
いサービ
スであ
り，市民
のニーズ
が高い。

4

ホーム
ページの
更新は，
その都度
見積を徴
して，実
施してい
る。最新
情報へ
の更新
は，でき
るだけ早
く行う必
要があ
り，現在
の方法を
とってい
る。

4

病院に
関する情
報を公平
に提供
すること
は，病院
（三次
市）の責
務であ
る。

3

ホームページ
で病院の情
報を発信する
ことで，掲示
物等で網羅し
きれない密度
の濃い情報
を提供し病院
をより知って
いただくこと
ができる

5

インター
ネット環境
では，24時
間365日い
つでも誰で
もアクセス
でき，病院
情報を見る
ことができ
る。

3,498

パ
ソ
コ
ン
を
利
用
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
方

病院の診療内容
や施設・職員の紹
介，患者様に対す
るサービスの向上

病院ホームページに診
療・健診のご案内・施
設・広報紙・職員募集の
紹介・お見舞い・ご意見
メールの受付

病院情報をより多くの市民の皆様
に正確に伝え，ご意見や要望を病
院運営へ反映させるため双方向
の媒体としてホームページを開設
し適宜内容を変更更新を行う。

より多くの方に病院を知ってい
ただけるよう表現方法や内容
の充実を行う。又，携帯電話に
よるアクセスもできるようにす
る。
安全・安心な医療を提供する
ために病院の最新情報を住民
に発信する。

病
院
企
画
室

中央病
院ホー
ムペー
ジ更新
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健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

継
続

計画的な整
備と更なる
コスト削減
を図る。

継
続

県北地域の医
療の質の向上
及び利用者の
利便性を図る
ため，病院施
設の整備を推
進する。

22 B
未
実
施

要
改
善

3

病院設
備の整
備は，医
療機関と
して患者
サービス
の向上を
推進する
上で，必
要不可
欠であ
る。

3

日常生
活を安
心・安
全・快適
に過ごす
上で，質
の高い
医療
サービス
を提供す
る市民の
ニーズが
高い。

3

入札を実
施し，コ
スト削減
を行って
いる。

5

救急も含
め，安心
で安全な
医療の
提供は，
公的病
院〔三次
市）の責
務であ
る。

3

質の高い医
療を提供す
る上で，施
設の充実
は，患者
サービスの
向上につな
がる。

5

２４時間３６
５日いつで
も安定して
医療を提供
するための
環境づくり
ができる。

56,425

病
院
を
利
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
方

・医師住宅屋上防
水を補修する。
・産婦人科外来を
改修し３診体制に
する。
・３階東病棟の浴
室，分娩室の改
修を行う。
・受変電設備の増
設を行う。

病院の診療しやすい施
設環境の充実及び、患
者様が利用しやすい環
境を整える

急性期病院として，必要な医療施
設を充実し，病院を利用される
方々に質の高い医療を提供する
とともに患者サービスの向上を図
る。

より病院を利用しやすいよう施
設の充実を行う。

病
院
企
画
室

医療施
設整備
事業

1678

第
2
 
保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

継
続

開業医との
連携も含
め，市民の
ために真に
必要な安心
の救急医療
体制を充実
する。

継
続

小児救急医療
拠点病院とし
て，更に医療
スタッフの充実
を図り，医療
体制を整備す
る必要があ
る。

26 B
未
実
施

要
改
善

5

救急に
おいても
小児医
療に対
するニー
ズは高
い。

5

小児専
門医へ
の受診
ニーズは
高く，１
日平均２
２名の小
児救急
患者が
いる。

5

直接的な
経費は，
人件費
部分であ
る。

3

地域の
中核病
院とし
て，市立
病院とし
て小児
救急医
療体制を
整備して
いく必要
がある。

5

平成16年7
月から24時
間小児救急
体制を整備
し，救急対
応を行なっ
ている。

3

小児救急
医療の充
実を図って
いくために
は，医師，
看護師の
確保が必
要である。

116,833

小
児
患
者

救急診療を行な
う。

２４時間小児救急医療
の確保，充実

小児救急医療拠点病院の指定を
うけ，２４時間救急医療体制（小児
科医師当直体制）を確保し小児救
急患者に対応している。

365日24時間小児救急医療体
制の確保及び充実を図ってい
くためには，小児科医師，看護
師を確保し体制整備をおこ
なっていく必要がある。

病
院
企
画
室

小児救
急医療
拠点病
院事業

1677

第
2
 
保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

2

)

い
つ
で
も
安
心
・
充
実

「
休
日
・
夜
間
・
救
急
医
療

」

20／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
研修受講
者数 人 1 4 3

認定看護師
教育課程の
受講者数

H
1
7

1,579,000 ⑷
認定看護
師　合格
者数

人 - 1 4

認定看護師
に合格した
人数
（平成１９年
７月現在）

⑵
H
1
8

1,489,500 ⑸

⑶
H
1
9

2,185,000 ⑹

⑴
広報紙・
業績集発
行回数

回 3 3 3

広報紙は，４
月，１０月の
年2回発行
業績集は，
年１回発行

H
1
7

588,666 ⑷
広報紙発
行部数 部 26,000 26,000 26,000

平成15年10
月から発行
している。さ
らに充実を
目指す。

⑵
H
1
8

529,000 ⑸
業績集発
行部数 部 250 400 400

平成12年度
に臨床研修
病院の指定
を受けるにあ
たり，院内の
研究等をまと
め業績集とし
て発行。

⑶
H
1
9

685,000 ⑹

⑴稼動日数 日 365 365

がん治療に
対応する日
数である。
18年度放射
線治療装置
更新
（156,240千
円）

H
1
7

#VALUE! ⑷
がんにか
かる手術
件数

件 239 250

がん治療水
準の客観的
指標である。

⑵
H
1
8

455,016 ⑸
外来化学
療法件実
績

件 93 126 130
がん治療水
準の客観的
指標である。

⑶
H
1
9

75,504 ⑹
在宅ケア
支援件数 件 10 12

在宅支援医
療機関・福祉
介護機関と
の連携強化
度を計測す
る。

⑴
地域懇談
会開催箇
所数

ヵ所 51 26 19
懇談会の開
催箇所数

H
1
7

23,725 ⑷参加者 人 163 797 570
懇談会に参
加した市民

⑵
H
1
8

46,538 ⑸

⑶
H
1
9

63,684 ⑹

人
員

住
民
自
治
組
織
を
主
体
と
し
た
運
営
と
し
て
い
く

。

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

事
業
規
模

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

6
 
職
員
の
意
識
改
革

縮
小

住民自治組
織を主体と
した地域コ
ミュニティづ
くりの場とす
るとともに，
実施回数・
時期・テー
マ等を熟考
し，より効果
的な取組と
して，市の
関与を縮小
していく。

縮
小

自立した地域
づくりに向け，
開催・運営を
住民自治組織
が主体となっ
て行うようにし
ている。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

行政主
導型から
地域主
導型に
転換する
ことが必
要とされ
ており，
社会的
なニーズ
は高いと
考える。

3

市民意
識の醸
成に直
接かか
わる事業
であり，
ニーズの
掘り起こ
しから取
り組む必
要があ
る。

5

地域主
体の運
営に切り
かえてお
り，コスト
を下げる
余地はな
い。

2

地域自ら
が地域
の課題
や活性
化策を自
主的に
考え取り
組むこと
が基本
であり，
行政は
そのサ
ポート的
な役割を
担うべき
である。

5

三次市ま
ち・ゆめ基
本条例を基
に「夢」や
「展望」を描
いた「地域
まちづくりビ
ジョン」の作
成に寄与し
た。

3

今後は、
「地域まち
づくりビジョ
ン」の実現
に向けた地
域の取組
みをバック
アップする
体制整備
が必要であ
る。

1,210
市
民

市民の市政参加
をさらに促進・保
障しながら，地域
まちづくりビジョン
の実現に向け，地
域と行政が共に
考え，地域が自ら
行動することを確
認する。

同じ目的を達成するた
めに補い合い，協力して
一緒に「協働のまちづく
り＝地域まちづくりビジョ
ンの実現」を行う。

市町村合併により市域が拡大し，
タウンミーティング（市政懇談会）
のみでは，市民の意見を反映して
いくことが困難となるため，それを
補完するもの。
タウンミーティング（市政懇談会）
の位置づけを「市の総合的かつ計
画的な行政を運営するにあたり，
市民の市政参加を促進するため
に設置する」と考え，地域懇談会
は「市民の市政参加をさらに促
進・保障しながら，行政への提言・
地域課題を共に考え，地域が自ら
行動するための協議の場」として
位置づける。

地域まちづくりビジョン実現の
ため，合併前に計画した「新市
まちづくり計画」の見直しを含
めたチェックを自治連合会を中
心に行っていく必要がある。

自
治
振
興
室

地域懇
談会

1684

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

拡
大

中核病院と
してがん診
療は必要不
可欠であ
り，市民及
び利用者へ
の効果は大
きいため，
更なる充実
が必要と考
える。

拡
大

市民からの
ニーズは高
い。このため、
中核病院とし
て、また、がん
診療連携拠点
病院として地
域医療水準の
向上に果たす
役割は増大す
る。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

国民の
疾病によ
る死亡の
最大の
原因と
なってい
る「がん」
対策に
関して
は、社会
的なニー
ズは高
く、疑い
なく重要
な問題と
なってい
る。

5

高齢化
率が高
く、また、
若年層
からも生
命・健康
に関する
関心は
高い。本
市にとっ
て、がん
対策は
極めて
重要な
課題の１
つであ
る。

5

現在の
目的に対
する手段
方法は、
最大の
効用を齎
す選択の
結果であ
り、コスト
削減の
余地は
少ない。

3

備北地
区医療
圏内に、
他に放
射線治
療設備・
医療技
術者が
研究でき
る医療機
関がな
く、公共
性が高
い。5

がん対策基
本法が昨年
成立するな
ど市民のが
ん治療に対
する関心が
高まってい
る。また、相
談業務や患
者家族会と
のネットワー
クが広がっ
ている。

3

治療率向
上のため、
診療機能
の充実、専
門的診療
従事者の
配置、医療
機器整備、
緩和ケア病
棟（床）等、
取り組むべ
き課題は残
されてい
る。166,081

（
１

）
市
民
　

（
２

）
地
域
医
療
機
関
　

（
３

）
医
療
従
事
者

（１）医療機器整
備   （２）専門的診
療従事者の配置
（３）オープンカン
ファレンスの実施
（４）在宅ケアのた
めの連携
（５）市民への情
報資料提供とが
ん患者家族会へ
の相談支援

（１）がん治療実績の向
上
（２）かかりつけ医と連携
し、ターミナルケア、緩
和医療連携体制を充実
させる。
（３）相談支援活動の中
でがん患者・家族の不
安や悩みを緩和する。

質の高いがん医療体制を確保す
るとともに、その均てん化のため
地域の医療機関との診療連携を
推進し、患者・家族等に対する相
談支援機能について強化を図り、
もって地域全体のがん医療水準
を向上させる。
このため、次のとおり推進する。
（１）高度がん治療体制の確立
（２）がん医療従事者の研修事業
（３）がん診療連携拠点病院ネット
ワークの確立
（４）標準登録様式に基づく院内が
ん登録の実施と地域がん登録事
業への積極的な参加
（５）がん相談支援事業と普及啓
発・情報提供

治療率向上のためには、専門
医の確保（病理医、診療内科
医、麻酔科医）、認定看護師の
育成等が必要であり、
地域医療機関との病診連携を
推進し、地域全体の医療水準
を向上させる。
また、地域医療・福祉資源の
最大効用をはかり、在宅ケア
の充実を図る。

医
事
室

がん診
療連携
拠点病
院事業

1883

第
2
 
保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

継
続

広く市民に
知らせる工
夫を図る。

継
続

市民に医療に
関することや
病院事業を理
解していただく
ために，広報
紙等は有効な
手段である。
市民に関心が
ある話題等を
より多く取り上
げ，魅力ある
紙面づくりを行
う。
業績集の発行
は，医療機関
相互の連携強
化に有効と考
える。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

4

病院に
関する情
報を医療
機関など
と共有す
ること
は，患者
サービス
の向上を
推進する
上で必
要不可
欠であ
る。 4

医療の
話題等
の情報
提供は，
市民生
活を安
心・安
全・快適
に過ごす
上で欠
かすこと
の出来
ないサー
ビスであ
り，ニー
ズが高
い。

4

紙面によ
る媒体で
あり，情
報量の
掲載に制
限があ
る。必要
最低限
の発行
回数で紙
面の充
実に努め
ている。

4

病院に
関する情
報を市民
に公平
に提供
すること
は，病院
（三次
市）の責
務であ
る。

5

病院を理解
していただく
ための有効
な方法のひ
とつであり，
紙ベースで
病院情報を
市民のみな
さまへお届
けしている。
（市内全戸
配布）

4

広報紙・業
績集は，文
字だけでな
く写真や図
表などを用
いて病院情
報を解りや
すく表現し
ている。

1,587

（
１

）
広
報
紙
は
，
市
民
及
び
地
域
連
携
の
医
療
機
関
等

（
２

）
業
績
集
は
，
大
学
病
院
，
県
内
の
病
院
，
三
次
地
区
医
師
会
等
へ
配
布

広報誌・業績集の
作成

病院の診療内容や施
設・職員の紹介，患者様
に対するサービスの向
上
地域医療機関等との連
携

病院情報を市民の皆様へお知ら
せするとともに医療機関相互の連
携を深め，ご意見や要望を病院
運営へ反映させるための媒体とし
て発行している。

多くの市民に三次中央病院の
情報をお知らせするため，表
現方法や内容の充実を行う。

医
事
室

中央病
院広報
紙・業績
集作成

1682

第
2
 
保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実

継
続

研修内容を
拡大し，最
新技術の習
得など，研
究・研修を
重ねて中央
病院職員の
資質向上を
図る。

継
続

認定看護師
は，特定の看
護分野におい
て，熟練した
看護技術と知
識を用いて，
水準の高い看
護実践のでき
る看護師であ
り，看護現場
において，実
践･指導･相談
の役割を担
う。
市立三次中央
病院において
は，実践力の
質の向上のた
め，引き続き，
認定看護師の
育成を推進す
る。

26 B
未
実
施

要
改
善

5

より専門
性が求
められる
時代であ
り，熟練
した看護
技術と知
識を用い
て，水準
の高い
看護実
践のでき
る認定看
護師は，
全国的
にも社会
的ニーズ
が高い。

4

住民から
の良質
な医療に
対する
ニーズは
高く，水
準の高
い看護
技術をも
つ看護
師の育
成は，必
要であ
る。4

経費は，
授業料と
旅費であ
る。

3

看護師
個人で
研修に
参加する
こともで
きるが，
期間が
半年間
であり，
現実的
でない。
三次中
央病院と
しては，
認定看
護師を育
成し，看
護師のレ
ベルを
アップす
ること
が，地域
医療に
貢献する
と考え
る。

5

研修計画に
基づき教育
課程を修了
し，認定看
護師に合格
した。

5

現在のとこ
ろ，６ケ月
の研修に
参加した看
護師が認
定看護師
に合格して
いるため，
充分に成
果があると
考える。

5,958

勤
務
年
数
３
年
以
上
の
看
護
師

認定看護師教育
課程の受講（６ヶ
月）

認定看護師資格の取得認定看護師とは，特定の看護分野
（救急看護，がん疼痛看護等）におい
て，熟練した看護技術と知識を用い
て，水準の高い看護実践のできる看
護師であり，認定看護師を育成する
ことにより，市立三次中央病院の看
護レベルの向上を図る。
全国の認定看護師数は，2,474人　県
内の認定看護師数は，42人（平成19
年4月現在）である。
認定看護師の資格要件は，⑴保健
師，助産師及び看護師のいずれか
の免許を有し，⑵認定看護師として
必要な実務経験があり，⑶日本看護
協会が認定した『認定看護師教育課
程』を修了した者である。
認定看護師教育課程は，看護協会
が認定した教育機関で６ヶ月研修を
行うものである。
平成18年度は，4名の看護師が研修
に参加し，平成19年度にその4名全
員が認定看護師に合格した。

資格取得者の院内における実
践･指導･相談体制及び病院の
支援体制の確立
看護師確保のため，有資格者
の数を増やしていく。

病
院
企
画
室

認定看
護師育
成研修
事業

1781

第
2
 
保
健
・
福
祉

３
医
　
療

(

3

)

市
立
三
次
中
央
病
院
の
充
実
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
審議会開
催回数

14 8 8
地域審議会
の開催回数

H
1
7

245,571 ⑷

いずれの
地域から
も答申、
又は意見
具申の提
出を受け
ている。

％ 100 100 100

すべての地
域審議会か
ら意見具申
の提出を受
けている。

⑵
H
1
8

400,250 ⑸

⑶
H
1
9

429,375 ⑹

⑴
君田地域
審議委員
審議

回 5 3 3

新市まちづくり
計画，三次市生
活交通体系，は
らみちを美術館
建設事業，指定
管理者制度，生
涯学習センタ－
改築について
審議をし答申を
行う。

H
1
7

⑷
意見具申
の提出 ％ 100 100 100

意見具申の
提出を受け
ている。

⑵
H
1
8

93,666 ⑸

⑶
H
1
9

⑹

⑴
審議会開
催開催 式 1 1 1

地域に根ざ
した事業等
に対して率
直な意見を
述べることが
できる。

H
1
7

142,000 ⑷
審議会勉
強会開催 回 2 3

審議会開催
までに計画
書について，
独自に勉強
会を開催す
る。

⑵
H
1
8

284,000 ⑸

⑶
H
1
9

711,000 ⑹

⑴
審議会開
催開催 式 2 2 2

事業等につ
い様々な分
野から意見
を述べ審議
会としての意
見をまとめ
る。

H
1
7

71,000 ⑷
審議会勉
強会開催 回 1 1 1

審議会委員
の研修会を
開催し，計画
内容等の研
修を開催す
る。

⑵
H
1
8

142,000 ⑸

⑶
H
1
9

71,000 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

市全体に関す
ることは各該
当地域で審議
会を開催し，
布野地域での
進捗状況や修
正等について
は良く把握で
きている。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

計画に
ついて直
接意見を
のべるこ
とができ
る。

4

地域住
民の意
見と、計
画、施策
の関係を
調整し、
実施に
向けて必
要

5

コスト削
減の余
地はない
と考え
る。

4

市の役
割につい
て明確に
し、関与
すること
が必要。

5

地域の意見
を集約し、
特色ある計
画であるか
否かを判断
できる。

4

計画、課題
明確にし、
早期な事業
展開が必
要である。

284

市
　
　
民

審議会で，計画並
びに実施状況等
について関係部
局らの説明を受
け，その計画内容
の妥当性や効果
等について審議を
行い，その結果を
住民に周知させ
る。

計画内容を審議し，緊
急性，事業延期，事業
見直し、中止及び新規
事業の計画をする。

新市まちづくり計画に基づく，市全
体及び作木地域に関する事業計
画の進捗状況や，緊急を要する
新規事業の追加等を審議し，提
言等を行う。

審議会では計画内容について
充分に審議ができないため、
研修会等を開催する。

作
木
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1688

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

生活者の目線
に立ち町民
ニーズとして
多様な意見を
集約し、新市
まちづくり計画
に反映し事業
の進行管理を
行う組織として
不可欠である

27 A
未
実
施

未
実
施

5

町民及び
一般市民
に代わっ
て，直接
意見をの
べること
ができ
る。

5

地域と密
接な関
係であ
り，今後
の対応を
伺うこと
ができ
る。

5

必用最
低限で実
行してお
り，これ
以上の
会合も，
機会を逃
さないよ
うに実施
したい。

4

事業実
施に関
するデー
タ（予算
規模等）
の提供
がなけれ
ば，審議
すること
ができな
い。

5

該当地域の
実情に合致し
た計画である
か否かを判
断できる。

3

経済情勢
に見合った
事業展開
が必要であ
る。

284

布
野
町
民
及
び
一
般
市
民

各地域から専任さ
れた者で，計画に
ついて関係部署
からの説明を受
け，その内容につ
いて計画の妥当
性や効果等につ
いて審議を行い，
その結果を町民
に周知させる。

計画内容を審議し，早
期完成，事業延期，事
業中止及び新規計上を
する。

新市まちづくり計画に基づく，市全
体及び布野地域に関する事業計
画の進捗状況や，緊急を要する
新規事業の追加等を審議し，提
言等を行う。

年１回の審議会では内容を充
分に審議することができないた
め、勉強会を３回開催する。

布
野
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1687

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

特色ある町づ
くりや，町の活
性化のために
審議する機関
であり市へ答
申する会とし
て必要であ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

3

活性化を
目指すま
ちづくり
のために
も，社会
的ニ－
ズがあ
る。

3

市に対し
てへの
要望事
項として
は，市民
ニ－ズ
がある。

5

コストの
削減余
地がない
と考え
る。

5

町審議
会として
町の意
見を集約
し答申す
るさい
に，市長
へ行うた
め市の
関係は
絶対不
可欠とな
る。

4

町の意見を
的確に反映
できる組織
となってい
る。

3

町の意見を
的確に反
映するため
に少なから
ず成果の
向上の余
地がある。

281
町
民

審議会で進捗状
況を確認し，答申
を行う。

まちづくり行動計画書に
基づいたまちづくりの実
現を図ること。

新市まちづくり計画の変更に関す
る事項　新市まちづくり計画の執
行状況に関する事項　公共施設
の設置・管理運営に関する事項

君田生涯学習センタ－の改築
検討委員に加わっており，平
成１９年度は設計の年度で現
在，改築検討委員会で協議中
である。君田町ならではの施
設をめざして視察研修も行い，
町民の提言も聞き入れ納得の
いく施設とすること。

君
田
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1686

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

地域審議会を
機能させていく
中で，市政に
関する情報の
共有と公開を
積極的に行
い，より多くの
市民意見を聞
き，反映すると
ともに，出され
た意見を市政
に反映していく
必要がある。

24 B
要
改
善

要
改
善

5

・市町村
の合併
の特例
に関する
法律
・三次市
地域審
議会条
例

3

地域審議
会で出さ
れる意見
は，厳し
い意見で
あるが，
裏を返せ
ば，期待
の表れと
もいえる。
そうしたこ
とからも，
情報を積
極的に開
示し，地
域課題を
共有する
中で，より
多くの市
民ニーズ
を反映し
ていく必
要があ
る。

4

報酬と人
件費の
みであ
り，ほと
んどコス
ト削減の
余地はな
い。

5

・市町村
の合併
の特例
に関する
法律
・三次市
地域審
議会条
例

4

各地域審議
会から意見
具申書が提
出されてい
ることから，
目的達成に
貢献してい
ると言える。

3

活発な議論
を行い，き
め細やか
に市民の
意見を反映
するため，
情報発信
や意見交
換を行うな
ど，日常か
ら地域課題
を共有し，
相互に信
頼関係を築
いていく必
要がある。

3,202

地
域
審
議
会

・新市まちづくり計
画の変更等
（諮問及び報告，
広島県との事前
協議，議会議決）
・地域審議会の開
催及び運営

　地域審議会を通じ，地
域住民の声を行政施策
に反映させ，きめ細かな
行政サービスを実現す
る。

【経緯】・・・合併特例法第５条の４
の規定に基づき，地域審議会を
設置することを第９回合併協議会
で確認されました。合併後，「三次
市地域審議会条例」が定められ，
第１条に基づき，旧市町村単位ご
とに設置する。
【概要】・・・旧市町村単位に設置。
各地域審議会の委員は１２人以
内とし，任期は２年で再任を妨げ
ない。
　審議会の所掌事務として，市長
の諮問（新市まちづくり計画の変
更等）に応じて審議し答申するこ
とや、必要と認める事項について
市長に意見を述べることができる
付属機関（地方自治法第１３８条
の４第３項）

三次地域審議会から，合併
後，３年が経過し，まち・ゆめ
基本条例や三次市総合計画
の策定が進められるなど，新し
いまちづくりが始まっているこ
とから，地域審議会の廃止も
含め，地域審議会のあり方を
検討するようにとの意見具申
が出されました。そうしたこと
からも，設置の目的である，合
併によって住民の意見が新市
の施策に反映されにくくなると
の懸念に対し、今後の審議会
運営について検討していくなか
で「市民と行政が情報を共有
化し、課題に対して協働して取
り組む」という自治振興部の基
幹ミッションを実現していく必要
がある。

自
治
振
興
室

地域審
議会運
営事務

1685

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴審議会 回 1 1 1

新市まちづく
り計画の執
行状況につ
いて審議

H
1
7

71,000 ⑷意見具申 回 1 1 1

吉舎地域に
おける，まち
づくり活動に
対して意見
要望等述べ
る。

⑵
H
1
8

71,000 ⑸

⑶
H
1
9

71,000 ⑹

⑴
地域審議
会開催回
数

回 1 1 1
地域審議会
の開催回数

H
1
7

142,000 ⑷
意見具申
の提出 ％ 100 100 100

意見具申の
提出を受け
ている。

⑵
H
1
8

142,000 ⑸

⑶
H
1
9

142,000 ⑹
意見具申
の提出 ％ 100 100 100

⑴
地域審議
会開催回
数

2 2 2
地域審議会
の開催回数

H
1
7

71,000 ⑷
意見具申
の提出 ％ 100 100 100

意見具申の
提出を受け
ている。

⑵
H
1
8

71,000 ⑸

⑶
H
1
9

71,000 ⑹

⑴
地域審議
会 回 3 2 2

地域審議会
の開催回数

H
1
7

23,666 ⑷
甲奴地域
審議委員
審議

人 12 12 12

⑵
H
1
8

35,500 ⑸

⑶
H
1
9

35,500 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て，地域住民
の声を施策に
反映させ、き
め細かな行政
サービスの実
現にむけた取
組みが確立で
きるものと考え
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

審議会
条例

3

住民意
見の施
策に対
する反映
の点から
必要であ
る。

5

審議会
条例

5

審議会
条例

5

地域住民の
声を施策に
反映させ、
きめ細かな
行政サービ
スの実現と
いう目的に
合致してい
る。

4

課題の共
有とともに
相互の信
頼関係の
構築

71

地
域
審
議
会

地域審議会を通じ
地域住民の声を
行政施策に反映
させ、きめ細かな
行政サービスを実
現する。

新市まちづくり計画の変
更等
地域審議会の開催及び
運営

合併後｢三次地域審議会条例｣が
定められ、第１条に基づき旧市町
村単位ごとに設置する。旧市町村
単位に設置する各地域審議会の
委員は、１２人以内とし、任期２年
で再任を妨げない。　審議会の事
務として、市長の諮問（新市まち
づくり計画の変更等）に応じ、審議
または必要と認める事項について
意見を述べることができる。付属
機関（地方自治法第１３８条の４
第３項）

合併によって、住民の意見が
市の施策に反映されにくくなる
との意見があり、今後の運営
について検討していく必要があ
る。

甲
奴
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1692

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

地域審議会を
機能させていく
ため、市政に
関する情報の
共有と公開を
積極的に行
い、より多くの
市民の意見を
反映するととも
に、出された
意見を市政に
反映していく必
要がある。

21 C
未
実
施

未
実
施

3

・市町村
の合併の
特例に関
する法律
・三次市
地域審議
会条例

3

情報を積
極的に
開示する
ことによ
り、地域
課題を共
有するこ
とにより
市民
ニーズを
反映して
いく必要
がある。

4

ほとんど
コストの
削減の
余地はな
い。

5

・市町村
の合併
の特例
に関する
法律
・三次市
地域審
議会条
例

3

地域審議会
からの意見
具申も提出さ
れており、目
的適合してい
る。

3

情報発信
や意見交
換を行うな
ど、日常か
ら地域課題
を共有し、
相互に信
頼関係を築
いていく必
要がある。

142
市
民

　地域審議会の
開催および運営

　地域審議会を通じ、地
域住民の声を行政施策
に反映させ、きめ細かな
行政サービスを実現す
る。

　主に新市まちづくり計画の変
更、執行状況に関する市長の諮
問に対して答申及び意見具申を
行う機関として、市町村合併前の
三次市、君田村、布野村、作木
村、吉舎町、三良坂町、三和町及
び甲奴町の区域ごとにそれぞれ
地域審議会を置いており、この地
域審議会に係る庶務を本庁及び
各支所の地域振興を担当する部
署で処理している。
　業務内容としては、地域審議会
委員に対する事業説明、審議会
議事録の作成がある。

　合併後3年が経過し、当初｢
新市まちづくり計画｣にあがっ
ていなかった事業も出てきてい
る。政策的に新しく追加された
事業もあり、三次市全体の財
政計画の中で、事業の優先順
位を検討したり、新事業への
転換または廃止等を検討する
必要がある。地域住民の意見
を行政施策に反映させていくう
えで、地域審議会の役割は重
要であり、今後の運営につい
て検討する必要がある。

三
和
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1691

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

市政に関する
情報の共有と
公開を積極的
に行うことで地
域審議会を機
能させ、より多
くの市民の意
見を市政に反
映していく必要
がある。

22 B
未
実
施

未
実
施

3

市政に
関する情
報の共
有と公開
を積極的
に行い、
また、地
域住民
の声を行
政施策
に反映さ
せるため
にも、社
会的
ニーズが
ある。

4

より多く
の市民
の意見を
反映し、
きめ細か
な行政
サービス
を行うた
めにも、
市民の
ニーズは
高い。

4

ほとんど
コストの
削減余
地はな
い。

5

市町村
の合併
の特例
に関する
法律や、
三次市
地域審
議会条
例に基
づいて
行ってい
るため、
市でなけ
ればでき
ない。

3

地域審議会
からの意見
具申も提出
されており、
目的に適合
している。

3

情報発信
や意見交
換を行うな
ど、日常か
ら地域課題
を共有し、
相互に信
頼関係を築
いていく必
要がある。

142
市
民

　地域審議会の
開催および運営・
庶務

　地域審議会を通じ、地
域住民の声を行政施策
に反映させ、きめ細かな
行政サービスを実現す
る。

　主に新市まちづくり計画の変
更、執行状況に関する市長の諮
問に対して答申及び意見具申を
行う機関として、市町村合併前の
三次市、君田村、布野村、作木
村、吉舎町、三良坂町、三和町及
び甲奴町の区域ごとにそれぞれ
地域審議会を置いており、この地
域審議会に係る庶務を本庁及び
各支所の地域振興を担当する部
署で処理している。
　業務内容としては、地域審議会
委員に対する事業説明、審議会
議事録の作成がある。

　合併後3年が経過し、当初｢
新市まちづくり計画｣にあがっ
ていなかった事業も出てきてい
る。政策的に新たに追加され
た事業もあり、三次市全体の
財政計画の中で、既存事業の
優先順位を考え、新事業への
転換や廃止等の検討も必要で
ある。地域住民の意見を行政
施策に反映させていくうえで、
地域審議会の役割は重要であ
り、今後の運営について検討
する必要がある。

三
良
坂
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1690

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

更に効果的
で効率的な
運営方法と
する。

継
続

条例に定めら
れた事務事業

28 A
未
実
施

未
実
施

4

新市まち
づくり計
画の平
成26年
度までの
執行状
況を確認
するため
ニーズは
高い。

4

上記に
同じ。

5

処理する
コスト削
減はない
と思われ
る。

5

新市まち
づくり計
画の執
行状況
に関する
事項に
ついて，
審議され
るもので
市でなけ
ればなら
ない。

5

市町村の合
併特例に関
する法律に
基づいて設
置。新市ま
ちづくり計画
に関する事
項について
審議し，市
長へ意見を
述べる。

5

情報の共
有を十分に
図る。

71

吉
舎
地
域
審
議
会
委
員
及
び
市
民

新市まちづくり計
画の進捗状況を
フォローアップす
るための会議の
開催。

地域審議会が吉舎支所
の新市まちづくり計画の
執行状況に関連し，審
議
し意見を述べる。

　地域審議会は旧市町村の区域
を単位として、新市まちづくり計画
の変更等に関して、市長から諮問
を受け審議・答申し、または必要
と認める事項について市長に意
見を述べることができる附属機関
です。
　地域審議会は、当該区域に係る
①新市まちづくり計画の変更②新
市まちづくり計画の執行状況につ
いて審議し、答申を行う。
　また、新市まちづくり計画の執行
状況に関する事項及び公共施設
の設置・管理運営に関する事項に
ついて、審議し意見を述べること
ができる。
委員は１２人　任期は２年
地域審議会の設置期間は，平成
16年4月1日から平成平成27年3
月31日までとする。

新市まちづくり計画の執行に
関して審議会の意見が反映さ
れているか。

吉
舎
支
所

地域審
議会に
関する
事務

1689

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

1

)

市
民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

23／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
補助金交
付団体

団体 1
補助金交付
件数

H
1
7

#DIV/0! ⑷
補助金交
付団体

団体 1
補助金交付
件数

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

271,000 ⑹

⑴
補助金交
付件数 件 19 19 19

住民自治組
織数

H
1
7

9,108,842 ⑷
指標の設
定が困難

⑵

住民一人ひとり
が地域の担い
手として自覚を
持ち、主体的に
地域に関わるこ
とにより、地域
の発展と自立を
醸成するもので
ある。

H
1
8

7,444,263 ⑸

⑶
H
1
9

8,118,473 ⑹

⑴
補助を
行った施
設

件 6 21 14

整備（補助）事
業を行った件数

平成18年度は
補正予算
（4,000千円）が
計上され，例年
の件数よりは増
えた。

H
1
7

747,500 ⑷対象戸数 戸 163 631 450

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益戸数

⑵
H
1
8

411,428 ⑸対象人口 人 428 1,950 1,000

整備（補助）
事業を行っ
た施設の受
益者数

⑶
H
1
9

622,214 ⑹

⑴
地域懇談
会 件 7 1 1

平成18年度より，君田生涯

学習センタ－で，七地区に

別れて懇談。17年度は協

働によるまちづくり事業事

例について懇談する。18年

度は,地域まちづくりビジョ

ンとまち・ゆめ基本条例に

ついて懇談する。19年度

は，自主防災組織を9月中

に結成する方向で，安心・

安全なまちづくりについて

懇談する予定

H
1
7

2,005,142 ⑷
地域懇談
会参加者 人 106 37 50

減少傾向に
あり，内容の
検討が必
要。

⑵
H
1
8

13,426,000 ⑸

あったか
むらフェ
スティバ
ル

人 2,800 3,500 3,800

あったかむら
フェスタ等の
イベントで市
民の入場者
数が増えつ
つある。

⑶
H
1
9

13,266,000 ⑹

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

予
算
額

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

事
業
規
模

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

拡
大

現在１名の事
務局員で指定
管理も含めて
事務処理をし
ているのが実
態である。他
町のコミニュ
ティセンタ－を
例にしたら２名
は常駐の勤務
体制をとられ
ている。よっ
て，生涯学習
センタ－改築
に伴い人員の
問題も出てくる
が，コミニュ
ティセンタ－機
能としての自
治区連合組織
としては２名は
必要と考える。
事業費の配分
等自治区にお
いて検討の余
地がある。

21 C
未
実
施

未
実
施

4

特色ある
まちづく
り事業，
誇れるふ
るさとづ
くり，地
域資源を
生かした
観光事
業にし
ろ，社会
的ニ－
ズは高
いと思わ
れる。

4

市民や
町民の
ニ－ズ
は高いと
判断す
る。具体
的には，
住民全
体アンケ
－トを行
い，君田
町での
正確なニ
－ズを把
握するこ
とが必要
である。

4

毎年，予
算が低
減されて
いるが，
これ以上
削減する
ことは自
治区活
動を推進
するのに
困難な面
がある。
しかし，
自立した
地域づく
りに向け
て自主財
源を持て
るように
将来的に
は，君田
生涯学
習センタ
－改築に
伴い，利
用料，使
用料の

2

市として
サポ－ト
すること
は，当然
のことだ
と考える
が，直接
的に関
与するの
は妥当
ではない
と思う。
自立した
地域づく
りや，ま
ちづくり
ビジョン
行動計
画から検
討する
と，市の
関与は
縮小する
べきと判
断する。

4

事業計画に
沿った事業
となってい
る。

3

住民が関
心を持つよ
うに啓発を
行ってい
る。

13,426
市
民

自治区の区長会
議，理事会等で具
体的な事業につ
いて協議し，住民
に徹底を図るよう
に努めている。

君田地域の将来像の実
現を目指し，君田自治
区連合会をはじめとした
地域の各種団体と連携
し，支えあい，協働し
て，暮らしよいまちづくり
に取り組んでいくこと。

☆あったかむらフェスティバル１０
月２７，２８日　☆自治活動活性化
事業（コンサ－ト２回　８月　１１月
はらみちを美術館）　☆自主防災
組織の組織化　☆生涯学習事業
（毎月「そよ風通信」を発行し，生
涯学習をはじめ，地域の情報を発
信する。　☆地域・文化活動助成
（地域の特色を生かした住民自治
活動に，また意欲的に活動してい
る文化活動グル－プに対し助成
金を配分する。）　☆作品展示　☆
君田生涯学習センタ－改築事業
の検討　☆指定管理施設の管理
事業

自主防災組織を９月中には結
成することが課題である。　７
地区の地域をまとめて，君田
自治区連合会を組織している
が，三次市として合併し４年目
となり，地域連帯づくりや自立
した地域，ひとづくりが大切で
あり，次代を担うリ－ダ－の育
成を図り，特色を生かし活力あ
るまちづくりを目指さなければ
ならない。

君
田
支
所

住民自
治活動
の推進

1996

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

継
続

集中と選択
により，真
に必要な整
備を計画的
に実施す
る。

継
続

地域コミュニ
ティの拠点施
設の整備であ
ると同時に，
下水道接続等
による環境対
策の要素も含
まれ，引き続
き事業を展開
する必要があ
ると考える。

23 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

活動拠点
を整備す
ることで，
地域のコ
ミュニティ
の活性化
を図る意
味からも
重要であ
る。

4

施設の
老朽化
による基
幹部分
の修繕
や公共
事業
（上・下
水道の
供用開
始）によ
る環境改
善等，
ニーズは
高い。

4

２分の１
の負担
が必要な
ため，申
請者（地
域）も最
小限度
の修繕
工事とし
ており，
コストの
削減は
望めな
い。
（施工内
容の査
定を厳し
くすること
は可能）

4

全額地
元負担
で行える
ケースも
あるが，
それが
困難な
地域に
は一定
の支援
が必要と
考える。

4

事業費の助
成を行うこと
により，地域
コミュニティ
の推進（拠点
整備）に寄与
している。

3

集会施設と
して必要不
可欠な部分
を優先して
いる。

8,640

地
域
集
会
所
を
利
用
・
管
理
し
て
い
る
自
治
組
織

（
自
治
会
，
常
会

等

）

地域のコミュニ
ティが図られる場
となるよう整備費
を支援

地域づくりの核となる集
会施設としての機能を
発揮する。

　地域におけるコミュニティづくりを
推進するため，住民自治組織自ら
が行う地域集会施設整備に要す
る経費に対して，予算の範囲内に
おいて補助金を交付する。
　補助金の額は，補助対象経費
の２分の１以内の額で，補助金の
額は１００万円を最高限度とし，ま
た補助対象経費の２分の１が１０
万円に満たない時は補助しない。
　
　※地域集会施設整備とは「建物
の新築・増改築」及び「建物の買
収に要する経費」を言う。

集会所は「自立した地域づく
り」をめざす地域コミュニティの
拠点であるが施設の老朽化，
また地域の環境対策（衛生）か
らの上・下水道接続など修繕
助成を希望する自治組織は多
く，事業の継続が必要である。

自
治
振
興
室

地域集
会施設
整備事
業

1695

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

拡
大

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，計
画的に補助
金の中身に
ついて見直
しを行って
いく。継

続

「地域課題の
克服」や「自ら
考え行動する
ことよって地域
を創造する活
動」を中心と
なって推進す
る住民自治組
織への財政的
支援は必要で
ある。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

4

地域の
実態に
見合った
具体的
なコミュ
ニティの
推進に
向けた期
待度は
高い。

4

自治活
動は，地
域住民
にもっと
も身近な
活動であ
り，良好
な地域づ
くりへの
ニーズは
高い。

5

事務局
職員の
人件費
が占める
割合が
高いもの
の，活動
に見合う
もので，
地域に
よっては
事務局
職員が
自主的な
ボラン
ティアで
運営でき
ている面
もあり，
現状では
削減する
余地は
少ない。

5

住民自
治祖組
織は，協
働のまち
づくりを
推進する
市の
パート
ナーであ
り，自治
活動の
支援は
必要であ
る。5

住民自治組
織が活動す
る上での基
本的な財政
支援であ
り，この支援
により，組織
体制が確立
され，地域コ
ミュニティの
維持・増進
が図られて
いる。

3

事務局体
制の充実
や活動基
盤の強化，
支援者の
確保などに
より向上の
余地はあ
る。

141,441

市
民
・
１
９
の
住
民
自
治
組
織

住民自治組織の
組織運営や活動
に対する補助。

地域活動と学習活動の
一体的な展開による「市
民一人ひとりが，まちづ
くりを自ら考え，行動し
ていく住民自治」の確
立。

住民自治組織による自治活動を
支援

自治活動の推進には事務局を
含めた体制の充実，人材確保
が必要であり，今後，「地域ま
ちづくりビジョン」の実現に向
け，地域全体が関わる体制づ
くりが必要である。

自
治
振
興
室

自治活
動支援
事業

1694

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

拡
大

ＮＰＯ，ボラ
ンティア団
体の育成は
主要な取り
組みであ
り，ＮＰＯの
設立支援や
その特性な
どについて
積極的にＰ
Ｒを行う。

継
続

ＮＰＯ法人の
制度は，市民
の多様化した
ニーズに効率
的かつ機動的
に応えること
ができること，
また，個々人
の自己実現の
意欲を生かす
ことができる仕
組みとして，今
後ますます重
要な役割を果
たすことにな
る。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

4

全国的
にもＮＰ
Ｏ法人が
増加して
いる状況
をみると
社会的
ニーズは
高いし，
これから
も多様
化・高度
化してい
く。 3

問い合
わせは
あった
が，事業
実施に
は至って
いない。

4

年間１団
体の補
助を見込
んでいる
こと。ま
た，成果
を得るた
めには多
額の費
用や労
力が必
要である
ことから
一定の
ルールに
のっとっ
た設立手
続きへの
支援であ
り，削減
の余地
は少ない
と考え
る。

3

市民との
協働の
まちづく
りを推進
するうえ
で，市が
支援や
補助とい
う形で積
極的に
関与す
べきであ
る。

4

法人格取得
には相当の
費用がかか
るので，立
ち上げに対
する補助が
あることの
意義は大き
い。

4

法人格を取
得すること
が目的であ
り，取得＝
成果となる
ため向上余
地はないと
言える。

71

地
域
団
体
，
任
意
団
体
等

任意団体等から，
法律行為の行え
る法人格を持つ
団体となること。

ＮＰＯ法人格取得への
支援（助成，指導等）

福祉，環境，防災，平和，人権，こ
どもの健全育成など，いわゆる
「まちづくり」に係る様々な分野に
おいて，市民の自由な社会貢献
活動を促進することや，また，参
画することを目的にしたＮＰOの立
ち上げに際し，活動の基盤整備
（初期投資分）に係る必要費用に
ついて２分の１（補助金額で５万
円以上２０万円以下）を助成する
もの。

多様化・高度化する市民ニー
ズに応え，公共サービスの質
を高めていくためには，行政だ
けでなく，公共課題の解決に
取り組むＮＰＯ・ボランティア団
体とより深い連携を図り，協働
にいる新たな仕組みの構築の
必要がある。

自
治
振
興
室

ＮＰO育
成

1693

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

まちづくり
連合会主
催事業支
援

式 1 1 1

まちづくりに関
係する各種情
報提供
まちづくり連合
会主催事業の
事務支援
ふのまちづくり
ビジョン実行の
サポート

H
1
7

711,000 ⑷
イベント
開催 回 3 3 3

主要イベント
開催の支援

⑵
H
1
8

7,119,000 ⑸
（参加者
数/年）

（人） 1,050 1,800 2,000
(収穫祭や音
楽祭等の開
催）

⑶
H
1
9

7,830,000 ⑹

⑴
自治組織
との会議 回 36 36 36

まちづくりに関
係する各種情
報提供
自治連主催事
業の事務支援
作木町まちづ
くりビジョン実
行のサポート

H
1
7

395,500 ⑷
イベント
開催 回 2 3 3

主要イベント
開催の支援

⑵
H
1
8

395,500 ⑸
（参加者
数/年）

（人） 1,300 1,420 1,500

(ふるさとま
つり、まちづ
くり大学、文
化センターさ
くぎ運営事業
等の開催）

⑶
H
1
9

197,750 ⑹

⑴
まちづくり
懇談会 回 6 6 6

各振興会ご
とに開催し，
情報の共有
やまちづくり
の機運を高
める。

H
1
7

3,028,166 ⑷
まちづくり
懇談会参
加者

人 143 84 120

　地域の課
題を共有し，
課題解決に
向けて地域
自ら行動す
るための協
議の場として
位置づける。

⑵
ビジョン
策定・推
進会議

回 9 6 6

17年度ビジョ
ンの策定，18
年度は実施
計画策定, 19
年度は推進
の会議とす
る。

H
1
8

2,836,000 ⑸

ビジョン
策定・推
進会議参
加者

人 216 228 96

　地域の将
来像を具体
的に描いた
「まちづくりビ
ジョン」を策
定し，実現に
向けていくこ
との協議。

⑶
H
1
9

2,987,666 ⑹

⑴
組織運営
支援月数 月 12 12 12

自治振興区
連絡協議会
の運営支
援，情報提
供や助言

H
1
7

296,583 ⑷

情報提供
による各
種会議補
助金助成
金事業申
請件数

件 5 3 5

市の補助事
業をはじめと
する各種補
助事業等の
情報提供結
果，各自治
組織から申
請のあった
件数

⑵
自治連各
種会議支
援回数

回 12 15 12

毎月開催さ
れる運営会
議や部会，
事務局会議
への支援

H
1
8

296,583 ⑸

事業のう
ち，各種
団体と共
催で行う
割合

％ 15 10 10

特色あるま
ちづくりを一
体的に進め
るためには，
町内のあら
ゆる団体と
の連携が重
要である。

⑶
H
1
9

296,583 ⑹

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て，支所がま
ちづくりサポー
トセンターとし
ての機能を，
グループの枠
を超えて支所
全体（職員全
体）で取り組む
体制・意識が
必要。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

これから
まちづく
りをいか
に進める
かを考え
ると，行
政と市民
がお互
いに知
恵を出し
合い協
働して取
り組みを
展開しな
ければな
らない。
そのサ
ポートへ
の必要
性は高
いと思わ
れる。

4

協働の
まちづく
りはまだ
まだス
タートし
たばかり
で，その
成熟途
上にある
なかで
は，市民
の行政
からの支
援・サ
ポートに
対する
ニーズは
高いと考
える。

3

支所全
体で特色
あるまち
づくりに
取り組ん
でいく必
要があ
る。

4

行政と市
民の協
働のまち
づくりを
進めるた
めには，
市の積
極的な
関与が
必要であ
る。

4

特色あるま
ちづくりに向
け，17年度
は「まちづく
りビジョン」
が策定さ
れ，平成18
年度におい
てはその具
体的行動計
画の策定の
ため，「まち
づくりビジョ
ン」が組織さ
れた。平成
19年度はビ
ジョン実現
のためのプ
ロジェクトを
編成。サ
ポート機能
は果たして
いると考え
られる。

3

特色あるま
ちづくりに
向けた取り
組みを，市
民ひとり一
人に広げる
ためにも，
サポート機
能を全自治
振興区単
位に積極
的に行うこ
とで、成果
は向上する
と考える。

3,559

住
民
自
治
組
織
と
地
域
住
民

・職員研修へ位置
づけ，住民の意識
を変える。プロジェ
クトを組んでの研
究，内部議論，地
域への進出　・職
員がまちづくりアド
バイザーやサ
ポーターとなる。
・まちづくりサポー
トセンターの機能
化　・職員のスキ
ルアップ

まちづくりビジョン三良
坂の実現と自立した，住
民自治組織による地域
の特色を活かした事業
で，地域資源の活用や
地域の魅力を創造する
特色ある地域自治活動
の展開

「まちづくりビジョン三良坂」に基づ
く特色あるまちづくりの推進
平成18年度においては，平成17
年度に策定した「まちづくりビジョ
ン三良坂」を基に，30名程度の委
員で構成する「三良坂まちづくり
会議」を発足させ，まちづくりビジョ
ンに基づく具体的な行動計画「ま
ちづくりビジョン三良坂を実現する
ために」を策定した。
平成19年度では，より具体化に向
け「まちづくりビジョン三良坂」プロ
ジェクト実行計画作成　・住民との
協働によるコミュニケーション能力
アップとスキルアップ　・まちづくり
サポートセンターの機能化に向け
た取り組みを行う。

・住民の意識を変えるため，地
域へ出かける。住民の視点に
軸足を置き，価値観を共有し，
共に汗を流す。　・住民自治組
織のアドバイザー，サポーター
となりうるだけのスキルが求め
られる。　・ブログやＨＰ，まち
づくりサポートセンターを活用
しての情報発信や情報交換が
できるよう，サポートセンターを
機能化することにより「まちづく
りビジョン三良坂」がめざす「キ
ラリ・みらさか素敵なまち」の実
現が可能となる。

三
良
坂
支
所

住民自
治活動
の推進

16100

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

社会的ニー
ズ・市民ニー
ズともに高く，
目的や情報な
どの共有に努
めながら，市
民との協働の
まちづくりをよ
り強固に推進
する必要があ
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

5

地方主権
の時代に
あって，ま
ちづくりの
主役であ
る市民の
自治活動
推進への
二ーズは
高まる一
方と認識
する。

5

上記に
同じ。

4

補助金
算定方
法などの
見直しの
余地は
認める
が，総体
として現
段階では
このコス
ト水準は
やむをえ
ないもの
と受け止
める。

3

住民自
治の本
旨からす
ると，市
の関与
はやむを
えない。

4

側面的支援
という行政の
立場から，手
段にも自ずと
限界がある。

3

より多くの
市民が自
治活動やま
ちづくり活
動に楽しん
で参加する
よう工夫す
る必要があ
る。

17,016

市
民
・
住
民
自
治
組
織

住民自治組織や
市民一人ひとりが
自治活動やまち
づくり活動に積極
的に参加・参画す
る機運の醸成と環
境の整備

市民や住民自治組織が
自主自立の下に参加行
動し，まちづくり活動が
活性化するとともに「幸
せ」を享受できる状態。

・吉舎町まちづくりビジョンに基づ
く「特色あるまちづくり」の推進
・市民と行政との協働によるまち
づくり・地域づくり
・地域を愛し，地域を誇れる人づく
り，そして地域リーダーの育成

○協働のまちづくりと特色ある
まちづくりのため，市と市民の
情報と目的の共有化を進める
必要がある。
○まちづくり・地域づくりへの参
加・参画のため，啓発や広報
活動を促進する必要がある。
○住民自治組織の活動支援
のため，支所職員の資質向上
に向けた研修を進める必要が
ある。

吉
舎
支
所

住民自
治活動
の推進

1699

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

自立した活発
な取組ができ
る自治連合会
となるべく，支
所も積極的な
サポートを地
道に続けて行
く必要がある。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている

3

自治組
織自体
の意識
改革がな
され主体
的な活動
が出来
ればコス
トは下が
るが今は
支援が
必要

5

協働の
まちづく
りの原則
に基づい
ている

5

住民自治組
織の自立の
ために自治
組織と行政
が連携を持
ちサポート
を行った結
果自主的活
動が芽生え
つつある

3

行政もサ
ポートして
行くが自治
組織員の
意識改革
が更に進
むことによ
り向上する

14,238
自
治
連

自治連の意識改
革を図り自主を促
進する
・昨年度実施した
アンケートを参考
に，自治連に支
援，連携しながら
まちづくりビジョン
の実効を進めて
いく

自治連の定期的な協議
や研修を行う
・昨年から取り組んでい
る自治連の意識改革を
更に推進することによ
り，自立を促進し協働の
まちづくりを実現する。
意識改革とは，まちづく
りの主人公は行政では
なく住民であり，自治連
ガまちづくりの推進役で
あるという自覚を持つこ
と

・組織体制の見直し
・地域相互対策
・観光交流
・リサイクル事業の展開
・担い手確保

自治連の支援体制の充実（人
材育成、課題解決のための情
報提供）・自治連の意識改革

作
木
支
所

住民自
治活動
の推進
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第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

市民が主役と
なり自ら解決
できる地域課
題は自ら取り
組むよう意識
改革を推進す
るとともに、市
民が積極的に
活動に参加し
「ふのまちづく
りビジョン」の
活動プランを
実現するよう
支援する必要
がある。
特に、支所に
おいては職員
を地域イベント
に積極的に関
わらせ、市民
の信頼を得な
がら地域リー
ダーの育成、
市民の参加意
欲の高揚、協
力体制の充実
を促進する

21 C
未
実
施

未
実
施

4

今後，市
民が主
体で自
治組織
が運営さ
れるた
め，出前
講座によ
る情報提
供など，
行政全
般の視
野に基
づく信頼
のおける
サポート
が必要。

4

市民の
自治活
動への
参加促
進、まち
づくりの
推進に
ついて，
行政の
中立公
正なサ
ポートが
期待され
る。2

勤務時
間内の
支援活
動に伴う
経費支
出はある
ものの、
勤務時
間外の
地域イベ
ント支援
はボラン
ティアで
対応する
ため実支
出はな
い。

4

市民の
活動に
関する情
報提供
や，これ
までに
培ってき
たノウハ
ウを提供
する。

5

市民のやる
気が希薄化
している現
状の中、市
民の参加意
欲を高める
ため，行政
のノウハウ
は不可欠で
あり、職員
が率先して
行事に参加
しながら自
治活動の自
主性を育む
ようサポート
する。

2

各自治組
織の活動
状況に地
域差が見
受けられ，
支援の方
法・アイディ
ア次第では
事業成果
が期待でき
る。

7,119

自
治
組
織
及
び
町
民
一
般

・まちづくりに関係
する各種情報提
供（他町の自治組
織等からの情報
紙及び講師や視
察などの研修情
報）
・布野町まちづくり
連合会主催事業
への事務支援
・ふのまちづくりビ
ジョン実行のサ
ポート

自治振興組織を中心と
した市民による自治活
動の活発化を図る。

平成１７年度に「ふのまちづくりビ
ジョン」を策定し，８つの活動プラ
ンと４つの施設活用プランの事業
展開を行っている。「さとやま布
野」の文化を保存・再生・発信し、
「出雲街道」を介した交流で住民
自身が幸せを感じ、次世代へつな
ぐ役割を果たす。
連絡調整会議（まちづくり連合会
事務局員と支所職員で構成）でプ
ラン別の活動推進計画を作成し、
住民自治会の活動として事業展
開できるよう支援を行う。

・活動プランを計画的に推進す
るため，基本的には数値目標・
年次目標を示し，進行管理を
支援する。
・情報開示など説明責任の徹
底により，市民との価値観の
共有化を促進する。
・職員に多様な窓口対応を経
験させ，地域おこしのファシリ
テータを育成する。

布
野
支
所

住民自
治活動
の推進
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文
化
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学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
自治振興
協議会と
の協議会

回 156 120 120

サポートの多
くは自治振興
協議会である
が、下部組織
の自治振興区
の活動を支援
する必要があ
ると考えられ
る。

H
1
7

27,378 ⑷
自治振興
協議会と
の協議会

回 156 120 120

自治振興協
議会の活動
は自立して
いるが、自治
振興区は4箇
所の活動に
ムラがある。

⑵

みわス
ポーツク
ラブとの
協議

人 － 1 1

18年度は設立
のため全面協
力し19年3月
に設立した。
19年度はス
ポーツクラブ
が自立するた
めの助走とし
たい。

H
1
8

94,916 ⑸

みわス
ポーツク
ラブとの
協議

人 － 1 1

スポーツクラ
ブ設立は成
果として挙げ
られる。今後
いかに自立
した活動が
できるかが
課題である。

⑶
H
1
9

65,250 ⑹

⑴

自治組織
連合会及
び各地区
振興協議
会の事業
支援

回 98 109 115
各種事業支
援等の回数

H
1
7

217,928 ⑷
まちづくり
大会での
活動発表

団体 5 5 5

まちづくり大
会で活動の
成果発表等
を行った単
位自治組織
の数

⑵
振興協議
会連合会
連絡会議

回 12 12 12
振興協議会
との協議回
数（定例）

H
1
8

163,275 ⑸

収穫祭
（ふるさと
祭り）での
物産販売

団体 3 3 5

カーターピー
ナッツ収穫祭
へ出店した
単位自治組
織の数

⑶
まちづくり
委員会 回 7 5 6

委員会開催
回数
事業実施回
数（まちづく
りﾋﾞｼﾞｮﾝに基
づ事業の実
施）

H
1
9

123,808 ⑹

⑴
開催講座
数 件 26 21 16

・平成19年度
は，趣味的
講座のサー
クル化への
移行期間と
し，ほぼ前年
度を踏襲し
た。

H
1
7

239,346 ⑷

講座参加
者数（名
簿登録者
数）

人 896 676 484

趣味的な講
座は市主催
から民間主
催へと移行
しつつあり，
参加者も同
様の傾向に
ある。

⑵
H
1
8

251,857 ⑸

⑶
H
1
9

378,937 ⑹

⑴購入冊数 冊・点 11,248 12,708 12,000

市立図書館
８館での図
書購入冊
(点)数の合
計。

H
1
7

2,424 ⑷
年度末蔵
書数

冊・点 215,112 226,639 238,000

市立図書館
８館の蔵書
数の合計。

⑵
寄付受入
冊数

冊・点 2,392 1,859 1,800

市立図書館
８館への寄
贈図書冊数
の合計。

H
1
8

2,118 ⑸貸出冊数 冊・点 221,099 221,156 222,000

市立図書館
８館の年間
貸出冊数の
合計

⑶　 　 　 　 　
H
1
9

2,259 ⑹

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

人
員

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

　ニーズを
つかんだ更
新を行な
う。学校や
保育所，児
童クラブ等
での必要性
を勘案す
る。

継
続

  情報化時代
を迎え，図書
館の蔵書に対
する要望は多
岐に渡ってい
る。蔵書の量
的な充実に加
え社会ニーズ
にマッチした内
容的な充実も
求められてい
る。本の内容
の回転も速く
各図書館の収
納量を勘案し
ながら，適時
蔵書の入れ替
えを行う。また
本と人とを的
確に結びつけ
る「読書相談=
レファレンス」
の充実により
効率的な蔵書
の活用を図
る。

21 C
未
実
施

要
改
善

4

　市民の
教養，調
査研究
に資する
ために積
極的に
図書資
料を収集
整備し，
総合的
に資料
提供でき
る機関は
他にな
く，社会
的ニーズ
は高い。

4

　平均来
館者数
は平成１
８年度，
一日あた
り全館合
わせて３
９３人。
多い時
は５００
人を超え
る。市民
への
サービス
部門とし
て蔵書
ニーズは
高い。

3

　平成１８
年度に８
図書館の
蔵書デー
タを統合
したところ
であり，今
後はでき
るだけ同
じ図書は
購入しな
いよう，相
互のやり
取りで対
応する。
また希少
図書等に
ついては
県立図書
館や他の
公共図書
館からの
相互貸借
で対応し，
最小限の
経費で最
大の効果
を目指
す。

3

　図書の
選書に
ついて
は，社会
情勢や
利用者
のリクエ
ストを勘
案し公平
性を担保
するため
公共機
関が行う
ことが好
ましい。

4

　蔵書は図
書館の命で
あり，常に
新しい情報
や蔵書が求
められてお
り，市民の
知的活動を
支える拠点
として機能
を果たす必
要がある。

3

　ビジネス
支援，学習
支援，子育
て支援など
市民の図
書館に対す
る要望は多
様化し，図
書館もそれ
に応えるべ
く，蔵書の
充実，司書
の拡充，施
設の拡張な
どに対応し
てゆかなけ
ればならな
い。

26,920

三
次
市
市
民

①図書の購入
②寄付の受入
③購入希望リクエ
ストアンケートの
実施

　教養，調査研究に資
するために必要な情報
について，図書館の文
献等により得ることがで
きる。

　図書館は住民が生活する上で，
必要な情報を提供し，知る機会を
保障する施設である。蔵書整備に
ついては市民の要望や社会の必
要性を勘案し，急速な社会の変化
に対応できるよう量的にも内容的
にも充実を図る。
  平成１８年度末の蔵書数は中央
館１１４，８７０冊・点，分館合計１
１１，７６９冊・点合計２２６，６３９
冊・点である。平成１８年度版日本
図書館協会基準は人口６１，０００
人として３４１，４９８冊・点である。
各館の容量のことも勘案しながら
当面は２５万冊を目標とする。ま
た時代に適応しない書籍や雑誌
など随時入れ替えを行う。

　市民のニーズに応えられる
量的・内容的な充実をはかる
と同時に，現在進めている特
色ある図書館づくりを目指す。
例えば作木図書館は「カヌー
や川」，甲奴図書館は「星・天
体」など各館の特色を出すよう
選書について配慮する。

社
会
教
育
室

市立図
書館蔵
書整備

16104

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

縮
小

住民自治組
織等へのア
ウトソーシ
ングにより，
市民主体の
活動とし
て，市の関
与を縮小し
ていく。

継
続

社会的・市民
ニーズは大変
大きいが，必
ずしもすべて
の講座を市が
行う必要はな
いと考える。民
間活力を導
入，住民自治
組織主催講座
の充実と講座
重複の調整，
サークル化へ
の移行などを
行いながら，
市がすべき学
習・講座を研
究し，効果の
大きい生涯学
習活動にする
必要がある。

25 B
要
改
善

事
業
縮
小

5

長寿化，
高齢化
が進行
し，社会
環境が
めまぐる
しく変化
する時代
におい
て，生涯
学習の
果たす
役割は，
大変大き
い。

5

市民の
学びに
対する欲
求は大
変高く，
市主催
の講座
への期
待感も高
い。市民
ニーズを
的確にと
らえ，か
つ地域
課題に
対応する
講座の
構築が
必要であ
る。

3

住民自
治組織
主催の
講座や
サークル
化への
移行によ
り，コスト
を削減す
ることが
できる
が，その
分を住民
自治組
織の人
材育成に
傾注させ
たい。

4

住民自
治組織を
はじめと
する市民
主体の
民間活
力に期
待すると
ころは大
きいが，
市民の
市主催
の講座
への期
待感は
相当なも
のであ
る。た
だ，その
期待の
種類や
性質を精
査する必
要があ
る。

5

受講要望に
すべて対応
し実施。
講座に参加
することで，
生きがいづ
くり，まちづ
くりへの参
画のきっか
けづくりと
なっている。

3

市内の学
習機関とし
て，民間，
住民自治
組織，市と
あるが，市
民ニーズの
把握と，市
がすべき学
習・講座に
ついて研究
する必要が
ある。
受講生の
固定化は，
固定してい
ることが悪
いのではな
く，サーク
ルに移行さ
せるなど，
仕掛けづく
りが必要。

5,289
市
民

各種講座の開
設。

・生きがいをもち，自己
実現できるようにするこ
と。また，生きがいを見
つけるきっかけづくり。
・健康で明るい生活を送
ることができるようにす
ること。
・身につけた技能を地域
などで生かすこと。

市民が心豊かに活き活きと生活し
ていけるよう，多種多様な学習機
会を提供する。

・みよしまちづくり大学　７６人
・レディースレクチャーみよし　３３
人　…生涯学習に参画機会の少
ない育児世代の女性をターゲット
ととした
・ヤングカレッジ，実技教養講座
４２８人　…実技教養講座はニー
ズが高いものにしぼった。
・人材育成事業　１０１人
・ボランティア養成講座　３８人

趣味的講座（実技教養講座）
については，住民自治組織や
民間が開催している講座と重
複しているものもあり，また，
受講者が固定化している傾向
があるため，自主サークルな
どへの移行が必要。
市がすべき学習・講座につい
ては，まちづくりサポートセン
ター機能を活かし，「選択と集
中」を徹底し，住民自治組織が
開催することがふさわしいと思
われる講座づくりについて調
整する必要がある。

自
治
振
興
室

生涯学
習事業

16103

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

一
人
ひ
と
り
の
生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

特色あるまち
づくりに向け
て，住民自治
活動を継続的
に支援を行う
ことで，自治組
織の体制整備
と自主的・自
立的な運営が
確立できるも
のと考える。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

市民と行
政が一
体となっ
た協働
のまちづ
くりに対
する社会
的ニーズ
が高い。

4

具体的
事業の
取り組み
や行政
情報の
提供に
ついて行
政の支
援が求
められて
いる。

3

住民自
治活動
が自治
組織を通
して自主
的・自立
的な活動
へとシフ
トしてい
けば，コ
ストは削
減され
る。

4

市民と行
政が一
体となっ
た協働
のまちづ
くりを進
めていく
ため，行
政情報
の提供
や住民
ニーズの
把握は
不可欠
であり，
行政との
連携が
必要であ
る。

4

まちづくりビ
ジョンに示し
た具体的事
業実施の支
援を行って
いく中で，課
題の分析や
検討を行い
情報の共有
化が図られ
特色あるま
ちづくりや市
民参加のま
ちづくりにつ
ながる。

3

まちづくりビ
ジョンの理
解や浸透
がまだまだ
不十分であ
り，サポー
トセンター
機能を有効
に活用する
ことで成果
は向上す
る。

17,797
市
民

・まちづくりビジョ
ンに示した具体的
事業実施の支援
・住民自治組織体
制の確立
・住民自治活動の
支援

・市民がまちづくり活動
に幅広く参加できるよう
にする。
・市民と行政が情報を共
有できるようにする。
・住民自治組織が自主
的，自立的な運営できる
ようにする。

「まちづくりビジョン」に基づく特色
あるまちづくりの推進が求められ
ている。まちづくりビジョンの推進
に向けて，積極的な広報を実施
し，住民自治活動の支援や地元と
のコミュニケーション（ニーズ把
握）に努める。
また，長期的な展望の中で，地域
をまとめるリーダーの育成，特に
若者やＵターン，Ｉターン者で意欲
ある人材の発掘・育成・支援を
行っていく。

目的達成のためには，職員の
住民対話力やコーディネート
能力の質を高め，まちづくり活
動へ積極的に参加していく必
要がある。このことにより，「市
民に信頼される存在価値のあ
る支所づくり」に取り組み，甲
奴支所のミッションを実現して
いくことが今後の課題となる。

甲
奴
支
所

住民自
治活動
の推進
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１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

2

)

住
民
自
治
活
動
の
推
進
と
地
域
リ
ー

ダ
ー

の
育
成

継
続

コミュニティ
活動だけで
はなく，各
地域の自主
自立を推進
していくよう
なサポート
を行い，住
民自治活動
の活性化に
向け，更に
工夫を凝ら
した取組を
進める。

継
続

総合型地域ス
ポーツクラブ
の活動を地域
づくりに生かし
ていくためにも
住民自治組織
の支援も含
め、もうしばら
く実施していく
必要がある。

19 C
未
実
施

未
実
施

3

特色の
あるまち
づくり、
協働の
まちづく
りを推進
していく
上で、情
報の収
集と提供
をおこな
う機能は
必要であ
る。 3

サポート
センター
としての
機能が
住民に
は認知さ
れていな
い。自治
振興協
議会の
活動を活
発に展
開し、そ
れに関
わること
により機
能を周知
していけ
ばニーズ
も出てく
る。

3

住民自
治が成
熟すれば
この事業
でのコス
トは削減
できる
が、市の
総合計
画「みよ
し百年物
語」とリン
クしなが
ら、ビジョ
ンの実現
に取り組
むことが
根幹であ
る。今後
はそれぞ
れの市
の業務
の中での
関わりが
必要であ
る。

3

協働の
まちづく
りを進め
ていくに
は、行政
との連携
が必要
である。

4

各自治会や
自治振興区
で主体的な
活動が取り
組まれてい
るが、特色
のあるまち
づくりとして
総合型ス
ポーツクラ
ブの活動を
地域に浸透
させていくに
は、地域づく
り、イベント
等における
各種団体と
のコーディ
ネイト機能
の役割は重
要である。

3

協働へ向
けての目的
手段として
は有効であ
り、成果の
向上余地
はあるが、
協働の意
味をもう一
度認識しあ
い、行政依
存逆に一
方的な押し
付けになら
ないように
地域主導
型への転
換が必要で
ある。

11,390

三
和
町
の
市
民
，
三
和
町
内
自
治
組
織
，
み
わ
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ

中央サポートセン
ターと連携をとり
ながら、住民自治
活動組織への支
援を行う。
・活動各種情報の
収集と提供、助言
・みわスポーツク
ラブの支援及び各
種団体等のコー
ディネイト
・サポート機能充
実のための支所
職員の自己研鑽
と研修

自ら考え・自ら行動する
地域（自治組織）
自立した「みわスポーツ
クラブ」

『安全で安心して暮らせる地域』と
なることを目指し、住んでいる、そ
して住み続ける地域が住みやす
く、楽しい地域となるために『自ら
が考え、自ら行動する』元気な自
立した地域をつくるため、三和町
自治振興協議会を核とした住民
自治組織の活動支援を行うため、
次の機能を果たす。　①情報ス
テーション機能　②交流サロン機
能　③相談研修機能　④コーディ
ネイト機能　⑤生涯学習振興機能
　平成18年度に総合型地域ス
ポーツクラブである「みわスポーツ
クラブ」を設立し、19年度から健康
とスポーツを中心として、各クラブ
の活動はもちろん、各クラブと自
治会を巻き込んだスポーツフェス
ティバルを計画し、市民に啓発し、
自立した「みわスポーツクラブ」と
なるよう活動支援する。

三和町は74区（行政区）と15の自
治会4つの振興区1つの連合体
（自治振興協議会）で成っていま
す。住みよい地域づくりを進めて
いくには地域の基礎である「区」
の組織を如何に生かすか又それ
ぞれの自治会活動と振興区活動
のコーディネートを連合体である
自治振興協議会がサポートでき
るか。また総合型地域スポーツク
ラブの展開を如何に地域づくりに
生かしていくかが課題である。ス
ポーツクラブについては、新たな
自治活動という視点で、住民が誇
りに思えるクラブにすることが、地
域の自信とコミュニティの再生に
もつながるであろう。地域のニー
ズ

三
和
支
所

住民自
治活動
の推進
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※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
開館延べ
日数（全
館）

日 803 2,500

新図書館シス
テム稼動日数
（全館の年間
延べ日数）平
成18年度は11
月から3月。平
成19年度は4
月から3月。

H
1
7

#VALUE! ⑷貸出冊数 冊・点 221,099 221,156 222,000

市立図書館
８館での総
貸出冊数

⑵
ホーム
ページ更
新回数

2 12
H
1
8

20,037 ⑸
アクセス
数 件 11,730 350,000

図書館ホー
ムページへ
のアクセス数
ホームペー
ジは平成19
年3月15日公
開開始

⑶
H
1
9

4,621 ⑹　 　 　 　

⑴発行回数 回 103 104 100
年間発行回
数

H
1
7

689 ⑷貸出冊数 冊・点 221,099 221,156 222,000

市立図書館
８館の年間
貸出冊数の
合計

⑵発行部数 枚 64,250 61,920 50,000

平成１９年度
以降はイン
ターネット，
CATVを平行
活用する。

H
1
8

682 ⑸来館者数 人 131,161 124,631 125,000

市立図書館
８館の年間
来館者数の
合計

⑶
H
1
9

710 ⑹

⑴
図書の充
実

冊・点 215,112 226,639 238,000

市立図書館
８館の蔵書
数の合計

H
1
7

273 ⑷貸出冊数 冊・点 221,099 221,156 222,000

市立図書館
８館の年間
貸出冊数の
合計

⑵
新規登録
者数（個
人）

人 1,840 1,582 1,600
新規の登録
者数

H
1
8

264 ⑸来館者数 人 131,161 124,631 125,000

市立図書館
８館の来館
者数の合計

⑶
H
1
9

243 ⑹
ホーム
ページア
クセス数

件 11,730 350,000

図書館ホー
ムページへ
のアクセス数
ホームペー
ジは平成19
年3月15日公
開開始

⑴
市職員出
席会議・
行事回数

回 26 24 20

市職員の出
席回数で行
事当日の動
員含む

H
1
7

21,884 ⑷
参加・観
客者数 人 4,600 4,655 4,800

出演者，出
品者，観客
の総数

⑵
H
1
8

23,708 ⑸

⑶
H
1
9

24,900 ⑹

人
員

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

配
布
先
等
の
縮
小

1
5
 
効
果
の
検
証

縮
小

今後の課題
に掲げてい
るように，文
化連盟の主
体性を確立
し，文化連
盟が主体
的・積極的
に広報活動
をおこない
人材の確保
につとめる
とともに，独
自に研修等
を計画実施
し，人材育
成にも力を
注げるよう
指導・助言
することとし
て，行政の
関与は最小
限とする。

継
続

　市民の文化活
動発表及び鑑
賞機会を提供
する事業とし
て，今後も継続
が必要である
が，より広く市
民の各層へア
ピールし，文化
の裾野を広げる
ため，企画内
容・広報等の充
実を図る必要が
ある。
　行事の運営体
制については，
文化連盟が主
体性を確立する
ために文化連
盟独自で研修
等をおこない，
人材を育成して
いく必要があ
る。そのため市
行政は運営体
制の見直しにつ
いて助言してい
く。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

5

　市民
が，自ら
の文化
活動の
場として
主体的
に参加
し，市民
自らが文
化意識を
高揚させ
ていくた
めに社
会的
ニーズは
極めて
高い。

4

　芸術文
化活動に
親しむ市
民にとっ
ては，日
頃の成果
を発表し
たり，鑑
賞する機
会として
非常に
ニーズが
高い。
　また市
民が積極
的に文化
活動に参
加し，市
の文化振
興に主体
的に関与
すること
に対して
も非常に
関心が高
い。

4

　行事運
営の人
的支援に
ついて
は，縮小
の余地
がある
が，企画
会議等
へは積
極的に参
加し，内
容の充
実を図る
とともに，
情報交
換，広報
活動等に
ついて
は，一層
の充実を
図る。

2

　市行政
としての
関わり方
について
は，企画
内容の
助言，情
報提供，
広報活
動を主と
し，事業
運営に
ついて
は，文化
連盟が
主体的
に実施し
ていける
よう，独
自に研
修等を実
施するこ
とで人材
育成を
行ってい
く必要が
ある

4

　文化連盟
の主体性を
確立してい
きながら，主
要な文化事
業として市
行政との協
働体制を築
くことによ
り，市民の
文化活動発
表及び鑑賞
機会の提供
に努めてい
る。

3

　企画内容
を検討し充
実を図ると
ともに，広
報活動を十
分に行って
いくことで，
参加者，観
客者数の
増加を図
る。また自
主財源の
確保のた
め，自主事
業の企画
立案の面
からも支援
していく。

569
　
市
民

　①市民祭又は
各支部主催の文
化祭への開催支
援・助言
　②文化連盟自
主財源確保のた
めの取り組み(バ
ザー等の実施）支
援・助言

　芸能祭，美術展等へ
の出演・出展などによ
り，市民文化活動の発
表の場とするとともに，
多くの市民が鑑賞する
機会を提供することで文
化意識の高揚を図る。
また上記の事業を文化
連盟の自主財源確保に
活用できるよう行政側か
らも支援していく。

　三次市文化連盟の主催である「み
よし文化祭」は，毎年秋に開催され，
芸能祭，美術展，生花展，俳句大
会，短歌大会を開催し，文化連盟の
総合フェスティバルとして位置づけら
れているとともに，本市最大の文化
行事となっている。
 また，三次市文化連盟の各支部の
主催事業として実施されている「市民
祭又は支部での文化祭」は，芸能
祭，美術展，いけ花展，俳句・短歌大
会等を開催し，各支部とも多くの市民
に発表機会を提供することを主旨と
している。
　市行政はこれらの行事を本市の文
化振興における主要な行事として位
置づけ，文化連盟との協力体制の下
に企画・運営に参加している。また，
文化連盟のバザー等実施による自
主財源の確保の場として協力・助言
等を行う。

　「誇れるみよし文化」を生み
出す主要事業として，市民祭・
文化祭は今後も重点的に継続
していくが，マンネリ化を防ぎ，
広い世代に支持される事業と
するため，企画内容について
見直す必要がある。１９年度は
市外団体との交流や伝統芸
能，新ジャンルの芸能・文化を
発表する機会の創設なども検
討課題としている。
　また，１８年度に文化連盟の
自主財源の確保のためバザー
が行われたが，今後も十分な
成果が上がるよう助言してい
く。
　行事運営については，行政と
して人的支援を行っているが，
１９年度以降縮小していく。こ
れにより，文化連盟の主体

文
化
振
興
室

市民祭・
文化祭

17108

第
3
 
文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

1

)

「
奥
田
元
宋
・
小
由
女
美
術
館

」
を
核
と
し
た
芸
術
に
よ
る

う
る
お
い
あ
る
暮
ら
し
の
実
現
と
感
性
豊
か
な
人
格
の
形
成

継
続

　登録者数
の増加を進
めるととも
に，より親し
まれ選ばれ
る図書館を
目指す。

継
続

  図書館に対
する市民ニー
ズは高く，「市
民サービスの
向上」を基本
に据え事業を
企画運営して
ゆく。
社会情勢の変
化，市民の
ニーズを勘案
しながら，保育
所や学校等関
係機関，ボラ
ンティアグルー
プなどとの連
携により，市民
に貢献できる
図書館を目指
す。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

　図書館
はあらゆ
る情報を
市民に提
供する社
会的責務
がある。
これに加
え地域の
ニーズを
把握しそ
れに対応
できる図
書館作り
を目指
す。

4

　　平成
１８年
度，全館
で一日
平均３９
３人，多
い日に
は５００
人以上
の利用
者があ
り，図書
館に対
するニー
ズは高
いと思わ
れる。
　この市
民の
ニーズに
応えられ
るような
企画と運
営が求
められて
いる。

3

　運営体
制につい
て，全面
委託でき
るかの検
討も必要
である。

3

　設置者
は市であ
るが，運
営面に
ついて，
民間委
託も検討
する。

4

　効果的な図
書館運営を
するため，独
創的な発想
や企画をする
必要がある。

3

　平成18年
度の新図
書館システ
ム導入や
ホームペー
ジ構築によ
り利用者の
利便性を高
めることが
できた。
　さらに各
部署，機関
や読み聞
かせボラン
ティアグ
ループと連
携（絵本の
団体貸し出
しや会場提
供など）す
ることによ
り図書館利
用を促進で
きる。

60,033

三
次
市
市
民

①図書の拡充。
②ホームページを
活用した情報提
供
③読み聞かせボ
ランティアの活動・
交流の支援
④「絵本の宅急
便」事業の実施
⑤小中学校の夏
休み・冬休み・春
休み中の全館全
日開館

図書館の利用促進
①貸出冊数の増加
222,000冊・点
②来館者数の増加
125,000人

  現在，三次市立図書館は５つの基
本理念を掲げ運営をしている。①住
民の情報拠点として，施設・資料を整
備する。②住民の読書施設として，
読書環境を整備する。③住民の各年
齢層に応じた学習(生涯学習)を支援
する。④住民の知的財産を保存し，
活用を図る。⑤幼児，高齢者，障害
者，遠隔利用者等に配慮した施策を
講じる。の５点である。
　平成１８年度，８図書館のデータ統
合を行い新図書館システムを導入
し，ホームページを構築することによ
り利用者の利便性の向上を図った。
また市民提案事業「三次おはなしボ
ランティア交流事業」を実施し，お話
しボランティアグループ間の連携と交
流を図った。平成１９年度は希望する
保育所に絵本を届ける「紙芝居おじ
さんの絵本宅急便」を開始し，子育て
支援と絵本の有効活用を図る。

・会場の提供や絵本の団体貸
出など市内読み聞かせボラン
ティアグループの活動支援。
・保育所・学校等諸機関との連
携による図書館運営の実施と
利用促進。

社
会
教
育
室

図書館
運営企
画

16107

第
3
 
文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

継
続

　ケーブル
テレビの活
用。限られ
た場所への
お知らせ設
置。図書館
でのイベン
ト開催など
効率あるＰ
Ｒ手法を考
える。

継
続

　紙媒体の「図
書館だより」の
要望も強い。
紙面でしか情
報が得られな
い市民や紙媒
体に親しみの
ある市民には
有効な手段で
ある。ホーム
ページやケー
ブルテレビな
ど電子媒体と
の並行運用を
行う。最小限
の費用で最大
の効果が上が
るよう紙面づく
りを行う。

20 C
要
改
善

要
改
善

3

　図書館
をできる
だけ，た
くさんの
方に利
用してい
ただくよ
う，イン
ターネッ
ト等に加
え図書
館だより
は重要
な広報
手段であ
る。

4

　館内の
図書館
だよりは
多くの方
に持ちか
えってい
ただいて
いる。発
行部数
の増加
の要望
がある。

4

　館に
よっては
支所だよ
りや自治
連合会だ
よりの紙
面に掲載
していた
だくとで
経費節
減をは
かってい
るが，さ
らに節減
に努め
る。

3

　公立図
書館とし
て中立
性や公
共性を保
つため行
政関与
の必要
性は高
い。

4

　紙面でし
か情報が得
られない市
民に対して
効果があ
る。

2

　図書館で
の行事や
お話し会等
のお知らせ
だけでなく，
「図書館は
楽しいとこ
ろ，役に立
つところ」と
いうイメー
ジを持って
いただくよ
う紙面つく
りの工夫が
必要であ
る。

71

三
次
市
市
民

　図書館だよりを
発行し，図書館情
報を幅広く提供
し，図書館への利
用を呼びかける。

図書館の利用促進
①図書館への関心を深
めていただき，図書館を
十分に利用してもらう。
②図書館を利用してい
ただき，生活や学習に
役立ててもらう。

  図書館の情報を提供し広く利用
を呼びかけ，来館者に館内案内を
することは図書館の重要な任務で
ある。８図書館全館で広報活動に
取り組んで入る。図書館の情報発
信の方法として①各館独自の図
書館だよりの発行②広報みよしの
図書館コーナーへの掲載③中国
新聞ファミリーへの依頼④ケーブ
ルテレビへの依頼，⑤館内特集
展示に加え１９年度からは⑥図書
館のホームページを公開し蔵書
検索を始め，新着本やお話し会等
の広報を行っている。図書館だよ
りにはお勧めの図書，新着本案
内，コラムなどを掲載している。

・市民の方に多様な手段や媒
体で情報を発信してゆく。
・紙媒体の魅力を十分に発揮
するよう，「図書館利用のワン
ポイントアドバイス」など今後も
親しみやすい紙面を作成する
とともに，定期的発行を行う。

社
会
教
育
室

図書館
だより発
行

16106
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文
化
・
学
習

１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実

終
了

　システム
構築は終
了。今後は
加入者数の
増加を図
り，その便
利さをＰＲし
図書に親し
んでもらう。

継
続

　新図書館シ
ステム導入や
ホームページ
構築による図
書館情報の発
信により，市民
にとっての利
便性を向上さ
せることか可
能となった。
「インターネッ
トにより家庭で
も蔵書検索・
予約ができる」
ことや「どの図
書館でも借り
れ，どの図書
館でも返却で
きる」等，利便
性が向上した
機能をPRして
図書館利用の
促進を図る。

22 B
未
実
施

要
改
善

4

　情報化
社会の
中，ホー
ムページ
による図
書館情
報の公
開は必
要不可
欠であ
る。６月
現在毎
日約１０
００件の
アクセス
がある。

4

　システ
ムの利
便性向
上にとも
ない，市
内を流通
する数量
が月平
均４００
冊・点が
１０００
冊・点と
倍増し市
民ニーズ
が反映し
たとおも
われる。

4

　システ
ムのラン
ニングコ
ストにつ
いては，
契約に基
づいた
リース料
金と保守
料金であ
り，削減
余地はな
いが，シ
ステムの
効果的な
活用によ
り，人的
コストの
削減を図
る。

3

　本シス
テムの
構築は，
図書館
運営と一
体をなす
ものであ
り，利用
者の個
人情報も
取り扱う
ことから
市が直
接携わる
必要が
ある。

4

　８図書館を
一つの図書
館として機
能させ，市
内どの図書
館からでも，
すべての図
書館の蔵書
が貸出返却
ができるよう
になった。

3

　このシス
テムを十分
に活用する
ため，個人
だけではな
く保育所や
学校等の
団体の利
用を促進す
る。

16,090

三
次
市
市
民

・ホームページの
活用のPR，利用
案内
・ホームページ予
約のための暗証
番号登録促進

新図書館システムや
ホームページを充分活
用し，図書館を市民生
活に役立てる。
①ホームページによりお
話し会，新着案内，貸出
ベスト等の図書館情報
が取得できる
②自宅にいながら，ホー
ムページを通じて蔵書
の検索，予約ができる
③最寄の図書館を窓口
として，全図書館の蔵書
を借りることができる。

　平成１８年１２月，合併以来懸案
であった８図書館の蔵書データの
統合を行い，新図書館システムを
導入した。これにより，８図書館の
蔵書についての検索や貸出，返
却処理，予約情報確認が一括で
可能になり，どこでも借りられどこ
でも返却することが可能になっ
た。さらに１９年３月より，ホーム
ページを公開。各家庭や学校など
から蔵書検索や予約，新着案内
等の情報を発信することが可能に
なった。

・システムの機能を十分に発
揮させ，８図書館の蔵書を全
市民に活用していただくよう流
通の促進を図る。
・ホームページ上での検索予
約など利用促進を図る。

社
会
教
育
室

図書館
システ
ム構築
事業

18105
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１
住
民
自
治
・
生
涯
学
習

(

3

)

生
涯
学
習
の
充
実
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
文化連盟
主催の行
事件数

件 23 29 29
本部，支部
主催の文化
行事件数

H
1
7

179,130 ⑷
文化連盟
加入団体
数

団体 216 200 205
文化連盟の
市内８支部
加入団体数

⑵
文化連盟
の会議数 回 30 29 30

文化連盟総
会，役員会
等の回数

H
1
8

130,827 ⑸
文化連盟
会員数 人 2,570 2,159 2,200

文化連盟の
市内８支部
加入会員数

⑶
H
1
9

119,551 ⑹

⑴
補助金交
付団体 件 4 4 5

補助金を交
付した団体
数

H
1
7

2,010,000 ⑷
イベント
数 回 62 59 60

公演，講演
会，展示会，
教室，天体
観測会

⑵
企画指
導・ヒヤリ
ング

回 4 4 5

補助金交付
団体の事業
内容につい
て指導・助言

H
1
8

1,904,750 ⑸入場者数 人 2,500 2,869 2,900

イベントにお
ける入場者
数
教室，観測
会は延人数

⑶
H
1
9

1,479,800 ⑹

⑴公演数 回 3 3 2
年間公演回
数

H
1
7

277,000 ⑷
鑑賞した
児童・生
徒数

人 831 433 416

当該事業に
よる三次市
での公演回
数を増加さ
せることは困
難であるが，
複数校での
合同鑑賞と
し，できる限

⑵対象校 校 9 4 6
鑑賞した（す
る）学校数

H
1
8

258,333 ⑸

⑶
H
1
9

356,000 ⑹

⑴
協会の主
要事業開
催日数

日 17 17 17

財団法人三
次国際交流
協会主催す
る事業の開
催日数

H
1
7

1,188,470 ⑷

国際交流
協力事業
報告会/
日本語ス
ピーコン
テスト参
加者

人 130 150 150

協会主催の
事業実施に
おける参加
者数

⑵
外国人相
談業務 回 48 48 48

毎週木曜日
及び事業実
施における
参加者数

H
1
8

925,764 ⑸
外国人相
談業務 件 106 74 80

相談員への
相談件数

⑶
H
1
9

946,058 ⑹
ボラン
ティア数 人 36 39 39

協会のボラ
ンティアス
タッフ数

1
0
 
内
容
の
改
善

1
5
 
効
果
の
検
証

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

予
算
額

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

継
続

在住外国人
とふれあう
機会を増や
し相互理解
に繋がる地
道な活動の
推進の継続
が必要であ
る。

継
続

インドハイデラ
バード市との
産業，経済分
野での交流内
容を具体化さ
せ，三次市の
経済活性化を
目指す。
財団法人三次
国際交流協会
主催の市内学
生による英語
でのスピーチ
交流会を継続
的に支援し，
今後何らかの
大会（市を越
えての）につな
げていく。

25 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

今後日本
が少子高
齢化によ
る労働力
不足及び
国際化で
外国人と
ふれあう機
会が増え
ることが見
込まれる。
多文化・共
生社会の
中で国際
交流・国際
協力及び
外国人支
援事業の
実施は自
治体及び
国際交流
協会が主
体となって
行う事業
の中心に
なるべきも
のであると
考えるた
め。

4

行政・協
会・民間
団体が
一体と
なって国
際意識
の高揚を
図るため
の啓発
事業に
力を入れ
た成果
があり，
国際交
流・協力
に関する
意識は
市民の
中でも高
くなって
いるた
め。

5

(財)三次
国際交
流協会
の事務
費に対し
ては補助
金を交付
せず，財
産の運
用益で
行ってい
るのでコ
ストがか
からない
ため。

4

他市の
状況を見
ると独自
に職員を
雇用し，
行政は
管理職
の出向
等で事
務局の
運営を行
う財団が
あるが，
本市財
団の財
産規模・
事業規
模を考慮
して，行
政を中心
に事業
実施する
ことで充
実した活
動が展
開できる
ため

4

三次市の国
際交流に関
する事業は
(財)三次国
際交流協会
を通して事
業実施をし
ており，この
協会は国際
交流・協力
のための事
業を広く展
開している
ため目的達
成への貢献
をしている
が，今後も
国際理解の
推進及び在
住外国人支
援に力を入
れる必要が
ある。

3

多様化する
国際交流・
協力に対し
て対応でき
るよう人的
支援を行う
必要があ
る。さらに
民間交流
団体が活
発に活動で
きるように
助言や協
力などの支
援を行う必
要があるた
め。

15,738

三
次
市
民

(

在
住
外
国
人
を
含
む

)

，
三
次
市
を
訪
問
す
る
外
国

人
，
民
間
国
際
交
流
団
体

　①三次市民の
国際意識の高揚・
国際交流の推進
　②在住外国人
が住みやすいまち
づくりの形成
　③民間国際交
流団体の活動支
援と団体強化
　④国際理解，協
力にむけた人材
育成

(1)外国人との交流及び
国際理解を目的とした
事業の実施
    (スピーチ交流会/国
際交流・協力報告会支
援)
(2)外国人の住みやす
い・訪問しやすいまちづ
くりのための事業の実
施
　　(在住外国人のため
の生活相談/外国人訪
問者受入事業)
(3)協会の活動拡大と強
化のための事業の実施
(賛助会員の募集/国際
交流・協力ボランティア
の募集)
(4)国際交流団体支援の
ための事業の実施(助
成金交付事業)
(5)友好・姉妹都市交流
推進のための事業の実
施 (友好・姉妹都市から
の公式友好訪問団受入
事業への協力)

国際交流事業の推進及び交流都
市との都市提携にむけた取組み。
（財団法人三次国際交流協会の
事務局を持つ。）
三次市における国際化の進展に
適切に対処するとともに，在住外
国人と地域住民との親善交流及
び市民レベルでの国際交流･国際
協力を積極的に推進する。
(1)在住外国人のための生活相談
(2)賛助会員の募集 (3)国際交流・
協力ボランティアの募集
(4)スピーチ交流会（H18年度から
新たな取組み；市内在住外国人
及び市内在住または市内中・高
校へ通学する学生を対象）
(5)国際交流・協力事業報告会　(6

①現在の交流都市及び友好・
姉妹都市との相互交流の継続
的な推進を図り，国際感覚豊
かな人材育成を行う。
②ハイデラバード市とは，協力
内容の具体化を行い，今後の
事業計画を明確にしていく。
③財団法人三次国際交流協
会では，主要事業として市内
在住外国人と市内在住または
市内の中学校，高校へ通学す
る学生を対象としたスピーチ交
流会の継続とさらなる参加者
拡大を目指す。
④三次市在住外国人が暮らし
やよう生活相談の継続，日本
語教室の支援を行っていく。
⑤地域住民との相互理解を図
り，住みやすい環境を提供す
る。

秘
書
広
報
担
当

国際交
流推進
業務
（財団法
人三次
国際交
流協会）

16112
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文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

継
続

　演劇団体
を固定せ
ず，より多く
の子どもた
ちにすぐれ
た文化に触
れる機会を
与える。

継
続

引き続き当該
事業の実施に
より，優れた芸
術鑑賞を子ど
もたちに提供
し，演劇鑑賞
における感動
体験の共有と
心のふれあい
による豊かな
感性を育んで
いく。

22 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

3

情緒・感
性が磨か
れる時期
に，質の
高い芸術
にふれる
ことは重
要であ
り，社会
的なニー
ズは認め
られる。ま
た，毎年
複数校か
ら開催希
望があ
る。

3

情操教
育の観
点から，
子どもた
ちが質の
高い芸
術を鑑賞
すること
に対する
保護者
のニーズ
は高い。

4

経費は
公演開
催に必要
な負担金
であり，
コスト削
減の余
地は小さ
い。

5

学校主
体の公
演であ
り，教育
委員会と
学校とが
連携して
取り組ん
でいく。

3

質の高い舞
台芸術の鑑
賞機会を設
けることによ
り，子どもた
ちの豊かな
感性を育む
場を提供して
いる。

4

子どもたち
の豊かな感
性を育む場
の提供とし
て，演劇以
外の芸術・
文化鑑賞
機会の設
定も必要で
ある。

775

市
内
の
小
中
学
校
の
児
童
・
生
徒

日本児童青少年
演劇劇団協同組
合加盟の，子ども
の健全育成に優
れた劇団が全国
を巡回する際に，
児童・生徒が演劇
を鑑賞する機会を
設定する。

感性豊かな子どもたち
を育む。

成長期にある子どもたちに優れた
芸術を鑑賞する機会を確保し，豊
かな創造性，情操のかん養に資
するとともに，優れた舞台芸術を
派遣して，芸術文化への関心を高
める。（平成１９年度より名称が
「児童演劇地方巡回公演」に変更
された）

一人でも多くの子どもたちに鑑
賞機会を提供できるよう，工夫
を凝らし計画的に実施してい
く。

社
会
教
育
室

児童演
劇地方
巡回公
演開催
に関す
る事務

16111

第
3
 
文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

2

)

自
分
・
み
ん
な
・
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
の
推
進

継
続

文化施設を
効果的に活
用するとと
もに，利用
者負担の見
直し，自主
財源の確
保，指定管
理者との協
力関係の構
築等を行
う。

継
続

  補助金は，
現行水準を維
持し，利用者
負担や自主財
源確保の取り
組みを強化す
ることで，より
質の高い文化
事業を地域が
主体的に取り
組めるよう積
極的に支援し
ていく。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

　人間が
人間らし
く生活し
ていくう
えで，芸
術文化
に触れる
機会を増
やしてい
くことは
非常に
大切なこ
とであ
り，今後
社会的
ニーズは
益々高く
なると思
われる。

4

　身近な
施設で
質の高
い芸術を
鑑賞でき
る環境
が，市民
の生活
に潤いを
与え，地
域の文
化振興
に貢献
するとい
うことで，
市民の
ニーズも
高い。

4

　利用者
負担の
見直し，
自主財
源確保
の取り組
みは，継
続して行
うが必要
がある
が，ある
程度安
価な入場
料で良質
の芸術を
鑑賞して
もらうた
めには，
総事業
費の半
額程度
は補助
金を交付
すること
が望まし
い。

3

　良質の芸
術をある程
度安価に
鑑賞しても
らうため，
また，地域
の主体的
な文化活
動を支援
するために
は，現行水
準の補助
金が必要
である。
　市が企画
や実施方
法につい
て指導助
言し，広報
活動を支
援すること
で，効率的
で内容の
高い事業
実施を図
る。

4

　各文化セ
ンター施設
を拠点とし
て質の高い
文化事業を
実施するこ
とで，地域
の文化を発
信し，地域
住民の文化
振興を推進
する。

3

　魅力ある
企画を工夫
して，効果
的なＰＲを
行うことで，
実施回数
や入場者
数について
も増加でき
る可能性が
ある。

7,619
市
民

　文化施設を活用
した事業に補助金
を交付し，企画内
容を指導・助言
し，広報を充実さ
せる。
　これにより，質
の高い芸術鑑賞
機会を市民に提
供し，また，多くの
方に来ていただけ
る事業を実施す
る。

　市民に質の高い芸術・
文化の鑑賞機会を提供
することにより，地域の
芸術・文化を発信すると
ともに，地域住民が芸
術文化に親しめる土壌
を醸成する。

　市民が質の高い芸術・文化に触
れる機会を提供し，地域の芸術・
文化の振興につなげるものとし
て，文化施設ホール等で行う文化
活動に対し補助金を交付し，活動
を支援する。
　交付団体の実施する事業は，参
加型事業よりも鑑賞型事業のもの
が主体となっている。（参加型事
業は文化連盟の事業で行ってい
る。）

平成１８年度事業・・・［文化振興
活動支援補助金］みわ文化セン
ターホール運営協議会外３団体，
補助金総額：６，１９６千円
平成１９年度事業・・・［文化振興
活動支援補助金］みわ文化セン
ターホール運営協議会外４団体，
補助金総額：

　文化事業の補助金について
は，「スポーツ文化振興事業補
助金」との相違点を整理する
必要があるが，「文化振興活
動支援補助金」は，自主的に
文化事業を企画・運営できる
団体への補助金として存続さ
せる意義があると考える。
　ただ，交付団体の中に依然
残る補助金依存体質を改め，
利用者負担の増大，自主財源
の確保，指定管理者との協力
関係構築等で適正な運営が行
われるよう，交付団体に対する
指導助言をこれまで以上に積
極的に行う必要がある。
　また，ＣＡＴＶや市ホームペー
ジ等による広報を充実させ，入
場者の増加について積極的に
支援する

文
化
振
興
室

文化団
体の育
成・支援

16110

第
3
 
文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

3

)

み
よ
し
文
化
の
発
信
と
国
際
交
流
の
推
進

縮
小

自主財源確
保の取組を
継続して行
う。

継
続

　文化活動に
関心をもつ市
民を増加させ
るため，その
活動の中枢を
担う文化連盟
の自主財源
（会費，イベン
ト収入等）を増
やす取り組み
は，継続して
いく必要があ
る。また，加入
団体・会員の
増加，役員の
高齢化による
人材育成が課
題となってい
る。
　行事につい
ては，マンネリ
化を防ぎ，斬
新な企画を打
ち出せるよう，
一層の連携と
情報提供を図
る

22 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

　市民の
文化活
動に対
する理解
と関心を
深めるた
め，さら
に市民
の様々
なライフ
スタイル
とともに
多様化
する文化
事業へ
のニーズ
に応える
ために
は，文化
連盟へ
の支援と
連携が
欠かせ
ない。

4

　市文化
団体の
中核を担
う文化連
盟の事
業に対
し，市民
の期待も
高い。

4

　文化連盟
の事業維
持及び拡
大並びに
活動団体
の育成等
を図る上で
補助金は
必要であ
る。補助金
減額の中，
会費の増
額，自主財
源確保の
取り組みを
行い，一定
の成果を
上げている
が，会場使
用料負担
の発生等
経費も増額
している。

3

　市との連
携は常に
図り，情報
交換を行う
が，文化連
盟主催事
業への人
的支援は
縮小し，連
盟の主体
性を培う必
要がある。
　全市的な
文化行事
について
は，市と文
化連盟の
協働体制
により実施
することが
望ましく，
文化連盟
の体質強
化に向け，
市も積極
的に指導，
助言する
必要があ
る。

4

　市民の文
化意識やレ
ベル向上を
図るため，
文化連盟に
その中核組
織としての
文化振興を
担ってもらう
ため，財政
的支援をは
じめ，市行
政との協働
体制構築が
不可欠であ
る。

3

　市行政と
の連携を図
りながら，
文化連盟
の主体性を
高め，本市
の文化活
動の推進を
担っていく
団体とし
て，加入団
体，会員の
増加と人材
育成につい
て更に推進
する必要が
ある。

3,794
市
民

　財政支援，人的
支援，情報提供，
広報支援等

　市民の文化意識や文
化レベルを向上させると
ともに文化活動者の裾
野を広げるため，本市
の文化・芸術活動を推
進する中核団体である
文化連盟で市民文化団
体・サークルの育成や
文化行事を主体的に実
施できるよう，また，自
主財源の確保ができる
よう文化連盟を育成・強
化していく。

　三次市文化連盟は，８支部２００
団体で構成され，会員数は２，１５
９人（平成１８年度実績）となって
おり，本市の芸術・文化活動を推
進する中核団体となっている。本
組織の活動を支援することにより
市民の文化意識・レベルの高揚と
活動者の裾野を広げることを目標
とする。
　主な支援事業は，補助金交付
（２，４００千円），みよし市民際，
みよし文化祭等主要行事の共催
（人的支援），情報提供，広報支
援等である。

　平成１９年度の補助金は２，
４００千円で，平成１８年度に
比べ３２７千円減額しており，
会員増，会費の増額やイベン
トでの収益（バザー・自主事
業）等，自主財源の確保の取
組みを一層推進していく必要
がある。
　文化連盟の会員は減少傾向
にあり，会員増の取り組みや
役員の高齢化による後継者育
成，舞台スタッフの養成等課
題がある。市としても積極的に
指導･助言していく。
　また，文化イベントでは新規
事業の実施や市民祭・文化祭
等の既存事業の拡充につい
て，平成１９年度より実施する
「スポーツ･文化振興事業」の
一環として文化連盟が取り

文
化
振
興
室

文化連
盟支援
事業

16109

第
3
 
文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

1

)

「
奥
田
元
宋
・
小
由
女
美
術
館

」
を
核
と
し
た
芸
術
に
よ
る
う
る
お
い
あ
る
暮
ら

し
の
実
現
と
感
性
豊
か
な
人
格
の
形
成

28／94
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19
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総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
検討委員
会会議回
数

回 3
検討委員会
の会議回数

H
1
7

#VALUE! ⑷
補助金交
付事業数 件 10

補助金交付
事業数

⑵

候補事業
協議・ヒ
ヤリング
回数

回 20

事業企画に
ついてス
ポーツ・文化
団体との協
議，提案事
業のヒヤリン
グ

H
1
8

#VALUE! ⑸
市民参加
者数 人 5,000

補助金交付
事業の市民
参加者総数

⑶
H
1
9

8,045,000 ⑹

⑴
催事来場
者 人 770 1,220 1,000

平和のつどい
MIYOSHI，映画
上映会の入場者
数を計上。平成１
８年度の大幅増
は，映画の入場
者数が７００人と
大幅に増加した
ことによる。

H
1
7

11,887 ⑷来場者数 人 770 1,220 1,000

映画上映で
は，話題性
の高い作品
が実施でき
たことで，多
くの来場が
あった。

⑵ 回
H
1
8

4,022 ⑸

⑶
H
1
9

4,989 ⑹

⑴相談件数 件 10 10 10

まちづくりセ
ンター及び
別館への相
談件数。

H
1
7

21,300 ⑷解決 件 4 4 4
地域相談の
場で即解決
したもの

⑵開催回数 回 12 12 12

まちづくりセ
ンター別館で
の地域相談
の回数
毎月第一木
曜日

H
1
8

21,300 ⑸照会 件 3 3 3
他の部署等
へ照会して
回答したもの

⑶
H
1
9

21,300 ⑹教示 件 3 3 3

問題解決へ
の方法を提
示したもの

⑴

ひと・か
がやき
フェスタ
参加者数

人 469 250 400

人権週間中（12月4
日～10日）の事業と
して実施しており，
他団体の行事と競
合した。また映画上
映では17年度が特
に人気作だったこと
から18年度で相対
的に減少した。

H
1
7

13,810 ⑷

ひと・か
がやき
フェスタ
参加者数

人 469 250 400

講演会や映
画会は，講
師や作品の
話題性に大
きく左右され
る。

⑵

ひと・か
がやき
フェスタ２
００６

回 1 1 1
H
1
8

11,400 ⑸

⑶
H
1
9

7,312 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
5
 
効
果
の
検
証

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

平成１７年
度は福祉事
務所との行
事（健康福
祉まつり）と
の開催によ
り参加者が
増加した事
例もあり，
他の行事と
開催するな
ど，参加者
を増加させ
るとともに
事業の効率
化を図る。

拡
大

市民ニーズの
低さに課題が
あり，市民の
関心や盛り上
がりが十分で
ないため，今
後は，より一
層の取り組み
やすい具体的
施策を推進す
る必要があ
る。

19 C
未
実
施

要
改
善

4

少子高
齢化社
会の中
で，外国
人との共
生や国
際化社
会の中
心で生き
続けられ
る人権感
覚を，鋭
意に持ち
続けるた
めの社
会的
ニーズは
高いと考
える。

2

広く市民
に啓発
が十分
に行き届
いていな
いことも
あり，市
民の関
心や盛り
上がりが
不足して
いる。

3

イベント
等につい
ては，内
容によっ
て大きく
経費が
変わる。

4

人として
の思い
やり，不
当な差
別意識
などの人
権意識
感覚の
ズレを自
らが気づ
き振り返
ることの
大切さ
を，是正
修正する
ための
取り組み
やすい
講座等
で何度と
なく繰り
返すこと
が必要。

3

市民への広
報周知はし
ているが，よ
り広い市民
参加の方法
を考える余
地がある。

3

人権教育・
啓発につい
て，より市
民が取り組
みやすい施
策を展開す
ることが必
要である。

2,850
市
民

人権をともに考え
る機会として，ひ
と・かがやきフェス
タ２００６を開催す
る。

市民誰もが人権尊重の
理解を深め，互いに認
め合いともに支えあって
生きるひとづくり・まちづ
くりをめざす。

人として人権感覚を身につけるた
めの取り組みを行なうことで，自ら
が問題に気づくこと，そして他人を
思いやる意識に目覚めることがで
きる具体的施策の事業として実施
する。
（平成１８年度の取り組み内容）ひ
と・かがやきフェスタ２００６の開
催。
　　テーマ　　～知れば広がるよ
ひとの温もり　やさしさの輪～
　　日時／会場　　平成１８年１２
月１０日（日）　９：３０～１５：１0（平
成１８年度の取り組み内容）ひと・
かがやきフェスタ２００６の開催。

ひと・かがやき・みよしプラン
（三次市人権教育・啓発推進
プラン）に基づき，時代要請に
そった啓発の取り組みについ
て，広く市民に伝え理解をして
いただく。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

ひと・か
がやき
フェスタ

16116

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

継
続

補助事業の
ため継続し
ているが，
効果の検証
を行う必要
がある。

継
続

補助事業の関
係により最低
限の事業実施
が必要であ
る。

22 B
要
改
善

要
改
善

3

利用度は
低いが，
一定の利
用は継続
的にあ
る。ただ
相談者が
固定化し
ている。

3

利用度
は低い
が，一定
の利用
は継続
的にあ
る。ただ
相談者
が固定
化してい
る。

5

コストは
職員の
人件費
のみであ
るため。

5

設置目
的に沿っ
た，市の
運営義
務があ
り，実施
せざるを
得ない。

3

何度も同じ相
談を持ち込ま
れることも多
いため。

3

各部署との
連携をはか
ることによ
り，問題解
決につなが
ると考えら
れる。

213
市
民

面談による相談な
ど

市民の悩みや問題の解
決につながるようなアド
バイスを行う。

みよしまちづくりセンター及び別館
において，市民相談全般（人権相
談・地域相談・生活相談・消費生
活相談・健康相談・介護相談・助
成相談・青少年，子育て相談・教
育相談など）の相談業務を行う。

設置目的に沿った運営義務が
あり、今後も最低限度の相談
業務は実施せざるをえない。

自
治
振
興
室

地域相
談業務

16115

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

継
続

平和教育は
今一番求め
られるもの
であり，次
世代の子ど
もたちに，
平和と生命
の大切さを
認識させる
環境づくり
を今後も
行っていく。

拡
大

有効性・効率
性に課題は残
るものの，平
和を基調とす
るまちづくりを
行なうために
は，本事業を
推進する必要
がある。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

4

世界初
の被爆
県とし
て，継承
と次代へ
向けた平
和の創
造への
社会的
ニーズは
高い。

4

平和へ
の願い
は，永遠
のもので
あり今後
も市民に
平和意
識の高
揚を図る
ため，必
要なもの
である。
市民が
米軍機
の低空
飛行など
で平穏な
日常生
活が脅
かされる
ことにつ
いて，関
心が高
い。

3

平和祈
念事業
の中のイ
ベントに
ついて
は，内容
によって
大きく経
費が変
わる。

4

平和の
尊さ，平
和を願う
市民の
想いは，
イデオロ
ギーを異
にする平
和運動
により左
右される
ことのな
いよう，
平和行
政の基
本理念
にそって
取り組み
を推進す
べきであ
る。

4

昨年，広島・
長崎に原爆
が投下され
て６０年目
の節目にあ
たり，三次
市平和非核
都市宣言を
行なった。こ
れを世界に
向けて広く
発信すると
ともに，あら
ためて平和
の尊さを考
える機会と
する。

3

平和祈念
事業につい
ては，その
時の社会
情勢に応じ
た内容とな
るよう，常
に改善を行
う。

4,908
市
民

「平和の尊さ」の
発信

平和の大切さ，尊さに想
いを寄せ，恒久的な平
和の実現を祈念する機
会とする。（市民が安心
して暮らすことのでき
る，戦争も核もない世界
平和の構築）

被爆者や戦争体験者の高齢化に
より，原爆と戦争の記憶は次第に
風化し，忘れ去られようとしている
現状にある。このため，平和行政
を「慰霊・継承・創造」の三つの基
本理念のもと，市民一人ひとりが
平和の尊さについて考え，平和へ
の想いを伝える平和祈念事業を
展開する。
○平和のつどい　MIYOSHI　２００
６
○平和映画上映会
○平和絵手紙展＆折鶴リレー
○８・６　８・９　祈りの呼びかけ（サ
イレン，平和の鐘の一斉放送）
ほか

被爆者や戦争体験者の高齢
化により，体験の継承が困難
となってきている。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

平和推
進事業

16114

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

1

)

平
和
の
継
承
と
創
造

継
続

今年度基金
を創設して
運用益で取
組む新規事
業である
が，しっかり
とPRを行
い，早期に
本事業を活
用し，魅力
あるスポー
ツ･文化の
創造及び振
興を図る。

継
続

　スポーツ･文
化みよし夢基
金の設置目的
である，スポー
ツ･文化のソフ
ト事業推進の
ため，本事業
は今後も継続
していくことが
必要である。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

　市民が
質の高い
スポーツ･
文化事業
に参加，
鑑賞する
機会を提
供するこ
とは，心
豊かにう
るおいの
ある社会
生活の実
現にとっ
て欠かせ
ないこと
である。
　特に青
少年が夢
を持てる
企画を実
現させる
ことにお
いて社会
的ニーズ
は極めて
高い。

4

　夢のあ
るスポー
ツ･文化
事業を実
現できる
ことにお
いて，市
民ニーズ
は極め
て高い。

4

　これま
で財源不
足で実現
できな
かった質
が高くて
高額経
費を必要
とする事
業を実施
するに
は，現行
水準の
予算が
必要であ
る。

3

　本事業
の財源
には基
金利子を
充ててお
り，ま
た，市民
と行政の
協働とし
て検討
委員会を
設置して
事業を選
考するシ
ステムを
取り入れ
ているこ
とから，
市の関
与は必
要であ
る。

4

　市民と行
政が協働で
事業を創造
することに
ついては，
両者による
検討委員会
を設置して
事業選考を
行うこととし
た。
　市民（団
体）が主体
的な事業企
画と運営が
できるよう，
補助金交付
及び支援を
行う。

4

　新規事業
であり，こ
れまで以上
に魅力的な
事業を展開
できる可能
性が高い。

　
市
民

　魅力的で夢があ
ふれる事業を実
現するため，市民
と行政の協働によ
り事業を創造し，
対象事業に補助
金を交付して目的
が達成できるよう
支援する。

　市民が良質のスポー
ツ･文化に触れる機会を
増大させるとともに，ス
ポーツ･文化団体の活
動や交流を一層促進
し，特に青少年が夢を
抱ける事業を実現する
ことで，うるおいある暮ら
しの実現と感性豊かな
人格形成に貢献する。

　スポーツ・文化みよし夢基金の
運用益金を財源として，市民のス
ポーツ・文化活動及び交流を推進
するとともに，魅力あるスポーツ･
文化の創造及び振興を図るため，
対象事業に補助金を交付し，支援
する。
　事業の選定については，市民
（関係団体代表及び公募委員）と
行政で構成する三次市スポーツ･
文化振興事業検討委員会を設置
して選考する。検討委員会は候補
事業の検討を行い，選考結果に
ついて市へ提言する。市はこの提
言に基づき，事業を決定する。
　事業の選考基準についても，検
討委員会で定める。

　平成１９年度候補事業につ
いて，スポーツ・文化団体へ情
報提供して企画立案を依頼す
るとともに，市行政も事業提案
を行う。
　三次市スポーツ･文化振興事
業検討委員会を早期に開催し
て，対象事業を選考，決定して
いく。
　平成１９年度は民間団体の
準備期間が足りず，事業提案
が困難な団体もあるが，２０年
度実施事業についても今年度
検討してもらい，１９年度の検
討委員会で２０年度事業の選
考ができるよう各団体と連携し
て準備を進める。

文
化
振
興
室

魅力あ
るス
ポーツ･
文化振
興事業

19113

第
3
 
文
化
・
学
習

２
 
芸
術
・
文
化

(

1

)

「
奥
田
元
宋
・
小
由
女
美
術
館

」
を
核
と
し
た
芸
術
に
よ
る

う
る
お
い
あ
る
暮
ら
し
の
実
現
と
感
性
豊
か
な
人
格
の
形
成

29／94
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単
位

H
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H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
講座・教
室の受講
者

人 736 1,079 1,100
講座・教室の
受講者総数

H
1
7

1,342 ⑷
講座・教
室の受講
者

人 736 1,079 1,100
講座・教室の
受講者総数

⑵
外国人の
相談者数 人 106 74 90

外国人の相
談者数

H
1
8

1,341 ⑸
外国人の
相談者数 人 106 74 90

外国人の相
談者数

⑶
H
1
9

1,278 ⑹

⑴相談者 人 130 128 288

相談者実績はほ
ぼ，よこばいであ
るが，１９年度は
国が，多重債務
プログラム等を作
成したため，相談
件数は大幅に伸
びるものと予想さ
れる。

H
1
7

8,000 ⑷相談件数 人 130 128 288 相談者数

⑵
H
1
8

8,125 ⑸

⑶
H
1
9

3,857 ⑹

⑴
女性から
の相談件
数

件 192 47 120

婦人相談員が
交代したこと
で，前任の婦人
相談員を指名し
た継続相談が
減少したことに
より，大幅な相
談件数の減少
となった。

H
1
7

12,395 ⑷相談件数 件 192 47 120

広報等を通
じた相談窓
口の周知を
図ることで，
潜在的な女
性の悩みの
相談ニーズ
に対応する。

⑵
H
1
8

39,127 ⑸

⑶
H
1
9

19,008 ⑹

⑴

男女共同
参画事業
参加者数
(2+3)

人 147 212 220

講演会は，講
師の話題性が
参加者数に大
きく影響する
が，著名人が
招聘できたた
め，増加して
いる。

H
1
7

69,040 ⑷
講演会・
セミナー
参加者数

人 147 212 220
講演会参加
者数の増

⑵

男女共同
参画講演
会来場者
数

人 60 158 160
男女共同参
画講演会の
来場者数

H
1
8

32,952 ⑸

⑶

男女共同
参画セミ
ナー参加
者数

人 87 54 60
男女共同参
画セミナーの
参加者数

H
1
9

32,595 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

継
続

継続的な取
り組みと関
心を高める
工夫が必要
である。

継
続

市民啓発につ
いては，市民
の参画を求め
ながら継続し
てい実施す
る。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

4

日本社
会におい
て，男女
が社会
のあらゆ
る分野で
参加・活
躍しやす
い環境
の構築
につい
て，緊急
的課題
であり社
会的
ニーズは
高い。

3

市民及
び事業
者への
周知が
徹底され
ていない
ところが
あり，男
女共同
参画社
会の実
現に向
けての取
り組みが
十分でな
い。

3

事業の
開催にあ
たり，市
民及び事
業所毎に
講座や
講習会
等を繰り
返し積極
的に行な
う。

4

男女共
同参画
事業を推
進するた
め，同条
例第４条
に掲げる
市の責
務に基
づき，積
極的に
事業を推
進してい
く必要が
ある。

3

市民への広
報周知はし
ているが，
限られた開
催の中で，
より広い市
民参加がで
きる戦略を
考える。

3

事業開催
に係わり市
民が企画・
立案・準備
等にかか
わっていく
ことで，男
女共同参
画社会の
実現づくり
の施策を展
開すること
が可能であ
る。6,986

市
民
及
び
事
業
者

男女共同参画の
推進に関する情
報の発信，啓発
の推進

男女共同参画社会の実
現を図る。

　男女が互いにその人権・個性を
尊重しつつ責任も分かち合い，そ
の個性と能力を十分に発揮するこ
とができる男女共同参画社会の
実現を目的とし，総合的かつ計画
的に事業を行う。
○男女共同参画週間講演会及び
男女共同参画セミナーのの開催
○男女共同参画情報紙「パート
ナーみよし」の発行（年２回）

　広く市民と事業者の理解と協
力の下にあらゆる分野での男
女共同参画を浸透させること
が引き続いた課題である。この
課題を解決するためには，ひ
とづくり推進室を含め全庁的に
男女共同参画の一層の推進
につながる視点にたって，市
の事業を行うことが必要であ
る。ひ

と
づ
く
り
推
進
室

男女共
同参画
推進事
業

17120

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

3

)

男
女
共
同
参
画
社
会
づ
く
り

継
続

ＰＲを含め
相談しやす
い環境と，
的確な判断
のための連
携・研修を
進める。

継
続

女性相談業務
に対する市の
役割は重要
で，男女挙動
参画社会のま
ちづくり・ひと
づくりのための
社会的ニーズ
は高い。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

4

男女が対
等なパー
トナーとし
て，その
個性と能
力を十分
に発揮
し，社会
のあらゆ
る分野に
参画でき
るまちづく
り・ひとづ
くりのた
めの事業
の一つで
あり，現
在の社会
情勢とし
て求めら
れている
ものであ
る。

3

対象は，
市民全
体ではな
く，必要
な市民
は限られ
るが，誰
がいつ
必要とな
るかわか
らないた
め，一時
保護等
の相談
対応体
制は必
要であ
る。

4

コストは
人件費と
研修費
が大半を
占めてい
る。婦人
相談員に
よる相談
日を週３
回開設し
ている
が，相談
者（市
民）は，
不特定
で，緊急
性を要す
ことがあ
り，週３
日は必
要であ
り，これ
以上，コ
スト削減
余地が
小さい。

4

広島県
備北地
域事務
所こども
家庭セン
ターが平
成１７年
７月１１
日新設さ
れたが，
引き続
き，市が
相談窓
口体制
の充実を
図ること
が必要
である

4

県立こども家
庭センターや
警察等関係
機関と連携を
とるので，相
談者に対し，
より的確な情
報提供を行う
ことができ，
目的達成へ
の貢献度は
大きい。

4

相談者（市
民）の保護
が主体であ
る業務の性
質上，現状
の週３回の
開設は必
要であり，
それ以上
の改善を図
ることは困
難である。

1,839

売
春
防
止
法
の
規
定
に
よ
る
要
保
護
女
子

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
規
定

に
よ
る
暴
力
被
害
者
女
性

相談（情報提供を
含む）及び一時保
護施設への同行

転落未然防止及び保護
更生
保護

家庭内暴力や児童虐待，離婚問
題など女性が抱える様々な課題
について，婦人相談員を配置して
相談に応じその解決をめざす。婦
人相談員の設置，女性一時保護
等

広島県備北地域事務所こども
家庭センター及び三次警察署
生活安全課との連携強化。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

女性相
談業務

16119

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

継
続

利用状況な
どからニー
ズを的確に
つかみ，受
益者負担も
考える中
で，開催回
数について
検討する。

拡
大

多重債務の債
務者，中山間
地で高齢の一
人暮らしの老
人が多く，法
的なトラブル
は増加してお
り，無料法律
相談のニーズ
は高く，事業
の拡大が必要
である。

21 C
要
改
善

要
改
善

4

多重債
務等安
定した生
活を取り
戻すため
には，必
要性は
高い。

4

予約制
で受け付
けている
が，他の
機関へ
紹介する
ほどで，
市民
ニーズは
高い。ひ
まわり基
金の事
務所が
開設され
たが，相
談者は，
低所得
者等が
多く，民
間への
相談は
困難であ
る。

4

コストは
弁護士
への業
務委託
料であ
り，弁護
士費用
が高額で
あること
から，削
減の余
地は小さ
い。

3

市民の
立場に
たった行
政を目指
すなら，
市で行
わなけれ
ばならな
い。

4

相談者の
ニーズに応
えている。

2

解決に向け
ての方向性
が明確であ
る。

1,040

原
則
と
し
て
三
次
市
民

（
住
所
・
勤
務
先
・
学
校
等
が
三
次
市
内
で
あ
る
こ

と

。

）

他
市
の
住
民
は
補
欠
表
で
受
付
，
前
日
確
認
を
行
い
，
空
き
が
で
た
場
合
に
相
談

を
受
け
て
も
ら

っ
て
い
る

。

相談者が問題解
決の筋道を見つ
けられるよう，助
言と指導を行う。

市と広島弁護士会が業
務委託契約締結し，広
島弁護士会から派遣さ
れる弁護士が，刑事・民
事・その他の法律相談
全般に応じる。

多重債務，相続，土地境界問題
等について，弁護士による無料の
法律相談を行う。相談時間は３０
分。法的に専門的知識を有する
相談事例が多く，市職員，消費生
活相談員では，問題解決が，困難
な問題について，弁護士の相談，
アドバイスを受けてもらう。国も，
多重債務プログラムを作成し，対
応しているためぜひとも必要な相
談業務である。

毎月第１・３木曜日に実施して
いるが，相談件数も多く，事業
の拡大を検討する必要があ
る。
限られた時間なので，相談者
には質問内容を絞るよう勧め
ている。
県民相談室も第三木曜日に無
料弁護士相談を行っているの
で紹介している。ひ

と
づ
く
り
推
進
室

市民無
料法律
相談

15118

第
3
 
文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

継
続

外国人の
ニーズを把
握し，計画
的に住みや
すい環境づ
くりに努め
る。

継
続

「三次市人権
教育・啓発推
進プラン」おい
ても，外国人
に対する施策
は重要であ
り，具体的施
策を明記して
いる。また，学
校においても
外国人が増加
しており，事業
ニーズは高
い。
外国人の日本
語習得希望は
多く，日本語を
教える講師の
育成を図り，
生活相談にも
もっと応じるべ
きである。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

4

外国人
登録者
数は，微
増である
が，在留
資格を持
ち，学
び，働く
といった
状態であ
る。
支援施
策が必
要であ
り，社会
的ニーズ
は高い。

3

協働の
まちづく
り推進に
あたり，
各地域
の外国
人支援
に対する
市民
ニーズが
ある。

4

外国人
の生活
相談は，
講師の
謝礼の
みで経費
を削減す
ること
は，困難
と考え
る。

3

市が外
国人の
自立支
援のた
め，取組
むべき施
策と考え
る。

4

日本語の習
得を希望す
る外国人が
増えており，
自立してい
けることを目
指している。

4

日本の生
活習慣・文
化等になじ
んで，上手
に本市での
生活に合
わせていけ
るように
なったと思
える。

1,448

本
市
に
在
住
す
る
外
国
人

日本（三次市）で
の日常生活を安
心して営めるよう
にする。

日本語の習得，生活す
る上での心配事・困りご
との生活相談を
行い助言等を行う。

外国人生活相談を開設し，行政
手続きの方法や生活上の悩み等
に助言を行っている。
本市に在住，研修生等にみよし日
本語教室・ポルトガル語教室・日
本語指導ボランティア講習会の実
施や，永住外国人参政権への取
り組みを行っている。

日本語を教える講師の育成強
化，体制の整備。
参政権は，国の判断が必要と
なるため困難であるが，取組
まなければいけない課題であ
る。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

外国人
施策に
関する
事務

13117
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文
化
・
学
習

３
平
和
・
人
権
・
男
女
共
同
参
画

(

2

)

人
権
の
尊
重

30／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴実施回数 回 1 1 1

年間実施回
数。現在は
年１回，10月
に開催して
いる。

H
1
7

2,120,000 ⑷

運動能力
が全国平
均を上回
る種目の
割合

％ 11 11 22

新体力テスト
調査結果
（中学校２年
生）

⑵
参加児童
数 人 605 539 528

参加した児
童の数

H
1
8

1,711,000 ⑸

⑶
H
1
9

1,711,000 ⑹

⑴
クラブ設
立数 件 - 1 4

総合型地域
スポーツクラ
ブの設立総
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
クラブ会
員数 人 - - 600

総合型地域
スポーツクラ
ブの総会員
数

⑵
H
1
8

⑸

⑶
H
1
9

500,000 ⑹

⑴該当校数 校 - - 3
当該事業該
当校数（見込
み）

H
1
7

#VALUE! ⑷

他校での
部活動を
希望する
生徒数

人 - -

現在，希望
生徒数を把
握中

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

523,000 ⑹

⑴
ワーク
ショップ等
の開催

回 1 4 1

運動公園整
備検討委員
会の開催
野球場づくり
ワークショッ
プの開催

H
1
7

1,039,461,000 ⑷

ワーク
ショップ等
の参加人
員

人 － 120 80

ワークショッ
プ等への参
加者数

⑵

三次市出
身のプロ
野球選手
による少
年野球教
室

回 － 1 1

プロ野球選
手による少
年野球教室
の開催数

H
1
8

134,861,750 ⑸

野球教室
等参加
者・見学
者数

人 － 210
野球教室等
参加者・見学
者数

⑶

指定管理
者による
企画イベ
ント

回 － 2 1

テニスコート
完成イベント
テニススクー
ルの開催

H
1
9

1,058,417,000 ⑹来園者数 人 47,172 69,608 74,000
運動公園へ
の来園者数

そ
の
他

早
期
完
成
を
め
ざ
し
，
事
業
を
推
進
す
る

。

9
 
事
業
の
迅
速
化

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
0
 
内
容
の
改
善

拡
大

野球場整備
等市民ニー
ズを反映
し，こどもた
ちに夢を与
える整備を
進める。

拡
大

来園者数をみて
も県北のスポー
ツ･レクレーション
施設としてのニー
ズは非常に高く、
整備する必要性
はある。さらなる
来園者数を確保
し、施設を有効に
活用するため今
後は周辺施設（広
島三次ワイナ
リー・奥田元宋小
由女美術館・三次
中央病院）との連
携を視野にいれ
た多目的な利用
について検討す
る必要がある。ま
た合併後の市域
人口の増加に対
応した各種スポー
ツ大会やイベント
の拠点にふさわし
い施設であり、三
次の顔の一つと
なり得る。
また，Ｈ１９年度
は事業再評価を
行い，事業効果
の分析を行う。

26 B
現
状
維
持

事
業
拡
大

5

県北の
スポー
ツ･レク
レーショ
ンの拠点
としての
ニーズは
非常に
高い。ま
た災害
時の避
難所等
多目的
な利用も
可能であ
る。

5

住民アン
ケートに
よるニー
ズはきわ
めて高
い。

3

施設整
備及び維
持管理に
ついて、
コスト縮
減のため
検討の
余地があ
る。

3

施設整
備につい
ては市
が都市
公園法
に基づき
整備して
いき,維
持管理
について
は指定
管理者
制度によ
り管理を
行う。

5

三次市及び
県北のス
ポーツレク
レーション施
設の拠点と
しての役割
を果たして
いる。１８年
度の委員会
及びﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟにおい
ては，市民
等の意見を
聴取し，より
ニーズに
あった施設
整備計画を
行った。

5

特にプロ野
球選手によ
る野球教室
は好評であ
り、このよう
なイベント
を継続的に
行う必要が
ある。

539,447

市
民
・
広
島
県
北
部
の
ス
ポ
ー

ツ
愛
好
家
・
フ
ァ
ミ
リ
ー

層
・
近
隣

施
設
利
用
者
・
競
技
利
用
者

①利用者の利便
性の向上やシン
ボル性をもった施
設整備
②広域的な利活
用（定期的な各種
スポーツ教室の
開催，大会・プロ
スポーツ競技の
開催・誘致及び県
内外からの合宿
利用の促進など）

スポーツ人口の増加及
び競技レベルの向上、
市民の憩いの場の提供

県北のスポーツ・レクリエーション
活動の拠点を担う都市公園施設
として位置づけ，都市計画決定及
び事業認可を受け整備を行って
いる。これまでには平成６年のア
ジア大会や平成８年の国民体育
大会でのサッカー競技会場として
活用しており，スポーツ人口の増
加や競技レベルの向上に寄与し
ている。平成１８年度は野球場造
成工事を行い，公園用地も計画
的に三次市土地開発公社から買
い戻しを行っている。今後は野球
場等の施設整備を進め施設の充
実を図る。

野球場建設についてはプロ野
球が開催可能な規模とする一
方，維持管理経費については
野球場の芝を人工芝としラン
ニングコストの低減を図ってい
る。Ｈ１９年度に事業再評価を
行い効果を分析し，今後の施
設整備に生かす。
また，指定管理において業務
委託し管理しているが，利用
者のニーズに応えるための施
設整備及び指定管理業者と協
力して利用促進を図る必要が
ある。

み
ら
い
都
市
室

みよし
運動公
園整備

63124
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー

ツ

(

3

)

ス
ポ
ー

ツ
施
設
の
充
実

継
続

　体育系・
文科系を問
わず，子ど
もたちが学
校間を超え
て取り組み
たいことの
調査，情報
提供をしっ
かり行って
いく必要が
ある。限ら
れた時間の
中，効率あ
る事業推進
を行なう。

継
続

平成１９年度
に着手した事
業であり，現
在ニーズの把
握に努めてい
る。今後は生
徒数の減少等
により，ニーズ
の多様化・高
まりが予想さ
れるが，生徒・
保護者・学校
のニーズを常
に把握する中
で，送迎方法・
ルート等の見
直しを図って
いく必要があ
る。また，部活
動における指
導体制の強化
にも取組んで
いかなければ
ならない。

19 C
未
実
施

未
実
施

3

生徒数
の減少
に伴い，
部活種
目の減
少や単
独でチー
ム編成
ができな
くなる学
校も出始
め，社会
的ニーズ
は高まっ
てくる。

2

生徒数
の減少
に伴い，
部活種
目の減
少や単
独でチー
ム編成
ができな
くなる学
校も出始
め，学校
間の送
迎は生
徒のみ
ならず保
護者から
もニーズ
が高まっ
てくるこ
とが考え
られる。

3

生徒・保
護者の
ニーズを
最大限
考慮する
中で，よ
り効率的
な学校間
連携体
制を確立
する。

3

学校教
育の一
環であ
り，市が
関与する
必要が
ある。

5

学校間の移
動手段とし
ては，バス・
タクシーによ
る送迎が適
当と考えら
れる。

3

事業実施
後も，生
徒・保護者
のニーズや
意向に応じ
て，随時，
輸送計画
等を見直し
ていく。

三
次
市
内
の
中
学
生

中学校部活動の
学校間連携を図
り，生徒が希望す
る部活動ができる
よう，相互受入体
制を構築するとと
もに，バス・タク
シー等により，生
徒が学校間を移
動する際の送迎
を行う。

部活動を通して，自分
の特技・能力を伸ばすと
ともに，チャレンジ精神
を発揮して，目標達成
のために努力し続けて
いく精神力を醸成する。

希望する部活動が自校にない生
徒のために，学校間の連携による
部活動を実施するとともに，当該
校までの移動手段を確保し，生徒
の送迎を行う。

目的達成のためには，単に部
活動での学校間の連携を支援
するだけではなく，教職員の部
活動における指導力強化や，
地域の人材活用などにより，
指導体制の充実を図っていか
なければならない。

社
会
教
育
室

中学校
クラブ活
動ステッ
プアップ
事業

19123
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文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー

ツ

(

2

)

子
ど
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
夢
を
も
て
る
環
境
づ
く
り

拡
大

　総合計画
に掲げる
『まちづくり
の目標』の
一つであ
り，市民だ
れもがいつ
でも，どこで
もスポーツ
を楽しむこ
とができる
よう，無理
のない種目
の取組や指
導者等の人
材育成に取
組，拡大を
図る。また，
受益者負担
の必要性に
ついて理解
を求める。

拡
大

今後は市民の
健康や体力づ
くりへの関心
が高まること
が考えられ，
年齢や体力に
応じたメニュー
や運動する
「場」の確保が
必要になって
きます。この場
は住民同士の
交流や生きが
いづくりの場で
もあると考えま
す。このため
市民の多様な
力をいかした
クラブを設立
が必要と考え
ます。

20 C
未
実
施

未
実
施

4

高齢社
会になっ
たことに
より，健
やかに
老いるこ
とが重要
視され，
体力・健
康づくり
に取り組
む人は
増加して
おり，社
会的
ニーズは
高い。

3

スポーツ
活動はし
たいが，
そのため
に料金を
支払うこ
と（受益
者負担）
に対して
いまだに
抵抗が
ある。

4

クラブ設
立支援と
して補助
金交付を
予定して
いるが，
交付期
間・限度
額を定め
ているの
でコスト
削減の
余地は
小さい。 3

地域住
民が主
体となっ
て設立，
運営して
いくこと
が理想
ではある
が，クラ
ブ設立
準備まで
の啓発
活動は，
市で行う
ほうが良
い。

4

自分の住ん
でいる地域
で，自分の
年齢や体力
に応じたス
ポーツ活動
ができるよう
な環境を整
備すること
により，ス
ポーツ実施
率の向上に
つながる。

2

クラブ活動
を通じて，
世代間交
流などコ
ミュニティ
活動が活
発になり，
地域の活
性化が望
める。

三
次
市
内
で
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー

ツ
ク
ラ
ブ
を
設
立
し
よ
う
と
し
て

い
る
地
域
や
団
体
，
ま
た
，
設
立
後
１
年
未
満
の
ク
ラ
ブ

。

三次市内で総合
型地域スポーツク
ラブを設立しようと
している地域や団
体，また，設立後
１年未満のクラブ
に対し，クラブの
育成と活性化を図
るための活動補
助金（上限50万
円）の交付や先進
事例等の情報提
供をする。

・三次市内成人の週１
回以上のスポーツ実施
率を５０％以上にする
・三次市内に１９の総合
型地域スポーツクラブを
設立する（コミュニティー
センター単位）

　総合型地域スポーツクラブは，
多世代（ジュニアと成人，ジュニア
と中・高年齢者，青年と中・高年齢
者など），多志向，多種目（2種目
以上のスポーツ活動）により活動
する，地域住民が主体的に運営
するクラブである。
　三次市教育委員会は，老若男
女を問わず，いつでも・どこでも・
だれでも・いつまでも，スポーツに
親しむことができるような環境を整
えるため，総合型地域スポーツク
ラブの育成もしくは設立へむけた
地域や団体の取り組みに対して
支援を行う。

・自治組織を中心として，まち
づくり活動の一環として位置づ
けていくこと。
・補助金は，クラブの設立に関
る事業，もしくは設立後１年目
にクラブの活性化を図るため
に行う事業に使用することと
し，人件費としては使用しない
こと。
・既存のスポーツ団体（体協，
スポ少，体指など）や，コミュニ
ティセンターや各学校と連携し
て，地域の中で格となる人材
の発掘と，クラブの創り方や育
て方の検討やサポートを行う。

社
会
教
育
室

総合型
地域ス
ポーツク
ラブ設
立支援
事業

19122
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化
・
学
習

４
ス
ポ
ー

ツ

(

1

)

だ
れ
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

継
続

　体力づくり
の基礎基本
となる種目
であり，個
人の体力判
定と同年齢
の他校児童
の記録に接
することに
は意義があ
る。参加者
の親睦と交
流を深める
ための仕組
みづくり等
が必要であ
る。

継
続

児童の体力・
競技力向上へ
むけては，学
校の体育の授
業等で日々図
られるもので
あり，本記録
会で達成され
るものとは考
え難い。今後
は他の種目も
含め，競技力
向上を主目的
に，スポーツ
教室等の開催
が望ましいと
考える。

17 C
未
実
施

要
改
善

3

近年，子
どもの運
動不足，
運動能
力低下
が指摘さ
れてお
り，ス
ポーツを
とおした
体力・運
動能力
の向上
は社会
的ニーズ
がある。

3

子どもの
体力・運
動能力
の向上
に対する
保護者
のニーズ
は高い
が，当該
事業に
ついて
は，市民
にあまり
認知され
ておら
ず，市民
ニーズが
高いとは
言えな
い。

4

小学生
のバス輸
送費が
経費の
大部分を
占めてお
り，コスト
削減の
余地は
小さい。

3

学校行
事であ
り，市が
関与する
必要が
ある。

2

陸上記録会
の種目内容
である「走
る，跳ぶ，投
げる」動きは
運動の基本
であるが，
当該事業の
実施が体
力・競技力
向上につな
がっている
とは言い難
い。 2

実施種目
や方法の
検討が必
要である。

1,711

市
内
小
学
校
６
年
生

市内小学校6年生
全員がみよし運動
公園において，
100ｍ競争　走幅
跳び　ソフトボー
ル投げ　800ｍ走
4×100ｍリレー以
上5種目により陸
上記録会を行う。

陸上競技をとおして挑
戦しつづける意思を育
むとともに，体力・陸上
競技力を向上させる。

児童の体力・運動能力が低下傾
向にあるなか，市内全校の6年生
がみよし運動公園において競技を
行い，体力・競技力の向上を図
る。（教育委員会・小学校長会・小
学校体育研究部会・陸上競技協
会で実行委員会を結成し内容協
議）
・運動を始める契機作りや，個性
や特技を伸ばすため模範演技や
指導を行う。
・知育・体育・徳育には体力，集中
力，礼節が必要であり，バランス
の取れた人間形成を図る。
・小学校間の親睦交流を深める。
・自己記録目標達成を果たすた
め，練習に取り組む。

目的を達成する手段として，現
在の記録会という方法がよい
のか検討し，より効果的な手
法に改善する必要がある。

社
会
教
育
室

小学生
スポー
ツ振興
事業
（小学校
6年生陸
上記録
会）

17121

第
3
 
文
化
・
学
習

４
ス
ポ
ー

ツ

(

1

)

だ
れ
も
が
ス
ポ
ー

ツ
に
親
し
め
る
環
境
づ
く
り

31／94
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単
位

H
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H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
主なイベ
ント開催
回数

回 3 9 9

観光キャン
ペーン実行
委員会が主
体となり開催
する主なイベ
ント回数

H
1
7

1,259,000 ⑷
イベント
への参加
者

数 200 36,806 35,000
各種イベント
への参加者

⑵
H
1
8

4,979,333 ⑸

⑶
H
1
9

4,942,666 ⑹

⑴
サミット出
席 回 1 1 1

江の川文化
圏サミットへ
の出席回数

H
1
7

677,000 ⑷

機関紙
「サン太
郎通信」
（三次の
イベント
情報）

 発行回数（掲載記事）  6（14）  6（15）  6（15）

機関紙への
三次市観光
情報掲載回
数

⑵
H
1
8

1,276,000 ⑸

⑶
H
1
9

1,276,000 ⑹

⑴
事業申請
数 件 - 2 2

事業申請を
行った団体
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
事業実施
件数 件 - 2 2

学校給食用
の保冷庫を
整備した件
数

⑵
H
1
8

1,002,500 ⑸

⑶
H
1
9

1,111,500 ⑹

⑴
団体・事
業者数 店 3 3 3

新規にメ
ニュー開発
等を行った
団体・事業者
数

H
1
7

712,000 ⑷
開発され
た新規メ
ニュー

品 30 20 20

当該事業を
活用して，新
規に開発さ
れ，実際提
供されている
メニュー

⑵
H
1
8

904,333 ⑸

⑶
H
1
9

974,333 ⑹

1
2
 
終
期
の
設
定

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

取
組
方
法

1
2
 
終
期
の
設
定

事
業
規
模

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

終期を設定
して，短期
間で集中し
て取り組
む。

継
続

地元農産物を
活用したメ
ニューにより
集客が増加す
るなど，地域
経済・産業に
与える波及効
果は大きく，全
域に普及して
いく必要があ
る。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

食の安全
が求めら
れる昨今，
地域の第
三セクター
のレストラ
ン等が地
元の安心
できる農産
物を活用し
たメニュー
を提供する
ことは，経
営的な向
上をもたら
すと同時
に，その設
立趣旨か
らしても社
会的な責
任であり、
先導的な
取り組み
が周囲の
意識喚起
へつながっ
ている。

5

当該事
業を活用
して開発
されたメ
ニューを
求めて，
市内外
から多く
の集客
があるこ
とから，
市民
ニーズが
極めて
高いと思
われる。

4

地元農
産物の
活用に
は，一定
程度のコ
ストが生
ずるのは
致し方な
く，消費
者ニーズ
に応える
ための必
要経費と
認識して
いる。

3

地元農
産物へ
の市民
ニーズの
喚起や
地産地
消の推
進等を目
的とした
事業であ
り，市と
して支援
する必要
がある。5

当該事業を
活用して，
新規に開発
された地産
地消メ
ニューが大
きな話題と
なり，道の
駅など第3セ
クターの来
客数・売り
上げに大き
く貢献してい
る。郷土料
理の調理体
験ツアーな
ど新たなＰＲ
の手段も生
まれ，幅が
広がってい
る。

4

事業に取り
組んだ事業
者の地産
地消に対す
る意識が普
及し，引き
続きメ
ニューの開
発改良に
取り組まれ
るものと思
われる。

2,713

地
元
産
農
産
物
を
利
用
し
た
郷
土
料
理
・
伝
統
料
理
の
掘
り
起
こ
し

や
メ
ニ

ュ
ー

を
開
発
す
る
団
体
お
よ
び
事
業
者

食育が認知され
始め、食生活を見
直そうという動き
が形成されつつあ
るなかで，それぞ
れの地域に古くか
ら伝わる料理の
再現や地元産の
旬の食材を使用し
たメニューの開発
経費に対し補助を
行う。

郷土料理・伝統料理の
掘り起こしや新たなメ
ニューを開発し，安全・
安心で新鮮な地元農産
物への市民ニーズを喚
起し地産地消を推進す
る。

地元農産物を活用した郷土料理・
地域の特色を活かした料理を新
たに開発する団体等に対し，開発
に係る経費の１／２を補助する。

当該事業を活用し開発された
メニューのＰＲと定着化，およ
び継続的な改良の実施。農
業・飲食業の活性化，三次ブラ
ンドの発信。

ふ
る
さ
と
農
林
室

ふるさと
の食づく
り推進
事業

17128
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

生産者と学
校現場との
調整役を担
う組織・人
材等の発掘
および育成
を行い，地
元供給組織
等の体制を
早期に確立
する。

継
続

学校給食での
地元農産物の
使用拡大に向
けて，地元供
給組織等の体
制が確立する
までは，行政
が主導となり
進めていく必
要がある。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

次代を担
う子ども
たちに安
全で安心
な食材を
提供で
き，地元
生産物を
地元で消
費するこ
との大切
さを教え
ることが
できる。ま
た，生産
者にとっ
て販路拡
大につな
がってい
る。

4

食の安
全・安心
が求めら
れている
なか，生
産者の
顔が見
える地元
農産物を
学校給
食へ供
給する
ニーズは
高い。4

需要と供
給に見合
う規模の
設備整
備を行っ
ておりコ
スト削減
の余地
は小さ
い。

3

市立の
教育施
設・保育
施設へ
の地元
農産物
の消費
拡大であ
り，生産
者と連携
した取り
組みを行
うことが
求められ
ている。
また，食
育の推
進の観
点から，
市が主
体的に
取り組む
必要が
ある。

4

学校給食は，
生徒・児童・
園児の食育
という点から
も，安全・安
心で新鮮な
旬の地元農
産物を充分
使用すること
が望ましい。
また、家庭の
食生活へも
地産地消の
効果を広げ
ていくための
啓発も期待で
きる。

3

市内全学
校・保育所
へ拡大す
べき事業で
あり，成果
の向上の
余地はあ
る。

2,005

農
家
・
生
産
団
体

児
童
・
生
徒
及
び
保
育
園
児

安全・安心で新鮮
な旬の地元農産
物を学校給食に
供給し，地産地消
の促進を図る（学
校・保育所の教育
現場においては，
このふるさとラン
チを利用し，生
徒・児童および園
児への食農教育
を推進する）。

地元農産物を学校給食
へ供給するための体制
づくり，および供給に必
要な設備整備を図る。
また，児童・生徒の食に
対する関心を高める。

生産者団体が，地元で生産した
農産物を学校給食に供給するた
めに必要な保冷庫の購入補助を
行う。

地産地消への市民意識の醸
成を図りながら，学校給食へ
の地元産農産物を供給する体
制づくりを，地域ごとに進めて
いく必要がある。また，生産者
と学校現場との調整役を担う
組織・人材等の発掘および育
成が必要である。

ふ
る
さ
と
農
林
室

食育
ネット
ワーク
推進事
業
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

縮
小

市独自の取
組へ移行し
ていくことと
して，本会
議への参加
は終期を設
定する。

継
続

自治体の合併
は、行財政の
健全化をめざ
すものである。
文化的につな
がりがある自
治体が課題を
出し合い、市
民レベルも含
めて，議論の
場は必要であ
る。
また，議論の
場を確保する
環境づくりも自
治体の果たす
役割として重
要といえる。

16 D
要
改
善

事
業
縮
小

2

江の川を
流域にし
た自治
体のつな
がりが必
要であ
る。文
化・自
然・交流
をもって
スケール
メリットを
追及す
る。 2

少子化・
過疎化と
いった共
通課題を
もち，具
体的な
施策を
もって対
応がせ
まられて
いる今
日，自治
体連携
はもとよ
り市民レ
ベルでの
連携も必
要であ
る。

4

組織の
運営上，
必要最
小限に近
い負担金
（予算）に
て対応。

3

民間レベ
ルで自
由な発
想と，創
造性を
もった活
動を支援
しするこ
とは，直
接的な
予算措
置も必要
である
し，間接
的な環
境整備も
必要なも
のであ
る。

3

広域的な連
携と，スケー
ルメリットを
考察しての
取り組み
は，組織運
営をふくめ，
ある程度達
成している。

2

官民一体で
取り組むこ
ととし，方
向性を確認
するが，官
民相互交
流と広域的
な交流と
いった面で
は薄く，「安
全・安心」
特に防災と
いった観点
からの連携
が現実的で
ある。

1,276

広
島
県
と
島
根
県
に
ま
た
が
る
江
の
川
流
域
6
市

（
大
田
市
・
江
津
市
・
安
芸
高

田
市
・
府
中
市
・
庄
原
市
・
三
次
市

）
６
町

（
川
本
町
・
美
郷
町
・
邑
南
町
・
飯

南
町
・
北
広
島
町
・
世
羅
町

）
で
構
成

本会は，江の川
固有の文化形成
を図り，広域連携
のもとに江の川流
域の活充にまい
進することを目的
とし，委員会を開
催するなどの活動
を行う。

年１回の委員会を関係
自治体が持ち回りで「サ
ミット」として開催。
「環境との共生と地域の
拡充」に向けた取り組み
を図るため，分科会を設
置し，各事業の展開を
図るとともに，官民が一
体となって，江の川流域
の地域づくりに向けた活
動を展開する。

江の川流域の自治体（市町）及び
国・県の関係機関が広域的に連
携し，調査・研究・交流・情報交換
など行い，「環境との共生と地域
の拡充」に向けた流域の地域づく
り活動の展開を図る。
年１回開催する委員会を関係自
治体が持ち回りで「サミット」として
開催。
平成16年度三次市，平成17年度
島根県川本町，平成18年度北広
島町，平成19年度島根県邑南町
開催予定

多様なライフスタイルが求めら
れている今日，元気で魅力的
な江の川流域圏をめざす必要
がある。
そのためには，選択される情
報テーマとして「居住」「就業」
といった情報発信を図る必要
がある。また，圏域にあって自
然・歴史・文化・行事・慣習に
いたる情報集と資源発掘が必
要であり，それはまた「交流」を
誘引するものである。
地域防災を含めた多様な地域
づくりをの担い手に対し，効果
的な支援が必要である。多様
な交流活動に支援に努めると
ともに，住民が主体的に進め
る防災への取り組みにも支援
を行う。

観
光
商
工
室

江の川
文化圏
会議業
務

2126

第
4
 
産
業
・
経
済

１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ

拡
大

人口増加に
おいても，
まずは三次
に来ていた
だくことが必
要で，入込
観光客は
年々増加傾
向にある
が，三次が
「選ばれる
まち」として
生き残るた
めには，宿
泊客の増加
も大きな効
果があるた
め，市民参
加のイベン
ト等を拡大
していく必
要がある。

継
続

三次市の観光
キャンペーン
が市内外に定
着してきてお
り，着実に観
光客の増大，
観光消費額の
拡大につな
がっている。
今後は，民が
主体となって
観光施策の展
開が図られる
よう，観光協
会の機能強
化，地域団体
間の連携の強
化を模索し，さ
らなる三次市
の魅力の発信
に努める必要
がある。

22 B
未
実
施

事
業
拡
大

4

「癒し」や
「やすら
ぎ」を求
める観光
客は多
く，三次
の自然
や景観を
活かしな
がら，奥
田元宋・
小由女
美術館を
始めとす
る新たな
施設との
組み合
わせによ
る観光力
の創出
は社会
的関心も
高い。

4

魅力ある
地域は，
そこに住
む人の
力であ
り，交流
人口の
増加は
地域を活
性化させ
る最大の
方法であ
る。市民
参加型
の観光
都市の
創出は
市民の
関心も高
い。

4

各種事
業の展
開規模を
縮小する
ことは可
能である
が，特に
広報PR
にについ
ては，あ
る程度の
コストを
かけ戦略
的に実施
すること
により，
全国へ
の波及
効果が
期待でき
るもので
ある。

3

各団体
が連携し
て各種
事業に
取り組む
ことは可
能である
が，市全
体のイ
メージ
アップに
つなるも
のは，調
整役とし
て市の
関与は
必要であ
る。

4

官民協働の
実行委員会
が主体とな
り各種イベ
ントを開催
することで，
市民の一体
感の造成に
つながり，
市全体で観
光客の誘致
に取組むこ
とができる。
また，大々
的なキャン
ペーンの実
施により，マ
スメディアへ
の取り上げ
も多く，三次
市を全国に
PRできる。

3

　キャン
ペーンの実
施により，
観光客数
及び観光
消費額とも
増加してお
り，一定の
成果が上
がってい
る。
　今後，さ
らにHPの
充実等情
報発信の
強化に努
めることに
より，成果
の向上が
期待でき
る。

44,814

観
光
客
及
び
市
民

地域で開催される
各種イベントや観
光情報など，三次
の魅力を全国に
発信するため，HP
や雑誌などを活用
し広報PRを強化
するとともに，実
行委員会が主体
となり，より多くの
観光客を誘致でき
るよう四季を通じ
で全市的なイベン
トの開催に取り組
む。

観光客誘致の拡大，観
光消費額の増大
市民をあげてお客様を
おもてなすという心の醸
成

本市が保有する豊かな自然，個
性ある歴史・伝統・文化資源，市
民が持つ魅力やエネルギーを全
国に積極的に発信することによ
り，「三次」の知名度・認知度を高
め，観光客の誘致拡大を図り，本
市がにぎわい溢れる活気のある
まちとなり，また市民をあげて「お
もてなしの心」で，何度も訪れてみ
たい魅力あるまちとするため，官
民が協働で「三次市観光キャン
ペーン実行委員会」を設立し，各
種イベント，事業の展開を図る。

官から民への事業主体の移行
を行うべく，観光協会の機能強
化，さらなる市民のおもてなし
の心の造成が必要である。
また，IT社会に対応すべく，HP
の充実や広報PR力の強化が
必要である。

観
光
商
工
室

観光振
興・情報
発信事
業
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１
観
　
光

(

1

)

観
光
資
源
の
魅
力
ア

ッ
プ
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※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
イベント
出展回数 回 － － 20

市内外で開
催される各イ
ベント等への
三次産米の
出展回数

H
1
7

#VALUE! ⑷
米販売実
績 ｔ － － 5 米の販売量

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

961,900 ⑹

⑴
経営診断
士等派遣
回数

回 - - 3
講師の派遣
回数

H
1
7

#VALUE! ⑷
制度利用
団体

団体 - - 2

本事業を活
用し，経営診
断士等にア
ドバイスを得
る団体数

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

807,666 ⑹

⑴
乳苗疎植
栽培実施
面積

ha 1 9

平成18年度
（農）神杉農産
組合　１ha
平成19年度
（農）神杉農産
組合　6ha
　
（農）ファーム紙
屋　 2.5ha

H
1
7

#DIV/0! ⑷

水稲作付
面積にお
ける導入
技術の
シェア

％ 3 39

平成19年度
対象経営体
水稲栽培面
積

⑵
高付加価
値米栽培 ha 8

（有）土の会
実施計画面
積

H
1
8

2,972,000 ⑸

⑶
H
1
9

104,117 ⑹

⑴
肉用牛ブ
ランド化
助成

件 130 52 135

助成対象と
なった優良
繁殖雌牛頭
数

H
1
7

49,161 ⑷
肉用牛飼
育頭数 頭 2,541 2,268 2,300

肉用牛の飼
育頭数

⑵
酪農ヘル
パー利用
助成

件 22 20
ヘルパー利
用件数

H
1
8

162,096 ⑸
乳牛飼育
頭数 頭 1,760 1,653 1,670

乳牛の飼育
頭数

⑶
肉用牛ヘ
ルパー利
用助成

件 22 20
ヘルパー利
用件数

H
1
9

56,666 ⑹

三次産子
牛価格
三次市場
平均価格
対比

％ 103 104 104

三次産子牛
価格の平均
価格対比

1
5
 
効
果
の
検
証

1
4
 
成
果
の
向
上

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

これまでの
取り組みに
より，市内
の繁殖雌牛
群は一定以
上のレベル
に達してお
り，本対策
事業の効果
を検証し，
今後の支援
策を考える
必要があ
る。

継
続

三次和牛のブ
ランド化に必
要な支援であ
るため継続す
べき。
また，高齢家
や担い手不足
に悩む酪農・
畜産農家に
とって，ヘル
パーを活用し
ていくことは，
負担の軽減だ
けでなく，後継
者の育成にも
つながり必要
なことである。

21 C
未
実
施

要
改
善

3

ＢＳＥ問
題等によ
り，食の
安心・安
全への
意識が
高まるな
かで，国
産牛肉，
とりわけ
生産者
の顔が
見える地
元産牛
肉への
期待は
大きい。

3

和牛の
繁殖は
当市の
農業に
おいて重
要な位
置を占め
ており，
その振
興を図る
必要性
は高い。

4

和牛の
改良を進
め経営効
率の高い
畜産経
営を実現
すること
で，，将
来的には
補助金
が無くて
も農家自
らで改良
を進めら
れるよう
にしてい
かなけれ
ばならな
い。

4

ＪＡに委
託するほ
うが効率
的に事
業を実施
できる。

4

改良に伴う
農家負担の
軽減は，三
次和牛ブラ
ンドの構築
にとって重
要なポイント
である。

3

牛の改良と
ともに，和
牛繁殖農
家の確保
にも力を入
れる必要が
ある。

8,429

市
内
の
酪
農
家
，
畜
産
家

(肉用牛ブランド
化)肉用牛の改良
増殖促進にかか
る費用の一部助
成。
(酪農・肉用牛ヘ
ルパー)ヘルパー
利用料の一部助
成。

(肉用牛ブランド化)「三
次和牛」のブランド化を
構築し，生産性の高い
畜産経営を実現する。

【肉用牛ブランド化】
畜産農家が行う肉用牛の改良事
業に補助金を交付することで，肉
用牛の改良増殖を推進し，肉質・
増体等の産肉能力の向上を図
り，優秀な『三次和牛』のブランド
を構築することで生産性の高い畜
産経営の確立に資する。
【酪農ヘルパー・肉用牛ヘル
パー】
市内の酪農家・畜産農家が定期
的または臨時的に利用するヘル
パーの利用料の一部を市が助成
することで，休日の取得を促進し，
安定的でゆとりある畜産経営の発
展に資する。

これまでの取り組みにより，市
内の繁殖雌牛群は一定以上
のレベルに達している。今後は
保留及び和牛繁殖農家の確
保に重点を置き，この優秀な
繁殖雌牛群を市外に流出させ
ないことで他産地に対する優
位性を維持するとともに，引き
続き改良に取り組む必要があ
る。また，三次産肉の安定的
な販路を確保する必要もある。ふ

る
さ
と
農
林
室

酪農・和
牛支援
対策事
業

132

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

今後も海外
からの米の
輸入は拡大
すると考え
られるた
め，省力低
コスト化の
推進と高付
加価値米の
生産拡大を
するため
に，更なる
集落法人経
営の安定・
高度化を図
るために，
成果の向上
が求められ
る。

継
続

　今後，米価
が高値に回復
していくことは
考えにくい中
で，水稲を中
心に経営を行
う農業法人に
おいては，省
力低コスト化
や高付加価値
米などの売れ
る米づくりの取
り組みが求め
られてくる。
　推進する上
では，本事業
の内容と市の
農業施策の方
向性と整合を
とりながら実
施する必要が
ある。

22 B
未
実
施

要
改
善

4

　今後，
農業の担
い手であ
る法人の
コスト削
減が図ら
れれば，
法人経営
の改善に
つなが
り，農業
所得の向
上につな
がる。
　また，特
別栽培米
の普及を
図ること
により，環
境負荷低
減農業を
目指すこ
とができ
る。

4

　低コスト
栽培が広
がり，法
人の経営
コスト削
減が図ら
れれば，
米の販売
価格の低
下も考え
られるこ
とから，
消費者も
より安価
な米を購
入するこ
とができ
る。
　また，特
別栽培米
を推進す
ることで，
環境負荷
低減農業
を目指す
ことがで
きる。

4

　事業費
にかかる
コスト削
減は，通
常栽培と
の掛け増
し経費に
ついて，
実費相
当分を補
助するこ
とにな
り，コスト
削減の
余地は
小さい。

3

　本事業
は広島県
の事業だ
が，実施
にあたり
市も負担
をする必
要があ
る。その
分申請等
にかかる
時間も必
要になっ
てくる。事
務に要す
る時間や
経費を考
慮すれ
ば，県が
独自で事
業が実施
できる体
制整備が
必要であ
る。

4

　乳苗疎植栽
培は，慣行栽
培と比べ，苗
箱数の削減
が可能で省
力化が図れ
る。
　また，本事
業が要件とし
ている特別
栽培米の栽
培は，慣行栽
培と比較し，
農薬や化学
肥料の施用
を５割削減し
栽培する必
要がある。そ
の結果環境
負荷低減に
つながる。

3

　本事業に
よる高付加
価値米の
栽培に係る
事業の推
進により特
別栽培米
の普及を行
うことで，環
境負荷低
減の農業を
目指すこと
ができる。

2,972

集
落
法
人

省力低コスト稲作
を実践するために
必要な田植機の
改造，乳苗疎植
栽培，育苗，無人
ヘリ委託に関する
経費等，通常栽
培との掛け増し経
費の補助。また，
特別栽培米を生
産するために必要
な紙マルチ田植
機，除草アタッチ，
温湯消毒器等通
常栽培との掛け
増し経費の補助。

法人経営のコスト削減，
特別栽培米の推進によ
る環境負荷低減。

　新たな米政策に対応し，需要に
即応した売れる米づくりを推進す
るため，省力低コスト化の推進と
高付加価値米の生産拡大をする
ことで集落法人経営の安定・高度
化を図り，消費者の多様なニーズ
に対応した米の生産流通体制を
構築する。

備北地域事務所や北部農業
技術指導所等の関係機関と連
携し，他の法人支援策も含め
た支援を行う必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

集落法
人経営
支援事
業

18131

第
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

今年度の取
り組みを検
証し，事業
の普及に努
めるととも
に，内容を
改善してい
く。

継
続

今年度よりス
タートした事業
であり，当面
は規模を継続
し，事業の普
及に努める必
要があると考
える。

22 B
未
実
施

未
実
施

3

戦略的
な農業
経営の
実現を図
るための
方法とし
て，シン
クタンク
を設置す
る必要性
がある。

4

自立した
農業経
営を実現
するため
には，専
門的な
知識と技
術が必
要であ
り，農業
者からは
ニーズも
高い。

4

制度に基
づく事業
であるた
め，コスト
削減の
余地は
小さい。

3

戦略的
な農業
経営を促
進するた
めに，市
としても
主体的
に情報
提供の
一環とし
て有識
者を派遣
していく
必要が
ある。

4

戦略的な農
業経営を実
現するため
には，有識
者の専門的
知識とアド
バイスが有
効である。

4

初めての取
り組みであ
り，成果の
向上の余
地は大きく
残される可
能性がある
が，継続的
な取り組み
の中で克服
していきた
い。

市
内
に
在
住
す
る
農
業
者

専門的知識を有
する有識者を派
遣する。

農業経営に関する各種
課題へ有識者からのア
ドバイスにより解決を図
り，より高度な企業的農
業経営の確立を推進す
る。

農業者（農業生産法人・農事組合
法人・農産物加工グループ等）が
有する課題を解決するため，各分
野の専門的知識を有する有識者
を派遣する。

これまでの待ちの姿勢から，
攻めの農業を展開するために
は，農業者の戦略的な経営が
求められており，農業者の意
欲の喚起，ニーズの掘り起し
など普及啓発を図る。

ふ
る
さ
と
農
林
室

戦略的
シンクタ
ンク設
置事業

19130

第
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

拡
大

今後も海外
からの米の
輸入は拡大
すると考え
られるた
め，高付加
価値米の販
売拡大を行
うために，
更なる成果
の向上が求
められる。

拡
大

　現在の米流
通販売の体系
から脱却しな
ければ、産地
間競争には勝
てない。特色
のある米づくり
を促進，誘導
し，有利販売
を行う必要が
ある。

20 C
未
実
施

未
実
施

4

　安全・
安心でお
いしい農
産物の
需要は
高まって
おり，消
費者が
求める農
産物の
販売は
社会的
にもニー
ズは高
い。

4

　地産地
消の観
点から，
学校給
食・小売
店・飲食
店におい
て地元
産農産
物の消
費拡大を
図ること
は，市民
にとって
もニーズ
が高い。

3

　流通過
程におけ
るマージ
ンや生産
コストの
削減によ
り，削減
余地はあ
る。

3

　実際の
販売者
は，三次
市農業
支援セン
ターであ
るが，生
産者との
調整や
販売促
進活動
は，セン
ターと連
携して市
が主体
的に行う
べきと考
える。

4

　安全・安心
な農産物の
需要は高
まっており，
消費者ニー
ズに応える
とともに農
家の所得向
上を目指
す。

2

　２年目の
取り組みで
あるため、
向上の余
地は大き
い。

市
内
外
，
県
内
外
の
個
人
消
費
者
及
び
飲
食
店
・
小
売
店
等

　堆肥を施用した
「三次産こだわり
米」として，付加価
値をつけ，他の米
とブレンドすること
なく，誰がどこでど
のように作ったか
がわかる安全・安
心でおいしい「こ
だわり米」を有利
販売していく。

　「三次産こだわり米」を
県内外へ広くＰＲするこ
とにより、ブランド化を図
る。

　昨年度から攻めの農業を展開
し，生き残りをかけた取り組みとし
て，市内で生産された良質でおい
しいこだわり米を「三次産米」とし
て，広く市内外へ宣伝販売するこ
とで，産地のイメージアップを図
り，三次産米のブランド化に取り
組む。

　販売先の確立と採算ベース
へ乗せていくことが重要。三次
ブランドの発信。

ふ
る
さ
と
農
林
室

三次産
米販売
拡大事
業

18129

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
イベント
出展回数 t 5 －

市内外で開
催される各イ
ベントへ三次
産米を出展
した回数

H
1
7

#DIV/0! ⑷
こだわり
米販売量 t 1 －

イベント等で
三次産米を
販売した数
量

⑵
H
1
8

384,600 ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴
交付金交
付対象農
家数

人 4,024 3,601 4,200

交付対象者
3,601（法人，
生産集団含
む）

H
1
7

43,599 ⑷

交付金対
象水田面
積（実面
積）

ha 1,060 2,050 3,810

産地づくり対
策交付金の
対象となった
水田面積

⑵
H
1
8

50,314 ⑸

⑶
H
1
9

38,040 ⑹

⑴
配分対象
農業者数 人 7,758 7,364 7,247

数量の配分
を行った農
業者数

H
1
7

949 ⑷
米の数量
調整実施
者

人 7,322 7,120 7,100

実施計画書
を提出し，数
量調整の実
施が確認さ
れた農業者
数。

⑵
H
1
8

867 ⑸

⑶
H
1
9

1,054 ⑹

⑴
新規就農
者補助金
交付件数

件 3 3
本事業への
申請者

H
1
7

623,666 ⑷
新規就農
者数 人 3 3

本事業を利
用して新規
就農の開始
した人数

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

623,666 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

人
員

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

1
5
 
効
果
の
検
証

終
了

平成19年度
で一旦終了
するが，４
年間の事業
効果を検証
し，今後の
新規就農者
への支援に
ついて検討
する必要が
ある。

継
続

　本事業の交
付要件は三次
地域新規就農
者研修事業の
終了者を対象
としており，本
事業が平成18
年度で終了し
たため，交付
要件の見直し
や他の新規就
農に対する支
援策を改めて
検討していく必
要がある。

26 B
要
改
善

要
改
善

4

農業従
事者の
高齢化
や担い
手不足
が深刻
化する中
で，新た
に就農
する若者
の育成
が社会
的に求
められて
おり，新
規就農
者に対
する支援
は社会
的ニーズ
が高い。

4

地域農
業の担
い手の
確保と地
元農産
物の生
産高向
上という
市民的
ニーズが
ある。

4

　収入が
少ない新
規就農
者への
支援は，
削減余
地が小さ
い。

5

市が主
体的に
支援する
必要が
ある。

4

　地域農業
の担い手の
育成・確保
につながっ
ている。

5

　平成18年
度は本事
業の対象
者はいな
かったが，
これまでの
実績を見て
も，新規就
農者は積
極的に視
察研修等
に参加して
おり，生産
技術の向
上にもつな
がってい
る。3年間
の補助期
間中，農業
所得も上が
り，生産性
の向上につ
ながってい
る。

新
規
就
農
者
及
び
就
農
者
の
栽
培
及
び
経
営
研
修
受
入
を
実
施
す
る

農
家
・
団
体
等

対象者への資金
支援

新たに就農する若者等
の支援を行い，新規就
農者の経営の安定を図
る。

　意欲ある地域農業の担い手とし
て，新たに市内に就農する若者等
を育成確保するため，三次地域新
規就農者研修事業後，引き続き
栽培・経営研修を必要とする新規
就農者及び就農者の栽培及び経
営研修受入を実施する農家・団体
等に対して助成を行い，地域農業
の活性化を図る。

ニューファーマーサポート補助
金は，三次地域新規就農者研
修事業を終了したものを対象
者とする交付要件があるが，
対象である三次地域新規就農
者研修事業が平成18年度で
終了したため，現要綱上では
平成19年度の対象者が最後と
なる。
今後，新規就農者への支援シ
ステムを新たに再編する必要
がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

新規就
農総合
対策事
業

16136

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

終
了

米の数量調
整は，行政
の管理では
なく，農業
者，農業者
団体が，市
場の需要動
向を反映
し，自ら主
体的な取り
組みを行う
こととされて
いるため，
生産者が主
役の需給調
整システム
を確立し，
行政の関与
を減らして
いく。

継
続

　米の数量調整
については，消
費者や市場を
重視した売れる
米づくりの取り
組みが配分数
量に反映される
ようになってお
り，これまで以
上に消費者
ニーズに対応し
た生産・販売方
法の推進が重
要になってきて
いる。
　今後も米の計
画的生産により
価格の安定を
図るとともに，
制度を利用しな
がら，売れる米
づくりの推進，
流通・販路の創
意工夫により，
米の販売の拡
大を図っていく
必要がある。

19 C
要
改
善

事
業
縮
小

4

　主食で
ある米穀
の価格や
供給，流
通の安定
は生産者
だけでな
く消費者
のメリット
も大き
い。

4

　消費者
からは，
生産者
の経営
努力と適
切な価
格競争
による安
定した供
給体制
が求めら
れてい
る。
　また，
生産者
の水稲
の生産
意欲は
他の作
物と比べ
ても，依
然として
高く，生
産調整
に対する
抵抗感
は強い

3

　農業
者，農業
者団体
の主体
的な取り
組みが
確立され
れば，計
画書作
成等にか
かる経費
や確認
等コスト
の削減
が可能で
ある。

2

　平成１
９年度か
ら施行さ
れた経
営所得
安定対
策等大
綱の中
でも，数
量調整
や配分を
農業者，
農業者
団体が
主体的
に取り組
むよう移
行作業を
進めてい
るところ
である。

3

　平成18年産
米は全国的
な豊作基調
の中で，本市
においては，
目標配分数
量を達成した
ため，水稲を
主食用以外
に区分して出
荷する必要
がなかった。
このことによ
り，水稲生産
者の米の販
売収入に寄
与した。

3

　米の数量
調整は米
の価格安
定に資する
ことが目的
であるが，
今後は，農
業者，農業
者団体が
各自の販
売戦略に
即して生産
目標数量を
定めること
が重要で，
従来どおり
行政が主
導で事業を
行っても，
向上の余
地が少な
い。

6,389

米
の
生
産
者

生産目標数量の
配分及び生産計
画の確認

生産者が主役の需給調
整システムを確立するこ
とにより，市場の需要動
向に応じた生産が行わ
れ，米の需給や価格の
安定が図られることを目
的とする。

　主要食糧の需給及び価格の安
定を図るため，国が毎年定める基
本方針に基づき，市が水稲の生
産目標数量及び生産目標面積
を，集落の代表者を通じて各農家
へ配分している。
　平成１９年度からは，条件整備
等の状況を検証した上で，行政に
よる生産目標数量の配分は行わ
ず，国による需要見通し等の需給
に関する情報提供に基づき，農業
者・農業者団体が主体的に需給
調整を実施する新システムがス
タートした。

　米の計画的生産により価格
の安定を図るとともに，制度を
利用しながら売れる米づくりの
推進，流通・販路の創意工夫
により，米の販売の拡大を
図っていく必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

米生産
調整

135

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

縮
小

平成２０年
度の農協へ
の水田農業
推進協議会
事務局移行
後も，農協
と市が十分
な連携を図
り，事務事
業を円滑に
推進し，併
せて市の人
員も削減す
る。

継
続

産地づくり交
付金は農家に
とって,重要な
収入源にも
なっており，,本
体策の継続・
改善が農業者
及び農業団体
が主体的に取
り組むことにも
つながっていく
と考える。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

4

　国の
「食料・
農業・農
村基本
計画」で
は，食料
自給率
の向上，
安定供
給の確
保，担い
手の育
成等に
重点的
に取り組
むことと
されてお
り，産地
づくり対
策はそ
れらの目
的に資
する制度
であり，
生産者
のニーズ
は高い

4

　麦や大
豆といっ
た転作
作物は，
地元産
のパンや
パスタ，
豆腐等
の加工
品の原
材料とし
て使用さ
れ，これ
が市民
の間にも
定着して
きている
ことか
ら，消費
者や生
産者の
ニーズは
高い。

3

　農業
者，農業
者団体
の主体
的な取り
組みへと
移行する
ことによ
り，コスト
削減の
可能性
がある。

2

　農業
者，農業
者団体
が主役と
なって取
り組まれ
ることが
望まし
い。

4

　麦・大豆に
ついて，パ
ンやパスタ，
豆腐や味噌
などに加工
するため，
地元での需
要も大きい
反面，販売
単価が安い
ため，収支
面では交付
金に大きく
依存をして
いる。
　また，転作
を実施する
にあたり，農
業者の経営
を大きく支え
ている。

3

　転作の奨
励金とし
て，助成制
度が恒常
化している
ため，本事
業を利用し
た新規植
栽等の成
果が現れ
にくくなって
いる。

181,181

米
の
生
産
調
整
に
寄
与
す
る
農
業
者

産地づくり対策の
実施計画書の内
容を現地確認し，
交付金の交付を
行う。また，水田
農業ビジョンの点
検を行い必要に
応じて助成体系
の見直しを行う。

水田を利用した農業経
営の確立と担い手の育
成

　水稲以外の作物作付等を実施
した農業者に対し助成を行う。
　助成内容は水稲以外の作物作
付等を実施した農業者への「基本
助成」，また，生産調整推進上の
地区で米の生産調整を達成した
農業者に対し，「達成加算」，水稲
以外の麦・大豆や飼料作物，そば
といった土地利用型作物を担い手
が一定規模で実施した場合に交
付する「担い手加算」，そして，市
の振興する作物を作付し，一定要
件で出荷している農業者へ対し交
付する「振興作物加算」，集落営
農集団や法人を育成，支援してい
くための「担い手育成助成」からな
る。

従来は，行政が主体で産地づ
くり対策を講じてきたところだ
が，今後は，農業者，農業者
団体の取り組みも積極的に取
り込んで産地づくり対策を講じ
る必要がある。また，平成２０
年度からの水田農業推進協議
会事務局が農協へ移行するに
ともない，農協，市が十分な連
携を図り，事務局農協移行後
も，事務事業を円滑に推進し
ていく必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

産地づく
り対策
交付金

16134

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

廃
止

三次産米販
路拡大事業
へ引き継い
だため廃止

終
了

18年度はあく
までも米の試
験販売であ
り，取り組みの
総括を行った
うえ，三次市
農業支援セン
ターが販売の
主体となりうる
よう，市として
支援を行って
いく必要があ
る。事業自体
は，三次産米
販路拡大事業
へ引き継いだ
ため廃止。

21 C
未
実
施

要
改
善

4

食の安
全や地
産地消
への社
会的関
心が高
まる中
で，市が
主導的
に三次
産こだわ
り米を普
及するこ
とは，消
費者に
とっても
価値の
あること
で，出展
した各催
事におい
ても，好
評を得て
いる。

4

こだわり
のある米
を正当な
評価（価
格)で販
売するこ
とは，市
内の多く
の農家
にとって
メリットで
あり，生
産意欲
や所得
の向上
につなが
る取り組
みである
と考え
る。

3

成果向
上の余
地と同様
に，コスト
の面にお
いても，
より効率
的で効果
の高い米
の販売
戦略を確
立してい
くこととし
たい。 3

米の販
売はＪＡ
をはじめ
各企業
で行わ
れている
が，硬直
化してい
る米の流
通システ
ムに一
石を投
じ，農家
の所得
拡大に
つなげて
いく市の
取り組み
は，農家
からの期
待が大き
く，市が
担うべき
公共的
な役割で
あると考
える

4

一定の基準
を満たす三
次産こしひ
かりを普及
することは，
県内有数の
米産地であ
る当地を広
くＰＲし，さら
には安全安
心の三次産
農産物のイ
メージ定着
に貢献する
と考える。

3

18年度はこ
だわり米の
試験販売で
あり，この
取り組みの
総括の中
で，より効
率的で効果
の高い米
の販売戦
略を確立し
ていくことと
したい。

1,923

生
産
者

（
認
定
農
業
者
・
大
型
農
家
・
法
人

）

一定の栽培基準
を満たす三次産こ
しひかりを三次産
ブランド米として，
広く県内に普及販
売する。

消費者の求める安全･
安心かつこだわりのあ
るな農産物（米)生産を
誘導し，生産力と所得
の向上を図り，自立した
農業経営を確立する。

当初「安全・安心・こだわり」を満た
す一定条件の栽培方法を満たし
た三次産農産物をブランドとして
認証することを予定していたが，
各地での事例を検討する中で，認
証により価格の引き上げや消費
の拡大につながっていないことか
ら，一定の栽培基準を満たした
「三次産こしひかり」をブランド米と
して普及することにより，県内有
数の米産地である三次のイメージ
アップに努めることとした。

三次産ブランド米の販売は，
「チャレンジングウエーブ06」で
提案された主要事業であり，
18年度の試験販売の成果をふ
まえ，本格販売に向けた体制
づくりを図ることとする。

ふ
る
さ
と
農
林
室

三次農
産物ブ
ランド認
証制度

17133
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い
し
い
も

の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

34／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

賃借権を
得ている
認定農業
者数

人 33 35 35

賃借権の設
定により経
営規模の拡
大に取り組
み，経営の
安定を図っ
ている認定
農業者数

H
1
7

242,454 ⑷
利用権設
定面積 ㎡ 707,456 1,889,804 1,800

新規設立法
人3つによる
増

⑵
H
1
8

950,285 ⑸

⑶
H
1
9

1,002,028 ⑹

⑴
地域農業
経営研修
会

回 40 40 35

農業法人化
をめざす集
落農業組織
が行なう研
修会への参
加

H
1
7

31,775 ⑷
農地利用
集積面積 ｈａ 100 85 95

地図情報管
理システムを
活用した計
画的農地利
用の推進

⑵
H
1
8

31,775 ⑸

⑶
H
1
9

36,314 ⑹

⑴
実施団体
数

団体 3 3 －

放牧を実施
する団体数
（平成１８年
度事業終了）

H
1
7

372,666 ⑷
放牧を実
施する面
積

ｈａ 7 8 －

放牧により
管理の省力
化が見込ま
れる面積
（平成１８年
度事業終了）

⑵
H
1
8

358,333 ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴
和牛の里
創造事業
助成

件 － － 5
事業を活用
した件数

H
1
7

#VALUE! ⑷

助成した
繁殖農家
の肉用牛
増加率

％ － － 20
飼育頭数の
増加率

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

313,800 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

1
4
 
成
果
の
向
上

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

今年度から
取組み牛舎
の増改築に
かかる費用
の一部を助
成する事業
であるが，
補助金を交
付する効果
を検証する
必要があ
る。

継
続

牛の飼育頭数
については，
価格の動向に
より左右され
る部分が大き
いため，子牛
価格が安定し
ている現在
は，増頭の好
機だと思われ
る。
ただ，農家の
高齢化も進ん
でいることか
ら，毎日の飼
育管理の省力
化や低コスト
化を図ること
が必要であ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

農畜産
物の安
全が注
目を集め
ており，
安心して
食べれる
国産牛
肉の
ニーズは
高い。

3

受益者と
しては，
設備投
資の経
費が少
なくて増
頭できる
ことか
ら，ニー
ズはあ
る。

4

補助率
は，3分
の1以下
で，上限
を50万円
としてお
り，これ
以下の
補助で
は，事業
に取り組
むメリット
が少な
い。 4

子牛価
格が比
較的高
値で安
定してい
るため，
増頭に
取り組む
意欲が
高いと思
われ，補
助事業を
行なうに
は適期
だと思わ
れる。

4

飼育頭数を
増やすため
には，牛舎
の増築は必
要である。

4

日常の飼
育管理を行
なうにあ
たっては，
既存牛舎
の増築が
もっとも効
率的である
が，飼育方
法等改善
する余地は
ある。

市
内
に
居
住
し
，
市
内
で
肉
用
牛
を
飼
育
し
て
い
る
繁
殖
農
家

牛舎の増改築に
かかる費用の一
部を助成。

肉用繁殖雌牛の飼育頭
数の増頭により，所得
の増加を図る。

繁殖雌牛頭数の確保及び肉用牛
の振興を図るため，中核経営農
家及び規模拡大農家が経営規模
の拡大を目的に，牛舎の増改築
を行おうとする場合に，予算の範
囲内において補助金を交付する。
経費は全体額５０万円以上を条件
とし，要した経費の３分の１以内を
補助する(補助額上限は５０万円)

三次産の肉用牛のブランド化
を図るためには，市内の牛の
頭数を確保する必要がある。
そのためには，飼育の省力化
や低コスト化を進め，飼育頭数
の増加に取組やすい仕組みを
作る必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

和牛の
里創造
事業
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け
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農
業
戦
略

終
了

終
了

県のモデル事
業は18年度で
終了。(19年度
より，国のモデ
ル事業として
別の地域で実
施。)

23 B
未
実
施

要
改
善

3

高齢化が
進行する
中山間地
域におい
ては，農
地の維持
管理に要
する労力
が大きな
負担と
なってお
り，ニー
ズはあ
る。

3

省力化
の他に，
景観の
維持，獣
害防止
等の効
果もあ
り，，
ニーズは
ある。

4

機材の
選定及び
放牧頭
数につい
て削減の
余地があ
るが，一
層の情
報収集
及びノウ
ハウの蓄
積により
解決でき
るものと
思われ
る。

5

県の実
施要領
により，
市の関
与が義
務付けら
れてい
る。

4

高齢化が進
行する中山
間地域にお
いては，農地
の維持管理
に要する労
力が大きな
負担となって
おり，水田放
牧による省力
化の効果は
大きい。

4

現在のとこ
ろコスト・労
力・効果の
面で最もバ
ランスの取
れた方法で
ある。

1,075

　
３
戸
以
上
の
農
家
で
で
組
織
す
る
団
体
等

繁殖牛の放牧に
必要な電気牧柵・
給水設備等の導
入費用の一部を
補助する。

農地の荒廃防止及び保
全管理の省力化を図
る。

　農地の荒廃防止及び保全管理
の省力化を図ることを目的として，
水田（休耕田）等へ繁殖牛を放牧
するために必要な電気牧柵・給水
設備等の導入費用の一部を補助
する。

18年度で県のモデル事業は終
了。

ふ
る
さ
と
農
林
室

耕畜連
携支援
モデル
事業
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(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

本事業で整
備したデー
タを有効利
用し，農業
経営の効率
化を図る。

継
続

　経営構造対
策事業との関
連事業であ
り，平成14年
度から平成18
年度まで年度
別の計画を作
成し順次事業
を実施してい
る。
　この事業に
関しては，現
在の農業農村
が抱える多く
の課題に対処
するために必
要不可欠な業
務である。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

5

農業者の
高齢化，担
い手不足
による農
地荒廃の
増大は深
刻な問題
であり，農
地保全及
び環境保
全の両面
から社会
的ニーズ
はきわめ
て高い。ま
た，効率的
な農業経
営を行なう
ためには
計画的な
農地利用
を行なう必
要がある
ため，本事
業が果た
す役割は
大きいもの
と思われ
る。

3

本事業は，
農業者を
対象とする
ものであ
り，広く市
民ニーズ
に応えたも
のとは言
いがたい
が，農地荒
廃の防止
は，水田の
多面的機
能（洪水防
止，生態系
維持等）の
確保に重
要な役割
を果たてい
る。また，
農村の集
落機能の
維持や地
域振興に
もつながっ
ており，市
民ニーズ
がある。

5

他の手
段はない
ものと思
われる。

5

農地情
報，地図
情報とも
行政所
有の個
人情報
であり，
民間事
業者の
参入は
ない。
なお，情
報の入
力業務
について
は，情報
保護の
覚書を締
結したう
えで業務
委託を行
なった。

5

 農地荒廃
の防止，遊
休農地の活
用，農地の
利用集積等
のために
は，農地情
報と地図情
報がリンクし
た形で確認
できることは
不可欠であ
り，そのため
にはコン
ピュータにこ
れらの情報
を入力し，
一括管理を
行なうことが
システム・
データ利活
用において
最も適切で
ある。

5

旧市内全
域のデータ
整備が完
了し，シス
テム・デー
タ利活用が
なされてい
る。しかし，
旧郡部につ
いては導入
の計画を検
討する余地
が残されて
いる。1,271

農
業
振
興
地
域
農
用
地
区
域
内
の
す
べ
て
の
農
業
者
・
農
地

市の保有する農
地情報を活用し，
農作業の受委託
を円滑に実施する
とともに，生産調
整支援システム
の活用による戦略
的な転作作物の
導入と効率的な
農地利用を推進
し，農業経営の効
率化を図る。

　農地情報を活用した
営農支援事業
　　①　農作業受委託の
指導・調整活動及び業
務の代行
　　②　戦略的な転作作
物導入のための企画・
提言・指導

 適正な農地の保全管理を円滑に
行うため，ＪＡ三次営農センターと
業務委託契約を結び，地域農業
を支える多様な担い手を確保・育
成し，農作業の受委託及び戦略
的な転作作物の導入等による地
域営農体制の再編に向けた企
画・提言・指導・調整活動を行わ
せるとともに，農作業受委託に係
る事務等を代行させる。

経営構造対策事業（マッピン
グ）との関連事業として位置づ
けられているが，経営構造対
策事業において地図作成未了
地区が存在する。
　平成18年度にはデータ整備
を完了し，本格運用する予定
であるが，整備後には農地の
分合筆等の異動が生じるた
め，引き続きデータ更新を行な
う必要が生じる。ふ

る
さ
と
農
林
室

農地集
積・保全
管理
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)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

担当室での
記載もある
が，再更新
など，効果
が見込まれ
ない部分に
ついては制
度の改正が
必要であ
る。

継
続

農業従事者の
高齢化や後継
者不足による耕
作放棄地・遊休
農地が増加して
おり，認定農業
者による農業経
営規模拡大・経
営の安定と農地
保全の観点か
ら，認定農業者
育成事業を継
続していく必要
がある。しかし
現行の補助金
制度では，賃借
権設定の再更
新を含めている
ので，直接農地
集積の拡大に
繋がらない部分
もある。また近
年，集落法人の
設立に伴い財
政面の負担も
増大している。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

農業者の
高齢化，
担い手不
足による
農地荒廃
は深刻な
問題であ
り，農地
保全及び
環境保全
の両面か
ら社会的
ニーズは
極めて高
い。また，
効率的で
安定した
農業経営
を推進
し，地域
の担い手
としての
認定農業
者を育成
すること
は，地域
農業の振
興する上
で必要で

4

本事業
は，認定
農業者を
対象とす
るもので
あり，広く
市民ニー
ズに応え
たもので
はない
が，農地
荒廃の防
止は，水
田の多面
的な機能
（洪水防
止，生態
系維持
等）の確
保に重要
な役割を
果たして
おり，一
定の市民
ニーズは
存在する

3

集落法
人へ交
付する補
助金額を
見直す必
要があ
る。

3

認定農
業者の
育成・支
援は，市
とＪＡが
共に取り
組む課
題である
が，現段
階では，
地域保
全を含
め，市が
主体的
に取り組
む必要
がある。

4

農業の担い
手が不足す
る中，意欲
と能力のあ
る認定農業
者の農業経
営拡大意欲
を図ること
は耕作放棄
地の減少に
つもながる。

4

農地集積面
積は年々増
えており，成
果が見られ
る。また，本
事業は認定
農業者の経
営安定を目
的としてお
り，地域農
業の担い手
としての認
定農業者の
増加につな
がっている。
認定農業者
が中山間直
接支払制度
等各種補助
事業の交付
要件となっ
たため今後
更に増加傾
向にあり本
制度の利用
も増え，耕
作放棄地の
減少につな
がる事が期

33,260

３
年
以
上
の
賃
借
権
の
設
定
を
受
け
た
認
定
農
業
者

賃借権の設定に
よる農地集積を支
援（補助金の交
付）
①　３年以上６年
未満：６，０００円
以内の額／１０a
②　６年以上１０
年未満：１５，０００
円以内の額／１０
a
③　１０年以上：２
０，０００円以内の
額／１０a

認定農業者の農業経営
の安定を図る。

農業従事者の高齢化や後継者不
足による耕作放棄地・遊休農地が
増加している。意欲と能力のある
認定農業者の農業経営規模の拡
大により経営の安定を図り，併せ
て農地保全を図るため，借地権設
定による認定農業者への農地集
積を支援する。

農業従事者の高齢化や後継
者不足による耕作放棄地・遊
休農地が増加しており，認定
農業者による農業経営規模拡
大・経営の安定と農地保全の
観点から，認定農業者育成事
業を継続していく必要がある。
しかし現行の補助金制度で
は，賃借権設定の再更新を含
めているので，直接農地集積
の拡大に繋がらない部分も含
んでいる。また近年，集落法人
の設立に伴い財政面の負担も
増大している。

ふ
る
さ
と
農
林
室

認定農
業者育
成事業
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
ハウス導
入申請件
数

件 19 15 23
本事業への
申請件数

H
1
7

269,421 ⑷
ハウス導
入数 件 23 25 31

新たに設置
したハウス数

⑵
H
1
8

384,600 ⑸

⑶
H
1
9

199,000 ⑹

⑴
事業申請
件数 件 － － 1

本事業を活
用して新規
就農を行おう
とする件数

H
1
7

#VALUE! ⑷
新規就農
者 人 － － 2

新規就農を
始めた人数

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

3,323,000 ⑹

⑴
農業委員
研修会 回 4 4 4

農業委員会
研修会開催
回数

H
1
7

307,500 ⑷
農業委員
研修会 回 4 4 4

農業委員会
研修会開催
回数

⑵
農業会議
連絡調整 式 1 1 1

H
1
8

307,500 ⑸
農地法第
4条・5条
諮問件数

件 131 112 150

常任会議へ
の農地転用
についての
諮問件数

⑶
H
1
9

307,500 ⑹

⑴
農家相談
件数 件 10

相談日にお
ける相談件
数
18年度から、
相談日は休
止し、通常業
務の中で行
うこととした。

H
1
7

14,200 ⑷
農家相談
件数 件 10

相談日にお
ける相談件
数
18年度から、
特に相談日
は設けない。

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

#DIV/0! ⑹

事
業
規
模

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
5
 
効
果
の
検
証

1
1
 
事
務
事
業
の
統
合

廃
止

平成18年度
からは相談
日の指定を
せず，いつ
でも相談を
受けられる
体制を整備
していた
が，相談が
なかった。
今年度も相
談見込みが
ないことか
ら，来年度
からは，廃
止し，相談
がある場合
は，通常業
務の範囲内
で対応す
る。

廃
止

日常的に、農
業委員は、地
域の農家から
の相談を受け
ているため、
特に相談日を
設けるメリット
は少ない。
相談日の廃
止、通常業務
での対応。

20 C
要
改
善

事
業
縮
小

3

農家の
相談窓
口の1つ
である。

2

相談しや
すい地
域の農
業関係
の相談
窓口であ
るが、相
談者は
少な
い。。

4

法律に基
づく農業
委員の
業務であ
るため、
コストは
かかって
はいな
い。

4

法律に
基づく農
業委員
の業務
である。

4

高齢化等に
よる耕作困
難などの相
談が多い
が、利用権
設定などの
紹介を行
い、遊休農
地を増加さ
せない取り
組みとなっ
ている。

3

相談内容
は、重要な
事案が多
いが、相談
件数は少な
い。

市
内
の
農
家
等

農業委員による農
家相談

農地の所有権、賃借権
や農地の転用、営農に
ついて農業委員が助言
を行い、農地の効率的
な利用を図り、農業者の
地位の向上や農業生産
力の増進を図る。

農業委員が、農家の農地の権利
や転用、又は農業経営などにつ
いて相談を受け、問題点等に対す
る助言を行う。農業委員は日常業
務として随時相談は受けている
が、相談日を設けることにより農
家は相談がしやすい。

他部局との連携（相談内容の
反映）to

農
業
委
員
会

農家相
談日に
関する
こと
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縮
小

事務・権限
移譲や構造
改革特区提
案の活用な
ど，今後の
方向性を検
討する。

継
続

農業委員会等
に関する法律
により設置さ
れている機関
であり、今後、
構造改革特区
等の検討も含
め、このあり方
の検討を行う

22 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

3

市町農
業委員
会にとっ
ては、法
的諮問
機関であ
る。

3

農業委
員会との
連携によ
り、市内
農業関
係者等
のニーズ
に沿った
情報提
供が可
能であ
る。

4

行政の
負担金で
運営して
いるた
め、この
増減は
は考えに
くい

4

農業会
議は法
で定めら
れた農
業委員
会の系
統組織
である。

4

適正な農業
委員会業務
を行うにあ
たり必要な
事項である

4

農業委員
への研修な
ど専門的な
指導機関で
ある

1,230

市
町
村
農
業
委
員
会
の
県
内
に
お
け
る
組
織
上
の
上
部
組
織

連絡調整業務 県内各農業委員内が適
正な業務遂行ができる
ようにする

農業委員会の業務（農業・農民に
関する意見の公表。行政庁への
建議。行政庁からの諮問に対する
答申。農業・農民に関する情報提
供。調査及び研修。農業委員会
委員の研修。農業委員会が所掌
する事項に関する助言・協力）が、
円滑に行えるよう連絡調整を行
う。

委員研修を充実してゆく

農
業
委
員
会

広島県
農業会
議に関
すること

143

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

今年度の効
果を検証
し，新規就
農者への支
援のあり方
について検
討する必要
がある。

継
続

　今年度から
の新規事業の
ため。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

　後継者
不足は
社会的
問題

4

　新規就
農者の
増は，農
業の継
続には
必要不
可欠。

5

　現状で
はコスト
削減なし

5

　ふるさ
と農林業
創造プラ
ンを根拠
としてい
るため。

4

　新規就農
者を確保し
ていくため，
「三次市農
地・空き家
情報バンク」
事業ともか
らめ，多様
なニーズに
応えられる
よう整備して
いく。

4

　新規就農
者がどれだ
け増えるか
は未知数。

新
規
就
農
者
及
び
受
入
れ
モ
デ
ル
地
区

　受入モデル地区
において，新規就
農者が農地や機
械を借りる場合の
賃借料等の補助

・新規就農者の経営基
盤の安定
・受入れ地域の活性化

　新規就農者の確保を図り，生
産・販売力の維持及び産地の活
性化を図っていく。
　平成１９年度は，新規就農者の
受入体制を整備することを目的
に，受入モデル地区を選定し，ま
た，就農希望者によるプレゼン
テーションを行い，事業対象者の
選考を行う。
　また，農業用機械については，
モデル地区の農家から借り上げ，
就農者へ利用してもらう。

　農地の賃借等にかかる法的
な問題，新規就農希望者の把
握

ふ
る
さ
と
農
林
室

ニュー
ファー
マー条
件整備
事業

19142
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

継
続

効果を検証
し，今後の
制度を検討
すべきであ
る。

継
続

農業所得の向
上と経営安定
のためには，
今後もハウス
導入を継続し
ていく必要が
ある。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

ハウス栽
培による
農産物
が拡大
すれば，
消費者
側にもメ
リットは
増える。

4

規模にも
よるがハ
ウス導入
に係る経
費は相
当額にな
り，農業
者にとっ
ては有
効な支
援策であ
る。

4

補助率に
ついて
1/2から
1/3にす
るなど削
減する余
地はあ
る。

5

市が積
極的に
関与す
べきであ
る。

4

ハウス導入
をすること
で，生産者
の野菜栽培
が有利に行
うことが可
能で，本事
業を活用す
ればハウス
導入に係る
経費負担も
削減でき，
農業所得向
上につなが
る。

4

園芸作物
の振興は
米価下落
の中，有効
な手法の一
つと考えら
れる。

5,769

市
内
に
お
い
て
現
に
農
業
経
営
を
行

っ
て
い
る
者
，
ま
た
は
行
お
う
と
す
る
者

で
，
ア
ン
テ
ナ
シ

ョ
ッ
プ
等
で
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
に
，
出
荷
野
菜
及
び
菊
の

ハ
ウ
ス
導
入
を
行
う
者

。

出荷野菜及び菊
のハウス導入に
要した経費の1/2
以内を補助金とし
て交付。

農業所得の向上ハウス導入による出荷野菜及び
花卉の生産促進を図り，農家所
得の向上と農業経営の安定に資
するため，三次市出荷野菜等ハ
ウス導入に要する経費に対し助
成を行う。

本事業は平成19年度まである
が，事業年度にかかる要綱改
正も視野に入れ，今後とも出
荷野菜や菊のハウス栽培を行
う生産者を支援していく必要が
ある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

三次市
出荷野
菜等ハ
ウス導
入事業

18141
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略

36／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

農地保有
合理化事
業対象件
数

件 3 3 2
農地保有合
理化事業対
象件数

H
1
7

94,666 ⑷

農地保有
合理化事
業対象件
数

件 3 3 2

農地保有合
理化事業実
施件数

⑵
H
1
8

94,666 ⑸

⑶
H
1
9

106,500 ⑹

⑴予約数量 t 229 223 223
生産者によ
る生産予約
数量

H
1
7

20,842 ⑷
補償金交
付対象数
量

ｔ 267 265 265
補償対象出
荷数量

⑵
H
1
8

6,318 ⑸

⑶
H
1
9

18,255 ⑹

⑴
特産品加
工グルー
プ数

団体 1 4 4

当該事業を
採択した農
産物加工グ
ループ

H
1
7

2,168,000 ⑷
開発加工
品数 品 1 5 3

事業を実施
したグループ
が新たに製
造を始めた
加工品数

⑵
H
1
8

670,000 ⑸

⑶
H
1
9

783,750 ⑹

⑴
事業実施
件数 件 2 1

当該事業を
実施した者

H
1
7

1,211,500 ⑷

特産品開
発のため
の施設整
備

件 2 1

新たなアイデ
アによる特
産品開発に
係る施設整
備

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

2,423,000 ⑹

1
1
 
事
務
事
業
の
統
合

1
5
 
効
果
の
検
証

1
0
 
内
容
の
改
善

終
了

１次評価に
も記載があ
るように，本
事業は廃止
して他の類
似事業と統
合すべきで
ある。

終
了

類似する補助
事業もあること
から，「農産物
加工チャレン
ジ事業」と統合
するなどして，
本年をもって
終了すべきと
考える。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

農業に
関する先
進的なア
イデアや
工夫の
具現化
は，地域
の農業
振興を推
進する上
でも重要
と考え
る。

1

煩雑な
申請書
類と，類
似する事
業の並
立によ
り，申請
を希望す
る農業者
は少な
い。

4

補助割
合は，か
かる経費
の1/2と
なってお
り，コスト
削減の
余地はな
いが，申
請者時
のアドバ
イスによ
り，総事
業のコス
ト削減の
可能性
はありう
る。

5

農家の
先進的
な取り組
みへの
投資はリ
スクも生
ずるもの
であり，
農業振
興施策
の1つと
して，市
が主体
的に支
援するこ
とが要で
ある。

4

農家の主体
的な取り組
みを支援す
る方法とし
て，適当で
ある。

4

これまでに
ない先進的
な取り組み
への支援で
あり，実現
化が図れ
たときの農
業振興へ
果たす役割
は大きいも
のが期待で
きる。

711

認
定
農
業
者
・
認
定
志
向
農
業
者
，
法
人
志
向
グ
ル
ー

プ
・
新
規
就

農
者
，
生
産
者
団
体

農業に係る新たな
技術の開発や特
産品開発などの
初期投資にかか
る経費の1/2に相
当する額を補助
（上限100万円)す
る。

様々な農業に関する知
恵やアイデアを具体化
することにより，頑張る
農家が企業的経営体に
発展するよう育成を図る
とともに，他の農業者へ
の先導的役割を果たす
地域農業の担い手とす
る。

農業に対する新たな知恵・アイデ
アの実現に係る経費の1/2（上限
100万円)を補助する。

自立した農業経営の確立に向
け，農業者自身の創意工夫が
現実となるための具体的支援
策として，有効な事業であると
考える。しかしながら，一方で
煩雑な申請手続きに加え，類
似する補助事業の並立によ
り，申請者が少ないことも事実
である。今後は，他の事業との
整理・統合を行うことにより，よ
り一層農業者にとって使いや
すい事業として改正することが
必要と思われる。

ふ
る
さ
と
農
林
室

アグリフ
ロンティ
ア支援
事業

17148

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

継
続

他の類似事
業と統合で
きないかを
検討する必
要がある。

継
続

地域農産物を
加工すること
により付加価
値が付与さ
れ，加工グ
ループの企業
的経営を実現
するのに有効
な手段となりう
る。また，新規
の特産品開発
により，地域ア
イデンティティ
の確立と，地
域経済への波
及効果が期待
でき，引き続き
積極的に取り
組む必要があ
ると考える。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

5

過疎化や
高齢化が
進み，集
落機能の
維持が難
しくなって
いる地域
もあり，農
村での新
たな事業
として加
工品製造
事業を掘
り起こす
ことは，
農業振興
と併せて
地域振興
を図るこ
とにもつ
ながり，
社会的に
も大きな
意味を持
つ。

5

地元産
の原料
ででき
た，安心
できる加
工品が
求められ
る。地域
の特色を
活かした
加工品
開発は，
地域の
活性化
につなが
るととも
に，誇る
ことがで
きるふる
さと産品
の創出
につなが
る。

4

本事業で
導入され
た加工機
器等が
有効に活
用される
よう，加
工グルー
プ同士の
連携によ
り利活用
を行な
い，稼働
率を上げ
る等の取
組みが
必要。

5

機器導
入時の
資金調
達につい
ては，融
資制度
の利用
が困難
であるこ
となど，
加工グ
ループの
活動に
支障が
生じるこ
とがある
が，補助
を行なう
ことによ
り製造及
び販売を
軌道に
乗せ，生
産者の
所得向
上を図る
ことがで

4

特産品や加
工品の開発
により，地域
農産物の販
路拡大を通し
て，農業振興
を図ることが
できる。
特に，高齢化
した地域にお
いては，高齢
者に適した農
産物の栽培
と加工を行う
など，地域の
特色を活かし
た農業振興
を図ることが
できる。

4

特産品開
発には，加
工機器の
導入等の
条件整備
が必要とな
るが，これ
らの資金の
調達には
かなりの負
担を要する
ことから，
立ち上げ時
の補助を行
なうことで
農業者及
び加工グ
ループの活
動が停滞
することの
ないよう，
支援を行な
う。

2,680

市
内
の
特
産
品
加
工
グ
ル
ー

プ

特産品開発の初
期投資にかかる
経費の1/2に相当
する額を補助（上
限100万円)する。

地元農産物を有効活用
した農産加工品を開発
し，地域農業の振興を
図るとともに，農業者
（加工グループ)の所得
向上と商品の販路拡大
を図る。

地元農産物を有効活用した加工
品，及び特産品の開発・改良伴う
経費の1/2を補助

開発を行なった６次産品が，安
定した加工・販売が行なわれ，
着実に地域の農業振興につな
がるよう，販売経路を確立する
必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

特産品
加工事
業

17147

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

継
続

生産者が減
少する中
で，将来に
わたってア
スパラ推奨
の必要性の
有無を検証
する必要が
ある。

拡
大

三次市は，ア
スパラガスの
ブランド化，産
地化を図って
いる。本制度
は，生産出荷・
生産者経営・
消費者供給の
安定を図るた
めに重要な役
割を果たして
いる。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

価格の
不安定
は，生産
農家所
得を不確
実なもの
とし，廃
園などの
増加から
生産量
の急激
な減少
や，それ
に伴う価
格の急
騰を引き
起こす可
能性が
ある。農
産物の
自給率を
上げ，農
業を支え
ていく面
で社会
的ニーズ
が高い

3

価格の
低落は，
生産農
家の生
産意欲を
削ぎ，生
産量の
減少や
それに伴
う価格の
急騰を引
き起こす
可能性
がある。
生産農
家の経
営安定を
図り，野
菜の計
画的生
産・出荷
により，
価格の
安定を図
る点で
ニーズが
ある

5

他の手
段はない

5

野菜の生
産出荷の
安定と生
産者の経
営安定，
消費者へ
の安定供
給を図る
ため，野
菜価格安
定制度は
重要であ
り，行政と
して行う
必要があ
る。価格
補填につ
いては，
国・県の
制度に基
づき実施
すること
が効果的
であり，
行政の責
任で行う
べきであ
る。

4

野菜生産は
気象条件の
影響を受け
やすく，価格
が常に変動
するため，
生産農家所
得を不確実
なものにし
ている。価
格補償制度
による価格
補填金を交
付すること
により，収入
の安定性が
図られてい
る。

4

野菜生産
は気象等
自然条件
の影響を受
けやすく，
価格が常
に変動する
ため，生産
農家所得を
不確実なも
のとし，生
産意欲を削
ぎ，生産面
積の減少
につながっ
ている。価
格補償制
度による価
格補填金を
交付するこ
とにより，
価格の安
定性が図ら
れている。

1,409

市
内
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
生
産
者

予約数量に対して
負担金支出。市
場価格低落:に補
給金を交付。

生産者の経営安定。三次市の振興作物であるアスパ
ラガス生産農家の経営安定を図
るため，計画的生産・出荷を推進
するとともに安値価格補償を充実
させる。

近年，アスパラガスの価格が
低迷しているため，生産者の
経営は厳しい状況にある。あ
わせて，アスパラガス生産者
の高齢化により，廃園が増加
している。今後，アスパラガス
のブランド化・産地化を図るた
め，新規植栽者の意欲を喚起
し，安心して出荷できるよう制
度の充実及び予約数量の増
加が必要である。ふ

る
さ
と
農
林
室

地域特
産支援
対策事
業
（アスパ
ラ価格
補償支
援事業）

146

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

継
続

制度に関す
る広報を充
実し，市民
のサービス
向上に努め
る。

継
続

農地の担い手
への集積は、
大規模農家の
育成はもとよ
り、優良農地
の遊休化や、
耕作放棄の有
効な対応策と
なっている。そ
のため、出しし
手と作り手の
仲介を行うこ
の事業は、農
業振興や、農
村の景観保全
に大いに貢献
できる。
平成18年度で
振興センター
の新規事業終
了。平成19年
度からは継続
分のみ実施。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

3

農業振
興に資
するた
め、農業
経営体
の安定
経営の
ため規
模拡大を
希望して
いる農業
者には
必要な
制度であ
る。

3

農地を取
得し、規
模拡大を
図る農業
者には
有効な
事業であ
る。

5

事務手
続きに要
する人件
費のみで
あり、コ
スト削減
の余地
はない。

5

農業委
員会が
行う事業
である。

5

農地保有合
理化促進事
業実施要綱
の目的と合
致している。

5

事業目的
に沿った効
果が十分
に発揮され
ている。

284
農
業
者

規模拡大を目指
す農家や農業集
落法人へ利用権
設定等の方法に
より農地を集積す
る。

農業の担い手へ農地を
集積し、農業経営の安
定化に資するとともに、
耕作放棄地の発生防止
を図る。

農業経営者に対し、農地の売買、
賃借を行う場合に、農地保有合理
化法人（財・広島県農林業振興セ
ンター等）を仲介し、農地の所有
権移転や、賃貸借を行う制度で、
税制上の優遇措置も受けることが
できる。平成18年度は3つの農業
集落法人へ農地の利用集積を
行った。

平成18年度で新たに財・農林
振興センターが仲介する事業
は終了したが、平成19年度か
らは、同センターの継続分の
賃貸借農地等の管理を適正に
行うとともに、他の農地保有合
理化法人（市や農協）が仲介
する農地の所有権移転等事業
を推進していく。

農
業
委
員
会

農地保
有合理
化促進
事業

145
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

1

)

儲
け
る
農
業
戦
略
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴広報活動 回 － 2 4
利用促進の
ための広報
活動回数

H
1
7

#VALUE! ⑷
事業活用
農家数 件 － 1 1

本事業を活
用した農家
数

⑵
H
1
8

836,500 ⑸

⑶
H
1
9

543,250 ⑹

⑴広報回数 回 - - 1

市広報等を
通じて市民
へ広報を
行った回数

H
1
7

#VALUE! ⑷
取り組み
農家件数 件 - - 3

本事業を活
用し，特殊農
法に取り組
む農家等

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

5,559,000 ⑹

⑴
農業者年
金加入者 人 879 838 800

農業者年金
加入者数

H
1
7

825 ⑷
経営移譲
者 人 3 1 2

農業者経営
移譲年金裁
定請求者数

⑵
H
1
8

866 ⑸

⑶
H
1
9

907 ⑹

⑴
被害届受
付件数 件 6 6

各年度において
有害鳥獣被害の
状況は、違ってい
る。
冬季の狩猟時期
におけるわな・銃
器による捕獲の
関係もあり駆除
出動日数等に関
連する。

H
1
7

47,333 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 9 10

平成１８年度
の駆除出動が
なかったの
が、異例で、
イノシシ被害
による駆除頭
数は、１０頭程
度見込まれ
る。

⑵
駆除出動
日数（延） 日 32 30

平成１８年度
は、農家から
の被害届の
提出がな
かった為、駆
除指示は、
なかった。

H
1
8

#DIV/0! ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭

現在のところ
は、被害は少
なく、駆除実
績は、ない
が、今後、頭
数増加による
被害が危惧さ
れる。

⑶
駆除出動
員数（延） 人 155 140

平成１８年度
は、農家から
の被害届の
提出がな
かった為、駆
除指示は、
なかった。

H
1
9

23,666 ⑹
駆除頭数
（その他）

頭（羽） 32 30

カラス・ハト・
シラサギ等
の駆除実績
がある。
生態系の変
化で、駆除
の種類に変
動がある。

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

農作物を作る
ことは、国土
の保全にも大
きく寄与してい
る。
鳥獣からの被
害により、耕作
放棄地の拡大
に繋がらない
様に、農作物
被害対策とし
ての駆除活動
は、継続して
行う必要があ
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

4

農作物
への被
害防止
は、農業
生産活
動へ寄
与してい
る。
また、自
然・環境
保護の
観点から
乱獲を抑
制してい
る。

4

動物愛
護の観
点と鳥獣
被害対
策の駆
除の観
点から見
ることが
出来る
が、農家
において
は、農作
物被害
防止対
策として
の駆除を
望んでい
る。

4

鳥獣害
被害を防
止する対
策に比べ
ると、農
作物被
害を軽減
する目的
で、駆除
出動を指
示してい
るところ
である。
コスト的
には、安
価な状況
での対策
と考え
る。
コスト的
に削減余
地がある
かないか
は、わか
らない。

3

被害～
駆除を行
政が一
元的に
把握する
ことで、
銃器等
による人
的被害
防止や
違法狩
猟の防
止につな
がってい
る。

5

農作物への
実害があっ
て駆除の指
示を行って
いる。

4

書類（様
式）の統一
化・簡略化
に改善の
余地と必要
性を感じ
る。

284

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
へ
の
被
害
を
受
け
た
農
家

被害届を受付、駆
除の指示を行う。

農作物への被害の軽減
を図る。

・鳥獣飼育許可については、実施
していない。
・鳥獣被害届を受付、駆除班へ駆
除指示を行う。

中山間地域は、山林での保水
機能及び水田での貯水機能な
どをはじめとして、都市住民に
対しては、癒し空間としての機
能を有している。
山林や農地が荒廃することに
なれば、保水機能・貯水機能
が低下していく事になり、しい
ては中山間地域の持つ森・水・
農地のバランスが崩れ、鳥獣
の生活体系も崩れてしまう事
も予想される。
鳥獣による農作物への被害軽
減の手段として被害届～駆除
班への指示による一連の駆除
活動が、しいては自然との共
生による生活環境保全の一役
を担っている。

君
田
支
所

鳥獣飼
育許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
こと

16152

第
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

加入促進を
行うと同時
に手続きの
助言，相談
等を充実さ
せ，自民ｻｰ
ﾋﾞｽの向上
を図る。

継
続

農業者年金は
農業者の老後
生活の基盤と
なるもので、こ
の事務は、制
度が継続され
る以上継続し
て行われなく
てはならない。

30 A
現
状
維
持

要
改
善

5

農業者
年金法
により定
められて
おり、必
要性はき
わめて
高い。

5

農業後
継者の
減少等
により、
新たな農
業者年
金への
加入者
は減少
傾向に
あるが、
農業者
の老後
生活を支
える制度
として必
要であ
る。

5

事務事
業に係る
費用は
小額であ
る。

5

法で定
められた
事務事
業であ
る。

5

農業者年金
加入者へ、
より有利な
受給のため
の相談業務
を日常的に
行っている。

5

年金受給
に向け、適
切な指導助
言を行って
いる

726
農
業
者

加入促進。被保
険者の管理。年
金受給手続き。そ
の他相談業務全
般

農業者の老後生活の安
定と福祉の向上。農業
後継者の確保。

農業者年金制度は農業者全般を
対象とした年金制度で、国民年金
と相まって、農業者の老後の生活
の安定と福祉の向上、併せて農
業者の確保に資することを目的と
した公的年金制度です。なお、こ
れに伴う事務は、地方自治法第
180条の２の規定により、市長から
事務委任を受けて農業委員会が
行っているものです。平成18年度
は、５名の農業者年金受給等の
手続きを行った。

関係機関と一緒に年金相談会
の開催を行う。

農
業
委
員
会

農業者
年金事
務

151
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援

継
続

今年度から
スタートした
事業である
が，今年度
の取り組み
を検証して
次年度の取
り組みに生
かしていくこ
とが必要で
ある。

継
続

三次農産物の
イメージアップ
によることでの
販路拡大，一
般栽培と比較
したときの販
売価格の差別
化による農家
所得の向上，
このような特
殊農法を市が
支援し，スタン
スを明確化す
ることで普及を
目指す。販売
先確保，農家
所得向上を図
ることで多くの
生産者への波
及効果が期待
できる。

24 B
未
実
施

未
実
施

5

農産物
に対す
る，安全
性を求め
る声は多
い。しか
し農産物
の価格
が不安
定，一定
の収量
が確保
できない
などのた
め，取り
組む農
家は少
ない。

5

しないで
も同様
で，農産
物に対
する，安
全性を求
める声は
多い。し
かし農産
物の価
格が不
安定，一
定の収
量が確
保できな
いなどの
ため，取
り組む農
家は少
ない。

3

未だ未実
施のた
め，今後
見極める
必要があ
る。

4

市以外
機関でも
対応可
能だが，
今のとこ
ろ，その
予定は
無く，ま
た三次
市の農
産物の
ブランド
化につな
がるの
で，市が
行うこと
が妥当
である

4

事業導入の
初期段階
で，集落・農
家を対象に
行っていき，
地域ブラン
ドの確立を
目指す。

3

事業実施
についての
改善（範
囲・補助金
額）を検討
する余地が
ある

特
殊
農
法
に
取
り
組
む
農
業
生
産
者

（
米
・
野
菜

）

集落単位・個人単
位で特殊農法に
取り組み，生産し
た農産物に対し，
奨励金を交付す
る。
また，三次の特殊
農法による農産物
をＰＲすることを目
的に，市内外で行
われる特産品ＰＲ
等の各種イベント
に参加し，販売促
進する活動費を
補助する。

産地間競争に生き残っ
ていくため，「安全・安
心，よりおいしいものへ
のこだわり」として，他産
地との差別化を図り，有
利販売へ結び付けるシ
ステムの構築が必要で
ある。そのためには，特
殊農法による高付加価
値農産物の生産を推進
する。

　「安全・安心，よりおいしいもの
へのこだわり」として，地域自らが
プランを作成し，特殊農法による
生産体制を地域で形成し，産地化
を図る。
　また，この特殊農法によって生
産された安心・安全な農産物のブ
ランド化し，イメージアップするた
めの活動を支援する。

特殊農法，はその独特の農法
ゆえ，大規模化が難しい。
集落単位で取り組み，産地の
ブランド化に発展させることが
大きな課題になってくる。

ふ
る
さ
と
農
林
室

振興作
物産地
化支援
事業・
特殊農
法チャレ
ンジトラ
イ支援
事業
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い
し
い
も

の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

継
続

知的財産の
主旨など本
事業の普及
啓発を継続
して行い，
将来的には
所有者自ら
が知的財産
を保護し，リ
スク回避で
きるよう支
援していく
必要があ
る。

継
続

三次市内で開
発される新し
い技術や知的
財産が，限り
なく生まれるこ
とは考えにくい
が，知的財産
の保護，及び
リスク回避を
行うため，知
的財産の主旨
など本事業の
普及啓発を継
続して行って
いくべきと考え
る。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

知的財
産の保
護は社
会的な
関心事
である。

3

農業分
野におけ
る知的財
産の保
護につい
ての関
心はまだ
高くなく，
その重
要性に
ついて普
及啓発し
ていく必
要があ
る。

4

新規技
術の開
発につい
ては，総
事業費
の積算
時点での
コスト削
減は可
能である
が，知的
財産登
録等の
経費は，
関係省
庁により
定められ
ており，
コスト削
減の余
地はな
い。

4

農業に
関する知
的財産
の保護
は，当該
農家だけ
でなく，
市の農
業振興
にも資す
るもので
あり，市
として支
援しなく
てはなら
ない。

4

知的財産の
登録に関し
ては，その
可否が微妙
であること
から，積極
的に知的財
産の開発保
護を推進す
る立場か
ら，目的に
合致してい
る。

3

平成１８年
度からの事
業であり，
成果の向
上の余地
はある。継
続的な取り
組みの中で
克服してい
きたい。

1,673

市
内
に
在
住
し
，
農
林
業
を
営
む
も
の

。

農林業に関する
新たなアイデア・
工夫を開発，又は
知的財産として登
録,保護する経費
に対し補助金を交
付する。

様々な農業に関するア
イデアや工夫を開発・保
護することにより，他産
地との競争力強化，農
産物に付加価値をつけ
ての有利な販売，営農
技術の合理化によるコ
スト削減など，経営戦略
に優れた農家を育成す
る。

農林業に関する新たなアイデア・
工夫を開発，又は知的財産として
登録，保護する経費の1/2を補助
する。

農業者が発明した技術等の知
的財産を市として保護すること
は，新たな起業につながるだ
けでなく，既存の農業経営に
大きな変革を及ぼす可能性を
持っている。当該事業を広くＰ
Ｒし，やる気のある農業者の取
り組みを興起させる必要があ
る。また，知的財産の存在を知
らないと，他の権利を侵害する
可能性が生じ，損害賠償など
の対象となる場合等も想定さ
れ，制度の周知徹底を図る必
要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

農林業
知的財
産登録
支援事
業

18149
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農
林
畜
産
業
等

(

3

)

や
り
た
い
農
業
の
支
援
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
被害受け
付け件数 件 32 28 30

集落単位での
被害届が増加
しているため
の変化であ
り，被害が減
少しているも
ので
はない。

H
1
7

11,093 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 28 23 20

（特に前年度
の）気象状況
により，山林
内の
エサの量が
変動し，加害
頭数が変化
する。

⑵
駆除出動
日数（延） 日 36 25 34

イノシシにつ
いては罠に
よる駆除，カ
ラスについて
は銃器
によるものが
多く，おおき
な変動はな
い。

H
1
8

12,678 ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭

管内でのシ
カによる被害
はほとんどな
い。

⑶
駆除出動
員数（延） 人 189 80 120 同上

H
1
9

4,733 ⑹
駆除頭数
（その他）

頭（羽） 11 55 30

主なものは
カラスによる
リンゴへの被
害。

⑴
被害届受
付件数 件 89 32 50

集落単位で
の被害届が
増加している
ための変化
であり、被害
が減少して
いるものでは
ない。

H
1
7

7,988 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 64 73 70

（特に前年度
の）気象状況
により、山林
内のエサの
量が変動し、
加害頭数が
変化する。

⑵
駆除出動
日数(延) 日 不明 68 70

イノシシにつ
いてはわな
による駆除、
カラスについ
ては銃器に
よるものが多
く、大きな変
動はない。

H
1
8

22,218 ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭

管内でのシ
カによる被害
はほとんどな
い。

⑶
駆除出動
員数(延) 人 296 116 120 同上

H
1
9

14,220 ⑹
駆除頭数
(その他)

頭（羽） 95 71 70

主なものは
カラスによる
梨への被
害。17年81
羽　18年52
羽（農園の経
営面積減少
が影響か？

⑴
被害届受
付件数 件 66 53 60

被害届数は
横ばい状態
にあるもの
の，被害実
態は増加傾
向にある。

H
1
7

10,772 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 29 24 25

駆除頭数の
ほとんどは
箱わなによ
る。

⑵
駆除出動
日数（延） 日 155 220 200

出動実績に
箱わなの見
回りを含む。

H
1
8

13,415 ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭 1 2 2

近年シカの
被害が増加
傾向にある。

⑶
駆除出動
人数（延） 人 371 636 550 同上。

H
1
9

11,850 ⑹
駆除頭羽
数（その
他）

頭（羽） 5 1 3
カラス・キツ
ネ・サル等。

⑴
被害届受
付件数 件 5 5 5

被害件数は
横並びであ
るが、被害は
減少しては
いない。

H
1
7

71,000 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 11 5 5

駆除頭数は
減少している
が、被害は
減少していな
い。

⑵
駆除出動
日数（延） 日 57 47 45

大きな変動
はない。

H
1
8

71,000 ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭 4 1 1 同上

⑶
駆除出動
員数（延） 人 132 130 125 同上

H
1
9

71,000 ⑹
駆除頭数
（その他）

頭（羽） 119 30 30

主なものは
カラスによる
ぶどうへの
被害、駆除
である。

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

統一した事務
フロー図・様式
を作成するこ
とにより、判り
やすく、すばや
い事務処理・
駆除体制がと
れる。

24 B
未
実
施

未
実
施

4

農作物
への被
害防止
は農業
生産活
動へ寄
与してい
る。
また、自
然・環境
保護の
観点から
乱獲を抑
制してい
る。

4

農家から
は加害
鳥獣は
「根絶」
の声もあ
る。

4

削減余
地はどち
らとも言
いがた
い？

4

被害～
駆除を行
政が一
元的に
把握する
ことで、
銃器等
による人
的被害
の防止
や、違法
狩猟の
抑止に
なってい
る。

4

駆除の指示
は行ってい
るが、作物
被害を防ぎ
きれていな
いのが現状
である。

4

書類（様
式）の統一
化・簡素化
の改善の
必要性が
ある。

355

鳥
獣
に
よ
り
農
作
物
へ
の
被
害
を
受
け
た
農
家

被害届の受付、
駆除の指示

農作物への被害の軽減・鳥獣飼養許可については実績な
し。

・鳥獣被害届を受け付け，駆除班
へ駆除の指示を行う。

　生活環境の保護及び鳥獣被
害の軽減

三
良
坂
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
こと

16156

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

三次市全体の
生活環境保護
と農林産物へ
の鳥獣被害の
軽減実現のた
めには，個人
や個別集落の
対応でなく，同
志的な市民の
多様な力の活
用が有効と判
断する。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

有害鳥獣
被害の問
題は全国
的であ
り，駆除
のニーズ
は高い。

5

生活環
境の保
護及び
農林産
物への
鳥獣被
害軽減
実現へ
の市民
ニーズは
極めて
高い。

4

コスト削
減を前提
とすれ
ば，捕獲
補助金
の見直し
が必要と
なる。

4

「鳥獣の
保護及
び狩猟
の適正
化に関
する法
律」の遵
守義務
の観点
から，市
が関与
すること
がより適
当と判断
する。

4

被害の防除
対策を喚起
し，農家も対
応するも被害
の拡大に歯
止めがかか
らない。

4

市と駆除班
の更なる連
携の強化
が必要であ
る。

711

有
害
鳥
獣
に
よ
り
生
活
環
境
や
，
農
林
産
物
に
被
害
を
受
け
る
市
民

・住民に対する被
害防除対策実施
の喚起。
・被害届の受付に
より，年間駆除実
施計画に基づい
た駆除の指示。

生活環境の保護及び農
林産物への鳥獣被害の
軽減。

鳥獣飼養許可については，毎年１
件許可申請あり。
鳥獣被害届を受け付け，有害鳥
獣駆除班へ駆除を指示する。

生活環境の保護・鳥獣被害の
軽減

吉
舎
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
事務

16155

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

統一した事務
フロー図・様式
を作成するこ
とにより、判り
やすい、すば
やい事務処理
が期待でき
る。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

農作物
への被
害防止
は農業
生産活
動へ寄
与してい
る。
また、自
然・環境
保護の
観点から
乱獲を抑
制してい
る。

5

農家から
は上記
「自然保
護」の観
点をなく
し、加害
鳥獣は
「根絶」
すべきだ
との声す
らある。

4

具体的な
ポイント
について
は不詳。
削減余
地がゼロ
とは言い
切れな
い。

4

被害～
駆除を行
政が一
元的に
把握する
ことで、
銃器等
による人
的被害
の防止
や、違法
狩猟の
抑止に
つながっ
ている。

4

農作物への
実害があっ
て駆除の指
示を行って
いる。

（被害が「見
込まれる場
合」には対
応していな
いため、作
物被害を防
ぎきれない）

4

書類（様
式）の統一
化・簡略化
に改善の
余地・必要
性を感じ
る。

711

鳥
獣
に
よ
り
農
作
物
へ
の
被
害
を
受
け
た
農
家

被害届の受付、
駆除の指示

農作物への被害の軽減・鳥獣飼養許可については実績な
し。

・鳥獣被害届を受け付け、駆除班
へ駆除指示を行う。

「被害発生予察」の精度をより
一層向上させることにより，経
済効率の高い「駆除実施計
画」の策定と「駆除実施体制の
整備」をおこなう。

作
木
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
こと

16154

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

統一した事務
フロー図・様式
を作成するこ
とにより，判り
やすい，すば
やい事務処理
が期待でき
る。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

農作物
への被
害防止
は農業
生産活
動へ寄
与してい
る。
また，自
然・環境
保護の
観点から
乱獲を抑
制してい
る。

5

農家から
は上記
「自然保
護」の観
点はない
ように思
われる。

4

具体的な
ポイント
について
は不詳。
削減余
地がゼロ
とは言い
切れな
い。

4

被害～
駆除を行
政が一
元的に
把握する
ことで，
銃器等
による人
的被害
の防止
や，違法
狩猟の
抑止に
つながっ
ている。

4

農作物への
実害があっ
て駆除の指
示を行って
いる。
（被害が「見
込まれる場
合」には対
応していな
いため，作
物被害を防
ぎきれな
い。）

4

書類（様
式）の統一
化・簡略化
に改善の
余地・必要
性を感じ
る。

355

鳥
獣
に
よ
り
農
作
物
へ
の
被
害
を
受
け
た
農
家

被害届の受付，
駆除の指示

農作物への被害の軽減･鳥獣飼養許可については該当事
例なし。
･鳥獣被害届を受け付け，駆除班
へ駆除指示を行う。

農作物への被害等の報告が
あれば迅速に対応する。

布
野
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
こと

16153

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
被害受付
件数 件 36 61 50

被害届に基
づく駆除の
指示件数

H
1
7

19,750 ⑷
捕獲頭数
（イノシ
シ）

頭 31 21 15

頭数は減少
傾向にある。
電気柵・金
網・ネットな
どの普及が
進んだ結果
と予測され
る。

⑵出動日数 日 56 48 37

駆除班の活
動延日数，
平成18年度
支所管内の
シカ一斉駆
除（全市の駆
除班・２回）
が含まれる。

H
1
8

11,655 ⑸
捕獲頭数
（シカ） 頭 36 38 48

頭数は増加
傾向にある。

⑶
駆除出動
延人数 人 275 197 150

駆除員の出
動延人数

H
1
9

14,220 ⑹
捕獲頭数
（その他）

頭（羽） 12 2 5

カラス・キツ
ネ・タヌキな
どの捕獲数

⑴
被害届受
付件数 件 14 26 30

耕作放棄地の増
や里山林の荒廃
によりイノシシが
住居の近くまで出
てくるなど被害件
数が増加してい
る。
近年なかったシカ
による被害届も
出てきている。

H
1
7

10,142 ⑷
駆除頭数
（イノシ
シ）

頭 8 11 10

銃，わなによ
り毎年一定
数の駆除が
行われてい
る。

⑵
駆除出動
日数 日 30 52 60

被害届の増に
より現地調査の
ための出動日
数が増加してい
る。また，他地
区の駆除班と
連携した駆除も
増加している。

H
1
8

5,461 ⑸
駆除頭数
（シカ） 頭

町内のシカ
の生息個体
数は少ない。

⑶
駆除出動
人数（延） 人 64 114 120

現地調査の
増及び駆除
回数の増に
より出動人
数も増加して
いる。

H
1
9

4,733 ⑹
駆除頭数
（その他）

頭（羽） 3 2 3

近年タヌキ
の個体数が
増加している
が，積極的
な駆除は行
われていな
い。

⑴
間伐材利
用製品試
作数

件 － 11 10
間伐材を利
用した商品
候補試作数

H
1
7

#VALUE! ⑷
間伐材利
用商品 件 － 3

間伐材を利
用した商品

⑵
H
1
8

311,181 ⑸

⑶
H
1
9

342,300 ⑹

⑴
協定締結
数 件 263 264 264

集落協定を
締結した集
落及び個別
協定を締結
した担い手
農家の数

H
1
7

1,841,372 ⑷
保全され
た農地面
積

ｈａ 3,423 3,405 3,405

協定をに基
づき保全さ
れた農地面
積

⑵協定面積 ｈａ 3,423 3,405 3,405
協定を締結
した面積

H
1
8

1,802,132 ⑸交付金額 千円 460,759 445,271 450,490
交付金の交
付額

⑶
H
1
9

1,809,261 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

費用対効果
を検証し，
活用内容を
精査する必
要がある。

継
続

本事業は，協
定を締結し，そ
れを実践した
集落に対し，
平成２１年度
まで交付金を
交付するもの
であるため継
続実施する。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

3

農地の
保全及
び多面
的機能
の維持
は将来
に向けた
重要な
課題であ
り，社会
的ニーズ
は大き
い。

3

農地の
保全及
び多面
的機能
の維持
は市内
全域に
関わる課
題であ
り，市民
のニーズ
は大き
い。

5

交付金
は集落
協定に基
づいて算
定されて
おり，削
減の余
地はな
い。

5

本事業
の事業
主体は
市であ
る。

4

交付金を活
用して鳥獣
害対策や共
同機械の購
入が行われ
ており，農
地の保全及
び農業生産
活動の活性
化につな
がっている。

3

交付金の
活用方法
について，
先進的な事
例を紹介す
るなどし，
市内の各
協定の取
組みをより
活性化させ
る。

475,763

　
地
域
振
興
８
法

（
過
疎
法

）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
地
域
で
，
交
付
要
件
に
該

当
す
る
協
定
農
用
地
を
持
つ
集
落
協
定
参
加
農
家
及
び
，
個
別
協
定
を
締
結
し
て

い
る
担
い
手
農
家

。

集落協定を締結し
た集落及び，個別
協定を締結した担
い手農家に対し交
付金を交付しす
る。
　集落及び担い手
農家は協定に基
づき農業生産活
動等に関する取り
組みを行う。

　農業生産条件の不利
を補正することで，適正
な農業生産活動を推進
し，耕作放棄地の発生
防止と多面的機能の確
保を図る。

　農業生産条件の不利を補正す
るための交付金を交付すること
で，適正な農業生産活動を推進
し，耕作放棄地の発生防止と多面
的機能の確保に資する。

　本事業により，耕作放棄地
の防止，集落での共同活動の
維持，活性化が図られている。
しかし，担い手不足，高齢化の
進展に対応した地域での継続
的な農業生産活動等の体制
整備への取り組みの割合が少
ない。

ふ
る
さ
と
農
林
室

中山間
地域等
直接支
払交付
金
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継
続

１次評価に
記載がある
ように，民
間のノウハ
ウを導入し
た事業の運
営へ移行で
きるように
見直しを行
う。

継
続

消費者ニーズ
を捉えた「売れ
る」商品を開発
し，販路を確
保する体制が
できるまでは，
市が主体と
なって継続的
に事業を推進
するが，間伐
材を利用した
商品開発に一
定の道筋をつ
けた後は，民
間のノウハウ
を導入した事
業の運営が望
ましいと考え
る。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

森林づく
りや循環
型社会の
実現に期
待する社
会的ニー
ズは大き
く，間伐
材の有効
利用はそ
の有効な
手段であ
る。

2

間伐材を
利用した
商品開
発の必
要性が
市民に
認知され
るよう
に，具体
的な取り
組みを通
じて普及
していき
たい。3

平成１８
年度から
の事業で
あり，コ
スト削減
の余地
はある。
継続的な
取り組み
の中で克
服してい
きたい。

5

間伐材
の有効
利用を図
るための
初期投
資は林
業事業
にとって
大きなリ
スクを伴
うもので
あり，ま
た障害
者自立
支援施
設との連
携のシス
テム作り
は公益
的役割
でもある
ことを考
慮し，市
が主体
的に進
めるべき
と考え

5

循環型社会
の実現と障
害者の自立
支援という2
つの側面を
実現させるた
めの有効な
手段である。

3

平成１８年
度からの事
業であり，
成果の向
上の余地
はある。継
続的な取り
組みの中で
克服してい
きたい。

3,423

森
林
組
合

障
害
者
授
産
施
設

間伐材を利用した
新たな商品開発
商品開発に障害
者授産施設等が
参画する生産工
程システムの検
討

間伐材を活用した商品
を開発し，その利用促
進を図る。また商品の
生産過程に障害者授産
施設が参画することによ
り，障害者の所得向上
と社会参加の促進を図
る

間伐材を活用した新たな商品開
発と，その開発に障害者授産施
設等が参画する生産工程システ
ムの検討

ミッションの主要事業にも掲げ
られているものであり，関係機
関と連携を図りながら，間伐材
利用のシステム構築を推進し
ていく必要がある。将来的に
は，NPO法人等が主体となっ
て取り組みを継続できるシステ
ムの構築を目指す。

ふ
る
さ
と
農
林
室

間伐材
利用促
進ﾌﾟﾛ
ｼﾞｪｸﾄ
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継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

市が鳥獣被害
届を受付け，
駆除班に指示
して有害鳥獣
対策を行うこと
により，荒廃農
地の拡大防
止，農業者の
生産意欲減少
の抑止，居住
不安の解消等
に効果があり
事務の継続が
必要である。26 B

未
実
施

未
実
施

4

狩猟登録
者が高齢
化等によ
り減少し
ているた
め農作物
等の鳥獣
被害は深
刻となっ
ている。
中山間地
域では鳥
獣被害に
よる耕作
放棄農地
の拡大
等，住環
境の荒廃
により集
落の崩壊
が懸念さ
れるため
社会的
ニーズは
高い。

5

鳥獣被
害により
耕作放
棄される
農地の
増加によ
る地域の
荒廃や，
住居付
近へのイ
ノシシの
出没によ
り生活不
安が発
生するな
ど市民
ニーズは
極めて
高い。

4

届の受
付及び駆
除班へ
の指示を
行う事務
でありコ
ストも少
なく，削
減の余
地は少な
い。

4

鳥獣被害
は市内全
域であ
り，被害
届を市が
受付けて
駆除班に
指示する
ことによ
り，素早
い対応や
広域的な
対応がで
きる。
狩猟期間
以外の狩
猟登録者
による駆
除は，捕
獲等許可
が必要で
あり区域
も限定さ
れるため
難しい。

5

農作物等の
被害届に基
づく指示に
より，現地
調査・駆除
活動を実施
して被害の
軽減に努め
ている。

4

被害届の
受付け及び
駆除班へ
の指示，捕
獲届書の
受付事務
は簡略で時
間もかから
ない。

駆除活動も
他の駆除
班と連携し
た駆除も行
われてい
る。

142

鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
等
へ
の
被
害
を
受
け
た
農
家

被害届の受付け
及び駆除班への
調査，捕獲の指
示
駆除班からの鳥
獣捕獲届書の受
付け及び捕獲証
拠品としての尻尾
の確認（写真撮
影）

鳥獣による農作物等へ
の被害の軽減

・鳥獣飼養登録制度により保護鳥
獣の違法な捕獲を未然に防止す
る。（登録申請の実績なし。）
・鳥獣による農作物等への被害届
を受付けし，有害鳥獣駆除班に調
査・捕獲の指示を行う。
・有害鳥獣駆除班によるイノシシ・
シカの捕獲については補助金が
交付されるため，鳥獣捕獲届書の
受付け及び捕獲証拠品の確認
（写真撮影）を行う。

鳥獣被害による耕作放棄地の
増加による地域の荒廃地の拡
大を抑制することにより，住民
の生活不安を解消し集落の崩
壊を防止する。

甲
奴
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
こと
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２
農
林
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業
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(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

有害鳥獣の
駆除につい
ては，農作
物被害対策
に一定の効
果を得てお
り，現時点
では，有害
鳥獣を減少
させる方法
としては効
果的と考え
るため，今
後は駆除班
の高齢化等
を考え，後
継者の育成
を行う必要
がある。

継
続

集落単位での
被害届が増加
しているため
で，被害が減
少している訳
ではない，ま
た，自然・環境
保護などの観
点から乱獲も
抑制をしなけ
ればならない，
しかし農林水
産物の被害も
最小限に止め
る必要がある
ため。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

有害鳥
獣の農
林水産
物への
被害は
全国的
な問題と
なってい
る。自
然，動物
保護など
を考慮し
た捕獲
の抑制
がされて
いる。

4

被害届
は増加
傾向に
あり，ま
た，中山
間地域
直接支
払事業
など利用
して，農
道・市
道・山林
の境界
に柵・
ネットな
ど設置し
被害対
策をして
いるが，
被害は
増加して
いるので
ニーズは
高い。

4

被害届
の受付，
駆除の
指示の
みで業務
のコスト
縮減は
難しい。

5

有害鳥
獣による
農林水
産物被
害は支
所管内
全域に
渡り，効
率的な
駆除を行
うため。

4

農林水産物
や農地に被
害の報告が
あってから
駆除の指示
を出すた
め，初期の
被害を防ぐ
ことにならな
い。

4

過去の
データを分
析し，駆除
（出没）マッ
プの作成・
駆除時期
の考慮など
で事前の防
止活動にあ
たる。

711

鳥
獣
に
よ
り
農
作
物
に
被
害
を
受
け
た
市
民

（
農
家

）

被害届の受付，
駆除班への駆除
の指示

農林水産物や農地への
被害の軽減

・鳥獣飼養許可については実積な
し（内容業務は捕獲した野鳥等を
飼養登録する，登録票・足環な
ど）
・鳥獣被害届では，被害区域・鳥
獣名・被害作物等，被害を受けた
田・畑の面積，被害状況などにつ
いて，届出や聞き取りで鳥獣被害
状況書を作成し，三次市有害鳥
獣駆除班（三和駆除班）へ被害を
報告し駆除を指示する。

農林水産物や農地への鳥獣
による被害を軽減することが
目的だが，金網・柵・わな等
色々な事業が取り組まれてい
るが，効果の把握ができてい
ない。（被害が起きてからの対
策）また，鳥獣の生態，山林の
管理状況など自然環境を含め
た総合的な対策を考えて行く
必要がある。

三
和
支
所

鳥獣飼
養許可
及び
鳥獣被
害届に
関する
業務
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
負担金支
払団体

団体 3 2 2
内水面漁業
振興への間
接的貢献度

H
1
7

49,971,666 ⑷
遊漁者入
数 人 1,561 1,141 ―

遊漁証年券
購入者数（漁
協調べ）
年券９１３
人・日券２２
８人　合計
１，１４１人

⑵
市民から
の相談回
数

―

住民からの
内水面漁業
に関しての
相談

H
1
8

618,000 ⑸
アユ漁獲
高 kg 60 ―

１８年度
40,326㎏

⑶
H
1
9

298,000 ⑹

⑴
積算基礎
森林面積 ha 3,379 3,379 -

交付金の対
象となる森林
面積
（平成18年度
事業終了）

H
1
7

10,315 ⑷
森林の現
況調査 日 192 190 -

現況調査実
施日数

⑵
H
1
8

10,315 ⑸
施行実施
区域の明
確化作業

件 11 13 -
作業実施件
数

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹
歩道の整
備 件 182 171 -

作業実施件
数

⑴
間伐実施
箇所数 件 336 314 350

間伐を実施
した箇所数

H
1
7

19,976 ⑷
間伐実施
面積 ｈａ 312 125 135

間伐を実施
した面積

⑵
H
1
8

12,646 ⑸

⑶
H
1
9

8,657 ⑹

⑴
計画策定
面積 ｈａ 11,440 4,008 6,000

森林施業計
画策定面積

H
1
7

342 ⑷

森林整備
地域活動
支援交付
金対象面
積

ｈａ 3,379 3,379 5,552
本事業の対
象面積

⑵
団地施業
計画面積 ｈａ 21,815 24,965 30,965

H
1
8

905 ⑸

⑶
H
1
9

557 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

1
4
 
成
果
の
向
上

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

市
の
関
与

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

本制度の５
年間の検証
を行い，次
期制度へ反
映すること
が必要であ
る。

継
続

この制度は地
域活動，森林
整備への効果
があり有効で
あると考える
が，次期制度
においては施
業の集約化の
促進や地域の
実情に合わせ
た地域活動の
メニューの拡
充・見直し，実
施基準の設
定，積算基礎
面積の見直し
を行い，有効
な支援制度と
する必要があ
る。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

4

この制度
は、森林
の有する
多面的
機能を持
続的に
発揮する
ため、森
林施業
に不可
欠な地
域活動を
確保する
ことを目
的とした
ものであ
り、地域
活動が
適切に
実施され
ることに
より、森
林施業
の促進
につな
がってい
る

3

この制度
は，森林
施業の
実施に
不可欠
な地域
活動を確
保するこ
と目的と
してお
り，重要
であると
考える
が、森林
施業と地
域活動と
の結び
付きを市
民に十
分理解さ
れていな
い。

3

現制度
の交付
金額は
10,000円
／haと決
まってい
るが、次
期制度に
おいては
積算基
礎森林
面積の
基準の
変更（協
定期間
内に施業
を実施し
ない森林
の除
外）、活
動内容に
より交付
金額に差
異があっ
てもよい
と考え
る

4

市の関
与は協
定の作
成指導・
書類審
査・地域
活動の
実施状
況の確
認・交付
金の交
付事務
であり、
市で実
施すべき
であると
考える
が、森林
組合等
へ委託
できる事
務もある
と考え
る。

3

この制度
は、森林所
有者等によ
る森林施業
に不可欠な
森林の現況
調査等の地
域活動の確
保を目的と
しており、効
果がある。

3

地域の実
情に合わ
せた地域
活動メ
ニュー（交
付対象作
業）の拡充
を図る必要
がある。

3,629

森
林
所
有
者
等
が
3
0
h
a
以
上
の
団
地
的
ま
と
ま
り
の
あ
る
森
林
に
つ
い
て
た

て
る
森
林
施
業
計
画
の
作
成
経
費

団地施業計画の
作成事務を行う森
林組合に対して，
補助を行う。

計画的・合理的な森林
施業を確保することで、
健全で豊かな森林をつ
くる。

森林所有者が自発的意思に基づ
いて森林施業に関する５年の計
画を作成し、その計画に従って計
画的・合理的な施業を行うことに
より森林の持つ多面的機能を高
度に発揮させるため，計画策定に
係る経費の一部を助成する。

森林組合等が森林所有者と長
期間「森林の施業や経営の委
託契約」を結び森林所有者に
代わって森林施業計画を作成
し、認定を受け、森林の施業に
取り組むことができるようにな
る。自分が所有している森林を
「託す」という新しいスタイルで
計画的な森林づくりが可能に
なっている。今後も，森林組合
等と連携し作業受委託を推進
する必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

森林施
業計画
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継
続

本事業の取
り組み効果
を検証し，
成果の向上
を図る。

継
続

適正な森林管
理が行われな
いまま放置され
る人工林が増
加すると、森林
の持つ公益的
機能が発揮され
ず土砂流出等
につながる危険
性がある。間伐
等の施業適期
を迎えている林
分を解消してい
くことが森林の
保全につながる
と考えるが、効
率的な間伐実
施のためには
作業道の整備
を促進する必要
がある。また、
事業を推進する
上で、将来的に
は間伐材の利
用促進を図るこ
とによるコスト
の軽減を実現さ
せることが必要
である。

22 B
未
実
施

要
改
善

4

林業の採
算性の悪
化から、適
正な森林
管理が行
われない
まま放置さ
れる人工
林が増加
し、森林の
持つ水源
かん養や
土砂流出
防止など
の公益的
機能の発
揮が損な
われること
が懸念さ
れている。
間伐を適
期に実施
することに
よって森林
の保全を
図る必要
があり、間
伐推進を
図る施策
は重要。

3

森林のも
つ多面
的機能・
地球の
温暖化
防止機
能を保
持・推進
への住
民の
ニーズ・
関心は
高く、土
砂流出
防止など
の公益
的機能
の維持・
発揮に
つながる
間伐の
推進を図
る施策は
重要。

4

事業費に
対する国
県補助
が行わ
れても，
なお全体
的に間伐
が遅れて
いる森林
につい
て，その
負担を軽
減し，森
林所有
者の整
備意欲を
喚起する
ために行
う事業で
あり，コ
スト削減
は望めな
い。

4

森林保
全の面
からも間
伐の実
施は重
要であ
り、推進
を図る上
でも市の
関与は
必要。

4

自己負担が
軽減される
ことにより、
間伐実施へ
の誘導等推
進が図られ
ている。

3

市内の人
工林面積
の約6割に
あたる
9,931haが
間伐等を必
要とする35
年生以下
の林分であ
り、それら
の解消につ
ながってい
る。

3,971

造
林
事
業
の
補
助
対
象
と
す
る
事
業

（
流
域
公
益
保
全
林
整
備
事
業
又
は
流
域
循

環
資
源
林
整
備
事
業

）
に
よ
り
実
施
す
る
間
伐
事
業
の
事
業
主
体

。

流域公益保全林
整備事業又は流
域循環資源林整
備事業により実施
した事業費から国
県補助金を控除し
た金額（2分の1）
の2分の1以内を
補助する。（森林
所有者負担は４
分の1）

間伐の推進を図ること
により，森林の公益的
機能の持続的な発揮を
図る。

森林のもつ公益的機能の持続的
な発揮を図るために必要な保育
（下刈・除伐･間伐）のうち、全体的
に遅れている間伐の推進を図る
必要があるため、森林所有者負
担の2分の1を補助する。

間伐をより一層推進するため
には間伐材の利用促進、団地
化による効率的な間伐の実施
に取り組む必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

濃密林
間伐事
業

16163
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

継
続

本制度は地域
活動，森林整
備への効果が
あり有効であ
ると考えるが，
次期制度にお
いては施業の
集約化の促進
や地域の実情
に合わせた地
域活動のメ
ニューの拡充・
見直し，実施
基準の設定，
積算基礎面積
の見直しを行
い，有効な支
援制度とする
必要がある。

20 C
未
実
施

要
改
善

4

本制度
は，森林
の有する
多面的
機能を持
続的に
発揮する
ため，森
林施業
に不可
欠な地
域活動を
確保する
ことを目
的とした
ものであ
り，地域
活動が
適切に
実施され
ることに
より，森
林施業
の促進
につな
がってい
る

3

本制度
は，森林
施業の
実施に
不可欠
な地域
活動を確
保するこ
と目的と
してお
り，重要
であると
考える
が，森林
施業と地
域活動と
の結び
付きを市
民に理
解を得る
ことが必
要であ
る。

3

現制度
の交付
金額は
10,000円
／haと決
まってい
るが，次
期制度に
おいては
積算基
礎森林
面積の
基準の
変更（協
定期間
内に施業
を実施し
ない森林
の除
外），活
動内容に
より交付
金額に差
異があっ
てもよい
と考え
る

4

市の関
与は協
定の作
成指導・
書類審
査・地域
活動の
実施状
況の確
認・交付
金の交
付事務
であり，
市で実
施すべき
であると
考える
が，森林
組合等
へ委託
できる事
務もある
と考え
る。

3

この制度
は，森林所
有者等によ
る森林施業
に不可欠な
森林の現況
調査等の地
域活動の確
保を目的と
しており，効
果がある。

3

地域の実
情に合わ
せた地域
活動メ
ニュー（交
付対象作
業）の拡充
を図る必要
がある。

34,858

森
林
施
業
計
画
の
認
定
を
受
け
た
森
林
所
有
者
で
あ

っ
て
，
市
と
協

定
を
締
結
し
た
者

森林所有者等に
よる計画的・一体
的な森林の実施
に不可欠な森林
の現況調査，施
業実施区域の明
確化作業、歩道
の整備等
交付金額　1haに
つき10,000円

森林整備の地域による
推進

森林の有する多面的機能が十分
に発揮されるよう適切な森林整備
の推進を図る観点から，森林所有
者等による計画的かつ一体的な
森林施業を行うため，森林の現況
の調査及び，その他地域における
活動の確保を図る。

平成19年度から第2期取り組
みが始まり，より効率的な施業
実施が行えるよう検討が必
要。

ふ
る
さ
と
農
林
室

森林整
備地域
活動支
援交付
金

14162
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

縮
小

市の関与の
あり方を見
直す必要が
ある。

継
続

直接的に市が
係る事業でな
いため，市とし
ての関わり方
や支援等の検
討が必要であ
る。

23 B
要
改
善

事
業
縮
小

4

外来種
の繁殖
やコイヘ
ルペスの
発生等
内水面
漁業を取
り巻く環
境は厳し
く，社会
的にもそ
れらへの
適切な
対応の
ニーズ
は，高
い。

4

江の川
のアユ
は，県内
でも有名
であり，
市民にも
遊漁者
が多い。
また，ア
ユの加
工品等
住民から
の需要も
多く地元
産業の
ひとつで
もある。
観光「三
次の鵜
飼」への
影響も考
えられ
る。

5

負担金に
ついて
は，定額
的なもの
であるた
め，コスト
削減余
地はな
い。

3

自然生
態系，河
川環境
の維持
に関して
は，公共
性の高
い業務で
あり，住
民等の
協力を得
ながら進
めるべき
である。4

内水面漁業
振興に関し
て，直接的
に市が事業
を実施して
いるもので
はなく，負担
金の支払い
という関節
的な関わり
であるが，
課題とされ
ていた「アユ
稚魚中間育
成施設」の
増設により
冷水病等が
回避されて
いる。

3

外来種の
駆除に関し
ては，法律
も制定され
ており，生
態系や環
境を守るな
ど市が関与
することに
より成果の
向上が考え
られる。「リ
リース一部
禁止」の広
報活動も行
う。

1,236

内
水
面
漁
業
関
係
者
団
体

(

川
漁
従
事
者
，
養
殖
業
者
，
遊
漁
者

）

負担金・補助金の
支払い
養殖業者からの
相談への対応
魚の伝染病に関
する情報提供

伝統的産業である川漁
の維持，振興
水産業者の所得の確保
遊漁者の入込数増加

１．（社）広島県栽培漁業センター
負担金の支払い
２．　江の川漁業協同組合負担金

　特定外来種であるブラックバ
スやブルーギルの繁殖によ
る，アユ等の淡水漁への被害
の増加
この被害を最小限にするため
の活動として，「バス等リリース
一部禁止」に係る記事を広報
へ掲載した。

ふ
る
さ
と
農
林
室

内水面
漁業振
興

16161
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済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴開催回数 回 7 1 10
地域学校で
の体験学習
開催回数

H
1
7

207,714 ⑷参加人員 人 125 10 100
体験学習参
加人数

⑵
H
1
8

1,093,000 ⑸

⑶
H
1
9

57,600 ⑹

⑴施業面積 ｈａ 191 164 205

適正な森林
管理のため
の保育施業
面積

H
1
7

239,403 ⑷販売収益 千円

分収造林契
約は，木材
の販売収益
を分収するこ
とを目的とし
ているが，今
現在は収益
はない。

⑵
H
1
8

247,343 ⑸

⑶
H
1
9

244,696 ⑹

⑴
調査実施
面積 ｈａ － 182 200

調査を実施
した分収造
林面積

H
1
7

#VALUE! ⑷
調査実績
割合 % －

分収造林契
約面積
（879haに対
する，調査実
施割合

⑵
H
1
8

15,681 ⑸

⑶
H
1
9

14,270 ⑹

⑴申請件数 件 6 8 5
補助対象事
業の申請件
数

H
1
7

1,887,833 ⑷
防護柵延
長 ｍ 14,976 20,564 10,000

防護柵を延
長した距離

⑵
H
1
8

1,480,750 ⑸

⑶
H
1
9

2,023,800 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

予
算
額

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

農作物の被
害の減少な
どの，効果
を検証する
必要があ
る。

継
続

今後，有害鳥
獣の増加，お
よび駆除班の
減少（高齢化
など）により，
要望の増加が
予想される。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

有害鳥
獣に対
する駆除
の依頼
は年々
多くなっ
ている
く，社会
的にもそ
れらへの
適切な
対応の
ニーズは
高い。 5

限られ
た，人員
の中で
の有害
鳥獣駆
除には
限界が
あり，必
然的な
自衛手
段とし
て，防止
策の設
置は今
後増加
傾向に
あるとい
える。

4

負担金に
ついて，
コスト削
減余地
はない。

5

自然生
態系の
維持に
関して
は，公共
性の高
い業務で
あり，住
民等の
協力を得
ながら進
めるべき
である。

4

防止策設置
について
は，直接に
市が事業を
実施してい
るものでは
ない。負担
金の支払い
という関節
的な関わり
であるが，
防止策の設
置によって
農作物被害
の軽減が期
待される。

4

有害鳥獣
の駆除に
関しては，
法律も制定
されてお
り，生態系
や環境を守
るなど市が
関与するこ
とにより成
果の向上
が考えられ
る。

11,846

三
次
市
内
の
集
落

有害鳥獣からの
農作物の被害を
防ぐことが目的の
防止柵を集落が
一体的に設置す
るというもの

防止策の設置
農産物の被害軽減

地域又は集落が一体的に取り組
む防護柵の設置に要する経費（金
網・フェンス等資材費）が１５０万
円以上の場合，その経費のの3分
の１を補助することにより，イノシ
シ等の鳥獣による農作物被害の
増加を防止し，集落機能の維持
及び集落営農の推進を図る

有害鳥獣の被害は年々増加
傾向にあり，また，中山間部に
限らず平野部においても，被
害が出ている。
農作物被害を防止し，農家の
生産意欲向上にも直結してい
る，本事業は今後も継続させ
る必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

鳥獣被
害防止
集落対
策事業

17168

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

縮
小

本事業は委
託事業であ
るが，内容
等を精査し
事業を効率
化すること
でコスト削
減を図る。

継
続

分収造林地は保
育事業により整
備を行っている
が，契約締結時
の測量図は精度
が低く境界の再
現性が困難な状
況である。
また，生育状況等
分収林の現況把
握が十分ではな
く，伐採時期の目
標や伐採による
収入の計画の樹
立が課題である。
平成18年度から
22年度までの5年
間で，再測量と生
育状況等の現況
調査を行い，生育
状況に基づく伐採
期までの施業計
画を策定すること
で，将来を見据え
た適切な分収林
整備の推進，適
正な管理運営に
つながる。

23 B
未
実
施

未
実
施

3

分収造林
地の適正
な管理
は，美し
い里山を
維持する
ために重
要であ
り，社会
的ニーズ
はある。

3

分収造
林地の
適切な
管理は，
森林のも
つ多面
的機能
の維持・
増進に
つながる
り市民
ニーズが
ある。

4

１ｈａあた
りの単価
は，広島
県実施
設計単
価「普通
作業員」
13,300円
/人を下
回ってお
り，コスト
削減の
余地は
小さい 5

分収造
林契約
地の調
査である
ため，市
が主体と
なってる
のが妥
当であ
る。

4

分収造林契
約を締結した
山林の生育
調査・境界確
認により適正
な管理を実
施する。

4

この調査
は，林業事
業を専門と
し，高度な
林業技術・
育林技術を
有している
森林組合
に業務委
託し実施す
るもので，
改善の余
地は小さ
い。2,854

市
民

（
分
収
造
林
契
約
を
締
結
し
た
森
林
所
有
者

）

森林組合への業
務委託により測量
及び生育状況調
査を実施

分収造林契約を締結し
た山林の生育状況・測
量による境界を的確に
把握し，伐採時期や生
育状況を見極めた計画
的な施業を行うう。ま
た，生育状況を基にした
財産管理，経営管理を
実現させる。

市行分収造林地の測量及び生育
状況調査を実施し，境界の明確
化と森林の現況の把握により，実
態に即した森林施業計画を樹立
し，分収林の適切な森林整備を推
進するとともに，生育不良地や契
約期間満了を迎える森林の今後
の方針を決定する。

伐採時期の見極めや，近年の
木材価格の低下により収入計
画の確立等が必要である。

ふ
る
さ
と
農
林
室

市行分
収造林
地調査
事業

18167
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

縮
小

本事業は委
託事業であ
るが，内容
等を精査し
事業を効率
化すること
でコスト削
減を図る。

継
続

分収造林契約
に基づき，これ
まで保育事業
を継続し推進
した結果，契
約地の人工林
は適正に管理
されている。
利用期を迎え
る人工林もあ
り，引き続き事
業を実施する
ことで，事業の
目的である優
良材の生産を
達成できるだ
けでなく，森林
の持つ多面的
機能の維持・
増進につなが
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

大雨によ
る土砂災
害，地球
の温暖
化が懸
念されて
いる中
で，この
事業は
森林のも
つ多面
的機能
の維持・
増進に
つながる
ものであ
り，社会
的ニーズ
は大き
い。

3

森林に
対する市
民の
ニーズ
は，地球
温暖化
の防止
への貢
献，災害
に対する
安全の
確保，き
れいな水
の供給
など多様
である
が，これ
らのニー
ズに将
来にわた
り答えて
いくため
には，適
切な森
林施業
なくして
は実現

3

分収造
林契約を
締結した
山林を含
め，近隣
の人工
林と一体
的に施業
を実施す
ることに
より，コス
トの削減
につなげ
る。 5

分収造
林契約
に基づ
き，実施
している

4

分収造林契
約を締結し
た山林を，
保育事業に
より適正な
施業を実施
する。

4

今後，搬出
間伐を実施
し分収契約
者と収益を
分収するこ
とにより山
林への関
心を高める
とともに，
複層林化を
行い森林
の持つ多
面的機能
の発揮につ
なげる。

40,547

分
収
造
林
契
約
を
締
結
し
た
森
林
所
有
者

森林組合への業
務委託により間伐
や枝打ち等の保
育事業を実施

分収造林契約を締結し
た山林を適正に管理し，
山林の荒廃を防止する
とともに，森林の持つ多
面的機能が発揮できる
よう施業を実施すること
で，環境保全・循環型社
会を構築。また，適正な
保育により契約者及び
市の財産となる優良な
木材生産を行う。

市が森林所有者と分収造林契約
を締結し，植林・保育・伐採までの
造林事業を一体的に行う。
木の販売等により収益が生じた場
合，４０％を森林所有者に支払う。

契約期間が長期であり，木材
を出荷するまでは，市が経費
を全額負担するため，市は資
金借入により対応している点も
あり，販売時の木材価格に
よっては，投入資金を回収でき
ない可能性もある。
木材価格の動向を見ながら，
分収率の変更を検討する必要
性が生じる可能性がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

公的森
林整備
推進事
業

43166

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

広島県森林
環境づくり
支援セン
ター・三次
地方森林組
合・林業研
究グループ
などの協力
を得て，参
加者に喜ば
れ，より中
身の充実し
たものとし
ていく。

継
続

児童・生徒だけで
なくその親の世代
でも森林や林業，
木材を身近に感
じることが少なく
なっている。ま
た，木材利用の
意義への認識もう
すい。このような
中で森林の中で
の様々な体験活
動や木工作など
を通じて，環境と
森林や林業、木
材との関係につ
いて学ぶ機会を
つくっていくことは
重要と考える。18
年度の参加者の
減少を踏まえ，よ
り広範囲に呼び
かけ事業を実施
していく。また，県
の森づくり事業と
も関連づけ，効果
的な事業を実施
したい。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

森林の
持つ機
能への
関心を高
め，木材
利用を進
めること
は森林
整備にも
つながる
ため，地
域材利
用を進め
る本事業
の継続
は必要
である。

3

近年，森
林の持
つ多面
的機能
の発揮
によりも
たらされ
る様々な
恩恵に
ついては
周知され
てきてお
り，市民
ニーズは
高まって
いる。今
後は，森
林や木
材と直接
ふれあう
機会をつ
くっていく
必要が
ある。

4

工具・備
品にかか
る経費に
ついて
は，これ
まで事業
を実施す
るなかで
揃ってき
ており今
後削減で
きると考
えるが，
材料代
や講師
謝礼の
削減は
難しい。

4

市と広島
県森林
環境づく
り支援セ
ンター・
三次地
方森林
組合・林
業研究
グループ
が連携し
て実施す
ることに
より，よ
り高い事
業効果
が望め
る。

3

市内の森林
においてサ
ツキ・ツツジ
を植樹し，
森林の役
割・林業へ
の関心を高
めた。

3

学校への
「出前教
室」とウッド
ピアみよし
での「木と
のふれあい
教室」を広
く実施し，
市有林・森
林組合有
林等を利用
し，森林の
中で様々な
体験活動を
行い，より
森林を身近
に感じられ
る森林学習
を取り入れ
る必要があ
る。

1,093

市
内
の
小
・
中
学
校
に
通
う
児
童
・
生
徒

広島県森林環境
づくり支援セン
ター・三次地方森
林組合・林業研究
グループの協力
により，市内の学
校で木工教室の
開催や体験学習
を行う。

三次市をとりまく森林林
業に対する関心を高め
る。

小中学校の生徒・児童を対象に，
地域の森林，木材を利用した体験
学習を実施することにより，地域
材や森林に対する関心を高める。

もっと広く小中学生の参加が
見込める体験学習の場を提供
していく。

ふ
る
さ
と
農
林
室

林業支
援事業
（木との
ふれあ
い促進
事業）

15165

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

42／94
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単
位

H
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H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
工事実施
箇所数 件 28 18 14

指標数値は
工事実施件
数である。
工事箇所１
件当りの事
業に伴うコス
トはあまり変
わりはない。

H
1
7

3,952,535 ⑷
かんがい
排水事業 件 10 6 2

必要用水量
確保により
農業経営の
安定化が図
られた。

⑵
H
1
8

4,126,166 ⑸
農道整備
事業 件 11 9 4

機械の搬出
入が容易と
なり、作業労
力の省力化
を図ることが
できた。

⑶
H
1
9

3,876,500 ⑹
老朽ため
池補強事
業

件 7 3 8

取水施設改
良による維
持管理経費
の節減によ
り農業経営
の安定化が
図ることがで
きた。

⑴事業調整 回 12 15 15

計画策定に
係る地元協
議や事業実
施における
設計協議，
工事発注後
の工事管理
等。

H
1
7

207,416 ⑷事業量 ｍ 268 394 570
事業実施し
た整備延長

⑵
H
1
8

173,666 ⑸

⑶
H
1
9

200,666 ⑹

⑴
農道台帳
作成及び
修正

ｍ 480 900
農道台帳新
規作成，修
正延長

H
1
7

#DIV/0! ⑷

災害・道
路改築申
請等によ
る施設状
況把握

件 8 15 10

災害発生
時，道路改
築申請審査
の際に該当
農道施設
データを活
用

⑵
農道台帳
データ更
新

件 7 1 20
農道改良等
によるデータ
更新件数

H
1
8

295 ⑸

⑶
H
1
9

1,268 ⑹

⑴
整備実施
路線件数 件 7 5 3

国県補助金
で整備した
林道事業件
数

H
1
7

16,952,571 ⑷
整備完了
事業件数 件 2 2

当該年度に
国県補助金
で整備完成
（見込み）
林道事業件
数

⑵
H
1
8

17,340,000 ⑸
開設，改
良延長 ｍ 264 440 320

当該年度国
県補助金で
開設，改良し
た実績
（見込み）延
長

⑶
H
1
9

24,061,000 ⑹舗装延長 ｍ 3,024 611 600

当該年度国
県補助金で
舗装した実
績（見込み）
延長

1
5
 
効
果
の
検
証

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

費用対効果
や有効性に
ついて検証
する必要が
ある。

継
続

・林道整備は
三次市の道路
網整備であ
り，林業の振
興と，住民の
生活環境の向
上，地域間の
交流拡大によ
る地域の活性
化に寄与して
いる。
・国県の補助
金削減の傾向
もあり，整備路
線の選定，費
用対効果の検
証，有効（妥
当）性とコスト
縮減を検討
し，計画的に
事業実施する
必要がある。

23 B
要
改
善

要
改
善

5

・道路網
整備は，
地元住
民の利
益に留ま
らず，観
光面（観
光資源
の有効
活用）や
人，物の
交流拡
大につな
がる。
・森林資
源の利
活用，森
林機能
の維持
増進等
国土保
全に資
する。

5

・三次市
の道路
網整備
は，地元
住民の
利益に
留まら
ず，観光
面（観光
資源の
有効活
用）や
人，物の
交流拡
大につな
がる。
・地域・
近隣住
民の利
便性が
向上す
る。

3

工法，舗
装構成
等検討
し，コスト
縮減を
図ってい
る。

3

林道管
理者であ
る市が施
行すべき
もの。

4

林業振興，
住民生活の
利便性向上
に貢献して
いる。

3

林道整備
後の担い
手の育成，
地域の活
性化施策な
どの有効活
用策により
成果は向
上する。

86,700

・
地
域
住
民

・
林
業
施
業
者

開設，改良，舗装
等の林道整備。

・生活道，防災道として
整備し，生活環境の向
上を図る。
・森林作業の労力軽減
を図り，生産性の向上を
目指す。

①木材等の森林資源の有効活用
による林業の振興を図る。
②森林作業軽減による間伐の実
施促進等による森林機能の維持
増進と地域環境の保全を図る。
③地域の道路網（生活道，防災
道）を整備することにより，生活環
境の向上を図る。
上記事項を目的として，国庫補助
事業や単独県費事業により，林道
開設，改良，舗装整備を実施す
る。

　国県補助金が削減される中
で，効果的に事業実施するた
め，実施（要望）路線を精査
し，優先順位の決定（見直し）
を長期的計画に基づき行う必
要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

林道整
備事業
（黒鞘，
滝の
上，東
入君）

17172

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

市道台帳と
あわせて整
備する。

継
続

農道台帳のシ
ステム化（電
子データ化）は
必須である。
（市道再編，す
なわち市道・
林道・農道と
併せて，三次
市の道路網整
備の基礎デー
タとして，まず
は台帳を完成
させる必要が
あります。）24 B

現
状
維
持

要
改
善

4

三次市の
道路網管
理及び占
用改築申
請時にお
いて社会
的ニーズ
がある。
農道台帳
搭載路線
が普通交
付税の算
定対象路
線となる。

3

三次市
の道路
網管理
及び占
用改築
申請時
において
社会的
ニーズが
ある。

4

電子デー
タ化（シ
ステム
化）は，
外部委
託を考え
ている
が，事前
の基礎
資料整
備等によ
るコスト
削減を図
り，シス
テム構築
後の更
新入力
は直営で
行う。

5

行政財
産の把
握，管理
であり，
市が関
与すべき
もの。

4

農道台帳の
システム化
（電子データ
化）により，
データ収集の
迅速化等，施
設管理面で
の貢献度は
大となる。

4

電子データ
化し，必要
なデータを
入力管理
することに
より，成果
向上が図
れる。

142

・
農
業
施
設
で
あ
る
農
道

。

・
生
活
道
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
農
道

。

・新規農道台帳作
成。
・改良，補修等の
履歴追録。
・市道路線見直し
に伴う，農道台帳
の整備。（新規登
録又は廃止）

・農業用施設としての機
能維持と適切な施設管
理の資料。
・三次市の道路網を形
成する「道」（集落間の
連絡道）としての機能維
持をするための適切な
施設管理資料。

三次市内の土地改良事業等で整
備した市管理農道について，各路
線ごとに「農道台帳調書」「現況平
面図」等整備し，路線網図で位置
や路線番号等一括管理している。
農道整備事業等により，新設，改
良工事があった場合は，新規農
道台帳の作成，差し替え，追記等
をし，現況を反映した台帳として
整備する。

・市道再編と併せて三次市道
路網を整備するという観点か
ら，農道路線の見直しが必
要。

ふ
る
さ
と
農
林
室

農道台
帳整備
事業

3171

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

改修基準を
定めて実施
する必要が
ある。

継
続

施設の老朽化
から営農に支
障が出るた
め，施設の更
新や新たな水
利システムの
構築が必要と
なり，市民の
ニーズが高く
なる。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

4

農業用
施設とは
言いつつ
も，現代
社会で
は混住
化が進
み，生活
用施設と
もなって
おり，社
会的に
重要な
施設であ
る。

5

農家に
とって，
水利関
係施設
は農業
経営に
とって最
も重要な
施設であ
るため，
その更
新は極
めて重
要であ
る。

4

既存施
設の改
修が主と
なるた
め，工法
が限定さ
れコスト
削減の
余地が
少ない。

4

三次市
土地改
良区事
業である
が，地元
住民との
調整役
及び県と
の調整
は，市が
行った方
が良い。

5

水利システ
ム保全計画
に基づき事
業の実施し
ている。

5

水利用の
改善が図ら
れた。

2,605
受
益
者

水利管理保全計
画を基に，農家へ
の意向調査等を
実施し，ハード事
業として水利関係
の農業用施設の
新設及び改修を
行う。

水利施設等の状況把握
（農家への意向調査等）
や技術的分析，管理の
省力化等計画の策定を
行い，施設の新設及び
改修を行う。

既存農業用施設の機能診断（どこ
が，どのように壊れていて，これを
どのように改善すればよいか）を
行い，今後の水利用と管理のあり
方（適時・適量を流すためにはどう
いった制御を行い，どのような制
御で流せばよいか）について，管
理計画を策定し，水利関係の農
業用施設（水路・頭首工・ため池
等）の新設や改修を行う。

農業水利施設における管理の
省力化を推進し，攻める農業
への転換を図り，生産から販
売までのシステムの構築を図
る必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

新農業
水利シ
ステム
保全対
策事業

17170

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

一定の基準
を設けて整
備をする必
要がある。

継
続

事業要望も多
く、生産から販
売までの農業
の確立を図る
うえでハード面
の整備は欠か
せないもので
あるため継続
とする。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

3

直接的
には農
業関係
者が受
益するこ
ととなる
事業であ
るが，間
接的に
国土保
全に寄
与するた
め社会
的ニーズ
はある。

5

受益者
での対
応だけで
は、費用
負担も大
きくなる
ため、農
業関係
者は強く
望む事
業であ
る。

4

地元負
担も伴う
ことか
ら、最低
限での工
事実施を
行った。

3

事業要
望の取り
まとめに
ついては
土地改
良区が
行ってい
るが、品
質の高
い施設
の構築
の観点
から市が
関与する
必要が
ある。

5

維持管理経
費の削減と
ともに、農業
の近代化を
図ることが
できた。

5

地元要望
に対しての
事業を行っ
ているため
成果が得ら
れている。

74,271

農
業
生
産
に
必
要
な
施
設

（
水
路
・
道
路
・
た
め
池
等

）
の
受
益
者

農業施設使用受
益者の事業要望
に基づき，労力軽
減・地域防災効果
が発揮できる農業
用施設の改良工
事の実施

農業基盤の整備により
農業の近代化，維持管
理作業労力の軽減化を
図り，労働消費を農業
生産・品質向上へと向
け農業収益の増加と老
朽ため池の解消を図
る。

施設の老朽化や未改良により用
水の安定確保が困難な地域にお
ける水路改良，道路幅員狭小に
よる大型農業機械の搬出入や砂
利道の維持管理労力の軽減及び
農作物の荷痛み防止に苦慮して
いる地域の農道改良・舗装，老朽
化により用水確保が困難並びに
地域防災上危険なため池の補強
工事を等を行い，農業の近代化と
農業経営の安定化を図る。

生産から販売までのシステム
構築を図るうえでは欠かせな
い農業基盤整備事業であり施
設の老朽化とあいまって，事
業要望は多い。しかしながら本
事業は県補助金のため，県の
農業集落法人活動地域への
事業展開誘導と予算縮小に伴
い事業実施箇所は縮小傾向
にある。
今後も事業要望箇所が増加す
ることが予想されるが，本事業
は縮小傾向にあることから老
朽度が高く，事業効果が早期
に発現できる地区に優先的に
事業展開することが求められ
ている。

また，施設の老朽化が進んで
いる地域を救済するうえで県
の事業採択要件となっている
農業集落法人・生産法

ふ
る
さ
と
農
林
室

小規模
農業基
盤整備
事業
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産
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4
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美
し
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づ
く
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
林道台帳
データ更
新

件 7 8 7
林道改良等
によるデータ
更新

H
1
7

20,285 ⑷

災害・道
路改築申
請等によ
る施設状
況把握

件 9 10 7

災害発生
時，道路改
築申請審査
の際に該当
路線の林道
施設データ
検索。

⑵
H
1
8

17,750 ⑸

⑶
H
1
9

20,285 ⑹

⑴申請件数 件 12 13 12
申請（許可）
件数

H
1
7

5,916 ⑷
市有財産
が保全さ
れたか

件 12 13 12

適正な審
査，立会い
により，財産
保全が図ら
れた件数。

⑵
H
1
8

5,461 ⑸

⑶
H
1
9

5,916 ⑹

⑴
協定締結
数 件 － － 11

協定締結さ
れた活動組
織

H
1
7

#VALUE! ⑷
保全され
た農用地

ｈａ　 － － 472
協定に含ま
れる農用地
面積

⑵協定面積 ｈａ　 － － 472
協定に含ま
れる農用地
面積

H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

1,897,454 ⑹

⑴支援面積 ha － － 7,200

国の支援か
ら取り残され
た地域の３
割を支援面
積と予定。

H
1
7

#VALUE! ⑷保全面積 ha － － 7,200

国の支援か
ら取り残され
た地域の３
割を保全面
積と予定。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

1,487 ⑹

1
5
 
効
果
の
検
証

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

三次市土地
改良区への
委託事業で
あるが，効
果の検証を
行い，次年
度に反映す
る必要があ
る。

拡
大

将来にわたっ
て農業・農村
の基盤を支
え，多面的機
能を維持で
き，環境の向
上にも寄与す
ることができ
る。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

高齢化
が進行
する中
で，農地
等の維
持管理
に要する
労力が
大きな負
担となっ
ており
ニーズは
ある。

5

農地の
保全及
び多面
的機能
の維持
は市内
全域に
関する課
題であ
り，市民
ニーズは
大きい。

4

農業者
の主体
的取組な
ので，よ
り効率的
な活用方
法につい
て検討が
必要であ
る。

2

事業推
進に当
たって
は，アウ
トソーイ
ングの観
点から三
次市土
地改良
区を窓口
として事
業を実施
する。

4

農業や農村
は食べ物を
作るだけで
なく，地域の
人と一緒に
農村環境を
守ることに
つながって
いく。

3

１９年度か
ら事業開始
ということも
あり，今後
の見極め
が必要であ
る。

中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度
及
び
農
地
・
水
・
環
境
保
全
向
上
対

策
事
業
に
よ
り
交
付
金
を
受
け
て
い
る
地
域
を
除
外
し
た
農
家
等

①水路・農道・た
め池の維持管理，
②畦畔管理の省
力化，③荒廃農
地の復元，④花
木植栽等の景観
向上等に係る事
業を行った農家に
対する支援

農村環境を守り育てて
いく。

農地や農業施設並びに農村の環
境を守る地域ぐるみの共同活動
や，個別の小規模農家を直接支
援することにより，農村地域の農
地・水・環境」の良好な保全の確
立と質的向上並びに地域間格差
を是正する。

高齢化，混住化の進展の中
で，農地・農業施設の保全を
図る必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

農村環
境保全
事業

19176

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

事務を効率
的に行い，
人件費（２．
０人）を削減
する必要が
ある。

拡
大

農村の集落機
能低下を受け
て，平成１９年
度から新たに
事業が゛始まっ
たもので，農
村資源の保全
活動に対する
支援のほか，
環境に配慮し
た農業に取り
組むことへの
支援求める市
民ニーズは高
い。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

農地や農
業施設の
保全，環
境に配慮
した農業
への取り
組みは社
会的ニー
ズも高
い。

4

農地，環
境保全
などによ
る多面的
機能の
維持は，
市内全
域に関
する課題
であり，
市民の
ニーズは
大きい。

5

本事業に
おける市
の役割
は，活動
組織との
協定書
締結並び
に事業履
行確認
作業を実
施するこ
ととなっ
ているた
め。 5

事業実
施に当た
り，活動
組織は
市と活動
内容に
ついて協
定を締結
する必要
がある。

4

農地や農業
用水などの
農村資源を
市民の財産
として，農業
者だけでなく
地域ぐるみで
守り支えてい
くことができ
る。

3

活動組織
が協定書
に明記され
た活動計
画に添った
活動を実施
することが
必要であ
る。

農
業
者
及
び
地
域
住
民
，
自
治
会
，
関
係
団
体
な
ど

市と農地や農業
施設を保全する
活動組織で協定
書を締結し，草刈
りや農業用水の
補修などの共同
活動支援並びに
営農活動に対して
支援を行う。

農地や農業用水等の資
源を守り，質の高い地
域共同の取組みと，環
境保全に向けた先進的
な営農活動を総合的に
支援する。

　農地・水・環境の良好な保全と
その質の向上を図る対策で，将来
にわたり農業・農村の基盤を支え
環境の向上を図る活動に対して
交付金が支給される。

①これまでの保全活動に加えて，
施設を長持ちさせながら，きめ細
かな手入れや農村の自然，景観
などを守る地域共同活動の実施。
②地域共同活動に加えて，科学
肥料と化学合成農薬の５割低減
等の環境にやさしい農業に向けた
取組みを実施。

　地域ぐるみの共同活動や先
進的な営農活動が将来にわた
り持続されることをとおして，
「農地・水・環境保全向上対
策」が有効
に機能していくため，担い手が
中心となった営農が図られるこ
とが必要。

ふ
る
さ
と
農
林
室

農地・
水・環境
保全向
上対策

19175
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

更に迅速，
適正な審査
を行ってい
く。

継
続

市有財産の保
全が社会ニー
ズや市民ニー
ズの評価対象
とは捉えがた
く，市民サービ
スの範疇では
ないと考える。
申請者（行為
者）は迅速，適
正な審査を望
み，道水路利
用者は公平で
占用改築行為
等により利用
に支障がない
ことを望む。

29 A
現
状
維
持

要
改
善

5

準公共
物である
施設機
能の保
全は，財
産管理
者として
要求され
る。

5

準公共
物である
施設機
能の保
全は，市
民から大
きく期待
されてい
る。

4

審査（現
場立会）
の効率を
高める手
段につい
て検討。

5

行政財
産の管
理であ
り，市が
関与す
べきも
の。

5

審査（財産
保全）必須
の事務。

5

現場立会
による手段
が最も的確
であるた
め，現行の
実施方法
が最も成果
のある手段
である。

71
市
民

申請に基づき行
為者と現場立会
し，申請内容の妥
当性や境界侵害
（将来含め）の危
険性の有無につ
いて確認すると共
に，道水路の機能
に支障をきたさな
い行為かどうか審
査する。

申請行為の妥当性を審
査し，立会いにより市の
財産の保全を図る。

道路・水路の占用又は改築行為
者からの申請により，その目的，
工法（手段），施工に際しての安
全性等を書面審査し，現場立会に
よりその妥当性を審査する。その
際，市の行政財産及び管理財産
である道路・水路が必要以上に占
用改築されることはないか，改築
等の行為により道水路機能を損
なうことはないか，改築等の行為
により市の財産が侵害されること
がないよう，境界票を敷設させる
等などにより機能の保全を図って
いる。

・追跡調査の必要性。
・無届占用改築行為の把握困
難。

ふ
る
さ
と
農
林
室

占用改
築境界
立会

16174
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産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

林道台帳を
有効的に活
用して，適
正な林道管
理を行な
う。

継
続

林道台帳のシ
ステム化によ
り，林道整備
事業，災害復
旧等に関する
施設状況の把
握及び改修履
歴等の事務効
率化が図れ
る。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

3

市道，農
道と併せ
て三次
市の道
路網管
理面及
び占用
改築申
請時に
社会的
ニーズは
ある。

3

林道台
帳搭載
路線であ
ること
が，林道
整備事
業の必
須条件と
なってい
る。

4

エクセル
機能の
活用によ
り，直営
で電子
データ化
した。
平面図
等の電
子データ
化につい
て検討す
る。

5

行政財
産の把
握，管理
であり，
市が関
与すべき
もの。

4

林道台帳の
電子データ
化による一
括管理で，
施設維持管
理の基礎資
料検索，統
計処理への
貢献度は大
である。

4

電子データ
化し，必要
なデータを
入力管理
することに
より，成果
向上が図
れる。

142

・
国
庫
補
助
事
業
に
よ
り
整
備
し
た
林
道
，
県
単
独
補
助
事
業
に
よ
り
整
備
し
た

林
道
，
農
林
漁
業
金
融
公
庫
か
ら
の
融
資
に
よ
り
整
備
し
た
林
道
，
市
町
村
が
自

財
源
で
整
備
し
た
林
道

・新規整備林道の
台帳作成
・改良，補修等の
履歴を随時追録。

林道の種類，構造，資
産区分等林道の現況を
明らかにし，適正な林道
管理を行なう。

・三次市内の林道について，各路
線ごとに「現況一覧表」「総括表」
「経過表」「平面図」等整備し，旧
市町村ごとの綴り（台帳）で管理し
ている。（平面図以外は電子デー
タ化している。）
・林道整備事業により，改良等が
あった場合又は災害の被災状
況，改修履歴等を随時追録し，現
況を反映した台帳として整備す
る。

・平面図以外の電子データ化
は済んだが，今後，システム
化に向け市道，農道，と併せ
て一体的に整備する必要があ
る。

ふ
る
さ
と
農
林
室

林道台
帳整備
事業

16173

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

44／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴負担金等 千円 86,275 82,213
県営事業に
係る負担金
等。

H
1
7

#VALUE! ⑷
事業箇所
（地区） 件 8 3

事業実施件
数。

⑵
H
1
8

1,280 ⑸

⑶
H
1
9

1,148 ⑹

⑴事業件数 件 14 13 10

本事業は工
種が多く単
位当たりコス
トの算出は
馴染まない
ため，事業
箇所で算出
した。

H
1
7

3,587,500 ⑷受益者数 戸 444 596 585

本事業の実
施にあたり，
直接的な効
果が現れる
各地域内の
対象戸数

⑵
H
1
8

4,238,846 ⑸

⑶
H
1
9

6,970,790 ⑹

⑴事業調整 回 － 8

調査打合せ・
現地調査並
びに調査結
果報告説明
等

H
1
7

#VALUE! ⑷
地元住民
の同意 ％ － 100

地元住民の
同意を得て
いる。

⑵
H
1
8

338,875 ⑸

⑶
H
1
9

#DIV/0! ⑹

⑴負担金額 千円 17,661 16,727 20,489

負担金額を
示す。
負担率につ
いては
7.114％と
なっており減
免あり。

H
1
7

1,080 ⑷事業費 千円 250,000 258,000 288,000
事業費を示
す。

⑵
H
1
8

1,085 ⑸事業量

道路
工
L=680
m
舗装
工
L=910
m

道路
工
L=250
m
舗装
工
L=230
m

橋梁
上部
工
橋梁
下部
工

事業量を示
す。

⑶
H
1
9

1,069 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

計画的に事
業を進め
る。

継
続

生産から集出
荷に至る流通
条件の整備に
より，本市の
農産物の生産
性向上につな
がると考える。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

輸送体
系の整
備によ
り，消費
者の求
める新鮮
な農産
物が出
荷できる
ため社
会ニーズ
も高い

5

農産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格も
有し市民
ニーズは
高い。
 
 
 
 

3

建設発
生土の
有効利
用を通
じ，コスト
の削減を
図ってい
る。

4

広域にま
たがる事
業である
ため，関
係者へ
の説明
などがあ
り市が
やった方
がよりよ
くできる。

5

生産から販
売までと位
置づけた本
市の施策の
中で，道路
網の整備は
不可欠であ
る。

5

事業完了
は平成21
年である
が，路線開
通により輸
送体系の
確立などの
成果が十
分発揮でき
る。

18,150
市
民

広域営農団地整
備を目的とした道
路整備

流通条件の整備によ
り，農産物の輸送体系
の確立，販売拡大を図
る。

小規模な営農集団を連結させ，広
域営農団地を形成し，生産から集
出荷に至る流通条件の整備と農
業近代化施設の有効利用による
農産物の生産性の向上と輸送体
系の改善，特産物の販路拡大を
図ること，また地域の道路網整備
を目的とし，県道木呂田本郷線
（三次市君田町）を起点とし，主要
地方道庄原作木線（庄原市口和
町）を結ぶ総延長5,962ｍの整備
を県が事業実施主体となり行うこ
とに対して負担金の支出を行う。

生産から販売までのシステム
構築を図るうえで，施設配置
の整理，経済効果の算定など
を行い，平成21年の全線開通
に向け再度活用方法を見つめ
直す必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

県営広
域営農
団地農
道整備
事業
（備北西
部地区）

7180

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

終
了

終
了

三次ピオーネ
生産団地等へ
の送水施設は
設置以来２９
年を経過して
おり，今回調
査で漏水が発
見されなかっ
たが，老朽化
が進んで更新
時期が数年の
内に到来する
ことは避けら
れない。
将来を見据え
た施設更新計
画を樹立する
必要がある。

23 B
未
実
施

未
実
施

5

本団地は
三次を代
表する農
産物を生
産してお
り，雇用
増出の場
ともなって
いる。

3

揚水施
設は受
益者が
特定され
ている
が，市民
ニーズは
ある。

5

調査は
適切に実
施でき
た。

2

地元住
民との調
整役及
び県との
調整は，
市がおこ
なったほ
うが良
い。

5

地元要望で
あり，貢献度
は高い

3

計画的な施
設の更新
時期の明
示につな
がった。

2,711

農
事
組
合
法
人
三
次
ピ
オ
ー

ネ
生
産
組
合
，
亀
の
丸
果
樹
生
産
組
合

並
び
に
酒
屋
飼
料
生
産
組
合
の
営
農
活
動
者

酒屋地区パイプラ
インの管路及び調
整池の漏水量と
老朽化度の調査

パイプライン設置後年
数が経過ししている施
設の老朽化度の判定

酒屋農地開発団地は70haの農地
造成し，果樹（ブドウ・ユズ）を中心
に作物導入をし，農事組合法人三
次ピオーネ生産組合，亀の丸果
樹生産組合並びに酒屋飼料生産
組合が営農をおこなっている。
三次ピオーネ生産組合・ユズ団
地・採草放牧地の団地へは用水
を送っているパイプライン・樹園地
内配管があり，その施設は昭和５
３年以来２９年経過し老朽化が顕
著になっており，漏水による用水
不足が懸念され，このことはさら
に維持管理に多大な経費を費や
すこととなり，経営面・営農面から
生産者から改修の要望がだされ，
県営予定地調査として酒屋地区
パイプラインの管路等の調査を実
施した。

酒屋地区パイプラインの調査
の結果，送水管路等からの漏
水は認められず施設更新判定
までには至らなかった。
畑地帯総合整備事業の一環と
して計画していた三次ピオー
ネ園内道路整備等の併せ事
業が，畑地帯総合整備事業を
１９年度実施に至らなかったの
で，他事業で検討していく必要
が生じた。ふ

る
さ
と
農
林
室

酒屋地
区畑地
帯総合
整備事
業
（県営予
定地調
査）

18179

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

平成２０年
度の事業完
了に向け
て，計画的
に事業を進
める。

継
続

事業完了年度
を目指して，今
後も市民と県
との調整を図
りながら，円滑
で市民がより
満足度が高く
なるよう継続し
ていく必要が
ある。

26 B
未
実
施

未
実
施

4

地域資
源を発
掘・活用
できる各
種整備を
行うこと
で，都市
と農村の
交流が
図れる。
このこと
は社会
的ニーズ
の高い
事業であ
ると判断
できる。

4

事業区域
の市民に
とっては，
地域特
性・活用
できる地
域資源・
地域の将
来像を十
分に勘案
して計画
している
事業であ
り，ニー
ズは非常
に高い。
また，事
業実施に
より観光・
交流の魅
力が高ま
り，区域
外の市民
にとっても
ニーズの
高い事業
といえる。

4

低コスト
で高い効
果のある
事業を実
施してい
る。た
だ，定期
的な地元
との協議
等によ
り，そこ
で生まれ
る要望の
達成のた
めに工法
等の模
索の結
果によっ
ては，更
にコスト
を抑える
ことは可
能。

5

農村整
備事業
の補助
事業であ
るため，
事業主
体は広
島県であ
るが，義
務負担
分を市は
担ってお
り，また
県と地元
との事務
事業の
調整の
役割は
市が行う
べきも
の。

5

地域・地元
の要望事項
が本事業の
趣旨・採択
基準に合致
しているも
のであり，そ
の事業の実
施について
も適正であ
る。

4

事業が計
画どおり進
捗・完了す
れば，当初
から求めら
れている成
果を上げる
ことができ
る。

55,105

市
民

（
君
田
町
，
布
野
町
，
作
木
町

）

策定した実施計
画に基づいた事
業
・農業生産基盤整
備
・農村生活環境基
盤整備
・生態系保全施設
整備

地域内の生産・生活の
基盤整備水準を揃えて
広域的な事業の一体化
が図られ，地域農業の
継続的発展と，地域が
観光周遊できる環境整
備を整えて，都市農村
交流の活性化とゆとり
ある生活空間の創出を
目標とする。

本事業は自然的，経済的，社会
的条件に恵まれず土地利用型農
業の生産条件が不利な地域で，
加えて人口の流出，高齢化の進
行等により農業・農村の活力が失
われつつある農業の生産条件等
が不利な地域を対象に，農業を中
心とした地域の活性化に意欲の
ある地域に対して，それぞれの地
域の立地条件に沿った農業の展
開方向を探り，併せて地域におけ
る定住の促進等に資することを目
的とする。本市における事業の区
分としては，市町村全域から複数
市町村に及ぶ広域地域（旧君田
村，旧布野村，旧作木村）を対象
として活性化を図る「広域連携型
事業」を市町村合併後も継続して
事業を行っている。

事業完了年度が目前となって
おり，地域活性化の基本構想
で計画した各事業の円滑な事
業推進・完了が行われるよう
図っていく。

ふ
る
さ
と
農
林
室

県営中
山間地
域総合
整備事
業

14178

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

継
続

計画的に事
業を進め
る。

継
続

農業生産基
盤，生活環境
基盤の強化を
図るため継続
すべきである。

27 A
未
実
施

未
実
施

4

生産・環
境の基
盤強化
が図ら
れ，国土
保全に
寄与して
いる。

5

直接受
益は限
定されて
いるが，
社会資
本が整
備される
ことによ
り，市民
の利便
性は向
上してい
る。

4

地元との
協働によ
り，コスト
縮減に取
り組んで
いる。

4

より生産
性の高
い生産
基盤の
整備であ
り，市が
関与した
ほうが効
率的な
基盤整
備が可
能とな
る。

5

農業生産基
盤，生活環
境基盤の強
化を図る。

5

生産・環境
の基盤強
化が図ら
れ，十分な
成果があ
る。

110,492
市
民

農業生産基盤整
備として，圃場整
備，農業用用排
水施設整備，農
道整備等の事業
実施。
また，生活環境基
盤整備として，農
業集落道整備，
営農飲雑用水施
設整備の実施。

圃場整備の実施に伴い
農作業の効率化，農道
改良により生活利便性
の向上，営農飲雑用水
施設整備により飲料水
の確保を図ること。

地区ごとの各種整備事業と交流
を通じた物流システムが有機的に
つながり，さらに定住の場として魅
力を向上させることにより，活力に
満ちた農村の創出ができる総合
整備事業である。
平成１８年度は，圃場整備事業，
農業用水施設整備，農道改良，
営農飲雑用水施設整備を実施し
た。
平成１９年度は，農業生産基盤整
備として春木・久留比農道改良，
生活環境基盤整備として川地地
区営農飲雑用水施設整備を実施
する。

農作業効率の向上をめざし，
また農業法人の育成を推進
し，農業経営の効率化で収益
性を高め，攻める農業への転
換を図り，生産から販売まで
のシステムの構築を図る必要
がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

県営三
次・吉舎
地区
農村振
興総合
整備事
業

13177

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

45／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴負担金額 千円 39,000 27,000 20,000
負担金額を
示す。

H
1
7

1,036 ⑷事業費 千円 390,000 270,000 200,000
事業費を示
す。

⑵
H
1
8

1,052 ⑸事業量

道路
工
L=418
m
舗装
工
L=418
m

橋梁
下部
工

橋梁
上部
工

事業量を示
す。

⑶
H
1
9

1,071 ⑹

⑴箇所数 15 5 6
必要経費を
施工箇所数
で除す

H
1
7

3,237,266 ⑷
危険箇所
の改善箇
所

箇所 15 5 6

復旧工事に
より改善した
箇所

⑵
H
1
8

3,511,800 ⑸

⑶
H
1
9

3,509,833 ⑹

⑴
誘致活動
(企業訪
問件数)

社 80 71 90
企業訪問件
数

H
1
7

142,387 ⑷
三次工業
団地企業
立地件数

社 2 3 2

三次工業団
地に新たに
立地した企
業数

⑵
H
1
8

135,380 ⑸
三次工業
団地内雇
用人数

人 1,456 1,518 1,626
団地全体の
従業員数の
推移

⑶
H
1
9

106,600 ⑹

⑴
セミナー
等参加回
数

回 6 6 6

意見交換
会，企業立
地セミナー，
懇談会等へ
の参加回数

H
1
7

84,166 ⑷

各セミ
ナー等へ
の参加企
業数

社 450 350 350

意見交換
会，企業立
地セミナー，
懇談会等に
おける参加
企業数

⑵
H
1
8

84,166 ⑸

⑶
H
1
9

84,166 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

事
業
規
模

1
6
 
予
算
の
見
直
し

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

定住促進の
意味でも有
効な事業で
あるため，
取組の成果
を企業立地
に十分活か
していくこと
が必要であ
る。

継
続

企業情報入手
手段として有
効であり，今
後も活動を継
続すべきであ
る。

22 B
現
状
維
持

事
業
拡
大

4

企業誘
致は，雇
用の確
保に直
結したも
のであ
り，その
対策とし
て協議
会の役
割は大
切なもの
である。

3

協議会
から得ら
れる情報
に基づい
た企業
誘致活
動を通じ
て市民
の雇用
の確保
に貢献
する。

4

負担金
の額の
減少によ
る活動へ
の影響
が懸念さ
れる。

5

行政の
対応に
よっては
企業の
信頼確
保へ影
響する。
また，企
業誘致
には行
政として
の基本
的な考え
方,姿勢
が大きく
影響する
ため。

3

企業への
PR，関係強
化に貢献し
ている。

3

セミナー等
へ参加する
企業の数
は相当数
にのぼり，
県外企業と
の交流機
会が充実し
ている。

505
市
民

企業との意見交
換会，企業立地セ
ミナー，企業懇談
会等を通じて人的
ネットワークの構
築を進め，企業立
地の推進につな
げる。

企業立地による雇用の
増大，若年層の就労の
場の確保

県内の工業団地等に県外企業の
立地を積極的に推進し，もって地
域における就業機会の増大，経
済変動に柔軟に対応できる産業
構造の改善を図り，活力ある地域
社会の形成を促進する。

現在，関西と関東の企業を中
心に活動を展開しているが，
経済活動が活発で産業集積
の動きが著しい中部地方，九
州も視野に入れた活動を拡げ
ることが必要である。

観
光
商
工
室

広島県
企業立
地推進
協議会

8184

第
4
 
産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

拡
大

工場の立地
は，人口増
加，定住対
策，雇用の
確保等あら
ゆる施策に
おいて重要
な事業であ
るため，次
Ⅲ期地区工
業団地造成
工事にあわ
せて，県内
外に積極的
なPR活動を
展開し，早
期立地の実
現に向けて
取り組む必
要がある。

拡
大

平成21年度に
分譲開始予定
の三次Ⅲ期地
区工業団地に
立地する企業
の業種によっ
ては，雇用創
出の質・量が
大きく異なる。
地域経済への
効果，将来の
市税収入へも
大きく影響す
るため，今後
数年間は，予
算を増額し，
集中的に誘致
活動を行う必
要がある。

27 A
未
実
施

事
業
拡
大

5

企業誘
致による
市全体
への経
済波及
効果は
大きく，U
ターン，I
ターンの
受け皿と
もなる。

4

特に若
年層で
の安定
就労の
場の確
保。

5

製造業，
IT・電子
関連企
業を中心
とした積
極的な企
業訪問，
情報発
信が必
要。

5

本市へ
の立地
の優位
性をトー
タルで情
報提供
する必要
がある。

4

安定雇用の
増大のため
には就労先
となる企業
の立地拡大
が必要であ
る。製造拠
点の海外移
設を目指す
企業が増加
する中で，
企業誘致に
おける地域
間競争は激
化しており，
本市のセー
ルスポイント
を積極的に
アピールし，
企業誘致に
取り組む必
要がある。

4

雇用の拡
大に一定
の成果が
上がってい
る。

9,612
市
民

三次工業団地を
中心に市内への
企業誘致を進め
る。
そのため，企業誘
致推進本部を立
ち上げ，市職員全
体での誘致活動
を行うとともに，県
人会等も活用した
人脈ネットワーク
づくりや，企業
ニーズを含めた情
報収集，三次の
情報発信などを行
う。

雇用の増大や若年層の
安定就労を促進する。

三次市における，経済の活性化と
安定した雇用の増大を図るため，
市内への進出企業の増加をめざ
し誘致活動を行う。
特に，平成21年度に分譲開始予
定の三次Ⅲ期地区工業団地(平
地分譲面積：７．３ｈａ)について
の，誘致活動を強力に推し進め
る。

三次市人口増加推進プランに
あるように，国・県頼みでなく｢
暮らしやすく働きやすい｣まちと
するため，単市での施策展開
を数多く行っている。進出しよ
うとする企業にとって，従業員
への福利厚生面でのメリットは
大きく，メディア利用も含めてこ
れら施策の情報発信に戦略が
必要である。産業部の他の施
策との抱き合わせにとどまら
ず，全市で｢みよしブランド｣｢み
よしイメージ｣の確立・発信を
行っていく。また，地道な企業
訪問等も拡大していく必要が
ある。
企業立地推進法の活用も検討
し，三次に立地する価値を上
げ，高賃金の従業員が安定し
て数多

観
光
商
工
室

工場立
地推進
事業

16183

第
4
 
産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

継
続

職員人件費
が０．５人役
であるが，
事務事業の
効率化を図
り，コスト削
減を行う。

継
続

市民の生命財
産を守る事業
で継続が必
要。

27 A
未
実
施

未
実
施

4

二次災
害による
被害の
拡大を防
止出来
る。

4

市民の
生命財
産を守れ
る。

5

地元負
担を伴う
ことから
必要最
小限の
経費で最
大限の
効果が
得られる
工事を
行ってい
る。

4

技術的
見地か
ら，正確
な工法
選定が
可能とな
る

5

未然に災害
を防止出来
ている。

5

危険箇所
の解消

17,559
市
民

崩壊の恐れのあ
る急傾斜林地に
ついて，地元要望
に基づき，崩壊防
止工事を施工す
る。

未然に災害を防止し，
市民の生命財産を守
る。

荒廃林地の復旧及び荒廃の恐れ
がある林地の予防工事、又は松く
い虫被害等のため、倒木により被
害を助長する恐れのある箇所で
の伐倒処理を含む工事で、主要
公共施設等に直接被害を与え、
又は与える恐れがあると認められ
るものについて事前に防護する。

財政難から、要望に応えられ
る予算の確保が困難になって
きている。

ふ
る
さ
と
農
林
室

小規模
崩壊地
復旧事
業

182

第
6
 
都
市

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

計画的に事
業を進め
る。

継
続

生産から集出
荷に至る流通
条件の整備に
より，本市の
農産物の生産
性向上につな
がると考える。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

輸送体
系の整
備によ
り，消費
者の求
める新鮮
な農産
物が出
荷できる
ため社
会ニーズ
も高い

5

農産物
生産性
の向上，
販路拡
大と併せ
た地域
の道路
網整備
であり生
活道路
の性格も
有し市民
ニーズは
高い。3

建設発
生土の
有効利
用を通
じ，コスト
の削減を
図ってい
る。

4

広域にま
たがる事
業である
ため，関
係者へ
の説明
などがあ
り市が
やった方
がよりよ
くできる。

5

生産から販
売までと位
置づけた本
市の施策の
中で，道路
網の整備は
不可欠であ
る。

5

事業完了
は平成22
年である
が，路線開
通により輸
送体系の
確立などの
成果が十
分発揮でき
る。

28,423
市
民

広域営農団地整
備を目的とした道
路整備

流通条件の整備によ
り、農産物の輸送体系
の確立、販売拡大を図
る。

小規模な営農集団を連結させ，広
域営農団地を形成し，生産から集
出荷に至る流通条件の整備と農
業近代化施設の有効利用による
農産物の生産性の向上と輸送体
系の改善，特産物の販路拡大を
図ること，また地域の道路網整備
を目的とし，東酒屋町を起点とし，
下志和地町春木を終点とする総
延長5,500ｍの第１期整備を県が
事業実施主体となり行うことに対
して負担金の支出を行う。

生産から販売までのシステム
構築を図るうえで，施設配置
の整理、経済効果の算定など
を行い，平成22年の全線開通
に向け再度活用方法を見つめ
直す必要がある。

ふ
る
さ
と
農
林
室

県営広
域営農
団地農
道整備
事業
（備北南
部地区）

15181

第
4
 
産
業
・
経
済

２
農
林
畜
産
業
等

(

4

)

美
し
い
里
づ
く
り

46／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
企業立地
引合い件
数

件 5 4 4

三次工業団
地の分譲に
関して引合
いのあった
企業数

H
1
7

3,796,400 ⑷
奨励金申
請件数 社 3 1 3

三次工業団
地に立地し
操業開始し
た企業で土
地取得奨励
金を申請し
た企業数

⑵
H
1
8

2,426,500 ⑸

⑶
H
1
9

2,204,500 ⑹

⑴協議回数 回 3 4 6

Ⅲ期の着工
に関して県
企業局
（部），商工
労働部と協
議を行った
回数

H
1
7

242,000 ⑷
立地希望
企業件数 社 1 3

将来的にⅢ
期地区工業
団地へ立地
する意向を
示した企業
の数

⑵
H
1
8

197,250 ⑸

⑶
H
1
9

125,333 ⑹

⑴
補助制度
の普及啓
発回数

回 5 5 5
補助制度の
普及啓発を
行った回数

H
1
7

509,000 ⑷
補助金交
付決定件
数

件 1 1

制度を利用
して補助金を
交付した件
数

⑵
H
1
8

⑸
補助制度
の問い合
わせ件数

件 2 2 3
本事業への
問い合わせ
件数

⑶
H
1
9

513,800 ⑹

⑴
情報収集
活動・協
議

回 - 6 8

自治体にお
ける産業集
積の実施調
査と連携，大
学や企業か
らの情報収
集，及び三
次市の方向
性について

H
1
7

#VALUE! ⑷
ＩＴビジョン
の策定 件 - 1 1

国内企業，
自治体等へ
の視察を踏
まえ，三次市
の現状とイン
ド交流を規
定にした産
業活性化策

⑵　 　 　
H
1
8

313,000 ⑸

⑶
H
1
9

709,875 ⑹

9
 
事
業
の
迅
速
化

そ
の
他

取
り
組
み
内
容
を
拡
大
す
る

。

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

積
極
的
な
誘
致
活
動

9
 
事
業
の
迅
速
化

事
業
規
模

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

IT産業は技
術革新がめ
まぐるしい
ため，早急
にITビジョン
を策定し，
具体的なプ
ロジェクトへ
移行してい
くことが急
務である。

継
続

　2年前後で大
筋の方向が出
るように進め
ている。その
先では企業や
大学などと連
携したプロジェ
クトを立ち上げ
事業を具体化
してする検討
に入るべきで
ある。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

産業の
活性化
は重要
な施策で
あり，期
待も高
い。

4

雇用の
拡大に
つながる
事業であ
るため，
市民生
活に大き
く関係す
る。

4

現在は
必要最
小限で実
施してい
る。方向
性が決
まった場
合，事業
そのもの
が動けば
予算の
拡大が
避けられ
ない。 4

一企業
の問題
ではな
く，産業
界や商
工会議
所などと
の連携
が必要
であり，
行政が
舵取りを
行わなけ
ればなら
ない段階
である。

4

先行して進
まなければ
ならない課
題であり，
産業都市
「みよし」の
創造に向け
重要な施策
である。

3

組織の横
断的なプロ
ジェクトの
立ち上げが
必要であ
り，動きの
早い取り組
みが求めら
れる。

1,878

企
業
，
大
学
，
自
治
体

企業動向の調
査，ＩＴ分野の方向
性調査，人材育
成のための施策
の展開，総括的な
三次市産業活性
化に向けた対策
作り

三次市の産業を，ＩＴ産
業を基軸とした成長可
能な産業構造へ転換さ
せる。

　ＩＴ産業を中心とした情報通信関
連や電子関連産業の集積を促進
するため，先進地の事例や動向を
調査し，三次市の実態に合わせ
たビジョンを明らかにする。現在立
地しているＩＴ関連企業や関係機
関，大学と連携し三次市の産業活
性化を図る。
　また，ＩＴ産業を支えるソフトウェ
ア技術者や世界で活躍できるエン
ジニアなどの人材育成を図るため
の施策や，研修機関の設置につ
いての研究，外国人ＩＴ技術者の
受け入れなどを推進する。

　三次市ではハイテク団地と
称される工業団地があるが，
今後ＩＴ産業の集積をどのよう
に進めていくのか，また人材育
成をどう進めていくかなどの問
題もある。インドハイデラバー
ド市との交流を基点とした動き
も模索中であるが，方向性を
早期に固める必要がある。

観
光
商
工
室

構造改
革ＩＴ調
査事業

18188

第
4
 
産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

拡
大

新規産業の
創出は定住
対策におい
ても雇用の
確保から重
要な事業で
あるため，
産，学，官
連携事業等
で新事業の
創出の可能
性を協議
し，制度の
積極的利用
を進める。

継
続

　平成１８年度
の実績はない
が，ものづくり
の視点として，
地域の特色あ
る農林水産
物，産地の技
術等，地域産
業資源を活用
した中小企業
の事業活動の
支援が必要で
ある。
　産，学，官連
携事業等で新
事業の創出可
能性を協議
し，制度の積
極的利用を進
める。
　商工会議
所，商工会，
特に青年部を
中心に異業種
交流を進める
必要がある。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

新規産業
の創出に
対する行
政の支援
は，産，
学，官連
携の面か
らも，現
社会が必
要として
いること
である。

4

三次市
において
も，新規
産業の
創出（新
技術，新
製品，新
商品など
の開発）
意欲は
高まって
おり，補
助申請
に至らな
いまで
も，当該
制度へ
の問い
合わせ
件数は
増加して
いる。

3

他の融
資制度
やそれに
対する利
子補給
制度など
コスト削
減は考え
られる
が，資金
力の乏し
い中小企
業の新
技術，新
製品，新
商品など
の開発に
対してス
ムースな
融資は
困難であ
り，その
ため補助
制度とし
ている。

3

産，学，
官連携
強化の
施策に
おいて，
新規産
業の発
掘，振興
に関し
て，行政
として支
援すると
ともに体
制を確立
しておく
ことは，
今後
益々重
要とな
る。

4

新技術，新製
品，新商品な
どの開発に
取り組む企
業等を支援
することは，
市場に直結し
ており，商工
業の活性化，
雇用の創出
につながる。

4

資金力の
乏しい中小
企業の新
技術，新製
品，新商品
などの開発
費の一部を
補助するこ
とは，有効
な商工業の
振興であ
る。

三
次
市
内
の
中
小
企
業
者
，
ベ
ン
チ
ャ
ー

企
業
等
，
創
業
を
目
指
し

て
い
る
市
民

積極的な事業展
開を目指している
事業主に対して，
助成を行う

地域経済の活性化，雇
用の拡大

新技術・新製品等の研究開発，試
作等に取り組む創業者，中小企
業者に対し，その研究開発費，試
作費などの事業費を補助すること
により，創業的ビジネスの促進を
図り，産業の活性化を図る。
補助対象事業は，事業者自らが
行う研究開発・試作に限り，事業
費合計が１００万円以上。補助限
度額は1億円

三次市創造的ビジネス開発事
業の制度について，事業評価
を行いながら，使いやすくより
効果の上がる制度として，創
業者，中小企業者の積極的な
活用の増加を図る。そして，こ
の制度の事業の推進により，
中小企業の活性化を目指す。

観
光
商
工
室

新規産
業創出・
ベン
チャー
企業育
成事業

16187

第
4
 
産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

拡
大

人口増加，
定住対策，
雇用の確保
等あらゆる
施策におい
て重要な事
業であるた
め，造成工
事にあわせ
て，県内外
に積極的な
PR活動を
展開し，早
期立地の実
現に向けて
取り組む必
要がある。

拡
大

Ⅲ期地区造成
工事の着工が
決定したた
め，具体的な
誘致活動が可
能となった。Ⅲ
期地区工業団
地は雇用の確
保に極めて重
要な事業であ
り，十分な事
業効果を上げ
るためには，
円滑な事業実
施を進めると
ともに，積極的
に誘致活動を
行い，優良企
業の早期立地
を目指す必要
がある。

27 A
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

三次Ⅲ
期地区
工業団
地の用
地造成
及び企
業誘致
活動は
経済活
性化に
不可欠
である。

5

Ⅲ期地
区工業
団地へ
の企業
誘致活
動は雇
用確保
策として
重要であ
る。

5

Ⅲ期企
業誘致
のため，
県市が
共同して
の誘致
活動を進
める必要
がある。

5

企業が
進出し易
い環境
整備を行
政が担
う。また，
地域等
の理解を
得ながら
円滑な
事業実
施を行う
には市
が積極
的に調
整に関
与する必
要があ
る。

4

Ⅱ期の分譲
は残り０．２
haを残すだ
け（平成１９
年６月末現
在）となり，
Ⅲ期への企
業誘致を本
格化する必
要がある。

3

立地に興
味を示す企
業は数社
あるが，確
定した企業
はない。平
成１９年度
から工事に
着手するこ
とが決定し
たため，具
体的な誘致
活動が可
能となっ
た。ＩＴ・電
子関連産
業等を中心
にした立地
を目指して
誘致を進め
る。

789
市
民

三次Ⅲ期地区工
業団地の早期完
成を図るととも
に，団地への企業
誘致を行う。

雇用の場を確保し，労
働者とりわけ若年層の
定住促進を図る。

広島県が平成１９年度から工事に
着手する三次Ⅲ期地区工業団地
（平地分譲面積７．３ha）の早期完
成を図るとともに，企業誘致を進
め早期分譲による整備効果の拡
大を目指す。

本市のセールスポイントを前
面に押し出し，三次Ⅲ期地区
工業団地への企業誘致を進め
る。
また，Ⅲ期地区土地造成事業
の円滑な実施と早期完成を図
るため，地域住民等の関係者
や広島県との調整を進める。

観
光
商
工
室

三次Ⅲ
期地区
工業団
地への
企業誘
致促進

10186

第
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

拡
大

三次Ⅲ期地
区工業団地
への企業誘
致促進に有
効な事業で
あるため，
積極的な
PRを行い，
あわせて人
口増加等の
定住促進に
対する効果
も検証して
事業を進め
ることが必
要である。

拡
大

本市経済の活
性化と雇用の
拡大を図る上
で有効な事業
であり，企業
進出動向を踏
まえながら，必
要に応じてIT，
電子関連等産
業を対象とし
た優遇助成制
度の拡充を検
討する必要が
ある。24 B

事
業
拡
大

事
業
拡
大

4

本市の
就業人
口は減
少傾向
にあり，
企業立
地を進め
て就業
の場を確
保し，産
業の活
性化を図
るために
有効な
手段であ
る。

4

若年層
の人口
流出を防
ぐために
は，安定
した雇用
の場の
確保が
最重要
条件であ
る。その
受け皿と
なる優良
企業の
立地促
進のた
めに効
果的な
事業であ
る。

4

優良企
業等誘
致を図る
うえで今
後も制度
の拡充
が必要。

5

企業が
進出しや
すい環
境整備を
行政が
担う。

4

平成17年3
月に奨励制
度の拡充を
行ったことに
より立地企
業が増加し
た。

3

企業の設
備投資の
動向により
誘導策とし
ての奨励金
制度の拡
充が必要
になる。

9,706
市
民

本制度をセールス
ポイントに，本市
への企業の立地
促進を図る。

雇用機会の拡大を図
り，もって市民生活の安
定に資する。

産業振興及び雇用機会の拡大を
図り，経済の活性化や市民生活
の安定に結びつけていくため，本
市に工場等を新設，又は増設す
る者に対して必要な奨励措置を講
じるもの。

※交付条件及び交付額
　工場等の新設又は増設に伴い，
新たな投下固定資産総額が1億
円以上であり，新規雇用常用労
働者が5人以上のとき，固定資産
税相当額を5年間工場等設置奨
励金として交付するとともに，雇用
した市内居住者一人当たり30万
円の雇用奨励金を交付する。ま
た，三次工業団地の土地を広島
県から取得した者に対し5%の土地
取得奨励金を交付する。

現在は，ＩＴ・電子関連企業の
立地の比率が高く，当該業種
企業の集積を図ることにより
「三次ブランド」の確立をめざ
す。
また，当該業種は今後とも成
長が見込め，若者にも人気が
高いため，若者の定住促進や
将来にわたる雇用機会の拡大
の可能性が高い。
このため，今後も企業進出動
向を踏まえながら，必要に応じ
てIT，電子関連等産業を対象
とした優遇助成制度の拡充を
検討する。

観
光
商
工
室

工業団
地等企
業立地
奨励事
業

39185
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
セミナー，
研修等の
開催数

回 15 10 13

セミナー，
ワーキング
グループ会
議，研修会
等の開催，
会報の発行

H
1
7

185,266 ⑷

マッチン
グによる
新製品，
新技術の
開発事例

件 1

マッチングに
よる新製品，
新技術の成
果品

⑵　 　 　
H
1
8

237,900 ⑸　

⑶
H
1
9

183,000 ⑹　

⑴広報活動 件 1 2 2

制度周知の
ため，市広
報，ＨＰ，
CATVなどで
の周知回数

H
1
7

2,498,000 ⑷
交付決定
件数 件 1 4 4

補助金交付
件数

⑵説明会 件 2 4 3

商工会議
所，商工会，
商店街など
団体への説
明回数

H
1
8

3,249,000 ⑸

⑶
パンフ
レット作
成

枚 20 300 300
各窓口，イベ
ントなどで配
布

H
1
9

2,249,000 ⑹

⑴広報活動 件 1 2 2

制度周知の
ため，市広
報，ＨＰ，
CATVなどで
の周知回数

H
1
7

2,731,000 ⑷
交付決定
件数 件 1 3 5

補助金の交
付を行った
件数

⑵説明会 件 2 4 3

商工会議
所，商工会，
商店街など
団体への説
明回数

H
1
8

4,276,500 ⑸

⑶
パンフ
レット作
成

枚 20 300 300
各窓口，イベ
ントなどで配
布

H
1
9

6,211,500 ⑹

⑴
PR活動
（チラシ配
布）

枚 150 150 200

制度啓発用
チラシ（融資
制度の問い
合わせが急
増した。）

H
1
7

1,135,226 ⑷
融資貸出
件数 件 16 24 60

問い合わせ
件数

⑵
H
1
8

1,135,226 ⑸

⑶
H
1
9

851,420 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

PR効果によ
り問い合わ
せ件数は増
加している
ので，今後
は，より利
用しやすい
制度に改善
していく必
要がある。

継
続

本制度の利用
者は今後も増
加するものと
見込まれ，継
続していく必要
がある。

23 B
未
実
施

事
業
縮
小

3

決められ
た収入で
賄えない
支出の
事態が
発生した
場合，安
心して融
資を受け
る制度が
あること
は，現代
の社会
が必要と
してい
る。

4

景気の
回復感
が味わ
えない一
般市民
が，少し
でも安心
して暮ら
せるため
のこの融
資制度
の利用，
問い合
わせ件
数は増
加してい
る。

4

借り易い
金額・貸
出利率で
運用を進
めてい
る。市民
が安心し
て暮らす
ための支
援とし
て，必要
不可欠で
ある。

4

市民の
暮らしを
保障する
ために
も，金融
機関の
商品との
違いを出
し，借り
やすい
制度を設
け，斡旋
すること
が行政と
して重要
である。

4

市内に居住
している勤
労者の生活
支援を目的
とした融資
制度である
ため，市民
の安心した
暮らしにつ
ながるもの
である。

4

資金が必
要な際，低
金利で融資
が受けられ
安心した生
活ができ
る。

170,284

市
民

（
三
次
市
内
に
勤
務
ま
た
は
居
住
し
て
い
る
勤
労
者

）

低金利の資金融
資

勤労者への生活支援市内に勤務，又は居住している勤
労者に対して，住宅費建設関連・
教育資金をはじめ冠婚葬祭費
等，生活を支援するための融資を
行う。取扱いは中国労働金庫。

三次市提携融資制度・三次市
生活応援融資制度について，
取扱金融機関と連携をとりな
がら，利用しやすくより効果の
上がる制度として市内に勤
務，又は居住している勤労者
の積極的な活用促進を図る。
そして，この制度の推進により
市民が安心して暮らせることを
保障する。

観
光
商
工
室

勤労者
生活安
定支援
事業

16192
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

継
続

利用しやす
い制度とし
ての見直し
と，ある程
度地域を限
定とした制
度とするこ
とも検討す
る必要があ
る。

継
続

開店企業者の
要望が増加し
ており，制度
が認知されて
きたと考える。
今後は，その
要望にこたえ
る為に，予算
を拡大するだ
けでなく，補助
金上現額，補
助率等の見直
しが必要であ
る。24 B

現
状
維
持

要
改
善

5

市内商店
街におけ
る空店舗
の数は増
加してお
り，対策
を行わな
ければ三
次市の商
圏は崩壊
する。

4

市民の
関心は，
年々増
加してお
り，問い
合わせ
件数は
申請件
数の４・
５倍はあ
る。

3

補助金
の上限
額の引き
下げや補
助率の
低下，半
年程度
の家賃
補助な
ど，補助
内容の
変更を検
討する時
期にきて
いる。

4

商店街
の振興
は行政と
しての課
題ではあ
るが，商
工会，商
工会議
所などに
事務委
託は可
能であ
る。

5

新規出店者
を支援し空店
舗を解消する
ことは，商店
街の活性化
に直結してい
る。

3

上限額及
び補助率
の見直し，
実施場所を
限定するな
どで効果を
集中でき
る。

8,553

三
次
市
内
の
中
小
企
業
者
，
又
は
市
内
で
新
た
に
事
業
を
開
始
し
よ

う
と
す
る
者

改装費の一部を
助成する

商店街の活性化商店街の中の空店舗（過去に事
業を営んでいた店舗）への入居者
に対し，店舗改装費の補助を行
う。
補助金交付決定方法：審査会に
より，交付決定及び補助金額を決
定する。
補助限度額：３００万円
補助率：１／２

利用要望，問い合わせが年々
増加している。事業の拡大推
進，予算化と，補助金・利用者
負担割合のバランスを検討す
べきである。
空店舗情報の整理が必要であ
る。

観
光
商
工
室

空き店
舗対策
事業

17191
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

1

)

元
気
な
お
店
づ
く
り
と
に
ぎ
わ
い
の
創
出

継
続

本事業は定
住対策事業
としても効
果が期待で
きるため，
市内外への
積極的な
PRが必要
である。

継
続

市外からの出
店を促進する
ため，ＰＲ方法
の検討が必要
である。
チャレンジ
ショップから，
本格的な出店
を円滑に進め
るため，研修
や資金などの
支援が必要で
ある。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

4

各商店
街振興
組合か
ら，事業
の拡大・
予算確
保などの
要望が
多い。

3

新規創
業希望
者の相
談は多
く，受け
入れが
間に合っ
ていない
のが現
状であ
る。

4

補助金を
削減する
ことは，
事業の
縮小また
は新規
創業者
の負担
が増える
ため，改
善の余
地は小さ
い。

3

新規創
業を支援
し，空店
舗の解
消を図
り，商店
街の活
性化を進
めるに
は，市の
関与は
必要であ
る。

4

商店街振興
組合などが
事業主体と
なっている
ので，新規
開業者と地
域の関係が
親密であ
り，あわせ
て身近に指
導・相談で
きるため効
果的であ
る。 4

ＰＲ方法を
改善し，市
外への情
報発信を強
化する。

6,498

市
内
商
店
街

開
業
希
望
者

市内商工会，市
内商工会議所又
は法人格を有す
る市内商店街振
興組合などが事
業主体となって，
商店街内の空店
舗をチャレンジ
ショップとして運営
する場合に，運営
費等に対し補助を
行う。

創業・独立者を増やし，
地域の活性化につなげ
る

商店街の中の空店舗をチャレンジ
ショップとして運営する商店街振
興組合などに対し，運営費を補助
する。
補助金上限：１件１００万円
補助対象：店舗借上げ費，店舗改
修費，光熱水費，運営管理に要す
る経費など

市外からの誘致などPRの強化
が必要である。
チャレンジショップとして活用で
きる，空店舗を確保するため
所有者の理解を得ることが必
要である。

観
光
商
工
室

空き店
舗チャレ
ンジ
ショップ
運営補
助事業

17190
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

2

)

雇
用
の
拡
大
を
め
ざ
し
た
企
業
誘
致
や
起
業
支
援

継
続

県立広島大
学との連携
をしている
が，今後
は，早稲田
大学や今年
度，包括的
連携協力協
定を締結し
た，広島大
学との産学
官連携も進
めていく必
要がある。

継
続

　他の地域で
は，具体的な
研究テーマを
見つけ，一つ
の産業として
構築する事例
もある。
　三次市の実
態として個々
の企業が意欲
的に産学連携
に取り組める
環境づくりを推
進していくこと
が必要であ
る。

20 C
事
業
拡
大

要
改
善

3

企業の
新技術
や新商
品開発
は地域
産業の
活性化
につなが
る。

3

起業の
ニーズな
どにも対
応可能
である。

4

実際の
マッチン
グに対す
る助成を
実施すれ
ば予算
の拡大と
なる。

4

企業や
大学，行
政の連
絡調整
役として
関わりが
必要であ
る。

3

マッチング
事例はない
ものの，産
学官連携に
対する認識
度は向上し
ている。

3

企業ニーズ
の掘り起こ
しや情報提
供，アドバ
イザーの活
用などで新
技術等の
開発の可
能性があ
る。

2,379

企
業
，
大
学
，
地
域
社
会

　みよし産学官連
携セミナーの開
催，先進地事例
研修，会報誌の
発行により産学官
連携の情報提
供。産学官技術
交流フェアなどへ
の出展による新技
術を持った地元企
業の支援。

企業のニーズと大学の
シーズのマッチングによ
り，新商品・新技術を創
造し，地域経済の活性
化に貢献する。

　産業の振興や地域の活性化の
ため，産業界，大学，行政，地域
社会等の連携を強化することによ
り，大学の有する研究成果，機能
等を活用し，活力ある地域の再生
に貢献する。

　市内事業者の取り組みを促
進するための施策を打ち出す
ことが必要であり，その一環と
して具体的なマッチングに対し
て助成を行い，産学連携を促
進することとした。今後大学の
情報提供や交流を推進する努
力が必要である。

観
光
商
工
室

産学官
連携事
業

16189
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産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

3

)

商
工
業
の
活
性
化

48／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
PR活動
（チラシ配
布）

枚数 1,810

融資制度の
積極的な利
用促進を図
るためのPR

H
1
7

#DIV/0! ⑷
融資貸出
件数 件 24 20 25

低金利で借
りやすい制
度であること
の認識が広
まった。

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

155,866 ⑹

⑴
協議会回
数 回 2 2 2

江の川水質
汚濁防止連
絡協議会の
開催回数

H
1
7

75,500 ⑷
技術研修
会参加者 人 54 50 50

水質事故訓
練参加者
（国，県，市
職員）

⑵
H
1
8

71,500 ⑸

⑶
H
1
9

75,500 ⑹

⑴来場者数 人 600 650 700
環境フェスタ
への来場者
数

H
1
7

11,056 ⑷来場者数 人 600 650 700
環境フェスタ
への来場者
数

⑵
チラシ配
布数 枚 18,000 43,000 46,000

環境フェスタ
広報用チラ
シの配布数

H
1
8

9,678 ⑸

⑶
H
1
9

9,200 ⑹

⑴
審議会を
開催した
回数

1 1 2
審議会を開
催した回数

H
1
7

197,000 ⑷
審議事項
の答申・
承認割合

％ 100 100 未定

諮問・変更承
認事項につ
いては、すべ
て適当との
答申・承認を
得た。

⑵
H
1
8

197,000 ⑸

⑶
H
1
9

188,000 ⑹

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

市
の
関
与

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

審議会にお
いて積極的
な意見をい
ただき，常
に見直しを
進める。

継
続

環境基本計画
において策定
したリーディン
グプランの検
証であり実施
が必要なも
の。環境問題
について，市
民等からなる
唯一の審議会
として，幅広い
問題を取り扱
う機関とすべ
き。22 B

現
状
維
持

要
改
善

3

地球温
暖化対
策など環
境問題
は、社会
的現象と
なってい
る。

3

リーディ
ングプラ
ン実施に
より、市
民の環
境意識
の高揚を
図る。

4

経費は
人件費

5

市が設
置した審
議会であ
る。

4

市への諮問
機関であ
り、答申によ
り検討結果
を報告。

3

検討結果を
うけて、
リーディン
グプラン作
成。

197

審
議
会
委
員

三次市環境基本
条例により、リー
ディングプランの
内容を検討する。

三次市がリーディングプ
ランに沿った施策を実
施しているか，環境審議
会で審議していただく。

環境基本計画の策定および変更
に関すること。
その他、環境保全に関する重要
事項について調査審議する。

継続して実施する。

か
い
て
き
環
境
室

環境審
議会に
関する
事務

16196

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

継
続

行政・企業・
市民が一体
となった内
容を検討す
る必要があ
る。

継
続

社会的・市民
的ニーズの高
い事業であり，
行政・企業・市
民が一体と
なった内容を
検討する必要
がある。

22 B
未
実
施

要
改
善

4

環境問題
は、世界
的な関心
事であ
る。

4

市民に
おいて
も、環境
は子育
て・教育
と並んで
関心が
高い。

4

市民のボ
ランティ
ア参加に
よるコス
ト削減。

3

徐々に
市民主
体にす
べきだ
が、会場
が三次
環境ク
リーンセ
ンターと
いうこと
もあり、
市が主
体となっ
てすべき
であると
考える。

4

環境問題へ
の市民の啓
発効果は大
である。

3

イベント内
容を工夫す
ることで更
に啓発効
果が得られ
る。

6,291
市
民

市民への啓発、
学習機会の提供

地球環境問題をはじめ
として、地域の環境保全
に意識を持ち、少しでも
環境によいことを実践し
ていただきたい。

三次環境クリーンセンターで市民
参加の環境イベントを実施。１１月
第一日曜日（かいてき環境の日）
に開催。１９年度は，１８年度の内
容に加え，学校版ＩＳＯの取り組み
発表を実施。標語募集を一般募
集する。
【平成１８年度事業内容】
・エコカーなど環境に配慮した車
の展示説明会。
・クリーンセンターの施設見学にリ
サイクル過程を一部開放説明。
・リサイクル品抽選会
・環境ポスター及び標語の展示・
表彰及びみよし環境大賞表彰
・環境関連企業によるバザー　　・
環境パネル展示　　・環境ミニセミ
ナー　　など

広く市民に周知し、環境意識
の向上に効果的なイベントを
実施する。

か
い
て
き
環
境
室

環境ク
リーン
フェスタ

17195

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

縮
小

水質事故訓
練を広く市
民や企業が
参加して行
うなど工夫
が必要であ
る。。

継
続

水質事故発生
時の早期対応
には国，県，
市の連携が必
要である。

19 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

2

協議会
は内部
的組織
で社会
的ニーズ
により組
織された
ものでは
なく，行
政の責
務として
の協議
会であ
る。 2

協議会
は内部
的組織
で市民
ニーズに
より組織
されたも
のではな
く，行政
の責務と
しての協
議会であ
る。

5

事業費に
変動を伴
う活動が
ない。

3

公共水
域の水
質保全
は，行政
がリード
して取り
組むべき
課題であ
る。

4

特に啓発活
動は貢献度
が高い。

3

広域的に
水質保全を
することが
重要で，協
議会で広域
的に統一し
た活動がで
きる。

143

江
の
川
水
系
上
流
水

水質を良好に保
つとともに，汚濁
事故発生に対処
する。

江の川（上流)水質汚濁
防止連絡協議会幹事会
が年１から２回開催され
活動計画などを審議し，
会員の研修，事故防止
に向けての啓発等につ
いて協議する。また，水
質事故発生時には，関
係機関が情報を共有し
相互協力で対処を図
る。

江の川水系上流における公共水
域の水質の実態把握及び汚濁機
能の究明を行うとともに，汚濁事
故発生時における情報及び連絡
調整を図る。また，技術研修とし
て水質事故想定訓練を実施する。
水質事故時対応の資器材（オイ
ルフェンス・マット等）を備蓄し，緊
急時には関係機関が資材調達の
相互協力を図る。

事故発生に対する対処につい
ては，情報連絡も現場対応も
充分機能しているが，市民や
企業，事業所など汚濁の第一
原因者となりうるところへの啓
発活動を充実させる必要があ
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室

江の川
水質汚
濁防止
連絡協
議会
に関す
ること

12194

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

継
続

ニーズに応
じて制度を
見直す。

継
続

地元中小企業
者にとって，本
制度の関心は
高い。問い合
わせ件数も急
増し，企業経
営に意欲を持
たれていること
が感じられ，
継続していく必
要は大いにあ
る。

21 C
要
改
善

要
改
善

4

県北の
経済状
況は依
然として
厳しく，
景気の
回復が
感じられ
ない状況
である。
このよう
な状況
のもと，
企業の
経営存
続のた
めに，社
会的
ニーズは
高い。

3

市内企
業の経
営存続，
企業発
展のた
めの支
援の必
要性は
高まって
おり，制
度の周
知によ
り，問い
合わせ
件数も増
加してい
る。

3

資金の
乏しい中
小企業
者に対し
て，市独
自に借り
やすい融
資条件と
してい
る。

3

市内の
商工業
の振興，
発展の
ためには
市が金
融機関と
の融資
内容の
違いを出
し，借り
やすい
制度を設
け斡旋
すること
が重要
である。

4

景気回復が
感じられな
い市内の中
小企業者へ
融資制度を
利用しても
らうことによ
り，中小企
業の経営安
定に繋げて
いく。

4

資金力の
乏しい中小
企業への
融資制度を
設けること
により，積
極的な企業
経営につな
がってい
る。

282,394

三
次
市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有
し
て
い
る
者
，
又
は
新
た
に
事
業

所
を
営
も
う
と
す
る
者

企業・商店への低
利融資

経営安定への支援市内に主たる事業所を有する小
規模事業，中小企業に対し，運
転・設備資金を固定の低金利で
貸し出す融資制度を実施すること
により，地元企業の活性化を図
る。
貸出利率は，各金融機関のプロ
パー商品よりも低く借りやすい条
件となっている。
市内５つの金融機関で取り扱って
いる。

取扱金融機関と連携をとりな
がら，より使いやすく効果の上
がる制度として，小規模事業
者・中小企業者の積極的な活
用促進を図る。そして，この制
度の事業推進により中小企業
の活性化を目指す。

観
光
商
工
室

中小企
業融資
支援制
度設置
事業

16193

第
4
 
産
業
・
経
済

３
商
工
業

(

4

)

さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
人
の
就
業
の
場
の
確
保

49／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
絵本作成
数 冊 － 200 －

環境教育で
使用する絵
本の作成数

H
1
7

#VALUE! ⑷学習人数 人 － 2,614 －

幼児・園児の
人数を学習
見込み数と
した

⑵
H
1
8

5,445 ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴
エコクッ
キング教
室開催

回 － 3 －

市内３会場
でエコクッキ
ング教室を
開催する回
数

H
1
7

#VALUE! ⑷参加者数 人 － 53 －
エコクッキン
グ教室への
参加者数

⑵
H
1
8

53,333 ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴
届出件数
（１） 件 83 110 120

市審査対象
分の届出件
数

H
1
7

8,566 ⑷
届出件数
（２） 件 83 110 120

届出件数の
うち、摘発、
指導の対象
とならなかっ
た件数

⑵
H
1
8

6,463 ⑸

⑶
H
1
9

5,925 ⑹

⑴研修人数 420 599 599

職員への研
修が、
ISO14001の
意識浸透に
寄与する。

H
1
7

13,535 ⑷
市内事業
所の取得
件数

件 15 16 20

市内事業所
の取得が、
市民の環境
意識向上の
指標となる。

⑵
市内事業
所への啓
発回数

回 1

市内の事業
所が取得す
ることによ
り、市民の環
境意識が向
上する。

H
1
8

9,071 ⑸

⑶
H
1
9

8,170 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

取組場所の
拡大はされ
ているが，
取組内容は
形骸化され
ており，職
員の意識改
革を促す研
修等を実施
し，成果を
向上させる
必要があ
る。継

続

地球環境温暖
化防止等の環
境問題の市民
の関心の高まり
があり，これか
らますます重要
な施策となる分
野である。
ISO14001につ
いては，職員の
環境意識の向
上のため，更な
る工夫や経費
においても効率
化が求められ
る。その他，子
どもへの波及施
策として学校版
環境ISO,市民へ
の施策として家
庭版環境ISOを
実施しているの
で，市が率先し
て認証取得を受
けることは必要
である。

19 C
事
業
拡
大

要
改
善

4

地球温
暖化防
止など，
環境問
題への
取組み
は社会
的ニーズ
が高い。

3

市民の
関心事
において
も環境問
題は要
望があ
る。

3

支援委
託費など
を更に軽
減でき
る。

4

市でなく
ても
ISO1400
1の認証
取得は
できる
が，市が
率先して
認証取
得する意
義は，市
民への
影響に
おいても
大きい。

3

市民への環
境意識向上
の啓発効果
が大きい。

2

環境マネジ
メントシス
テムの取組
の方法・エ
コオフィス
点検の工
夫によっ
て，職員の
環境意識
が向上でき
る余地があ
る。

5,434

市
民
病
院
部
を
除
く
市
の
組
織
の
職
員

①マニュアル・シ
ステム文書の構
築（要綱・要領の
作成）
②計画（環境側面
調査・目的及び目
標の設定）
③実施及び運用
（体制及び責任・
職員研修・運用管
理）
④点検及び是正
（内部環境監査）
⑤計画の見直し

ISOの認証取得を契機
に、全職員の環境に対
する意識が変化し、各
職場において環境に配
慮した事務事業が展開
される。
オフィス活動や事業活
動を、環境保全対策の
視点から継続的に見直
し、改善することにより、
事業活動に伴って発生
する環境負荷を低減す
る。

環境基本計画に基づき、三次市
の事務事業から生じる環境負荷
を軽減し、環境保全施策の取り組
みを継続的に行なう。
平成18年度は，本庁舎の更新審
査、福祉保健センター・生涯学習
センター・青少年女性センター・水
道局・資源リサイクル室・情報シス
テム準備室で拡大審査を受けた。
みよしまちづくりセンターと7つの
支所は定期審査を受けた。それ
ぞれ認証取得した。
登録範囲については，市民病院
部・小中学校・保育所・上下水道
施設を除く部署となったので，今
後拡大は行わない。
平成19年度については，マネジメ
ントの質を高める目的で各部署の
業務における環境目標を設定し，
環境に配慮した事務事業を行うこ
とを徹底する。

課題：職員のISO14001への取
組み意識を向上させる。
市役所が率先してISO14001を
取得したことにより、今後住
民・事業所への波及・PRが求
められる。

か
い
て
き
環
境
室

ISO140
01推進
事業

16200

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

継
続

道路管理上
のパトロー
ル等とあわ
せ行うな
ど，事務事
業の効率化
を行う。

継
続

制度の周知徹
底のために
も、パトロール
の頻度、回数
を増す必要が
あり、体制の
強化が必要で
ある。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

5

環境保全
のため重
要である

5

同上

5

コストは
主に事務
処理に係
る人件費
である

5

法に基
づいて市
が行って
いるもの
である

4

市で扱うもの
は建築基準
法第6条1項4
号及び同施
行令第138条
第1項にかか
るものに限定
されており、
県との連携に
よって目的が
達成される

3

法に基づく
事務である
届出の徹
底を図る必
要がある

711

対
象
工
事

（
建
築
物
の
解
体

(

床
面
積
8
0
㎡
以
上

)

，
新
築
・
増
築

(

床
面
積
5
0
0
㎡
以

上

)

，
修
繕
・
模
様
替

(

請
負
金
額
1
億
円
以
上

)

，
そ
の
他
の
工
作
物
に
関
す
る
工
事

(

土
木

工
事
等
　
請
負
金
額
5
0
0
万
円
以
上

)

で

、
特
定
建
設
資
材

（
コ
ン
ク
リ
ー

ト
,
木
材
,
ア
ス

フ

ァ
ル
ト
等

）
を
含
む
も
の

）
を
行
う
者

、
及
び
請
負
業
者

特定建設工事の
発注者及び自主
施工者は、工事に
着手する7日前ま
でに届出書を提
出する。公共工事
の場合は通知書
を提出する。パト
ロールを行い、現
地や作業状況を
確認し、不適切な
工事や無届け工
事が行われてい
れば指導する。

特定の建設資材につい
て、分別解体及び再資
源化と、再生資源の利
用及び廃棄物の減量等
を促進し、資源の有効
利用と廃棄物の適正処
理を図ることで、生活環
境を保全し、また国民経
済の発展に寄与する。

建設工事に係る資材の再資源化
等に関する法律（略称：建設リサ
イクル法）に基づき、一定の対象
建設工事（建築物の解体、新築、
増築、修繕、模様替、その他の工
作物に関する工事）を行う者から
提出される届出及び通知を受理、
審査し、特定建設資材の分別解
体及び同廃棄物の再資源化等に
関する助言、監督、命令を行う。
また、無届け工事や、不適切な解
体作業等を監視する。

建設リサイクル法が目的として
いる資源の再利用の面だけで
なく、老朽危険建物の除去や、
市街地等の健全な更新といっ
た観点からも、解体工事等が
適切に行われる必要がある。
また、工事中は、近隣の生活
環境に直接影響を与えること
にもなる。これらの工事が適切
な管理のもとに実施されること
は、市民の生活環境を保全す
るためにも重要であり、法の遵
守を徹底する必要がある。
それに対し、届出件数の地域
的な偏りが見受けられるなど、
制度の周知が徹底していない
可能性が拭えず、また、パト
ロールも充分に実施できる体
制にはなく、改善が求められ
る。

み
ら
い
都
市
室

建設リ
サイク
ル法に
関する
こと

17199

第
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

終
了

市民の自主
的活動とし
て，自治組
織で取り組
む。

終
了

市民の自主的
活動として，自
治組織で取り
組む事業。

20 C
未
実
施

事
業
縮
小

4

環境問
題への
市民意
識は非
常に高
い

4

食を通じ
て、環境
に関心を
持つきっ
かけとな
る。

4

講師派
遣費用
のみで事
業実施

2

環境を考
える意味
でも、市
民サーク
ルで開
催する方
が効果
的。

4

市民への啓
発効果が大
きい

2

実施主体を
検討し，よ
り効果的な
事業実施
が可能。

160

市
民

（
主
婦
中
心

）

主婦を対象に、家
庭で簡単にできる
料理の紹介と調
理実習。

環境に配慮した料理を
紹介し、家庭で実践して
もらう。

食生活改善推進員等の研修会に
おいて、調理をする時の省エネ対
策を研修する。
材料や調理器具等の使い方を含
めたエコクッキングを行なう。
（三次市内３地区で実施）

参加者からの波及効果。
参加者の環境に対する意識向
上。

か
い
て
き
環
境
室

環境料
理教室
事業

18198
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

2

)

自
然
環
境
を
生
か
し
た
教
育
と
学
習
の
推
進

終
了

完成した教
材を今後も
有効活用で
きるよう，
フォローが
必要であ
る。

終
了

平成１８年度
単年事業とし
て実施。今後
は環境教材と
して活用。

22 B
未
実
施

要
改
善

3

社会問
題の一
つである
環境問
題は市
民の関
心も高
い。

4

環境問
題は市
民の関
心も高
く、家庭
教育の
一旦も担
う。

4

最小限
の経費で
実施。

3

市民や
保育士
の知恵を
出し合う
ことで効
果の高
い内容
の教材
が出来
る。

4

幼児の視点
で環境への
興味を持つ
内容で作成

4

繰り返し読
み聞かせる
ことで幼児
の興味が
高まり、保
護者の意
識改革にも
つながる。

1,089

市
民

（
幼
児
・
保
育
所
園
児

）

幼児・保育所園児
向けの絵本・紙芝
居の作成。

幼いうちから環境を守る
ことの大切さを学ぶ。

保育所園児向けの環境教育教材
（絵本・紙芝居等）を作成し、市内
各保育所や図書館に配布。
保育所園児を含めた幼児の環境
教育に努める。

完成した教材の活用。

か
い
て
き
環
境
室

環境教
育推進
事業

18197
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環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

2

)

自
然
環
境
を
生
か
し
た
教
育
と
学
習
の
推
進

50／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
補助金交
付件数 件 155 106 120

生ごみ処理
機の購入費
に対する補
助金交付件
数

H
1
7

23,935 ⑷

本事業で
補助金交
付を受け
た生ごみ
処理機に
よって減
量された
生ごみの
量

ｔ 40 27 31

1世帯当たり
の生ごみ搬
出量を260ｋ
ｇとして補助
金交付件数
に乗じたもの

⑵
H
1
8

26,198 ⑸

⑶
H
1
9

30,925 ⑹

⑴
実施店舗
数

店舗 － 333 450

三次市認定
ノー包装運
動協力店舗
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
指定袋交
換数 冊 － 12,224 15,000

平成18年度
指定袋交換
冊数

⑵

ポイント
カード･ポ
スター配
布数

枚 87,284 90,000

上記協力店
へ配布した
ポイントカー
ド・ポスター
の内訳 ：  ポ
イントカード
87，000枚，
ポスター284
枚

H
1
8

9,153 ⑸

⑶
スタンプ・
のぼり旗
配布枚数

本 972 1,100

上記協力店
へ配布した
スタンプ・の
ぼり旗の内
訳 ：
スタンプ514
本，のぼり旗
458本

H
1
9

6,940 ⑹

⑴
実施自治
組織数

組織 － － 10

指標：市内19自
治組織全ての
参加
自治組織独自
で既に活動を
行っているとこ
ろもあり，参加
に対し難色を示
す組織もある。

H
1
7

#VALUE! ⑷
廃食油回
収量

リットル － － 1,500

一般家庭か
らの１年間の
廃食油回収
量

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

301,800 ⑹

⑴
格納庫の
利用状況

40 40 40
格納庫の利
用回数

H
1
7

396,050 ⑷
積載車活
動状況 回 200 200 200

消防ポンプ
積載車がど
の程度活動
しているかの
指数

⑵
※回数は同
じですか?

H
1
8

345,300 ⑸
※回数は同
じですか?

⑶
H
1
9

378,550 ⑹

7
 
施
設
の
見
直
し

事
業
規
模

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

事
業
規
模

取
り
組
み
内
容
を
拡
大
す
る

。

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

補
助
制
度
の
見
直
し

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

計画的整
備。

継
続

老朽度等，設
備内容を調査
し，格納庫の
統廃合を検討
しながら，計画
的な整備を行
う。.

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

ファシリ
テェマネ
イジメント
によりコ
スト削減
余地があ
る。

5

市が行う
べきであ
る。

3

火災の際，
地域住民に
安心感をも
たらす。

3

活動拠点
の整備は，
消防団員
の活動の
励みとな
る。

13,812

地
域
消
防
団
，
地
域
住
民

消防積載車の格
納庫を新設するこ
とにより，地域防
災活動の拠点施
設の充実を図り，
地域住民に安心
感をもたらす。

消防格納庫の新築消防格納庫は，消防ポンプ積載
車，ポンプ車，可搬式ポンプの格
納場所であり，地域消防団員の
活動拠点施設として計画的な整
備を図る。

地域格差が大きいため，施設
の点検調査を行う。

企
画
調
整
担
当

消防ポ
ンプ積
載車更
新

204

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

拡
大

今年度につ
いてはモデ
ル事業であ
るが，将来
的にはこの
事業を発展
させ，住民
自治組織や
公衆衛生推
進協議会等
と連携し，
将来的には
全地域で自
主的な取組
となるよう
推進する。

拡
大

将来的にはこ
の事業を発展
させ，ごみ集
積場の整備事
業等も含め，
環境保全及び
公衆衛生向上
に関しての総
合拠点とする
ため，事業の
拡大が必要と
考える。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

資源の
保護の
みなら
ず，地球
温暖化
防止や
循環型
社会の
実現に
役立つ。

4

自治組
織単独
では，活
動資金も
乏しく，
活動の
縮小及
び中止
が懸念さ
れるた
め，助成
金制度
は市民
のニーズ
が高いと
思われ
る。

4

消耗品
等につい
ては最低
限必要な
ものと
し，また，
助成金
の額につ
いても低
く設定し
てあるた
め，コスト
の削減
余地は
小さい。

4

将来的
には，地
域の環
境は自ら
守るとい
う観点
で，自立
していた
だく方向
で進め，
自立まで
の間に
ついて，
市が支
援するこ
とは妥当
と思われ
る。

4

環境保全及
び公衆衛生
向上に関し
ての総合拠
点造りとし
て，地域の
柱である住
民自治組織
を対象とし
て支援する
ことは，おお
むね目的に
合致してい
る。 3

助成金の
交付方法
等，この方
法が全てで
はなく，改
善の余地
が少なから
ずあると思
われる。

市
民

（
自
治
組
織

）

 助成の対象とな
る事業
○不法投棄のパト
ロール　　○環境
アドバイザーの設
置
○ごみ分別学習
会の開催　 ○廃
食油及び廃割り
ばしの回収

ごみ減量化及び資源循
環社会へ向けた総合的
な地域環境保全の意識
の高揚を図り，住民自
治組織を環境保全及び
公衆衛生向上に関して
の総合拠点とする。

地域との協働により，生活環境の
保全及び公衆衛生の向上を目的
として，地域に根ざした住民の自
主的な環境活動を支援・育成して
いくため，地域の環境保全に取り
組む住民自治組織に対し，助成
金を交付する事業である。

今年度についてはモデル事業
であるが，将来的にはこの事
業を発展させ，住民自治組織
を環境保全及び公衆衛生向上
に関しての総合拠点として，地
域住民と行政との細やかな
ネットワークを構築する。

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

街角ＥＣ
Ｏステー
ションモ
デル事
業

19203

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

拡
大

ごみの減量
化に向け
て，減量す
る効果や買
い物袋を持
参する波及
的効果（袋
詰め時間の
短縮等）も
PRして，店
舗数と利用
数を拡大す
る。拡

大

市民の関心が
高くなっている
が，市民全体
への広がりと
なっていない。
特典効果を拡
充する事によ
り，事業の取り
組みを推進す
る必要があ
る。

22 B
現
状
維
持

事
業
拡
大

4

廃棄物
の排出
抑制と資
源化（リ
サイク
ル）は，
現代社
会の重
要な課
題であ
り，社会
的ニーズ
は高い。

4

資源循
環型社
会への
移行にと
もない，
市民の
環境を良
くしたい
と言う
ニーズは
高い。今
後とも，
環境に
対する意
識向上を
推進する
必要が
ある。

3

ポイント制
による特典
効果によ
り，環境に
対する意識
の高揚を
推進するも
のであり，
経費を削
減すれば
特典効果
が薄くなる
ため，成果
が縮小する
可能性が
ある。
また、交換
品配布等
の人件費
について
は、交換品
販売業者
に委託する
等の方法
により削減
の余地が
ある。

4

市民や
事業者
が自主
的に取り
組んでい
るが，市
民・事業
者・行政
が連携し
て取り組
んだ方
がより効
果的であ
る。4

本事業はご
み減量化の
ため，ごみ
の排出抑制
を目的とし，
レジ袋等の
包装に特化
して削減を
図るもので
あり，市民
に分かりや
すい事業と
なっているこ
とにより，
「環境に配
慮したまち
づくり」を実
現すること
ができる。

3

初年度の
取り組みで
もあるた
め，レジ袋
の削減量
は，三次市
で使用され
るレジ袋全
体の２％程
度の削減と
なってい
る.。削減量
の増加に
向けて向上
の余地が
ある。

3,048
市
民

　市民が買い物袋
を持参し，レジ袋
等の包装を辞退し
た場合，1回につ
き１ポイント加算
し，50ポイントに
達すると三次市指
定のごみ袋と交
換できる特典を設
ける。

　市民は買い物袋を持
参し，事業者は無駄・過
剰な包装をしないことに
より，レジ袋等のごみ排
出を抑制する。

・レジ袋等の削減及び簡易包装に
協力的な事業者を，「ノー包装運
動協力店」として認定し，店舗名
等を広報することにより，その活
動を支援する。
・買い物の際，レジ袋等の包装を
辞退することに対し，ポイント制の
特典を設けることにより，本事業
の普及を図る。

協力店舗数やマイバック持参
者も増加し，市民の関心も高く
なっているが，三次市で使用さ
れるレジ袋全体の２％程度の
削減に留まっている。このた
め，ポイント特典の充実等事
業の拡充により，ごみ減量化
に対する意識の高揚を図り，
「選ばれる自治体」を実現して
いく必要がある。資

源
リ
サ
イ
ク
ル
室

買い物
袋持参・
ノー包
装運動
推進事
業

18202

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

縮
小

生ゴミの削
減効果（ゴミ
の削減量や
効果額）を
検証し，補
助制度を見
直す。

拡
大

　廃棄物の減
量化及び資源
の有効活用
は，社会的に
も重要かつ緊
急の課題と
なっており，本
事業は継続し
ていく必要が
あると考える。
　しかしなが
ら，より実効性
の高い制度に
なるよう利用
者実態調査の
結果を活用
し，要綱の見
直しや補助率
及び上限単価
の見直しを進
めなくてはなら
ない。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

4

　環境問
題は地
球規模
での喫
緊の課
題であ
り，社会
的ニーズ
は高い。

4

　　エコ
ロジーに
配慮した
生活スタ
イルは
徐々に
市民の
間に浸
透しつつ
あり，
ニーズは
高い。

4

　事務人
件費の
削減を検
討する。
　また，
補助金
の上限を
あげるこ
とにより
利用者
（購入
者）が増
え，効果
は高いと
考える。

4

　廃棄物
処理・環
境保全と
いう視点
で捉える
と市が行
うべき業
務と考え
る。
　また，
市が実
施するこ
とにより
行政と市
民の協
働による
廃棄物
減量化
が推進
できる。

4

 生ごみの減
量化及びご
みの資源化
意識の高揚
を図ることを
目的とし，今
年度も実施
している。
　目的達成
への貢献度
は大きいと
いえる。

3

　過去に補
助金を受領
した世帯の
実態把握等
を行い，市
民の要望や
意見を集約
することによ
り，より使い
やすい制度
に改善でき
る。また，補
助対象とな
る生ごみ処
理機の単価
も高くなって
おり，実質１
/２補助に
なっていな
いので，購
入の動機付
けとしては
弱くなってお
り，見直しが
必要と考え
る。

2,777
市
民

生ごみ処理機器
購入者の申請に
より購入価格の
1/2相当額を助成
する。（その額が2
万円を超えるとき
は,2万円を上限と
する。）

生ごみ自家処理を推進
することによって,ごみの
資源化意識の高揚を図
るとともに,収集・焼却ご
みの減量化により,ごみ
処理施設・設備の延命
化につなげていく。

 市民による家庭ごみの自家処理
を推進し,収集ごみ量の軽減およ
び,ごみの資源化意識の高揚を図
ることを目的として,生ごみ処理機
を設置した者に対して,補助金を交
付する。

①補助金交付の対象となった
生ごみ処理機器の,実際の使
用状況のフォロー(設置場所の
確認等)が,不十分。
②補助金額および補助率の再
検討(生ごみ処理機器は高性
能になり,高額なものが多く,実
態としてほとんどが1/3程度の
補助となっている現状がある)

資
源
リ
サ
イ
ク
ル
室

生ごみ
処理機
器購入
費補助
金

16201

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

3

)

資
源
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り

51／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

各会議・
訓練等開
催回数及
び研修会
等参加回
数

回 39 39 39

会議・訓練開
催回数で変
化は見られ
ない。

H
1
7

157,153 ⑷

各会議・
訓練等開
催回数及
び研修会
等参加回
数

回 39 39 39

会議・訓練開
催回数で変
化は見られ
ない。

⑵
H
1
8

156,871 ⑸

⑶
H
1
9

156,974 ⑹

⑴出動回数 回 32 30 30
注意体制・警
戒体制の出
動回数

H
1
7

490,375 ⑷出動回数 回 32 30 30

注意体制・警
戒体制の出
動による災
害防止

⑵
H
1
8

1,039,533 ⑸

⑶
H
1
9

929,466 ⑹

⑴

操作員
（市職員）
の点検回
数

回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数
現状維持の
ため，回数に
変更なし

H
1
7

376,833 ⑷

操作員
（市職員）
の点検回
数

回 18 18 18

市内１２箇所
の排水機場
年間点検回
数
現状維持の
ため，回数に
変更なし

⑵
H
1
8

451,277 ⑸

⑶
H
1
9

651,388 ⑹

⑴設置基数 基 5 5 6
防火水槽の
年間設置基
数

H
1
7

3,851,000 ⑷充足率 ％ 60 60 60

市全体の防
火水槽の充
足率

⑵
H
1
8

3,353,800 ⑸

⑶
H
1
9

4,510,333 ⑹

7
 
施
設
の
見
直
し

1
0
 
内
容
の
改
善

9
 
事
業
の
迅
速
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

計画的整
備。

継
続

他事業との調
整を図り，効
率的な整備を
行う。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

3

特定地
域の住
民には，
必要性
は高い。

3

特定地
域の住
民には，
住民
ニーズは
高い。

4

他に整備
方法はな
い

5

市が整
備を行う
べきであ
る

4

地域の火災
に対する不
安を取り除く

5

充足率向
上の余地
は大きい

16,769

消
防
水
利
の
無
い
地
域

火災発生時の水
利を確保し，地域
住民の不安を取り
除く

計画的な防火水槽の設
置

防火水槽は，火災発生時の初期
消火の水源確保に，非常に重要
な消防施設あり，水利の確保が
困難な地域において，緊急度や
必要性を考慮して，計画的に整備
する。

地域の防火水槽の現有数と基
準による充足率の向上

企
画
調
整
担
当

防火水
槽整備
事業
（４０トン
有蓋）

16208
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

職員の技術
向上が必要
である。

拡
大

防災機能の充
実を図り，市民
が安心して暮ら
せる安全なまち
づくりを進める
ためのには，洪
水時における災
害被害を軽減さ
せる排水機場
の役割は重要
である。そのた
め市職員の定
期点検も含めた
排水機場の維
持管理は引き
続き確実に行
なっていく必要
がある。また，
施設の老朽化
に伴い，有事の
際に確実に稼
動させるために
は，専門業者に
よる点検も検討
していく必要が
ある。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

5

水防対策
は水防法
で規定す
る水防管
理団体で
ある市の
責務で行
う必要が
ある。

5

４７年災
害や近
年の異
常気象
に伴う集
中豪雨
等日本
各地で
起こって
いること
もあり，
水害に
対する行
政の対
応につい
て，市民
の意識
や関心
度は高
い。

4

排水機
場の維
持管理
は必要
最低限し
か行って
おらず，
削減の
余地は
小さい。

3

定期点
検につい
て，操作
員自身
が点検を
行う中
で，実際
の稼動
操作を身
につける
ことがで
きる。た
だし，有
事の際
に確実
に稼動
するよう
専門業
者の点
検も検討
する必要
がる。

5

河川の水位
上昇等に伴う
浸水被害を
未然に防ぐた
めには，排水
機場の稼動
が必要であ
り，いつでも
稼動できるよ
う維持管理を
行うことは必
要である。

3

定期点検
について，
専門業者
が点検を行
う方が成果
の向上が
大きいが，
定期点検を
操作員が
行うことに
より，実際
の稼動操
作を身につ
けることが
できる。た
だし，有事
の際に確
実に稼動す
るよう専門
業者の点
検も検討す
る必要が
る。

8,123
市
民

市内の排水機場
が災害時に稼動
できるよう市職員
による稼動点検を
行うとともに，修
繕等の維持管理
を行う

災害時に稼動できるよう
維持管理を行い，本市
の地域並びに市民の生
命，身体及び財産を災
害から保護する

市設置の排水機場７箇所及び国
土交通省から管理委託を受けて
いる排水機場５箇所の維持管理
として，操作員である市職員が月
１回排水機場の点検を行う。ま
た，市設置の排水機場について
は，点検結果を受けて修繕を行う
とともに，電気保安業務等，業者
委託により維持管理を行う。

洪水時における浸水被害を軽
減させるためには内水排除を
行う排水機場の役割は重要で
あり，今後もその維持管理を
確実に行い，防災機能の充実
を図る必要がある。そのため
にも，日常の稼動点検は排水
機場へ配置される市職員によ
る縦・横の連携を図った体制で
引き続き行うことが，洪水時に
おける的確な対応へと繋がっ
ていく。ただし，市設置の排水
機場については老朽化してい
るため，今後，修繕等の維持
管理料が増える見込であると
ともに，専門業者による定期的
な点検が必要である。

企
画
調
整
担
当

排水機
場の維
持管理

16207

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

現地状況を
正しく把握
する方法の
検討。

継
続

水防対策は市
の責務で行う
ものであり，水
害の未然防止
と軽減を図り，
市民の生命と
財産を守るた
めには，引き
続き現状維持
を基本とする
が，より迅速で
的確な体制設
置を行っていく
ことが望まし
い。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

5

水防対
策は水
防法で
規定する
水防管
理団体
である市
の責務
で行う必
要がある
ため。

5

昨年の
豪雨災
害（７月
及び９
月）に見
られるよ
うに，異
常気象
に伴う集
中豪雨
が日本
各地で
起こって
いること
もあり，
水害に
対する行
政の対
応につい
て，市民
の意識
や関心
度は高
い。

4

的確な体
制設置を
行うこと
により，
体制設
置に係る
職員の
人件費を
削減する
ことがで
きるた
め。

5

水防対
策は水
防法で
規定する
水防管
理団体
である市
の責務
で行う必
要がある
ため。

4

早期に水防
体制を設置
し，河川の
水位上昇に
伴う浸水被
害を未然に
防いでおり，
被害の軽減
に貢献して
いる。

3

注意体制・
警戒体制
の基準の
詳細化に
加え，他機
関からの降
雨予測等
の情報によ
り，迅速か
つ的確な体
制設置を行
なう必要が
ある。

31,186

市
民
の
生
命
と
財
産

集中豪雨や台風
被害などの水害
から市民の生命と
財産を未然に守
り，被害を最小限
に抑える

水防体制の設置，国土
交通省等から委託の河
川樋門の操作及び管
理，水防情報の収集

気象情報（注意報・警報等）に基
づき，水防の注意体制・警戒体制
として職員を配置させ，浸水被害
の未然防止と軽減を図る。また，
国・県から委託を受けた河川樋門
について操作員への出動及び定
期点検等の指示・管理等を行うと
ともに，委託料の請求及び操作員
への賃金支給事務を行う。気象情
報やダム放水情報などの水防情
報の収集を行う。１８年度におい
て，大雨洪水注意報等に基づく注
意体制を２６回，大雨洪水警報に
基づく警戒体制を４回配置した。
また，７月及び９月の豪雨災害に
おいては災害対策本部を設置し
た。

水防体制の配置に当たって
は，気象予警報に基づき行っ
ているが，とりわけ，注意報発
令の回数が多く注意体制に伴
う時間外手当の経費が多くか
かる。また，国及び県から委託
を受けている樋門操作員につ
いて，高齢化が進み操作員の
確保が困難な状況となってい
るため，国土交通省において
自動式樋門への移行をさらに
推進する必要がある。

企
画
調
整
担
当

水防事
業

16206

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

旧市町村の
消防団運営
の一本化。

継
続

市民の安全と
安心を確保す
るためには，
市の消防事業
を担う消防団
の活動が必要
であり，その活
動を円滑に遂
行するための
活動補助事務
は今後も継続
して実施して
いく必要があ
る。
ただし，市町
村合併後によ
り大きな組織
となっている消
防団の運営方
法等の整備を
行い，より効率
的に事務を遂
行する必要が
ある。

25 B
要
改
善

要
改
善

5

安心・安
全なまち
づくりに
は市の
責任に
おいて消
防事業を
行なう必
要があ
り，消防
団活動を
円滑に
遂行する
ための
本事務
事業は
必要であ
る。

5

過疎・中
山間地
域におい
ては消
防団活
動の
ニーズは
高く，消
防団活
動を円滑
に遂行
するため
の本事
務事業
は必要
である。

3

消防団
員の協
力を得
て，事務
効率を図
ることが
可能であ
る。

5

消防事
業は市
の責務
で行なう
必要が
あり，そ
の目的
で設置し
ている消
防団の
事務は，
市が行う
必要が
ある。5

消防団活動
は平素から
の事務処理
や大会・訓
練等の準備
が膨大であ
り，円滑に
団活動を遂
行するには
事務従事が
必要不可欠
である。

2

消防団の
組織の運
営方法等を
整理すれ
ば，より充
実した団活
動を推進す
ることがで
きる。

6,118

三
次
市
民
・
消
防
団
員

三次市の消防団
活動を円滑に遂
行させることによ
り，消防力の充実
を図り，市民の安
全と安心を確保す
る。

団員の人事管理，手当・
報償金等の支払事務，
消防施設・設備・物品の
維持管理，各種消防行
事の準備・運営，広島県
消防協会三次支部・三
次市消防団員互助会等
の関係機関の庶務等を
行う。

三次市の消防団活動が円滑に遂
行されるよう消防団に関する事務
処理を行う。具体的には，団員の
人事管理，手当・報償金等の支払
事務，消防施設・設備・物品の維
持管理，各種消防行事の準備・運
営，広島県消防協会三次支部・三
次市消防団員互助会等の関係機
関の庶務等を行う。
従事する職員は，嘱託員２名を基
本とし，会議・大会等においては
正職員も含めて対応している。ま
た，各支所単位では，各支所消防
担当が活動の補佐を行っている。

消防団活動を充実させるため
には，市の事務補助以外に，
三次消防署等の常備消防との
連携・協力体制が必要である
が，確立されていない。また，
現在，消防団事務の嘱託職員
を市役所本庁と三次消防署内
にそれぞれ１名ずつ置いてい
るため，連絡体制等において
非効率である。

企
画
調
整
担
当

消防団
事務

16205
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
防災会議
開催回数 回 1 1 1

防災会議開
催回数
回数につい
ては，必要に
応じて開催
すればよい
ため，とくに
増減の必要
はない。

H
1
7

169,000 ⑷
防災会議
開催回数 回 1 1 1

防災会議開
催回数

⑵
H
1
8

160,000 ⑸

⑶
H
1
9

201,000 ⑹

⑴

防災行政
無線・オ
フトーク
戸別受信
機設置数

回 7,921 7,933 7,846

旧三次市以
外の設置世
帯数で，受
信機設置数
はほぼ変化
なし

H
1
7

4,483 ⑷
緊急時放
送（火災） 件 11 14 10

火災等の災
害時におい
て緊急に放
送を行う回
数

⑵
H
1
8

2,596 ⑸臨時放送 件 336 323 322

定時放送以
外で臨時的
に住民に対
し重要性の
ある放送を
行う件数

⑶
H
1
9

2,604 ⑹

⑴
格納庫の
利用状況 回 40 40 40

格納庫の利
用回数

H
1
7

71,575 ⑷
格納庫の
利用状況 回 40 40 40

格納庫の利
用回数

⑵
※回数は同
じですか?

H
1
8

186,550 ⑸
※回数は同
じですか?

⑶
H
1
9

185,675 ⑹

⑴
消火栓の
設置数

箇所 12 13 11

上水道事業
に伴う消火
栓設置箇所
数で，箇所
数の変化は
ない。

H
1
7

431,416 ⑷整備率 ％ 100 100 100

水道管布設
ルートにおい
て，設置箇
所を消防署
と協議して，
全て設置し
た。

⑵
H
1
8

305,461 ⑸

⑶
H
1
9

306,454 ⑹

7
 
施
設
の
見
直
し

7
 
施
設
の
見
直
し

事
業
規
模

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

計画的設
置。

拡
大

水道事業の整
備に合わせ
て，消火栓設
置を行ってい
るが，市民か
らの要望もあ
り，消火栓の
設置し，管理
を行う必要が
ある。

29 A
現
状
維
持

要
改
善

5

市民の
生命，身
体及び
財産を火
災から保
護し，被
害を軽減
しなけれ
ばならな
い。

5

現在，消
火栓の
設置され
ていない
区域（配
水管が７
５ｍｍ以
下）にお
いては，
一部要
望がある

5

上水道
の布設に
伴い設置
を行うた
め

4

市の配
水管計
画ルート
から離れ
た地域
や，団地
造成後，
配水施
設として
民間が
水道管を
布設する
場合もあ
るが，上
水道の
施設整
備ルート
において
は，市が
消火栓
の設置を
行う

5

消防活動に
必要な水利
施設（消火
栓）は市が
整備すべき
もの

5

水道管の
布設に伴
い，消火栓
を設置して
いるため，
設置箇所
の増加と消
火活動エリ
アの拡大

3,971

住
民

（
給
水
区
域
内

）

市民の生命，身
体及び財産を火
災から保護すると
ともに，被害の軽
減を図るため。

水道管布設時に，消火
栓を設置する。

上水道管の新設時や現在放置さ
れていない上水道計画ルートにお
いて消火栓を設置する。

消火栓，水道管の口径が７５
ｍｍ以上で設置が可能であ
り，現在，給水区域内において
口径が７５ｍｍに満たない地
域については，設置ができな
いため，配水管の布設替え等
が必要と考える。

企
画
調
整
担
当

消火栓
新設

16212

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

計画的整
備。

継
続

老朽度等，設
備内容を調査
し，格納庫の
統廃合を検討
しながら，計画
的な整備を行
う。

20 C
要
改
善

要
改
善

3

特定地域
の住民に
は，必要
性は高
い。

3

特定地
域の住
民には，
ニーズは
高い。

3

ファシリ
テェマネ
イジメント
によりコ
スト削減
余地があ
る。

5

市が行う
べきであ
る。

3

火災の際，地
域住民に安
心感をもたら
す。

3

活動拠点
の整備は，
消防団員
の活動の
励みとな
る。

7,462

地
域
消
防
団
，
地
域
住
民

消防積載車の格
納庫を新設するこ
とにより，地域防
災活動の拠点施
設の充実を図り，
地域住民に安心
感をもたらす。

消防格納庫の新築消防格納庫は，消防ポンプ積載
車，ポンプ車，可搬式ポンプの格
納場所であり，地域消防団員の
活動拠点施設として計画的な整
備を図る。

合併により，地域格差が大き
いため，施設の点検調査を行
う。

企
画
調
整
担
当

消防格
納庫整
備事業

16211

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

縮
小

CATVの音
声告知へ移
行する。

継
続

災害時におい
て市民へ各種
の防災情報を
提供していくた
め，当面は現
在ある防災行
政無線・オフ
トークの設備
を有効活用し
ていく必要が
ある。ただし，
設備の老朽化
などを考慮し，
将来的には防
災行政無線等
はその機能を
ＣＡＴＶの音声
告知放送へシ
フトしていく計
画であり，円
滑にシフトして
いく方法を検
討する必要が
ある。

25 B
要
改
善

事
業
縮
小

4

防災行
政無線
は，災害
情報を住
民に周
知する必
要がある

5

災害が
多く発生
している
なか，災
害に関
する情報
提供へ
の市民
ニーズは
高い。

3

旧町村
単位で設
置してい
るため，
設置年
度の古い
ものがあ
り，修繕
等に多額
の費用を
要してい
る。

5

三次市
地域防
災計画
に基づ
き，災害
情報を周
知する必
要があ
る。

4

災害等の周
知が一斉に
できるので
貢献度は高
い

4

全市域をカ
バーしてい
ないため。

20,599
市
民

災害時などの緊
急を要する時は，
随時放送により災
害情報や避難情
報の伝達を行うと
ともに，通常時に
おいては，市政や
農家生活に関す
る情報などを定時
放送提供は，定
時放送で伝える。
緊急を要す災害
時には，随時放送
で災害情報や市
民への避難指示
等の周知を行う。

市民に災害等の情報伝
達を迅速かつ的確に行
い，本市の地域並びに
市民の生命，身体及び
財産を災害から保護す
る目的と併せて通常時
においては市政等の情
報を伝える。

災害，公害及び気象に関する予
報，警報や営農指導，流通市況
等農家生活に関する情報等を提
供する。

災害時において，あらゆる手
段により市民へ各種の防災情
報を提供していくことは重要で
あり，現在ある防災行政無線・
オフトークの設備を有効活用し
ていくことは防災機能の充実を
図るうえでも，当面は引き続き
行なっていく必要がある。ただ
し，設備の老朽化などを考慮
し，将来的には防災行政無線
等は，ＣＡＴＶの普及率を考慮
しつつ，その機能をＣＡＴＶの
音声告知放送へシフトしていく
計画であるが，円滑にシフトし
ていくために，移行方法等が
課題である。

企
画
調
整
担
当

防災行
政無線
等

58210

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

継
続

自治連との
情報共有。

継
続

市の防災に関
する基本方針
や計画修正等
は本会議にお
いて協議する必
要があるため，
本会議の開催
は今後も必要で
あるが，防災対
策が各関係機
関と一体的に行
われ，的確かつ
円滑に実施され
るためには，会
議開催までの
課題整理に重
点を置いた開催
を行っていく必
要がある。
また，その内容
についてを市民
に情報開示を
し，価値観の共
有を図ることに
より，市民・地
域・行政が一体
となった防災対
策を行っていく
必要がある。

22 B
事
業
拡
大

要
改
善

5

防災対
策は市
の責務
で行う必
要があ
り，その
対策に
ついて関
係機関
が協議
すること
は必要
である。

2

４７年災
害や近年
の異常気
象に伴う
集中豪雨
や地震等
日本各地
で災害が
起こって
いることも
あり，防
災に対す
る行政等
の対応に
ついて，
市民の意
識や関心
度は高
い。しか
し，本会
議の市民
への認知
度が低い
ため，そ
の点で市
民ニーズ
は低い。

5

本事業に
係る経費
は委員
報酬が
ほとんど
であり，
経費削
減の余
地はほと
んどな
い。

5

防災会
議は市
が開催し
て行わな
ければな
らない。

3

防災計画の
作成，見直
しの点では
目的を達成
しているが，
一体的な防
災対策のた
めの連絡・
調整におい
ては，事前
調整や内容
等に不十分
な点があ
る。 2

会議内容
の中心が
防災計画
修正協議と
なっている
状況は変
わらず。課
題整理や
内容を充実
させること
により，より
一体的な防
災対策の
実施が可
能である。

160
市
民

本市の防災対策
が三次市地域防
災計画に基づき
一体的有機性を
もって的確かつ円
滑に実施されるよ
う連絡・調整を行
う

防災会義において，総
合的かつ計画的な防災
行政の整備及び推進を
図り，本市の地域並び
に市民の生命，身体及
び財産を災害から保護
する

本会議において，市の防災に関
する基本方針や計画を作成する
とともに，防災関係機関が協議を
行い，本市における防災対策が
一体的に行われ，的確かつ円滑
に実施されるよう連絡・調整を行
う。
委員構成は，市長を会長とし，防
災に関する国・県の行政機関や
公共機関の計２５名の委員で構
成。
毎年度６月の出水期前に開催し
ている。

本会議は市全般的な防災対
策の会議であるため，議題が
情報交換・意見交換に終わっ
てしまうのが現状である。その
ため，本会議の内容充実を図
るとういう視点より，会議を開
催するまでの各関係機関と調
整・協議した課題を整理してい
くことが防災機能の充実を図る
ことに繫がり，その成果を本会
議にて確認していくというスケ
ジュールにより行うことが重要
である。
ただし，市民・地域・行政が一
体となった防災対策を行って
いくためには，本会議の内容
を市民へ情報開示し，市民と
の価値観の共有を図る必要が
ある。

企
画
調
整
担
当

防災会
議

16209
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防
災
・
安
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(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

耐震診
断・耐震
改修工事
実施

件 - - 15
耐震診断・耐
震改修補助
件数

H
1
7

#VALUE! ⑷耐震診断 件 - - 10
耐震診断補
助件数

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸
耐震改修
工事 件 - - 5

耐震改修補
助件数

⑶
H
1
9

194,066 ⑹

⑴
排水路改
良整備延
長（ｍ）

ｍ － － 180
H19は測量
設計延長

H
1
7

#VALUE! ⑷
排水路改
良整備延
長（ｍ）

ｍ － － 180
H19は測量
設計延長

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

15,061 ⑹

⑴
防犯灯設
置件数 件 － 23 －

通学路にお
いて，夜間危
険な箇所
へ，市管理
の防犯灯を
設置した。

H
1
7

#VALUE! ⑷
防犯灯設
置件数 件 － 23 －

通学路への
防犯灯設置
により，夜間
の子どもの
安全性が高
められた。

⑵
H
1
8

⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴

テント村，
街頭キャ
ンペーン
実施回数

回 14 14 14

街頭での呼
びかけやテ
ントを設営し
て啓発した
回数

H
1
7

527,142 ⑷
市内交通
死亡事故
件数

件 6 3 2

交通死亡事
故件数は
年々減少傾
向にあり，一
定の成果が
見られる。

⑵
※実施回数
の変化はな
いですか?

H
1
8

511,785 ⑸

⑶
H
1
9

485,428 ⑹

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

9
 
事
業
の
迅
速
化

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

地域での取
組み支援。

継
続

行政が主とし
て展開するの
ではなく，交通
安全協会を中
心に，住民自
治組織等と連
携した取組み
へ転換していく
必要がある。

24 B
要
改
善

要
改
善

4

年々交
通量が
増加して
おり，交
通安全
への取り
組みは
必要であ
る。

4

交通事
故の件
数が激
減してい
ることも
なく，啓
発を続け
ていく必
要があ
る。
交通事
故のない
安心安
全なまち
づくりは
市民の
願いであ
り必要性
は高い。

5

三次市
交通安
全協会
の，負担
金活用
方法の
見直しを
検討する
必要があ
る。

3

交通安
全協会
や各関
係機関と
連携を図
りなが
ら，  継
続してい
く必要が
ある。
住民が
中心と
なって展
開できる
よう活動
の推進
体制を見
直す必
要があ
る。

4

広報や
CATV，オフ
トークや防
災行政無線
で安全運転
を周知し，
街頭キャン
ペーン，テン
ト村等での
ドライバー
への呼びか
けをしてい
る。

4

年間4回の
各季交通
安全運動
の啓発等を
行うが，よ
り効果的な
方法を検討
していく必
要がある。

7,165
市
民

警察・交通安全協
会と連携し，街頭
キャンペーンなど
の啓発活動を通じ
て，市民の交通安
全意識向上を図
り，交通事故防止
に取り組む。

安全な道路交通を確保
するため，交通事故撲
滅を目的とする。

交通安全協会や広島県が推進す
る各季の交通安全運動にあわ
せ，各関係機関と連携を図りなが
ら，街頭キャンペーンやテント村を
設置し，交通安全の啓発を行う。
また，オフトークや防災行政無線
での啓発放送により交通安全の
意識向上を図る。

交通安全の啓発と交通事故を
減少させる対策を検討する必
要がある。
真に効果のあがる啓発活動等
を推進するため，活動内容や
推進方法を見直す必要があ
る。
行政や警察が主として展開す
るのではなく，市民（住民自治
組織等）を中心となった取り組
みへ転換していく必要がある。企

画
調
整
担
当

交通安
全の推
進

16216
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

継
続

１８年度は
補助事業で
の取組で
あったが，
地域と協力
し，子ども
への安全支
援は，継続
して実施し
ていく。

終
了

市民提案及び
職員提案によ
る単年度での
事業であるた
め。

25 B
未
実
施

事
業
拡
大

5

子どもが
被害にあ
う犯罪が
多発して
いるた
め，社会
的ニーズ
は極めて
高い

5

昨今の
犯罪情
勢を背景
に，市内
でも防
犯，とり
わけ子ど
もの安全
に対する
関心が
非常に
高い

4

単年度で
の事業と
なるた
め，コスト
の削減
余地が
小さい

3

市と地域
が一体と
なり事業
を推進し
ていく

4

市民提案・職
員提案による
事業のため，
目的達成へ
の貢献度は
大きい

4

単年度での
事業となる
ため，成果
の向上余
地が小さい

市
内
の
児
童
・
生
徒

子どもが安心して
暮らせる、安全な
地域社会の形成

関係部局との連携を図
り，防犯に係る消耗品
の購入・配布を行う。

学校・地域・行政が一体となって
犯罪の起こりにくい環境を整備
し，児童・生徒の防犯意識を高め
ることにより，安全で安心して暮ら
せるまちづくりを行う。防犯パト
ロールなど地域で行われる防犯
活動に対して，消耗品の購入配
布を行い活動を支援する。

職員提案及び市民提案予算で
あるため，単年度での事業と
なる。

企
画
調
整
担
当

子ども
の安全
支援事
業

18215

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

継
続

国と連携
し，早期完
成をさすこ
と。

継
続

　河川とそれ
に伴う排水路
の整備は、安
全で快適な生
活の確保には
不可欠であ
り、国県等の
事業に合わ
せ、一体的に
整備する必要
がある。

28 A
未
実
施

未
実
施

5

　安全で
快適な
生活の
確保の
ため，社
会的
ニーズは
高い。

5

　安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニーズ
は高い。

4

　地域に
おいて，
排水路
整備促
進のため
の推進
母体を形
成し，地
域にふさ
わしい水
路につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

5

　水路管
理者以
外には，
困難であ
る。

5

目的達成の
ためには、
堤内部分の
排水路整備
が最も有
効。

4

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した排
水路整備を
する必要が
ある。

　
市
民

（
川
毛
地
区

）

　排水路を整備す
る。

  安全で快適な生活の
確保

　平成17年度，国による水防災対
策事業の事業採択。それに伴う地
元調整を行った。
　平成18年度，国・県による江の
川・国道375号の詳細設計。それ
に伴う地元調整を行った。
　平成19年度，引き続き国・県に
よる江の川・国道375号の詳細設
計。それに伴う市の排水路整備計
画の設計地元調整を行う予定。
2,000千円
　平成20年度，市の排水路整備
の用地買収一部工事。7,000千円
　平成21年度，市の排水路整備
の工事。1,000千円

　川毛地区住民との事業調
整。

あ
ん
し
ん
建
設
室

宅地等
水防災
対策事
業

19214

第
5
 
環
境

１
環
境
保
全
・
資
源
循
環

(

1

)

美
し
い
山
，
川
，
田
園
風
景
に
配
慮
し
た
ま
ち
づ
く
り

継
続

自分の財産
は自分で守
るのが原則
であること
の理解を含
めて啓発が
必要であ
る。補助金
の安易な増
額はすべき
ではない。

継
続

災害に強いまち
づくりのため，
地震における建
物の倒壊等か
ら，市民の生
命，身体及び財
産の保護や避
難経路の確保
を行うために
も，耐震化を促
進する必要があ
る。
このためにも，
耐震診断及び
耐震改修工事
の費用の一部
を補助すること
は，有効な手法
である。
事業の継続，推
進にあたって
は，制度が充分
に活用されるよ
う，耐震化の普
及，啓発の取組
みの充実が求
められる。

24 B
未
実
施

未
実
施

4

地震に
おける建
物の倒
壊等か
ら，市民
の生命，
身体及
び財産
の保護
や避難
経路の
確保を行
うために
も，耐震
化を促進
する必要
があり，
その費
用の一
部を補助
すること
は社会
的ニーズ
が高い。

4

地震に
おける建
物の倒
壊等か
ら，市民
の生命，
身体及
び財産
の保護
や避難
経路の
確保を行
うために
も，耐震
化を促進
する必要
があり，
その費
用の一
部を補助
すること
は市民
ニーズが
高い。

4

三次市
木造住
宅耐震
診断及び
木造住
宅耐震
改修工
事費補
助事業
実施要
綱に基づ
き補助を
行ってい
る。 4

基本的に
は，個人の
住宅等で
あるため，
所有者等
が自らの
安全のた
め耐震改
修等行う
必要があ
るが，費用
が伴うこと
であり，耐
震化が図
れていな
いのが実
情である。
しかし，災
害に強い
まちづくり
は市の責
務であり，
そのため
の要因とな
る建築物
の耐震化
について
積極的に
市が関与
していく必
要がある。

4

補助するこ
とで耐震化
が促進さ
れ，地震に
おける建築
物の倒壊等
の被害から
市民の生
命，身体及
び財産を保
護すること
に寄与す
る。

4

三次市木
造住宅耐
震診断及
び木造住
宅耐震改
修工事費
補助事業
実施要綱
に基づき補
助を行って
いる。

昭
和
５
６
年
５
月
３
１
日
以
前
に
建
設
さ
れ
た
木
造
の
戸
建
て
住
宅
，
長

屋
住
宅
又
は
併
用
住
宅

（
住
宅
部
分
が
過
半
の
も
の

）
に
住
居
さ
れ
て
い

る
方

。

耐震診断又は耐
震改修工事の実
施に要する費用
の一部を補助す
る。
耐震診断につい
ては，診断に要す
る費用の１/３以
内かつ２万円を上
限に補助。
耐震改修工事に
ついては，工事に
要する費用の１/
３以内かつ４０万
円を上限に補助。

耐震改修を推進し，地
震による建築物の倒壊
等の被害から市民の生
命，身体及び財産を保
護する。

地震による建築物の倒壊等の被
害から市民の生命，身体及び財
産を保護することに寄与するた
め，市民が自ら行う住宅の耐震診
断及び耐震改修工事の実施に要
する費用の一部を補助する。
三次市耐震改修促進計画に定め
る住宅の耐震化の目標値であるH
２７年度８０％（Ｈ１８年度５０％）
の達成に資する制度である。

耐震改修を推進することにより
耐震化率を向上させ，地震に
よる建築物の倒壊等の被害を
減少させることにより，市民の
生命，身体及び財産を保護す
るとともに避難経路の確保を
行い，建設部のミッションであ
る「住みやすさを実感できる社
会資本整備」が円滑に実現で
きるようにしていく必要があ
る。。
市民に対して，耐震診断及び
耐震改修の啓発及び知識の
普及を図っていく必要があり、
申請の状況によっては、補助
率の見直し（本人負担２／３→
１／３）も検討すべきである。
なお、耐震化の目標値は、地
震時の建物の倒壊による死者
の半減であるが、当事

み
ら
い
都
市
室

耐震改
修助成
事業

19213

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

1

)

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り

54／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
防犯灯設
置補助金
交付

件 90 50
防犯灯設置
補助金交付
申請件数

H
1
7

#VALUE! ⑷
市内刑法
犯認知件
数

件 478 447 350

市内の刑法
犯認知件数
が減少傾向
にあることか
ら，一定の成
果がみられ
る。

⑵
H
1
8

155,711 ⑸

⑶
H
1
9

424,380 ⑹

⑴
アスベス
ト除去等
対策

件 － 1 2

既存建築物
アスベスト対
策事業は，
補助限度額
250万円で2
件を予算計
上

H
1
7

#VALUE! ⑷
アスベス
ト除去等
対策

件 － 33 67

1件（実施済
件数）　/３件
（補助対象件
数）

⑵
H
1
8

5,711,000 ⑸

⑶
H
1
9

2,855,500 ⑹

⑴相談者数 人 349 314 350 相談者数
H
1
7

21,189 ⑷相談者数 人 349 314 350 相談者数

⑵
H
1
8

23,334 ⑸

⑶
H
1
9

21,048 ⑹

⑴
市民バス
等運行便
数

便 15,658 22,369 22,400

市民バス・デ
マンド型バス
年間運行便
数（スクール
を含む）※平
成17年度は7
月開始

H
1
7

12,494 ⑷
市民バス
等利用者
数

人 100,242 141,637 142,000

市民バス等
利用者数※
平成17年度
は7月開始

⑵
H
1
8

8,044 ⑸

⑶
H
1
9

8,729 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

そ
の
他

市
の
関
与

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

安全・便利
で環境にや
さしい交通
体系を確立
し，市内外
の移動時間
を短縮する
よう，運行
形態などの
見直しを行
う。

継
続

　地域実態に
応じた移動手
段（市民バス，
デマンド型バ
ス，市民タク
シー，路線バ
ス）を選択し，
より利便性の
高い生活交通
の確保と事業
の採算性・効
率性の確保を
行う中での，
継続した事業
展開が必要と
考える。

20 C
要
改
善

要
改
善

4

　公共交
通の確
保は都
市機能を
維持する
うえで不
可欠と考
えるが，
実態は
車社会
の進行
に歯止
めがか
からな
い。しか
し，より
一層高
齢化が
進む中
で社会
的ニーズ
は高い。

4

　社会的
ニーズ同
様，移動
手段を持
たない市
民のニー
ズは非常
に高い
が，車社
会の進行
から多く
の市民
は，自家
用車によ
る移動を
行ってい
る。しか
し，高齢
化の進行
により，多
様な交通
手段によ
る生活交
通確保の
市民ニー
ズは高く
なっていく
と考える。

3

　地域の
まちづく
りと連携
し，有償
ボラン
ティア輸
送の導
入や，現
行路線
や便数な
どの見直
しにより
コスト削
減の余
地があ
る。

3

　方向と
しては，
民間主
導によ
り，効果
的で利
便性の
高い交
通システ
ムへ移
行してい
くことが
望まれる
が，不採
算の地
域を多く
抱えるこ
とから，
当面市
の関与
は必要と
考える。

3

　利用実態
を精査する
と，利用率
の低い路線
や便がある
ことから，あ
る程度合致
しているも
のの，まだ
まだ検討を
加える部分
がある。

3

　地域実態
に応じた移
動手段（市
民バス，デ
マンド型バ
ス，市民タ
クシー，路
線バス）を
選択し，よ
り利便性の
高い生活
交通の確
保と事業の
採算性の
確保を行う
ことができ
る余地はあ
る。

179,946

市
民
，
市
外
観
光
客

公共交通機関の
確保

市民誰もが快適な暮ら
しができるよう，利用の
実態や需要の多寡に応
じた運行を行うこと。ま
た，市外からの移動手
段を確保すること。

・市民バス・・・地域内における交
通手段として運行（君田町，布野
町，作木町，吉舎町，三和町，甲
奴）
・デマンド型バス・・・三良坂町内
における交通手段として運行（平
成18年10月から本運行）
・路線バス・・・三次市の地域間，
都市間を結ぶ幹線交通手段の確
保するための補助金を交付
・ＪＲ・・・芸備線，福塩線，三江線
の各協議会に関すること（利用促
進，要望活動等）

・中期プランの具体的な推進
・市民バス，路線バスの配置
及びダイヤの調査，見直し
・ＢＤＦバスの調査研究，運行
実施
・デザインバス導入，車両改造
補助創設

自
治
振
興
室

生活交
通確保
対策事
業

16220

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

継
続

専門性を含
め相談体制
の充実を図
る。

継
続

社会的ニーズ
や市民ニーズ
が高いと思わ
れることから
から，より一層
の充実強化を
図る必要があ
る。
即相談に応じ
られる相談室
の設置が必要
である。個人
情報保護法の
関係からも早
急な対応が求
められる。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

相談状況
の増加傾
向をみる
とき，社
会的ニー
ズがあ
る。

3

市民へ
の周知も
できてお
り，市民
ニーズが
ある。

3

相談員
の人件
費のみ
で，経費
削減の
余地はな
い。

4

市の消
費生活
センター
に変わる
ものがな
い。
市民も相
談しやす
いと思わ
れる。

4

消費者の必
要性に対応
できていると
思われる。消
費生活相談
の解決に向
けて，苦情処
理や斡旋，情
報提供に役
立っている。

3

苦情要因
の明確化と
処理斡旋
や情報提
供に繋がっ
ている。

7,327

消
費
者
を
対
象
に
，
消
費
生
活
相
談

（
苦
情
・
問
合
せ
・
要
望

）
，
各
種
相
談
情

報
を
Ｐ
Ｉ
Ｏ
－
Ｎ
Ｅ
Ｔ
で
運
用
す
る
各
種
デ
ー

タ
ー

ベ
ー

ス
の
検
索
・
集
計
を

行

っ
て
い
る

。

消費生活相談の
苦情処理斡旋等
で解決を図ってい
く。
消費者自身の課
題は，「消費者の
権利」「自立支援」
を基本理念とし
て，主体的な消費
者を目指してい
く。

「消費者生活相談」本人
面談　代理人面談　電
話による相談

ＰＩＯ－ＮＥＴ（パイオネット）（消費
生活情報整備体制事業）独立行
政法人（Ｈ１３年）国民生活セン
ターのシステムを導入することに
より，消費生活相談員の相談内
容の情報を的確に入手し，相談者
への消費生活相談や消費者の自
立を目指した啓発活動に活用す
ることができる。

市として相談体制のさらなる充
実を図るため，専用の相談室
の設置整備が必要である。
また，将来的には総合的な生
活・人権相談，消費生活相談，
婦人相談，外国人生活相談，
地域相談，市民無料法律相談
等の生活相談センターとして
のみの機能化が望まれる。

ひ
と
づ
く
り
推
進
室

消費生
活情報
整備体
制事業・
消費生
活相談
事業

13219

第
5
 
環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

「
消
費
者
が
求
め
る
安
全
・
安
心
，
そ
し
て
お
い
し
い
も

の

」
へ
の
こ
だ
わ
り

縮
小

事業者の負
担が大き
く，なかなか
進展してい
ないが，基
本的には事
業者の財産
であり，理
解に努め
る。

継
続

社会的に市民
ニーズは高い
が，アスベスト
対策補助制度
対象施設は少
なくなってい
る。
事業早期完了
するためにも
行政が積極的
に推進する必
要があるが，
事業者の負担
が大きく今後
アスベスト除
去等の必要性
について理解
を求めていく
必要がある。

24 B
未
実
施

要
改
善

4

アスベス
トによる
労災死
亡事故
が大きな
社会問
題となっ
ている現
状では，
早急な
除去等
の対策
が求めら
れてい
る。

4

アスベス
トによる
労災死
亡事故
が大きな
社会問
題となっ
ている現
状では，
早急な
除去等
の対策
が求めら
れてい
る。

4

受益者
負担が
大きいの
で事業が
進まな
い。。

4

補助対
象者は
民間事
業者であ
るため，
市の補
助金に
対して国
が市に
対し補助
金を交付
する間接
補助事
業する。4

補助制度を
活用するこ
とで早期事
業着手が可
能となり，ア
スベストの
飛散による
市民への健
康被害を防
止し，その
生命身体が
図れる。

4

アスベスト
除去等の
対策事業と
して有効的
な対策であ
り貢献でき
る。

5,711

・
多
数
の
者
が
利
用
す
る
民
間
建
築
物
所
有
者

（
多
数
の
者
が
共
同

で
利
用
す
る
部
分
に
限
る

）

　アスベストの分
析調査，除去，封
じ込み，囲い込み
工事等に必要な
資金を補助する。

　アスベストの飛散によ
る市民の健康被害を予
防し，その生命及び身
体の保護を図る。

三次市既存建築物アスベスト対
策事業補助金
　多数の者が利用する民間建築
物で，吹付アスベストの分析調
査，除去等に係る費用の３分の1
以内で補助する。
　補助対象事業費の上限は750万
円。本年度は2件分計上。
　
・分析調査　　　補助率1/3　以内
補助対象事業限度額　　　15万円
補助金限度額　  5万円

・除去等事業　 補助率1/3　以内
補助対象事業限度額　　750万円
補助金限度額　250万円

・既存建築物アスベスト補助金
制度では，基本的に国が１/
３，県と市で１/３以内となって
いるが，広島県は１９年度も補
助しない方針のため，国1／6・
市１/６となり４/６が建物主とな
り負担が大きいため除去が進
まない要因となっている。今後
県に補助するよう要望していく
必要がある。

・三次管内の1000㎡以上の対
象施設について,県が平成17
年度に調査した。（117件の内3
件にアスベストが確認され内
自社除去1件・平成18年度補
助事業で1件・平成19年度補
助事業対応予定1件)また,市が
平成18年度500～１０００㎡未
満の

あ
か
る
い
住
宅
室

アスベ
スト対策
事業

18218
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環
境

２
防
災
・
安
全

(

2

)

相
互
の
助
け
あ
い
に
よ
る
安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

継
続

地域での取
組み支援。

継
続

啓発活動や，
犯罪撲滅に向
けた運動の推
進方法につい
て，取組みを
検討する必要
がある。

24 B
要
改
善

要
改
善

5

毎年犯
罪が多
発してお
り，住民
の生命・
財産に
かかわる
ことであ
ることか
ら，防犯
活動に
対する社
会的
ニーズは
極めて
高い。

5

犯罪が
起きてい
る限り，
啓発は
必要であ
る。
安心安
全なまち
づくりは
市民の
願いであ
り市民
ニーズは
極めて
高い。

4

防犯灯
の設置
等，より
効果的な
方法を検
討してい
く必要が
あるの
で，削減
の余地
が小さ
い。

3

各種団
体や地
域と連携
を図りな
がら，安
心安全
なまちづ
くりを目
指して推
進体制を
築いてい
く必要が
ある。

4

啓発活動や
呼びかけを
行っている。

3

「減らそう
犯罪」みよ
し安全なま
ちづくり推
進連絡協
議会によ
り，より効
果的な方法
を検討して
いく必要が
ある。

14,014
市
民

各団体と連携を図
りながら，安心安
全なまちづくりを
目指して推進体
制を確立する

市民が安心して暮らせ
る，犯罪の起こりにくい
まちづくりを進める

平成１８年度は，「減らそう犯罪」
みよし安全なまちづくり推進連絡
協議会を開催し，防犯に関する協
議を行い，市内の各防犯団体を
支援しながら，事業を推進した。
本年度も同様に協議会の開催，
また，市が設置した防犯灯の維持
管理を行うとともに，新設に係る
補助金の交付事務を行う。

「減らそう犯罪」みよし安全なま
ちづくり推進連絡協議会にお
いて協議された事項に対して，
推進方法等を検討する必要が
ある。また，安全で安心して暮
らせる三次市を目指して，各種
団体との連携を図り住民ととも
に防犯活動を展開する。

企
画
調
整
担
当

防犯事
業

16217
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
利用者数
（年間） 人 1,244 1,214 1,800

市民タクシー
利用者数

H
1
7

1,147 ⑷
利用者数
（年間） 人 1,244 1,214 1,800

市民タクシー
利用者数

⑵
H
1
8

1,154 ⑸

⑶
H
1
9

1,117 ⑹

⑴
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
福塩線・三江
線分離不能

H
1
7

2,365 ⑷
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
福塩線・三江
線分離不能

⑵
H
1
8

2,030 ⑸

⑶
H
1
9

2,114 ⑹

⑴
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
福塩線・芸備
線分離不能

H
1
7

2,481 ⑷
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
福塩線・芸備
線分離不能

⑵
H
1
8

2,141 ⑸

⑶
H
1
9

2,231 ⑹

⑴
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
芸備線・三江
線分離不能

H
1
7

2,417 ⑷
三次駅乗
車数（1日
平均）

人 776 729 700
芸備線・三江
線分離不能

⑵
H
1
8

2,080 ⑸

⑶
H
1
9

2,165 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

利便性の向
上と利用促
進に成果の
ある取り組
みを行うと
ともに，本
事務事業に
携わる人員
（０．２人役）
を減少し
て，事務事
業の効率化
を図る。継

続

　本会の存在する
本質は，恒常的
な赤字路線の存
続である。芸備線
同様，こうした赤
字路線への対策
を放置すれば，利
用者が少ないこと
で，結果的に便
数が整理され利
便性が悪くなると
いった悪循環に
おちいり，さらに
乗車人員が減少
し，最終的には廃
止されていく可能
性もある。
　引き続き，利便
性を高め，利用者
増を図るため，沿
線自治体のとの
連携を強化すると
ともに，市民，事
業者，利用者を
巻き込み，一体と
なった取り組みを
今後も進めていく
必要がある。

19 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

　県東部
と県北を
一本で結
ぶ幹線交
通であ
る。効率
性が最も
優先され
ている今
日的な社
会におい
て，本会
が取り組
みを進
め，黒字
化が望め
ない路線
を維持
し，さらに
利便性を
高めてい
くことが社
会的ニー
ズだと考
え，必要
といえる。

4

　減少傾
向ながら
も，通勤
や通学
のニーズ
は高いこ
とから，
引き続き
取り組み
を進める
必要が
ある。

4

　本会の
経費は
全額，沿
線自治
体の負
担金で成
り立って
おり，こ
れ以上
のコスト
削減は，
実質協
議会が
機能しな
くなると
思われ
る。

3

　利用促
進は，民
間レベ
ル，ある
いは，市
民一人
ひとりの
取り組み
も可能で
大切であ
るが，本
会の取り
組みは，
赤字の
公共交
通の維
持であ
り，公共
性は非
常に高
く，市が
積極的
に関与
すべきで
ある。

2

　協議会の
みによる取
組みには限
界があるこ
とから，地
域住民，利
用者，事業
者を巻き込
んだ方策を
展開していく
必要があ
る。

2

　成果の指
数が乗車
数であるこ
とから，向
上の余地
が大きい。

1,517

市
民
，
市
外
観
光
客
，
Ｊ
Ｒ

・利用促進事業
（主催イベント，イ
ベント実施補助）
・情報発信事業
・要望活動

・福塩線の利用促進
・利便性向上

・県と連携を図り，ダイヤの改正，
列車接続時刻の改善，鉄道実施
の整備等の要望をＪＲに対して行
う。
・各団体が行う福塩線利用促進に
かかる行事の後援を行う。
・主催イベントの実施，利用に対
する補助
・沿線のイベントや見どころマップ
を作成し情報を発信する。

　利用状況については，依然
減少傾向にあることから，引き
続き利便性を向上させ，利用
者を増加させる必要がある。ま
た，三次市中心部へ通学する
るにあたり，現行ダイヤでは不
便な部分があるため，改善す
る必要がある。

自
治
振
興
室

福塩線
対策協
議会

16224
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広
域
的
な
高
速
交
通
体
系
の
確
立

継
続

利便性の向
上と利用促
進に成果の
ある取り組
みを行うと
ともに，本
事務事業に
携わる人員
（０．２人役）
を減少し
て，事務事
業の効率化
を図る。継

続

　今年度は，豪雨災
害により，廃線も危
惧された状況もあ
り，沿線自治体の
危機感は大きかっ
た。　もともと，恒常
的な赤字路線であ
り，芸備線・福塩線
同様，こうした赤字
路線への対策を放
置すれば，利用者
が少ないことで，結
果的に便数が整理
され利便性が悪くな
るといった悪循環に
おちいり，さらに乗
車人員が減少し，
最終的には廃止さ
れていく可能性もあ
る。
　引き続き，利便性
を高め，利用者増
を図るため，沿線自
治体のとの連携を
強化するとともに，
市民，事業者，利用
者を巻き込み，一
体となった取り組み
を今後も進めていく
必要がある。

19 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

　山陰と
県北を一
本で結ぶ
幹線交通
である。
効率性が
最も優先
されてい
る今日的
な社会に
おいて，
本会が取
り組みを
進め，黒
字化が望
めない路
線を維持
し，さらに
利便性を
高めてい
くことが社
会的ニー
ズだと考
え，必要
といえる。

4

　下げ止
まり傾向
にはある
が，通勤
や通学
のニーズ
は高いこ
とから，
引き続き
取り組み
を進める
必要が
ある。

4

　本会の
活動費
用全額
は，沿線
自治体
の負担
金で成り
立ってお
り，これ
以上のコ
スト削減
は，実質
協議会
が機能し
なくなる
と思われ
る。

3

　利用促
進は，民
間レベ
ル，ある
いは，市
民一人
ひとりの
意識で
の取り組
みも可能
で大切で
あるが，
本会の
取り組み
は，赤字
の公共
交通の
維持であ
り，公共
性は非
常に高
く，市が
積極的
に関与
すべきで
ある。

2

　中山間地
域で，同盟
会のみによ
る取組みに
は限界があ
ることから，
地域住民，
利用者，事
業者を巻き
込んだ方策
を展開して
いく必要が
ある。

2

　成果の指
数が乗車
数であるこ
とから，向
上の余地
が大きい。

1,561

市
民
，
市
外
観
光
客
，
Ｊ
Ｒ

・利用促進事業
（主催イベント，イ
ベント実施補助）
・情報発信事業
・要望活動

・三江線の利用促進
・利便性向上

・平成18年7月の豪雨災害により
三江線が全線運行中止となり，廃
線を危惧したが，沿線市町をはじ
め，広島県，島根県とともにＪＲに
対し，早期運転再開を積極的に要
望し，平成18年12月に三次－浜
原間の開通，そして，平成19年6
月に全線開通となった。
・県と連携を図り，ダイヤの改正，
列車接続時刻の改善，鉄道実施
の整備等の要望をＪＲに対して行
う。
・各団体が行う三江線利用促進に
かかる行事の後援を行う。
・主催イベントの実施

・利用状況については，下げ
止まり状態にあることから，引
き続き利便性の向上や観光と
タイアップさせ，利用者を増加
させる必要がある。

自
治
振
興
室

三江線
改良利
用促進
期成同
盟会

16223
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継
続

利便性の向
上と利用促
進に成果の
ある取り組
みを行う。

継
続

　本会の存在す
る本質は，恒常
的な赤字路線
の存続である。
芸備線への対
策を放置すれ
ば，利用者が少
ないことで，結
果的に便数が
整理され利便性
が悪くなると
いった悪循環に
おちいる，さら
に乗車人員が
減少し，最終的
には廃止されて
いく可能性もあ
る。
　引き続き，利
便性を高め，利
用者増を図るた
め，沿線自治体
との連携を強化
するとともに，市
民，事業者，利
用者を巻き込
み，一体となっ
た取り組みを今
後も進めていく

19 C
現
状
維
持

要
改
善

4

　広島市
と県北を
結ぶ幹線
交通であ
る。効率
性が最も
優先され
ている今
日的な社
会におい
て，本会
が取り組
みを進
め，黒字
化が望め
ない路線
を維持
し，さらに
利便性を
高めてい
くことが社
会的ニー
ズだと考
え，必要
といえる。

4

　減少傾
向ながら
も，通勤
や通学
のニーズ
は高いこ
とから，
引き続き
取り組み
を進める
必要が
ある。

4

　本会の
活動費
は全額
沿線自
治体の
負担金で
成り立っ
ており，
これ以上
のコスト
削減は，
実質協
議会が
機能しな
くなると
思われ
る。

3

　利用促
進は，民
間レベ
ル，ある
いは，市
民一人
ひとりの
意識で
の取り組
みも可能
で大切で
あるが，
本会の
取り組み
は，赤字
の公共
交通の
維持であ
り，公共
性は非
常に高
く，市が
積極的
に関与
すべきで
ある。

2

　協議会の
みによる取
組みには限
界があるこ
とから，地
域住民，利
用者，事業
者を巻き込
んだ方策を
展開していく
必要があ
る。

2

　成果の指
数が乗車
数であるこ
とから，向
上の余地
が大きい。

1,480

市
民
，
市
外
観
光
客
，
Ｊ
Ｒ

・利用促進事業
・情報発信事業
・要望活動

・芸備線の利用促進
・列車の高速化など利
便性向上

・県と連携を図り，ダイヤの改正，
列車接続時刻の改善，車両や鉄
道施設の整備等の要望をＪＲ西日
本広島支社，岡山支社に対して
行う。
・各団体が行う芸備線利用促進に
かかる行事の後援を行う。
・ＨＰの設置やちらしを作成し，沿
線のイベントや見どころなどの情
報を発信する。

　利用状況については，依然
減少傾向にあることから，引き
続き列車の高速化など利便性
を向上させ，利用者を増加さ
せる必要がある。

自
治
振
興
室

芸備線
対策協
議会

16222
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広
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通
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縮
小

特定地域へ
の限定的な
措置となっ
ているた
め，将来的
には他事業
との統合等
の整理を行
う。

継
続

　市内全域を
公共交通でカ
バーできない
実態から，公
共交通を補完
するこの制度
は，現在有効
と考える。
　実際，他市
からの問合せ
が多い。

24 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

4

　公共交
通を補完
する制度
として，
社会的
ニーズは
高いと考
える。
　他市か
らの紹介
も多い。

3

　公共交
通空白
地域の
市民を対
象にして
いること
から，広
範な市
民ニーズ
はない
が，今後
他の交
通手段
からの移
行の余
地はあ
る。

5

　運行経
費の半
分を利用
者が負
担するこ
とから，
必要最
小限の
利用実
態となり
費用対
効果の
面でも有
効であ
る。

5

　市以外
の制度
運用主
体は考
えにく
い。

4

　交通空白
地区におい
て，タクシー
の共同利用
に対し，補
助を行うこと
から，移動
手段の確保
と同時に利
用者の負担
を軽減する
ことができ
る。

3

　ヒアリング
の結果から
改善点が
明らかに
なってい
る。

1,401
市
民

運行にかかった
経費の１／２を補
助

交通空白地区における
住民の日常的な移動手
段の確保

・公共交通機関がない地域におい
て，交通手段を持たない住民が利
用組合を立上げ，共同で週１回を
限度にタクシーを利用した場合，
運行に係る経費の１／２を補助す
るもの。

平成18年度に中期プラン策定
するにあたり，全利用組合に
対し，ヒアリングを実施した。そ
の中で次の課題が明らかに
なったことから，平成19年度中
に要綱の改正を行う予定であ
る。
・運行日数が週１回を限度とし
ており，通院や買物に不便な
状況がある。
・利用組合の設置基準があい
まい。
・会計処理や補助申請等につ
いて，煩雑であるとともに事務
の担い手の高齢化から，負担
になっている。

自
治
振
興
室

三次市
民タク
シー運
行事業

16221

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

56／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
維持補修
対象路線

路線 28 16 20
市道の維持
補修の対象
となる路線

H
1
7

1,220,821 ⑷
維持補修
件数 件 28 20 25

市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 49,594 49,594 49,594
市道の除草
を行った面
積

H
1
8

1,183,625 ⑸除草面積 ㎡ 49,594 49,594 49,594
市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 26 3 20
市道の除雪
を行った面
積

H
1
9

1,571,800 ⑹除雪延長 ｋｍ 1,508 174 1,160

市道の除雪
を行った延
長距離

⑴
維持補修
対象路線

路線 83 83 83
市道の維持
補修の対象
となる路線数

H
1
7

252,000 ⑷
維持補修
件数 件 35 25 25

市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 131,715 134,800 134,800

市道の除草
を行った面
積

H
1
8

112,060 ⑸除草面積 ㎡ 131,715 132,400 132,400

市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 23 6 15
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

149,277 ⑹除雪延長 ㎞ 6,476 342 855

市道の除雪
を行った延
長距離

⑴
維持補修
件数 件 47 48 48

市道の維持
補修の対照
となる路線数

H
1
7

1,290,340 ⑷
維持補修
対象路線

路線 122 122 122
市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 324,294 362,197 362,197

市道の除草
を行った面
積

H
1
8

628,270 ⑸除草面積 ㎡ 324,294 362,197 362,197

市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 25 4 4
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

1,243,291 ⑹除雪延長 ㎞ 115 115 115

市道の除雪
を行った延
長距離

⑴
維持補修
対象路線

路線 121 94 100

市道の維持
補修の対象
となる延路線
数

H
1
7

234,371 ⑷
維持補修
件数 件 121 94 100

市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 206,657 222,928 230,000

市道の除草
を行った面
積

H
1
8

236,191 ⑸除草面積 ㎡ 206,657 222,928 230,000

市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 6 2 3
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

229,710 ⑹除雪延長 ｋｍ 196 2 10

市道の除雪
を行った延
長距離

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

継
続

市道を安全に
維持管理する
ことは極めて
重要であり，
安全性を確保
する工事につ
いてその費用
を削減するに
は限界があ
る。改善策の１
つとしてマイ
ロードシステム
のさらなる拡
充などが考え
られる。

29 A
未
実
施

未
実
施

5

市道は，
不特定
多数の
者が利
用する社
会基盤
施設であ
るため，
社会的
ニーズは
極めて
高い。

5

市道が
安全であ
ること
は，市民
ニーズと
しては当
たり前の
ことであ
る。

4

業者選
定及び入
札制度
の改善に
より，一
定のコス
ト削減は
可能と判
断され
る。

5

義務的
事務の
ため，市
がやらな
くてはな
らない。

5

市民にとっ
て安全安心
な市道とし
て維持管理
の徹底を図
る必要があ
る。

5

現状を復旧
し安全な市
道を確保す
ることが，
維持管理
の最大使
命である。

22,202

市
道
利
用
者
・
市
民

適確な維持補修・
除草及び除雪

快適性の確保
　市民にとって最も身近
な生活基盤であり，常に
安心安全な状態に保つ
ことを目的とする。

市道の維持補修
市道の除草
市道の除雪

除雪等において支所間にまた
がる路線でスムーズに取り組
める状況。
マイロードシステムの充実。

吉
舎
支
所

市道維
持管理
業務

16228

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

継
続

市道は住民
サービスの要
であり，住民
ニーズは極め
て高い。今後
とも市道の維
持管理につい
ては，市の責
任として行わ
なければなら
ない。

28 A
要
改
善

要
改
善

5

水道・電
気・電話
等のライ
フラインと
同じく，市
道維持管
理の必要
性は極め
て高い。

5

豪雪地
帯のた
め，除雪
について
も感心が
高い。ま
た，狭小
な市道
の改良
について
も同様で
ある。

4

コスト削
減の余
地は少な
い。

5

基本的
には市で
ないと出
来ない
が，市民
の理解と
協力が
必要。

5

道路に限ら
ず、施設を安
全に利用す
るためには，
適正，適切な
維持管理は
不可欠。

4

現状を維持
することが
「成果」であ
るため、
「向上」とは
「修繕など
の質」であ
ると定義す
れば，ある
程度の質
の向上は
見込める。

30,157

市
道
の
利
用
者

維持補修・除草・
除雪

安全な通行
人や物の流れの確保
（ライフライン）
良好な道路環境

市道の維持補修
市道の除草
市道の除雪

除草において，2路線を除いて
全て地元除草（報償費対応）と
しているため更にコスト削減は
困難。
除雪は請負業者が保有してい
る機械により，作業効率に差
がでている。また，降雪前にお
いて道路状況の把握をした上
で作業しているが，昨年度の
ような豪雪の場合道路施設の
損壊が多く検討する必要があ
る。
維持管理について，民間委託
等効率的な手法を検討する必
要がある。

作
木
支
所

市道維
持管理
業務

16227
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

継
続

市道は住民生
活の基盤施設
であり住民の
整備ニーズは
極めて高いた
め、今後とも
市の責任にお
いて維持管理
を主導する必
要がある。

29 A
要
改
善

要
改
善

5

水道、電
気、電話
等のライ
フライン
と同様市
道の維
持管理
の必要
性は極
めて高
い。

5

安全の
確保面
からの市
民ニーズ
は極め
て高い。

4

入札によ
り或る程
度の削
減は可
能であ
る。

5

義務的
事務の
ため市
がしなけ
ればなら
ない。

5

安全安心な
維持管理の
徹底を図
る。

5

安全な市道
管理が維
持管理の
最大の使
命である。

9,301

市
道

（
１
級
路
線
・
２
級
路
線
・
そ
の
他
路
線

）

県
道

（
権
限
移
譲
路
線

）

維持及び管理
維持・・・各種修
繕、清掃、除草、
除雪
管理・・・防災点
検、異常時巡回、
道路情報の収集・
提供
　　　　　占用工事
申請受付、台帳
管理、不法投棄
連絡受付

快適性の確保
　住民の皆様にとって最
も身近な生活基盤であ
り、常に安心・安全な
状態に保つことをもくて
きとする。

　交通基盤の整備及び市道の安
全確保のための維持・管理の実
施

　一定額以下についての維持
工事が支所設計となり迅速に
対応できるようになったが、移
動により設計できる職員がい
なくなる場合があるので連携
が必要。
　除草について、地域活動で
の報償費対応が多くなってい
るが、高齢化の進んでいる地
域において今後できなくなる
ケースが出てくるため、地域を
広めた自治組織で対応してい
くよう推進する必要がある。

布
野
支
所

市道維
持管理
業務

226

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

継
続

　市民から市道の
維持管理に対する
要望（維持補修・除
草・除雪）は、非常
に高い。
　安全に通行できる
道路（異常気象時
等における市民の
移動経路・避難経
路）として機能して
いくように、日常の
パトロール及び、早
期の維持修繕対策
が、しいてはコスト
削減に繋がり安心・
安全な道路としての
位置づけとなると考
える。
　しかしながら、維
持補修費を永続的
に継続できるかは、
難しい状況も考えら
れ、地域住民の生
活道として、住民自
ら自分たちの道で
あると意識改革をし
てもらい、地域の環
境美化活動により、
除草・ゴミ拾い等日
常的な管理がして
もらえる

25 B
要
改
善

要
改
善

5

　市道
は、生活
道的な
要素が
強く、災
害時等
において
は、移動
経路及
び避難
通路とし
ての機
能を持っ
ており、
普段から
維持管
理の必
要性は、
極めて
高い。

5

　平成１８
年度にお
いては、
除雪によ
る出動日
数は、少
なくコスト
的にも、
安価で
あった
が、豪雪
地帯であ
る為、通
学路であ
る県道歩
道の除雪
を含め、
幅員狭小
の市道に
おける除
雪に対す
る市民か
らのニー
ズは、非
常に高
い。

3

　除草に
ついて
は、地域
の環境
美化活
動の一
環とし
て、地元
による報
償費方
式に移行
をしてい
けば、コ
ストの削
減に繋が
る方向性
をもって
いる。

4

　日常生
活におけ
る生活道
としての
市道に
ついて
は、市民
生活に
非常に
強く影響
がある。
コスト
は、必要
である
が、市民
生活の
安心・安
全の為、
市として
施策が
必要であ
る。

4

　市民生活
の安心・安
全の為に必
要な施策だ
と考えるが、
地域住民と
の相互協力
による協働
でコストの低
い施策へ導
く必要があ
る。

4

　市道は、
安心安全を
前提とした
位置付け
の市民の
為の道路で
ある反面、
地域に密
着した生活
道としての
道路でもあ
り、住民の
意識高揚
により，マ
イロードシ
ステム等へ
変換してい
くべき，目
指すべき方
向性がある
と考える。

18,938
市
民

安全な通行
人や物の流れの
確保（ライフライ
ン）
良好な道路環境

維持修繕工事，市道除
草，市道除雪を行い、安
心・安全な生活道の確
保する。

市道の維持補修
市道の除草
市道の除雪
災害復旧事業

自主防災組織の立ち上げに向
けて現在取り組みをしている。
災害時における独居生活老人
の安否の確認及び避難場所
への安全な誘導が、求められ
ている。
安心で安全な市道管理は、市
民生活に重要な要素となって
いる。

地
域
整
備
グ
ル
ー

プ

市道維
持管理
業務

16225
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交
通
基
盤
づ
く
り
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
維持補修
対象路線

路線 220 229 229
市道の維持
補修の対照
となる路線数

H
1
7

57,327 ⑷
維持補修
件数 件 29 18 25

市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 191,512 185,900 185,000

市道の除草
を行った面
積

H
1
8

53,034 ⑸除草面積 ㎡ 66,457 185,900 18,500
市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 5 3
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

49,135 ⑹除雪延長 ｋｍ 55 30

市道の除雪
を行った延
長距離

⑴
維持補修
対象路線

路線 192 192 192
市道の維持
補修の対象
となる路線数

H
1
7

9,265 ⑷
維持補修
件数 件 90 110 100

市道の維持
修繕を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 23,400 24,097 24,200

市道の除草
を行った面
積
（業者委託
分）

H
1
8

9,265 ⑸除草面積 ㎡ 23,400 24,097 24,200

市道の除草
を行った面
積
（業者委託
分）

⑶除雪日数 日 11 10 10
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

9,265 ⑹除雪延長 km 164 54

市道の除雪
を行った延
長

⑴
維持補修
対象路線

路線 327 330 330
市道の維持
補修の対照
となる路線数

H
1
7

24,700 ⑷
維持補修
件数 件 38 38 25

市道の維持
補修を行っ
た件数

⑵除草面積 ㎡ 383,700 383,700 383,700

市道の除草
を行った面
積

H
1
8

26,896 ⑸除草面積 ㎡ 282,702 303.067.1 320,000

市道の除草
を行った面
積

⑶除雪日数 日 9 2 7
市道の除雪
を行った日
数

H
1
9

20,106 ⑹除雪延長 ｋｍ 225 75 175

市道の除雪
を行った延
長距離

⑴交通量 台 4,000 4,000 4,000

十日市側の
供用開始す
ることによる
交通量

H
1
7

64,554 ⑷交通量 台 3,000 4,000 4,000

交通量につ
いては目視
で計測する。

⑵
H
1
8

66,672 ⑸

⑶
H
1
9

79,804 ⑹

事
業
規
模

9
 
事
業
の
迅
速
化

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

畠敷地区
（人口増加
地区）と十
日市を結ぶ
重要な路線
であり，早
期完成をめ
ざす必要が
ある。

拡
大

事業拡大で評
価したが，現
状の計画で事
業を完了させ
る。
三次市内の渋
滞は，都市に
比べれば，ま
だ我慢のでき
る時間だと判
断する。

29 A
現
状
維
持

要
改
善

5

地元説
明会など
でも、要
望は強
い

5

地元説
明会など
でも、要
望は強
い

4

橋の形
式と景観
の要素を
どこま
で、取り
入れるか
で，コスト
縮減は
可能であ
る。

5

市以外
では、で
きない。

5

新規道路に
もかかわら
ず，通行台
数が伸びて
いる。

5

新規道路
にもかかわ
らず，通行
台数が伸
びている。

266,689

道
路
利
用
者

道路・橋梁築造 交通渋滞解消及び安全
な通行

三次市の中心市街地である十日
市地区と住居地区である畠敷地
区が馬洗川で分断され，畠敷地
区から十日市地区にいくのに，国
道１８４号の鳥居橋や県道和知三
次線の旭橋・巴橋付近が交通混
雑している。
この為，三次町願万地から十日
市上原地区に行く道路・橋を整備
することにより，交通量を分散さ
せ，市内の交通の円滑化を図る。

橋梁設計（橋梁形式を決定す
る検討委員会の立上等）

み
ら
い
都
市
室

都市計
画道路
上原願
万地線
整備
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境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

拡
大

市道・河川修
繕・補修は維
持管理していく
上で、また交
通安全面から
みても、実施
する必要があ
る。経費節減
の意味から、
今後、専属の
整備員を配置
することや地
元団体・組織
に実施してい
ただくことも考
える。「地元の
道は地元
で・・・」の意識
改革を進めて
いく必要もある
のでははい
か。

23 B
要
改
善

要
改
善

5

市道・河
川維持管
理は交通
安全面か
らも社会
的ニーズ
が高い。

5

市道・河
川維持
管理は
交通安
全面から
も市民の
ニーズは
高い。し
かしなが
ら、個人
的なえご
すべてに
対応する
ことは困
難。緊急
性、有効
性を的確
に判断
する必要
がある。

2

支所に積
算システ
ムが入っ
たことで
業者の
見積額を
チェック
できる体
制がとれ
るように
なったこ
とは良い
体制に
なった。
また、整
備員を置
くことで
簡単な補
修や修
繕につい
ては補修
材料等
の軽微な
支出で実
施でき
る。

4

あくまで
市道・河
川維持
管理は
市の責
任。しか
しながら
「地元の
道は地
元で管
理する」
意識で
補修材
料や機
械・機材
を貸し出
して地元
で施工で
きるもの
について
地元で
実施して
いただく
ことも必
要かと考
える。現
段階で

4

市道・河川等
を維持管理
し、事前に事
故を防ぐには
常時パトロー
ルできる人
員、予算や体
制を整える必
要がある。

3

人員や予
算を確保
し、余裕を
もって点検
し修繕・補
修指示が
実施できる
体制の確
立が必要。
（専属の監
視員・整備
員の確
保。）

8,876

市
が
管
理
す
る
道
路
・
河
川
修
繕

、
補
修
路
線
委
託

。

市道等の維持管
理。市道を安全に
通行できるよう維
持する。

道路や河川の維持修
繕。支障物・危険物の除
去、回収の指示。（路線
委託業者）

市道・準用河川・普通河川等の維
持管理するための、道路修繕及
び補修。随時点検を行い、緊急性
が高く尚且つ修繕・補修規模、費
用が低いものについて委託業者
へ施工指示をする。

随時、点検パトロールを実施。
また、住民からの要望や通報
に対する早急な対応。緊急度
の判断と速やかな委託業者へ
の指示と指導。

甲
奴
支
所

市道維
持管理
業務
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継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

拡
大

社会的・市民的
ニーズが極めて
高い事業である
わりに，資本的経
費の予算枠が大
きく，経常的経費
の予算枠が非常
に小さい。
安全・安心な市道
環境の形成を行
うためにはスピー
ディーな対応が不
可欠で，規模によ
る請負と業務委
託の割り振りを行
う考え方の検証
が必要と思われ
る。
道路里親制度等
の検討は必要か
もしれないが，
「地域のことは地
域で何とかす
る！」という方向
で住民意識の改
革に努め，地域
への支援策等を
検討してはどう
か。（市道除草報
償費は内容を精
査し実施する必
要がある ）

23 B
要
改
善

要
改
善

5

住民の
みならず
不特定
多数の
利用者
が対象と
なる交通
網におけ
る安全・
安心を確
保するこ
とは，社
会的
ニーズが
極めて
高いと判
断する。

5

地域に
密着した
交通網
における
安全・安
心を確保
すること
は，市民
ニーズが
極めて
高いと判
断する。
また，緊
急時（有
事）の際
の避難
経路にも
なること
から，市
民生活
に及ぼ
す影響
は多大
なものが
ある。

4

道路整
備が早く
広範囲に
実施され
ている
中，老朽
化等が
進むのは
避けがた
く，予算
の措置
が十分で
ないため
次年度
への繰
越をして
いる状況
にある。

3

道路の
利用者
が市民
に限定し
ていない
以上，管
理者とし
ての責
任の所
在を明確
化する必
要性が
ある。
反面，住
民の協
力によ
り，より
良い市
道環境
の改善を
図ること
も可能で
ある。

3

予算の範囲
内で緊急性
の高いもの
から維持修
繕箇所の対
応をした。
また，住民
による市道
除草に対す
る報償費の
支出によっ
て市道環境
の向上が見
られた。 3

適切な予算
措置を行う
と同時に，
地域環境
整備に対す
る住民参
加・協力と
いった住民
意識の向
上に向けた
啓発がなさ
れるならば
向上の余
地がある。1,779

市
道
認
定
さ
れ
た
路
線
を
通
行
す
る
不
特
定
多
数
の
利
用
者

○道路パトロール
による情報収集と
危険箇所等の早
期発見と対応
○利用者や市民
の要望や苦情へ
の対応
○請負者や委託
業者への修繕や
作業などの指示
○地元除草に対
する報償費の支
出

安全性の確保と快適な
市道環境の形成

市道や市道橋の補修，修繕，除
草，除雪などを内容・規模（事業
費）に応じて業者委託や工事請負
契約，地元への報償金の対応で
行う。

　「形あるものは壊れる」のは
自然の摂理であり，舗装路面
や未舗装路面，道路側溝など
の老朽化に伴い修繕箇所の
増加が顕著で，必要経費（事
業費）も増大している。
　しかし，維持修繕に対する予
算確保が不十分で事業の目
的達成がなされているとは言
えない状況にある。
　適切な予算の確保と迅速で
より効率的な現地対応の必要
性がある。

三
和
支
所

市道維
持管理
業務
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交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

マイロード
システムの
充実や民間
委託を一層
推進するな
ど，より効
率的な手法
を進める。

継
続

交通網整備
と、安全で利
便性が求めら
れる市道の維
持管理につい
て、市民の
ニーズは高
い。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

交通安
全面から
ニーズは
高い

4

交通安
全面から
ニーズは
高い

4

地域が
修繕・補
修するシ
ステムの
検討が
必要であ
る

2

地域が
修繕・補
修するシ
ステムの
検討が
必要であ
る

4

安全・快適
な交通施設
として、貢献
度は高い。

4

早期に修
繕・補修が
できていな
い。.

12,145

市
道
利
用
者
・
市
民

安全で適確な維
持補修・除草及び
除雪

路面・側溝の破損の修
繕。落石・崩土・堆積物
の除去等の補修指示。
落下物・動物の死骸等
の回収。

道路・橋梁等の点検を随時行い、
修繕・補修の規模の小さいものや
経費の少ない工事については、業
者へ作業指示し、復旧を行う。

１，ゴミのポイ捨て撲滅と通報
体制の確立　　２，土地所有者
による道路際の立木伐採

三
良
坂
支
所

市道維
持管理
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)

交
通
基
盤
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
要望会の
回数 回 2 2 2

広島・東京要
望会各1回

H
1
7

132,000 ⑷改良率 ％ 98 99 99
全線におけ
る改良率（4
月1日現在）

⑵
H
1
8

88,000 ⑸

⑶
H
1
9

99,500 ⑹

⑴要望会 回 1 2 2
広島要望２
回（地域事務
所，県庁）

H
1
7

182,000 ⑷改良率 ％ 77 78 79
全線におけ
る改良率（4
月1日現在）

⑵
H
1
8

93,000 ⑸

⑶
H
1
9

91,000 ⑹

⑴
研修会の
開催 回 3 3 3

本部主催の
実務担当者
研修や支部
主催の技術
研修の開
催。

H
1
7

777,666 ⑷
研修会参
加者 人 21 18 30

財団法人広
島県建設技
術センター職
員による研
修会（2日間）
を予定。

⑵
H
1
8

541,666 ⑸

⑶
H
1
9

661,000 ⑹

⑴総会 回 2 2 2
各同盟会総
会の開催回
数

H
1
7

1,697,500 ⑷要望先 箇所 8 8 8

三次河川国
道事務所，
中国地方整
備局，国土
交通省，財
務省，国会
議員，広島
県，県議会
他

⑵
H
1
8

2,528,500 ⑸

⑶
H
1
9

2,271,500 ⑹

9
 
事
業
の
迅
速
化

人
員

9
 
事
業
の
迅
速
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

継続して取
組み，早期
改良完成を
目指すこ
と。

継
続

会員市町に共
通する大きな
課題を有する
間は，期成同
盟会の要望活
動は効果的で
ある。
ただし，将来
的には関係市
町と連携を保
ちながら，市
の全体構想の
位置づけに基
づき，独自の
要望活動で取
り組むことも検
討する必要が
ある。

22 B
要
改
善

事
業
縮
小

3

認知度
は低い
が，事業
推進の
ための
社会的
ニーズは
ある。

3

事務局
の認知
度は低
いが，事
業推進
のため
の期待
やニーズ
は高い。

3

合併によ
る会員市
町の減
少で負担
割合が
増加して
いる。

5

関係団
体との連
携，連絡
調整がと
れ，目的
達成の
活動が
展開でき
る。

4

関係機関と
の連携，連
絡調整がと
れ，目的達
成の活動が
展開できて
いる。

4

現状では同
盟会活動
により，情
報収集や
資料提供
により整備
率の向上
につながっ
ている。

5,057

沿
線
市
町
の
住
民
や
道
路
利
用
者
，
河
川
の
流
域
関
係
者
な
ど
を
対
象
に

（
サ
ー

ビ
ス
の

最
終
提
供
者
及
び
要
望
書
作
成
に
係
る
対
象
者

）
会
員
市
町
，
商
工
会
議
所
，
観
光
協
会

（
連
絡
調
整
対
象

）
国
，
県
，
関
係
国
会
・
県
議
会
議
員

（
要
望
対
象

）

会員相互の連絡
調整，要望活動
の実施や総会を
開催する。
また，要望のため
の情報収集や調
査，調整を行い要
望書を作成する。

当該道路や河川の早期
整備を目的に連携を図
る。

　国道375号（大田・三次間）改良
促進期成同盟会，江の川改修促
進広島県期成同盟会の事務局を
務める。
　何れの期成同盟会についても，
整備促進を図るために国・県等関
係機関や議会に対しての要望活
動が主要な活動であり，その企画
や連絡調整，総会等を行ってい
る。

単独自治体での要望活動だけ
では，予算措置が十分でない
状況では今後も関係市町との
要望活動は必要と考える。た
だし，整備が進み所期の目的
が達成されれば，解散すべき
である。

あ
ん
し
ん
建
設
室

道路・河
川期成
同盟会
事務局
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縮
小

効率的に事
務を行う。

継
続

土木技術の向
上と職員間の
連携のために
は，土木協会
の果たす役割
はあると判断
するが，１会員
で1支部を組
織するという
歪な構成は是
正すべきあ
る。今後は，本
部において事
業継続すべき
である。

21 C
要
改
善

事
業
縮
小

4

土木技術
の普及促
進により，
間接的で
はあるが
建設事業
の改善が
図られ
る。

4

土木技
術の普
及促進
により，
間接的
ではある
が建設
事業の
改善が
図られ
る。

2

支部は
廃止し，
本部に事
業を集約
する。

5

市が会
員であ
る。

3

知識や技術
の向上につ
ながる。

3

研修の内
容や方法を
検討する。

1,625

三
次
支
部
所
属
職
員

（
研
修
対
象
と
し
て

）

技術研修会への
参加。
視察研修など研
修会の開催。
事業推進のため
の資料や備品類
の購入（書籍類や
デジタルカメラ等）

土木技術や知識の向
上。
土木事業の推進。

社団法人広島県土木協会を本部
とし，市町を会員として，県地域事
務所建設局単位に支部が設置さ
れている。三次支部は，合併以前
は７市町村の会員で構成されてい
たが，合併により三次市単一の会
員となった。活動は主に下記の事
業を実施している。
１　建設事業及び災害事業に関
し，関係機関の事業の推進及び
促進等の活動
２　建設事業及び災害事業に関す
る各種情報活動
３　建設事業及び災害事業に関す
る支部所属職員の研修
平成18年度は，財団法人広島県
建設技術センターの職員を講師
に「構造物設計・安定計算等」の
研修を18名の参加者で実施

合併により，1会員で支部を構
成するという体制となり，会員
同士の連携事業もなくなった。
県内においても同様な状況が
あり，今後は本部において事
業を集約すべきである。

あ
ん
し
ん
建
設
室

土木協
会に関
すること

16235

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

継続して早
期改良に取
組むこと。

継
続

未改良延長も
約７㎞におよ
ぶため，今後
も継続して要
望活動を取り
組むことによ
り，早期の全
線改良を図
る。

22 B
要
改
善

事
業
縮
小

3

認知度
は低い
が，事業
推進の
ための
社会的
ニーズは
ある。

3

事務局
の認知
度は低
いが，事
業推進
のため
の期待
やニーズ
は高い。

4

経費支
出のほと
んどが総
会経費と
提案書
経費であ
る。

5

関係団
体との連
携，連絡
調整が
取れ，目
的達成
の活動
が展開
できる。

3

整備率の向
上につな
がっている。

4

期成同盟
会による要
望活動の
成果。

186

利
用
者
や
沿
線
住
民

。

要望活動による建
設促進。

当該道路の整備促進を
図る。

　主要地方道甲山甲奴上市線の
整備促進を図るため，三次市，庄
原市，世羅町の各市町長，議会
議長を構成員に，県や県議会に
対して，事業促進の要望活動を展
開している。
　会長および事務局を庄原市が，
三次市長は副会長，三次市議会
議長が監事を務めている。

全国的に道路経費に係る予算
が削減される中で，改良実績
がなかなか伸びない状況にあ
る。しかし，現状では沿線市町
が単独で予算獲得を行うより
は，期成同盟会による要望活
動がより効果があると言える。
将来的には税源移譲を含めた
権限移譲に移行すべきであ
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室

主要地
方道甲
山甲奴
上市線
改良促
進期成
同盟会
に関す
ること

16234
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３
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域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

早期改良に
向け，取組
むこと。

継
続

期成同盟会に
よる提案の成
果により，未改
良区間もわず
かとなった。今
後も継続して
取り組むこと
により，早期の
全線改良を図
る。

22 B
要
改
善

事
業
縮
小

3

認知度
は低い
が，事業
推進の
ための
社会的
ニーズは
ある。

3

事務局
の認知
度は低
いが，事
業推進
のため
の期待
やニーズ
は高い。

4

経費支
出のほと
んどが総
会経費と
提案書
経費であ
る。

5

関係団
体との連
携，連絡
調整が
取れ，目
的達成
の活動
が展開
できる。

3

整備率の向
上につな
がっている。

4

期成同盟
会による要
望活動の
成果。

176

利
用
者
や
沿
線
住
民

。

提案活動による建
設促進。

当該道路の整備促進を
図る。

　主要地方道吉舎油木線の整備
促進を図るため，三次市，府中
町，神石高原町の市町長，議会
議長を構成員に，国・県等に対し
て予算確保のための提案活動を
中心に活動を展開している。
　会長および事務局は神石高原
町で，三次市長は副会長，三次市
議会議長は理事に就任している。

全国的に道路経費に係る予算
が削減する中で，改良実績が
上がらない状況がある。しか
し，現状では沿線市町が単独
で予算獲得を行うよりは，期成
同盟会による提案活動がより
効果があると言える。将来的
には，税源移譲を含めた権限
移譲に移行すべきである。

あ
ん
し
ん
建
設
室

吉舎油
木線改
良促進
期成同
盟会
に関す
ること

16233

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴要望会 回 4 1 2
広島要望1回
（県・県議会）

H
1
7

46,250 ⑷改良率 ％ 91 91 92
全線におけ
る改良率（4
月1日現在）

⑵
H
1
8

178,000 ⑸

⑶
H
1
9

87,000 ⑹

⑴件数 件 66 26 20 契約件数
H
1
7

2,159,727 ⑷
事業執行
率 % 100 100 100

契約額に対
する事業執
行

⑵
H
1
8

7,677,884 ⑸

⑶
H
1
9

10,489,750 ⑹

⑴
道路改良
整備延長 ｍ 429 823 228

改良工事の
延長

H
1
7

249,694 ⑷改良延長 ｍ 429 823 228
改良を行っ
た延長

⑵
H
1
8

199,342 ⑸路線数 路線 3 5 4
改良を行っ
た路線数

⑶
H
1
9

311,652 ⑹工事箇所 箇所 4 6 4

工事を行
なった箇所
数

⑴開催回数 回 1 1 1
イベントを開
催した回数

H
1
7

569,000 ⑷来場者 人 3,000 3,000 3,000

イベントに来
場された人
数

⑵
H
1
8

569,000 ⑸

⑶
H
1
9

569,000 ⑹

そ
の
他

市
の
関
与

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
2
 
終
期
の
設
定

9
 
事
業
の
迅
速
化

縮
小

ここ数年参
加者が一定
であるが，
これをどう
捉えるか，
定着なの
か，マンネ
リで新規参
加者がいな
いのか検討
する必要が
ある。

継
続

現在の市の関
与については
最小限の範囲
で行われてい
る。
国交省など関
係団体との協
力体制を維持
するうえでも，
引き続き現状
のままで行う
のが望まし
い。

20 C
現
状
維
持

事
業
縮
小

3

現在，土
木事業
のＰＲを
行うイベ
ントは他
にはない

3

回数を重
ねて開
催したこ
とによ
り，秋の
野外イベ
ントとし
て定着し
つつあ
り，一定
数の来
場者が
ある。

5

行事開
催にかか
る費用負
担は国
土交通
省三次
河川工
事事務
所が行っ
ており，
市は負
担してい
ない。

3

市が関
与したの
は，会場
とテント
の確保，
出店者
の募集
及びＣＡ
ＴＶなど
による
PRであ
り，開催
主旨であ
る土木事
業のＰＲ
にはあま
り関与し
ていな
い。

3

一定の来場
者があり，
開催目的で
ある土木事
業のＰＲを
行うことが
出来た。

3

参加団体を
広く集める
ことで，イベ
ントの活性
化を図るこ
とができ
る。

569

一
般
市
民

イベントを開催し，
土木事業及び公
共事業のＰＲを行
う。

土木事業に対する理解
と認識の向上

　１１月１８日が土木の日に制定さ
れているが，これにあわせて土木
事業及び公共事業のＰＲイベント
として，親水公園で『「土木の日」
親水公園フェスタｉｎみよし』を開催
する。
　このイベントは１３年度から始ま
り，三次地区安全対策協議会が
主催，国交省，県，市等が共催し
て実施されていたが，１６年度より
国土交通省を中心に県，市が主
催して開催されている。平成１８年
度は１１月１２日(日）に開催し，ス
テージ発表，パネル展示，建設機
械の展示・運転体験，ミニ新幹
線，バザー，フリーマーケットを
行った。
　このうち，市は，会場・テント

特に無し
　イベント運営については，主
に国交省と三次地区安全対策
協議会が行っており，市の関
与は最小限にとどまっている。
　一定数の来場者があり，秋
のイベントとして定着しつつあ
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室

「土木の
日」に関
すること

13240

第
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環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

権限移譲で
市が管理運
営をしていく
上で，市民
の改良要望
箇所の早期
に完成に向
け，計画的
に実施して
いく必要が
ある。

拡
大

　県道といえど
も、三次市の
区域内で完結
する生活密着
型の一般県道
であれば，市
が改築工事を
行うことはより
きめ細かな住
民コンセンサ
スが得られや
すく，住民満足
度が高められ
ることが期待
できるため。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

　生活道
路の利便
性や幹線
道路網の
形成に貢
献してお
り，社会
的ニーズ
は高い。

5

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，市
民ニーズ
は高い。

4

　地域に
おいて，
道路整
備促進
のための
推進母
体を形成
し，地域
にふさわ
しい道路
につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

4

三次市
の区域
内で完
結する一
般県道
改築工
事であ
り、県よ
り市が担
当したほ
うがより
よくでき
る。

5

目的達成の
ためには、県
道の整備は、
最も有効か
つ効果的な
手段である
が、住民は多
様な意見が
あり、多数の
合意の上事
業を推し進め
る。

4

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

164,119

　
県
道
の
利
用
者

　県道を拡幅等に
より整備する。

  安全で快適、利便性
の確保

　県道に係る単県道路事業（国補
と関連したものを除く）のうち，起
終点が三次市の区域内で完結す
る一般県道改築工事（生活密着
道路）を権限移譲事務として移譲
を受けて，事業実施するものであ
る。
　平成１７年度は，３路線４箇所に
ついて事業実施を行った。
　平成１８年度は，５路線６箇所に
ついて事業実施を行った。
　平成１９年度は，４路線４箇所に
ついて事業実施を行う予定。
県道改良事業を市で行うことによ
り住民サービスの向上を図る。

住民ニーズに柔軟な対応，地
域を面的に整備を行うために
は，管理権限を早期に行う必
要がある。

あ
ん
し
ん
建
設
室

県道改
良事業
（権限移
譲分）

17239
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)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

権限移譲で
市が管理す
る上で，市
民の安全，
安心した生
活に繋がる
ため，継続
して実施し
ていく必要
がある。

継
続

　住民に身近
な基礎自治体
（市・町）が地
域の実情や住
民ニーズに
沿った行政
サービスを自
主的・総合的
に実施できる
よう自己完結
型事務の実現
を目指す

24 B
未
実
施

事
業
拡
大

5

生活に
密接した
施設に
関する業
務であ
り，市民
ニーズは
極めて
高い。

4

生活に
密接した
施設に
関する業
務であ
り，市民
ニーズは
極めて
高い。

4

道路，橋
梁，河川
の管理
は，絶対
的に必要
な業務で
あり，削
減余地
は小さ
い。

4

道路法
に定める
業務であ
る。

4

路線委託方
式により，早
期発注，早
期修繕がで
き，安全性
の確保がで
きる。

3

パトロール
体制や通
報体制を強
化すること
により，更
に早期対
応が見込ま
れる。

199,625

住
民
・
路
線
利
用
者

県道（権限移譲路
線）の維持修繕に
よる通行の利便
性・安全性の確保

住民に身近な基礎自治
体（市・町）が地域の実
情や住民ニーズに沿っ
た行政サービスを自主
的・総合的に実施できる
よう自己完結型事務の
実現

市内に存する県道（主要地方道・
一般道）のうち３５路線について，
ポットホール（穴ぼこ）補修，崩壊
土砂の除去，倒木処理，動物死
がい処理，除草，側溝清掃，街灯
修繕など県との基本協定に基づ
き設定された１９項目の維持修繕
業務を行う。

道路法第17条第2項の規定に
よる管理権限の移譲に向けた
取り組みと，移譲後の円滑な
対応

あ
ん
し
ん
建
設
室

県道維
持管理
事業（権
限移譲
分）

17238
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3
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交
通
基
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づ
く
り

継
続

継続して取
組み，早期
改良の完成
を目指すこ
と。

継
続

世羅町の改良
率が進んでい
ないため，今
後も三市町が
連携して早期
完成を図る。と
りわけ三和町
と吉舎町を結
ぶ世羅町区間
の改良は，本
市にとって重
要である。

22 B
要
改
善

事
業
縮
小

3

認知度
は低い
が，事業
推進の
ための
社会的
ニーズは
ある。

3

事務局
の認知
度は低
いが，事
業推進
のため
の期待
やニーズ
は高い。

4

経費支
出のほと
んどが総
会経費と
要望書
経費であ
る。

5

関係団
体との連
携，連絡
調整が
取れ，目
的達成
の活動
が展開
できる。

3

整備率の向
上につな
がっている。

4

期成同盟
会による要
望活動の
効果

178

利
用
者
や
沿
線
住
民

。

要望活動による建
設促進。

当該道路の整備促進を
図る。

　主要地方道府中世羅三和線の
整備促進を図るため，三次市，府
中市，世羅町の各市町長，議会
議長を構成員に，県や県議会に
対して事業促進の要望活動を展
開している。
　会長および事務局を世羅町が，
三次市長が副会長を務めている。

全国的に道路経費に係る予算
が削減される中で，改良実績
がなかなか伸びない状況にあ
る。しかし，現状では沿線市町
が単独で予算獲得を行うより
は，期成同盟会による要望活
動がより効果があると言える。
将来的には税源移譲を含めた
権限移譲に移行すべきであ
る。

あ
ん
し
ん
建
設
室

府中世
羅三和
線整備
促進期
成同盟
会
に関す
ること

237
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交
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(
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交
通
基
盤
づ
く
り

60／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴認定活動 箇所 15 14 20 認定箇所数
H
1
7

4,733 ⑷作業延長 ｋｍ 29 29 32
美化された
延長距離

⑵団体 件 15 14 20 団体認定数
H
1
8

5,071 ⑸

⑶
H
1
9

35,550 ⑹

⑴
委託地区
数

地区 17 17 12

市内の区域
割を行い各
業者に委託
した地区数

H
1
7

7,197,117 ⑷事業執行 ％ 100 100 100
事業の執行
率

⑵
H
1
8

7,893,588 ⑸ 　 　 　

⑶
H
1
9

8,556,500 ⑹

⑴
計画路線
数

路線 603 580 580
除雪計画路
線数

H
2
3

224,595 ⑷除雪延長 ｋｍ 623 623 623
除雪計画延
長

⑵
H
2
4

24,587 ⑸

⑶
H
2
5

20,689 ⑹

⑴助成件数 件 18 24 25

補助金申請
から書類申
請，交付決
定，完成検
査，補助交
付までの一
連の手続き
処理

H
1
7

364,500 ⑷

申込件数
のうち，
補助金交
付決定と
なったも
のの割合

％ 100 100 100

補助要綱に
基づき，完成
検査を行っ
たところ適切
と判断され
た。

⑵
H
1
8

392,750 ⑸
整備され
た道路延
長

ｍ 651 1,110 1,200

⑶
H
1
9

414,200 ⑹

9
 
事
業
の
迅
速
化

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

そ
の
他

内
容
の
改
善

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

終期を見越
して，早期
に実施す
る。

継
続

事業開始から
７ヵ年が経過
し，かなりの整
備が進むとと
もに，ニーズも
広がってきた。
今後，期限と
なる平成２０年
度までに制度
面，予算措置
等の見直しを
計りながら，多
様化するニー
ズに即応すべ
く検討を進め
ていく

23 B
現
状
維
持

要
改
善

4

訪問
サービ
ス，緊急
車両など
の進入
など必要
性は高
い。

4

市民が
求めてい
るサービ
スであ
る。

4

他に手段
はない。

3

他の類
似サービ
スが存
在しな
い。

4

数戸の住宅
が日常的に
利用し，通
行の利便性
が高まる

4

在宅看護
支援訪問
サービスの
充実，緊急
車両の進
入などへの
対応が高く
なる。

9,426
住
民

日常生活で１戸以
上が利用し，一般
の通行の用に供
している道路の舗
装及び改築を行っ
たものに対して補
助金を交付する

住居への進入の効率化
による市民生活の向上
及び公共の福祉の増進

国道・県道・市道以外の道路で，
日常生活で１戸以上が利用し，一
般の通行の用に供している道路
の舗装及び改築を行ったものに
対して補助金を交付することによ
り，市民生活の向上及び公共の
福祉の増進を図る。

対象事業は延長２０ｍ以上で，舗
装新設の場合は幅員0.9ｍ以上，
As４ｃｍ又はCo８ｃｍ以上，改良
の場合は幅員3.0ｍ以上とし，補
助金は原則事業費の１／２とし，
上限５０万円。（住民税非課税世
帯7．5／10，補助・生活保護世帯
10／10補助）

多様化するニーズに対する補
助内容の検討。事務体制の見
直し・支所との連携

あ
ん
し
ん
建
設
室

生活道
路整備
事業

16244

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

1

)

利
便
性
の
高
い
生
活
交
通
体
系
の
確
立

継
続

市民が安
心，安全で
通行するた
めに継続し
て行う必要
がある。市
街地は特に
交通量が多
く，渋滞や
事故に繋が
るため，早
目の除雪が
必要であ
り，対応を
検討するこ
と。

拡
大

道路交通かつ
市民生活安定
確保するため
社会的ニー
ズ・市民ニー
ズが非常に高
く，必要不可
欠である。
市街地の除雪
ニーズが高く，
市街地内の主
要道路も除雪
する必要があ
る。なお，市街
地は雪の持ち
出しが必要な
路線が多い。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

5

道路交
通の安
全性、円
滑性を確
保するた
め社会
的ニーズ
は非常
に高い。

5

積雪時
の交通
かつ市
民生活
安定確
保のた
め必要さ
れる。

4

効果・成
果を維持
したまま
コスト削
減するこ
とは非常
に難し
い。

4

地元で
行うには
非常に
負担が
大きい。

5

除雪路線に
おいては達
成感ある
が，積雪が
多い時は他
の路線で問
題が多い。

4

業務委託
以外手段
がない。

14,261

住
民
及
び
路
線
利
用
者

・積雪が除雪基準
以上の量（㎝）に
なれば，連絡体制
により各モニター
から通報を受け，
除雪委託業者に
連絡し除雪を実施
する。
・凍結防止剤の設
置，散布

◎道路交通の安全確
保。
◎経済活動の確保及び
市民の生活の安定を図
る。

１２月１日～３月１５日を基準期間
とし，積雪時おける主要幹線道路
の通行を確保するため，積雪深２
０cmで各地区のモニターからの通
報を受け除雪を実施する。また，
低気温で凍結の恐れがある場合
は，幹線（西酒屋寺町線・粟屋中
央線・双三農免道）の凍結防止剤
散布を行う。
１８年度実績は６０３路線，６２０ｋ
ｍ
凍結防止剤積置き，旧三次市６７
箇所及び各支所。

◎除雪の要望は強く，除雪機
械の所有量など物理的な面か
ら，路線によって時間的ずれ
が生じる。
◎権限移譲に伴い，県道除雪
と連携した効率的な除雪計画
をたてる必要がある。また，除
雪基準の統一見直し検討が必
要。
◎市街地の除雪（排雪）につい
て検討を要する。あ

ん
し
ん
建
設
室

除雪業
務

16243

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

市民が安全
で安心して
通行できる
よう継続し
て実施して
いく。

継
続

更なる業務効
果向上のた
め、従来型の
業者委託方法
の改善も検討
している。
　権限移譲に
よる県道の維
持修繕業務と
の整合性、速
効性を検討す
る。

26 B
要
改
善

要
改
善

5

　生活密
着型施
設に関
する業務
であり、
全ての
市民の
切なるニ
－ズであ
る。

4

維持修
繕事業
は住民
の日常
生活に
直結型
事業であ
り、市民
ニ－ズ
は高い。

4

　道路、
橋梁、河
川の保
守管理
は絶対
必要業
務であ
り、尚且
つ、小規
模、必要
最小限
度で施工
しており
コスト削
減余地
は小さ
い。

5

　道路法
の規定
に基づく
事業に
あたる。

5

　路線委託
方式により、
早期発注、
早期修繕が
施行でき安
全性の確保
ができる。

3

　パトロ－
ル・通報体
制を強化す
ることによ
り、更なる
早期対応
が見込まれ
る。

134,191

市
道
，
橋
梁

ポットホ－ル（穴
ぼこ）補修、崩壊
土砂除去、倒木
処理、動物死骸
処理、除草、側溝
清掃、街灯修繕な
ど。

道路環境の保全と通行
に安全な道路状態を保
つ。

道路・橋梁・河川等の維持修繕に
関する業務（パトロ－ル含む）を市
内を地区割りにし業者委託及び
直営により行う。
　業務内容は、ポットホ－ル（穴ぼ
こ）補修、崩壊土砂除去、倒木処
理、動物死骸処理、除草、側溝清
掃、街灯修繕な
ど、主に緊急性の高い修繕業務
を行う。

１. 昨今の道路事情の複雑化
への対応及び現場での判断の
的確・迅速性が求められる為、
担当職員の更なる資質向上を
図る。
２. パトロ－ルについては、計
画的な巡回、重点路線の設定
など業者委託も含め効率的な
方法検討を進める必要があ
る。
３. 年度変わりに、業務空白期
間をつくらないよう債務負担等
の手法等の対応検討。

あ
ん
し
ん
建
設
室

小規模
市道整
備事業
（維持管
理修繕
等）

16242

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

縮
小

市民への周
知が不足し
ている，市
道も含めた
運用を検
討。

継
続

市民への周
知，市道も含
めた運用を検
討。

16 D
現
状
維
持

要
改
善

4

環境に
係る社会
的ニーズ
は高い。

2

市民へ
の周知を
行えば，
ニーズは
高くな
る。

4

現在は
市の費
用負担
は，事務
にかかる
人件費
部分しか
ないが，
市道での
運用をす
れば，保
険等費
用負担
は必要。 2

各地区
のコミュ
ニチィセ
ンターに
運用を任
せる。

2

県制度の中
継ぎ調整を
行っている
程度。

2

推進への
関与の度
合いを高め
ることがで
きれば県道
に限らず，
市道におい
ても効果が
ある可能性
をもってい
る。

71

地
域
住
民

（
団
体

）
，
企
業
等

ゴミ回収等の活動
支援のため，ク
リーンセンターの
受け入れ体制の
調整を行う。
申請書を受付け，
県へ進達をし，認
定決定後は協定
書を締結する。
完了後，事業完
了報告を受け，県
へ進達する。

県道の環境美化活動を
支援する。

ボランティア活動に意欲を持つ企
業や団体あるいは個人を「里親」
に認定し，里親契約を締結して，
道路管理者（県）とバックアップし
ながら，道路の一定区間の清掃，
緑化等を推進する。道路管理者
においては，団体名等を記した表
示板を設置し，団体・企業の社会
貢献をアピールする。これらのシ
ステムを機能させることにより，清
潔で良好な道路環境の実現ととも
に，住民の道路への愛着心，地
域への帰属意識を高める。

現在，登録が１０団体余りとい
う状況なので，これをいかに周
知し，活用を行っていくか県と
連携し検討する必要がある。

あ
ん
し
ん
建
設
室

マイロー
ドシステ
ム

12241

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

61／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴申請件数 件 535 554 650
道路・河川占
用（新規・継
続）申請件数

H
1
7

2,659 ⑷
占用料
（千円）

千円 16,785 15,996 16,000
占用料徴収
額

⑵
H
1
8

2,568 ⑸

⑶
H
1
9

4,380 ⑹

⑴
新規路
線，変更
路線数

路線 5 20 3,100
市道の見直
し

H
1
7

3,997,000 ⑷修正量 ｋ㎡ 1 10
道路台帳の
修正面積

⑵
H
1
8

1,106,750 ⑸

⑶
H
1
9

34,554 ⑹

⑴
道路補修
件数 件 489 549 500

道路補修1件
あたりの単
価

H
1
7

87,564 ⑷除草面積 千㎡ 1,923 2,320 2,000 除草総面積

⑵
H
1
8

85,728 ⑸
除草作業
率 ％ 35 36 30

市道実延長
のうち，地元
で除草が行
われた延長
比率

⑶
H
1
9

84,964 ⑹

⑴
工事発注
件数 件 112 99 100

市道・橋梁等
の維持修繕
工事発注件
数

H
1
7

1,593,669 ⑷
事業執行
率 ％ 100 100 100

事業の執行
率

⑵
H
1
8

1,482,777 ⑸　 　 　 　

⑶
H
1
9

1,807,970 ⑹

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

1
4
 
成
果
の
向
上

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

市民が安全
に安心して
通行してい
くため整備
であり，継
続していく
必要があ
る。

拡
大

　市道・橋梁等
維持事業は、
安心・安全な
通行確保とい
う、全ての市
民を対象とし
た社会的ニ－
ズに対応して
いる。住民要
望も極めて高
く、事故未然
防止等の住民
安全確保は行
政責務であ
る。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

5

安心・安
全な道
路は、住
民のみ
ならず訪
問者や
通過交
通者等、
全ての
利用者
の切なる
ニ－ズで
ある。

5

道路維
持修繕
事業は
住民の
日常生
活に直
結型事
業であ
り、市民
ニ－ズ
は極め
て高い。

5

小規模、
必要最
小限度で
施工して
おりコス
ト削減は
困難。

5

道路法
に定める
業務であ
る。

4

一定区間の
根本的改良
工事の外
に、部分的
改良を維持
修繕工事に
よって機能・
環境を保持
する。

4

小規模で早
期に工事
完了するこ
とにより、
低コストで
成果が上
がる。

146,795

市
道

（
橋
梁

）

市道（橋梁）の維
持・修繕工事

道路環境の保全と通行
に安全な道路状態を保
つ。

地域や市民からの要望、パトロ－
ル等により確認した修繕箇所につ
いて、必要・緊急度の高い箇所か
ら順次修繕工事を行う。

１８年度においては９９件の維持
補修工事（１２８,９９８千円）を施工
した。

１. 膨大な修繕要望に当たって
は、昨今の工法複雑化への対
応及び緊急順位判断の的確・
公平性が求められる為、担当
職員の更なる資質向上を図
る。
２. コスト重視、安易工法等、
従来的手法にとらわれず交通
弱者や環境に配慮するなど時
代に即した工事執行を進める
必要がある。あ

ん
し
ん
建
設
室

小規模
市道整
備
（道路・
橋梁修
繕）

16248

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

市の財産で
ある市道を
市民と伴に
協働して維
持管理して
いく上で必
要であり継
続していか
なければい
けないが，
額において
は検討する
必要があ
る。

継
続

　　個々の路
線申請から，
地域包括的な
市道の除草等
の協定により，
地域全体とし
ての良好な道
路環境を目指
す手法を検討
する。

20 C
要
改
善

要
改
善

4

　地域で
作業を行
う上で一
定の費用
負担を市
に求めら
れてお
り，地域
団体の活
動推進に
おいて不
可欠であ
る。

4

　地域に
よって考
え方に違
いがあ
り，積極
的に道
路管理を
行う意向
を持つ地
域もあれ
ば，市が
全面的
に行うべ
きという
地域もあ
る。

3

　県のマ
イロード
システム
のような
ボラン
ティア活
動へ移
行できれ
ばコスト
縮減が
望める
が，現実
的には市
への依
存度が
高く難し
い。
　包括的
な市道の
除草等
の協定を
結び個々
の路線
の出来
高確認
等の事
務経費を

3

　道路管
理者であ
る市が行
うべきで
あるが，
地域密
着道路
は地域
で実施す
るほうが
スピー
ディーな
対応が
できる。3

・市の財産で
ある市道を市
民自ら管理
することで道
路環境への
関心も高ま
る。また，業
者委託による
除草よりも経
費がかからな
い。

3

現在の申
請は市道
個々の路
線申請とい
う線的なも
のであり，
申請団体も
自治組織，
常会，任意
団体と様々
である。
　一定規模
の自治組
織等と協定
を結び，地
域全体を包
括した面的
な市道の管
理を図るこ
とができれ
ば，地域的
な道路環境
の整備にも
寄与すると
考える。

47,065

市
民
及
び
市
道
近
隣
の
地
域
団
体
・
市
道
利
用
者

地域団体が行う
市道整備（除草
等）作業に対し，
謝礼金を支払う。
（年間2回を限度）

安全で良好な道路環境
づくりと道路保全・美化
の向上を目指す。

市道除草業務委託路線以外の除
草作業を地域の団体等で行い，
それに対する支援として１㎡あた
り20円の謝礼金を支払う。
また，作業中の怪我への対応とし
て，市が傷害保険に加入する。
平成18年度は，549件の請求があ
り，44,583千円を支出した。
なお，傷害保険については該当が
無かった。

高齢化・少人数のため対応が
難しい地域が増えつつあるた
め一定規模の組織での取り組
みが必要。
地域によっては「市が全て行う
べき」という意識があり，活動
が活発に行われている地域と
の格差が生じている。

あ
ん
し
ん
建
設
室

小規模
市道整
備事業
（道路補
修業務
謝礼）

247

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

市の財産で
ある市道を
的確に管理
するために
必要であ
る。

継
続

市道を的確に
管理するととも
に，市民に対
し効率的対応
ができるよう，
管理システム
の導入が必要
と判断する。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

5

道路本
来目的
の通行
のみなら
ず，電
気・上下
水道等
のインフ
ラ基盤と
なってお
り，その
把握の
ためには
整備が
必要であ
る。

3

道路法
の規定
により，
閲覧に
応じる義
務があ
り，路
線，幅員
確認など
窓口業
務も多々
ある。

3

電算での
管理シス
テムの導
入により
初期投
資費用
がかかる
が，導入
後はコス
ト縮減が
望まれ
る。

5

道路法
の規定
により義
務づけら
れてい
る。

5

道路法によ
り義務づけ
られている。

3

電算での管
理システム
の導入によ
り向上が見
込まれる。

22,135

三
次
市
が
市
道
と
し
て
認
定
し
た
道
路

市道を的確に管
理するとともに，
市民の閲覧に供
する。

新規認定，変更が生じ
た路線について，道路
台帳及び平面図の修正
を行う。

道路台帳は，道路管理を行ううえ
で正確に整備することが必要であ
り，住民から閲覧の申し出があれ
ば供しなければならない。
新規認定，区域変更など変更が
生じた路線について，道路台帳及
び平面図の修正を行う。
新規認定，変更認定，廃止はい
ずれも議会議決を必要とする。

①　現在ペーパーでの管理を
行っているが，ＰＣ管理に移行
し効率的かつスピーディーな
対応ができるよう，システムを
構築する必要がある。
②　合併により自治体の枠組
みが変わったので，見直し再
編を行い，平成1９年度に市道
再編を提案し，その後台帳の
再整備を行う必要がある。

あ
ん
し
ん
建
設
室

道路台
帳

246

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

継
続

条例に基づ
き，事務を
進めること。

継
続

市民の利用等
に支障の無い
よう公共物を
管理するた
め，無断占用
防止の住民周
知する必要が
ある。

24 B
要
改
善

要
改
善

5

適正に
管理する
事は社
会的に
必要な
事務であ
る。

2

申請手
続きにお
いて図面
等が必
要なた
め，申請
者にとっ
て経費
等がか
かり，ま
た面倒な
意識が
ある。

4

構造上
の審査，
事務処
理を職員
が行う以
外にな
い。

5

法的な
管理権
限が自
治体に
なってお
り，民間
委託は
なじまな
い。

5

許可及び承
認を行うこと
により，公共
物の適正な
管理ができ
る。

3

占用等の
更新を電子
化する。

1,423

市
道
，
里
道
，
河
川
，
水
路
を
占
用
又
は
改
築
し
よ
う
と
す
る
住

民
，
電
気
通
信
事
業

者
，
開
発
事
業
者
，
上
下
水
道
占
用
者
等

。

道路法，河川法に
照らし合わせ，申
請を受付，審査，
許可及び承認を
する。

市民の利用や日常生活
に対し，支障の無いよう
公共物を管理する。

１　道路，河川管理者として，電
柱，水道管等の占用申請の審査
し，適正なものについては許可を
し，条例に基づき占用料を徴収す
る。

２　道路，水路等の改築申請を審
査し，適正のものは許可をし，ま
た，指導を行う。

電柱等の地中化を推進しるた
め，占用料の無料化の検討が
必要。
無断占用及び改築を防ぐた
め，関係法及び事務手続きに
ついて住民周知を図る必要が
ある。

あ
ん
し
ん
建
設
室

道路河
川の占
用改築

245

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

62／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
道路改良
整備延長
（ｍ）

ｍ 10,300 6,869 5,050

H18,19は工
事延長で測
量等の委託
は除く

H
1
7

178,207 ⑷改良率 ％
（実延長に対
する改良済
延長）

⑵
H
1
8

215,150 ⑸舗装率 ％ 1 1 1
（実延長に対
する舗装済
延長）

⑶
H
1
9

232,105 ⑹

⑴
応援団加
入数 人 － － 100

ふるさと三次
応援団に登
録していただ
く見込み人
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
三次市人
口 人 60,424 60,113 60,202

三次市の住
民基本台帳+
外国人人口
を増加させる
ための施策
の一環として
位置づけて
いる。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

27,110 ⑹

⑴
関係機関
との協議 回 2 1 5

安芸高田市
との協議が
中心。進捗
に応じ広島
県との協議
も併行して行
う。

H
1
7

711,500 ⑷
関係機関
との協議 回 2 1 5

安芸高田市
との協議が
中心。進捗
に応じ広島
県との協議
も併行して行
う。

⑵
H
1
8

71,000 ⑸

⑶
H
1
9

142,200 ⑹

⑴
説明会の
開催 回 14 30 30

他に個別協
議多数

H
1
7

509,928 ⑷

設計協議
書，再設
計協議書
調印地区
数（年度
内数値）

地区 6

地域の生活環境
の変化に対し，当
該地区の対策協
議会と設計協議
又は再設計協議
（変更の場合）を
行い，合意が得ら
れれば調印す
る。

⑵
H
1
8

237,300 ⑸

新規に用
地協議が
整った地
区数

地区 3 5

土地買収に際し，
当該地区地権者
会に対して，地目
確認，格差協議，
単価発表等を段
階的に行い，契
約に進むことの
了承を得る。

⑶
H
1
9

237,633 ⑹
新規着工
地区数

地区 2 5 3

関係地区に
工事計画を
説明し，了承
を得て工事
に着工する。

そ
の
他

取
り
組
み
内
容
を
拡
大
す
る

。

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

拡
大

早期完成，
開通に向け
て取組む必
要がある。

拡
大

事業の信頼性
を高め，関係
する諸課題を
解決するた
め，市の全面
的な関与が求
められている。
早期開通を図
るためには課
題の迅速な解
決が不可欠で
ある。また，長
期に亘る事業
であるため，
経緯や引継ぎ
を確実に行う
ことや約束等
の履行が重要
となるため，取
り組みの充実
と拡大が必要
と判断する。

27 A
事
業
拡
大

要
改
善

5

地域の
実情に
精通して
いる点か
らも，地
元調整
について
は，市の
積極的
な関与を
関係機
関から求
められて
いる。 5

国・県等
の職員
は異動
があるた
め，引継
ぎがされ
ないとの
住民感
情があ
り，市が
証人と
なって約
束を完遂
すること
が求めら
れる。

5

直接的な
経費負
担はほと
んどなく，
人件費
が大半で
ある。事
業が拡
大すれ
ば，職員
がますま
す地域へ
関わる必
要増大す
る。

4

地域住
民や地
権者から
信頼を得
て円滑な
事業推
進を図る
ために
も，市が
加わった
方が良
い。

5

１　市が加
わることで，
住民や地権
者からの
　　信頼が
高まり，円
滑な事業推
進が図れ
　　る。
２　本事業
が今後のま
ちづくりに果
たす役割
　　は極めて
大きい。

3

事業が拡
大すること
で，事案件
数の増加
や処理に
要する時間
がかかるた
め，効率や
交渉能力
のアップす
る必要があ
る。

7,119

中
国
横
断
自
動
車
道
尾
道
松
江
線

１　国・県等との計
画・関連事業等に
関する折衝・協議
調整
２　市の関連事業
の推進及び築造
物の管理等に関
する調整
３　対策協議会・
関係者等との折
衝・協議調整
４　地権者会・地
権者との折衝・協
議調整

１　本市と市民にとって
真に有用な計画とする。
２　本事業による沿線住
民や地権者への悪影響
を最小限に抑えると
　　ともに，側道等の関
連事業による生活環境
の改善を図る。
３　円滑な事業推進によ
る早期完成を目指す。

　設計協議等に関しては，国・県
等との計画・関連事業の推進等に
関する折衝・協議調整，庁内関係
部局との事業工程・管理区分等に
関する調整，対策協議会との折
衝，関係者との個別協議などを行
う。
　用地買収に関しては，県用地事
務所等との工程・推進方法等の
協議調整，地権者会との折衝，地
権者との個別協議，家屋移転者
の移転先の確保に関する調整や
物件調査などを行う。
　盛土場，工事用道路，流末排水
等，派生的事業に係る関係機関・
地域住民との調整，折衝等を行
う。
　平成18年度は，既に着工してい
る地区の工事説明や新規5地区
の用地

１　工事の本格化に伴う苦情，
要望等への迅速な対応。
２　設計協議の合意事項や懸
案事項の整理と着実な実行。
３　尾道松江線事業と関連す
る事業との事業年度や方法等
の調整。
４　国・県事業等との調整や管
理区分の整理。
５　インターチェンジの活用策
と高速道路を利用したまちづく
りやバスストップの検討。
６　国交省の買収用地の適正
管理のチェック。

あ
ん
し
ん
建
設
室

尾道松
江線事
業の促
進

9252

第
6
 
都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

3

)

広
域
交
通
網
の
充
実

継
続

両市の境界
を確定し，
明示する.

継
続

　市町村間の
境界確定は地
方自治法で規
定される地方
自治体の事務
で，当該案件
が発生した場
合は速やかな
事務処理が求
められる。境
界が未確定の
ままでは関係
土地の管理，
運用上も支障
があり，国や
関係地方公共
団体の事務に
も影響を及ぼ
すことになる。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

4

一般的な
社会的
ニーズは
それほど
高くはな
いが，正
式な市
域，面積
の確定，
公表等の
面での社
会的ニー
ズは極め
て高い。

3

一般的
な市民
ニーズは
ないが，
関係土
地所有
者にとっ
ては直
接財産
の管理・
運用の
面でニー
ズがあ
る。4

直接的
経費は
ほとんど
見込まれ
ないが，
早期に整
理するこ
とで人件
費を他へ
振り向け
ることが
できる。

5

地方自
治法第７
条第３項
の規定
により市
の事務と
されてい
る。

5

法に定められ
た手順に従
い，境界確定
手続きを進め
る。

4

一日も早い
境界確定を
目指し，事
務手続きを
進める。

71

 
安
芸
高
田
市
及
び
関
係
土
地
所
有
者

①相続関係を整
理し，関係者との
協議を経て境界
確定
②両市議会での
議決
③広島県への申
請

両市の境界を確定し，
明示する

　本市の境界については，安芸高
田市と接する一部が決定しておら
ず，両市の面積も，国土地理院に
おいて「便宜上の概算数値」として
公表されている。
　境界が確定できなかった理由
は，当該区域において境界紛争
が起きていたためであるが，本件
に係る裁判は平成14年１月に結
審している。
　本来は，旧三和町と旧甲田町に
よって整理されるべき事項であっ
たが，関係土地は共有地であり，
さらにその共有者の一部に相続
が発生し，所有関係の整理に手
間取り今日に至っている。

・面積が増減することについて
三次・安芸高田両市議会との
協議，調整

管
財
室

隣市と
の境界
確定

16251

第
6
 
都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

1

)

広
域
発
想
に
よ
る
戦
略
立
案

継
続

具体的事務
事業の整
理。

継
続

本市の人口増
加と推進のた
めには，ふるさ
と三次応援団
会員を通して
ＰＲを行うこと
は重要であ
る。

19 C
未
実
施

未
実
施

3

市が進
めている
事業や
施策を市
の内外
からPR
し，応援
していく
ことは，
特に農
業・商業
の関係
者のとっ
ては，儲
けにつな
がること
からニー
ズはあ
る。

2

市民の
関心も低
いが，市
の各分
野・施策
のPRを
行うこと
は重要
である。

3

会費制を
とること
により，
会員へ
の特典を
与え，特
典による
市内の
関係者
の儲けを
促進す
る。

4

観光協
会のみ
ならず，
農業関
係者等
多種な
分野にま
たがるた
め，市が
やったほ
うがよ
い。

4

応援団組織
化は，市の
PRを市内外
の双方向か
ら進めること
ができる。

3

応援団の
結成後に，
さらにまち
づくりの観
点から団の
施策を展開
する。

市
民
及
び
全
国
各
地
の
希
望
を
す
る
人

。

様々な情報の収
集又は提供等を
行う交流事業
市のまちづくりへ
の提案，ボラン
ティア活動の提供
等を行う支援事業
特産品の紹介等
を行うデータベー
スマーケッティン
グ事業
応援団の会員の
募集，名簿の整
理等を行う募集事
業

市のPRによって，商業・
農業関係者が儲かる仕
組みを構築する。
市外の応援団の方には
三次の良さを享受しても
らえる。

　市の人・歴史・自然等を愛する
ふるさと三次応援団の活動によ
り，ふるさとの人・もの・情報等の
交流を高めるとともに，人口増加
と選ばれるまち三次を目指し，ふ
るさとのまちづくりを応援すること
を目的とする。

　三次の定住施策を積極的に
PRし，三次市外からの定住人
口を増加させる。

企
画
調
整
担
当

「ふるさ
と三次
応援団」
設立事
業
（みよし
応援団
システ
ム）

19250

第
6
 
都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

1

)

情
報
発
信
都
市

継
続

県道も含め
た全体の整
備を計画的
に進め，事
業箇所の選
択と集中に
より，供用
開始が早期
にできる路
線について
は迅速に進
める。

縮
小

　新市まちづく
り計画による
道路整備は市
町村合併にお
いての合併条
件であり，又
市の道路交通
網形成上欠く
ことのできない
路線である。し
かしながら，整
備手法につい
ては改善の余
地は残されて
おり，橋梁整
備についても
耐用年数を見
極めつつ整備
年次を考慮し
ていく必要が
ある。

23 B
未
実
施

要
改
善

4

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，社
会的
ニーズは
高い。

4

　生活道
路の利
便性や
幹線道
路網の
形成に
貢献して
おり，市
民ニーズ
は高い。

3

　地域に
おいて，
道路整
備促進
のための
推進母
体を形成
し，地域
にふさわ
しい道路
につい
て、住民
と地権者
及び行政
の合意
形成を行
う必要が
ある。

5

　道路管
理者以
外には，
道路法
上困難
である。

4

目的達成の
ためには、
市道の整備
は、最も有
効かつ効果
的な手段で
あるが、住
民は多様な
意見があ
り、多数の
合意の上事
業を推し進
める。

3

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した道
路整備をす
る必要があ
る。

1,477,868

　
市
道
の
利
用
者

　市道を拡幅等に
より整備する。

  安全で快適、利便性
の確保

　道路新設改良事業については，
新市まちづくり計画（H15年度作
成）及び新市まちづくり計画事業
（H16年度作成）並びに三次市実
施計画（H16・17・18年作成）に基
づき事業展開を行ってきた。
　平成17年度は，57路線58箇所
について事業実施を行った。
　平成18年度は，49路線49箇所
について事業実施を行った。
　平成19年度は，46路線46箇所
について事業実施を行う。

現在，道路改良計画は実施計
画に基づき平成26年度までの
計画を持っているが，厳しい財
政運営の中，より経済的な工
法の採用を考えながら，選択
と集中により早期の供用開始
を目指す必要がある。生活密
着型道路については，緊急車
両や福祉車両の通行の確保を
優先して整備する必要があ
る。あ

ん
し
ん
建
設
室

市道整
備事業

16249

第
5
 
環
境

３
地
域
交
通

(

3

)

交
通
基
盤
づ
く
り

63／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
用地取得
面積 ㎡ 4,025 3,150

用地取得面
積

H
1
7

#DIV/0! ⑷
用地取得
率 ％ 37 65

全体面積約
1.1haのうち
の用地取得
率

⑵
地元説明
（個別説
明含む）

回 1 3

事業認定に
係る関係権
利者への説
明（個別説明
含む）

H
1
8

127,997 ⑸
実施方針
策定 ％ 20 80

実施方針を
策定し，本事
業に対する
市民の理解
を得る。

⑶
事業説明
会 回 1 3

商業関係
者，住民を対
象とした説明
会の開催

H
1
9

152,981 ⑹

⑴
コンテン
ツ更新回
数

回 200 240 300

軽微な訂正
以外のコン
テンツ追加
及び更新回
数

H
1
7

35,595 ⑷

サイト閲
覧件数
（トップ
ページ）

件 260,000 300,000 470,000

三次市の
ホームペー
ジを訪問した
延べ件数で
あり、トップ
から下部の
階層の閲覧
件数を除く

⑵
H
1
8

32,220 ⑸

⑶
H
1
9

36,463 ⑹

⑴
住民数
（毎年度
４月）

人 61,253 60,814 60,418

情報処理業
務がほぼ全
住民を対象
としたものと
考えられるた
め，住民一
人当たりを指
標とした。

H
1
7

3,559 ⑷
各種証明
書発行の
所要時間

分 3 3 2

住民票，印
鑑証明書，
所得証明書
などの発行
に要した処
理時間（１件
当りの平均）

⑵
H
1
8

3,701 ⑸

⑶
H
1
9

2,380 ⑹

⑴端末台数 台 600 610 610

年度毎の職
員端末の設
置台数（故障
時の予備機
含む）

H
1
7

114,825 ⑷
ポータル
アクセス
件数

件 1,114,098 1,189,558 －

アクセス件数
はあくまで参
考指標であ
り、本事業の
成果は具体
的な数値で
表すことは難
しい。

⑵
H
1
8

116,614 ⑸

⑶
H
1
9

110,260 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

1
5
 
効
果
の
検
証

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

職員への技
術的啓発を
実施し利用
率を向上さ
せる。

継
続

今後も継続的
に保守・改善
を行い行政ＬＡ
Ｎの活用を図
る。また今後
の導入機器の
更新につい
て，新ＯＳの絡
みもあり、技術
的な面から事
前検討を行っ
ていく必要が
ある。

24 B
要
改
善

要
改
善

5

　ＩＴに関
連した法
律の施
行やe-
Japan，
u-Japan
計画など
国の方
針であ
り，社会
的に極
めて必
要性が
高い。 3

　直接的
に市民
には関
与しない
が，この
事業は
情報共
有，情報
の迅速
化を目指
してお
り，迅速
な事務
事業が
執行でき
ることに
より，市
民に対
するサー
ビス向上
につなが
る。

4

　システ
ムの維持
費は経
常的経
費である
ため，コ
スト削減
は困難で
あるもの
の，業務
委託内
容の精
査を行
い，費用
対効果を
高める必
要があ
る。また
保守につ
いても見
直しが必
要であ
る。

5

　職員相
互の情
報共有
及び情
報伝達
の迅速
化を図る
ことが目
的である
ため，市
が実施
する必要
がある。

4

　目的に対
し，ある程度
は成果は出
ているが，
他市のポー
タル機能等
の情報収集
を行い，より
一層の活用
を図ること
が必要であ
る。

3

　機器の性
能向上・技
術革新等
の動向を見
極めなが
ら，今後の
行政ＬＡＮ
のあり方に
ついては常
に見直しが
必要であ
る。引続き
庁内からの
要望などを
参考に改
善を行って
いく必要が
ある。

71,135

三
次
市
職
員

グループウェア
（行政情報ポータ
ル、共有フォル
ダ、メール、予定
表の共有等）を利
用し、職員相互の
情報共有及び情
報伝達の迅速化
を図る。

グループウェアの改良
①行政情報ポータルの
改良
②共有フォルダ（ファイ
ルサーバ）の改良
③機器の安定稼動

グループウェア（行政情報ポータ
ル、共有フォルダ、メール、予定表
の共有等）を利用し、職員相互の
情報共有及び情報伝達の迅速化
を図る。

日常の行政事務中で、職員間
の情報共有・連携という機能に
おいて行政ＬＡＮの重要性は
極めて高くなっており、安定し
た運用・職員の事務効率の向
上を目標に取り組みを行う。機
器の障害発生時には，迅速な
対応により職員に与える影響
を最小限に留める方法を検討
する必要がある。またポータル
機能の充実，各種ソフトウエア
の活用も促すことで，全庁的に
さらなる事務効率が図れる環
境を整備する。

情
報
室

行政ＬＡ
Ｎ運用
事業

16256

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

効果の検証
と併せニー
ズに沿った
改善を目指
す。

継
続

システムの見
直しという再構
築そのものは
完了したが，
今後は運用に
関する部分の
見直しについ
ては継続して
実施する必要
がある。

23 B
未
実
施

要
改
善

5

行政情報
の処理を
コン
ピュータ
で行うこと
は全国的
に行われ
ているこ
とであり，
この運用
に関し効
率的にか
つ，コスト
パフォー
マンスに
優れたも
のを目指
すことの
必要性は
高いと思
われる。

5

システム
の操作
や運用
は直接
市民が
行うこと
ではない
が，この
目的及
び成果
から必要
性は極
めて高い
と判断で
きる。

3

機器保
守やプロ
グラムサ
ポートに
関して
は，削減
の可能
性は低い
が，運用
支援につ
いては見
直しによ
り，削減
の余地
はあると
思われ
る。

3

再構築
後の運
用に関し
ては，実
質的に
はかなり
の部分を
業務委
託で行っ
ており，
管理部
分での
市の関
与は今
後も必要
と考え
る。

4

事務の効率
化，経費削減
のための新
システム構築
であり，委託
部分の拡大
等によるもの
でおおむね
合致している
と思われる。

3

新システム
での運用は
今年度から
のものであ
り，今後改
善の余地
はある。

225,077

市
職
員
及
び
住
民

業務間のデータ
連携強化による事
務の効率化及び
住民サービスの
向上を図る。また
必要に応じ，委託
業務内容の見直
しを図り運用経費
の削減を行う。

新システムの構築によ
り，担当部署でのデータ
抽出を容易なものとし，
プログラム変更等の業
務を委託により実施し，
効率的な運用を行う。

平成１６年４月の合併時には，旧
広島県北情報センター組合のシ
ステムを改修し合併対応を行い運
用を継続していた。
   当システムは各業務間のデー
タ連携が困難であることや，制度
改正の対応等への作業負荷が大
きい等の課題があった。このた
め，事務の効率化及び住民サー
ビスの向上を図るため，平成１８
年度事業として基幹業務システム
の再構築を完了した。
今後はこのシステムのより効率的
な運用を取組むのもである。

今後ますます進展が予想され
る事務・権限移譲や，制度改
正にも迅速に対応できうるよ
う，システムの品質マネジメン
ト（継続的改善）を図っていく必
要がある。また，システム運用
上のミスを未然に防止するた
めのチェック体制を強化し，よ
り効率的で経済的な運用を行
う必要がある。
将来的には，全面的な業務委
託（アウトソーシング）の可能
性も視野に入れて検討する。情

報
室

基幹業
務系シ
ステム
見直し

16255

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

常に，最新
の情報を載
せるよう努
める必要が
ある。

拡
大

外国語版（英
語）ホーム
ページを整備
し、市内外の
外国人にも情
報提供を可能
とする必要が
ある。
地図情報提供
サービスの導
入により、各施
設等の案内等
を容易にする
必要がある。
市民等の意見
や要望等を受
け付ける専用
の窓口（ペー
ジ）が必要で
ある。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

積極的
な情報
開示と適
切な情
報伝達
は事業
者・市民
等とも市
に求めら
れている
サービス
である。

5

生活全
般に関
わる情報
を適宜提
供するこ
とは市民
にとって
必要であ
る。　ま
た、市民
等の声を
届ける手
段（アン
ケート・
意見公
募等の
利用）と
して必要
である。

4

システム
のリース
料と保守
業務（メ
ンテナン
ス料）
は、必要
経費とし
て削減は
難しい。
また、
ホーム
ページ機
能拡張
業務（地
図情報
閲覧機
能・SSL
機能・英
語版ペー
ジ）は導
入経費と
して削減
は難し
い。

5

市の概
要や市
政の情
報等を不
特定多
数に対し
て常に広
く開示す
ることは
行政の
責務であ
り、住民
福祉の
向上や
まちづく
り参加の
推進はも
とより、
三次市
の経済
活性化
において
も必要不
可欠であ
る。

5

リアルタイム
かつ詳細に
市の情報を
伝達する手
段として、
ホームペー
ジ運営によ
る情報開示
は、市民生
活をはじ
め、主要施
策、観光・産
業の情報伝
達等、タイ
ムリーな提
供を目的と
することに
合致してい
る。

3

内容の充
実が必要で
ある。

7,733

市
民

、
市
内
事
業
所

、
近
隣
自
治
体

、
三
次
市
に
縁
の
あ
る
方

、
三

次
市
に
関
心
の
あ
る
方

三次市の市政・観
光・福祉・産業情
報をはじめ、市民
生活と市政運営
に関わる情報を公
開する。また、広
聴手段として、電
子掲示板、パブ
リック・コメント（意
見公募）、アン
ケートの実施等を
ホームページを通
じて行う。

市の情報を分かりやすく
伝え、積極的に情報発
信をすることで、市政に
関心をもっていただき、
まちづくりに積極的に参
加していただくことを目
指す。
また、観光・産業・福祉・
イベント等の情報をタイ
ムリーに提供すること
で、いつでも、どこでも、
誰でも支障なく、新鮮で
役立つ情報が得られる
ことを目指す。

市の政策や取り組み、観光・産
業・福祉情報やイベント等あらゆ
る情報を掲載する三次市公式
ホームページの運営。リアルタイ
ムかつ詳細に情報を伝達すること
ができ、電子掲示板、パブリック・
コメント（意見公募）、アンケートの
実施や各部署メールアドレスの公
開・リンクで広聴活動もあわせて
行う。更新作業は原則、当該業務
の担当部署がページを作成し、秘
書広報担当において最終公開作
業を行う。

外国語版（英語）ホームページ
を整備し、市内外の外国人に
も情報提供ができるようにす
る。
地図情報提供サービスの導入
により、各施設等の案内を容
易に提供できるようにする。
広聴手段として、市民等の意
見や要望等を受け付けるた
め、専用の窓口（ページ）を設
ける。
部署により情報の更新頻度や
内容に格差があり、情報密度
の不均一を改善する必要があ
る。
アクセシビリティに対する配慮
を各部署で再認識して、意識
統一する必要がある。

秘
書
広
報
担
当

ホーム
ページ
運営

16254

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

1

)

情
報
発
信
都
市

継
続

三次市の顔
となる事業
であり，早
期着手に向
け事業認
定，用地取
得，工事着
手となるよ
う努めるこ
と。

継
続

駅周辺整備事
業は市にとっ
てのエントラン
スであるととも
に顔となる場
所を整備する
事業であり，
市や中心市街
地のまちづくり
を考え，実施
するうえで極
めて重要な事
業であるた
め，早期の用
地取得に向け
て事業推進を
図る必要があ
る。

24 B
事
業
拡
大

要
改
善

5

駅周辺
整備は
市にとっ
て重要な
事業であ
り，地元
住民や
市民に
とって必
要性の
高い事
業であ
る。

5

市民
ニーズが
高く，早
期整備
が望ま
れる。

4

説明会
等に出席
する回数
が増加
し，コスト
減には
中々つな
がらない
と考えら
れる。

3

交通結
節点機
能の強
化を図る
事業であ
り，ま
た，市の
顔として
のエント
ランス整
備でもあ
り，まち
づくりの
観点から
も公共性
が高く，
市が実
施すべき
内容であ
る。

4

事業用地取
得に向け
て，さらに地
権者の理解
を得るため
の説明を行
う必要があ
る。

3

事業説明を
十分に行う
ことにより，
地権者理
解が深まる
余地があ
る。

515,189

市
民
，
駅
周
辺
住
民
，
入
込
客

複合交通センター
（バスセンター・Ｊ
Ｒ乗継広場）の整
備，駐車場整備，
駅前広場再整備
など

交通結節点機能の強化
を図るとともに三次市の
玄関口としてふさわしい
賑わいのある拠点施設
づくりを行うことで，交通
機関の乗換え等の利便
性向上を目指す。

新市のエントランスとしての都市
機能の充実と，魅力と賑わいのあ
るまちづくりを事業目的とし，三次
駅前の国道183号の拡幅４車線化
（県事業）にあわせて，交通拠点
機能の充実を図るとともに都市の
顔としての賑わいと魅力ある空間
を創造する。

事業の必要性を関係権利者及
び市民に充分にご理解いただ
くよう，より一層，事業説明の
機会を設けるとともに，行政と
住民との情報共有を推進する
必要がある。
事業用地の取得に向けて，早
期に地権者同意を受け事業認
定申請の手続きを行う必要が
ある。
この事業にあわせて，市道274
号・中原踏切改良に向けたＪＲ
協議，交差点協議を行う必要
がある。

政
策
担
当

三次駅
周辺整
備事業

15253

第
6
 
都
市

１
州
都
へ
の
道
の
り

(

6

)

都
市
の
中
枢
・
拠
点
機
能
の
強
化

64／94
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※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
光伝送路
による接
続施設数

（箇所） 168 169 169
光伝送路に
よる接続施
設数

H
1
7

589,964 ⑷

ウェブ
ページの
ページカ
ウンター

（件） 260,000 460,000 470,000

「ウェブページ
カウンター」は
三次市ウェブ
ページ閲覧者
数をカウントし
たものであり，
ウェブページ利
用者の概算数
を表している。

⑵
ウェブ
ページの
更新回数

（回） 200 240 240

行政情報・子
育て情報・観
光イベントに
関する情報を
提供するウェ
ブページ
（ポータルサイ
ト）の更新回
数

H
1
8

329,284 ⑸

ＴＶ会議
システム
会議開催
数

（回） 8 8 15

ＴＶ会議シス
テム会議開
催数は，ＴＶ
会議システ
ムを利用して
の各種業務
の実施数を
表している。

⑶
イベント
中継の実
施回数

（回） 16 21 21

イベント中継
（三次市議会
等）の実施回
数

H
1
9

387,834 ⑹

イベント
中継の閲
覧実施施
設数（延
べ数）

（箇所） 700 700 900

イベント中継
（三次市議会
等）は，三次
市行政への
関心をより一
層高めること
ができる。

⑴

電子申請
システム
及び公共
施設予約
システム
導入

式 1 1 1

県と県内市
町の共同運
用で行うシス
テムの年間
負担金等

H
1
7

17,703,000 ⑷

電子申請
システム
による申
請件数
（年間）

件 3 15
水道関係の
手続き（2件）

⑵
総手続き
数 件 5 12 16

平成18年度
水道開始手
続き他7件
平成19年度
臨時職員応
募申込他4件
追加予定

H
1
8

16,027,000 ⑸

公共施設
予約シス
テムによ
る予約件
数(年間）

件 ― 86 95
みよし運動
公園（86件）

⑶
対象施設
総数

施設 2 4 6

平成18年度
とみしの里・
酒屋体育館を
追加
平成19年度
カーター球場・
カーターシビッ
クセンターを
追加予定

H
1
9

16,027,000 ⑹

電子入札
による入
札件数
（年間）

件 272 1,186 1,186

入札参加資
格申請　752
件　　入札
（工事，委託
業務）434件

⑴加入促進 人 1,500 2,500 3,600

2期・3期地区の
説明会
2期地区の契約
獲得
3期地区の予約
獲得
1期地区の追加
契約の獲得

H
1
7

12,053 ⑷加入促進 人 8,500 4,644 3,600

平成１７年度
活動指標ま
では説明会
参加者数
平成１７年度
成果指標か
らは説明会
参加者数＋
契約者数

⑵
H
1
8

2,157 ⑸

⑶
H
1
9

1,015 ⑹

⑴施設整備 km 582 450 526

作木・君田・
三和町の伝
送路を整備
する。
システム一
式を整備す
る。
宅内機器を
整備する。

H
1
7

3,317,768 ⑷施設整備 km 629 557

2期地区で
2,160件・1期
地区で800件
の伝送路を
整備した。局
舎及びサブ
センター6箇
所のシステ
ムを整備し

⑵
H
1
8

3,195,580 ⑸

⑶
H
1
9

2,672,796 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

終
了

当初の整備
計画はH19
年度で一旦
終了し，地
上デジタル
放送等の対
応など，新
たな課題は
継続して整
備を行なっ
ていく。

終
了

当初から平成１５
～１９年度で事業
を完了させる計画
である。
平成１８年度まで
の予定は計画ど
おり完了してい
る。
平成１９年度の３
期地区（吉舎・三
良坂・甲奴町）を
早急に整備する。
＊20年度以降の
課題
当初に予定して
いなかった自主
放送のデジタル
化等の施設整
備。伝送路・シス
テム機器等の適
正な維持管理。
電柱支障移設・新
規契約者への引
込工事及び宅内
機器の調達等。
機器の更新。文
化サブセンターの
移設。

28 A
現
状
維
持

事
業
拡
大

5

国・県・
市の基
本政策
に沿った
事業で，
現在の
ニーズに
合致す
る。
高速通
信網の
早急な
整備が
求められ
ている。
2011年
の地上
デジタル
放送へ
の切り替
えに間に
合う。
難視聴
地域の
解消に
役立つ。

4

周辺部で
は極めて
ニーズが
高い。旧
市の市街
地では，
周辺部ほ
どのニー
ズはない
が，地デ
ジに関し
ては全域
で関心が
高い。
通信は，
民間の伝
送速度が
遅い地域
ほどニー
ズが高
い。
全世帯・
事業所を
対象とす
る事業で
ある。

5

設計・入
札の段
階でぎり
ぎりまで
コストを
削ってい
る。
必要最
小限の
機器整
備にとど
めてい
る。

5

設備投
資に似
合う収益
が見込
めないの
で，市全
域の施
設整備
は，民間
ではでき
ない。
過疎・辺
地を含む
中山間
地域で
は，情報
インフラ
の整備
は行政
が行うし
か，早急
な整備
手法は
ない。

5

2期地区で
2,160件・1期
地区で800
件の伝送路
を整備した。
局舎及びサ
ブセンター6
箇所のシス
テムを整備
した。
宅内機器を
購入した。
公共施設
（避難所）の
宅内工事を
施工した。

4

２期地区の
加入率は
約９０％に
達してい
る。
１期地区の
加入率は
約４７％で
ある。

1,438,011

市
内
全
世
帯
及
び
事
業
所

デジタル高画質映
像の配信。高速イ
ンターネットで高
度情報通信社会
に対応。ＩＰ電話の
普及により新たな
コミュニケーション
手段を確保する。
音声告知放送に
より地域のお知ら
せや緊急情報を
伝える（旧三次市
の農協有線放送
の代替措置）。情
報過疎からの脱
却を図る。

施設整備　　　　伝送路・
基本システム・宅内機器
等の整備
維持　　　　　　　既設伝
送路の支障移設等
保守管理　　　　既設シ
ステム・宅内機器等の
保守
サービス　　　　テレビ・
インターネットによる行
政情報の配信

市内全戸及び事業所を対象に，
放送と通信の事業を行う。（一部
農水省補助対象＝H15～17・一部
総務省補助＝H18)
伝送方式はFTTH・２芯・GE-PON
方式を採用。
行政が施設整備を行い，第3セク
ター方式で管理・運営を行う。（公
設民営方式）
局舎は三次市防災センター2階。
サブセンター21箇所。
全市を３地区に分けて順次整備
する。

平成１９年度末までには市内
全域のＣＡＴＶ基盤整備が整う
こととなる。今後さらにＣＡＴＶ
の情報通信基盤を積極的に活
用し，徹底した情報開示や情
報提供を行っていく中で，市民
との価値観の共有化を諮り，
開かれた行政をめざしていく。
また，ＣＡＴＶのコミュニティー
チャンネルや超高速インター
ネットを活用し，市内外へ積極
的に地域情報を受発信してい
くことにより，地域コミュニティ
の活性化を図る。

情
報
室

地域情
報化（Ｃ
ＡＴＶ等）
事業

15260

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

開局時の加
入促進は今
年度で一旦
終了する
が，引き続
き全市域で
加入の促進
を実施す
る。

終
了

当初から平成
１５～１９年度
で事業を完了
させる計画で
ある。
作木・君田・三
和の各支所職
員が地区内の
全世帯加入促
進活動を行
い，非常に高
い契約率だっ
た。
3期地区の加
入促進活動を
強化する。

26 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

ほとんど
が難視聴
地域（共
聴組合）
なので映
像系は
ニーズが
高い。
通信系も
民間に期
待できな
いので
ニーズが
高い。
地上デジ
タル放送
に関心が
高まって
いる。

5

周辺部で
は極めて
ニーズが
高い。旧
市の市街
地では，
周辺部ほ
どのニー
ズはない
が，地デ
ジに関し
ては全域
で関心が
高い。
通信は，
民間の伝
送速度が
遅い地域
ほどニー
ズが高
い。
全世帯・
事業所を
対象とす
る事業で
ある。

5

必要経
費（コス
ト）が
元々小さ
い。
小集落
単位で説
明会を実
施した。
共聴組
合に重点
をおい
た。

3

加入促進
は，本来ＣＡ
ＴＶの運営を
行う第３セク
ター三次
ケーブルビ
ジョンが主
体的に行う
べきもので
はあるが，
ＣＡＴＶ整備
事業は市の
主要施策
で，公共性
が高いた
め，市として
も積極的に
加入促進に
取り組むべ
きものであ
る。
旧町村につ
いては，支
所職員が勧
誘した方が
効率的で，
より成果が
上がる。

5

ＣＡＴＶ事業
の目的と
サービス内
容を理解い
ただいた。
ＣＡＴＶ事業を
映像を利用し
て周知した。

3

２期地区の
契約率は８
９％に達して
いる。
３期地区の
契約目標率
は８０％であ
るが，現在
の予約率は
約４８％であ
る。
旧三次市の
契約率は約
４５％で，目
標の５０％に
達していな
い。（開局３
年後には目
標６０％）
インターネッ
トは目標率１
７％に対し
て，契約率
は１０．７％
に留まって
いる。

5,393

市
内
全
世
帯
及
び
事
業
所

デジタル高画質映
像の配信。高速イ
ンターネットで高
度情報通信社会
に対応。ＩＰ電話の
普及により新たな
コミュニケーション
手段を確保する。
音声告知放送に
より地域のお知ら
せや緊急情報を
伝える（旧三次市
の農協有線放送
の代替措置）。情
報過疎からの脱
却を図る。

2期地区の契約目標８
０％
1期地区追加契約
説明会を実施し，3期地
区の予約をとる。

市内全戸及び事業所を対象に，
放送と通信の事業を行う。（一部
農水省補助対象＝H15～17・一部
総務省補助＝H18)
伝送方式はFTTH・２芯・GE-PON
方式を採用。
行政が施設整備を行い，第3セク
ター方式で管理・運営を行う。（公
設民営方式）
局舎は三次市防災センター2階。
サブセンター21箇所。
全市を３地区に分けて順次整備
する。

平成１９年度末までには市内
全域のＣＡＴＶ基盤整備が整う
こととなる。今後さらにＣＡＴＶ
の情報通信基盤を積極的に活
用し，徹底した情報開示や情
報提供を行っていく中で，市民
との価値観の共有化を諮り，
開かれた行政をめざしていく。
また，ＣＡＴＶのコミュニティー
チャンネルや超高速インター
ネットを活用し，市内外へ積極
的に地域情報を受発信してい
くことにより，地域コミュニティ
の活性化を図る。

情
報
室

地域情
報化事
業（ＣＡ
ＴＶ加入
促進）

15259

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

課題を整理
し，常に課
題解決へむ
け事業推進
する。

継
続

電子自治体構築業務
は，どのシステムも広
島県や他自治体と共
同運用しておりシステ
ム面においては改善
を図ることは難しい。
システムごとに各部会
があり参加団体は原
則としてシステム導
入・共同運用をする必
要がある。現在のシス
テム，特に電子申請シ
ステムにおいては，手
続きの搭載に数ヶ月
かかるなどシステム的
に問題がある部分が
多く，利用率とうにつ
いて望ましい成果が
得られていない，申請
書の追加により利用
率の向上もありえる
が，現行システムを使
用する限り大幅な利
用増は見込めない。
平成21年度　新システ
ムへの更新が計画さ
れており，前回

21 C
事
業
拡
大

事
業
拡
大

3

総務省
が新たに
「IT新改
革戦略」
を策定
し，その
中で行
政手続き
にかかる
申請・届
出のオン
ライン申
請率
50％が
掲げられ
ており，
電子自
治体の
推進が
求められ
ている。

3

窓口，郵
便に加え
申請・届
出手段
の拡大
により，
申請者
（住民）
の選択
肢が拡
大され，
外出が
困難な
住民へも
申請の
機会が
図られる
ことにな
る。

3

○電子申
請について
は，平成20
年には広
島県下の
市町が共
同参加する
予定となっ
ており，参
加市町が
増えれば
負担割合も
減少する。
○公共施
設予約シス
テムについ
ては公開
施設数によ
り負担割合
が決められ
ているた
め，三次市
の新規公
開施設数と
他自治体
の施設追
加数に依
存する。

5

市の行
政手続き
業務の
電子化
である。

4

システムの
導入により、
空室状況の
確認がWEB
上からでき
ることから、
予約申込み
がスムーズ
になってい
るとともに、
予約管理が
効率的に
なっている。
今後は、利
便性拡大に
向け，公開
施設数を追
加していく必
要がある。

3

今後は，施
設数及び
申請手続き
数を追加す
ることによ
り，利用者
の拡大が
予測され
る。

16,027

三
次
市
民
等

ＩＴ技術を活用し、
事務処理の簡素
化及び効率化を
図るとともに住民
等の利便性の向
上を目的とする。

電子申請及び公共施設
予約システムの手続き
数・対象施設数増加。

各種申請及び届出等の行政手続
について、自宅や職場等からイン
ターネットにより手続きを可能とす
ることでワンストップサービスを実
現するとともに、行政運営の簡素
化及び効率化を図るものである。

電子申請システム・公共施設
予約システムとも広島県及び
県下自治体との共同運用であ
るため，三次市単独でのシス
テム改善は難しいが，可能な
限り対象施設数増加と手続数
の増加を行う中で，住民サー
ビスの向上を図る。
また，行政事務を電子化する
ことにより，行政事務の簡素効
率化，透明性の向上などの業
務改善を推進していく。

情
報
室

電子自
治体構
築推進
事業

16258

第
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都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

ニーズに対
応したサー
ビスを行う。

拡
大

「電子自治体
及びｅ－ＪＡＰ
ＡＮ構想」に基
づき基本イン
フラの構築を
実施してきた。
現状で活用で
きるサービス
はインターネッ
トの閲覧や電
子メールサー
ビスなどの基
本的な利用し
かできない状
況であり、住
民ニーズに対
応したサービ
スへの取り組
みが必要であ
る。

24 B
要
改
善

要
改
善

5

行政圏
域が広
域にわ
たってい
ることか
ら，行政
サービス
提供の
ための
手段の1
つとし
て，また
市民と行
政の情
報共有
の基礎イ
ンフラと
して，必
要性が
極めて
高い。

5

中山間
地域や
過疎地
域を抱え
る三次市
において
は，高速
通信回
線に対
するニー
ズが高
く，各種
事業に
おいて有
用な活
用が期
待でき
る。

4

他の電気
通信事業
者が整備
した高速
アクセス
回線で
は，合併
した三次
市内を網
羅し得る
サービス
がないだ
けでなく，
回線速度
の向上を
簡易・短
期に行う
ことができ
ず，独自
で回線を
敷設し
ネットワー
クを運営
すること
は大きな
メリットが
ある。

3

市の業
務として
法律とし
ての定
めはない
が，国の
「ｅ－ＪＡ
ＰＡＮ戦
略」にお
いても電
子自治
体の構
築は重
点政策と
位置づ
けられて
おり，積
極的に
整備を進
めるべき
ものであ
る。

3

当初の目的
どおりに，
ネットワーク
構築を行っ
た。

4

この事業に
より，ネット
ワーク基盤
の整備は
一定水準
に達したと
考えている
が，住民
サービスの
展開に不
可欠なソフ
トウェア（=
システム）
部分の整
備は始まっ
たばかりで
あり，現状
では不十分
である。今
後，意欲的
な整備が必
要である。

55,649

　
市
民
及
び
三
次
市
に
関
心
の
あ
る
方

　インターネットを
通じて行政情報
の収集をより身近
にできるようにす
るとともに、ＴＶ会
議システムにより
各種相談業務を
実施する。

①ウェブページによる，
行政情報・子育てに関
する情報を提供する。
②ＴＶ会議システムによ
り，各種相談業務を実
施する。また利用者間
の交流を図る。③キオス
ク端末により，観光・イ
ベント情報を提供する。
④教育支援システムに
よって，学校間交流等を
図る。

平成１６年４月１日の市町村合併
により，行政サービスの範囲が広
域化し，住民サービスの低下や世
帯数減少による集落機能の低下
が懸念されるため，速やかな行政
相談や行政情報の提供が可能な
手段を確保する必要がある。
　また「みよし百年物語（三次市総
合計画）」においても、「情報ネット
ワークによる生活情報の提供」を
掲げており，超高速通信ネット
ワークを活用し、情報提供に取り
組むこととしている。

市内１６６箇所の公共施設を
結ぶ地域イントラネットと，ＣＡ
ＴＶによる市内全域の光イン
ターネット網を活用し，教育，
福祉，医療，子育て，農林業・
商工業の振興など，幅広い行
政分野で高度情報化の恩恵を
実感できるサービスを展開して
いく。そうした中で，ユビキタス
ネット社会（いつでも，どこで
も，何でも，誰でも）　の実現を
めざしていく。

情
報
室

地域イ
ントラ
ネット活
用

16257
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴研修会等 回 3 2 3

職員研修１
回
三次シニアラ
イオンズクラ
ブ例会講演
１回

H
1
7

1,482,666 ⑷
個人情報
ファイル
の届出

件 230 230

平成１８年１
０月１日現在
の個人情報
ファイル数を
明らかにした
もの

⑵
審議会回
数 回 4 1

三次市個人
情報保護制
度審議会の
開催回数

H
1
8

358,500 ⑸

個人情報
保護条例
逐条解説
の作成及
び内容更
新

件 1 1

三次市個人
情報保護条
例逐条解説
の作成及び
内容の点検
による更新
作業

⑶
H
1
9

263,000 ⑹
個人情報
保護に係
る啓発

回 1 2 2

広報みよし
及びホーム
ページの更
新

⑴
地元協議
会開催数

回数 7 6 6

地元地権者の
集まりである
協議会の開催
数。コンスタン
トに会合を開
いており，指
標に大きな変
化はみられな
い。

H
1
7

23,246,857 ⑷
事業進捗
率 ％ 12 14 16

事業費の大
きな駅前地
区に着手し
ていないた
め，大きな進
捗はみられ
ない。

⑵工事費 千円 126,735 142,598 126,641

事業費のうち
の工事費。保
留地の多い下
郷側工事を着
実に進めてお
り，指標に大
きな変化はみ
られない。

H
1
8

25,249,000 ⑸
地元協議
会出席人
数

人 151 121 120

地元地権者
の一定程度
の出席を確
保している。

⑶
H
1
9

24,875,000 ⑹

⑴
大規模行
為届出 件 17 20 10

大規模行為
の届出件数

H
1
7

24,705 ⑷
大規模行
為審査済
件数

件 17 20 10

大規模行為
審査を行い
基準への適
合が確認で
きた件数

⑵
H
1
8

24,700 ⑸

⑶
H
1
9

24,700 ⑹

⑴

開発許
可・宅地
造成申請
件数

件 14 19 15
開発行為・宅
地造成の許
可申請件数

H
1
7

593,214 ⑷

開発許
可・宅地
造成許可
件数

件 14 19 15

開発行為・宅
地造成の許
可件数

⑵
H
1
8

296,578 ⑸

⑶
H
1
9

296,600 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

職
員
の
研
修
充
実
及
び
市
民
へ
の
意
識
啓
発
の
取
組

6
 
職
員
の
意
識
改
革

継
続

法令に基づ
き，淡々と
実施する，
また法令遵
守のための
啓発活動も
重要であ
る。

継
続

災害が多発して
いる近年、安全
な宅地への社
会的ニーズは
高いといえる。
また景気が回
復の兆しを見せ
る昨今、ますま
す需要は高まる
と言える。
「地方自治」が
より強く求めら
れていくであろ
う今後におい
て、秩序ある開
発の徹底は、秩
序ある都市の
創造へ重要な
ポジションを占
め、迅速かつ正
確な事務処理
の徹底、市民へ
の情報提供・啓
発活動、職員の
能力向上に引き
続き取り組む。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

5

都市計
画区域
内は開
発需要
が高く、
計画的
な市街
地整備、
規制によ
る誘導が
必要であ
る。

3

財産保
護の観
点から
も、需要
は高い。
ただし、
直感的
にその必
要性が
十分感じ
てもらっ
ているか
について
は、十分
とはいえ
ない。
法令に
基づく
「自治事
務」であ
る。

4

事務に係
るコスト
（人件費
を除く）
は、ほぼ
かからな
い。
審査事
務が主で
あり、コ
スト削減
の余地
が小さ
い。
しかし、
事務処
理の迅
速化、よ
り適切な
指導等
改善余
地は残っ
ている。

5

都市計
画、まち
づくり、
災害の
防止に
関わるも
のであり
公共性
が極め
て高い。
統一的
な一定
の技術
基準を満
足するた
めには
市が関
与するこ
とが妥当
である。
法令に
基づく事
務であ
り、市で
なければ
できな
い

5

許可につい
ては、技術
基準に
100％適合
しなければ
許可されな
いことから
も、目的達
成としては
100％といえ
る。

5

法令に基づ
く事務であ
る。

5,635

個
人
や
民
間
事
業
者
が
行
う
開
発
行
為
及
び
宅
地
造
成
工
事
の
業
者

対象工事（宅造許
可：宅地造成区域
内で５００㎡以上，
盛土１ｍ超，切土
２ｍ超等　開発許
可：都市計画域内
で0.3ha,同区域外
で1.0ha 以上）に
ついて，関係法令
に基づく審査を行
い，適合している
場合のみ工事実
施を許可する。

宅地造成による災害の
防止と，都市の健全な
発展と秩序ある整備を
図り，公共の福祉の増
進に寄与するため，一
定規模以上の造成工
事，開発行為について，
法に定める最低限の防
災措置や基盤施設整備
等を義務付ける。

　都市の健全な発展と秩序ある整
備を図り、もって快適な環境の整
備と公共の福祉の増進に寄与す
ることを目的とし、一定規模以上
の建築物の建築の用に供する目
的で行う土地の区画形質の変更
（開発行為）に対して、良好な環境
形成が図られるよう定められた許
可制度。
　平成17年度、「権限移譲」により
「県知事許可」から「三次市長許
可」となり、より地域の実情に沿っ
た指導や、迅速な事務処理が可
能となっている。

平成17年度から三次市に権限
移譲された事務であり、事務
処理の迅速化、地域実情に即
した指導等が一層求められ
る。
人員減に応じ、チェック体制・
事務処理の効率化、職員のス
キルアップが必要である。
市民に対する広報活動・啓発
活動等の実施も課題である。
また，まちづくりの観点からも，
スプロール等が見受けれられ
る三次市の宅地化動向に応じ
た市独自の制限付加が課題で
あり，指導基準や要綱等の見
直しを具体的に検討する必要
がある。

み
ら
い
都
市
室

開発行
為許可
／宅地
造成工
事許可

17264

第
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

終
了

終
了

「美しい景観の形
成」は本当に魅力
のある都市の創
造の重要な要因
であるが、指導基
準等が定量化さ
れていないため、
十分な実効性が
発揮されていると
はいい難い状況
である。平成17年
度において作成
した建築パンフ
レットにて啓発を
行っているが、今
後はCATV、HPと
多様なメディアを
利用しての広報も
積極的に行う必
要がある。
平成19年10月1日
より三次市景観
条例が施行され
ることに伴い平成
19年9月30日を
もって本事務は終
了する。

23 B
要
改
善

要
改
善

4

ハード先
行型の
社会発
展形態よ
り、ソフト
面の付
加価値を
重視した
現在の
社会情
勢から
も、社会
的ニーズ
は高い。 3

良好な
景観の
創造は、
住環境
の向上、
豊かな
日常生
活につな
がるため
市民の
ニーズは
高い。

5

コストは
ほぼか
からない

5

都市計
画、まち
づくりに
関わるも
のであり
公共性
が極め
て高い。
特に、統
一的な
基準の
運用が
重要であ
り市が関
与するこ
とが妥当
である。

3

具体的基準
が定められ
ておらず、
積極的な効
果の発現に
はいたって
いない。

3

関係法令と
の連携強
化、調整を
行うことで
よりいっそ
う実効性の
ある制度と
なる。

494

大
規
模
行
為
を
行
う
者
　
・
高
さ
1
3
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る

、
建
築
面
積
1
千
平
方
メ
ー

ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

（
工
作
物
含

）
の
新
築

、
増
築

、
改
築

、
移
転

、
撤
去
　
・
地
形

の
外
観
の
大
規
模
な
変
更
を
伴
う
鉱
物
の
掘
採
等

届出行為を審査
し、必要な場合指
導を行う。

景観形成基準への適合
・地域住民に親しまれる
形態、落ち着いた色調
の採用
・できるだけの敷地内緑
化
・屋外照明の光量の抑
制

ふるさとをより豊かな人間と自然
との共存の場とし、活力ある地域
社会とするため、個性豊かで潤い
のある景観形成は重要な要素で
あり、
旧三次市内においては、一定規
模以上の建築物や工作物の新
築、増築、改築、移転、撤去、また
外観の変更を行う場合届出が必
要とする「大規模行為届出対象地
域」に指定されている。これによ
り、事業主から提出されるその届
出について、景観形成基準への
適合の合否を審査し、必要な場合
は指導等を行う。
平成16年度、県からの事務移譲
を受け事務処理を実施している。
平成18年度実績20件。

現在の景観形成基準において
は、明確な基準が設定されて
おらずある程度の幅を持った
解釈による指導となるため、具
体的な効果の発現については
十分とはいえない。新たに制
定された「景観法」との整合や
現在策定中の「景観計画」との
調整等運用方法について整理
が必要である。また、社会的な
認知度も高いとはいえない実
情である。

み
ら
い
都
市
室

県景観
条例に
基づく大
規模行
為
の届出
に関す
ること

16263
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３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

2

)

住
み
慣
れ
た
地
域
で
快
適
生
活

継
続

まず先に，
留保地の売
却を進め，
その結果で
今後の事業
を再検討す
る必要があ
る。

拡
大

保留地売却の
推進という改
善事項はある
が，他のコスト
削減余地はな
く，保留地売
却を積極的に
進めると同時
に，駅前地区
も含めた地区
全体の生活圏
の安定のため
にも，地区内
工事を早期に
完了させること
で，工事等に
よる支障のな
い状態にする
必要がある。

26 B
要
改
善

要
改
善

5

今後の
Ｕ・Ｉター
ン移住希
望者の
増加が
見込ま
れるな
か，受け
皿づくり
が必要
である。

4

新たな生
活拠点
の創出
により，
地域に
にぎわい
と活力を
取り戻す
機会とな
る。

5

これ以上
適用でき
る国庫補
助事業
はなく，
公共残
土利用も
既に積極
的に行っ
ているた
め，これ
以上のコ
スト削減
余地はな
い。

5

市が事
業主体と
して実施
する事業
として認
可されて
いる。

5

面的なまち
づくり整備
の代表的手
法であり，
生活基盤整
備を積極的
に進めるこ
とができる。

2

早期の保
留地売却
が今後の
事業展開
に大きな影
響を与え
る。

151,494

三
良
坂
町
内
の
駅
前
地
区
及
び
下
郷
地
区
の
居
住
者

道路や上下水道
などのインフラ整
備を行うとともに，
良好な宅地整備
を行う。魅力ある
まちづくりのため
にまちづくりの
ルールを地権者と
共に整える

。馬洗川で分断されてい
る下郷地区と三良坂駅
前商店街を結ぶ幹線道
路の新設に併せて両地
区を一体的に面整備
し，駅前市街地の再整
備及び宅地整備を行う
ことで，人口増及び商業
の活性化を図り三次圏
の拠点機能を高めるま
ちづくりを行う。

三次市の生活拠点の１つである
三良坂地区において，馬洗川で
分断されている下郷地区と三良坂
駅前の既存商店街を結ぶ幹線道
路の新設に併せて両地区を一体
的に面整備し，駅前市街地の再
整備及び下郷地区の宅地整備を
行うことで人口増加の受け皿とな
る生活拠点機能を強化するまちづ
くりを行う。
（平成１８年度事業）
下郷線の舗装工事，区画道路築
造舗装工事，宅地整地工事，上
下水道管敷設工事，地元協議会
の開催

事業費確保のため，保留地の
売却益を確保する必要があ
る。また，魅力あるまちづくりの
ための地域のルールを定める
必要がある。

み
ら
い
都
市
室

土地区
画整理
事業
(三良坂
駅前地
区・下郷
地区）

13262
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

1

)

都
市
の
に
ぎ
わ
い
・
魅
力
づ
く
り

拡
大

職員の意識
改革のため
継続研修を
行う。

拡
大

個人情報の適
正な管理と利
用を図るた
め，職員研
修，市民啓発
及びホーム
ページの充実
に，今後も工
夫を加えて取
り組む必要が
ある。

22 B
要
改
善

要
改
善

5

未だに行
政・民間
企業の
持つ個
人情報
が流出
する事態
が多く発
生するな
ど，引き
続き個人
情報の
保護に
対する社
会的
ニーズは
極めて
高いと考
える。

3

市民から
個人情
報の保
護と適切
な利用
が求めら
れている
と認識し
ている
が，個人
情報開
示請求
が未だ
無いこと
を考える
と市民
ニーズが
高いとは
言えな
い。

4

委員報
酬以外
はコスト
が直接
かからな
いため，
コスト削
減を図れ
るものは
ない。

3

市の責
務として
個人情
報保護
推進と制
度の周
知の必
要があ
る。

4

三次市個人
情報保護条
例の逐条解
説を作成
し，ポータル
サイトにより
職員への周
知を図っ
た。また個
人情報ファ
イルの届出
や，広報み
よし（１月
号）やホー
ムページに
て運用状況
を公表した。

3

ホームペー
ジの内容充
実や職員
研修及び
市民啓発
について
は，未だ十
分とは言え
ない。

717

　
市
の
実
施
機
関
，
市
民
及
び
民
間
事
業
者

　個人情報保護
条例の適正な運
用
　　(個人情報ファ
イルの届出や運
用状況の公表，
市民への意識啓
発等)

　個人情報保護の推進
及び本市の保有する個
人情報の適正な利用と
管理を行う。

   個人の権利利益を保障し市民の基
本的人権を擁護するために，個人情
報の適正な取扱いが求められてお
り，これに応えることにより公正で信
頼される市政の実現を図ることがで
きるものである。
　平成１８年度は，三次市個人情報
保護条例逐条解説を作成し，情報
ポータル掲示板に掲載することで，
条例の適正な運用を図った。また，
全部署から個人情報ファイルの届出
を求めるとともに，その届出状況や
開示請求等の件数について，広報み
よしとホームページにより公表した。
併せてホームページに個人情報保護
制度についての解説や開示請求の
方法等の掲

本市の保有する個人情報の適
正な利用と管理を行うため，職
員研修を充実し，職員の資質
の向上を図る必要がある。ま
た，本市の個人情報保護推進
の姿勢を市民をはじめ内外に
アピールするため，ホームペー
ジの内容充実とあわせ出前講
座等による市民への意識啓発
の取組が必要である。

総
務
室

個人情
報保護
制度の
推進

16261

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

4

)

個
人
情
報
保
護
対
策
の
強
化

66／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
屋外広告
物許可件
数

件 266 276 290

申請件数
は、働きかけ
により増加し
ている。

H
1
7

5,349 ⑷
屋外広告
物許可件
数

件 266 276 290
屋外広告物
許可件数

⑵
H
1
8

5,355 ⑸
違反屋外
広告物除
却件数

件 3
H19.9月現在
０件

⑶
H
1
9

5,113 ⑹

⑴
修景補助
の件数 件 1 2 3

家屋修景補
助の件数

H
1
7

334,802,000 ⑷
修景補助
の件数 件 1 2 3

家屋修景補
助の件数

⑵
H
1
8

338,240,500 ⑸

⑶
H
1
9

18,523,000 ⑹

⑴
違反建築
物パト
ロール

回 9 10 12
違反パトロー
ル

H
1
7

395,444 ⑷
違反指導
件数 件 39 23 30

建築基準法
違反の指導
件数

⑵
H
1
8

377,300 ⑸

⑶
H
1
9

344,083 ⑹

⑴
建築確認
等審査・
検査件数

件 206 132 130

建築確認，
中間検査及
び完了検査
の審査及び
検査実施件
数

H
1
7

64,621 ⑷
建築確認
件数

84 43 40
建築確認審
査件数

⑵
H
1
8

58,780 ⑸
中間検査
件数

26 18 20
中間検査実
施件数

⑶
H
1
9

70,092 ⑹
完了検査
件数

96 71 70
完了検査実
施件数

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

法令に基づ
き，淡々と
実施する，
また法令遵
守のための
啓発活動も
重要であ
る。

継
続

建築基準法による確
認及び検査事務事業
については，民間指定
確認検査機関におい
ても同様の業務を行う
ことができることとなっ
ている。
しかし，市において
は，確認及び検査事
務事業を行うと共に，
民間指定確認検査機
関の監視及び違反建
築物の是正指導等の
業務を行い，安全で安
心して生活できるまち
づくりを行うと共に，市
民に対し確認申請等
の行政手続きが必要
であることの普及啓発
や建築士等に対し法
律改正内容等の情報
提供をより一層行って
いく必要がある。
また、平成19年6月20
日の改正建築基準法
施行に伴い、確認申
請手続及び審査処理
の方

23 B
現
状
維
持

要
改
善

5

建築基
準法の
基準によ
り建築物
の安全・
衛生を確
保し，市
街地の
安全環
境を確保
すること
により，
建築物
の使用
者の生
命，健康
等を守
り，良好
な市街
地環境を
確保する
意味か
ら，社会
的ニーズ
が高い。

4

建築主
が建築
物を建築
する場合
には，建
築基準
法に基
づき確認
申請等を
行うこと
となって
おり，建
築を行う
市民に
とって，
ニーズが
高い。

4

確認申
請等の
審査事
務及び検
査事務
のため，
事務処
理に係る
人件費
及び検査
実施のた
めの現場
への交
通費であ
り，コスト
の削減
余地は，
小さい状
況であ
る。

3

民間指
定確認
検査機
関におい
ても確認
及び検
査は実
施でき
る。
この場合
でも，法
律上は
市（建築
主事）が
行ったこ
とにな
る。

4

申請等に対
しての確認
行為や検査
であるた
め，申請件
数での目標
達成指標と
しては，評
価しにくい。

3

申請等に
対しての確
認行為や
検査である
ため，申請
件数での成
果として
は，評価し
にくいが，
その申請
等に対して
の審査事
務の正確
性や迅速
性につい
て，向上余
地がある。

7,759

建
築
物
を
建
築
す
る
者

建築確認申請等
により，建築主事
が建築物又は建
築計画が建築基
準法等に適合して
いるかを建築工事
の着手前，工事
中及び完了後に
審査及び検査を
行う。

市民の生命，健康及び
財産の保護を図るた
め，建築物の敷地，構
造，設備及び用途の規
制を行うことにより建築
物の安全を確保し，都
市環境の整備を図る。

建築物の敷地，構造，設備及び
用途に関する最低の基準を定め
て，国民の生命，健康及び財産の
保護を図り，もって公共の福祉の
増進に資することを目的とする，
建築基準法に基づく，建築物の建
築等に関する確認事務及び建築
物に関する検査事務等。
平成１７年４月から建築主事を置
くことにより，限定特定行政庁とな
り，三次市において確認等の事務
の一部を取扱っている。
平成１８年度は，確認事務におい
ては，４３件を審査し，検査事務に
おいては，８９件を検査した。

権限委譲を受け事務事業を
行って２年になるが，職員の技
術力が不足しているため，職
員の技術能力向上を図ると共
に，市民が安全で安心して生
活できるよう，厳正な業務を
行っていく必要がある。
また，確認の事務をつかさどる
建築主事の育成も必要であ
る。
民間確認検査機関による確認
等件数が増えており，今後は，
確認事務の他，違反建築物の
指導等に力を入れる必要があ
る。

み
ら
い
都
市
室

建築確
認事務
事業

17268

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

法令に基づ
き，淡々と
実施する，
また法令遵
守のための
啓発活動も
重要であ
る。

継
続

行政，住民が
より一体となっ
て防災意識を
高め，安全安
心な建物を目
指す。
違反建築物防
止に向けた啓
発を継続して
図る。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

5

防災的見
地から安
全安心な
建物を目
指す意識
が高まっ
ている。

4

防災的
見地から
安全安
心な建
物を目指
す意識
が高まっ
ている。

4

コストは
ほぼ人
件費の
みであ
る。

5

建築基
準法第９
条の規
定によ
り，特定
行政庁
が実施
すること
となって
いる。

4

周辺に影響
を与える違反
建築物に対し
て指導等を
実施し，建築
基準法に適
合させること
により，安全・
安心な建物
を目指す。

3

定期的なパ
トロールの
実施によ
り，早期に
違反建築
物に対する
対応を図
る。

3,773

建
築
主

（
主
に
住
宅
等
小
規
模
な
建
築
物
で
，
建
築
基
準
法
第
６
条

第
１
項
第
４
号
に
該
当
す
る
も
の

。

）

指導し是正させ
る。

建築物を建築基準法に
定める最低限の基準に
適合させることにより,国
民の生命,健康及び財産
の保護を図り,公共の福
祉の増進に資することを
目的とする。

建築物は，建築中に限らず建築
の完了後にあっても適法にする必
要がある。建築主等が自主的に
適法にしない場合には，適法とな
るように強制的な手段が必要であ
る。
特定行政庁は，建築基準法第９
条の規定により，建築主等に対し
違反建築物の是正に必要な措置
（工事の停止，除却，使用制限
等）をとることを命じる。また，定期
的なパトロール等により，違反建
築物の防止を図る。
平成１８年度においては，２３件の
違反指導を行った。

三次市は,主として木造２階建
てまでの住宅について違反指
導を実施しているが,安全安心
なまちづくりの最低限の条件
は,すべての建築物が法に適
合することであり,広島県と連
携して,違反是正や違反防止
の取組みの促進を図る必要が
ある。

み
ら
い
都
市
室

違反建
築物に
対する
措置
（指導，
命令，
処分等）

17267

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

地元商店街
と協力し，
魅力ある商
店として復
活させるに
は，何が足
らないか検
討し，課題
を見つめ直
す。

拡
大

都市や街は変
遷していき，や
がては世代交
代して隆盛と衰
退を繰り返し変
化しながら変
わっていく。三
次町の歴みち
事業は，衰退し
た通りを過去の
街を活かしなが
ら未来にに向
かって持続可能
な街づくりを実
践している。今
後の中心市街
地の街づくり
は，過去の街を
活かしながら整
備するか，過去
を捨て去り新た
にｽｸﾗｯﾌﾟｱﾝﾄﾞﾋﾞ
ﾙﾄﾞ方式(再開
発)で整備する
か選択する余
地ができた事業
だと判断した。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

5

他都市
でも歴み
ち事業を
積極的
に行って
いる。

3

他地区
の市民
の中に
は，理解
していな
い方もお
られる。

5

上下水
道と一体
で整備し
ている。

5

民間で
はできな
い。

5

平成１７・１
８年度で全
路線の主た
る工事を完
了した。

5

歴史的な街
の環境整
備が整っ
た。

676,481

地
域
住
民

電線地中化・下水
道・上水道・石畳
舗装・家屋修景補
助

中心市街地としての活
力をとりもどす。

歴みち事業としてして、平成８年
度より官民協同で取り組んでい
る。民は歴みち協議会の設立と街
並み協定の締結（約３００件）と家
屋の修繕。官は基盤整備につい
ては、巴橋～三次本通り～荒瀬
病院～太才神社までの延長約１４
００メートルの現道幅員を電線地
中化、下水道、上水道移設、石畳
舗装、水路改良、街灯を設置す
る。ソフト事業としては、家屋の修
繕に補助金を出す。
事業完成後は、住民が歴史を認
識しながら、高次の生活を営みな
がら持続可能な町とし、また、市
内外の来訪者も三次市の歴史を
歩いて楽しむことを目標とする。

地域住民による積極的な歴史
的街なみ創り（家屋修景補助
金を利用した改修）

み
ら
い
都
市
室

三次町
歴史的
地区環
境整備
事業

16266

第
6
 
都
市

３
地
域
交
通

(

1

)

元
気
な
お
店
づ
く
り
と
に
ぎ
わ
い
の
創
出

継
続

法令に基づ
き，淡々と
実施する，
また法令遵
守のための
啓発活動も
重要であ
る。

継
続

「良好な景観
の形成、風致
の維持及び公
衆に対する危
害の防止」に
おいては、欠く
ことのできない
制度であり、
一定の成果も
あがっている
が、十分な認
識を得ている
とは言い難く、
景観条例の制
定にあわせ
て、周知の徹
底を図る必要
がある。
　事務手続き
においては、
管理システム
を導入し、平
成１９年度から
運用している。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

 　「良好
な景観
の形成、
風致の
維持及
び公衆
に対する
危害の
防止」と
いう点に
おいて不
可欠であ
る.。

4

 　良好
な生活
空間の
形成に
おいて欠
くことの
できない
制度で
はある
が、市民
に対する
啓発が
必要であ
る。
　市の景
観条例
制定と共
に関心
が高まる
と思われ
る。

4

　許可期
限が１年
以内と
なってい
るため、
１件の看
板につい
て、年毎
の許可
証の発
行が必
要。
　コスト
削減に向
け、管理
システム
導入（平
成
１９年度
から運用
開始）。

5

景観づく
りはまち
づくりに
関するも
ので公
共性が
高い。
条例に
基づいて
市が行っ
ているも
のであ
る。

5

　悪質な違
反広告物に
対して簡易
除却を行う
など、良好
な生活環境
を維持する
ため、積極
的に取り組
んでいる。

4

　申請の働
きかけによ
り許可件数
は増加して
おり一定の
成果は上
がってい
る、しかし、
無申請の
違反広告
物が多数
存在してお
り、これらを
把握し、申
請を行って
もらえるよ
う、継続し
て指導をし
ていかなけ
ればならな
い。

1,478

屋
外
広
告
物
及
び
そ
の
設
置
者

申請に基づく審
査、手数料徴収、
許可証交付（期限
１年間）
違反広告物の調
査

良好な景観を形成し、
自然の風致を維持する
と共に、公衆に対する危
害を未然に防止する。
広島県屋外広告物条例
に掲げる基準の遵守及
び景観に配慮した屋外
広告物の設置

屋外広告物とは、常時又は一定
の期間継続して公衆に対して屋
外で表示されるものであり、平看
板・立看板・はり紙・はり札・広告
塔・及び建物や工作物に掲出表
示されたもの、並びにこれらに類
するものをいう。
　これらの広告物は、社会生活や
経済活動に役立ち、街ににぎわい
や活気をもたらすものである。
　しかし、無秩序に設置・掲示が
行われると、広告物が氾濫し、良
好な景観や自然の風致が損なわ
れることとなり、また、設置や管理
が適切に行われないと、倒壊や落
下により、公衆に対して危害を及
ぼす恐れがある。
そのため、屋外広告物法に基づ
き、広島県において屋外広告物条
例を制定し、良好な景観の形成、
風致の維持及び公衆に対する危
害の防止等の観点から屋外広告
物の許可、規制を行う。

市内一円での法令の適用を一
元化し、広報等により制度の
周知を図っているところではあ
るが、十分な認識を得ていると
はいえず、制度を知っていても
申請がなされないものや、制
度を知らないで無申請で設置
される看板が多数存在してい
る。
　「良好な景観の形成と自然の
風致の維持」と、公平性の確
保という観点から、さらなる周
知を図り、違法状態にある広
告物について、改善の働きか
けを継続していかなければな
らないが、市域が広く、違反・
無許可広告物の調査・把握が
困難である。
　また、景観保護に係る基準
が不明確なため、申請者に明
確な基準を

み
ら
い
都
市
室

屋外広
告物許
可

265
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
排水路改
良延長

（ｍ） 391 250 300 工事延長
H
1
7

34,846 ⑷件数 件 9 6 6
要望、苦情
の解消

⑵
H
1
8

48,536 ⑸

⑶
H
1
9

40,450 ⑹

⑴整備戸数 件 13 85 298

市営住宅に
おいて公共
下水道接続
並びに火災
報知器設置
を行った戸
数

H
1
7

1,049,230 ⑷整備戸数 件 13 85 298
市営住宅で
整備を行っ
た戸数

⑵
H
1
8

159,835 ⑸

⑶
H
1
9

56,208 ⑹

⑴
市営住宅
修繕等件
数

件 402 420 400
市営住宅の
修繕を行っ
た件数

H
1
7

139,475 ⑷
改善され
た住宅戸
数

件 402 420 400

修繕を行っ
たことにより
居住の改善
が行われた
戸数

⑵
H
1
8

129,114 ⑸

⑶
H
1
9

118,040 ⑹

⑴抽選回数 回 9 14 12
市営住宅入
居者決定抽
選回数

H
1
7

42,777 ⑷入居率 ％ 63 96 80
入居戸数/募
集戸数

⑵
住宅募集
件数 件 19 18 19

住宅入居募
集を行った
件数

H
1
8

43,857 ⑸

⑶申込件数 件 65 71 68
申し込み件
数

H
1
9

44,416 ⑹

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

そ
の
他

受
益
と
負
担
の
適
正
化

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

継
続

需用と供給
のバランス
であり，抽
選はやむを
得ない。

継
続

入居募集に対
する市民の
ニーズがある
ため。
なお、入居希
望が特定の住
宅に偏らない
ようするために
も、市営住宅
ストック総合活
用計画等に
沿って、施設
改善を図って
いくことが必
要。

24 B
要
改
善

要
改
善

3

入居希
望はある
が特定
の住宅
に偏る。

3

入居希
望はある
が特定
の住宅
に偏る。

4

入居申
込書等
の提出
資料及び
抽選会
の開催
案内文を
送るため
の郵送
料を要す
る。

5

住宅申
込書に
住民票・
所得証
明書・税
の完納
証明書
などの添
付に関し
て，個人
情報を保
護する必
要がある
ため。5

平成18年度
は、全市14
戸の市営住
宅の抽選会
を開催し、
入居希望者
に入居して
もらった。公
平性を保つ
ため,入居予
定者希望者
による公開
の抽選会を
行なう。 4

広報みよ
し，ホーム
ページなど
で募集状況
を提供して
いる。

614

入
居
を
希
望
す
る
市
民

。

広報みよし，ホー
ムページ及び各
支所からは無線
放送などで市営
住宅の入居募集
を行う。その結
果，応募戸数が
募集戸数を超え
れば抽選を行い
入居者を決定す
る。

住宅の供給を行う。市営住宅に空室が生じれば，広
報みよし・ホームページなどにより
入居者を募集する。空きの募集戸
数に対し，入居申込者が上回れ
ば，公開にて入居決定抽選会を
実施し入居者を決定する。

ケーブルテレビを利用して市
営住宅の募集情報を提供す
る。

あ
か
る
い
住
宅
室

住居入
居募集・
抽選

16272
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安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

縮
小

市が行う部
分と入居者
が行う部分
を明確にし
て，計画的
に実施して
行く必要が
ある。

継
続

市営住宅の７
割が耐用年数
を経過し老朽
化が進んでい
る現状では,市
の財政を勘案
しつつ計画的
に維持管理を
行っていく必
要がある。

25 B
事
業
縮
小

事
業
縮
小

4

現在の生
活水準に
達してい
ない住宅
も多くあ
り，整備・
改善は必
要であ
る。

5

入居者
は生活を
する上
で，必要
な設備・
機器など
多様に
あり，入
居者の
生活利
便施設
の整備
は必要
である。4

住宅敷
地内の
共用部
分の維
持管理
負担につ
いて入居
者への
理解を求
め，住宅
敷地内
の整備
の協力を
お願いす
る。

5

維持管
理は市
が行う方
が効率
的な管
理ができ
る。

5

緊急修繕・自
然災害でおき
た修繕につ
いては即対
応している。
また計画的
に行う修繕に
ついても実施
してきてい
る。

2

居住整備
及び・敷地
整備など入
居者負担と
市の負担を
整理し改善
していく。

54,228

市
営
住
宅
入
居
者

維持修繕内容を
調査し，緊急に行
うのか，計画性を
もって行うのかを
判断し実施する。
また設備機器の
管理については
委託し維持管理を
していく。

入居者が快適に生活で
きるよう住宅環境の整
備を行う。

市営住宅入居者の居住整備及び
市営住宅内維持管理を行うもの。

共用部分（浄化槽・敷地整備
等）の管理について，住宅ごと
に管理組合を設置し維持管理
をしていただくよう努めていく。

あ
か
る
い
住
宅
室

住宅維
持修繕

16271
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継
続

計画的に実
施して行か
なければな
らない。

継
続

 市営住宅に
よっては設備
性能等に大き
な開きがあり
計画的に,居住
水準の向上を
図る必要があ
る。

23 B
要
改
善

要
改
善

4

居住水
準の向
上構造・
設備の
老朽化
への対
応など改
善を求め
る声は大
きく社会
的ニーズ
は高い。

5

設備整
備や環
境改善を
求める声
があり市
民ニーズ
がある。

3

事業範
囲は最
低限で，
コスト削
減余地
は少な
い。しか
し現在で
も公共下
水道供
用開始
区域にあ
る市営住
宅でも浄
化槽を引
き続き使
用してい
ることか
ら，早急
に下水道
に接続し
浄化槽
維持管
理費の
削減を図
る

5

市営住
宅の管
理を行う
部分で
市として
行う必要
がある。

4

公共下水道
供用開始区
域にある市
営住宅は下
水道に接続
をし住環境
整備を進め
ており，平
成１８年度
では４団地
を接続した。

2

引き続き下
水道供用
開始区域
内にある市
営住宅を公
共下水道
に接続促
進していく。
また居住水
準の向上
及び施設
整備の実
施を行って
いく。13,586

市
民

トイレの水洗化・
消防設備の整備・
外壁改修

市営住宅を管理してい
るうち約７割が耐用年数
の半分を経過して老朽
化が進んでいる。それに
加えこれらの市営住宅
は現在の居住水準から
みても広さ・設備性能・
高齢化対応など様々な
改善点が見受けられ
る。こうした背景を踏ま
え，市営住宅の改善事
業を行う。

既設公営住宅ストックの有効活用
を図るため，建替え・改善を計画
的に実施し，適切な維持管理を行
う。
基本的な補助基準として基幹事
業と提案事業がある。基幹事業と
しては公営住宅整備また既存住
宅の居住環境整備などがあげら
れる。また提案事業としては、住
宅施策に資する事業となっており
幅広い事業をすることができる。
なお補助率（交付率）としてはおお
むね４５％。

住環境改善として公共下水道
への接続，合併浄化処理槽の
設置を順次進めている。また
火災報知機を全戸に設置し居
住者の安全確保にも取り組ん
でいる。しかし，現時点でも市
営住宅によってはトイレの水洗
化等未整備の住宅もあり，設
備性能等に大きな開きがある
ことから，今後も順次改善に取
り組んでいく。あ

か
る
い
住
宅
室

公営住
宅ストッ
ク総合
改善事
業
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継
続

施行・管理
等につい
て，出来る
限り地元で
行えるよう，
見直しを行
う。

継
続

住宅の造成、
大規模開発、
道路工事等に
より排水路の
整備が必要で
あり継続する。
しかしながら、
施工方法は地
元（受益者）が
事業主体とな
れるような制
度の検討も必
要。

19 C
未
実
施

未
実
施

3

特に排
水系統
等変更
が生じる
とニーズ
が高くな
る。

3

特に排
水系統
等変更
が生じる
とニーズ
が高くな
る。

3

　地域に
おいて，
排水路
整備促
進のため
の推進
母体を形
成し，地
域にふさ
わしい排
水路につ
いて、住
民と地権
者及び行
政の合
意形成を
行う必要
がある。

3

排水路
は市が
管理する
ものだ
が、条件
が整え
ば受益
者が事
業主体と
なれるよ
う検討す
べき。

4

目的達成の
ためには、
排水路の整
備は、最も
有効かつ効
果的な手段
であるが、
住民は多様
な意見があ
り、多数の
合意の上事
業を推し進
める。

3

　地元説明
会において
意見交換を
交わし地域
に即した排
水路整備を
する必要が
ある。

12,134

排
水
路
付
近
の
住
民

排水路の整備 整備を図り、安全で快適
な生活を確保する。

排水路を改良することで，環境整
備を図り，快適な生活を確保す
る。（漏水を防ぐことで井戸水等へ
の影響をなくし，また汚泥のたまり
を解消する）

排水路整備後は地域で出来る
維持管理（清掃等）については
地元組織で管理をやって頂く。

あ
ん
し
ん
建
設
室

排水路
新設改
良事業

16269
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

下水道に
ついて説
明した戸
数

戸 180 194 220

下水道の普
及啓発とし
て，もっとも
有効な啓発
手段である。
公共：１５４
戸，農集：４
０戸

H
1
7

3,733 ⑷
下水道利
用戸数
（増加数）

件 5,616 6,337 7,050
下水道接続
完了した件
数

⑵
下水道説
明会 回 8 4 5

新規供用開
始地域での
地元説明会

H
1
8

4,201 ⑸
公共マス
設置戸数 戸 8,878 9,224 9,504

接続可能な
戸数

⑶個別訪問 延べ日数 4 5
下水道未接
続世帯への
個別訪問

H
1
9

4,027 ⑹

調定件数
／公共マ
ス設置戸
数

パーセント 1 1 1 接続率

⑴
納付書の
発行回数 回 16 16 16

納付書の発
行回数

H
1
7

5,437 ⑷徴収率 ％ 100 100 100

分担金は１０
０％徴収する
ことができ
た。

⑵
H
1
8

5,500 ⑸

⑶
H
1
9

5,500 ⑹

⑴調定件数 件 229,037 235,927 243,000
水道料金の
収納件数

H
1
7

217 ⑷
土日窓口
受付件数 件 345 572

平成１８年８
月からの土
日窓口の開
設により,市
民からの連
絡が利用し
やすくなっ
た。

⑵
H
1
8

285 ⑸
土日閉開
栓，訪問
件数

件 296 520
市民からの
ニーズ

⑶
H
1
9

189 ⑹
水道使用
料現年収
納率

％ 92 93 93
民間委託に
よる成果

⑴
漏水調
査・管路
診断

（業務） 1 1 1

漏水調査を
発注する業
務委託件数
であり，年度
当初発注し
年度末まで
の期間とな
る。

H
1
7

5,559,000 ⑷有収率 ％ 85 85 85

有収率は全
配水量に対
する有効有
収水量の割
合

⑵
H
1
8

5,349,000 ⑸

⑶
H
1
9

5,769,000 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

業
務
内
容
を
精
査
し
，
委
託
可
能
な
も
の
は
委
託

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

継
続

有効有収水
量が年々低
下しており，
改善をする
こと。

拡
大

現在でも昭和
43年度に施工
した水道管が
埋設してあり，
計画的に布設
替えを実施し
ているが，す
べてを布設替
えするには，
かなりの期間
と経費を要す
る状況にあ
る。維持管理
のために水道
管の経年劣化
の把握や漏水
箇所の事前把
握等，本業務
は必要であ
る。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

3

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，社
会的
ニーズが
ある。

3

安全で
快適な
生活の
確保の
ため，市
民ニーズ
がある。

4

深夜等
人が寝
静まった
頃，人力
でやる調
査なの
で，コスト
の削減
余地は
小さい。

5

水道事
業は，三
次市が，
経営して
いるた
め，本業
務の委
託は市
でなけれ
ば発注
できな
い。

3

本事業によ
り，平成17
年度は大小
含め24件の
漏水箇所を
発見するこ
とができ，事
故防止に対
応している。
よって，目的
達成に貢献
している。

4

最善と思わ
れる手法に
より調査・
診断してい
るため，向
上の余地
は少ない。

5,349
市
民

定住環境の整備
（安全で安心して
利用できる水道水
の確保）

水道管を調査・診断し，
漏水事故を事前に対応
及び被害を最小限度に
抑える。

　昭和３９年に水道事業運営の認
可を受け，昭和４０年度から水道
管布設工事に着手し，昭和４３年
度から三次町・十日市町の一部で
供用開始を行い，随時管延長を
伸ばし，また，老朽管の布設替え
を行いながら現在に至っている状
態で，長年の経年劣化により，管
の腐食が進行し漏水を引き起こす
ことがあります。漏水は，経済的
損害だけでなく，水圧低下・土壌
流出による道路陥没等の原因と
なるため，漏水調査を行い，安全
で安定した水を確保する。また，
管路診断により，水道管路に必要
な各種情報（水圧・流量・漏水情
報等）を調査し，水道台帳としての
情

定住環境の整備に伴い，水道
事業普及範囲は年々拡大す
る。それに対応する維持管理
範囲も拡大する。

営
業
管
理
室

漏水調
査・管路
診断

16276
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快
適
な
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活
環
境
づ
く
り

拡
大

コスト削減
に繋がる委
託可能な業
務は全て委
託に努める
こと。

拡
大

経営健全化に
資するコスト削
減及びサービ
スレベルの維
持向上をめざ
し，さらに委託
可能な業務に
ついての洗い
出しを行う必
要がある。

25 B
未
実
施

未
実
施

5

ワンストッ
プサービ
スについ
てのニー
ズは高
い。

5

利便性・
サービス
の向上
について
は，ニー
ズが高
い。

4

業務委
託できる
内容をを
さらに調
査し，推
進するこ
とで，職
員の削
減が期
待でき
る。

2

社会的
な信頼
性・民間
のノウハ
ウを活用
すること
による
サービス
の向上。

5

サービスの
向上につな
がっている。

4

営業所が
現在は水
道局内にあ
るが，交通
の利便性
のよいとこ
ろに営業所
を構えたほ
うがよい。

67,466

上
下
水
道
を
利
用
し
て
い
る
市
民

土日の営業所の
開設。
民間のノウハウを
活用した滞納者
対策。

市民サービス向上のた
め,土日も対応できる営
業体制の確立。
きめ細かい滞納者対策
の実施。
人件費の抑制。

平成１８年４月から，上下水道に
かかるワンストップサービス体制
を構築するため，窓口業務，検針
業務，閉開栓業務，料金徴収等
業務，量水器管理業務，電算処
理業務の営業業務を委託実施。
さらに，平成１８年８月から休日窓
口の開設。

利便性の高いところへの営業
所の開設。
営業業務の更なる委託推進。

営
業
管
理
室

水道営
業業務
委託

18275

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

独立採算制
となるよう
適正な設定
を要する。

継
続

分担金は１０
０％徴収してお
りこれ以上のコ
スト削減は難し
いので現状維
持が妥当と思わ
れる。
しかしながら，
三次と三和とそ
れぞれで分担
金積算をし、そ
れを下水処理
場の維持費の
財源としている
が、三次の収入
を三和の維持
費にあてている
割合が高く、現
状では三次と三
和それぞれで
の独立採算に
は程遠い。
三和に係る分
担金積算にお
いて，独立採算
に近づけるよう
な適正な分担
金を設定する必
要がある。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

3

社会的
ニーズは
低いと思
われるが
処理場を
維持管
理してい
くために
は必要
である。

2

市民
ニーズは
低いと思
われるが
処理場を
維持管
理してい
くために
は必要
である。

5

納付書を
発行する
だけなの
でこれ以
上のコス
ト削減は
難しい。

4

市が下
水処理
場の維
持管理を
してお
り，また
徴収経
費も少額
のため
現状維
持が適
当であ
る。

5

分担金は１
００％徴収
することが
できた。

5

徴収率１０
０％のため
これ以上の
向上はでき
ない。

88

工
業
団
地

（
三
次
・
三
和

）
内
の
企
業

。

下水処理維持管
理分担金の納付
書の発行（三次は
年４回発行，三和
は毎月発行）。

工業団地内の下水処理
場を維持管理していくた
め。

工業団地内の下水処理場の維持
費の財源として，工業団地（三次・
三和）内の企業から分担金を徴収
する。
使用分のみ（三和）

三次と三和とそれぞれで分担
金積算をし、それを下水処理
場の維持費の財源としている
が、三次の収入を三和の維持
費にあてている割合が高く、現
状では三次と三和それぞれで
の独立採算には程遠い。
三和に係る分担金積算におい
て，独立採算に近づけるような
適正な分担金を設定する必要
がある。

営
業
管
理
室

工業団
地下水
処理維
持管理
分担金
徴収

55274

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

拡
大

下水道事業
の計画その
ものが無い
地区もあ
り，法に
則った指導
をされた
い。（下水
道区域内
は，それだ
けで土地の
潜在的価値
が上がり，
個人資産の
増加になっ
ているた
め，法に
則った対応
が必要であ
る。）

継
続

下水道接続に
伴う排水設備
工事に多額の
個人負担が必
要となるため，
目に見えるよ
うな急な加入
増は難しい。
しかし，下水道
事業の安定経
営のためには
下水道使用者
を増やし，使
用料収入を確
保する必要が
ある。
そのためには
下水道の理解
を深め，接続
していただく必
要がある。普
及促進活動を
継続し，粘り強
くおこなう必要
がある。

23 B
要
改
善

事
業
拡
大

5

　生活環
境の向
上・保全
のため，
社会的
ニーズが
極めて
高く必要
不可欠
な事業で
ある。

3

　学校等
の下水
道講座を
行うなど
市民から
の関心
度は高
いが，接
続状況
は地域
による温
度差もあ
り，ニー
ズ把握
が難し
い。

4

　普及促
進のマ
ニュアル
化や活
動を改善
すること
により，
いくらか
コストを
削減する
ことは可
能であ
る。

3

　民間委
託が可
能であ
る。

5

　下水道の
目的を達成
するため，
不可欠なも
のである。

3

　説明会や
戸別訪問
はとても有
効な手段で
あるが，現
在の手法を
見直すこと
により，さら
に未接続
世帯への
普及の余
地がある。

815

下
水
道
供
用
区
域
内
の
市
民

下水道事業の目
的，排水設備工
事，受益者負担
金及び下水道使
用料について理
解を深めていただ
き，下水道への接
続を促進する。

下水道の利用できる世
帯がすべて下水道に接
続する。

公共下水道事業や農業集落排水
事業による下水処理可能な供用
開始区域の拡大を受け，下水道
への接続利用を促進する。
（供用開始前に行う説明会，供用
開始後にさらなる接続を促すため
に未接続世帯に対し，戸別訪問・
説明会などを行う。）

下水道の接続は下水道法に
義務が課せられているもの
の，個人負担を伴うものであり
強要し難い。
下水道への未接続者の加入
促進をいかに進めていくかを
分析することが必要。

営
業
管
理
室

下水道
接続普
及促進
事務

11273
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
業務委託
件数 件 － 2 2

現在業務委託
数が2件となっ
ているが，南部
と北部の2地区
分け，業者間で
の切磋琢磨に
よる技術力の
向上を目指す

H
1
7

#VALUE! ⑷
利用者か
らの苦情
件数

件 － 15 9

安全な水を
供給する上
で，お客様の
声を聞き運
転管理に反
映させる。

⑵
H
1
8

18,216,500 ⑸

⑶
H
1
9

18,210,000 ⑹

⑴
工事請負
件数 件 3 3 3

件数が多い
ほど，施設
の老朽化が
顕著である

H
1
7

2,346,333 ⑷
施設停止
日数 日

停止がある
場合には，
市民・汲み取
り業者の方
へ多大な迷
惑がかかる。

⑵
H
1
8

3,028,333 ⑸

⑶
H
1
9

3,045,000 ⑹

⑴整備件数 箇所 － － 2

整備を実施する
件数であり本年
度は，全体計画
作成を行い，監
視制御装置及
び小原第2ポン
プ所を整備予
定

H
1
7

#VALUE! ⑷
警報の収
集量

－ － 未定

整備により，
警報等の収
集が容易に
なり，維持管
理体制の充
実が図られ
る。

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

15,889,500 ⑹

⑴委託件数 件 1 1 1

現在業務委託
数が上水道1
件・簡易水道2
件となってい
るが，業者間
での切磋琢磨
による技術力
の向上を目指
す

H
1
7

31,704,000 ⑷
利用者か
らの苦情
件数

件 8 7 6

安全な水を
供給する上
で，お客様の
声を聞き運
転管理に反
映させる。

⑵
H
1
8

31,704,000 ⑸

⑶
H
1
9

31,704,000 ⑹

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

継
続

業務を精査
し，可能な
ものは全て
委託してい
くこと。

拡
大

水道事業の区
域拡大に伴
い、委託箇所
の増加が予想
されるため。

19 C
未
実
施

未
実
施

4

安定した
水供給
と、コスト
削減を図
るため社
会的
ニーズは
今後一
層高ま
る。

4

習熟した
技術者
が、常時
点検と非
常時対
応できる
ため、安
心して利
用でき
る。

3

遠方監
視システ
ムの構築
により、
中央監
視できれ
ばコスト
削減の
余地は
少なから
ずある
が、委託
箇所数
の増減に
より、検
討を要す
る。

2

水道事
業所有
の施設
であり、
公共性
が高い
ので関
与は必
要だが、
できる限
り関与を
縮小し民
間能力を
最大限
に活用
する必要
がある。

4

浄水場、配
水池、ポン
プ所等の毎
日点検の
他、雷被害
対応や漏水
修繕後の水
質検査等の
事故対応を
水道局と協
力して担っ
ている。安
心・安全な
水道供給に
貢献してい
る。

2

第4次拡張
計画があ
り、配水池
やポンプ所
の新設予
定がある。
水質検査
項目が増え
ることが予
想される。

31,704

上
水
道
を
利
用
し
て
い
る
市
民

第4次三次市水道
事業拡張計画に
則り、新しく計画し
ているポンプ所や
配水池と、これま
での委託施設と
併せて業務内容
の適正化を図る。

三次市水道施設に合わ
せた適切な管理体制の
構築を図り、一般管理
業務のほか、災害や事
故発生時に迅速な対応
ができるようにする。

平成14年4月から水道法が改正さ
れ、民間委託が認められるように
なった。このことを受け、定期的な
人事異動と技術者の養成コストの
縮減を図るため、平成14年11月
から浄水場の維持管理業務を民
間委託している。このことから以
前に増して、安全で安定した水を
供給できるようになった。
遠方監視システムの構築と併せ
て、一層安定した水の供給を進め
る。

今年が委託発注してから最終
年度であり，更なる業務内容
の充実と，遠方監視システム
の整備を進め，24時間365日
安全で安定した水の供給がで
きるよう運転管理・機械更新な
どを的確に行う。

営
業
管
理
室

上水道
施設管
理業務
委託

14280
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継
続

計画的に実
施し，市民
が安心して
飲める水道
水を供給し
てくこと。

拡
大

適正なシステ
ムを構築する
ため、本事業
は必要であ
る。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

災害に強
いライフラ
インに対
するニー
ズは高
い。

4

災害に
強いライ
フライン
に対する
ニーズは
高い。

3

監視機
器や計
装機器
は仕様に
応じて作
成するた
め特殊な
製品にな
るが、3
年間で11
箇所整
備する必
要がある
ため、コ
スト削減
の余地
は少なか
らずあ
る。

5

管理は
民間に
委託でき
るが、施
設整備
に当たる
ので市で
なければ
できな
い。

5

配水池の統
廃合を積極
的に行い、管
理箇所数を
精査し、適正
化に努める。

2

情報収集
量を適正に
管理し、災
害や事故
に迅速に対
応できるよ
うになる。

市
民

老朽化した部品
を、新機種に更新
する。区域拡張を
予定している地区
の配水池・加圧ポ
ンプ所に遠方監
視システムを構築
する。

中央監視システムが構
築されることにより、災
害時などの故障や不具
合に迅速に対応できる。
安定的に水を供給でき
市民満足度を高めるこ
とができる。

　設置から20年以上経過している
ものもあり，維持管理上，現在の
情報収集数では不足している。ま
た，現在は生産中止している機種
であり、雷等により被害が出ると
修繕が困難である。また，区域拡
張により、新しくできた配水池・加
圧ポンプ所からの情報を収集し、
維持管理体制の充実を図る。今
年からの実施計画であり，3年間
で整備を進めていく。

安心して使える水を、安定して
受給できる事業への要求は今
後とも高まる。運転状況に応じ
て、機械の更新・修繕が事前
に判断できるようにする。

営
業
管
理
室

上水道
施設整
備事業
(寺戸浄
水場整
備）

19279
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継
続

新施設が稼
動するま
で，最善の
注意を図り
運営に当た
ること。

継
続

施設の老朽化
に伴い，機器
の修繕・更新
にかかる経費
はいたしかた
ないものと思
われる。施設
が運転停止と
ならないよう，
日々点検の実
施を行い，異
常の早期発見
に努める。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

し尿処理
は日常
生活に
おける重
要課題
である。

5

理由とし
ては上
記と同じ

3

業者選
定の段
階で安価
で良好な
維持修
繕を行う
業者に依
頼するこ
とが必要
な条件。

5

一般廃
棄物の
処理は
市町村
が行うべ
きと法令
で定めら
れてい
る。（廃
棄物の
処理およ
び清掃
に関する
法律第4
条）

5

施設の維持
修繕は新施
設の設置ま
での至上命
題であり,施
設の機能停
止になれば,
市としてのし
尿処理コス
トは莫大な
ものとなり,
経費の支出
は膨大なも
のがある。 3

日ごろから
の信頼でき
る専門的な
メンテナン
ス業者から
の指摘に
沿い,早期
に施設の
異常を把
握・早急な
対応により,
結果的に
は安価な維
持管理の
実現という
成果をあげ
ることがで
きる。

9,085

三
次
市
民

三次市し尿処理
施設（錦水園）の
機器の維持管理

施設本来の処理機能が
発揮できるよう，日々の
点検により異常の有無
を確認し，維持管理を行
う。

日常的に排出されるし尿・汚泥を
処理する施設の維持修繕を行い,
平成22年から供用開始される新
施設の設置まで,現在の旧施設を
維持管理する。

施設の老朽化に伴い,大規模
な修繕が必要とならないよう早
期のメンテナンスと対応を充実
させてゆく。

営
業
管
理
室

錦水園
整備事
業

17278
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継
続

委託可能な
ものは，全
て委託して
いく必要が
ある。

拡
大

市民のニーズ
は，これからま
すます「より安
全で安定した
水の供給」を
求めていくこと
や，水道事業
の区域拡大に
伴い，委託箇
所の増加が予
想されるため。

20 C
未
実
施

未
実
施

4

安定した
水供給
と、コスト
削減を図
るため社
会的
ニーズは
今後一
層高ま
る。

4

習熟した
技術者
が、常時
点検と非
常時対
応できる
ため、安
心して利
用でき
る。

3

警報通
報システ
ムや濁度
管理シス
テムの構
築によ
り、中央
監視でき
ればコス
ト削減の
余地は
少なから
ずある
が、委託
箇所数
の増減に
より、検
討を要す
る。

2

市所有
の水道
施設であ
り，公共
性が高
いので関
与は必
要だが，
委託業
者の運
転管理
等手法
について
は，民間
のいまま
でのノウ
ハウを活
かし，民
間能力を
最大限
に活用
する必要
がある。

4

浄水場、配
水池、ポン
プ所等の毎
日点検の
他、雷被害
対応や漏水
修繕後の水
質検査等の
事故対応を
水道局と協
力して担っ
ている。安
心・安全な
水道供給に
貢献してい
る。

3

整備拡張
計画があ
り、配水池
やポンプ所
の新設予
定がある。
水質検査
項目が増え
ることが予
想される。

36,433

簡
易
水
道
利
用
の
市
民

各簡易水道事業
拡張計画に則り、
新しく計画してい
るポンプ所や配水
池と、これまでの
委託施設と併せ
て業務内容の適
正化を図る。

三次市簡易水道施設に
合わせた適切な管理体
制の構築を図り、一般
管理業務のほか、災害
や事故発生時に迅速な
対応ができるようにす
る。

平成14年4月から水道法が改正さ
れ，民間委託が認められるように
なった。このことを受け，定期的な
人事異動と技術者の養成コストの
縮減及び支所職員の業務軽減を
図るため，平成18年4月から簡易
水道浄水場等施設の運転管理業
務を民間委託している。水道施設
の運転管理及び危機管理に精通
した業者へ委託することにより，
以前に増して，簡水利用者の方
へ安全で安定した水を供給できる
ようになった。

さらに簡水利用者の方へ安心
して安定した浄水を給水する
ため，浄水濁度管理や警報通
報装置の整備を進め、運転状
況から機械更新を的確に行
う。

営
業
管
理
室

簡易水
道施設
管理業
務委託

18277
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴補助件数 件 49 45 70
本制度によ
る補助件数

H
1
7

419,571 ⑷

補助によ
り飲用水
水源が確
保できた
戸数

戸 53 47 80

本制度によ
り水源を確
保した戸数

⑵
H
1
8

424,755 ⑸

⑶
H
1
9

433,642 ⑹

⑴

給水工事
審査・検
査、給水
台帳の申
込件数

件 610 1,009 1,000

給水工事審
査・検査、給
水台帳の申
込件数

H
1
7

5,640 ⑷
検査合格
件数 件 610 1,009 1,000

三次市上水
道給水装置
工事施行基
準等を遵守
した施工を
行い、検査
に合格した
件数

⑵
H
1
8

4,120 ⑸
検査合格
率

100 100 100

給水工事の
申込件数に
対する検査
合格件数の
割合

⑶
H
1
9

5,092 ⑹

⑴事業費 事業 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
7

331,262,000 ⑷
施工予定
延長 ｍ 5,610 7,920 6,948

水道管の延
長距離

⑵
H
1
8

295,685,000 ⑸
本事業施
工予定全
延長

ｍ 59,014 60,024 60,024
水道管の全
延長距離

⑶
H
1
9

209,745,000 ⑹施工率 % 10 13 15
本事業の進
捗率

⑴事業費 事業 1 1 1

本事業に投資
した事業費
H18・19年度
は施設建設及
び電気計装設
備整備を実施
するため，コ
ストが高く推
移した。

H
1
7

130,826,000 ⑷
施工予定
管延長 ｍ 6,277 6,277 6,277

水道管の延
長距離

⑵
H
1
8

143,559,000 ⑸
本事業施
工予定全
延長

ｍ 6,277 6,277 6,277
水道管の全
延長距離

⑶
H
1
9

166,812,000 ⑹施工率 % 100 100 100
水道管布設
の進捗率

9
 
事
業
の
迅
速
化

1
5
 
効
果
の
検
証

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

22年度完了
予定である
が，加入者
の状況はど
うなのか，
加入促進と
同時進行で
事業を進め
て行くよう努
めること。

継
続

事業内容の精
査を行う時期
ではあるが、
現行の予算が
確保できれば
計画年度完了
の見通しがあ
るため。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

4

水道未
普及地
域解消
のため，
社会的
ニ－ズ
が高い。

4

生活環
境が改
善される
ため，市
民ニ－
ズが高
い。

4

費用対
効果調
べにより
検証済
み

5

公共性
が高く，
市でなけ
ればでき
ない。

3

水道未普及
地域解消に
貢献してい
る。

3

水道未普
及地域解
消に貢献し
ている。

143,559

地
域
住
民

対象となる地域の
水道管の布設及
び施設の改良

水道未普及地域の解消
及び取水・導水・送水施
設の改良を行い，定住
環境の改善を行なう。

本事業は，増補改良・水量拡張・
区域拡張の３種類の補助をもとに
水量，水質の確保のため取水・導
水・浄水・送水施設の改良及び矢
原地区のカ－タ－シビックセンタ
－をはじめとした公共施設が点在
するほか，宅地開発された箇所へ
の配水施設の建設を行なう。

平成２２年度事業完了を目指
すためには，次年度において
も複数の事業メニュ－を実施
する必要があり，予算確保が
できるかどうかが課題となる。

事
業
推
進
室

甲奴地
区簡易
水道整
備事業

16284
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り

継
続

加入率を向
上させるこ
とが必要が
ある。

縮
小

　給水区域内
の事業箇所を
精査し，事業
の見直しを計
る。

17 C
要
改
善

要
改
善

2

　良質な
水質，水
量の供
給を図り
地区住
民の健
康と生活
文化の
向上を図
るもので
あるが，
本地区
の給水
区域内
の市民
感覚とし
て，社会
的ニーズ
が低い
傾向が
ある。

2

　水道未
普及地
域では
各家庭
で湧き
水，渓流
水及び
井戸水
に依存し
ており，
一部地
域によっ
ては渇
水期に
おける水
不足が
深刻化し
ている。
しかし全
体の加
入者数
から勘案
するに市
民ニーズ
は低い。

2

　受益者
ニーズの
再調査を
実施し，
不必要な
管路整
備の整
理を実施
する。

5

水道事
業は原
則，市町
村が経
営するも
のであ
る。

5

　平成１４年
度から事業
着手し，給
水区域の約
９割近くの
整備が完了
した。

1

  一部供用
開始を平成
１８年１０月
３０日開始し
た。また，平
成１９年６月
２０日にさら
に一部供用
開始地区を
追加した。そ
の結果，給
水区域内一
般世帯数５
８７件に対
し，４０３件
の分岐工事
を17年度，１
８年度に実
施したが，
接続工事を
市民が行っ
たのは約１０
０件と少なく
加入促進の
啓発を行う
ことが課題
である。

295,685

　
三
次
市
市
民

（
君
田
町

）

　良質な水質、水
量の供給を図り地
区住民の健康と
生活文化の向上
を目指すものであ
る。

　平成24年度事業完了
を目標に掲げて水道施
設整備を実施する。

　君田町の簡易水道事業は藤兼簡
易水道事業により藤兼地区の一部
及び茂田飲料水供給施設茂田地区
への給水が行われ，本事業はその
地区以外を全域給水区域にする君
田地区簡易水道事業であります。
　君田町においては，平成１8年度に
君田簡易水道の一部供用開始を行
うまでは，藤兼簡易水道及び茂田飲
料水供給区域のみで，多くの市民は
各世帯では夏季の水不足が深刻な
問題になっており，多くの家庭では井
戸等に依存し，水量の不足，保健衛
生面での水質管理等，多くの問題を
抱えていました。
  浄水方法は，緩速ろ過方法を採用
しております。採用にあたっては神野
瀬峡にほど近いセチ谷の清流を水源
確保したことにより比較的に簡単な
運転制御で浄水機能が得られ，緩速
ろ過法によってクリプトスポリジウム
の対応も実施しています。

　この事業の効果指標には水
道普及率の向上が求められ
る。
  一部供用開始を平成１８年１
０月３０日開始した。また，平
成１９年６月２０日にさらに一
部供用開始地区を追加した。
その結果，給水区域内世帯数
５８７件に対し，４０３件の分岐
工事を17年度，１８年度に実施
したが，接続工事を市民が
行ったのは約１００件と少なく
加入促進の啓発を行うことが
課題である。

事
業
推
進
室

君田地
区簡易
水道事
業

14283
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継
続

申請に応じ
て，実施さ
れたい。

拡
大

給水区域の拡
大、高層マン
ションや住宅
団地開発など
大規模な給水
計画の増加に
伴いより高い
社会的ニーズ
がある。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

4

生活環
境の向
上のた
め、安全
な水を安
定的に
供給する
事業とし
て社会
的ニーズ
が高い。

4

市民生
活に欠
かせない
安全な
水を安定
的に供
給する
サービス
の向上
に向けて
実施す
る。

4

現在実
施してい
る給水台
帳のファ
イリング
（電算保
存化）を
進め、効
率化を図
ることに
より職員
１人当り
の処理
能力を高
めてい
く。

5

水道法第５
条に基づき
水道事業管
理者には給
水の義務が
ある。なお、
同法第１６
条及び第１
６条の２に
おいて、給
水工事の構
造及び材質
の法令基準
への適合並
びにこのた
めの給水装
置工事事業
者の指定制
度が明記さ
れている。
また、個人
情報である
給水台帳の
保護のため
にも市で行
うべきであ
る。

5

平成17、18
年度ともに
検査合格率
が100％と
目的達成度
は極めて高
い。

5

安全な水を
安定的に
供給するた
めには、許
可制度によ
り給水装置
への法令
基準への
適合を図る
ほか、当該
工事を適正
に指導監
督しなけれ
ばならな
い。

4,158

給
水
区
域
内
住
民

、
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者

①給水工事の申
込受理・設計審
査、関係機関へ
の許可申請（道路
占用申請等）②給
水工事の指導監
督・工事立会・検
査
③給水台帳の管
理

指定給水装置工事事業
者が行う給水工事につ
いて、給水装置の構造
及び材料の基準に関す
る省令、三次市給水装
置工事事業者規程並び
に三次市上水道給水装
置工事施行基準を厳守
した施工を行わせること
により、飲料水等の供
給を受ける住民に安全
な水を安定的に供給す
る。

給水装置を新設し、改造し、修繕
し、又は撤去しようとする者は水
道事業等管理者へ申し込み、そ
の承諾を受けなければならない。
水道事業等管理者は給水装置工
事を行う指定給水装置工事事業
者に対し設計審査及び完了検査
を行う。また、水道事業等管理者
は、給水工事申込書を給水台帳
として管理し、既設の給水装置の
改造、増設を行おうとするものに
対して、給水装置の情報を提供す
ると同時に漏水事故が発生した
際にも配管ルート等の把握に活
用することができる。

市街地の配水管網において配
水機能が限界に達している
（宅地化により家屋の増大）エ
リアでの給水工事や集合住
宅、高層マンションなどの審査
には知識や経験などが必要と
される。今後、専門職を配置す
るなどの対応により高度な給
水のサービスが必要と考えら
れる。

事
業
推
進
室

給水工
事審査・
検査、
給水台
帳

16282
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継
続

上水道，簡
易水道とも
に計画のな
い地区があ
り，事業の
継続は必要
である。
給水区域内
で給水が既
に実施され
ている場合
は，この制
度を利用さ
せてはいけ
ない。市の
施策が上
水，簡水で
ある訳であ
り，加入促
進に努める
必要があ
る。

拡
大

平成18年度に
補助要件を追
加したことによ
り，より利用し
やすい制度と
して市民に利
用していただ
いている。今
後、申請件数
の増加も考え
られる。課題と
しては、市民
にこの制度を
より知っていた
だくための広
報活動が必
要。

27 A
事
業
拡
大

要
改
善

4

飲用水
について
ニーズは
高い。

4

飲用水
について
ニーズは
高い。

4

補助限
度額につ
いて，水
道が供
給されて
いる地域
における
受益者
負担の
額とバラ
ンスがと
れている
か検討
が必要。 5

上水道・
簡易水
道整備
計画と関
連させな
がら進め
る必要が
ある。

5

飲用水確保
に要する費
用を直接的
に補助する
制度であ
り，目的達
成への貢献
度は高い。

5

平成18年
度に補助
要件を追加
したことに
より有効性
が向上し
た。

19,114

水
道
事
業
の
計
画
区
域
外
の
区
域
ま
た
区
域
内
で
も
１
年
以
内
に
給

水
さ
れ
な
い
地
域
に
在
住
す
る
市
民

飲用水の供給を
目的として新たに
ボーリング及び掘
井戸方式により水
源を確保するもの
に対し補助金を交
付する。

市民が「安全」かつ「安
定」した飲用水を確保す
ることを目的とする。

水道事業の計画区域外又は区域
内でも１年以内で給水が開始され
ない区域で，飲用水検査に合格し
た一定の水量を確保するための
ボーリング又は堀井戸の費用の
ほか，揚水ポンプ，水質及び水量
検査の費用に対する補助をしよう
とするもの。

上水道事業においては，家屋の
連なる路線や幹線ルートのみ管
路を計画しており，その他につい
ては地域住民において給・配水
管工事をしていただいている。本
線に近い住民と離れた住民にお
いて費用に差がでるため，地域
にて組合を設立し工事費をプー
ル計算し給水工事を行っている
地域もあるが，組合が設立されな
い地域においては本線から離れ
た住民は給水工事に高額な費用
を要している。このような場合に
おいて給水区域内に居住してい
るにもかかわらず水道工事費より
ボーリング工事費が安価な場合
は，ボーリング補助を選択すると
想定される。今後，水道

事
業
推
進
室

飲用水
供給施
設補助
事業

16281
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴事業費 事業 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
7

203,734,000 ⑷
施工予定
管延長 ｍ 4,281 8,427 9,770

水道管の延
長距離

⑵
H
1
8

203,532,000 ⑸
本事業施
工予定全
延長

ｍ 32,648 32,648 32,648
水道管の全
延長距離

⑶
H
1
9

167,400,000 ⑹施工率 % 13 26 30
水道管布設
の進捗率

⑴事業費 事業 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
7

193,527,000 ⑷
施工予定
延長 ｍ 4,473 1,880 1,864

水道管の延
長距離

⑵
H
1
8

99,906,000 ⑸
本事業施
工予定全
延長

ｍ 26,580 26,580 26,580
水道管の全
延長距離

⑶
H
1
9

132,641,000 ⑹施工率 ％ 17 7 7
本事業の進
捗率

⑴
公共工事
に伴う工
事負担金

１工事 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
7

56,085,000 ⑷
配水管布
設延長 m 647 1,558 1,545

本事業によ
り，配水管を
布設した延
長

⑵
H
1
8

82,531,000 ⑸

⑶
H
1
9

88,678,000 ⑹

⑴事業費 事業 1 1 1
本事業に投
資した事業
費

H
1
7

852,919,000 ⑷給水戸数 戸 12,481 12,741 12,800

本事業によ
り給水が可
能となる戸数

⑵
H
1
8

841,041,000 ⑸給水人口 人 32,382 32,974 33,037
本事業によ
り給水が可
能となる人口

⑶
H
1
9

919,920,000 ⑹

9
 
事
業
の
迅
速
化

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

9
 
事
業
の
迅
速
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

未普及地区
の解消のた
め継続して
実施が必要
であると同
時に，加入
促進にも力
を入れる必
要がある。

継
続

未普及地域の
水道施設の整
備や老朽管の
更新を行うこと
によって，ライ
フラインの整
備拡充及び生
活基盤の改善
を図る。

25 B
未
実
施

未
実
施

5

安全で
衛生的
な生活
用水を安
定供給
する必要
性が高
い。

4

安全で
安定した
生活用
水につい
て市民
の関心
は高い。

3

上水道
の整備を
行うこと
によっ
て、配水
能力の
向上と維
持管理
費の削
減を図
る。

5

水道事
業は，原
則として
市町が
経営す
る。

5

上水道の整
備を行うこと
によって，安
全で衛生的
な生活用水
を安定供給
し，公衆衛
生の向上と
生活環境の
改善を図
る。

3

事業実施ま
での期間短
縮等向上
余地はあ
る。

841,041
市
民

水道施設の整備
（拡張事業・配水
管布設工事・水道
老朽管の更新）

給水区域の拡大・配水
施設の整備・施設更新
による安全で衛生的な
生活用水を安定供給
し，公衆衛生の向上と
生活環境の改善を図
る。
あわせて水道管の維持
管理経費の軽減を図
る。

本市の上水道事業は，昭和３９年
に創設した。
創設後，４期の水道拡張計画を行
い，順次給水区域の拡張を行って
いる。また，給水区域内について
も必要に応じ配水管の布設及び，
布設替え・老朽管の更新を行う。
平成１８年度は，田幸地区・青河
地区の拡張事業を行った。また，
酒屋地区の配水管布設工事，及
び，畠敷地区・三次町で老朽管の
更新を行った。

水道施設の整備（拡張事業・
配水管布設工事・水道老朽管
の更新）を進めることによっ
て，更なるライフラインの整備
拡充及び生活基盤の改善を図
ること。

事
業
推
進
室

上水道
整備事
業

16288
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安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

コスト削減
の余地がま
だあると判
断されてお
り，最大限
の努力を求
める。

継
続

道路改良・下
水道事業等・
他事業と併
せ，一体的に
上水道管の新
設・改良・更新
を行うことによ
り，
経費の削減を
図る。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

安全で衛
生的な生
活用水を
安定供給
する
必要性が
高い。

4

配水能
力の向
上と径費
の削減を
図る。

3

公共工
事と同時
施工する
ことによ
り，経費
の
削減を図
る。

5

水道事
業は，原
則として
市町村
が経営
する。

5

上水道新設・
増径・更新の
経費削減の
ため。

5

上水道新
設・増径・
更新の経
費削減の
ため。

82,531
市
民

水道施設の整備
（配水管布設工
事）

他事業と一体施工を行
い，安全で衛生的な生
活用水を安定供給し，
公衆衛生の向上と生活
環境の改善を図る。
あわせて水道管の維持
管理費と経費節減を図
るための工事負担金で
ある。

配水管の新設・増径・更新を，他
事業（道路改良・下水道事業）と
一体で施工を行う。

水道施設の整備（配水管布設
工事）をすることによって，ライ
フラインの整備拡充及び生活
基盤の改善を図ること。

事
業
推
進
室

公共工
事に伴
う工事
負担金

15287
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市

３
都
市
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魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

水道未普及
地区の解消
のため，事
業の必要性
は理解でき
る。加入率
の向上に努
められた
い。

継
続

加入促進によ
り加入率の向
上に努め，そ
の結果によっ
てルート，管
種・口径の再
検討を行う必
要がある。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

4

生活に
必要不
可欠なも
のである
ため，社
会的
ニーズは
高い。

3

水道加
入率の
低い地
域があ
る。

3

加入率に
よって
ルート変
更や管
種，口径
の変更
等を考慮
すること
によりコ
ストの縮
減を検討
すること
が可能で
ある。 5

水道事
業は原
則，市町
村が経
営するも
のであ
る。

4

水道未普及
地域を解消
し，安定した
水を供給す
ることによ
り，住民
サービスの
向上を図る
ためには，
必要不可欠
な事業であ
る。

4

支所と連携
し加入促進
を行い，加
入率の向
上を図る。

99,906

給
水
区
域
内
住
民

水道未普及地域
を解消し，安定し
た水を住民に供
給する。

水道施設の整備地域住民の福祉と生活に必要不
可欠な社会基盤施設である。水
洗トイレの普及など生活様式の変
化に伴い，水源確保と長期的な視
点とした計画により，市民に安全
で安定した飲料水の供給をする。
平成9年～平成15年度　取水・導
水・浄水・送水・配水施設設備
平成16年～平成19年度　配水施
設設備

地域住民の水道加入促進，水
道普及率の向上。

事
業
推
進
室

三和地
区簡易
水道事
業

9286
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継
続

上水未普及
地区の解消
のための必
要性は理解
する。加入
率の向上に
努められた
い。

拡
大

多少手法等で
改善の必要が
あるが，社会
的・市民ニ－
ズの点から事
業の拡大が望
ましい。（吉舎
町の一部・旧
三次市の一部
への拡張）

24 B
現
状
維
持

要
改
善

5

水道未
普及地
域解消
のため，
社会的
ニ－ズ
が高い。

5

生活環
境が改
善される
ため，市
民ニ－
ズが高
い。

3

事業手
法の見
直しによ
りコスト
削減の
余地があ
る。

5

水道事
業は原
則，市町
村が経
営するも
のであ
る。

3

水道未普及
地域解消に
貢献してい
る。

3

事業期間
の見直しに
より向上の
余地があ
る。

203,532

地
域
住
民

対象となる地域へ
の水道管の布
設。

水道の未普及地域を解
消することにより，定住
環境の改善を行なう。

平成１４年度に変更認可を受け統
合簡易水道事業に移行したことに
より，三良坂地区・灰塚地区・仁
賀田利皆瀬地区の簡易水道が統
合され，各地区間の連絡管の新
設，導送配水の電気設備の更
新，未普及地域の配水管の新設
等が予定されている。今後におい
ても自家用井戸等の独自水源の
水質悪化や水量の低下などが進
行するなかで，未普及地域の早
期解消を図り安全で衛生的な生
活用水の供給を行うことが必要で
ある。

事業が長期に渡るため，定期
的に整備手法の見直しを行う
必要がある。例えば，統合簡
易水道事業のみに留まらず上
水道との統合により，浄水場
の統廃合を行い水道事業の効
率的な運営を行う。

事
業
推
進
室

三良坂
町統合
簡易水
道事業

16285
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
測量・調
査・設計 式 1 1 1

平成17～18
年度で測量
調査等を行
い，平成19
年度よりプラ
ント建設に着
手する。

H
1
7

10,142,000 ⑷
測量・調
査・設計 式 1 1 1

平成19年度
よりプラント
建設に着手

⑵
H
1
8

170,784,000 ⑸

⑶
H
1
9

834,271,000 ⑹

⑴
拡大処理
区域面積 ha 247 256 266

本事業によ
る処理区域
面積
三次町・三良
坂町の面整
備を行った。

H
1
7

6,730,566 ⑷
処理区域
内人口 人 9,288 9,581 9,900

本事業によ
り排水処理
が可能となる
人口

⑵
H
1
8

6,432,761 ⑸
下水道接
続人口
（戸数）

  人（戸）   6,796(2,520)   8,143(3,290)  8,316(3,456)

本事業によ
り下水道へ
接続した人
口（戸数）

⑶
H
1
9

6,022,860 ⑹水洗化率 % 73 84 84

(下水道接続
人口/処理区
域内人口）＊
１００

⑴
　補助基
数 基 171 147 180

補助対象基
数

H
1
7

532,614 ⑷
　浄化槽
処理人口 人 580 543 590

本補助事業
により浄化
槽処理が可
能となった人
口

⑵
H
1
8

542,319 ⑸

⑶
H
1
9

547,694 ⑹

⑴
浄化槽設
置基数 基 38 18 20

浄化槽の設
置基数

H
1
7

1,246,947 ⑷
浄化槽処
理人口 人 146 69 76

浄化槽の処
理人口

⑵
H
1
8

1,174,444 ⑸

⑶
H
1
9

1,507,850 ⑹

そ
の
他

事
業
期
間

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

縮
小

合併時の取
り決めはな
されている
が，期間を
区切り経費
の統一な
ど，矛盾の
解消を図る
必要があ
る。

継
続

市設置のため，
設計・入札等に
時間がかり設置
希望者の要望
時期に施工する
ことが難しい。
事業を迅速に
実施するための
改善が必要で
ある。
浄化槽整備事
業については，
市町村設置整
備事業と個人設
置の補助事業
がある。維持管
理費と使用料に
違いが生じてい
るが，合併協議
会の取り決めが
あり，今後検討
を要す。
個人設置の補
助事業への制
度改正により，
整備費の軽減
が考えられる。

23 B
現
状
維
持

事
業
縮
小

5

住民の
快適な
生活環
境の改
善と公共
用水域
の水質
改善は，
社会的
な必要
性が極
めて高
い。
水・空
気・ゴミ
等の環
境への
関心は
高まって
いる。

5

公共下
水道等
の下水
処理施
設のない
地域に
おいて
は，極め
て高い
ニーズが
ある。

3

市設置
のため，
設計・入
札等に時
間を要し,
設置希
望者の
要望時
期に施工
すること
が難し
い。
個人設
置の浄
化槽設
置整備
補助金
への切り
替えすれ
ば，市費
の軽減
が考えら
れる。

3

下水道
整備をし
ない地域
への対
策として
開始した
経緯を考
えると市
が実施
すべきも
のと考え
られる。

4

家庭排水を
浄化するこ
とにより、河
川等の水質
を改善する
ことに一定
の成果を得
た。
これ以外の
方法として
は，下水道
の整備や，
浄化槽設置
補助金が考
えられる。

3

水質悪化
の原因成
分のひとつ
である窒素
の除去がな
されていな
いため，今
後は高度
処理窒素
除去型の
導入を検討
する必要が
ある。

21,140

公
共
下
水
道
等
の
事
業
認
可
区
域
以
外
の
住
居
等
を
対
象
と
す
る

。

対
象
区
域
：
布
野
町
・
君
田
町

申請に基づき浄
化槽を設置する。
設置の対価（分担
金）と月々の使用
料を徴収し維持管
理費に充てる。

対象区域内に１件でも
多くの浄化槽を設置し，
公共用水域の水質汚濁
を防止し，生活環境の
保全を推進する。

近年の産業の高度化・生活様式
の多様化等により，河川等の水質
悪化が進行している。環境意識の
変化により産業活動に伴う排水の
浄化は促進されているが，生活排
水の浄化対策は，公共下水道等
の整備区域を拡大しているが，事
業認可区域以外の区域において
は，排水対策が遅れている。この
ため，市町村設置型浄化槽を設
置し，公共用水域の水質汚濁を
防止し，生活環境の保全を推進
する。
平成１８年度設置内容（布野４基・
君田１４基）　設置基数：１８基　総
事業費：１７，７４５千円

平成１９年度で，君田町が事
業終了となるので事業の周知
徹底を行なうとともに，希望者
全員に対してサービスを提供
できるよう努力する必要があ
る。
平成２２年度で事業終了（布野
町の放流管の特例について
は，平成２０年度まで）となるの
で，対象者への普及促進する
必要がある。
事業終了後，設置した浄化槽
の修理費がかさむことが予想
されるので，個人への払い下
げ・譲渡等を検討する必要が
ある。

事
業
推
進
室

浄化槽
市町村
整備推
進事業

16292
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市

３
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魅
力
づ
く
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(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

下水道等の
計画の無い
地区での事
業であり，
申請に応じ
て継続して
行く必要が
ある。

継
続

単独処理浄化
槽から合併処
理浄化槽への
改修を促進す
る必要があ
る。
水質悪化の原
因成分のひと
つである窒素
の除去を推進
するため，高
度処理窒素除
去型への補助
額の増額を検
討する必要が
ある。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

5

住民の快
適な生活
環境の改
善と公共
用水域の
水質改善
は，社会
的な必要
性が極め
て高い。
水・空気・
ゴミ等の
環境への
関心は高
まってい
る。

5

生活環
境の改
善と公共
用水域
の水質
改善の
必要性
は高い
が，浄化
槽の設
置には
多額の
費用を要
すため，
補助金
の交付を
市民は
強く求め
ている。

4

コンパク
ト化浄化
槽も開発
され，コ
スト縮減
を図る。
作木町に
おいて
は，平成
２０年度
まで補助
限度額を
別途定め
ているの
で,平成２
１年度か
らはコス
ト削減要
因とな
る。

4

国からの
交付金
事務もあ
り，市の
関与が
欠かせ
ない。

5

家庭排水を
浄化すること
により、河川
等の水質を
改善すること
に一定の成
果を得た。
これ以外の
方法として
は，下水道の
整備が考えら
れる。

2

単独処理
浄化槽から
合併処理
浄化槽へ
の改修を促
進する必要
がある。
水質悪化
の原因成
分のひとつ
である窒素
の除去を推
進するた
め，高度処
理窒素除
去型への
補助額の
増額を検討
する必要が
ある。

79,721

公
共
下
水
道
・
農
業
集
落
排
水
・
市
町
村
設
置
浄
化
槽
対
象
区
域

（
布
野
町
・
君
田
町

）
を
除
く
市
内
全
域

申請に基づき，浄
化槽設置者に補
助金を交付する。

対象区域内に１件でも
多くの浄化槽を設置し，
公共用水域の水質汚濁
を防止し，生活環境の
保全を推進する。

生活排水の浄化対策として，公共
下水道等の整備区域を拡大して
いるが，事業認可区域以外の区
域においては，排水対策が遅れ
ている。このため，浄化槽の設置
に対して補助金を交付し，公共用
水域の水質汚濁を防止し，生活
環境の保全を推進する。
公共下水道・農業集落排水・市町
村設置浄化槽対象区域（布野町・
君田町）を除く市内全域を対象と
し，住宅（店舗併用住宅を含む）
への浄化槽設置希望者に対して
補助金を交付する。
平成１８年度補助内容（５人槽４１
基・７人槽１０２基・１０人層４基）
補助基数：１４７基　総事業費：７
８，２９８千円

１８年度の設置者が１６・１７年
度に引き続き減少傾向にあ
る。環境への関心が高まって
いるこの時期に，広報・ホーム
ページ等により制度の周知を
図り普及促進に努める必要が
ある。
作木町においては，平成２０年
度まで補助限度額を別途定め
ているので制度を周知し活用
を図る必要がある。
水質悪化の原因成分のひとつ
である窒素の除去を推進する
ため，高度処理窒素除去型へ
の補助額の増額を検討する必
要がある。

事
業
推
進
室

小型合
併浄化
槽設置
整備補
助事業
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安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

供用開始区
域の拡大と
同時に加入
率の向上に
努める必要
がある。

拡
大

三次処理区の
場合，平成２
年度に処理区
域１，０１０ha
を計画し，平
成１８年度末
で２１０haの整
備であり，１６
年間で２０％
の整備率の為

24 B
要
改
善

要
改
善

5

下水道
に接続
すること
で，家の
周りの水
路に水
がなくな
り，蚊や
ハエの
発生減
がなくな
り、衛生
的になる
と同時
に，北溝
川や江
の川の
公共水
域の水
質が向
上する。

4

水洗トイ
レに改造
すること
で生活
環境の
改善とは
なるが,
老人独
居世帯
等にとっ
て自己
負担の
増加によ
り，困る
という人
も少なく
ない。

3

処理場
の統合
及び汚泥
の集中・
加工販
売等最
新技術
の導入に
より，コス
ト縮減効
果は，大
きくある。

5

下水道
法第３条
により，
市が設
置するこ
とに定め
られてい
る。

4

接続工事に
より，市民に
快適で便利
な暮らしに
改善され，
水処理を行
うことによ
り，河川の
水質を保全
している。

3

整備区域
内の接続
により，成
果を促進で
きる。

1,646,787

下
水
道
事
業
区
域
内
に
住
ん
で
い
る
市
民
及
び
事
業
所

下水道管渠及び
処理場の整備
又，必要に応じて
上水道や道路側
溝及び舗装のリ
ニューアル。

市民生活における水・生
活環境の改善
・家の水洗便所や水周
りを改造することによる
快適な生活
・汲み取り便所の改造
による臭いの除去
・道路側溝に蚊やハエ
等が発生する生活雑排
水の除去
・古い上水道管に溜まっ
ている汚れや，配水管・
給水管の口径を更新す
ることにより，各家庭へ
の水の適切な供給
・老朽化した道路側溝
やアスファルト舗装等を
更新するとにより，生活
環境の再整備を図る。

三次処理区においては，平成２年
に事業着手また，三良坂処理区
については，平成７年に事業着手
した。
　　　　　　　　　　　　　　　　三次処
理区          三良坂処理区
全体処理区面積
1,010.0ha　　　　　　　80.0ha
現在の認可面積
410.9ha              80.0ha
H18年度末整備面積
210.3ha              46.0ha

近年の産業の高度化や，生活
様式の多様化などにより河川
の汚濁は進行しており，ここ三
次でも生活雑排水により，市
内の河川の汚濁は進んでい
る。快適な環境づくりのため，
早期完成・早期供用開始が課
題である。
維持管理費については，使用
料でまかなうのが原則である
が，拡張事業が完了していな
いため，バランスが取れた適
正な料金となっていない。

事
業
推
進
室

公共下
水道事
業（三
次・三良
坂）
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安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

22年開始時
に向け，使
用料を安易
に今までど
おりでなく，
精査して決
定していく
必要があ
る。

継
続

平成22年度4
月の供用開始
を目標に今後
も事業を継続
していく。

24 B
未
実
施

要
改
善

5

現有施
設「錦水
園｣の老
朽化及
び「甲双
衛生組
合し尿処
理場」の
取壊しに
対応する
ための
施設整
備である

3

市民生
活上必
要な公
共施設
である

3

平成18
年度に設
置した工
法等検
討委員
会におい
て，環境
に配慮し
た効果的
で経済的
な施設建
設のため
検討を重
ねている 5

市民生
活上必
要な公
共施設
の整備
である

5

平成18年度
に設置した
工法等検討
委員会にお
いて，環境
に配慮した
効果的で経
済的な施設
建設のため
検討を重ね
ている

3

平成18年
度に設置し
た工法等
検討委員
会におい
て，環境に
配慮した効
果的で経済
的な施設建
設のため検
討を重ねて
いる

170,784

市
全
域
の
し
尿
，
浄
化
槽
汚
泥
及
び
農
業
集
落
排
水
処
理
汚
泥

平成18年度に設
置した「三次市汚
泥再生処理施設
工法等検討委員
会」において，処
理方式及び資源
化方式等につい
て検討を重ね，三
次市にとって最も
効果的で経済的
な施設の建設を
平成19年度から
平成21年度末ま
での3ヵ年度で行
う。

現有施設｢錦水園｣の老
朽化及び処理量超過の
対応，また「甲双衛生組
合し尿処理場」の平成
21年度末の取壊しに対
応するため新たな施設
を整備し，し尿及び浄化
槽汚泥等を適正に処理
すると共に汚泥の資源
化を図る。

し尿及び浄化槽汚泥等を適正に
処理するため，循環型社会に向
けた3R（汚泥の資源化）を考慮し
た汚泥再生処理センターを整備す
る。

環境に配慮した施設及び効果
的で経済的な施設建設のた
め，最も適した処理方式及び
資源化方式の検討が必要。

事
業
推
進
室

汚泥再
生処理
センター
建設事
業
(し尿処
理場）
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
拡大処理
面積 ha 300 303 310

三良坂町・布
野町・吉舎
町・甲奴町の
面整備を
行った。

H
1
7

2,149,090 ⑷
処理区域
内人口 人 4,635 5,040 5,100

本事業によ
り排水処理
が可能となる
人口

⑵
H
1
8

1,639,815 ⑸
下水道接
続人口 人 2,425 2,636 2,900

本事業によ
り下水道へ
接続した人
口（戸数）

⑶
H
1
9

1,576,977 ⑹水洗化率 % 52 52 56

下水道接続
人口/処理区
域人口

⑴整理距離 Km 6 11
台帳整理を
実施した距
離

H
1
7

#DIV/0! ⑷
利用者数
（のべ） 人 1

部分的な整
理のため，
今現在では
ほとんど利
用は見込め
ない。

⑵
H
1
8

368,000 ⑸

⑶
H
1
9

349,363 ⑹

⑴区域面積 ha 24
平成19年度
は和知地区
全体面積。

H
1
7

#DIV/0! ⑷
区域内人
口 人 891

今年度は測
量及び実施
設計。
和知地区全
体をを対象と
する。

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸
水洗化人
口 人

測量及び実
施設計と，向
江田処理場
への連絡管
の工事を予
定。接続家
屋の見込み
は無し。

⑶
H
1
9

4,866,302 ⑹

⑴整理距離 Km 5 10
台帳整理を
実施した距
離

H
1
7

#DIV/0! ⑷
利用者数
（のべ） 人 1

部分的な整
理のため，
今現在では
ほとんど利
用は見込め
ない。

⑵
H
1
8

441,400 ⑸

⑶
H
1
9

371,100 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
8
 
受
益
と
負
担
の
適
正
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

計画的に実
施していくこ
と。

拡
大

事業実施初年
度であり，台
帳管理面積が
少いため，事
業を迅速に実
施する必要が
ある。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

農業集
落排水
は地域
の環境を
保全する
上で必
要不可
欠であ
り，その
施設を維
持管理
する上で
電子台
帳の整
理は社
会ニーズ
が高い。

3

農業集
落排水
は，地域
の住環
境に不
可欠であ
る。電子
台帳で
の管理
により，
スピー
ディーな
サービス
提供が
できるの
で，市民
のニーズ
はある。

3

１８年度
は初年
度であ
り，事業
量が少な
かった。
今後は
事業量
が増える
ため，単
位あたり
の委託
料の減
額が期
待でき
る。

5

農業集
落排水
は市が
実施した
公共事
業であ
り，市以
外の実
施は考
えられな
い。（事
業自体
は，すで
に委託し
ている。）

5

紙ベースに
よる台帳管
理より，デー
タベースに
よる台帳管
理が，ス
ピーディー
なサービス
提供に合致
している。

2

１８年度は
向江田地
区を実施し
たが，最近
の工事施
工地区で
は，測量の
電子データ
が使えるた
め成果の
向上が見
込まれる。

2,207

管
路
の
維
持
管
理
を
担
当
す
る
職
員

。
農
業
集
落
排
水
事
業
で
整
備
し
た
地
区
に

土
地
を
有
す
る
者
，
新
築
移
転
を
考
え
て
い
る
者

。

電子台帳として整
理する。

管路の維持管理の効率
化，及び加入者からの
問合せにに対するス
ピーディーな対応を行
う。

農業集落排水事業で整備した管
路について，電子台帳として整理
し，管路の維持管理に使用する。

農業集落排水事業は，昭和６
３年度三和町で着手（開始）
し，旧三次（向江田・神杉），吉
舎町（敷地），三良坂（仁賀・田
利），三和町（敷名・板木・下板
木・上板木・上山・敷名第２・下
羽出庭）の12処理区において
事業実施してきた。１９年度か
ら和知地区の整備を開始す
る。
当初は紙資料であり，現況が
変わっている場合も想定され
るため，電子台帳で整理する
ためには，資料収集等におい
て困難が予測される。

事
業
推
進
室

農業集
落排水
台帳整
理事業

18296

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

旧三次地区
において，
事業がない
地区がほと
んどであ
り，加入促
進はもとよ
り，適切な
利用料の設
定をする必
要がある。

継
続

　農業集落排水事
業を浄化槽整備と
経済比較した場
合，中心部は合理
的であるが，末端
部は経費的に不利
である。
しかし農業集落事
業は集落全体の環
境改善を目標とし，
また，集落内での
公平間を保つため
には周辺部であろう
と同様に集落排水
事業で整備すること
が必要である。
　また，和知地区処
理区内に処理場を
整備（建設）せず，
向江田地区の処理
施設を利用して汚
水処理を実施する
予定であるが，向
江田処理場の処理
能力を勘案しなが
ら，処理能力の機
能拡張工事を実施
する必要がある。
　その機能拡張工
事を実施するタイミ
ングを見極める必
要がある

26 B
未
実
施

未
実
施

4

　公共水
域の環境
改善に及
ぶ効果は
広く認識
され社会
的ニーズ
は高い

4

　集落排
水事業
加入戸
数は，地
域の88
パーセン
トに及
び，住民
のニーズ
は高い

4

　設計段
階でマン
ホールの
種類，マ
ンホール
間隔，掘
削深度な
ど，コスト
を抑える
よう考慮
して実
施。

5

　農村地
域の生
活改善と
地域の
水質保
全を図る
建設事
業は市
民の関
与の余
地は少
なく，公
共事業と
して実施
する。

5

　農業集落事
業を実施する
に当たり，測
量及び実施
設計業務は
不可欠。

4

　農業集落
排水事業
の整備が
完了すれ
ば，公共水
域の水質
及び農村
地域の生
活改善に
十分効果
が見込まれ
る。
　成果向上
の余地とす
れば，農業
集落排水
事業未加
入者の事
業取り込み
が必要であ
る。

区
域
内

　生活環境改善。 　農村での快適な生活
環境を確保し，若者が
結婚・定住し故郷を守っ
て行
ける生活の場所とし，ま
た、都市部から帰省す
る子や孫が怖がらないト
イ
レとし，併せて公共用水
域の水質改善で，安全
な農作物の生産、また，
水
路・河川にタニシ・シジ
ミ・ホタル・川魚が復活
し，子ども達が遊べる場
に。

　農村は，わが国の可住地面積
の９割を占め，総人口の４割が居
住する空間であり，国民の重要な
居住・就業・食料の安定
供給の場であるほか，国土と自然
環境の管理と保全，余暇空間の
提供など、重要かつ多面的な役
割を果たしている。しかし
ながら，農村社会における混住
化，生活水準の向上，農業生産
様式の変貌などから，農村の水
環境をめぐる状況は大きく
変化している。これらを背景とし，
農業用用排水の水質保全と農村
の生活環境の改善を重点施策と
して位置づけ，農業生産
基盤と生活環境の一体的な整備
を図る。

　和知地区においては，処理
場を新たに整備せず，既設処
理場へ接続を予定している
が，既設処理場の能力を勘案
し，機能を増設すべきか否か
の判断を要する。
　和知地区農業集落排水組合
加入者のうち，条件的に管路
により接続することが難しい加
入者について，浄化槽市町村
整備推進事業により浄化槽を
整備する予定にしているが，こ
の事業で整備すべきか，ある
いは単独市費により管路を整
備するかの判断を要する。

事
業
推
進
室

農業集
落排水
資源循
環統合
補助事
業
（和知地
区）

19295

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

計画的に進
めて行くこ
と。

拡
大

事業実施初年
度であり，台
帳管理距離が
少いため，事
業を迅速に実
施する必要が
ある。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

特定環
境保全
公共下
水道は
地域の
環境を保
全する上
で必要
不可欠
であり，
その施
設を維持
管理する
上で電
子台帳
の整理
は社会
ニーズが
高い。

3

特定環
境保全
公共下
水道は，
地域の
住環境
に不可
欠であ
る。電子
台帳で
の管理
により，
スピー
ディーな
サービス
提供が
できるの
で，市民
のニーズ
がある。

3

１８年度
は初年
度であ
り，事業
量が少な
かった。
今後は
事業量
が増える
ため，単
位あたり
の委託
料の減
額が期
待でき
る。

5

特定環
境保全
公共下
水道は
市が実
施した公
共事業
であり，
市以外
の実施
は考えら
れない。
（事業自
体は，す
でに委託
してい
る。）

5

紙ベースに
よる台帳管
理より，デー
タベースに
よる台帳管
理が，ス
ピーディー
なサービス
提供に合致
している。

2

甲奴処理
区について
は，集中的
に事業を推
進しいてる
ので，１９
年度でめど
をつけるこ
とができ
る。布野処
理区につい
ても事業を
開始するの
で，同時に
実施できる
ため成果の
向上が見
込まれる。

2,208

管
路
の
維
持
管
理
を
担
当
す
る
職
員

。
特
定
環
境
保
全
公
共
下
水
道
を
整
備
し
た

布
野
処
理
区
・
甲
奴
処
理
区
に
土
地
を
有
す
る
者
，
新
築
移
転
を
考
え
て
い
る

者

。
電子台帳として整
理する。

管路の維持管理の効率
化，及び加入者からの
問合せに対するスピー
ディーな対応を行う。

特定環境保全公共下水道を整備
した布野処理区・甲奴処理区の管
路について，電子台帳として整理
し，管路の維持管理に使用する。

特定環境保全公共下水道を整
備したうち，布野処理区と甲奴
処理区の管路について電子台
帳で整理するものであるが，
紙台帳が整備されていない状
況のため，電子台帳で整理す
るためには，資料収集等にお
いて困難が予測される。

事
業
推
進
室

台帳管
理シス
テム整
備事業

18294
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

事業の成否
は加入率と
して反映さ
れる，現在
の状況は低
調であり加
入促進を図
る必要があ
る。

拡
大

当市の下水道
事業は，市民
の環境問題へ
の関心，快適
な暮らしへの
ニーズに対応
していくため
に，面整備拡
大，接続増加
を進めること
が必要。

25 B
要
改
善

要
改
善

5

近年産業
の高度化
や生活様
式の多様
化などに
より河川
や海の汚
濁は進行
しており，
生活雑排
水により
市内河川
の汚濁は
ときとして
異臭を感
じる程度
であり，
市内河川
の水質保
全をはじ
め市民生
活の向上
や環境改
善を求め
る社会的
ニーズは
高い。

4

市民生活
の向上や
環境改善
を求める
ものであ
るが，処
理区域と
なった場
合，便所
の水洗化
や雑排水
の接続が
義務付け
られるた
め，個人
の負担も
発生し，
下水道を
強く求め
る人と求
めない人
の両極端
である。
総じて市
民ニーズ
は大であ
る。

4

汚水処
理交付
金及び受
益者負
担金によ
り事業を
行ってい
る。既に
コスト削
減に向け
た工法を
検討し，
実行して
いるの
で，これ
以上の
大幅な削
減は望め
そうにな
い。

5

公共下
水道の
設置，改
築・修
繕，その
他の管
理は市
町村が
行うと定
められて
いる。
（下水道
法第3
条）4

下水道整備
に伴い，快
適な生活環
境及び河川
の水質保全
に貢献して
いる。

3

下水道供
用開始区
域内での下
水道接続
戸数は順
調に伸びて
いるが，未
接続者へ
の普及促
進を図る必
要がある。

496,864

下
水
道
事
業
区
域
内
に
定
住
す
る
住
民
及
び
事
業
所

。

市民の快適で便
利な暮らしのた
め，また三次市内
を流れる河川の
水質保全のため。

事業区域内の下水道管
渠の面的整備を行い下
水道整備区域の拡大を
図り下水道を利用でき
る状態にする。

近年の産業の高度化や生活様式
の多様化などにより河川や海の
汚濁は進行しており，ここ三次で
も生活雑排水により市内河川の
汚濁は進みつつあった。三次公
共下水道事業は市内河川の水質
保全をはじめ市民生活の向上や
環境改善を図るため平成2年三次
市公共下水道基本計画を策定し
同年都市計画法・下水道法の認
可を受けて事業着手した。
　平成18年度は，管渠延長2.0ｋ
ｍ，排水面積3.4Haの整備を行っ
た。

市民の快適な環境づくりのた
めの下水道事業として，早期
完成・早期供用開始が課題。

事
業
推
進
室

特定環
境保全
公共下
水道事
業
（酒屋・
布野・吉
舎・三良
坂・甲
奴）

16293
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３
都
市
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魅
力
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(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
適地選定
調査

地区 9 1 1

候補地の比較、
評価資料作成・
環境調査
平成１９年度
は，平成18年度
実施できなかっ
た、測量、地質
調査・基本設
計・土地購入

H
1
7

1,401,888 ⑷
候補地の
選定

選定 用地購入 基本設計

斎場建設候
補地の用地
購入のため
周辺地域と
の協議

⑵
H
1
8

2,637,000 ⑸

⑶
H
1
9

777,827,000 ⑹

⑴調査面積 Ｋ㎡ 20 29 32
年度ごとの
地籍調査実
施面積

H
1
7

11,480,650 ⑷
調査完了
面積比率 ％ 40 41 42

年度ごとの
地籍調査完
了面積比率

⑵
H
1
8

6,934,724 ⑸

⑶
H
1
9

7,619,468 ⑹

⑴
譲与物件
面積 ㎢ － 478 478

法定外公共
物の譲与を
受け管理す
ることとなっ
た面積

H
1
7

#VALUE! ⑷
譲与物件
面積 ㎢ － 478 478

法定外公共
物の譲与を
受け管理す
ることとなっ
た面積

⑵
H
1
8

108,595 ⑸

⑶
H
1
9

4,463 ⑹

⑴

宅地購入
奨励金制
度申請者
数

人 － － 2

今年度から
導入した，宅
地購入奨励
金制度の申
請者数

H
1
7

#VALUE! ⑷
人口増加
数 人 － － 100

対前年の人
口（住民基本
台帳人口）か
ら増加した人
数

⑵
新築奨励
金制度申
請者数

人 － － 2

今年度から
導入した，新
築奨励金制
度申請者数

H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶

ふるさと
三次応援
団加入者
数

人 － －
H
1
9

297,108,000 ⑹

人
員

5
 
組
織
・
機
構
の
見
直
し

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

9
 
事
業
の
迅
速
化

拡
大

窓口一本化
し迅速に対
応するため
機構の見直
しも必要。

拡
大

今後も人口増
加施策を進め
て，定住・交流
人口を増加す
るためには，
兼任で対応せ
ず専任の人員
と組織が必要
と考える。

25 B
未
実
施

未
実
施

4

内部要
因では
少子高
齢化の
現状と，
外部要
因として
団塊の
世代の
退職が
ある。

4

少子高
齢化によ
り，地域
の課題
は深刻と
なってお
り，体系
的な施
策の展
開が必
要であ
る。

4

それぞれ
の事業に
おいて，
住民ニー
ズに沿っ
た必要経
費の算
出は最
小とする
取組が
必要であ
る。

5

子育て・
教育・福
祉・産
業・広報
ともに市
の施策
でないと
できな
い。

5

人口増加の
推進となる
施策を積極
的に推進さ
せる。

3

特に施策
のPRが必
要である。

市
民
及
び
全
国
各
地
の
三
次
市
転
入
を
希
望
す
る
人

人口増加施策の
推進

一人でも多くの人に三
次市に住んでもらう。

　市内人口の減少や流出に歯止
めをかけ，多くの子どもが生まれ
育つ環境を整えることと併せて，
市内外住民から選ばれる自治体
となるよう，魅力ある豊かな暮らし
を創出できる施策の展開により，
定住化を促進し人口増加を図るこ
とを目的とする。

　三次の定住施策を積極的に
PRし，三次市外からの定住人
口を増加させる。

企
画
調
整
担
当

オアシ
ス三
次！プ
ロジェク
ト
（人口増
加推進
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ
ﾄ）

19300

第
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都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

5

)

魅
力
あ
る
地
域
づ
く
り

継
続

事務事業の
効率化を図
り，今後の
維持・管理
体制の確立
を図る。

拡
大

　認定市道の
改編による
データ更新や
合併前の旧市
町村時代に譲
与を受けたも
のの資料整
理・一元管理
するためのシ
ステム構築に
予算が必要で
ある。

23 B
要
改
善

要
改
善

4

　市が管
理すべき
ものは譲
与が完了
している
ので、手
続きの簡
素化・迅
速化が可
能となる
ので、社
会的ニー
ズは高い
と考える。

3

　生活に
密着した
公共物
であり，
これらを
有効に
活用した
いと考え
る市民の
ニーズは
高い。

4

　事務自
体、人件
費以外に
ほとんど
コストが
かからな
い状態で
ある。
　システ
ム構築時
にはある
程度のコ
ストがか
かるが、
管理体
制が整え
ば、ラン
ニングコ
ストは一
定のもの
になると
思われ
る。

5

　譲与を
受け、市
所有の
土地と
なったの
で、市で
管理運
営するの
が妥当
である。

4

　18年度にお
いて三次市
全地域の法
定外公共物
の譲与が完
了した。
　今後、管理
体制の整備
が必要であ
る。

3

　現在、旧
町村時に
譲与を受け
たものにつ
いて、電子
データが無
い為、全地
区統一の
資料が無
い状態なの
で、これら
を整備し、
一体的な利
用・管理を
する必要が
ある。

51,941

法
定
外
公
共
物

（
里
道
・
水
路

）

①法定外公共物
の管理体制の確
立
②払い下げ手続
きの簡素化
③譲与済み法定
外公共物管理図
面の統一（電子
化）

譲与を受けた法定外公
共物を合理的に管理す
る。

法定外公共物とは道路法，河川
法等の適用又は準用を受けてい
ない公共物で，いわゆる里道・水
路がその代表的なものであるが，
平成１８年度までにその大部分を
国から譲与を受けている。機能を
喪失した法定外公共物の払下げ
については，国有財産については
市で公用廃止をし，広島県を経て
財務局へ引継いだ後に財務局か
ら払下げを受けることになるが，
市有の法定外公共物について
は，公用廃止から払下げまでを一
括して市で行うことになっている。

管理システムの構築（アナログ
データとデジタルデータの統
合）

管
財
室

法定外
公共物
関係事
務

16299

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

限られた予
算の中で対
応するため
には，特定
地域への事
業集中も検
討し，迅速
化を図る。

拡
大

地籍の明確化
を図ることによ
り，土地取引
の効率化や正
確な地図に基
づいたまちづく
り，公共事業
の円滑な推
進，災害復旧
の迅速化と
いった国土の
開発及び保全
ならびにその
利用の高度化
に資するた
め，未実施地
区を早期に調
査していく必要
がある。

26 B
事
業
拡
大

要
改
善

5

国土調
査の成
果は土
地取引
の効率
化や正
確な地
図に基
づいたま
ちづくり，
公共事
業の円
滑化，災
害の迅
速な復
旧に役
立つ。

5

高齢化
が進む
なか，境
界情報
等を早急
に調査し
ていく必
要があ
る。

4

調査実
施に係る
業務委
託方法
等の改
善により
コスト削
減が図ら
れる。

4

国土調
査法に
基づく事
業で，公
共性が
高い。

5

国土調査法
及び施行令
に基づき実
施している。

3

市の推進
体制の見
直しと関係
者の協力
体制の構
築により，
成果の向
上が見込ま
れる。

201,107

国
土
調
査
を
行

っ
て
い
な
い
地
域

調査区域内の１
筆ごとの土地の
境界を確定するた
めの調査及び地
積測量を行う。

地籍の明確化を図るこ
とにより，土地取引の効
率化や正確な地図に基
づいたまちづくり，公共
事業の円滑化，災害の
迅速な復旧といった国
土の開発及び保全なら
びにその利用の高度化
に資する。

　毎筆の土地についてその所有
者，地番及び地目の調査並びに
境界及び地積(土地の面積）に関
する測量を行い，その結果を地図
及び簿冊に作成する。
　その成果は土地に関する行政
の基礎資料として活用されるほ
か，不動産登記及び課税へ反映
される。

①１８年度から支所担当職員
が管財室付けとなったが，一
層の連携を強化するため本庁
への人員集約等，組織体制の
整備
②事務を迅速に行うための事
務支援システム，調査図作成
システムの導入
③将来，ＧＩＳ（地図情報システ
ム）を構築するにあたり，地籍
調査の成果を有効活用するた
めの数値情報化
④公共事業とリンクした地籍
調査事業の執行

管
財
室

地籍調
査事業

16298

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

継
続

現在の施設
は老朽化し
ているた
め，早期に
選定した候
補地の用地
取得を行
い，整備計
画に基づ
き，市民
ニーズに対
応した施設
の建設を行
う。

継
続

選定した候補
地の用地取得
を行い，市民
ニーズに対応
した施設の早
期建設を行
う。

21 C
現
状
維
持

要
改
善

4

候補地
の応募、
建設検
討委員
会委員
の選考
にあた
り、公募
方式を導
入。市民
のため
の施設
建設事
業として
より多く
の市民
の意見を
反映す
る。

4

事業実
施への
市民の
関心度
が非常
に高い。
利用する
市民の
納得が
得られる
施設とす
るため，
建設検
討委員
会の公
募の委
員を入れ
る。

3

基本設
計におい
てプロ
ポーザル
を実施す
ることで
建設計
画事業
費でより
効果的な
施設建
設かでき
る。

3

基本計
画に基
づき建設
するもの
であり民
間のノウ
ハウを取
り入れ市
主導で
実施

4

新斎場建設
検討委員会
により報告
を受けた斎
場建設候補
地を適地と
認め，周辺
地域等の理
解を得て建
設する。

3

候補地の
選定同様，
建設に当
たっても市
民の意見を
取り入れる
ため検討委
員会への
周辺地域
住民を中心
とした市民
参加を求め
る。

2,637
市
民

測量調査、地質
調査、基本設計、
用地購入

畏怖感や不浄感を払拭
し、あかるく清潔な施設
であるとともに、周辺環
境との調和や環境保全
に配慮した施設を整備
していく。

新しい斎場施設の整備。
平成19年度は、斎場（火葬場）建
設のための測量調査、地質調査、
基本設計、用地購入を行う。

建設予定地周辺住民の理解。

か
い
て
き
環
境
室

斎場建
設事業

15297

第
6
 
都
市

３
都
市
の
魅
力
づ
く
り

(

4

)

安
全
で
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り

75／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
要望項目
数 件 53 53 56

 重点要望項目
のうち，本市独
自の個別課題
の要望項目数
 制度改正等政
策提案の要望
事項の増加

H
1
7

7,603 ⑷

要望の成
果があっ
たと思わ
れる項目
数

件 10 12 10

本市独自の
個別課題の
要望項目の
うち，成果が
あった項目
数

⑵
H
1
8

7,603 ⑸

⑶
H
1
9

6,982 ⑹

⑴

事務・権
限移譲に
伴う県と
の協議回
数

回 20 20 25

広島県・三次市
の各担当部局及
び企画調整担当
が円滑に移譲を
進めるため，ま
た，三次市が新
たに提案した移
譲項目について
積極的に協議を
行った。

H
1
7

81,300 ⑷
移譲事務
数

項目 77 18 1
移譲済みの
事務数

⑵
H
1
8

73,700 ⑸

⑶
H
1
9

58,080 ⑹

⑴
主要事業
提案回数

箇所 7 7 7

県選出国会議員及
び国の関係省庁，
中国四国農政局，
中国地方整備局，
国土交通省三次国
道河川事務所，広
島県庁，備北地域
事務所，三次市選
出県議会議員に対
しての提案箇所は
変化なし。

H
1
7

425,857 ⑷提案件数 件 40 44 36

国・県への主
要事業提案
件数は減少
したが，昨年
の提案の成
果が５件あっ
た。

⑵
H
1
8

327,571 ⑸

⑶
H
1
9

236,000 ⑹

⑴
評価事業
件数 件 4 2 4

委員会に諮
問した事業
の件数で，
年度により
バラつきが
ある。

H
1
7

38,500 ⑷

評価事業
のうち，
事業継続
の答申を
受けた事
業の割合

％ 100 100 100

委員会に諮問
した案件はす
べて事業継続
を妥当とする
答申を受けて
いることから，
住民のニーズ
があるといえ
る。

⑵
委員会開
催回数 回 1 1 1

公共事業評価
監視委員会の
開催回数で，
複数の事業が
該当した場合
も１回とするよ
う調整してい
る。

H
1
8

89,500 ⑸

⑶
H
1
9

59,500 ⑹

2
 
徹
底
し
た
情
報
公
開

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

1
4
 
成
果
の
向
上

事
業
規
模

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

数値による
客観的評価
に努める。

継
続

現在の社会情
勢から鑑みる
と，公共事業
再評価に対す
る社会的ニー
ズは高いもの
と思われるの
で，継続して
事業を行う必
要がある。にも
かかわらす市
民の関心が低
いので，実施
にあたっては
住民の満足度
の向上に留意
し，情報発信
の方法，再評
価のあり方，
基準の見直し
等の課題があ
る。

22 B
要
改
善

要
改
善

5

公共事
業の無
駄をなく
し，透明
性，効率
性向上
に対する
社会的
なニーズ
は高い。

2

平成18
年度より
ＨＰに掲
載してい
るが，市
民からの
反応は
見られな
い。

4

事業費
は委員
謝礼の
みである
ことか
ら，実質
的なコス
ト削減の
余地は
少ない
が，時間
コストの
面から見
ると効率
的な事務
を行うこ
とにより，
削減の
余地は
見出せる
かもしれ
ない。

4

現在の
三次市
の条例
では，市
が第3者
委員会を
設置する
ことと定
めている
が，将来
的には
評価ＮＰ
Ｏ等が
担ってい
く領域で
あると考
える。

4

再評価を行
う事業が国
補事業に限
定されてい
ることから，
さらに範囲
を広げるこ
とによって
住民満足度
を向上させ
る余地があ
る。

3

再評価を行
う事業が国
補事業に
限定されて
いることか
ら，さらに
範囲を広げ
ることに
よって住民
満足度を向
上させる余
地がある。

179
市
民

公共事業の効率
的かつ効果的な
実施と，その実施
過程の透明性の
向上を図るため，
事業採択後長期
間が経過した事
業や社会経済情
勢の急激な変化
により事業実施の
必要性があるの
か，また費用対効
果に変化は無い
か，あるいは他の
手段によるコスト
削減の可能性が
ないかなどを学識
経験者2名，市民
3名からなる公共
事業評価監視委
員会で検討する。

公共事業の無駄をなく
し，市民のニーズにあっ
た公共事業を行うことに
より，住民満足度を向上
させる。

公共事業の効率的かつ効果的な実
施とその実施過程の透明性の向上
を図るため，市が実施する公共事業
について，特に①事業採択後５年が
経過してなお未着工の事業，②事業
採択後１０年が経過してなお継続中
の事業等を対象に，当該公共事業の
再評価を行う。評価は，学識経験者・
市民代表等５名の委員で構成する三
次市公共事業評価監視委員会にお
いて行い，主に「事業進捗状況」「事
業をめぐる社会経済情勢等の変化」
「費用対効果分析の要因変化」「コス
ト削減や代替案の立案等の可能性」
等の視点からの再評価を行う。※平
成１１年度以降，上下水道整備・

委員会が事業執行可否を判断
するために必要な調査・議論
等の時間を十分に確保すると
ともに，「積極的な情報開示を
行って市民との価値観の共有
化を図っていく」というミッション
を達成していく必要がある。ま
た，単市事業等へも拡大して
いくことを検討していく必要が
あると思われる。

企
画
調
整
担
当

公共事
業再評
価

11304

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

提案根拠の
明確化。

継
続

本市の提案活
動は他の市町
とは名称（他
は要望）どうり
提案型の活動
であり，政策
提案を主な内
容としている
が，新たな提
案がまだまだ
不十分である
ため，提案項
目の掘り起こ
しに時間をか
け提案内容を
充実すると共
に，その内容
は迅速に市民
へお知らせす
る必要があ
る。

22 B
事
業
拡
大

要
改
善

4

地方分
権を推進
する上で
も県・国
への法・
制度改
正を提案
すること
は重要
なことで
あり，社
会的な
ニーズは
高い。 2

国・県及
び三次
市に対
する施策
や事業
に対す
要望は
強いが，
市民へ
のPR不
足もあ
り，市民
ニーズは
低いと思
われる。

3

提案活
動に係る
業務委
託料及び
旅費が
主な経費
で，必要
最小限で
行ってい
るため，
コスト削
減の余
地は小さ
いが，担
当職員
が事務
処理に要
する時間
（人件
費）は抑
えるよう
努める。

5

市のトッ
プセール
スの場で
あるた
め，市
（市長
等）が実
施しない
と効果が
ない。

4

国・県の関
係者へ直接
提案を行う
ことで，提案
する事業等
が円滑に実
施される。

4

国・県に対
して積極的
に提案を行
うことで主
要事業の
推進の成
果がある
が，手段の
改善余地
は小さい。

2,293
市
民

市の関係部局が
事業推進や制度
改正等について
の提案書を作成
し，国の関係省庁
や県関係部局に
対して，市長，副
市長，議会議長，
関係部局長が提
案活動を行う。

国・県に対して主要事業
の提案を行い，早期の
事業実施や法改正等を
推進することで市民
サービスを向上し，市民
の満足度を上げる。

県選出国会議員，国の関係省
庁，県知事及び県関係部局に対
して，次年度の本市に係る国・県
及び市の主要事業（国・県道路改
良，駅周辺整備事業等）や制度及
び法改正（保健所設置要件の緩
和等）の提案活動を行い，早期の
事業実施，完了，制度及び法改
正等を実現し，市民サービスの更
なる向上を図る。

自己決定，自己責任，自己完
結型の行政運営ができるよう，
これまで以上に国・県頼みの
提案は必要最小限とし，制度
改正提案，税源移譲及び権限
移譲を推進する提案や本市の
政策提案を中心に行う必要が
ある。。
また，主要事業提案活動の内
容を，あらゆる手段・機会を通
じて市民へ情報を開示し，市
民との価値観の共有化を図る
必要がある。

企
画
調
整
担
当

主要事
業提案

15303

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

拡
大

実質的なな
市民サービ
スの向上が
必要。

拡
大

「広島県・三次
市事務移譲具
体化プログラ
ム」で定めた１
４２事務の移
譲に止まるこ
となく，さらな
る市民サービ
スの向上を目
指し，関係部
局と連携し県・
国に対して事
務・権限の移
譲を推進す
る。

25 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

　市は住
民に最も
身近な
行政とし
て，特色
あるまち
づくりを
担うもの
であり，
国や県
頼みでな
く，自立
した行政
運営を行
うために
必要な
業務であ
る。

5

　身近な
基礎自
治体で
ほとんど
の行政
サービス
を受けれ
ることに
よる利便
性の向
上し，地
域の実
情を反映
した総合
的な施
策の実
施が可
能となる
ため市
民ニーズ
は高い。

3

　県との
協議・調
整方法に
ついて，
事前の
資料提
示等によ
り，会議
回数の
減少等
が可能で
ある。

5

　県と市
の協議
調整を行
う業務で
あり，市
でなくて
はできな
い。

4

・県が行って
いた事務を
市が行うこ
とで，市民
ニーズに迅
速かつ的確
に対応する
ことが可能
となる。
・職員のレ
ベルアップ
に繋がって
いる。

3

　制度改正
が必要な事
務等につい
て，市民
サービス向
上の観点
から県・国
等への要
望や協議を
行い，事
務・権限の
移譲を進め
る必要があ
る。1,474

三
次
市
民
，
関
係
事
業
所
等

　県が行っていた
事務を市民に身
近な三次市（市役
所）で行うことによ
り，市民ニーズに
的確に対応した
サービスを迅速に
提供する。

・移譲を受ける関係部局
と連携を図り，市民サー
ビスの向上させる。
・円滑な事務移譲を進
めるため，「広島県・三
次市事務移譲具体化協
議会」等で移譲年度や
課題の協議を行う。
・県の権限移譲推進室
と連携し，新たな事務・
権限の移譲を進める。

　市町村合併により規模・能力が拡
大した三次市はさらなる地方分権を
推進と道州制への移行に向け，ま
た，多様化する市民ニーズに対し，
自己決定・自己責任・自己完結型に
基づく行財政運営を行うことで，個性
豊かな地域社会の実現が可能にな
るとの認識に立ち，県内・全国の自
治体に先駆けて広島県から事務・権
限の移譲を積極的に取り組んでい
る。平成１６年１１月策定の「広島県
分権改革推進計画」に基づき，広島
県との移譲に向けた協議・調整を経
て，平成１７年３月，１４２事務の移譲
を定めた「広島県・三次市移譲事務
具体化プログラム」を策定した

・県から移譲された新たな事務
を行うため，担当部局と企画
調整担当が連携を図り問題が
発生した場合も早急に対応で
きる組織をつくる。
・移譲を受ける１４２事務の
内，保健所事務等４４事務に
ついては法改正が必要である
ため，県と連携を図り国に対し
て法改正を提案する。
・三次市独自に県・国に対して
新な事務・権限移譲の提案及
び協議を行う。（県道の管理権
限，こども家庭センター（児童
相談所）業務，都市計画決定
権等）

企
画
調
整
担
当

事務・権
限移譲
の推進

16302

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1
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市
民
満
足
度
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向
上

縮
小

合併が進
み，協議会
の必要性に
ついて協議
することも
必要。

廃
止

　内陸部の市
町が連携を図
り協議会とし
て，県に対して
課題等を要望
することは一
定の成果が
あったが，広
域化した各市
町の個別課題
を協議会全体
の要望とする
より，各市町
が独自に活動
するべきであ
る。

20 C
現
状
維
持

要
改
善

3

　三次市
やその
他の内
陸部の
市町が
抱えてい
る課題や
事業の
推進を県
に対して
要望する
ものであ
り，公共
性は高
いが，構
成団体
が個々
に要望
や政策
提案をし
ていくこ
とがより
有効であ
る。

2

　市民に
とって
は，行政
サービス
を享受す
る手段の
一つでし
かない。

3

　本業務
は主とし
て負担金
の納入と
要望項
目の取り
まとめ，
そして，
市長が
協議会
出席や
要望活
動を行う
ものであ
り，大幅
なコスト
の削減
はできな
いが，事
務の簡
素化は
行える。

5

　内陸部
の市町と
しての課
題等を県
へ要望
するもの
であり，
市でなけ
ればでき
ない業務
である。

3

本市及び内
陸部の市町
が抱える課
題を県に要
望・提案す
ることによ
り，課題の
解消や事業
の推進に一
定程度貢献
している。

4

　本協議会
の設立は
昭和42年で
あり，これ
までの活動
により内陸
部の振興
に大きな成
果を果たし
てきた。
　しかし，市
町村合併
により，構
成団体の
面積が広
域化し団体
ごとの行政
課題が異
なってきて
おり，協議
会として同
一の要望
活動による
成果を得て
いく余地は
少ない。

403

　
三
次
市
民
全
体
の
公
共
福
祉
の
向
上
の
た
め
，
ま
た
，
内
陸
部
全
体
の
活
性
化

の
た
め
の
主
要
施
策
の
要
望
活
動
で
あ
る

。

　三次市民全体
の公共福祉の向
上のため，また，
内陸部全体の活
性化のため一日
でも早いハード事
業の実施・完了と
ソフト事業の充実
を図る。

　内陸部の市町に共通
する課題及び本市の課
題等について，広島県
内陸部振興対策協議会
を通じて広島県へ要望
することにより，県事業
等の促進する。

　県議会議員と広島県内内陸部
の市町長又は議会議長で構成す
る広島県内陸部振興対策協議会
を通じ，内陸部の市町に共通する
課題及び本市の課題等につい
て，広島県へ要望する。
　毎年７月に事務局である庄原市
により翌年度の要望事項の取りま
とめが行われ，役員会，理事会を
経て，１０月に要望活動が実施さ
れる。
　構成団体（三次市・安芸高田市・
庄原市・三原市・安芸太田町・北
広島町・世羅町・神石高原町）

市の施策や共通目標の実現
のため，政策提案を行ってい
く。

企
画
調
整
担
当

広島県
内陸部
振興対
策協議
会を通
じた
主要施
策要望
業務
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
委員会・
研修会開
催回数

回 1 1 2
評価審査委
員会・研修会
の開催回数

H
1
7

102,000 ⑷

評価審査
委員会で
審査され
決定書が
示された
割合

％ 100 100
審査決定書
が示された
割合

⑵審査件数 件 1 1
審査申出書
件数

H
1
8

384,000 ⑸

⑶
H
1
9

206,000 ⑹

⑴
住民票等
発行件数 件 2,140 1,962 2,099

支所窓口で
発行した各
証明書等の
件数

H
1
7

997 ⑷
発行手数
料収入金
額

円 895,050 834,150 870,699

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

1,088 ⑸

⑶
H
1
9

1,017 ⑹

⑴
証明書等
の交付枚
数

枚 2,351 2,009 2,200

戸籍，住民票，印鑑
登録証明の交付枚
数
（参考）上記交付申
請件数
　　　　Ｈ１７：１，８６
３件，Ｈ１８：１，４８８
件
交付申請件数が少
いため単位当りコス
トは高い。

H
1
7

1,513 ⑷
証明手数
料収入 円 953,050 835,700 843,500

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

1,771 ⑸

⑶
H
1
9

1,617 ⑹

⑴
諸証明交
付枚数 枚 2,301 1,958 2,400

支所窓口で交付した、戸籍

や住民登録及び印鑑登録

に関わる諸証明の交付通

数である。交付数の増減

はあるものの、権限委譲や

事務処理内容の見直しに

より、事務従事職員割合は

減少してきており、特に19

年度８月からは産休・育休

により１名減になる予定で

ある。

H
1
7

2,784 ⑷
証明手数
料収入 円 1,002,500 846,900 1,055,300

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵

19年度見込
み数は、対
前年四月か
ら六月まで
の推計によ
り算出

H
1
8

2,908 ⑸

⑶
H
1
9

1,779 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

拡
大

行政改革と事
務改善が、あ
らゆる部署に
求められてい
る昨今、直接
市民と接する
窓口業務にお
いては、今ま
での概念にと
らわれない、
早くて正確な、
高効率の質の
高いサービス
への事務改善
が必要であ
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

5

戸籍・住
民異動
が複雑
化する昨
今におい
て、これ
らの内容
の証明
が必要と
される手
続等は
多くなる
傾向が
強く、自
動交付
機による
諸証明
交付な
ど、社会
的にも
サーヒー
ス向上に
対する
ニーズは
極めて
高い。

4

常に窓
口サービ
スの向
上に対
する、正
確かつ
敏速な
市民
ニーズは
高い。

4

支所業
務に関わ
る経費負
担は配
置職員
数による
人件費
がほとん
どであ
り、今後
は本所・
支所間
の取扱
事務内
容の見
直しや、
効率化・
簡素化に
努める。

4

市民の身
分事項の
記載や、
住民異動
内容を記
録し、ま
たその内
容を証明
する業務
であり、
個人情報
保護の見
地から
も、手数
料に対す
る投資的
効果も併
せて考え
ると、全て
の業務を
外部委託
するのは
現時点で
は困難か
と思われ
る。

4

各事務ごと
の事務処理
要領などは
あるもの
の、多業務
に亘る窓口
対応を行う
支所業務に
おいては、
誰が見ても
分かる事務
処理ごとの
該当要件や
申請様式、
及びその記
入例などの
マニュアル
を作成した
ことで、正担
当者が不在
の場合でも
対処できる
ようになって
きている。

3

現マニュア
ルの改善
は、日々の
窓口業務や
グループ
ミーティング
において、
必要と思わ
れる部分に
ついては随
時改善し、
接遇マナー
と共に対応
職員間の研
修を行い、
更なるサー
ビスの向上
に努め、併
せて今後は
支所間での
研修等も実
施し、市全
体の窓口
サービスの
向上にも結
び付けてゆ
くべきではな
いかと思わ
れる。

5,695
市
民

各種届出や、諸
手続及び申請等
の敏速な受付処
理を行うための、
電算システムの
改善や事務処理
マニュアルの作成
と、それを理解す
るための自己研
鑽と研修の実施を
行う。

市民に対し、諸証明の
正確かつ敏速な交付処
理と、総合的な窓口指
導･助言等により、全て
の市民の方が安心で満
足していただけるサービ
スの提供に努める。

戸籍制度は、日本国籍を所持している人
の出生から死亡までの身分事項の移り
変わりを、届出人からの届出によって記
載する身分登録制度であり、併せて身分
事項の証明が必要な場合には、本籍地
の自治体で謄抄本等の証明書を交付し
ている。その事務処理を国から地方自治
体が委任を受けて行っているものであ
る。
住民基本台帳事務は、市内に居住する
住民に関して、住民からの住所の異動な
どに関わる内容の提供を求め、それに基
づいて、住民に関する記録を整理する、
行政運営の基本となる事務であり、この
記録に基づいた居住関係や印鑑登録及
び証明書の交

作木支所の方針は「市民との
協働と住民自治組織との連
携」であるが、個人情報との関
わりが強い窓口業務において
は、これらを達成するための直
接的な関連付けは困難かと思
われるものの、少子・高齢化、
過疎化が進行している町内の
状況をふまえ、市民や自治組
織との連携により、交通の利
便性の悪い町内においては、
特に車を運転されないお年寄
りの支所窓口への交通手段の
確保や、手続方法等の指導・
助言等が出来る自主的な組織
作りが必要かと思われる。

作
木
支
所

住民票
等証明
発行事
務
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民
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向
上

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

個人情報を取
り扱うため，迅
速・正確な事
務処理が求め
られる。研修・
自己啓発によ
り事務処理に
精通すること
が重要であ
る。

24 B
未
実
施

未
実
施

5

各証明書
の添付が
必要な請
求，申
請，届出
が多く，
社会的
ニーズは
極めて高
い。

5

上記理
由及び
住民基
本台帳
（登録）
により各
種の行
政サービ
スを受け
ることが
できる等
市民
ニーズは
極めて
高い。

3

申請様
式の統
一化（１
枚で住民
票，印鑑
証明，
戸籍申
請等の
申請がで
きる）に
よるコス
ト削減。
自動交
付機の
導入によ
る人件費
削減。

3

個人情
報保護
条例と密
接に関
係してい
るた
め市の
業務が
適当であ
る。
自動交
付機によ
る諸証明
の交付。5

市民からの
申請，届によ
り，各種証明
書の交付
，住民基本台
帳の異動処
理をしてい
る。

3

諸証明の
交付につい
ては，住民
基本台帳
カードに自
動交付機
による交付
機能を持た
せるなど，
交付窓口
の広域化，
開設時間
の延長等
利便性を高
めることが
可能。

3,559

諸
証
明
申
請
者
，
住
民
異
動
届
出
者

申請による各種証
明書の交付，住
民異動届による住
民基本台帳異動
処理

住民サービスの向上の
ため，親切丁寧な対応
をし，迅速，正確な事
務処理を行うことで満足
してもらう。

  　住民等からの交付申請によ
り，住民票，戸籍，印鑑登録証明
書等を交付し，住民基本台帳の
異動届により，住民基本台帳（住
所等）の異動処理をしているが，
内容が高度な個人情報であること
を常に念頭に，申請者，届出者の
本人確認，交付申請書等の内容
を精査（申請資格，使用目的等）
する等慎重に取り扱っている。
　また，証明書の交付について
は，使用目的を過不足なく満足し
うるものとなるよう，必要に応じ提
出先等へ照会するなど留意してい
る。
　
　平成18年度戸籍，住民票，印鑑
証明等の交付枚数：2,009枚
　

内容が高度な個人情報である
ことを常に念頭に，申請者，届
出者の本人確認の徹底，申請
書，届書の内容を精査（申請
資格，使用目的等）し，慎重，
迅速，正確に処理することが
求められる。そのためには事
務研修等により諸制度を習熟
する必要がある。
住民が多数こられた際に，総
合調整グループ員だけで対応
できない場合を考慮し，他のグ
ループ員にも証明書の発行な
ど対応してもらえるよう
支所内で研修を行っている。

布
野
支
所

住民票
等証明
発行事
務
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市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

より正確で住
民に対し丁寧
に事務を行う
こと。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

社会全
般（民
間，他の
行政団
体）にお
いて必要
とされる
申請制
度が広く
存在して
いる。

5

社会全
般（民
間，他の
行政団
体）にお
いて必要
とされる
申請制
度が広く
存在して
いる。

4

事業費に
おける支
出は支
所におい
てはない
ため，コ
ストの削
減余地
は少な
い。

5

個人情
報保護
条例に
ついて，
責任を
もって自
治体とし
て関与
せねば
ならな
い。

5

法令に基づ
き，証明を
交付してい
る。

3

休日にも証
明交付でき
るようにす
るとサービ
ス向上が図
られる。

2,135

三
次
市
民
及
び
関
係
者

申請者の身元確
認の上，新基幹シ
ステム及び戸籍シ
ステムにより交付
している。

サービス・利便を向上し
た上，正確に処理

　法令に基づき登録保有している
戸籍，印鑑登録，住民基本台帳
の情報を市民等の請求により証
明書を発行する。個人情報保護
の観点で申請者の本人確認をし
住民票と印鑑登録証明は基幹シ
ステムで，戸籍謄抄本等は戸籍シ
ステムで出力交付している。

君田支所独自の事業でなく本
庁・支所の全窓口で対応する
義務的事務のため，ミッション
の達成との関連の記述が難し
い。
ミッション
　　　　子育て，教育，雇用環
境，娯楽がかなりの部分市内
で充足していく環境整備。
　　　　市職員がそれぞれの地
域で地域づくりの役割を担う。
　　　　自治組織の活動サポー
ト（まち・ゆめ基本条例：協働の
まちづくりの推進）
　　　　君田町：君田地域まち
づくりビジョンの実践、推進

君
田
支
所

住民票
等証明
発行事
務
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継
続

審査委員の
研修。

継
続

固定資産課税
台帳に登録さ
れている価格
は，適正な価
格でなくてはな
らない。その
チェック機能と
して，評価審
査委員会は重
要な役目を果
たす。この機
関をより有効
なものにする
ためにも，審
査委員のスキ
ルアップのた
め，研修を充
実させること
や，審査会開
催にあたって
は，わかりや
すい説明，資
料を提供する
必要がある。

22 B
現
状
維
持

要
改
善

4

固定資
産の評
価に対
する社会
的関心
はあり，
これに対
しての不
服があっ
た場合
の審査
機関は
必要であ
る。 2

固定資産
の評価に
対する市
民的関心
はあるが
これに対
しての不
服は少な
い。それ
は，法的
に価格の
変更が
あった年
以外は審
査申出書
の受付が
できない
ことになっ
ているこ
とも影響
している
と考える。
しかしな
がら当然
に審査機
関は必要
である。

4

事務局
の準備
次第では
委員会
の審査
日程の
短縮を図
ることは
できる。
しかし，
研修会
への参
加等で経
費が必
要な面は
残る。

5

地方税
法４２３
条によ
り，市で
の設置
が義務
付けられ
ている。

4

審査申出書
の提出が１
件あり，委
員会を開催
し審査決定
をしたもの
であり，シス
テムとして，
固定資産評
価額の適正
化が図られ
たと解する。

3

審査委員
には，専門
性を有する
ものがいな
いため，よ
り活発な意
見を言える
よう，研修
を重ねる必
要がある。

384

　
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
固
定
資
産
評
価
額
に
不
服
が

あ
る
納
税
者

　審査申出人から
審査申出書を受
け，市長からは弁
明書の提出を受
ける。これらを委
員会で審査する。

　固定資産課税台帳に
登録された価格の適正
化

   固定資産税の課税標準となる
価格は固定資産評価基準に基づ
き評価されているが，この評価額
の決定には高い技術性，専門性
が必要という側面を有している。
そのため，固定資産税賦課業務
の一層の適正公平を期し，納税
者の評価に対する信頼を確保す
る趣旨から，価格に対する納税者
の不服については本市において
処理することとせず，独立した中
立的な機関によって審査決定する
必要があるため，本市に中立的，
専門的な第三者機関として固定
資産評価審査委員会を設置し，
審査申出書が提出された場合
は，委員会を開催し審査決定をし
ている。

　委員には専門性を有するも
のがいない為，研修会等への
斡旋を行ったり，情報提供が
必要である。また，委員会の開
催に当たっては，十分な説明
等を行い，スムーズな審議，適
正な判断を下せるように配慮
することが必要である。そのた
めには，事務局（書記）となる
職員の資質の向上を図る必要
がある。

総
務
室

固定資
産評価
審査委
員会

16305

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

77／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
証明書等
発行枚数 枚 6,101 5,668 5,700

支所窓口で
発行した各
証明書等の
件数

H
1
7

583 ⑷
証明手数
料収入 円 2,540,400 2,396,100 2,400,000

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

627 ⑸

⑶
H
1
9

624 ⑹

⑴
証明書等
発行枚数 枚 5,904 5,115 5,500

支所窓口で
発行した各
証明書等の
件数

H
1
7

602 ⑷
証明手数
料収入 円 2,259,780 1,945,260 2,000,000

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

695 ⑸

⑶
H
1
9

647 ⑹

⑴
証明及び
届出等数 件 5,458 4,657 4,200

支所窓口で
発行した各
証明書等の
件数

H
1
7

273 ⑷
証明手数
料収入 円 2,362,850 1,937,850 1,850,000

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

320 ⑸

⑶
H
1
9

355 ⑹

⑴
証明及び
届出等数 件 4,593 4,309 3,736

支所窓口で
発行した各
証明書等の
件数

H
1
7

774 ⑷
証明手数
料収入 円 1,957,350 1,879,850 1,566,200

証明書発行
に対する手
数料収入

⑵
H
1
8

825 ⑸

⑶
H
1
9

952 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

窓口業務で
は、迅速・正確
な事務処理が
求められる。
研修・自己啓
発等により、よ
り一層事務処
理に精通する
ことが重要で
ある。

22 B
未
実
施

未
実
施

3

各種証
明の添
付の必
要のある
申請制
度がある
ため

4

各種証
明の添
付の必
要のある
申請制
度がある
ため

3

印鑑証
明の代
理申請
の場合な
ど、１枚
の申請
書で数件
申請でき
れば、用
紙代、市
民の方
の負担も
軽減でき
る。支所
における
事業費
の支出な
し

3

一部の
業務は、
市でなく
ても出来
るが個人
情報の
部分が
多く、一
連の業
務がある
ので市で
なければ
出来な
い。5

市民からの
申請によ
り、っ各種証
明書を交付
している

4

市民からの
申請によ
り、っ各種
証明書を交
付している

3,559

戸
籍
届
者
及
び
戸
籍
謄
本
・
抄
本
等
請
求
者

、
そ
の
他
証
明
請
求
者

住民申請による各
種証明書の交付

住民サービス向上のた
めに、親切・丁寧な対応
で迅速・正確な事務処
理を行う

窓口業務（各種証明書の交付） 　住民に信頼される、存在価
値のある支所づくり

甲
奴
支
所

窓口証
明書発
行業務

16312

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

当該事務は上
記のとおり，法
定受託事務又
は代替性のな
い自治事務とさ
れているため，
継続していく以
外の方法はな
いと考える。
今後一層のＩＴ
化の進展によ
り，直接市役所
へ物理的移動
を必要としない
システムが望ま
れるが，現段階
においては，高
齢化（独居化）
が進む中で，対
面しサービスを
提供すること
は，本支所にお
ける重要な役割
であり，継続の
必要があるもと
判断した。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

5

当該事務
は住民の
利便を増
進すると
ともに、国
及び地方
公共団体
の行政の
合理化に
資するこ
とを目的
とし，自治
の基本と
なるもの
で欠くこと
のできな
いもので
す。

5

当該事
務事業
は，他に
代替性
がなく，
公的にも
民間に
おける取
引等に
おいて
も，当該
登録又
は証明
が要求さ
れてい
る。

5

・支所に
おける事
業費の
支出な
し。

5

戸籍事
務は法
定受託
事務とさ
れ，印鑑
登録，住
民登録
について
は基礎
自治体
の自治
事務とさ
れ地味
ではある
が，重要
な市の
役割であ
る。

5

・法律事項で
あり，市民か
らの届出等
の受付，登録
及び証明の
交付は重要
な行政の事
務であり法の
本旨に沿って
いる。

3

・研修等に
より，人的
資質を向上
させ，より
上質なサー
ビスの提供
に際限はな
い。

1,494

市
民

(

印
鑑
登
録
申
請
に
あ

っ
て
は
１
５
歳
未
満
及
び
青
年
被
後
見

人
を
除
く

。

)

窓口業務 : 戸籍
届出書の受付，
印鑑の登録，住
民異動届の受
付，入力事務及び
これらにかかる証
明書の交付事務
を正確且つ迅速
に行う 。

住民の申請による事務
であるが，各届出，申請
を正確に処理しこれによ
り発生する権利，義務に
ついても周知を図る。ま
た証明については，正
確性を重視することはも
とより，丁寧で上質な対
応により，行政証明事
務の信頼性を高める。

窓口業務 : 戸籍届出書，印鑑の
登録，住民異動届の受付，入力
事務及びこれらにかかる証明書
の交付事務 。

旧町時代の印鑑登録証の未
更新が多くある。これらは合併
後一度も交付申請に来所され
ていないケースであるが今後
も保存し継続して更新して行く
ことを要す。
この他，各種窓口受付及び証
明事務は，高齢化により，なお
一層の理解しやすい人的サー
ビスの質的向上が求められ
る。そのためには，基幹システ
ムの操作は本より制度の本質
的な理解を伴った職員の資質
の向上のため各種研修が課
題となる。

三
和
支
所

住民票
等証明
発行事
務

16311

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

　「地方公共団
体の特定の事
務の郵便局に
おける取扱いに
関する法律」に
基き，諸証明発
行事務（現戸
籍，外国人登
録，住民票，戸
籍附票，印鑑登
録）郵便局での
処理が可能（現
在，三次市で
は，「三次市の
特定の事務の
郵便局における
取扱いに関する
規約」により，塩
町・川地・川西
郵便局で実施）
であるが，支所
の場合，他の届
出や相談等と併
せて来庁される
場合が多いた
め，継続事務と
していくことが
必要と思われ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

地方主
権の時
代にあっ
て，まち
づくりの
主役であ
る市民の
自治活
動推進
への
二ーズ
は高まる
一方と認
識する。 5

上記に
同じ。

4

処理に関
するコス
ト削減は
余地は
無いと思
われる
が，・・・・
・業務に
携わる職
員が正
規職員で
なくても
可能であ
り，人件
費的に削
減できる
余地は
考えられ
る。

4

事務の
一部は，
郵便局
で実施
可能であ
るが，届
出処理
等，一連
の業務
は市でな
ければで
きない。

5

側面的支援
という行政
の立場か
ら，手段にも
自ずと限界
がある。

4

「地方公共
団体の特
定の事務
の郵便局
における取
扱いに関す
る法律」に
より，諸証
明発行（現
戸籍・外国
人登録・住
民票・戸籍
附票・印鑑
登録）は郵
便局でも可
能である
が，現状，
申請者は
他の届出
や相談等と
併せて来庁
される場合
が多いので
メリットが少
ない。

3,559

届
出
，
証
明
発
行
請
求
を
す
る
市
民
及
び
三
次
市
に
本
籍
を
置
く
者

届出，交付申請に
基き，新基幹シス
テム・戸籍端末に
より交付する（交
付時，手数料を徴
収する。）

申請者の諸手続きに必
要な証明・届出が迅速
に完了する。

支所窓口において，届出・申請に
より，新基幹システム等端末に
よって届出受付・諸証明書発行事
務を行う。

※　不明

三
良
坂
支
所

住民票
等発行
事務

16310

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

　「地方公共団
体の特定の事
務の郵便局に
おける取扱いに
関する法律」に
基き，諸証明発
行事務（現戸
籍，外国人登
録，住民票，戸
籍附票，印鑑登
録）郵便局での
処理が可能（現
在，三次市で
は，「三次市の
特定の事務の
郵便局における
取扱いに関する
規約」により，塩
町・川地・川西
郵便局で実施）
であるが，支所
の場合，他の届
出や相談等と併
せて来庁される
場合が多いた
め，継続事務と
していくことが
必要と思われ
る。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

各種資
格及び
身分そ
の他の
証明，権
利関係
等にか
かる証明
書の発
行や，そ
れらに伴
う届出等
必要なた
め。 5

上記に
同じ。

4

処理に関
するコス
ト削減は
余地は
無いと思
われる
が，・・・・
・業務に
携わる職
員が正
規職員で
なくても
可能であ
り，人件
費的に削
減できる
余地は
考えられ
る。

4

事務の
一部は，
郵便局
で実施
可能であ
るが，届
出処理
等，一連
の業務
は市でな
ければで
きない。

5

法律または
条令に基づ
き，各種届
出の受付・
諸証明の発
行行う。

4

「地方公共
団体の特
定の事務
の郵便局
における取
扱いに関す
る法律」に
より，諸証
明発行（現
戸籍・外国
人登録・住
民票・戸籍
附票・印鑑
登録）は郵
便局でも可
能である
が，現状，
申請者は
他の届出
や相談等と
併せて来庁
される場合
が多いので
メリットが少
ない。

3,559

届
出
，
証
明
発
行
請
求
を
す
る
市
民
及
び
三
次
市
に
本
籍
を
置
く
者

届出，交付申請に
基き，新基幹シス
テム・戸籍端末に
より交付する（交
付時，手数料を徴
収する。）

申請者の諸手続きに必
要な証明・届出が迅速
に完了する。
正確性及びスピードによ
り，満足が実感してもら
える。

支所窓口において，届出・申請に
より，新基幹システム等端末に
よって届出受付・諸証明書発行事
務を行う。

※　不明

どこでもいつでも対応ができる
ように，本庁支所変わらぬ事
務対応。
時間的制約が打破できるかど
うか。

吉
舎
支
所

住民票
等発行
事務

16309

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 91 96 86

国民健康保
険の資格異
動を伴う届
の件数（世
帯）

H
1
7

23,461 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 130 132 114

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

22,239 ⑸

⑶
H
1
9

24,825 ⑹

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 109 61 75

国民健康保
険の資格異
動を伴う届
の件数（世
帯）

H
1
7

13,055 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 178 93 100

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

23,327 ⑸

⑶
H
1
9

9,480 ⑹

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 － 75 78

支所窓口で処理した、国保

異動に関わる届出件数で

ある。17年度の届出件数

については、届出の控えを

廃棄しているため不明であ

る。件数の増減はあるもの

の、権限委譲や事務処理

内容の見直しにより、事務

従事職員割合は減少して

きており、特に19年度８月

からは産休・育休により１

名減になる予定である。

H
1
7

#VALUE! ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 － 120 124

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

39,853 ⑸

⑶
H
1
9

27,371 ⑹

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 218 203 200

国民健康保
険の資格異
動を伴う届
の件数（世
帯）

H
1
7

10,775 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

11,571 ⑸

⑶
H
1
9

11,745 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

保険者として
相扶共済の精
神に則り，自
営業者や農家
の方などを対
象にした社会
保険事務であ
る。

28 A
未
実
施

未
実
施

5

国民皆
保険の
精神から
ニーズは
高い。

5

国民皆
保険の
精神から
ニーズは
高い。

4

＊事務
処理自
体に関す
るコスト
削減の
余地は
無いと思
われ
る。・・・・
・業務に
携わる職
員が正
規職員で
なくても
可能であ
り，人件
費的に削
減できる
余地は
考えられ
る。

4

業務に
携わる職
員が正
規職員
でなくて
も可能で
あるが，
喪失確
認等内
実に及
ぶため，
市で行う
べきであ
る。5

法または条
例に基づ
き，相扶共
済の精神に
則り，自営
業者や農家
の方などを
対象にした
社会保険制
度である。

5

資格異動
に伴う加入
喪失手続き
等早期届
出の啓発を
することが
重要

2,349

異
動
届
出
を
行
う
市
民

資格異動（加入，
喪失）処理，保険
証発行事務

届出に基く適切な資格
異動により必要なサー
ビスの受給

国民健康保険の資格異動届けに
よる入力，保険証発行事務 ※　不明

スムーズな異動受付と的確な
処理
どこでもいつでも対応ができる
ように，本庁支所変わらぬ事
務対応。

吉
舎
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失事
務

16316

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

拡
大

行政改革と事
務改善が、あ
らゆる部署に
求められてい
る昨今、直接
市民と接する
窓口業務にお
いては、今ま
での概念にと
らわれない、
早くて正確な、
高効率の質の
高いサービス
への事務改善
が必要であ
る。

22 B
未
実
施

未
実
施

4

住民異動
等が複雑
化する昨
今におい
て、これ
に伴う国
民健康保
険への加
入・喪失
等の異動
届出件数
も増加傾
向になる
のではな
いかと思
われ、こ
れら窓口
サービス
向上に対
する、社
会的ニー
ズは極め
て高い。

4

常に窓
口サービ
スの向
上に対
する、正
確かつ
敏速な
市民
ニーズは
高い。

3

支所業
務に関わ
る経費負
担は配
置職員
数による
人件費
がほとん
どであ
り、今後
は本所・
支所間
の取扱
事務内
容の見
直しや、
効率化・
簡素化に
努める。

4

市民の
住民異
動や年
金手続
等との関
連もあ
り、個人
情報保
護の見
地などか
らも、営
利を目的
とした企
業経営
などとは
本質的
に異な
り、投資
的効果も
併せて
考える
と、全て
の業務を
外部委
託するの
は現時
点では

4

本所・支所共
通の簡単な
マニュアルは
あるものの、
実際にそれ
だけを参考に
しただけで
は、誰もが対
応するの困
難である。多
業務に亘る
窓口対応を
行う支所業務
においては、
誰が見ても分
かる事務処
理ごとの該当
要件や申請
様式、及びそ
の記入例な
どのマニュア
ルを作成し、
正担当者が
不在の場合
でも対処でき
るようになっ
てきている。

3

現マニュア
ルの改善
は、日々の
窓口業務
やグループ
ミーティン
グにおい
て、必要と
思われる部
分について
は随時改
善し、接遇
マナーと共
に対応職
員間の研
修を行い、
更なるサー
ビスの向上
に努め、併
せて今後は
支所間での
研修等も実
施し、市全
体の窓口
サービスの
向上にも結
び付けてゆ

2,989
市
民

各種届出等の敏
速な受付処理を
行うため、事務処
理マニュアルの作
成と、それを理解
するための自己
研鑽と研修の実
施を行う。

市民の医療保障と福祉
の増進のため、来所さ
れる方への適確かつ敏
速な対応と、異動に伴う
関連業務に対する、必
要な諸手続の指導・助
言により、窓口に来られ
た市民の方が、安心で
満足していただける
サービスの提供に努め
る。

自治体が運営母体の本制度は、
原則自治体内に居住する、住民
からの加入・喪失等の届出を本
所・支所で随時受付、保険証の交
付などを行っており、本年度から
は新基幹システムの整備により、
本所・支所何処の窓口でも異動内
容の入力や、保険証の即時交付
がスピーディーに行えるようにな
り、サービスの向上に役立ってい
る。

作木支所の方針は「市民との
協働と住民自治組織との連
携」であるが、個人情報との関
わりが強い窓口業務において
は、これらを達成するための直
接的な関連付けは困難かと思
われる。特に過疎・高齢化が
進行している町内の状況をふ
まえ、市民や自治組織との連
携により、交通の利便性の悪
い町内においては、特に車を
運転されないお年寄りの支所
窓口への交通手段の確保や、
手続方法等の指導・助言等が
出来る自主的な組織作りが必
要かと思われる。

作
木
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失事
務

16315

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

被保険者資格
取得・喪失時
の届出義務に
ついて市民に
周知徹底する
ことにより事務
の効率化を図
ること，研修等
の実施により
制度を理解し
た上で迅速な
事務処理を行
えることが望ま
しい。24 B

未
実
施

未
実
施

4

国民健康
保険の加
入・喪失手
続きは関
係法令等
に基づい
て行うもの
であり、
ニーズによ
り実施する
ものではな
いため判
断し難い
が，届出
（加入）を
行うことに
より国民健
康保険制
度の適用
を受け，ま
た，国民健
康保険税
納税の義
務を負う。
制度相互
扶助の観
点から言
えば社会
的ニーズ
は高い。

4

国民健康
保険の加
入・喪失手
続きは関
係法令等
に基づい
て行うもの
であり、
ニーズによ
り実施する
ものではな
いため判
断し難い
が，この届
出により，
保険諸制
度の適用
を受け，適
正な税
（料）負担
が課せら
れることか
ら市民ニー
ズは高い。

3

上記と同
様の理
由により
コスト削
減の余
地はある
と思われ
る。

5

現在は
法令によ
り市町村
に届出を
行うもの
と定めら
れている
ため。

5

関係法令等
に基づき手
続きを行っ
ている。

3

関係法令
等に基づき
手続きを
行ってい
る。ただし，
市民に対し
資格取得・
喪失時の
届出義務
について周
知徹底する
など改善の
余地はある
と思われ
る。

1,423

国
民
健
康
保
険
法
に
定
め
ら
れ
た
被
保
険
者
資
格
を
取
得
・
喪
失
す

る
者

届出に基づき国
民健康保険の加
入又は喪失の手
続き（事務処理）
を行う

届出に基づき対象者を
国民健康保険に加入も
しくは資格喪失させる

国民健康保険への加入・喪失手
続き
　住所の異動（転出入），社会保
険の加入離脱等により国民健康
保険の加入・喪失届けを受理し，
資格の異動処理（入力），保険証
の交付，回収等を行う。
　この届出の遺漏は，各種保険制
度の適用除外者，または重複加
入状態を生じさせる等，市民は国
民健康保険税（社会保険料）等の
賦課（負担）面，及び制度未適用
等の不利益を被ることとなる。ま
た，届出の遅延は保険税の遡及
課税（重負担感）や過誤納付を生
じさせ，後々の事務処理に労力を
費やすことにもつながる。
　平成１８年度国民健康保険資格
異動届（加入

関係法令等に基づき手続きを
行っているが，対象者が届出
義務を知らず届出遺漏となっ
ているケースも考えられる。こ
うした遺漏があった場合，対象
市民には保険料（税）の一時
的な重複負担や制度の未適
用といった不利益，保険者
（市）には事後の事務負担増
加など，市民・行政の双方に
不利益が生じることとなる。こ
のような事例をなくすために
も，今後さらに市民に制度へ
の関心と理解を深めるため，
国民健康保険の仕組みや届
出義務について周知活動を行
うことが重要な課題と考える。

布
野
支
所

国民健
康保険
加入・喪
失事務

16314

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

保険事業は常
に制度も変革
しており、より
事務に精通す
るよう研修・自
己啓発が必要
である。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

景気・雇
用の問
題，さら
に高齢
化などの
地域の
抱える状
況から，
医療など
の社会
保障に
対する市
民の
ニーズは
高い。

5

景気・雇
用の問
題，さら
に高齢
化などの
地域の
抱える状
況から，
医療など
の社会
保障に
対する市
民の
ニーズは
高い。

5

コストは
君田支
所の人
件費の
みで必要
最小限
の規模で
ある。

3

国の国
保に対
する関わ
りが現状
の通りで
ある限
り，その
地域の
自治体
が運営し
ていかざ
るをえな
い。

5

社会保険な
どに加入し
ていない住
民，特に高
齢化が進ん
でいる地域
の住民の健
康を支えて
いる。

4

研修などに
より事務に
精通し，正
確性を期し
た窓口対
応のみで
は、昨今の
社会保障
に対する不
信をぬぐう
のは困難で
ある。

2,135

国
民
健
康
保
険
の
加
入
，
喪
失
を
要
す
る
三
次
市
民

住民から国保加
入喪失の届出が
あった際，基幹シ
ステムで加入喪
失を管理し入力を
行っている。

国民健康保険加入者の
健康を保障し，事業に
対する安心を与える。

会社の健康保険や公務員の共済
組合などに加入している人や生活
保護を受けている人以外は，住民
登録のある市町で加入することを
義務づけられている保険である。
支所においては国民健康保険の
加入や喪失の手続きを受付，基
幹システムで加入・喪失の管理を
している。

君田支所独自の事業でなく本
庁・支所の全窓口で対応する
義務的事務のため，ミッション
の達成との関連の記述が難し
い。
ミッション
　　　　子育て，教育，雇用環
境，娯楽がかなりの部分市内
で充足していく環境整備。
　　　　市職員がそれぞれの地
域で地域づくりの役割を担う。
　　　　自治組織の活動サポー
ト（まち・ゆめ基本条例：協働の
まちづくりの推進）
　　　　君田町：君田地域まち
づくりビジョンの実践、推進

君
田
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失事
務

16313

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上
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H
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H
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H
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説明
単
位

H
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H
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H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 228 208 220

国民健康保
険の資格異
動を伴う届
の件数（世
帯）

H
1
7

10,302 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 228 208 220

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

11,293 ⑸

⑶
H
1
9

10,677 ⑹

⑴

国保健康
保険 加
入・喪失
件数

件 186 159 173

国保健康保
険　加入・喪
失の届出受
付件数（世
帯）

H
1
7

1,908 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 295 240 268

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

2,232 ⑸

⑶
H
1
9

2,052 ⑹

⑴

国民健康
保険加
入・喪失
届数

件 124 145 102

国民健康保
険の資格異
動を伴う届
の件数（世
帯）

H
1
7

28,701 ⑷

国民健康
保険加入
者・喪失
者数

人 173 185 137

異動届に基
づく国民健
康保険加入
者・喪失者数

⑵
H
1
8

24,544 ⑸

⑶
H
1
9

34,892 ⑹

⑴
　
証明発行
枚数

枚 67,810 63,286 64,000
総合窓口で
交付した諸
証明の数量

H
1
7

985 ⑷
　
証明手数
料

円 26,404,850 25,003,400 25,290,000
諸証明の手
数料

⑵
H
1
8

1,041 ⑸

⑶
H
1
9

927 ⑹

そ
の
他

サ
ー

ビ
ス
の
質
の
向
上
を
図
る

。

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

拡
大

本年１０月
から窓口業
務の土日開
設により，
確実に市民
サービスは
向上してい
るが，
ISO9001の
取り組み等
により待ち
時間の短縮
や質の向上
を進めてい
く必要があ
る。

拡
大

平成１４年から
総合窓口を実
施し，現在試
行的に（毎週
金曜日）平日
の時間延長も
実施している。
次なるサービ
ス向上策は休
日開庁であ
る。　その内容
は適時検証に
より改善を図
る。22 B

要
改
善

事
業
拡
大

4

一つの
窓口に
おいて，
住民の
要望を完
結するこ
とは強い
要望であ
り，全国
的にも総
合窓口
の体制
整備がさ
れつつあ
る。

4

「市役所
の顔」で
ある総合
窓口に
対する住
民の要
望はきわ
めて高
い。

3

最大の
削減は
人件費で
あるが，
更なる
サービス
向上を検
討するに
は，ほぼ
限界であ
る。

5

全ての
業務は
法にもと
づくもの
であり，
特に個
人情報
に関する
業務であ
る。

3

総合窓口に
おいて，住
民の要望に
対応するこ
とができて
おり，さら
に，土日窓
口開設も準
備されてい
る。

3

住民ニーズ
の向上もあ
り，時代に
即応した体
制整備と，
民間的感
覚の導入
が必要であ
る。

65,927

 
各
種
手
続
き
，
証
明
発
行
請
求
等
に
た
め
来
庁
す
る
市
民

　総合窓口におい
て出来るだけ広範
囲に住民ニーズ
に対応する。
　１０月から土日
窓口開設を行う。

複数の部署に関連する
手続きを１箇所で実施
する。

　よりよい市民サービスの提供を
目指し，ワンストップサービスによ
り，住民ニーズに対応した業務を
実施することにより，住民の負担
の軽減と満足度アップを図る。
　住民要望に応えるため，１０月
から土日窓口開設を行い更なる
サービスの向上を図る。

各部署に関連する知識も含
め，広く深く知識の習得が必要
であり，研修等により職員の資
質の向上を図る。
土日開設に関して，実施状況
及び住民ニーズの把握によ
り，開設窓口及び業務内容を
定期的に見直す。
基本である接遇の向上と待ち
時間の解消を図る。

さ
わ
や
か
市
民
室

総合窓
口（ワン
ストップ
サービ
ス）

16320

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

申請、喪失業
務は、迅速・正
確な事務処理
が求められ
る。研修・自己
啓発等により、
より一層事務
処理に精通す
ることがじゅう
ようである。

22 B
未
実
施

未
実
施

3

税金に関
係してい
る

4

医療機
関にか
かる場合
名は、必
ず必要
である

3

社会保
険事務
所との連
携を密に
する

3

一部の
業務は
市でなく
ても出来
るが個人
情報の
部分が
多く、一
連の業
務がある
ので市で
なければ
出来な
い。5

市民からの
申請により、
保険証をを
交付している

4

市民からの
申請によ
り、各種証
明書を交付
したり、喪
失事務を
行っている

3,559

国
保
の
加
入

、
喪
失
に
来
ら
れ
た
市
民

国民健康保険証
の発行、喪失

住民サービスの向上の
ために親切・丁寧な対
応で迅速・正確な事務
処理を行う。

窓口業務（国民健康保険証の発
行、喪失事務）

　住民に信頼される、存在価
値のある支所づくり、税の話を
一緒に行う。

甲
奴
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失の
事務

16319

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

・国民健康保
険制度は，偶
発的な事故に
よって経済的
な損失を生じ
た場合に，あ
らかじめ拠出
された共通の
準備財産から
給付を行っ
て，その損失
を補填する制
度であり継続
する必要があ
る。また，支所
窓口による届
出受付事務
は，地域住民
の高齢化に伴
い継続が必要
である。

29 A
未
実
施

未
実
施

5

・医療の
普及，保
健の向
上，生活
の安定
に資する
ため。

5

・強制適
用により
一定の
条件に
該当する
者はす
べて包
括されて
いる。

5

・支所に
おける事
業費の
支出な
し。

5

・法律で
市町村
は保険
者となる
ことが義
務付けら
れてい
る。

5

・市民から
の届出によ
り加入・喪
失の事務処
理を行って
おり，国民
健康保険の
健全な運営
確保のため
目的に合致
している。

4

・加入喪失
の異動が
あった場
合，14日以
内の届出を
徹底するこ
とで，成果
は向上す
る。

355

市
民

(

国
民
健
康
保
険
加
入
・
喪
失
者

)

窓口における国
民健康保険加入・
喪失手続き事務，
国民階保険制度
及び納税の説明。

国民健康保険事業の健
全な運営を確保し，国
民皆保険制度の維持，
社会保障及び国民保険
の向上に寄与すること。

窓口業務 : すべての人が何らか
の医療保険に加入する国民皆保
険制度が採用されている。国民健
康保険には，社会保険に加入して
いる人や生活保護を受けている
人を除くすべての人の加入が義
務付けられている。特に支所窓口
では国民健康保険への加入・喪
失手続き事務は，国民年金等の
他施策とも深く関連があり正確な
事務実務が求められる。また，目
的税としての適正な負担の説明
理解を求める。

・単に加入・喪失の手続きにの
み終始するのではなく，医療制
度の負担について説明を行う
必要がある。

三
和
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失事
務

16318
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

継
続

加入・喪失
事務に際し
て，制度や
保険料等に
ついて被保
険者に十分
説明を行っ
て理解を得
ると共に，
事務につい
ても
ISO9001の
業務手順書
等により，
サービスの
向上及び効
率化を図
る。

継
続

保険者の事務
である。

29 A
未
実
施

未
実
施

5

国民皆
保険の
精神から
ニーズは
高い。

5

国民皆
保険の
精神から
ニーズは
高い。

4

＊事務
処理自
体に関す
るコスト
削減の
余地は
無いと思
われ
る。・・・・
・業務に
携わる職
員が正
規職員で
なくても
可能であ
り，人件
費的に削
減できる
余地は
考えられ
る。

5

業務に
携わる職
員が正
規職員
でなくて
も可能で
あるが，
喪失確
認等内
実に及
ぶため，
市で行う
べきであ
る。5

法または条
例に基づ
き，相扶共
済の精神に
則り，自営
業者や農家
の方などを
対象にした
社会保険制
度である。

5

資格異動
に伴う加入
喪失手続き
等早期届
出の啓発を
することが
重要

2,349

異
動
届
出
を
行
う
市
民

資格異動（加入，
喪失）処理，保険
証発行事務

届出に基く適切な資格
異動により必要なサー
ビスの受給

国民健康保険の資格異動届けに
よる入力，保険証発行事務 ※　不明

三
良
坂
支
所

国民健
康保険
の加入・
喪失事
務

16317
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

1

)

市
民
満
足
度
の
向
上

80／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
個別外部
監査 件

個別外部監
査の委託件
数

H
1
7

#DIV/0! ⑷
個別外部
監査 件

個別外部監
査の委託件
数

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

#DIV/0! ⑹

⑴
決算審査
意見書の
作成

件 4 4 4

　一般・特別会
計，基金運用状
況，決算審査意
見書，水道・病
院事業会計決
算審査意見書，
備北地区消防
組合決算審査
意見書

H
1
7

9,612,000 ⑷
決算審査
意見書の
作成

％ 100 100 100

　各会計ごと
に決算審査
意見書を作
成している。

⑵
H
1
8

9,506,000 ⑸

⑶
H
1
9

1,895,500 ⑹

⑴
例月出納
検査 回 16 16 16

一般会計，特別
会計，水道，病院
事業会計は毎月
１回実施してい
る。
備北地区消防組
合は３ケ月に１回
実施している。

H
1
7

2,403,000 ⑷
例月出納
検査 ％ 100 100 100

毎月，監査
対象の書類
等は全て検
査し，指摘事
項等は担当
部署に改善
を求めてい
る。

⑵
H
1
8

2,376,500 ⑸

⑶
H
1
9

674,062 ⑹

⑴開催回数 回 1 1 2

 アドバイ
ザー会議開
催回数

H
1
7

410,000 ⑷開催回数 回 1 1 2

　アドバイ
ザー会議開
催回数

⑵
H
1
8

410,000 ⑸

⑶
H
1
9

232,500 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

1
6
 
予
算
の
見
直
し

継
続

市民から見
たとき会議
の内容が不
透明であ
り，改善の
必要があ
る。

継
続

市制運営にア
ドバイザーの
意見を反映さ
せることは重
要であるが，
会議の開催回
数は年１～２
回が適当であ
る。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

3

アドバイ
ザーの
意見・提
言を市政
に反映さ
せること
は有意
義であ
る。

2

直接市
民には
関係しな
いが，ア
ドバイ
ザーの
意見・提
言は必
要であ
る。

5

アドバイ
ザーの報
償費の
みの開
催で，開
催回数も
最小限に
とどめて
いるため
コスト削
減の余
地はな
い。

5

市の重
要施策
に関する
会議な
ので，市
が開催し
なければ
いけな
い。

4

アドバイ
ザーの意
見・提言を
市政に反映
できるので
目的の適合
性はある。

5

開催回数・
開催時期
等改善の
余地はな
い。

410

市
の
財
政
運
営
や
課
題
会
計
に
精
通
し
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

と
な
る
べ
き

委
員
を
任
命

重要な計画等に
ついての意見をい
ただき，審議会等
へ反映させる。

重要な案件があるとき
委員会を開催して，市
の行政運営が円滑に行
われるようアドバイスを
いただく。

三次市アドバイザー設置要綱によ
り委嘱された委員が，市の行政運
営や課題等について協議・検討す
る。

アドバイザー会議の結果の市
政への反映

秘
書
広
報
担
当

アドバイ
ザー会
議運営
事業

16324
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

継
続

各部局等が
例月出納審
査の結果に
迅速に対応
できるよう，
庁内掲示板
等を利用
し，各部署
へ早期の通
知を行うな
ど，適正か
つ効率的な
執行に資す
るように努
める。

継
続

法令等に基づ
いて行うもの
であり，継続し
なければなら
ない。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

4

　地方自
治体の
予算・事
業の執
行が適
正に行
われてる
かどうか
のチエッ
ク機能と
して，社
会的
ニーズは
高い。 3

地方公
共団体
の予算。
事業執
行に対
する市民
の関心
は高まっ
ており，
ニーズは
ある。

4

　法令等
に基づい
て実施す
るもので
ある。諸
帳簿，通
帳，証書
類等の
検査は，
確実性・
正確性
が必要で
あり，事
務の簡
素化等
は難しい
ことから
削減の
余地が
小さいと
思われ
る。

5

　地方自
治法第
235条の
2におい
て，現金
出納の
検査が
義務付
けられて
いる。
　地方自
治体が
自らを
チェック
する機関
として監
査制度
があり，
この機能
をはたら
かせるこ
とから市
でなけれ
ばできな
い。

5

　毎月，検
査対象につ
いては，適
正に例月出
納検査を実
施している。
助役及び企
業管理者の
保管する現
金の残高，
出納関係諸
表の計数の
正確性を検
証し，現金
の出納事務
が適正に実
施されてい
るかを検査
する。検査
により確実
かつ適正な
予算執行が
図られること
から，貢献
度は極めて
大きい。

5

　法令等に
基づいて実
施するもの
である。一
般会計，特
別会計，企
業会計の
諸帳簿の
計数正確
さ，現金の
保管状況
の確認，収
入支出関
係書類の
確認によ
り，適正な
予算執行
が図られる
ことから十
分な成果が
あり，向上
余地がな
い。

38,024

　
現
金
出
納
表
，
会
計
管
理
者
及
び
企
業
出
納
員
の
保
管
す
る
現
金
の
残
高
，
及

び
出
納
関
係
諸
表
等
の
計
数
の
正
確
性
を
検
証
す
る

。

　監査の実施にあ
たっては，事務事
業の執行が予算
及び決議，並びに
法令等に基づい
て適正に行われ
ているかどうかを
検査し，その結果
を市長・議長に報
告する。

　監査は公平で合理的
かつ効率的な市の行政
運営確保のため，違法・
不正の指摘に留まらず
指導に重点を置き，もっ
て市行政の適正性・効
率性・妥当性の確保を
期する。

　監査委員は，毎月①会計管理
者及び企業出納員の保管する現
金の残高及び基金の運用状況の
検証。②市の財務に関する事務
の執行が適正かつ効果的に実施
されているか。③市の経営に係る
事業の管理が合理的かつ効果的
に行われているか。④事務事業
の執行に係る工事について，当該
工事の設計・施工等が適正に行
われているかどうかを主眼に監査
し，その結果を市長・議長へ報告
する。

支払帳票・伝票等について，ポ
イントを絞った検査を行う。

監
査
事
務
局

例月出
納検査

17323

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

継
続

効率的で効
果的な決算
審査事務を
行うととも
に，よりわ
かりやすい
HPの作成
により，住
民の関心を
喚起する。

継
続

法令に基づい
て行うもので
あり，継続しな
ければならな
い。

27 A
現
状
維
持

要
改
善

4

　地方自
治体の
財政状
況は厳し
いことか
ら，市の
効率的
な予算
執行や
事業等
が効果
的に行
われてい
るかを把
握するう
えでニー
ズは高
い。

3

　北海道
夕張市
の財政
破綻が
報道され
たことか
ら，市の
財政状
況等に
対する市
民の関
心は高く
ニーズが
ある。5

　法令等
に基づい
て実施す
るもので
ある。
　決算審
査意見
書はデー
タベース
化してお
り，印刷
費のみで
ある。資
料等の
確認は
時間と人
的労力を
要するた
め，コスト
削減の
余地がな
い。

5

　地方自治
法第235条
第2項，地
方公営企
業法第30
条第2項に
おいて実
施を義務
付けられて
いる。
　出納長又
は収入役
は，毎会計
年度，政令
の定めると
ころにより
決算を調
整し，証書
類その他
政令で定
める書類と
あわせて
長に提出
しなければ
ならないと
明記されて
いるため，
市でなけ
ればできな
い。

5

　毎年度，
全ての審査
対象につい
ては適正に
決算審査を
実施し，決
算審査意見
書を作成し
ている。
　決算審査
意見書の意
見により，効
率的な予算
執行・事務
改善に繋
がっている。

5

　法令等に
基づいて実
施するもの
である。決
算審査意
見書の意
見により効
率的な予算
執行・事
業・事務の
改善が行
われ，成果
の向上余
地がない。38,024

　
地
方
自
治
法
第
2
3
3
条
第
2
項
の
規
程
に
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
た
一
般
・
特
別
会
計

歳
入
歳
出
決
算
書
及
び
付
属
書
類
，
並
び
に
基
金
の
運
用
状
況
及
び
地
方
公
営
企
業
法
第

3
0
条
第
2
項
の
規
程
に
よ
り
審
査
に
付
さ
れ
た
水
道
・
病
院
事
業
会
計
決
算
書
等
を
審

査
す
る

。

　決算審査により
予算の執行状況
が妥当であり，所
期の目的に従って
執行されたか，ま
た，これらの計数
が正確であるかを
確認し，その結果
に関する報告を決
定し，これを市長
他に提出する。ま
た，公表も行う。

　決算書，その他関係
諸表の計数の正確性を
検証するとともに，予算
の執行または事業の経
営が適性かつ効率的に
実施されているかを監
査し，指摘した事項また
は表明した意見につい
ては，市長等から報告
を求め，これを公表す
る。

　監査委員は，市の財務に関する
事務の執行及び経営に係る事業
の管理 ，または市の事務執行に
ついて監査し，その結果に関する
報告を決定し，これを市長他へ提
出・公表することで，民主的かつ
効率的な行政執行の確保に資
し，もって住民の福祉の増進と地
方自治体の本旨の実現に寄与す
る。

　決算審査意見書の意見を各
事業・経費に着実に反映させ
ることが必要である。

監
査
事
務
局

決算審
査
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継
続

監査請求に
備えて正確
で迅速な事
務処理がで
きるような
体制とする
ことによっ
て，請求が
あった際の
住民ｻｰﾋﾞｽ
の向上に努
める。

継
続

平成１７年度
に三次市外部
監査契約に基
づく監査に関
する条例を制
定した。平成１
７・１８年度は
監査請求等が
無く事業を実
施していない
が，近年，市
の予算・事業
執行に対する
住民の関心は
高まっており，
各監査請求・
要求に対応す
るため，監査
機能の独立
性・専門性を
充実する必要
がある。

25 B
未
実
施

要
改
善

4

地方公
共団体
の予算・
事業等
の執行
に対する
社会の
関心は
年々高
まってお
り，社会
的ニーズ
が高い。

4

近年，地
方公共
団体の
予算・事
業等の
執行に
対する住
民の関
心は高
まってい
る。予
算・事業
に関する
チエック
機能に
ついて，
住民の
信頼に，
より適切
に応えら
れる必要
がある。

4

自治体
の規模
や監査
請求の
内容によ
り委託料
が異な
る。ま
た，委託
契約が
公認会
計士・弁
護士等に
限られる
ことか
ら，コスト
の削減
余地が
小さい。

5

地方自
治法に
定められ
ている。
市と外部
監査人
（公認会
計士，弁
護士等）
と委託契
約を結ぶ
ことと
なってい
るため，
市でなけ
ればでき
ないもの
である。

4

地方自治法
により条例
で定められ
ている。外
部の専門知
識を要する
公認会計
士，弁護士
等との委託
契約により
監査を行う
ことで，より
効果的な監
査が実施で
きる。

4

地方自治
法により条
例で定めら
れている。
選挙権を有
する者，議
会，長，住
民から監査
請求等が
あった場
合，議会の
議決を要し
た後，個別
外部監査
契約に基づ
き外部監査
人による監
査を行うこ
とで，監査
機能の専
門性・独立
性が図られ
る。

　
選
挙
権
を
有
す
る
者
，
議
会
，
長
，
住
民
か
ら
の
監
査
請
求
・
要
求

（
地
方
自

治
法
第
７
５
条
第
１
項
，
同
法
第
９
８
条
第
２
項
，
同
法
第
１
９
９
条
第
６
．
７

項
，
第
２
４
２
条
第
１
項

）
を
対
象
と
し
て
い
る

。

　選挙権を有する
者，議会，長，住
民からの監査請
求・要求があった
場合，議会の議
決を要した後，外
部監査契約に基
づき外部監査人と
契約を
締結し監査を実施
する。

　行政の公平性の確保
と透明性を確保するた
め，専門的な知識を有
する者（公認会計士，弁
護士等）の外部監査に
より，監査機能の充実と
強化を図ることを目的と
する。

　選挙権を有する者からの事務監
査請求，議会からの監査請求，長
からの監査要求，長から財政援
助団体等の監査要求，住民
からの監査請求があった場合，議
会の議決を要した後，個別外部監
査契約に基づき，外部監査人と委
託契約を締結し監査を実施する。

　外部監査人と監査委員との
連携や監査請求・要求が多数
出てきた場合の対応につい
て，:検討する必要がある。

監
査
事
務
局

個別外
部監査
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改
善
区
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拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

タウン
ミーティン
グ開催回
数

回 12 12 12

タウンミー
ティングを開
催した回数
（会場数）

H
1
7

425,833 ⑷参加者数 人 957 874 1,031
タウンミー
ティングへの
参加人数

⑵
H
1
8

430,250 ⑸
意見・要
望件数 件 173 149 141

各会場でい
ただいた意
見・要望

⑶
H
1
9

430,250 ⑹

⑴
記者会見
回数 回 12 12 12

定例記者会
見（毎月第１
火曜日）

H
1
7

118,583 ⑷
パブリシ
ティ処理
報告

件 169 183 180

新聞・テレ
ビ・ラジオな
どの情報機
関から取材
等を受けた
件数。市政
の情報を広く
速く知らせる
ことができ

⑵
H
1
8

118,583 ⑸

⑶
H
1
9

118,583 ⑹

⑴開催回数 回 31 203 180

住民からの
希望により
開催した出
前講座の回
数。

H
1
7

39,032 ⑷参加人数 人 665 5,446 5,320
出前講座に
参加された
人数。

⑵
H
1
8

19,285 ⑸

⑶
H
1
9

21,750 ⑹

⑴開催回数 組 84 62 60

開催された
回数（来訪さ
れたグルー
プの数）

H
1
7

50,845 ⑷来訪者数 人 156 152 160
来訪された
市民の人数

⑵
H
1
8

68,887 ⑸

⑶
H
1
9

71,183 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

2
 
徹
底
し
た
情
報
公
開

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

市民の思い
が直接市長
に届くことで
あり，重要
である。

継
続

市長室で直接
市長と対話い
ただくことで,自
由に市政に対
する意見や要
望・提言をいた
だき、市政に
反映すること
ができる。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

4

この制度
があるこ
とは知ら
ないにし
ても，市
長との対
話を望む
声は多
く，社会
的ニーズ
は高い。

4

開催時
にお客
様がいな
いことは
なく，社
会的
ニーズは
高い。

5

写真撮
影のみな
のでコス
ト削減は
望めな
い。

5

市長が
直接対
話するこ
とに意義
があるの
で，市が
関与する
ほかは
ない。

5

市長室で直
接市長と対
話いただくこ
とで，市長
や市役所を
身近に感じ
ていただくこ
とができる。

5

市長との対
話の中で問
題になった
ことは，即
座に担当
部で対応す
るので，十
分に成果
がある。

4,271
市
民

市長室や市長を
身近に感じていた
だき，気軽に市制
への提言等を
行っていただく。

申し込みがあった方に
時間設定し，市長と対
談していただく。
時間は，一人（一団体）
15分

市民の皆さんに市長室へ来訪し
ていただき，市長と（内容によって
は担当部長も同席）対話していた
だく。

開催が不定期であるため，申
込者との時間調整が行き届か
ない場合がある。

秘
書
広
報
担
当

市長室
にいらっ
しゃい
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継
続

市民が求め
る情報を職
員が直接現
地へ赴き伝
えることは，
協働のまち
づくりを進
める上で非
常に重要で
あり，継続
して行く必
要がある。

継
続

市民が市政へ
参画し，行政と
の協働のまち
づくりを進める
ためには，市
が絶えず分か
りやすい行政
情報を市民に
提供すること
が必要であ
る。また，職員
が地域に出か
け話をすること
で，職務に対
する責任感が
増し，自己の
意識改革につ
ながるため，さ
らに積極的に
推進していくべ
きである。

23 B
事
業
拡
大

要
改
善

4

行政の取
り組みに
ついて理
解を得る
ことで，自
立した地
域活動の
促進が期
待でき
る。

4

行政職
員が出
向いて説
明すると
いうシス
テムが
市民の
求めると
ころであ
る。

4

休日・夜
間などの
開催にお
ける講師
職員の
時間外
勤務手
当てであ
り，削減
の可能
性は低
い。

4

市民に
行政の
取り組み
を行政職
員が出
向いて説
明するこ
とによ
り，行政
に対する
関心や
自治意
識を高
め，協働
のまちづ
くりを促
進させ得
る。

4

協働のまちづ
くりに向け
て，住民の行
政に対する
関心や自治
意識を高める
ことで貢献で
きる。

3

希望講座メ
ニューに偏
りがあるた
め，他のメ
ニューにつ
いてもっと
PRが必要
である。

3,915

市
内
に
在
住
，
通
勤
・
通
学
す
る
人
な
ど
，
お
お
む
ね
1
0
人
以
上

の
団
体

。

市政に対する理
解を深め，協働の
まちづくりの担い
手としての意識を
高める。

専門知識をもった職員
が指定された会場に出
向き，住民の知りたい情
報について説明を行う。

地域や団体からの要請により，住
民の知りたい話題について，職員
が出向き講座を開催する。
話題については，講座メニューの
中から希望のメニューを選ぶこと
ができる。
職員の専門知識を活かし，仕事に
対する自覚を高める。

自治振興部が進めている生涯
学習講座の中に組み込む予
定だが，まだ実施にいたってい
ない。

秘
書
広
報
担
当

みよし
なるほ
ど！出
前講座
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継
続

マスメデア
を利用した
広報は非常
に重要であ
り，積極的
に取組む必
要がある。

継
続

市から積極的
にあらゆる情
報を定期的に
提供するのみ
ならず、新しい
施策や事業な
ど広くかつ早く
住民に伝える
ことのできる、
マスメディアの
特性を生かし
た積極的な取
組みが必要で
ある。27 A

現
状
維
持

要
改
善

5

協働の
まちづく
りの推進
のため、
マスコミ
の速報
性・伝達
範囲の
広さと、
無料であ
るという
経済的メ
リットを
十分に
活用す
べきであ
る。

5

情報をい
ち早く受
け取るこ
とができ
るメディ
アは、市
民にとっ
ては大
変有効
な手段で
あり、市
民ニーズ
はきわめ
て高い。4

必要経
費は最
小限の
人件費
のみで、
削減の
余地は
少ない。

5

市長が
市の重
要施策
や事業
などを発
表する記
者会見
は市が
担当す
べきであ
る。

5

新しい施策
や事業など
を広くかつ
早く住民に
周知するた
めの有効な
手段であ
る。

3

文書管理シ
ステムを利
用した速や
かな取材依
頼を行い、
タイムリー
な情報発信
に努める。

1,423

記
者
ク
ラ
ブ
会
員
・
三
次
ケ
ー

ブ
ル
ビ
ジ

ョ
ン

新聞・テレビ・ラジ
オなどの情報機
関を通じて市の行
政情報をタイム
リーに住民に知ら
せるため協力を仰
ぐ。

新しい施策や事業など
を広くかつ早く住民に周
知するために、月１回の
定例記者会見のほか、
随時、記者発表や資料
提供を行う。

三次市記者クラブに属する９社
（新聞４社・テレビ５社）と三次ケー
ブルビジョンへの対応を行う。
・記者会見の開催や情報提供等
を行う。
・取材についての報告(パブリシ
ティー報告書)を取りまとめる。
・記者クラブ会費の徴収等の会計
事務。

住民との協働のまちづくりを進
めていくためには、住民と行政
の情報共有が前提である。そ
のためには、記者クラブ・三次
ケーブルビジョンとの相互の協
力が不可欠であり、より積極的
な情報提供を行うべきである。
日常的に危機管理意識を持
ち、取材対応できる力を持つ
職員を養成する。

秘
書
広
報
担
当

記者ク
ラブ運
営
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継
続

より多くの
市民の意見
を聞くため
に，参加者
を増やす工
夫が必要で
ある。

継
続

協働のまちづ
くりを推進する
ため、継続し
ていく必要が
ある。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

4

市民との
対話の
機会を持
ち、協働
のまちづ
くりを進
める手段
として社
会的
ニーズは
高い。

4

行政に
とって市
民ニーズ
を把握す
ることは
施策を推
進する上
で欠くこ
とのでき
ない機能
である。
また、市
民の側
にとって
も地域も
身近な
問題を話
し合うこ
とができ
るチャン
スであり
市民
ニーズは
高い。

5

開催時
間を考慮
すると，
職員へ
の待遇
が課題。

5

市が直
接実施
すること
に意義
がある。

4

市長及び市
の幹部の出
席により，市
政の関心
度・信頼度
が増す。

3

参加者を増
やすこと
や，市民の
主体的参
加を促すこ
とが課題。

5,163
市
民

市の施策や事業
への関心，理解を
深めていただくこ
とにより，行政と
市民の信頼関係
を築く。

市長が市政全般を説明
し，部局長が重要施策
を説明した後，市民の
質問や意見に答える。

市内12ヵ所において，市長・副市
長・教育長・部局長が出席し，市
の主要瀬策を説明した後，懇談を
行う。
中学校区単位での開催。
タウンミーティング開催後，小単位
で各地域において自治振興部主
催の地域懇談会を開催。

限られた時間の中での市から
の説明を懇談の時間配分。
要約筆記と託児は，継続の必
要有り。
中高生に出席を促すチラシを
配布したものの，内容が難し
すぎる。

秘
書
広
報
担
当

タウン
ミーティ
ング

16325
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
情報公開
請求件数 件 57 32 34

情報公開請
求件数

H
1
7

62,438 ⑷
開示及び
部分開示
件数

件 47 24 25

 開示及び部
分開示件数
(不開示・不
存在・取下げ
を除く)

⑵
H
1
8

111,218 ⑸

⑶
H
1
9

104,676 ⑹

⑴
主要事業
提案回数 件 2 2 1

17年・18年度は君
田方面隊の消防ポ
ンプ積載車及び君
田・布野保育所の
保育士人件費に充
当したが，19年度は
当該地域にポンプ
積載車更新が無く
保育士人件費の
み。

H
1
7

7,591,500 ⑷
補助金交
付額

万円 1,216 1,216 1,216

本補助金を
効果的に活
用する指標
として補助金
の交付額
(１，２１６万
円)をひとつ
の成果指標
とした。

⑵
H
1
8

7,308,500 ⑸

⑶
H
1
9

15,319,000 ⑹

⑴
特区提案
件数 件 3 4 5

構造改革特
区の事業提
案を行った
件数

H
1
7

30,333 ⑷
特区認定
件数 件 1

事業提案を
行ったうち，
特区認定さ
れた件数

⑵
地域再生
認定申請
件数

件 3 1 1

地域再生計
画の認定申
請を行った
件数

H
1
8

20,500 ⑸
地域再生
計画認定
件数

件 3 1 1

事業提案を
行ったうち，
地域再生計
画の認定を
受けた件数

⑶
制度の普
及啓発回
数

回 1 1 1

１７年度はもみじ
キャラバン(三次
で開催の国の説
明会)へ各部局か
ら出席。１９年度
はこれに加え，早
稲田大学との連
携によるモデル
事業を行う。

H
1
9

18,200 ⑹

⑴

在外選挙
人名簿へ
の登録・
変更・再
交付・抹
消件数

件 10 17 15

　在外選挙
人名簿への
登録，変更，
再交付申請
並びに抹消
件数

H
1
7

14,600 ⑷

在外選挙
人名簿へ
の登録・
変更・再
交付・抹
消件数

件 10 17 15

　在外選挙
人名簿への
登録，変更，
再交付申請
並びに抹消
件数

⑵
H
1
8

13,176 ⑸

⑶
H
1
9

14,866 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

1
0
 
内
容
の
改
善

2
 
徹
底
し
た
情
報
公
開

継
続

構造改革特
区の提案な
ど制度改正
を求める活
動を行う。

継
続

　公職選挙法
で，市町村が
実施する事務
として義務付
けられてはい
るが，本制度
の成果をあげ
るためには国
や県に制度改
正を働きかけ
ていく必要が
ある。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

4

　国際化
が進む
日本に
おいて在
外選挙
権を保障
する事務
であり，
社会的
ニーズは
高い。

4

　国外居
住者が
増加しつ
つある現
在，在外
選挙権を
保障する
事務は
市民
ニーズが
高い。

5

　国が定
めた様式
によって
行なう事
務であ
り，基本
的にコス
トの軽減
余地はな
い。

5

　公職選
挙法にも
とづき，
市が直
接実施
する事務
として義
務付けら
れてお
り，市で
なければ
できな
い。

4

　公職選挙
法にもとづ
き，選挙管
理委員会が
直接実施す
る事務とし
て義務付け
られている
ため，手段
がおおむね
目的に合致
していね，

4

　提出され
た申請書に
基づき登録
資格を調査
確認のうえ，
定められた
手続きによ
り在外選挙
人名簿に登
録する事務
であり，成果
向上の余地
は小さい。な
お，名簿登
録者が行な
う投票の方
法について
はインター
ネットを活用
した投票の
導入等を国
に働きかけ
ることによ
り，本制度
の有効性を
高めたい。

224

　
三
次
市
か
ら
国
外
へ
転
出
し
，
そ
の
国
へ
３
ヶ
月
以
上
居
住
し
て

い
る
有
権
者

　在外選挙人名
簿への登録申請
にもとづき，国が
定めた様式に従っ
て登録する。ま
た，選挙の時には
登録された有権
者の申請にもとづ
いて選挙管理委
員会は，投票に関
する事務を行な
う。

　国外に居住する有権
者からの申請にもとづ
いて，在外選挙人名簿
に登録する。そのことに
よって，衆議院議員選
挙における小選挙区及
び比例代表選挙，並び
に参議院議員選挙にお
ける選挙区及び比例代
表選挙の選挙権が保障
される。

　国外へ引き続き３ヶ月以上居住
している有権者が，国内の最終住
所地であった選挙管理委員会の
在外選挙人名簿への登録申請を
することによって，平成１８年度か
らは衆議院議員選挙における小
選挙区及び比例区，並びに参議
院議員選挙における選挙区及び
比例区選挙を行なうことができ
る。
　平成１７年度は登録４件，変更１
件，抹消５件の計１０件の手続き
を行なった。
　平成１８年度は登録１２件，抹消
５件の計１７件の手続きを行なっ
た。

　『ミッション（方針・目標）検討
中』

選
挙
管
理
委
員
会

在外選
挙人名
簿登録

16332
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継
続

市民啓発の
推進。

継
続

構造改革特区
及び地域再生
計画は，規制
緩和と地方分
権を促進する
制度であるた
め，今後も制
度の活用が見
込まれるが，
本市の対応と
しては，制度
の周知啓発の
強化を行い，
市民・事業者・
NPO等の団
体・行政(市)が
幅広く活用で
きるよう取り組
む必要があ
る。

18 C
事
業
拡
大

要
改
善

4

構造改革
特区及び
地域再生
計画は，
規制緩和
と地方分
権を促進
する制度
であるた
め，社会
的ニーズ
は高いも
のと考え
る。

1

市民及
び市内
事業者
等への
周知不
足で普
及啓発を
強化す
れば
ニーズは
高くなる
と思われ
るが，現
時点で
は市民
の関心
は低い。

3

人件費
以外の
実質的な
コストは
無いが，
規制緩
和による
時間コス
トの削減
は期待で
きる。

3

制度の
普及啓
発は市
が本制
度の推
進を担う
必要が
あるが，
国におい
ても更な
る啓発が
必要であ
る。ま
た，特区
の提案
は民間
事業者
及び個
人でもで
きるが，
積極的
な情報
開示が
必要とな
る。

4

特色あるちい
きづくりのた
め規制緩和
や地域再生
による目的達
成への貢献
度及び経済
効果は大き
い。

3

提案や申
請を行えば
行うほど本
市の特色
ある地域づ
くり結びつ
いていくた
め，さらに
制度の普
及啓発を強
化すること
により，市
内民間企
業等からの
事業提案も
期待でき，
その成果
の向上は
大きいもの
と考える。

82
市
民

構造改革特区・地
域再生計画を活
用して，特色ある
地域づくりを行う。

制度を活用した事業の
企画，提案により，住民
サービスを向上させる。
また，制度の周知，啓発
により，住民の自発的な
提案を促し，行政への
住民参加の機運を高め
る。

構造改革特区（地域の特性に応じた
地域限定の規制緩和）及び地域再生
計画（地域経済の活性化等を果たす
うえで制約や阻害となっている国の
制度の改善）の担当窓口として，制
度の周知・利用促進及び制度利用に
際しての助言等を行う。構造改革特
区については，平成15年に「教育都
市みよし特区（市費負担教職員の任
用）」が認定され，平成18年4月に全
国展開された。また，平成16年度より
提案している「一定の要件を満たす
永住外国人への地方参政権付与」及
び「満18歳以上の市民への参政権付
与」については，いずれも総務省から
「選挙制度の根幹に係る問題」であ
り，特区対応は不可との回答を得て
いるが，引き続き提案を行っており，
新規提案として「土地改良区が行うこ
とができる事業の拡大」を提案した。
また，地域再生計画については，「粟
屋西小学校の廃校に伴う地域再生
計画」，「汚水処理整備事業の地域
再生計画」，「道路整備事業の地域
再生計画」の認定を受けた。

「職員の意識改革を徹底して
推進し，事務改善に取組み，
自己決定，自己責任，自己完
結型の行政運営ができるよう
に一人ひとりの職員の資質の
向上を図る。」というミッション
を達成するためには，まずこの
制度の内容を職員，市民が熟
知することが必要である。次い
で規制改革及び地域再生に繋
がっていくように，提案が認定
されるような提案理由やより有
益な提案を模索していくことも
必要である。

企
画
調
整
担
当

構造改
革特区･
地域再
生計画
に関す
る事務

15331
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継
続

対象事業の
見直し。

継
続

本事業(補助
金)は，電源開
発を円滑に進
めるために制
定された法律
に基づき交付
されるもので
あり，交付額も
定額であるた
め事業拡大は
見込めない
が，本補助事
業を更に有効
に活用するた
め，今後は対
象事業などの
基本方針内容
を見直すことも
必要である。

23 B
現
状
維
持

要
改
善

3

本市で
は本補
助金の
認知度
は低い
が，電源
三法交
付金に
対する
ニーズは
全国的
には高
く，本交
付金の
継続・拡
充の要
望は高
い。

3

全市的
には認
知度が
低く市民
ニーズも
低いが，
該当地
域(君田
町・布野
町)では
本補助
金に対
するニー
ズは高
い。

5

本事務
事業の
経費は
人件費
が主なも
のであ
り，コスト
削減余
地は小さ
いものと
考える。

5

本補助
金は市
町村に
対して交
付される
もので申
請等の
事務は
市で行な
う必要が
ある。

4

平成18年度
は２事業に
本補助金を
活用した。
①消防積載
車両整備②
保育士人件
費の事業に
取り組み①
については
地域要望に
よる事業で
あり，本補
助金が効果
的に活用さ
れた。
平成19年度
は布野・君
田の保育士
人件費のみ
である。

3

本補助金
は，交付金
制度に基づ
き１００％
充当される
ものであ
り，財源と
しての要素
が大きい
が，より効
果的に本
補助金を活
用し市民の
利便性の
向上を図る
必要があ
る。

14,617
市
民

補助対象事業を
選定し，効果的に
本補助金を活用し
市民の利便性を
向上する。

平成19年度事業
保育所運営事業(保育
士人件費)

　本事業(補助金)は電源開発を円
滑に進めるために制定された法
律に基づき国の交付金を受けて，
広島県の補助金交付要綱に沿っ
て行う補助事業であり，発電用施
設の種類・規模等に応じ発電施設
の所在市町村に対して公共施設
の整備等に必要な費用を交付す
る制度である。(現在，本市では，
君田町・布野町の水力発電施設
が交付対象施設である。)
　補助額は１，２１６万円／年で補
助率は１００％であり，公共施設
整備事業(公共施設の整備，維持
運営，補修事業)及び利便性向上
等事業(地域活性化事業)から対
象となる事業を選定する。

財政面での徹底した行革に取
り組む中で，更に本補助金を
効果的に活用する方法を検討
する。

企
画
調
整
担
当

電源立
地地域
対策補
助金

16330
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継
続

情報を求め
る者に対
し，条例に
基づく範囲
内で可能な
限り開示す
ることは，
市民の知る
権利を尊重
する上でも
重要であ
る。

継
続

市政に関する
情報を積極的
に公表及び提
供することによ
り，「市民と行
政の協働のま
ちづくり」を推
進することは，
今後一層市民
から期待され
るところであ
る。

25 B
事
業
拡
大

要
改
善

4

行政の
透明性
に対する
社会的
ニーズは
高まって
おり，今
後もさら
に進んで
いくと思
われる。

4

市民と行
政の協
同のまち
づくりを
推進して
いくため
に，積極
的な情
報開示を
行ない，
情報の
共有化を
図ること
は重要
である。

5

開示対
象となる
行政文
書は膨
大であ
り，かつ
予測でき
ない。

5

実施機
関である
市が保
有する行
政文書
について
の情報
開示であ
るので，
市がす
べき業務
である。

4

市長交際費
をはじめ，
入札や予
算，決算状
況などホー
ムページで
の積極的な
情報開示に
努め，市民
の知る権利
を保障して
いる。

3

情報開示
に対する職
員の知識を
高め、正確
な運用がで
きるような
取り組みが
求められ
る。

3,559

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
②
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の

団
体
③
市
内
に
存
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者
④
市
内
に
存
す
る
学
校
に
在
学
す
る

者
⑤
実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者

市民の知る権利
を保障し，市民と
行政との信頼関
係及び市民の行
政参加の促進を
図る

情報開示請求があった
場合，担当部局と協議
し資料を交付または閲
覧に供する

市が保有する行政文書について，
市民から開示請求があった場合，
情報公開条例に基づき，その閲
覧・写しの交付等開示を積極的に
行う。

職員一人ひとりが情報開示に
関する知識を高め，個人情報
保護条例を遵守しながら，開
示・非開示の判断ができるよう
にすることが重要である。職員
研修を実施するとともに，職員
用「解釈・運用マニュアル」を
作成し，情報開示に対する職
員の知識の向上に努める。

秘
書
広
報
担
当

情報公
開

16329
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18
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改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
選挙人名
簿の登録
者数

人 9,563 8,379 8,300

　農業従事者の
減少に伴い，選
挙人名簿への登
録申請者も減少
しつつある。その
ため今後も単位
あたりコストは上
昇していくものと
考えられる。

H
1
7

126 ⑷
選挙人名
簿の登録
者数

人 9,563 8,379 8,300

　選挙人名
簿の登録者
数

⑵
H
1
8

144 ⑸

⑶
H
1
9

145 ⑹

⑴
会議の開
催 回 20 6 10

マネージメント
チーム会議の
開催回数で，
議題等を調整
して集約した
結果として，
回数が減少し
た。

H
1
7

177,950 ⑷
会議の開
催 回 20 6 10

マネージメン
トチーム会議
の開催回数
で，議題等を
調整して集
約した成果と
して，回数が
減少した。

⑵研修会 回 1 2 2

マネージメン
トチームを対
象とした研修
会の開催回
数

H
1
8

593,166 ⑸

⑶
H
1
9

355,900 ⑹

⑴

所管部署
等の変
更・新設・
廃止

箇所 3 4 10

グループ等
の新設・変
更・廃止等を
行った箇所
であるが，年
度ごとにばら
つきがある。

H
1
7

711,666 ⑷

所管部署
等の変
更・新設・
廃止

箇所 3 4 10

グループ等
の新設・変
更・廃止等を
行った箇所
であるが，年
度ごとにばら
つきがある。

⑵
H
1
8

355,750 ⑸

⑶
H
1
9

71,100 ⑹

⑴
研修出張
回数 回 246 240 240

研修への出
張回数

H
1
7

190,365 ⑷
研修出張
回数 回 246 240 240

研修への出
張回数

⑵
H
1
8

170,362 ⑸

⑶
H
1
9

163,287 ⑹

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

各種職員研
修について
は外部講師
によらず内
部講師を養
成し継続的
研修が出来
る体制を目
指す。

継
続

職員の資質向
上のため，職
員研修は継続
すべきである。
しかし，職員研
修単独ではな
く，人事制度と
関連付けて総
合的に事業を
展開していく必
要がある。

18 C
要
改
善

事
業
拡
大

3

職員の
資質向
上は，よ
り専門性
の高い
業務の
ために必
要であ
り，社会
的なニー
ズがある
と思われ
る。

4

職員の
資質向
上は，市
民サービ
スに直接
与える影
響が大き
く，市民
ニーズが
高いもの
と思われ
る。

2

各部署で
専門的な
人材の
活用が
効果的に
機能すれ
ば，出張
旅費や
研修負
担金のコ
スト削減
は可能で
ある。

3

業者委
託はでき
るが，規
模が小さ
くメリット
が少な
い。ま
た，研修
メニュー
は社会
情勢及
び職員
配置によ
り変化が
激しいの
で，即座
に対応
するため
には市
が行う事
業と考え
る。

4

職員研修を
行うことは，
職員の能力
向上という
目的に合致
しているが，
研修成果の
職務への
フィードバッ
クは職員配
置と密接な
関係にあ
り，より効果
的な仕組み
づくりが必
要

2

研修後の
フィードバッ
クや内容の
評価ができ
れば，更な
る成果の向
上が見込
める。これ
により研修
内容・研修
先等の精
査を行い，
より効果的
な研修を行
う余地があ
る。

40,887

三
次
市
職
員

各研修の実施，
研修にかかる旅
費及び負担金支
払い事務

職員の能力向上　市民に期待される職員像に向
け，各所属の専門研修，職員全
体の能力アップ研修，意識改革研
修及び民間企業，大学院等の派
遣研修を実施している。

職員の意識改革を徹底して推
進し，一人ひとりの職員の資
質向上を図るため，より効果
的な研修の研究を行う。
また，職員のやる気の向上と
スキルアップのため，人事評
価制度及び研修の充実を図
り，相互に関連付けることによ
る，人材育成，職員配置に至
るまでの総合的な人材マネジ
メントの取り組みが必要。

総
務
室

職員研
修

16336

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

市民ニーズ
の把握。

継
続

市民ニーズや
権限移譲・民
間委託等によ
る業務量の変
化に迅速に対
応できる組織・
機構を常に追
求する必要が
あるが，市民
の意見を聞く
機会を設けて
ないため，市
民ニーズを把
握する必要が
ある。

18 C
要
改
善

要
改
善

3

　迅速で
効率的な
サービス
を提供で
きる組織
づくりに
対する要
望は高
い。

3

　権限移
譲の推
進などに
より市役
所のワン
ストップ
サービス
が向上し
ていくこ
と対して
は，市民
ニーズが
高い。ま
た，休日
の窓口
開設にも
潜在的
な要望
は高いと
考えられ
る。

3

　経費
は，人件
費であ
り，コスト
削減の
余地は
少ない。

4

　市民の
意見を聞
き，市で
なくても
出来る部
分はある
が，多様
な市民
の期待
に応え
る，スリ
ムでフッ
トワーク
の良い
組織をつ
くること
は市が
行うべき
である。

3

手段が目的
にある程度
合致している
が，市民サー
ビスが向上し
た検証が出
来ていない。

2

今後，更に
地方分権
が進み，事
務・権限移
譲や道州
制が推進さ
れれば，必
然的に組
織・機構の
見直しが求
められ，そ
の成果の
向上余地
は大きいと
考える。

1,423
市
民

・現状の分析・把
握
・職員等の意見集
約
・条例や規則等の
改正

担当部署等，市民に分
かりやすい組織，迅速
性のある組織づくりを行
い，市民サービスを向上
する。

　市民の皆さんのニーズと政策課
題に一層迅速で的確に対応でき
る，スリムで効率的なフットワーク
の良い組織・機構をめざし，市役
所の組織・機構を見直す。
　平成１８年度（19.4.1施行）では，
地方自治法の一部改正に基づ
き，収入役に代わり「会計管理者」
として会計室長をあて，食育を推
進するために子育て支援局すくす
く育児支援室へ食育推進チーム
を新たに設け，総務企画部情報
処理準備室及び自治振興部美術
館支援チームを廃止した。

職員の意識改革を徹底して推
進し，事務改善に取り組み，自
己決定，自己責任，自己完結
型の行政運営を進めて市民が
主役のまちづくりを行っていく
必要がある。
そのためには，市民の期待に
応える感性を持ち，スリムで
フットワークの良い組織をつく
り，絶えず状況把握を行い，市
民ニーズ，民間委託の推進，
権限移譲による事務量の増減
に対応可能な組織としていくこ
とが課題である。

企
画
調
整
担
当

行政組
織の見
直し業
務

16335

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

マネジメント
は部長秘書
だけになり
がちで，部
内室間の調
整も必要で
ある。

継
続

マネージメント
会議は,行政組
織の横の連携
と組織の活性
化を行うため
に必要なもの
であり,現状で
は各部からの
情報発信が少
なく事務連絡
等が主な内容
となっている。
そのため,本来
の目的が達成
されるよう改善
の必要性があ
る。

18 C
要
改
善

事
業
拡
大

1

社会的
ニーズに
より開催
するもの
ではない
が,市の
機能が
良くなる
ことによ
り,最終
結果とし
ては市
民ニーズ
になると
考えてい
る。

1

社会的
ニーズに
より開催
するもの
ではない
が,市の
機能が
良くなる
ことによ
り,最終
結果とし
ては市
民ニーズ
になると
考えてい
る。

5

コストは
人件費
のみで，
最小のコ
ストとして
いるた
め，削減
余地はな
い。

5

庁内組
織の調
整及び
連携強
化のた
めの組
織であり,
市でない
とできな
い業務で
ある。

3

・研修会等
の回数が少
ないため，
十分な意識
改革になっ
てない面も
若干ある。
・ファシリ
ティーマ
ネージメント
や議会答弁
書,調査書類
の作成等は
十分な対応
を行ってい
る。

3

マネージメ
ントチーム
員の部での
位置づけを
明確にし,
部長や室
長等との連
携によりマ
ネージメン
トチームが
問題意識を
持って動く
ことが必要
である。3,559

マ
ネ
ー

ジ
メ
ン
ト
チ
ー

ム
員

各部の抱えている
課題を提供，議論
し，政策形成の一
助とする。

基本的に部ごとに設置
されているマネージメン
トチームの意思統一を
図ることにより，各部間
の横の連携調整体制を
とり，全庁的に事業を進
めるためマネージメント
チーム会議を開催。政
策議論や情報交換，研
修が主な内容。

マネージメントチームは中長期的
視点に立った政策主導型市政の
実現に向け，部長等の直轄部署
に位置づけられている。縦軸と横
軸をうまくつないで動けば，組織
が機能的に働くこととなるので，幅
広い見識と情報収集能力をもって
各部の中心的役割を担っていくよ
う取り組むための意思統一の場と
してマネージメントチーム会議を
設定する。

①平成19年度は政策担当が
部を超えての連絡調整機能の
システム化や強化，年間スケ
ジュール調査・共有化を図る。
②マネージメントチームの評価
を検討。

政
策
担
当

マネー
ジメント
チーム
会議

16334

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

作業の効率
化を図り，
適正に実施
する。

継
続

　「農業委員会
等に関する法
律」にもとづ
き，選挙管理
委員会が行な
うべき事業とし
て義務付けら
れているが，
登録資格の調
査について
は，より効率
的に実施する
必要がある。

24 B
要
改
善

要
改
善

3

　農地耕
作者の
みが対
象の事
業ではあ
るが，社
会的
ニーズは
ある。

3

　農地耕
作者の
みが対
象の事
業ではあ
るが，市
民ニーズ
はある。

4

　農業委
員会委
員の選
挙に関す
る法律が
改正され
た場合，
事務コス
トの軽減
が考えら
れるが，
現状では
コスト削
減の余
地は小さ
い。な
お，登録
資格の
調査につ
いては，
より効率
的に実施
する方法
を模索し
ていく必
要があ
る

5

　「農業
委員会
等に関
する法
律」にも
とづき，
選挙管
理委員
会が行
なうべき
事業とし
て義務
付けられ
ており，
市でなけ
ればでき
ない事業
である。

5

　「農業委員
会等に関す
る法律」にも
とづき，農
業委員会と
選挙管理委
員会が連携
して取り組
む事業であ
り，手段が
目的に合致
している。

4

　選挙管理
委員会は，
提出された
申請書に
基づき資格
を調査確認
のうえ，選
挙人名簿を
適正に調
製・管理す
ることとなっ
ており，成
果向上の
余地は小さ
い。

1,210

　

三

次

市

の

農

業

委

員

会

の

区

域

内

に

住

所

を

有

す

る

２

０

歳

以

上

の

人

で

，

１

０

ア
ー

ル

以

上

の

農

地

で

耕

作

を

営

む

人

及

び

同

居

し

て

い

る

親

族

又

は

そ

の

配

偶

者

。

（
選

挙

人

名

簿

へ

の

登

録

要

件

と

し

て

，

年

間

お

お

む

ね

６

０

日

以

上

耕

作

に

従

事

し

て

い

る

こ

と

が

定

め

ら

れ

て

い

る

）

　農業委員会委
員選挙の適正な
管理・執行を行な
うため，申請に基
づき，毎年１月１
日現在により選挙
資格を調査し，３
月３１日付けで選
挙人名簿を確定
する。

　登録される資格をもっ
た耕作者の申請に基づ
き，毎年１月１日現在で
その資格を調査し選挙
人名簿を作成する。名
簿に登録されている者
でなければ農業委員会
委員の選挙権がない。

　選挙管理委員会は，農業委員
会が受理した申請に基づき毎年１
月１日現在によりその選挙資格を
調査し，３月３１日付けで農業委
員会選挙人名簿を確定することと
なっている。
　農地の耕作者であっても，農業
委員会委員選挙人名簿へ登録さ
れていなければ，農業委員会委
員の選挙が実施された場合の選
挙権が保障されない。
　平成１８年度（平成１７年度末登
録）の選挙人名簿登録者数は，４
選挙区　９，５６３人であった。
　平成１９年度（平成１８年度末登
録）の選挙人名簿登録者数は，４
選挙区　８，３７９人であった。

　登録資格の調査方法につい
ては，より効率的な方法を模
索していく必要がある。

選
挙
管
理
委
員
会

農業委
員会委
員選挙
人名簿
登録

16333

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

2

)

現
場
主
義
に
よ
る
市
民
と
行
政
と
の
協
働

84／94
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１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
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社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
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十
八
年
度
評
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目的
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⑴
研修会・
相談窓口
設置回数

回 4

セクハラ防止に
関する研修会
並びに相談窓
口の設置回数
講師・カウンセ
ラー謝礼10,000
円／回

H
1
7

#DIV/0! ⑷相談者数 回

市職場を対
象とした事業
であるため，
市民に対し
ての効果に
ついて数値
表示不可

⑵
H
1
8

#DIV/0! ⑸

⑶
H
1
9

27,750 ⑹

⑴
相談事業
回数・研
修回数

回 10 7 24

カウンセラー
の相談事業
の回数並び
に研修の回
数

H
1
7

24,200 ⑷相談回数 回

市職場を対
象とした事業
であるため，
市民に対し
ての効果に
ついて数値
表示不可

⑵
H
1
8

30,285 ⑸

⑶
H
1
9

15,916 ⑹

⑴研修回数 回 1 2 2

○研修の回
数
　評価者研
修　２回
　視察研修
１回

H
1
7

2,628,000 ⑷研修回数 回 1 2 2

○研修の回
数
　評価者研
修２回    視
察研修 １回

⑵
H
1
8

2,274,000 ⑸

⑶
H
1
9

1,367,500 ⑹

⑴

定例会及
び臨時会
の開催回
数

回 5 5 5

年４回の定
例会(３月６
月９月１２月)
及び臨時会
の開催回数

H
1
7

1,139,000 ⑷

定例会及
び臨時会
の開催回
数

回 5 5 5

年４回の定
例会(３月６
月９月１２月)
及び臨時会
の開催回数

⑵
H
1
8

1,139,000 ⑸

⑶
H
1
9

1,139,000 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

6
 
職
員
の
意
識
改
革

6
 
職
員
の
意
識
改
革

6
 
職
員
の
意
識
改
革

継
続

引き続き市
民にわかり
やすい議事
の運営に努
め，市民
サービスの
向上を図
る。

継
続

議会開催に伴
う議事につい
ては法律に基
づくものであり
継続して進め
る。

30 A
未
実
施

未
実
施

5

議会議
事に関
し，市民
の代表と
しての議
員が市
政に反
映される
活動が
必要。

5

議会議
事に関
し，市民
の要望
が議員を
通して反
映され
る。

5

議会を開
催するに
あたり必
ず議事が
必要であ
り削減で
きない。

5

市でなけ
ればでき
ない。

5

議会として
の役割の必
要性

5

議会をス
ムーズに進
行させるた
め法律に
基づき決め
られてい
る。

5,695
市
民

二元代表制のも
と，公平・公正な
議会運営に努め
る

分かりやすい議会運営
に努め，市民にとって議
会が身近に感じられる
ようにする

年４回の定例会及び臨時会にお
ける会議の運営に関する事務

執行部との緊密な連携

議
事
グ
ル
ー

プ

会議の
議事に
関する
事務

16340

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

継続的職員
研修の実施
(内部講師
の養成)

継
続

　現時点で管理
職の人事評価
については，若
干の改善の必
要があるもの
の，事項を進め
ていく中で修正
できるものであ
る。しかしなが
ら，今後，一般
職（GM級以上）
への導入に際し
ては，評価シー
トのカスタマイ
ズ，評価者の更
なるスキルアッ
プ及び公正な処
遇反映などの
運用をする中で
課題を整理し改
善する必要があ
る。
　また，人事評
価により業務改
善し，組織のレ
ベルアップにつ
なげていく職員
の意識改革が
必要である。

20 C
未
実
施

未
実
施

4

　民間企
業では
早くから
取り入れ
られてい
る項目で
あり，昨
今の社
会情勢を
鑑みても
社会的
ニーズは
高いと思
われる。 3

　人事評
価を行
い，評価
をフィー
ドバック
させるこ
とで業務
改善に
つなげて
いくこと
により，
市民
ニーズは
高まるも
のと思わ
れる。

3

　人事評
価が完
全に定着
し，外部
講師によ
る研修の
必要性
がなくな
れば，コ
スト削減
の余地
がある。

4

　職員個
人の評
価を第3
者が行う
ことは非
常に困
難であ
る。但
し，政策
に対する
実績，目
標管理
の設定
及びキャ
リアプラ
ンの作成
について
は，外部
評価が
可能であ
ると考え
られる。

4

　評価シート
や運用方法
等，概ね目
的に合致し
ている。

2

　職務，職
責に応じた
評価シート
のカスタマ
イズや評価
者研修によ
る評価者の
スキルアッ
プの方法
等，成果向
上の余地
が大きい

4,548

三
次
市
職
員

（
医
師
を
除
く

）

　主要事業のヒア
リングや総合計画
等から重点目標
を設定し，設定し
た目標の達成度
や達成までに至る
プロセス（行動実
績）より実績を評
価します。また，
志向性の評価に
ついては，協働，
チャレンジ，責任
等の日頃の勤務
について評価しま
す。

　職員の執務について
勤務成績の評価を統一
的に行い，これを職員
の能力開発及び人材育
成に反映し，公正な人
事行政を行うことを目的
とします。

　平成18年度から室長以上の管
理職に対して導入され，12月の勤
勉手当へその成績を反映させて
います。
　また，評価者研修を２回実施し，
人事評価の定着と評価者のスキ
ルアップを図っています。
　人事評価は，「実績」の側面と
「成果創出の志向性」の側面から
構成され，それらの人事評価シー
トを評価者が作成することにより，
評価の判断基準になります。

　一般職（GM級以下）への導
入に向けた評価者のスキル
アップと全職員の理解が必要
になります。
　また，人事評価導入により職
員の意識改革を徹底して推進
し，事務改善に取り組み，自己
決定，自己責任，自己完結型
の行政運営ができるよう，一人
ひとりの職員の資質の向上を
図ります。

総
務
室

人事評
価

18339

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

管理職への
研修実施も
必要。

継
続

　メンタルヘル
スに関する正
しい知識と理
解の普及に努
め，心の病の
予防と迅速か
つ的確な対応
を図るととも
に，職場復帰
に向けたサ
ポート体制に
ついて効果の
ある実施方法
に見直す必要
がある。

20 C
要
改
善

要
改
善

4

社会的
な問題で
あるの
で，本市
の事業
が社会
指標の
一つとな
ると考え
れば，社
会的
ニーズは
高い。

1

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

4

　費用対
効果によ
る判断は
困難であ
るが，今
後充実さ
せていく
必要があ
るので，
コスト削
減の余
地は少な
いと考え
られる。 5

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

3

長期休職者
の50パーセ
ントが，精神
及び行動の
障害による
ものである。
相談事業等
を継続的に
行うことによ
る効果は十
分期待でき
る。

3

　職場と障
害を持つ職
員との相互
理解を深め
る研修や病
気の早期
発見，復帰
者のサ
ポート体制
を充実させ
れば，より
一層の効
果が期待で
きる。212

三
次
市
職
員

臨床心理士による
相談事業及び外
部講師による職員
研修並びに職場
復帰訓練

職員の心の健康管理及
び長期休職者の減少並
びに職場復帰者のサ
ポート

メンタルヘルスの正しい知識と理
解の普及に努め，心の病の予防
と迅速かつ的確な対応を図ること
とを目的とし，長期休職者の職場
復帰に向けたサポートを行なって
いる。
平成18年度においては，三次市
職員を対象に心の健康管理のた
め，二月に1回臨床心理士による
相談事業を実施するとともに，必
要な部署に対しては外部講師に
よる職員研修を実施した。また，
担当医の許可を取り，1週間から
1ヶ月の職場復帰訓練を実施し
た。

　職場のメンタルヘルスに関す
る理解が不十分なことが，相
談事業利用者が少ない原因の
一つになっている。
　今後は，メンタルヘルスに関
する理解を深める研修を充実
させるとともに，うつ病や過労
の早期発見，病気休暇復帰後
のサポート体制の充実が課題
となる。

総
務
室

メンタル
ヘルス

16338

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

全職員研修
の実施。

継
続

セクハラ防止
に関する事業
は，社会的に
大きな問題で
あり，男女雇
用機会均等法
の定められる
ように，継続し
て実施する必
要がある。今
後はセクハラ
防止に関する
研修，相談窓
口の設置だけ
でなく職場で
取り組めるよう
セクハラ防止
マニュアルを
作成するな
ど，より効果的
な防止体制を
早急に確立す
る必要があ
る。

17 C
要
改
善

要
改
善

3

男女雇
用機会
均等法
に定めら
れるよう
に，社会
的な関
心は高
く，社会
的ニーズ
も高いと
思われ
る。

1

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

4

今後に向
けて，更
なる強
化・充実
を図る必
要がある
ため，コ
スト削減
の余地
はない。

5

市の職
場を対象
とした事
業であ
る。

3

職員研修に
よる事前防
止，相談窓
口の設置に
よる対応に
より目的が
達成できる
と思われる
が，より周
知をすること
が必要と思
われる。

1

アンケート
調査実施
による状況
把握や専
門家の意
見を取り入
れることに
より，一層
の効果が
期待でき
る。

71

三
次
市
職
員

苦情・相談窓口の
設置並びに職員
研修の実施

セクハラ防止体制の確
立

組織としても行政としてもセクシュ
アル・ハラスメント防止対策に取り
組まなければならない。そのため
の苦情・相談窓口の設置し職員
研修を行う。

現状把握と具体的な対応策の
模索

総
務
室

セクハラ
防止

16337

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴

議員研
修，関連
視察，議
会報告会

回 1 4 25

政策提案に向け
て，会派での先
進事例の視察及
び実務の研修を
実施するととも
に，今年度は，議
会全体での研修
会，議会報告会
を実施する。

H
1
7

355,000 ⑷
提出議案
件数 件 1 2

本年度は，
議会基本条
例（案）を含
め，２件の議
案提出を目
指す。

⑵
H
1
8

177,750 ⑸

⑶
H
1
9

28,440 ⑹

⑴諸調査 件 8 10 9
行政視察に
おける各市
資料の保管

H
1
7

117,250 ⑷蔵書 冊 690 700 720
議員活動に
利用している
保管数

⑵
H
1
8

90,800 ⑸

⑶
H
1
9

104,555 ⑹

⑴

開票事務
シミュ
レーショ
ン

回 － － ７回

　開票時間スピード
アップの取組みは，
開票マニュアル作
成やタイムスケ
ジュールを作成する
だけではなく，シミュ
レーションを行うこと
で無駄をなくす取組
みが重要となる。

H
1
7

#VALUE! ⑷
県議会議
員選挙開
票時間

分 － － 30

平成１７年の
県知事選挙
を参考に目
標設定

⑵
事前研修
会 回 1

事前研修会
の実施によ
り，従事者が
より効率的な
開票作業を
行なうことが
可能となる。

H
1
8

#VALUE! ⑸

参議院選
挙県選挙
区開票時
間

分 － － 45
平成１６年の
選挙を参考
に目標設定

⑶
プロジェ
クト会議 回 10 10

開票方法が
異なる選挙
ごとにスピー
ドアップの手
法を検討す
る必要があ
る。

H
1
9

#VALUE! ⑹

参議院選
挙比例代
表開票時
間

分 － － 120

平成１６年の
選挙を参考
に目標設定

⑴
実施した
取組項目
数

項目 26 48 61

三次市行財政
改革推進計画
の取組項目
（全体61項目
）の実施項目
数であり，取
組項目は増加
している。

H
1
7

109,500 ⑷

行財政改
革による
削減効果
額

千円 -51,283 -553,715 -853,856

三次市行財
政改革推進
計画による
削減効果額
で，年々その
効果が増大
している。

⑵
H
1
8

29,645 ⑸

行財政改
革による
増額効果
額

千円 52,000 125,900 149,400

三次市行財
政改革推進
計画による
増額効果額
で，年々その
効果が増大
している。

⑶
H
1
9

35,000 ⑹

事
業
規
模

職
員
の
意
識
改
革
に
よ
り
着
眼
点
を
変
え
る

6
 
職
員
の
意
識
改
革

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

4
 
市
民
の
多
様
な
力
の
活
用

拡
大

職員研修を
実施する。

拡
大

　限られた資
源を有効に活
用し，未来の
三次市民に誇
りの持てる地
域を引き継ぐ
ためには不断
の取組が必要
である。
　市民サービ
スの向上，効
果的・効率的
な行政運営が
図れるよう行
財政改革推進
計画の計画的
実施に取り組
むとともに，日
常業務に対し
ても「カイゼン」
の意識を持
ち，計画に定
める項目以外
にも，市民に
とって有益な
取組を積極的
に進める

25 B
事
業
拡
大

事
業
拡
大

5

　自主・
自立した
自治体
運営を行
うために
は，効率
的・効果
的な組
織体制と
施策の
実施，財
政基盤
の強化
が必要
であり，
改革の
必要性
は高い。

5

　情報公
開，市民
サービス
の向上，
職員の
削減・意
識改革，
財政健
全化等
の改善・
改革を求
める市民
ニーズは
極めて
高い。

4

　行財政
改革の
推進事
務は，事
務を全て
内部で
行ってお
り，人件
費以外
はコスト
の削減
余地が
小さい。

4

　行財政
改革は
主として
市役所
内部の
改革であ
る。

4

　地方分権
時代に対応
した自己決
定・自己責
任・自己完
結型の行政
運営をめざ
すために
は，行財政
基盤の整
備・強化が
不可欠であ
り，改革の
基本指針・
実行計画と
しての行財
政改革大綱
と行財政改
革推進計画
の役割は大
きい。

3

　行財政改
革推進計
画は，改革
により生じ
る効果を可
能な限り数
値化したも
のである
が，改革の
効果が何
に生かされ
たのかとい
う部分を市
民に対しわ
かりやすく
説明する必
要がある。

1,423
市
民

　三次市行財政
改革推進計画に
定める61項目の
取組を推進する。

行財政基盤の強化　５０年，１００年後の未来の三次
市民に夢の持てる地域を引き継
ぎ，限られた資源を有効に使い，
創意と工夫で市民が誇れるまちづ
くりを推進するため，自己決定・自
己責任・自己完結型の行政運営
を目指した行財政基盤の整備・強
化に取り組む。
　市役所全体が計画的に行財政
改革に取り組むため，平成１７年
度に三次市行財政改革大綱及び
三次市行財政改革推進計画を策
定し，計画的に行財政改革を推進
している。

　自己決定・自己責任・自己完
結型の行政運営をめざして，
職員の意識改革と資質の向上
を図り，職員一人ひとりの「気
づき」を活かした事務改善等の
改革を進めていく。

企
画
調
整
担
当

行財政
改革の
推進

17344

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

今後の選挙
について
も，正確な
開票結果を
迅速に伝え
ることによっ
て，住民ｻｰ
ﾋﾞｽの向上
を図る。とく
に正確性の
面におい
て，疑義の
声が出やす
いことから，
周知に努め
る。

継
続

　県議会議員
選挙，参議院
議員選挙で大
幅な開票時間
の短縮を行っ
ており，今後
の選挙につい
ても継続して
取組んでいき
たい。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

　ｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯ
ﾌﾟの取組
みのみを
考えれば，
あまり注目
された業
務ではな
いため社
会的ニー
ズとしては
低いと考え
る。しか
し，選挙結
果を早期
に確定し
公表するこ
とに関して
は社会的
ニーズは
極めて高く
なることか
ら。結果と
してスピー
ドアップの
取組みは
社会的
ニーズが
高まってい
くものと考
える。

3

　有権者
の意識と
しては，
投票結果
を早く知り
たいと思
うのは当
然であ
る。しか
し，投票
率の低さ
から言え
ばまだま
だと思わ
れる。こ
のため，
開票事務
のスピー
ドアップ
の取組み
を通じ，
選挙に関
心をもっ
ていただ
く取組み
により，市
民ニーズ
が高まっ
ていくも

3

　開票事
務ｽﾋﾟｰﾄﾞ
ｱップの
取組みと
しては初
期の段
階であり
先行投
資的に
行ってい
くところも
あるの
で，全て
の選挙を
経験した
のちにお
いては，
コスト削
減効果
の余地
は十分あ
る。

5

　公選法
上選挙
管理委
員会が
行うべき
事務とし
て位置づ
けされて
いるた
め。

5

　公選法上
では選挙結
果を速やか
に有権者に
知られるよう
努めなけれ
ばならない
とされてお
り，スピード
アップの取
組みは，十
分目的に合
致している。

3

　国政・地
方選挙全て
の選挙が
済まないと
検証できな
いが，目標
開票時間
については
成果の向
上余地は
あるものと
判断する。

　
市
民

　プロジェクトチー
ムを組織し，開票
所レイアウトの変
更，開票事務従
事者の配置，開
票事務用品の改
善等について検
討・改良を行なう
とともに，開票事
務のシミュレー
ションを実施し，
目標時間を設定
し，その実現に向
け取組む。

　開票時間の大幅な短
縮を図り，選挙結果をす
みやかに市民に知らせ
ること。また，その過程
をとおして職員の意識
改革を進め，その経験
を三次市が進める行財
政改革に活かす。

　選挙開票事務の大幅なスピード
アップを図るためプロジェクトチー
ムを組織し取組む。開票事務のス
ピードアップは公職選挙法第６条
第２項の「選挙の結果を選挙人に
対してすみやかに知らせる」目的
に合致するとともに選挙経費の縮
減にもつながる。併せて，開票作
業の正確性，迅速性に取組む過
程をとおして職員の意識改革を図
る

・平成１８年度　　選挙開票事務ス
ピードアッププロジェクトチーム発
足（１３人体制）
・平成１９年度　　広島県議会議員
一般選挙おいて目標時間　３０
分，第２１回参議院議員選挙にお
いては２時間を設定

　広島県議会議員一般選挙並
びに第２１回参議院議員通常
選挙において，開票時間の大
幅な短縮を目指す。各選挙と
も事前シミュレーションの実施
が目標達成の大きな要素であ
るため，今後の選挙について
は事前シミュレーションの実施
回数等についての検討が必要
である。

選
挙
管
理
委
員
会

選挙開
票事務
スピード
アッププ
ロジェク
ト

18343

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

資料収集及
び情報収集
力を強化す
るとともに，
分析能力を
つけること
により，住
民ｻｰﾋﾞｽの
向上を図
る。

継
続

政務調査の基
本となる資料
収集等は拡大
すべきである
が，その方法
等について改
善の余地があ
るため継続と
した。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

4

議員活
動に関
するもの
であり，
社会的
ニーズは
高い

4

民意を市
政に反
映させる
議会とし
ては，市
民ニーズ
は高いと
言える。

4

これ以上
のコスト
削減は
ほとんど
考えられ
ない。

5

市(議会
事務局)
以外に
実施はし
難い。

4

議員の資質
向上に向け
ての資料収
集は極めて
重要であ
り，先例とし
て議会に取
り入れる資
料となる。

3

収集手法
の検討や、
全国市議
会あるい
は,県市議
会等との連
携等によ
る，迅速な
資料収集
等に努め
る。

908

議
員
活
動
の
支
援
及
び
議
会
事
務
局
職
員
の
研
修
の
た
め

。

議員及び事務局
職員の資質を向
上させ，市政発展
へとつなげる。

各刊行物等を図書室に
配備し，議員，市民がい
つでも利用できるように
する。
市政を積極的にリードす
る議会づくりを行う。

地方自治法においても，「議員の
調査研究に資するため，図書室を
附置し・・中略・・広報及び刊行物
を保管しておかなければならな
い。」と規程されており，又，地方
分権の進展による自己決定権と
自己責任の拡大や，急激な流れ
に議員として対応する知識を得る
ため，諸調査や関係資料収集等
は益々重要となっている。

・予算の確保
・資料収集の精度
・情報収集力の強化
・タイムリーな情報の収集方法

政
務
調
査
グ
ル
ー

プ

諸調査・
資料収
集

16342

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

3

)

市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革

継
続

市民の期待
に応える議
会の有り方
の一つとし
て重要な調
整であるこ
とから，今
後も市民の
ニーズを把
握し，市民
の意見の反
映に努め
る。継

続

全国的に，議
会改革の中
で，その取組
がなされてい
る。議会の活
性化，議員の
政策形成能力
の向上に向け
て，今後も取
組を継続して
いく。今後は，
政策的議案
が，いかに民
意を反映した
ものとなるか，
その方法につ
いて，改善して
いく必要があ
る。

25 B
要
改
善

要
改
善

4

議員提
出議案
は，議会
活性化
の１つの
手段であ
り，その
社会的
ニーズは
高まって
くる。

4

民意を反
映した政
策的議
案の提
出に向
けて，議
会報告
会を開催
する。

4

今のとこ
ろ，コスト
はかかっ
ていない
が，今
後，専門
的知見
の活用な
どコスト
がかかる
可能性
が高い。

5

議会でな
ければ
出来ない
事項であ
り，事務
局として
サポート
し，活動
の活発
化を図
る。

3

地方行政に
おける議会
の役割とし
て，今後
益々その重
要性が高
まってくる。

5

議会の活
性化の柱
になるとと
もに，民意
を市政に反
映できる有
効な手段で
ある。ま
た，議員の
資質の向
上にもつな
がる。

711

よ
り
市
民
サ
イ
ド
に
た

っ
た
政
策
立
案
を
行
う

。

議員の政策立案
により，市民サイ
ドの政策展開を図
る。

他市の提案状況，方法
等の研究とともに，議員
の資質の向上を図る。

市，市民，議会は，ともに協力し
て，明るい未来を築く政策展開を
行う必要がある。
特に自治体の自己決定権が拡大
される中で，政策形成能力の充実
が求めらており，市民の代表であ
る議員による議案
提出は，今後益々重要となってく
る。
平成１８年度に１件の政策的議案
提出があったが，これからも更な
る調整が必要となってきている。

・提案に向けた議員研修の実
施
・専門的知見の活用
・議会全体の合意形成
・継続的な提案の実施
・市民の意見を取り入れた提
案

政
務
調
査
グ
ル
ー

プ

議員提
出議案
調整

16341
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市
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
組
織
づ
く
り
と
職
員
の
意
識
改
革
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
評価対象
事業数 件 381 365 376

事業の選定については，

各年度の実施計画に掲載

された事業（単年度で終了

する事業等を除く。）及び

行政評価を実施した事務

事業で継続される事務事

業を中心に，事前に約４０

０件の事務事業を候補とし

て抽出し，各部局等及び支

所と調整して選定を行って

おり，過去２年間での評価

事業数の大きな変化はな

い。

H
1
7

23,055 ⑷
縮小した
事業件数 件 6 56 40

行政評価の評
価結果で事業
縮小と判断し
た事業数で，
昨年度は２次
評価で大幅な
見直しを行い
件数が増加し
た。

⑵

行政
チェック
市民会議
開催数

回 2 2 3

行政チェック
市民会議開催
回数をあげて
いる。より活
発な議論のた
め開催回数を
増やす必要が
ある。

H
1
8

27,136 ⑸
廃止した
事業件数 件 19 1 2

行政評価の評
価結果で事業
廃止と判断し
た事業数で，
H17年度で事
務事業を整理
したため件数
が減少した。

⑶
H
1
9

31,691 ⑹
拡大した
事業件数 件 28 32 30

行政評価の
評価結果で
事業拡大と
判断した事
業数で，大
幅な変化は
ない。

⑴
計画事業
数 件 277 270 280

計画事業の調整に
係わる各部局との
協議等は随時行っ
ており，その活動量
を測ることは困難で
あるため，一つの目
安として計画事業
数を活動指標とした
が，過去2年間の事
業数の変化はな
い。

H
1
7

7,707 ⑷
計画の策
定 － 策定 策定 策定

計画事業の調整
による効果を検
証しうる指標の設
定は困難である
ため，実施計画
自体を策定でき
たかどうかを成果
指標とした。

⑵
H
1
8

7,907 ⑸

⑶
H
1
9

7,625 ⑹

⑴作成部数 冊 180 200 200

主要施策の成果を
わかりやすく取りま
とめることが指標で
あるが，その活動量
を測ることは困難で
あるため，一つの目
安として説明書作
成部数を活動指標
とした。

H
1
7

4,522 ⑷活用部数 冊 180 200 200

作成業務の
効果を検証
しうる指標の
設定は困難
であるため，
作成した説
明書を活用
部数を成果
指標とした。

⑵
H
1
8

7,800 ⑸

⑶
H
1
9

5,090 ⑹

⑴
職員シス
テム操作
研修

回 88 10

【平成１８年度】
・職員システム操
作基礎研修
（1/15～2/22）86
回
・職員システム操
作個別研修（病
院企画室・医事
室）2回

H
1
7

#DIV/0! ⑷
文書・書
庫整理作
業

％ 30 40 100

平成１９年度
中に，行政
文書を保有
する全ての
対象施設の
文書・簿冊の
整理を完了
する予定。

⑵
文書取扱
主任会議 回 5 5

【平成１８年
度】
実施日数３
日で延べ５
回開催

H
1
8

380,897 ⑸
システム
導入 ％ 10 20 80

平成１９年４
月からシステ
ムを導入し，
運用を開始
した。今後は
システムの
操作・機能向
上を行う。

⑶
H
1
9

903,200 ⑹

1
4
 
成
果
の
向
上

2
 
徹
底
し
た
情
報
公
開

1
 
市
民
と
行
政
の
協
働

継
続

継続的職員
研修の実施
(ISO9001と
の関係)

継
続

　平成１９年４
月のシステム
稼動開始とい
う目標は，達
成することが
できた。今後
は，現在シス
テム導入で得
られている成
果を更に推し
進めると同時
に，システム
が抱える「操
作・機能性の
更なる向上」と
いった課題を
一つ一つ根気
よく解決してい
く必要がある。

20 C
要
改
善

要
改
善

3

　文書管
理システ
ムの導
入実績
は全国
的にも未
だ少ない
が，多く
の自治
体にとっ
て文書
管理に
取り組む
ことは重
要な課
題の一
つであ
る。

3

　市役所
は効率
的に業
務を遂行
すること
が市民
の皆様
から求め
られてお
り，この
事業は
そのニー
ズに応え
るために
は，重要
な位置を
占めるも
のであ
る。

3

　直接的
な経費負
担に削減
の余地
はない
が，前記
の効率
的な市役
所づくり
を推進し
ていくこと
で，決裁
事務処
理の時
間がさら
に削減で
きる。
　よって
間接的な
がら市の
人件費
削減に繋
がる余地
がある。

4

　行政文
書・簿冊
の整理
作業に
ついて言
えば，シ
ステム導
入委託
業者にこ
の作業も
一部委
託して現
在作業を
実施して
いるが，
全体的
にこの整
理作業
について
は，市の
業務を把
握してい
る者（職
員）が行
わないと
成功しな
い

4

　平成１９年
４月から文
書管理シス
テムを導入
したことで，
供覧・決裁
のスピード
アップと行
政文書の
ペーパレス
化ができる
ようになっ
た。

3

　文書管理
システムを
導入したば
かりであ
り，まだ各
職員はシス
テム操作の
全てを体得
したとは言
いがたい。
システム機
能性向上と
共に，職員
への研修を
根気よく行
うことで，よ
り効率的な
市役所づく
りを推進で
きる。

33,519
市
職
員

　市職員を対象に
した文書管理シス
テムの導入と安定
運用，関係規程・
規則の改正，本
市書庫の整理作
業の実施。

　行政文書の在り場所
と，収受から廃棄に至る
ライフサイクルの一元管
理，文書の供覧・決裁・
保存の電子化及びペー
パレス化を図る。このこ
とにより，効率的な市役
所づくりと環境にやさし
い市役所づくりを行い，
市民の要望に迅速な対
応ができる市役所を目
指す。

　文書管理とは，収受から廃棄ま
で一連の本市行政文書の流れを
管理することである。この文書管
理をシステムを導入して行うこと
で，行政文書の供覧・決裁の電子
化・ペーパレス化をも可能とする。
このことにより，一定の行政文書
が電子保存できるため，環境にや
さしい市役所づくりと将来的に情
報公開請求への迅速な対応など
効率的な市役所づくりに寄与す
る。
　平成１８年度は，それまでの各
業者文書管理システムの研究や
先進自治体視察結果を踏まえ，
導入するシステムの業者選定・委
託契約，及び文書管理システム
稼動に向けての各種課題につい
て取り組みを行った。そして，平成
１９年度４月からシステムの運用
を，原則として全ての部署で開始
した。

　文書管理システムの導入は
職員にとって大きな事務改善
の取り組みとなった。このシス
テムの価値を最大限に活かす
ため，職員へのシステム運用
方法の周知研修等を行うこと
が必要である。また電子決裁
の導入によるスピードアップが
職員コストの削減に繋がるとい
う意識を職員にさらに持たせる
ことで，行革を推進する職員意
識を向上させることが大切で
ある。またシステム自体の操
作・機能性をより向上させるた
め，開発業者との調整を行う
必要がある。さらに保存文書
の適正化を図りかつ検索性を
向上させることが迅速な市民
対応に繋がるため，本庁舎を
含め

総
務
室

文書管
理

16348

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

施策の取り
組み結果に
ついて市民
に分かりや
すく開示す
る。

継
続

市が取り組ん
だ施策の成果
が，市議会を
はじめ，市民
にわかりやす
い説明書とな
るように引き続
き努める。

22 B
要
改
善

要
改
善

3

市が取り
組んだ主
要な施策
の成果を
わかりや
すく示す
ことは，
社会的に
も求めら
れている
ところで
あり，平
成18年度
からホー
ムページ
で公開し
ている。

3

市が取り
組んだ
主要な
施策の
成果をわ
かりやす
く示すこ
とは，市
民にも求
められて
いるとこ
ろであ
り，平成
18年度
からホー
ムページ
で公開を
してい
る。

4

効率的な
作成作
業を進め
るために
印刷・製
本業務
の業者
発注が
必要であ
ることか
ら一定程
度の経
費が必
要であ
る。

4

市が取り
組んだ
主要な
施策の
成果を取
りまとめ
るもので
あり，市
議会へ
の提出も
必要であ
ることか
ら，市が
責任を
もって作
成するべ
きであ
る。

4

決算審査の
資料として活
用されてお
り，また本説
明書以外に
市の主要な
施策の成果
を取りまとめ
た資料は無
い。

4

結果重視
から成果重
視へ転換を
図り，市民
に対しても
わかりやす
い説明書と
なるよう努
めた。

1,560

市
議
会
及
び
市
民

市議会における
決算審査のため
の資料とするた
め，また市が取り
組んだ主要な施
策（主要事業）の
成果を市民に分
かりやすく示すた
め。

当該年度に実施した主
要な施策の成果を説明
書として取りまとめる。

地方自治法第２３３条第５項の規
定に基づき，各年度の決算に合
わせて，当該年度の主要な施策
の成果を説明する資料として，決
算を審査する市議会に決算書と
合わせて提出するため，また市が
取り組んだ主要な施策の成果を
市民に分かりやすく示すために，
「主要な施策の成果に関する説明
書」を作成する。

　「行政評価システム（The行
政チェック）」及び「実施計画
（アクションプログラム）」との連
携を進めることにより，政策的
かつ効率的な行政運営の実現
をめざすとともに，市が取り組
んだ「施策の成果」がさらに市
民に対してもわかりやすい説
明書となるよう努める。
　これににより，あらゆる手段・
機会を通じて市民へ情報を開
示し，市民との価値観の共有
化を図るとともに徹底的な行
革を推進するものとする。

企
画
調
整
担
当

主要施
策の成
果に関
する
説明書
作成業
務
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継
続

引き続き実
施する。

継
続

本計画は予算
編成までの事
業調整に不可
欠であり，今
後も計画の策
定は必要であ
る。
行政評価との
連携を強化す
るとともに，市
民にわかりや
すく，伝わりや
すい計画づくり
を行うなど，改
善の必要性が
あるものと考
える。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

本計画
は長期
計画(総
合計画，
新市まち
づくり計
画)を実
現するた
めの中
期計画
であり，
計画的，
効率的
な施策
の推進
は社会
的にも求
められて
いるとこ
ろであ
る。

3

本計画
は長期
計画(総
合計画，
まちづく
り計画)
を実現す
るための
中期計
画であ
り，計画
的，効率
的な施
策の推
進は市
民にも求
められて
いるとこ
ろであ
る。

4

本計画
策定業
務の経
費は人
件費の
みであ
り，コスト
削減余
地は小さ
い。

4

市政運
営の根
幹に関
わる業務
であり，
本計画
の策定
は市で
責任を
もって行
うべき業
務であ
る。

4

予算編成ま
でに行政評
価の結果等
も反映させ
ながら主要
事業の調整
が図られ
た。

3

施策の優
先度やそ
の施策に
有効な事業
の構成など
の調整は，
行政評価と
の連携を強
化すること
により，向
上の余地
がある。

2,135

次
年
度
以
降
３
年
間
で
実
施
す
る
事
業

主要施策(事業)を
計画的，効率的に
推進するため。

各部局の要望調書によ
りヒアリング等を行い，
みよし百年物語，新市
まちづくり計画，財政計
画及び財政推計との調
整を図りながら，３年間
の実施計画を策定す
る。

三次市総合計画（みよし百年物
語），新市まちづくり計画（合併市
町村建設計画）を基本に，本市の
主要施策を計画的，効率的に実
現するため，向こう３年間(平成１
９～２１年度)に実施する主要事業
を調整し，適切な進行管理を行う
ことを目的に策定し，毎年ローリン
グ方式により見直しを行ってい
る。

「みよし百年物語」に書かれた
50年後，100年後の三次のあ
るべき姿を根底に，まちづくり
の実現に向けた事務事業を調
整し，行政評価の結果を反映
した計画策定を進めるととも
に，市民にわかりやすく，伝わ
りやすい計画づくりを進め，あ
らゆる手段・機会を通じて市民
へ情報を公開し，市民との価
値観の共有化を図ることが必
要である。

企
画
調
整
担
当

実施計
画（アク
ションプ
ログラ
ム）
策定業
務
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継
続

客観的評価
に努める。

拡
大

行政改革や行
政の透明性，
情報開示，住
民参加の点に
おいて，今後
ますます重要
性が増す事業
である。制度
設計思想の周
知徹底や早稲
田大学との共
同研究の成果
を踏まえて，さ
らに制度を進
化させていく必
要がある。

21 C
要
改
善

事
業
拡
大

5

行政の無
駄をなく
し，透明
性，効率性
向上に対
する社会
的なニー
ズは高い。
また行政
評価を導
入する自
治体の数
も年々増
加し，平成
18年10月1
日現在で，
都道府県
の96％，政
令指定都
市の
100％，中
核市の
89％，特例
市の90％，
市区の
48％，町村
の16％が
導入してい
る。

2

平成18
年度より
ＨＰに掲
載してい
るが，市
民からの
反応は
見られな
い。

3

行政
チェック市
民会議の
委員の謝
礼と早稲
田大学へ
の委託料
について
は，結果
が事業効
果に反映
されるた
め，削減
について
は検証が
必要であ
るが，
チェック
シートの
作成等の
事務処理
に係る時
間コストに
ついて
は，職員
の理解の
向上等に
よって削
減の余地

4

現在の
三次市
の条例
では，市
が第3者
委員会を
設置する
ことと定
めている
が，将来
的には
評価ＮＰ
Ｏ等が
担ってい
く領域で
あると考
える。

4

手段は目的
に合致して
入りと思わ
れるが，そ
の運用に関
して制度設
計の思想を
職員や住民
周知し，積
極的な活用
と住民参加
を促進して
いく必要が
ある。 3

積極的な情
報開示と住
民参加に
よって，住
民の関心を
喚起し，評
価の活用
に努めてい
く必要があ
る。また18
年度から早
稲田大学
公共経営
研究科と政
策共同研
究会を開催
している
が，その知
見をさらに
活用してい
く。

9,905
市
民

市が行った仕事
について，「できた
モノ」や「やったコ
ト」だけで満足す
ることなく，「その
仕事によって，市
民はどこまで満た
されたのか」をき
ちんと把握するこ
とにより，仕事の
有効性や効率性
について評価を行
い，時代やニーズ
に合わせて仕事
を改善・発展させ
ていく。

市民に対する説明責任
を確保し，住民ニーズに
的確に応え，地域に適
した政策判断を行い，そ
してより良い地域づくり
を行う。

行政評価とは，本市の政策推進
のため，市役所の仕事の一つひ
とつについて，仕事の有効性や必
要性等の視点から点検・評価する
取り組みである。評価結果を実施
計画及び予算編成に反映すると
ともに，業務改善や職員の意識改
革に活用し，ホームページや広報
みよし等で公開することにより，わ
かりやすく透明性の高い市役所を
目指す。評価は，担当職員等によ
る１次評価，庁内評価会議による
２次評価，そして公募市民や外部
有識者等で構成する行政チェック
市民会議による外部評価３段階で
の評価を行う。平成1８年度は，主
要事業を中心に３６５件の事務・
喪失）件数　：　６１件

職員の中には，やらされ感も
まだ残っているため，「職員の
意識改革を徹底して推進し，
事務改善に取組み，自己決
定，自己責任，自己完結型の
行政運営ができるように一人
ひとりの職員の資質の向上を
図る。」というミッションを達成
するためには，制度の目的，
必要性，シートの書き方を認
知する必要がある。企

画
調
整
担
当

行政評
価シス
テム

16345

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

87／94



平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
調査員等
事務打合
せ会開催

回 18 5 8

　年度により実施
される調査の数と
規模が異なるた
め，時系列的な
比較はできない
が，事務事業の
中で最も重要な
活動である。

H
1
7

2,276,333 ⑷

調査員等
就任人数
（延べ人
数）

人 560 68 80

　指導員・調査
員の延べ人数。
年度により実施
される調査の数
と規模が異なる
ため，時系列的
な比較はできな
い。

⑵
市民への
周知実施
回数

回 4 5 5

　調査客体に調
査があることを認
識してもらうこと
が，円滑な調査
活動では重要。
手段としては，市
広報，防災無線，
オフトーク，CATV
など。

H
1
8

1,284,000 ⑸

指定統計
作成件数
/実施件
数

％ 100 100 100

　平成１８年度
は，学校基本調
査・事業所企業
統計調査・工業
統計調査の３つ
が行われ，三次
市でも取り組ん
だ。

⑶
実施調査
件数 件 5 3 6

　年度により
実施される
調査の数と
規模が異な
るため，時系
列的な比較
はできない。

H
1
9

984,000 ⑹
調査票回
収率 ％ 不明 100 100

正確性確保の
ため全ての調
査客体に協力
いただく必要が
ある。年度によ
り実施される調
査の数と規模
が異なるため，
時系列的な比
較はできない。

⑴
てい送日
数

日／年 240 240 240

年に２４０
日，支所等
へのてい送
業務を行う。

H
1
7

29,925 ⑷

てい送業
務により
各機関で
の文書等
の受渡し
が適正に
行われた
割合

％ 100 100 100

時間の前後
はあったもの
の，適正に
受渡しが行
われた。

⑵
H
1
8

15,812 ⑸

⑶
H
1
9

18,258 ⑹

⑴
給与（賞
与）支給
のべ人数

人 18,708 16,962 16,990

17年度：1,373×
12＋1,116×2　18
年度：1,234×12
＋1,077×2　19年
度：1,236×12＋
1,079×2（各年度
とも給与支給人
数×12月＋賞与
支給人数×2回）

H
1
7

1,084 ⑷
給与（賞
与）支給
のべ人数

人 18,708 16,962 16,990
給与支給対
象者の延べ
人数

⑵
H
1
8

930 ⑸

⑶
H
1
9

922 ⑹

⑴
冬季事務
服貸与件
数

人 38 46 33

　平成１９年
度３３名（新
規採用職員
３名・嘱託
　員・臨時職
員見込み３３
名）

H
1
7

30,736 ⑷
冬季事務
服貸与件
数

人 38 46 33

　平成１９年
度３３名（新
規採用職員
３名・嘱託
員・
　臨時職員
見込み３３
名）

⑵
H
1
8

12,630 ⑸

⑶
H
1
9

26,333 ⑹

そ
の
他

制
度
の
見
直
し

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

人
員

1
7
 
コ
ス
ト
の
削
減

そ
の
他

民
間
委
託
等
の
推
進

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

縮
小

貸与制度の
見直し。

継
続

　制服が必要
なのか，全職
員に貸与する
必要があるの
か等，必要性
や妥当性につ
いて再度見直
す必要があ
る。

16 D
要
改
善

事
業
縮
小

1

　対象が
職員の
ため，社
会的
ニーズは
ない。

2

　市民に
とって職
員である
ことが容
易に判
断
　できる
が，ニー
ズが高
いかとう
かは不
明。

2

　被服貸
与制度
自体の
見直し
等，コス
ト改
　善の余
地があ
る。

5

　内部管
理事務
であるた
め市が
直接実
施し
　なけれ
ばならな
い。

3

　貸与する
ことができ
た。

3

　必要な種
類の被服を
迅速に貸
与できるよ
　う改善し
ていかなけ
ればならな
い。

581

　
三
次
市
職
員

　職員被服を貸与
する。在庫の管理
をおこなう。

　被服を貸与し，組織の
一体化を図る。また，職
務を遂行しやすい環
　境を作る。

　職員に職務遂行上必要な被服
を貸与する。在庫の管理をおこな
う。

　職場のニーズに応じた被服
貸与の実施が必要である。ま
たデザインや機能についても
時代の要請・ニーズに対応し
たものでなくてはならな
　い。

総
務
室

制服管
理業務

16352

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

縮
小

支払いシス
テムの改
善。

継
続

義務的業務の
ため，継続す
る必要がある
ため。

14 D
要
改
善

事
業
縮
小

1

義務的事
務のため
行政上社
会的ニー
ズはな
い。

1

職員対
象のた
め行政
上市民
ニーズは
ない。

3

報告書，
支給明
細書など
のペー
パーレス
化をはか
れる。

3

対象が
職員な
ので市
の義務
的業務
ではある
が，コス
トをみな
がら委託
できる部
分を検討
する。

3

理論数値に
より支給額を
確認する表を
作成して
チェック体制
を整え，ほぼ
正確に支給
することがで
きた。

3

正確性の
維持はでき
たが，さら
にチェック
方法や入
力方法など
を工夫し迅
速化をはか
る。

15,790

一
般
職
員
，
特
別
職
員
，
嘱
託
員
に
対
す
る
給
与
の
支
払

迅速，かつ正確に
事務を遂行する。

システムによる計算等
に頼りがちであったた
め，支給後の確認で誤
りを発見し調整すること
があったが，システムと
は別の確認表を作成し
て支給額を相互に確認
し，整合性をあげてい
く。

　平成１４年度末から人事給与シ
ステムを導入し，これによって給
料，各手当，共済等の社会保険
料，共済負担金，税等の控除らを
管理，計算し全職員の給与を支
給している。合併に伴い，医療職
の職員が新たに加わったことや大
幅に職員数が増加したこともあ
り，新たな制度やこれまでに無
かったような事例への対応に苦慮
することもある。
　事務の効率化にはシステムの
利便性の向上が必要な状況では
あるが，システムだけに頼るので
は正確性の確保等に不安がある
ので，補助で独自に作成したエク
セル表を使うなどして，さらに迅
速，正確を目指して事務の効率化
を行っている。

給与支給は自治体における義
務的な業務であるが，その中
でどのような手法をとれば余分
な作業と経費を削減できるか
を考えていかなければならな
い。また，事務のスムーズな運
用を図るために，組織内部に
おいて，縦・横の連携を図り協
力を密にするとともに，個人情
報を多く有する業務なので，そ
の情報を保護をすることの意
識も継続していかなければな
らない。総

務
室

給与支
払事務

16351

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
し
た
お
と
な
へ
の
成
長

縮
小

コスト削減
の検討。

継
続

　平成１９年７
月から業者委
託を行い効率
的で低コストな
運営を行うこと
ができている。
　なお，来年度
以降も業者委
託により低コ
ストを維持する
ため，業者の
決定において
は，有資格業
者の見積書の
提出と，数年
間随意契約を
行うことについ
て財務部担当
室と協議し検
討する。

18 C
要
改
善

事
業
縮
小

1

直接的
な関係
が無いた
め，社会
的ニーズ
は低い。

3

てい送
が，効率
的に行
われるこ
とでス
ピード化
が図られ
るため，
市民
サービス
が向上
する。特
に図書
のてい送
では本
が届くの
を待って
おられる
状態であ
り，市民
ニーズは
ある。

4

臨時職
員の場
合，賃金
が安いた
め全体事
業費が
安価とな
るが，目
に見えな
い雇用管
理に係る
業務や
休んだ場
合の対
応，公用
車の管
理に伴う
作業等を
トータル
で考えた
場合は，
業務委
託した方
がコスト
削減に
なってい
ると考え

1

扱うのは
市内部
の文書
である
が，守秘
義務を規
定した契
約を締結
し，てい
送にとも
なう作業
をすべて
業者委
託した。4

図書館分館
へのてい送
も行い，市
民サービス
が向上して
いる。

5

業務委託を
始めたの
で，臨時職
員の雇用
管理や，臨
時職員の
休暇日に
は，職員が
代替となり
業務を行う
必要がなく
なった。そ
の部分を他
の市民
サービスに
用いること
ができる。

3,795

　
本
庁
と
本
庁
以
外
の
各
部
署
職
員

　本庁（出先含
む），支所，市の
関係機関を効率
的なてい送ルート
で回り，各種文書
や資料及び図書
等を配付し，また
回収する。

　市職員の業務の効率
化，スピード化を図り，こ
のことで市民サービスの
向上へつなげていく。ま
た車両の維持管理に係
る経費や臨時職員が休
んだときの対応を比較
考慮し，業務を民間委
託に変更していく。

　本庁（出先含む），支所，その他
市の関係機関との相互間での文
書等をてい送することにより，業
務の一体性，事務の効率化，ス
ピード化を図り，市民サービスの
向上へつなげる。
　平成１７年度までは信書便の資
格を持たない三次市シルバー人
材センターと契約していたため，
中国総合通信局の指導により継
続することができなくなった。よっ
て平成１８年度から臨時職員で対
応してきたが，平成１９年度５月に
有資格業者から見積書の提出を
受け業者を決定し７月からは業者
委託により実施している。

　平成１９年７月から行革推進
の視点から業者委託を行い，
効率的で低コストな運営を行う
ことができている。
　来年度以降も業者委託を継
続するために，平成２０年度予
算要求時に債務負担行為を行
う必要があるが，業者が車両
を調達する際，複数年の契約
とすることが多いことから，今
後も低コストを維持するため，
来年度の契約業者と以降数年
間の随意契約を行うことの是
非について，財務部担当室と
検討を行う。

総
務
室

支所等
てい送
業務
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縮
小

審査体制の
充実。

継
続

　統計調査事
務の執行にあ
たっては，ある
程度円滑にで
きていると考え
る。調査制度
そのものは法
定受託事務な
ので，手を加
える訳にはい
かないが，調
査員の確保と
その資質の向
上及び総合行
政グループで
の審査体制の
充実について
は，今後取り
組む余地があ
ると考える。

24 B
現
状
維
持

要
改
善

5

　国や地
方公共
団体の
あらゆる
分野の
行政計
画立案・
事業執
行におい
て，統計
調査結
果の利
用は，法
令で定
められて
いる場合
はもちろ
ん，その
他の場
合におい
ても欠か
すことは
できな
い。

4

　公的な
機関だけ
でなく，
民間企
業の経
営判断
や個人
の研究
等におい
ても，統
計による
分析結
果の活
用は前
提条件と
なってい
る。

4

　指定統
計では，
正規職
員の人
件費以
外は，交
付金が
財源とな
る。一般
財源の
充当は
ほとんど
ない。
　職員の
人件費に
ついて
も，県内
他市と比
較して
も，１名と
いう最小
限の職
員で事務
は執行し
ている。

4

　法令に
より，現
在市が
関与する
ことが義
務付けら
れてい
る。
　しか
し，統計
調査の
民間委
託につい
ては，そ
の可能
性などに
ついて国
で現在も
検討中
である。

4

　正確で円
滑な統計調
査活動には
事務打合せ
会が欠かせ
ない。平成１
８年度は全
ての調査員
が事務打合
せ会に出席
できるよう開
催時間帯や
場所を変え
同一統計で
複数回実施
した。
　安全面で
も，調査員
等にけが人
もなく，調査
を終了する
ことができ
た。

3

三次市に
限らず全国
的に調査
員不足・調
査員の高
齢化が課
題となって
おり，民間
委託等取
組みを行う
必要性が
ある。
また，記入
拒否などが
少なからず
あるため，
調査客体
の協力をい
ただきより
高い精度
の調査とし
たい。

6,420

統
計
調
査
指
導
員
，
統
計
調
査
員
，
調
査
客
体

（
個
人
・
事
業
所
な

ど

）

　統計事務打合
せ会を開催し，調
査員の調査活動
とその事務の徹
底を図る。また，
安全面についても
説明し，安全な業
務実施に努める。
　広報などにより，
調査客体に対し
統計調査の周知
をする。
回収後の調査票
のチェックを行
い，正確性を確保
する。

　正確で円滑な統計調
査活動を実施すること
と，調査員等の調査活
動に際しての安全確保
や事故防止を目的とす
る。

　統計法により，総務大臣が指定
し公示した統計調査（以下「指定
統計」という。）を実施するため，
主に国⇆広島県⇆市区町⇆指導
員・調査員⇆調査客体（例えば個
人・事業所など）の流れで，調査
票の配布・収集，審査・集計を行
う。
　市は，様々な指定統計に際し
て，指導員及び調査員（以下「調
査員等」という。）の推薦，調査用
品の準備，個別又は説明会によ
る調査員等の指導，調査票の審
査，整理，集計，提出などを行う。

マンションなどのオートロック化
や事業所経営者の高齢化が
進み，訪問活動が困難になっ
てきていたり，多様化する犯罪
に対する警戒意識やプライバ
シー意識の高揚と個人情報保
護法への誤解（いわゆる過剰
反応）により，統計調査の実施
においては近年急激な環境悪
化が起こっている。
　今後は指定統計制度の抜本
的な見直しにより，統計調査
の民間委託の実施と，従来か
らの調査員調査とを効率的に
組み合わせ，統計調査の正確
性，安全性の確保に努めた
い。また，信頼される市役所と
なることが各種統計調査への
協力を高めることになるため，
統計調査が行わ

総
務
室

指定統
計調査
事務
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位

H
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H
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H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
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価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
臨時職員
賃金支給
のべ人数

人 5,035 5,114 4,908
　賃金支給
対象人数の
延べ数

H
1
7

1,332 ⑷
臨時職員
賃金支給
のべ人数

人 5,035 5,114 4,908
　賃金支給
対象人数の
延べ数

⑵
H
1
8

1,180 ⑸

⑶
H
1
9

1,229 ⑹

⑴
納付書・
口座振替
件数

件 871 875 870
市営住宅使
用料

H
1
7

13,985 ⑷
収納金額
（現年分） 円 136,472,361 135,564,875 150,800,000

市営住宅使
用料

⑵
督促件数
（延件数） 件 1,471 1,475 1,400

市営住宅使
用料

H
1
8

12,779 ⑸
収納率
（現年分） ％ 96.5 96.8 98.2

市営住宅使
用料

⑶
一斉行動
の訪問件
数

件 151 391 350
市営住宅使
用料

H
1
9

16,940 ⑹

⑴
催告書，
停水行動
実施件数

件 18 34 60

定期的な実施
により，滞納
者が減少しは
じめ，実施件
数の減少が見
込まれる。コ
スト減が見込
まれる。

H
1
7

79,388 ⑷
滞納繰越
額 円 9,944,971 10,877,439 9,245,000

三次市行財
政推進計画
において，平
成２２年度の
目標値を対
平成１８年度
滞納繰越額
△15％として
いる

⑵法的措置 件 1 1

繰越滞納者
の分析が進
むことにより
措置可能と
なるもの

H
1
8

184,117 ⑸

⑶
不能欠損
額 円 78,534 105,581 110,000

繰越滞納者
の分析が進
むことにより
措置可能と
なるもの

H
1
9

88,783 ⑹

⑴

指標の設定が
不可能である。
※昨年度の指
標は使えませ
んか?
昨年度も設定
不可能でした。

H
1
7

#VALUE! ⑷

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
4
 
成
果
の
向
上

そ
の
他

事
務
事
業
の
効
率
化

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

継
続

県内の類似
団体等の比
較を行うな
どの資料を
用いて，よ
り市民に分
かりやすい
内容で財政
状況を公表
する。

継
続

今後は更に，
わかりやすい
資料を用い
て，ホーム
ページなどに
公表すべきと
考える。

28 A
要
改
善

要
改
善

5

財政状
況への
社会的
関心は
高く，
ニーズは
高い。

5

財政状
況への
関心は
高く，市
民ニーズ
は高い。

5

コストは
人件費
のみであ
り，ほぼ
必要最
低限の
事務量で
ある。

5

市の内
部事務
であり，
市以外
での実
施は不
可能であ
る。

4

自治法，条
例に基づく
業務である
が，掲示板
に告示する
以外にも，
ホームペー
ジや広報誌
へ掲載し
た。

4

法定の内
容を掲示板
で公表した
ほか，ホー
ムページや
広報誌へ
掲載した。

569
全
市
民

予算の施行状況
等をわかりやすく
住民に知らせる。
決算状況や今後
の見込などを市民
へ公表する。

予算執行状況などを精
査し，決裁を受けた上で
掲示板に掲示する。
ホームページや広報誌
に財政状況を掲載した。

歳入歳出予算の執行状況並びに
財産、地方債及び一時借入金の
現在高，その他財政に関する事
項を公表するよう定められてお
り，毎年度，前年度決算と当該年
度上半期の状況を１１月末日まで
に，当該年度下半期の状況を翌
年度５月末日までに，公表してい
る。
そのほか，ホームページ，広報誌
にわかりやすく財政状況を掲載す
る。

広報誌やホームページへ財政
状況を掲載したが，まだまだ
「わかりにくい」との意見を聞く
ので，今後も更なる工夫が必
要。

財
政
室

財政状
況の公
表

356
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拡
大

滞納者に対
しては毅然
とした対応
が必要であ
り，法的措
置の視野に
入れた取組
みが必要で
ある。

拡
大

簡易水道事業
の安定運営の
ための財源の
確保または公
平性の堅持の
観点から，今
後ますます事
業を積極的に
取り組む必要
がある。

22 B
要
改
善

要
改
善

4

公平性か
ら最優先
すべき事
務

4

利用者
間の負
担の公
平性の
確保をめ
ざしてい
るため，
市民
ニーズは
ある。

3

現年度
分の滞
納整理
が委託
業者にお
いて業務
が完結で
きる状態
になれ
ば，現年
度分に対
しての職
員の人
件費の
削減が
期待でき
る。

5

定例的
な徴収
事務を除
く債権確
保の手
立てとし
て滞納
整理に
ついて最
終的に
法的措
置の手
段を講じ
る場合が
あり，市
でなけれ
ばできな
い。

4

各事業の健
全経営に不
可欠であり，
目的達成へ
の適合度は
高い。

2

事業に取り
組む場合，
支所との連
携，調整が
必要。

6,260

簡
易
水
道
料
金
滞
納
者

催告状の発送，
給水停止措置等
の徴収行動を積
極的に行う。

①滞納者の減少。
②未納を短期に留め，
未納料金の早期回収を
図る。
③財源の確保

受益者の応分の負担である料金
(使用料）の未納についての各種
手段を用いて解消することを目的
とし，事業に係る財源の確保及び
公平性の堅持を図る。
①滞納者に対して，督促や催告を
行い，また，訪問徴収等により納
付を促す。
②納付の意思のない者に対して，
給水停止を行い未納の解消に努
める。
③執行停止等の適切な滞納処分
を行う。

水道局と支所とが連携し，滞
納者情報の把握に努め，ま
た，催告状の発送，給水停止
措置等滞納者の解消に向けた
具体的徴収行動の積極的な
実施を図る。

営
業
管
理
室

滞納整
理（簡易
水道）

17355

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

悪質滞納者
には，法的
措置も含め
て毅然とし
た対応をし
ていくこと。

継
続

家賃収納の事
務処理体制の
強化を図り，
正確性・迅速
性を図る必要
がある。

25 B
要
改
善

要
改
善

4

家賃決
定の公
平性及
び収納
事務の
迅速性と
正確性を
図ること
により，
市営住
宅の家
賃決定と
納付に
関する社
会的な
理解は
得られて
いる。

5

市営住
宅の低
廉な家
賃に対
する市民
の理解
は得られ
ており，
入居希
望者は
耐えない
状況と
なってい
る。4

口座振
替等を増
加させる
ことによ
り，収納
事務の
精度の
向上とコ
スト削減
を図る。

5

市営住
宅は，低
所得者
向けの
住宅とし
て市が
設置した
ものであ
り，家賃
等の収
納につい
ても住宅
管理者と
しての立
場から市
が行うも
のであ
る。

4

限られた人
員の中で家
賃決定から
収納事務を
おこなって
おり，収納
事務の正確
性と収納率
の向上に努
めている。

3

事務処理
体制の強
化を図るこ
とにより，
収納事務
の正確性と
迅速性の
向上が図ら
れる。

11,182

市
営
住
宅
入
居
者

市営住宅入居者
について,毎月の
調定・収納状況を
把握する。未納者
については督促
状を発送するとと
もに電話・訪問等
による納付指導を
行なう。

市営住宅入居者から家
賃徴収

市営住宅の家賃収納について
は，納付書と口座振替の方法が
あり，そのいずれかの選択は入居
者の判断に任せている。納付書に
よる納付については，年度当初に
入居者に対し1年分の納付書を送
付し，毎月もよりの金融機関で納
付することとしている。今年４月よ
りコンビニエンスストアからの納付
が可能となり利便性の向上を図っ
ている。次に口座振替による納付
については，毎月市より口座振替
依頼書とフロッピーディスクを各金
融機関に送付し，月末にそれぞれ
の入居者の口座から引落としを行
う。残高不足等で引落としのでき
なかった者については，翌月の１

各入居者の調定・収納状況の
把握については，常にその正
確性が求められている。このた
め，住宅情報システムへの入
金情報入力，徴収台帳の消し
込み状況の照合及び財務会
計システムの入金の照合が不
可欠となっている。しかしなが
ら，専属で徴収業務にあたるこ
とができないため事務処理に
時間を要しており現状におい
てはこれらが照合できない状
態にある。また，滞納整理にお
いては，分割納付誓約書を交
わし毎月来庁納付の指導をお
こなっているが，不履行者の納
付指導が充分できていない状
況にあるため，早期の改善が
必要と考える。

あ
か
る
い
住
宅
室

市営住
宅家賃
収納事
務

16354
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財
政
基
盤
づ
く
り

縮
小

支払いシス
テムの改
善。

継
続

　義務的な業
務であるが，
事務の合理
化・コストの削
減を考えてい
かなければな
らない。

15 D
要
改
善

事
業
縮
小

1

　対象が
職員の
ため，社
会的
ニーズは
ない。

1

　対象が
職員の
ため，市
民ニーズ
はない。

2

　ペー
パーレス
化が可
能。

5

　対象が
職員であ
り，事務
的業務
である。

3

　ほぼ正確
に支給でき
た。

3

　より正確
で迅速な事
務処理が
必要であ
る。

6,035

　
三
次
市
臨
時
的
任
用
職
員

　実績等のデータ
チェックと人事給
与システムへの
入力作業。
　賃金の支払いと
支給明細の発
行。

　迅速かつ正確に賃金
の支払いをおこなう。

　平成１４年度末に導入した「人事
給与システム」により，臨時職員
の賃金管理・計算・支払いをおこ
なっている。

　正確性を欠くことなくまた，個
人情報保護の意識をもって，
作業の効率化をはかっていか
なければならない。また関係部
署と連携を図り，支
　払い事務がスムーズにおこ
なえるようにしなければならな
い。

総
務
室

臨時職
員賃金
支払事
務

16353
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立
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政
基
盤
づ
く
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
H
1
7

#VALUE! ⑷

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴

指標の設定が
不可能であ
る。
※昨年度の指
標は使えませ
んか?
昨年度も設定
不可能でし
た。

H
1
7

#VALUE! ⑷

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

⑶
H
1
9

#VALUE! ⑹

⑴
申告受付
者数 人 7,565 8,589 8,600

確定申告期
の住民税・所
得税申告受
付者数

H
1
7

5,099 ⑷
申告受付
者数 人 7,565 8,589 8,600

確定申告期
の住民税・所
得税申告受
付者数

⑵
H
1
8

4,449 ⑸

⑶
H
1
9

3,886 ⑹

⑴
現年賦課
件数 件 178 180 180

現年度の賦
課件数

H
1
7

14,848 ⑷
現年度賦
課件数 件 178 180 180

現年度の賦
課件数

⑵
H
1
8

14,388 ⑸

⑶
H
1
9

14,383 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

事
業
規
模

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

継
続

課税客体の
把握に努
め，適正な
賦課を行
い，事務の
効率化も行
う。

継
続

賦課事務に工
夫を要する部
分はあるが，
自主財源確保
のために必要
である。

25 B
現
状
維
持

要
改
善

4

地方税
法に定
めてあ
り，自主
財源確
保のた
め必要
である。

4

地方税
法に定
めてあ
り，自主
財源確
保のた
め必要
である。

4

納税義
務者が
市外居
住者であ
るため，
課税客
体の把
握，調査
等に事務
量を要す
るが，調
査方法を
工夫すれ
ば多少
のコスト
削減はで
きる。

5

地方税
法の規
定によ
る。

4

本賦課事務
により自主
財源を確保
している。

4

地方税法
や市税条
例に基づく
賦課であ
り，制度上
は確定され
ているが，
賦課事務
に向上の
余地はあ
る。

2,590

市
内
に
住
民
登
録
が
な
い
が
，
市
内
に
事
務
所
，
事
業
所
ま
た
は
家

屋
敷
を
有
し
て
い
る
個
人

納税義務者を適
確に把握し，公平
かつ適正な賦課
を行う。

固定資産税課税台帳を
もとに対象となる家屋敷
を抽出し，現地調査，所
有者への調査等により
課税客体を把握し，賦
課する。

市内に住民登録がないが，市内
に事務所，事業所または家屋敷
を有している個人に均等割額を賦
課する。

自主財源の確保と税の公平の
観点から必要な課税である
が，事務作業量と賦課額を比
較すると効率性が悪い。課税
客体の把握方法を検討する必
要がある。

課
税
室

家屋敷
課税賦
課

16360
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役
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革
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4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

縮
小

自主申告の
更なる推進
と、申告日
程の充分な
周知によ
り，できるだ
け短期間集
中型の取組
が必要であ
る。

継
続

１８年度におい
て申告支援シ
ステムのオン
ライン化により
事務の効率化
が図られた
が，今後は相
談受付会場や
体制等の見直
しを図る必要
がある。

26 B
要
改
善

事
業
縮
小

5

市民が
正しく申
告し，適
正な課
税につな
げるため
に申告
相談受
付は不
可欠であ
る。

5

市民が
正しく申
告し，適
正な課
税につな
げるため
に申告
相談受
付は不
可欠であ
る。

4

申告会
場の見
直し等に
よってコ
スト削減
の余地
はある。

5

地方税
法では，
申告書を
市町村
長に提
出しなけ
ればなら
ないと定
めてあ
る。その
相談受
付は必
要であ
る。4

本業務によ
り，個人の
所得を的確
に把握し適
正な課税に
つなげてい
る。

3

申告会場
の見直しや
休日の申
告受付の
拡大，ま
た，申告方
法の簡便
化の検討な
ど向上の余
地はある。

38,218

住
民
税
申
告
義
務
者

所得税の確定申
告期間中に，市内
６５会場で申告受
付を実施する。

適切な申告受付を行う
ことにより，正確な住民
税の課税資料を収集す
る。

所得税の確定申告時期に，住民
税の申告受付を実施する。

支所を含めた申告会場の見直
しと市民ニーズに応えるため
に休日の申告受付を拡大する
必要がある。そのためには市
全体での受付体制の整備を図
る必要がある。また，申告方法
の簡便化を模索する。

課
税
室

申告相
談業務

16359
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継
続

枠配分方式
についても
より効果的
で効率的な
手法とする
よう改善を
行う。

継
続

予算編成手法
は，不断の改
善が必要であ
る。また，さら
に「わかりやす
い公表」のた
めの工夫も必
要である。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

4

直接の
住民
サービス
ではない
が，昨
今，地方
自治体
の財政
状況に
対する社
会的関
心は高
まってお
り，その
ニーズへ
の対応
の根幹と
なる計画
である。

4

昨今の
地方主
権の推
進によ
り，自分
の住む
地方自
治体の
財政状
況によっ
ては，住
民サービ
スへの
影響もあ
るため，
財政状
況への
関心は
高く，そ
のニーズ
への対
応の根
幹となる
計画であ
る。

5

コスト
は，ほぼ
人件費
のみであ
り，計画
の精度を
保つため
には，ほ
ぼ必要
最低限
の事務
量であ
る。

5

市の内
部事務
であり，
特殊性
が強いた
め，市以
外での
実施は
不可能
である。

5

財政運営，
各種計画策
定において
は，欠くこと
のできない
計画であ
り，貢献度
は高い。

5

財政運営，
各種計画
策定におけ
る，財政的
裏付けをな
すものであ
り，成果は
高い。

12,648
全
市
民

限られた財源を有
効に活用し，住民
の福利向上を目
指す。

・予算編成方針，編成要
領を作成し，各部署に
示す。
・要求一般財源枠を各
部署に示す。
・各部からのヒヤリング
を受け，調整後，市長協
議，予算書(案)を作成・
印刷し，議会へ付す。

予算編成方針を示し，各部署にお
いて予算要求を行い，財政部局に
より調整後，市長査定を受け，予
算案を作成のうえ，議会に付す。

枠配分方式の問題点（配分総
額，各部署配分額の適正化）
の解消

財
政
室

予算編
成

毎358
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主
自
立
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財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

財政計画・
財政推計に
ついて，特
に歳入の推
計や今後の
傾向等につ
いては，分
かりやすく
市民に伝え
ることが必
要である。

継
続

毎年度の更新
による継続が
必要であり，
今後は，さらに
「わかりやすい
公表」のため
の資料作成も
必要である。

28 A
現
状
維
持

要
改
善

4

直接の
住民
サービス
ではない
が，昨
今，地方
自治体
の財政
状況に
対する社
会的関
心は高
まってお
り，その
ニーズへ
の対応
の根幹と
なる計画
である。

4

昨今の
地方主
権の推
進によ
り，自分
の住む
地方自
治体の
財政状
況によっ
ては，住
民サービ
スへの
影響もあ
るため，
財政状
況への
関心は
高く，そ
のニーズ
への対
応の根
幹となる
計画であ
る。

5

コスト
は，ほぼ
人件費
のみであ
り，計画
の精度を
保つため
には，ほ
ぼ必要
最低限
の事務
量であ
る。

5

市の内
部事務
であり，
特殊性
が強いた
め，市以
外での
実施は
不可能
である。

5

財政運営，
各種計画策
定において
は，欠くこと
のできない
計画であ
り，貢献度
は高い。

5

財政運営，
各種計画
策定におけ
る，財政的
裏付けをな
すものであ
り，成果は
高い。

1,149

職
員
全
般
，
議
会
，
地
域
審
議
会
等

実施計画，まちづ
くり計画を実施し
ていく上で，財政
的根拠の裏付け
があるかどうかの
判断資料

平成17年度決算での決
算統計を作成し，その
数値を基に財政推計を
行った上で，財政計画を
作成した。

実施計画策定に併せて，策定年
度の前２カ年度決算と当該年度
の決算見込と次年度から３カ年度
までの財政推計を合わせた「財政
計画」と，それ以降平成32年度ま
での「財政推計」を作成する。
　（平成１８年度策定…１９年度か
ら２１年度までの財政計画，１８年
度から３２年度までの財政推計の
策定）
　（平成１９年度策定…２０年度か
ら２２年度までの財政計画，１９年
度から３３年度までの財政推計の
策定）

平成18年度決算による財政推
計を行い。平成19年度交付税
の確定を元に，財政計画を策
定する。実施計画の策定を早
める。例年　「実施計画」⇒「財
政計画」⇒「予算要求」⇒「査
定」といった流れになるので，
「財政計画」「実施計画」「予算
要求」を同時進行的に，企画
調整と連携しながら行う。実施
計画，平成２０年度予算編成
の指針となる財政計画の早期
作成。財

政
室

財政計
画策定

357
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平成１９年度「The行政チェック」事務事業評価一覧

※　各評価項目は，１～５の５段階で評価 ※　ランク：A:27～30　　B:22～26　　C:17～21　　D:12～16　　E:6～11

単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
特別徴収
納税義務
者数

人 15,176 15,366 16,602

市県民税納
税義務者の
うち，特別徴
収による納
税義務者数

H
1
7

544 ⑷
特別徴収
納税義務
者割合

％ 60 55 60

市県民税納
税義務者の
うち特別徴
収による納
税義務者の
割合

⑵
H
1
8

541 ⑸

⑶
H
1
9

525 ⑹

⑴
農業所得
者数 人 5,953 5,670 5,600

市県民税納
税義務者の
うち農業所
得のある者

H
1
7

262 ⑷
農業所得
者数 人 5,953 5,670 5,600

市県民税納
税義務者の
うち農業所
得のある者

⑵
H
1
8

275 ⑸

⑶
H
1
9

279 ⑹

⑴
現年賦課
人数 人 40,869 41,160 41,100

現年度の賦
課人数
市県民税＋
国保税

H
1
7

1,180 ⑷
現年賦課
人数 人 40,869 41,160 41,100

現年度の賦
課人数
市県民税＋
国保税

⑵
H
1
8

1,175 ⑸

⑶
H
1
9

1,281 ⑹

⑴
評価対象
事業数 筆 309,459 309,459 309,158

固定資産税
の課税客体
たる土地の
評価筆数（概
要調書より）

H
1
7

131 ⑷
平均価格
（土地全
体）

円／㎡ 444 440 443

総評価地積
に対する総
評価格の平
均表価格

⑵
H
1
8

104 ⑸
平均価格
（宅地）

円／㎡ 11,281 10,728 10,664
宅地の平均
価格

⑶
H
1
9

229 ⑹
平均価格
（田）

円／㎡ 104 104 104
田の平均価
格

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

6
 
職
員
の
意
識
改
革

事
業
規
模

1
5
 
効
果
の
検
証

1
5
 
効
果
の
検
証

継
続

課税客体の
把握に努
め，適正な
賦課を行
い，事務の
効率化も行
う。

継
続

適確な課税客
体の把握と適
正な評価が求
められる。評
価替えに向け
て標準宅地の
再編を進めて
いるが，統一
した標準地比
準表に基づく
全宅地の比準
洗い替えや，
地目変更によ
る適正な評価
をさらに進める
必要がある。

26 B
現
状
維
持

要
改
善

5

市税の４
７％を占
める固定
資産税
のうち，
その
３１％が
土地であ
る。適正
な評価
が求めら
れる。

5

公平か
つ適正な
課税は，
広く市民
が求め
ているも
のであ
り，評価
や課税
根拠の
説明責
任があ
る。

3

標準宅
地数を見
直すこと
によりコ
スト削減
の余地
がある。

5

地方税
法には，
市長は
県知事
または総
務大臣
が評価
する場合
を除き，
国の定
めた「固
定資産
評価基
準」に基
づき評価
し，価格
を決定し
なければ
ならない
定めが
ある。

5

自主財源の
源である市
税の根幹を
担う部門で
あり，公平，
適正な課税
のための評
価について
は，課税客
体の適確な
把握や評価
基準の統一
などを実施
し，目的に
合致してい
る。

3

平成２１年
度の評価
替えに向け
て，標準宅
地数の見
直しや合併
後統一した
宅地比準
表に基づく
評価の洗
い替えな
ど，評価の
精度に向
上の余地
がある。

32,210

固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
の
う
ち
土
地
を
対
象
と
し
て
い
る

。

土地の価格を決
定するために鑑定
評価による適正な
時価や，地目認
定のための土地
利用状況を把握
する。そのため，
現地調査や物件
異動による確認，
図面等の資料を
活用して評価を行
う。

課税客体である土地の
利用状況や適正な時価
を把握して評価し，公平
な課税を行う。

固定資産税の課税客体である土
地の利用状況を把握し，国の定
めた「固定資産評価基準」によっ
て土地評価事務を行う。
平成１８年度において評価替えを
実施した。平成１９年度は，平成２
１年度の評価替えに向けて，標準
宅地の鑑定評価事務や標準地比
準指数の見直し等を行い，公平，
適正な課税のための評価事務を
行う。

平成２１年度の評価替えに向
けて，全市的に標準宅地の地
点数を見直し，評価水準の均
衡化を図る。また，統一した標
準地比準表に基づいて宅地の
洗い替えを実施するが，膨大
な業務量になるため年次計画
を立てて実施する必要があ
る。

課
税
室

固定資
産税土
地評価
事務

16364

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

事務の効率
化と合わ
せ，公平・
正確・迅速
な事務処理
のため内部
研修の充実
を図る。

継
続

法や条例に定
められた業務
であり，より公
平で正確な事
務処理が求め
られる。新基
幹業務システ
ムにより事務
の効率化と，
入力やチェック
等業務マニュ
アルにより事
務の正確化を
進めなければ
ならない。

26 B
要
改
善

要
改
善

5

自主財源
の主要税
目であ
り，その
賦課事務
は必要不
可欠であ
る。

5

自主財
源の主
要税目
であり，
その賦
課事務
は必要
不可欠
である。

4

入力事
務のアウ
トソーシ
ングをす
ることに
より，時
間外勤
務や臨
時職員
雇用の
削減の
余地はあ
る。

5

地方税
法に定
められた
業務であ
る。

4

市県民税や
国保税はし
財政の根幹
をなす収入で
あり，法や条
例に基づき
賦課してい
る。

3

的確な課税
資料の把
握や入力
事務の
チェック機
能の確立
による課税
ミスの縮減
など，公平
で正確な賦
課業務向
上の余地
はある。

48,387

賦
課
期
日
現
在
，
市
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
，
及
び
事
業
所
を
有

す
る
法
人

所得税確定申告
書，給与・年金支
払報告書，住民
税申告書等の課
税資料を基に，各
納税義務者に賦
課決定を行う。
市県民税賦課期
日　　１月１日
国保税賦課期日
４月１日（本算定
７月１日）

納税義務者を正確に把
握し，課税額を正しく算
定し，税負担の公平性
を確保する。

賦課期日現在，市内に住所を有
する個人，及び市内に事業所を有
する法人に対して，課税資料に基
づき市県民税を賦課する。また，
国民健康保険の加入世帯に対
し，国民健康保険税を賦課する。

給与支払報告書等の課税資
料の入力事務をアウトソーシン
グすることにより，事務効率の
改善を図る。また，入力チェッ
ク，システムチェックを十分に
行い，賦課の正確性を向上す
る。

課
税
室

市県民
税・国保
税賦課

16363

第
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都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

申告受付時
間の短縮に
つながって
いるかの検
証により，
申告事務の
効率化に反
映させる。

継
続

農業所得を正
しく申告し，事
前に計算して
申告すること
は，申告受付
時間の短縮に
もつながること
であるので，そ
の啓発は必要
である。

23 B
未
実
施

未
実
施

4

農業所
得の収
支計算
が正しく
できるこ
とは，課
税の公
平につな
がること
なので，
これらの
啓発の
ニーズは
ある。 4

事業所
得である
農業所
得の収
支を自分
で計算す
ること
は，自己
の経営
状況の
把握にも
つながる
ことなの
で，これ
らの啓発
のニーズ
はある。

4

人件費
が主要な
コストで
あるの
で，削減
の余地
は少な
い。

4

収支計
算が所
得者の
主体的
発展に
はなりに
くく，行政
的な関
与は必
要であ
る。

4

農業所得の
収支は自分
で計算する
ことが原則
であり，その
啓発は必要
である。

3

収支計算
はかなり定
着してきた
が，啓発内
容や事前
相談を工夫
する余地は
ある。

1,560

市
内
の
農
業
所
得
者

農業の収入や経
費の種類がわか
るチラシや収支計
算書を事前に配
布し，自分で行う
ことの啓発をして
いる。また，各地
域において収支
計算の事前相談
会を実施してい
る。

農業所得の収支を自分
で正しく計算し，収支計
算書に記載できる。

農業所得が平成１６年度から収支
計算方法に変わったため，正しく
収支計算ができるよう市民の啓発
を行う。

農業所得の収支計算は自分
で行い，申告受付をすることが
申告相談時間の短縮にもつな
がる。

課
税
室

農業所
得収支
計算の
啓発

16362

第
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都
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役
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(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

事務事業の
周知を図る
とともに，徴
収率の向上
や事務の効
率化につな
がったかの
検証が必要
である。

継
続

市県民税を特
別徴収するこ
とは，納税義
務者にとって
も利便が増し
徴収率の向上
にもつながる。

28 A
未
実
施

未
実
施

5

市県民
税の徴
収方法
の一種
であり，
徴収率も
高い。

5

市県民
税の徴
収方法
の一種
であり，
市民に
とっても
利便の
高い納
税方法
である。

4

普通徴
収から特
別徴収に
変更する
ことによ
るコスト
削減の
余地があ
るが，そ
の巾は
小さい。

5

地方税
法の定
めによ
る。

5

市県民税の
徴収の一翼
を担うもの
であり，目
的に合致し
ている。

4

納税義務
者にとって
利便の高
い特別徴
収を拡大し
たり，異動
処理を迅速
に行う等，
向上の余
地はある。

8,314

市
県
民
税
の
納
税
義
務
者
と
特
別
徴
収
義
務
者

給与の支払をして
いる法人等または
個人のうち，市が
指定した特別徴
収義務者に対し，
給与の支払を受
ける納税義務者
の課税額や納付
書を送付する。

市県民税の徴収方法の
一種であり，給与支払
者を特別徴収義務者と
定め，納税義務者の毎
月の給与から天引きし
た税金を納入させる。

地方税法の定めにより，特別徴収
義務者を指定して市県民税を徴
収する。

市県民税の納税は，特別徴収
の方が納税義務者にとっても
有利であり，特別徴収義務者
の拡大を図る必要がある。ま
た，退職等の異動によって徴
収方法が異なることから，特別
徴収義務者に異動届の早期
提出を周知する必要がある。

課
税
室

特別徴
収賦課

16361

第
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都
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４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
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財
政
基
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づ
く
り

91／94
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
納税義務
者数 人 1,328 1,344 1,373

償却資産の
納税義務者
数（概要調書
より）

H
1
7

5,589 ⑷平均価格 円／人 25,083 26,066 24,864

納税義務者
に対する市
が価格を決
定した課税
標準額の平
均

⑵
H
1
8

5,567 ⑸

⑶
H
1
9

5,393 ⑹

⑴差押件数 件 - 551 500
市税・国民健
康保険税差
押件数

H
1
7

#VALUE! ⑷
差押によ
る徴収金 円 - 129,006,985 80,000,000

債権
38,531,746円
不動産
90,475,239円

⑵公売件数 件 - 7 10
市税・国民健
康保険税公
売・任売件数

H
1
8

45,969 ⑸
(内公売
等による
徴収金)

円 - (12,305,369) (10,000,000)

公売による
徴収金＋随
契売却によ
る徴収金

⑶
H
1
9

36,594 ⑹

⑴
コンビニ
収納件数 件 － － 31,000

コンビニでの
利用見込件
数

H
1
7

#VALUE! ⑷
督促状発
布件数(６
月)

件 6,044 6,308 5,589

固定資産税
１期、軽自動
車税の発布
数

⑵
H
1
8

#VALUE! ⑸

コンビニ
利用件数
(６月２５
日現在)

件 － － 5,946

市県民税、
固定資産
税、軽自動
車税、国民
健康保険
税、住宅使
用料、保育
料、介護保
険料

⑶
H
1
9

129 ⑹
コンビニ
での収納
額

円 － － 78,162,694

市県民税、
固定資産
税、軽自動
車税、国民
健康保険
税、住宅使
用料、保育
料、介護保
険料

⑴
工事検査
数 件 224 250 200

工事完了後
の検査件数

H
1
7

15,888 ⑷
工事検査
数 件 224 250 200

工事完了後
の検査件数

⑵
H
1
8

14,236 ⑸

⑶
H
1
9

42,710 ⑹

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

1
0
 
内
容
の
改
善

そ
の
他

取
組
内
容

6
 
職
員
の
意
識
改
革

1
4
 
成
果
の
向
上

継
続

工事の計画
的推進と迅
速な検査体
制を構築す
る。

拡
大

工事の業種に
おいては，検
査内容にばら
つきがあるた
め，拡大して
いく必要があ
る。

27 A
要
改
善

要
改
善

5

工事によ
る築造物
の品質を
確保する
ことが，
よりよい
サービス
の提供
になる。

5

工事によ
る築造物
の品質を
確保する
ことが，
よりよい
サービス
の提供
になる。

5

検査体
制として
は充分で
あるとは
いえない
が，現
在，最低
限の人
員と経費
で業務を
遂行して
いる。

5

地方自治
法第２３４
条の２第
１項の規
定に基づ
き，市が
工事につ
いての請
負契約を
締結した
場合に
は，市は
契約の適
正な履行
を確保す
るため，
又はその
受ける給
付の完了
の確認を
するため
必要な検
査をしな
ければな
らないこ
ととされ
ている。

4

全般的に，
現地検査を
実施し、所
定の出来形
等を確認し
ている。

3

広島県が
行っている
工事評定
に準じて実
施している
が、工種も
たくさんあ
り改善する
必要があ
る。

3,559

市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
等

対象物が契約図
書に定められた出
来形・品質等であ
るか寸法検査及
び書類検査を行
う。また，工事成
績を評定する。

対象物が適正に，かつ
良品質で構築されるこ
と。

市が発注した工事について，工事
の目的物が契約図書に定められ
た出来形・品質等であるか確認
し，発注者として工事目的物を受
け取る。また，工事成績を評定す
ることにより，請負者の適正な選
定及び指導育成に資する。

工事検査内容の共通認識を図
り，適切な検査の充実を図る。
工事検査が集中する期間の検
査体制について事前調整を実
施する。

管
財
室

工事等
検査

16368

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

督促状，催
告書が納付
書を兼ねる
様式に改善
する必要が
ある。

拡
大

全税、料、負
担金のコンビ
ニ収納を確立

25 B
未
実
施

未
実
施

5

賦課及び
納税告知
は法規定
事務であ
るが納付
方法の拡
大につい
ては地方
自治法規
定を逸脱
しない限
り選択肢
は拡大で
きる。

5

納付時
間的制
約及び
立地条
件的制
約の解
放

3

コンビニ
収納が
全国的に
普及し、
委託先コ
ンビニ収
納代行
業者へ
の手数
料の改
善を求め
ることに
より可能

4

賦課及
び納税
告知は
法規定
事務であ
るが納付
方法の
拡大に
ついては
地方自
治法規
定を逸脱
しない限
り選択肢
は拡大
できる。

5

納付場所、時
間に制約が
ないため２４
時間、３６５日
納付可能

3

督促状、催
告書の納
付書兼用

市
民

①３６５日年中無
休。２４時間営業
②窓口納付の時
間短縮
③納税者の納付
場所の拡大

①納期限内納付による
収納率向上
②市財源の確保
③滞納整理事務の軽減
化
④市民の納付利便性の
向上

納付時間的制約、納付場所立地
条件的制約を改善することによ
り、納期限内納付の手段を拡大
し、収納率の向上と滞納整理に係
る事務処理の軽減を図るため、平
成１９年４月より、市県民税、固定
資産税、軽自動車税、国民健康
保険税、住宅使用料、保育料、介
護保険料、受益者負担金のコンビ
ニ収納を開始。１０月より、滞納繰
越分についても利用開始予定。利
用可能店は、セブンイレブン、ロー
ソン、ポプラ外１１店で全国約４
１，０００店舗での納付が可能。収
納消込データの変換業務を委託
することにより、消込作業に係る
事務を軽減し速報データによる誤
督促等の軽減を図る。

督促手数料を徴しているため
納付期限を超過した場合、既
送付の納付書ではコンビニ利
用ができない。金融機関での
利用は可能だが、コンビニ納
付を選択された場合、納付書
の再発行が必要となる。また
督促状発布後は延滞金の関
係で短い期限での納付書を再
発行する必要があり、それに
伴うコストもかかる。また督促
状、催告書に合わせて納付書
も再交付が必須となるため、
今後は督促状、催告書が納付
書を兼ねる様式に改善する必
要がある。

収
納
室

コンビニ
収納業
務

19367
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拡
大

法的措置は
課税の公平
性から避け
て通れない
課題である
が，地域ご
と・ケースご
との公平性
が必要であ
る。公平と
なるための
事務担当者
の横の連携
や事務マ
ニュアル化
など統一し
た迅速な事
務処理が必
要である。

拡
大

債権(給与・預
貯金・売掛金
等)、不動産の
差押強化によ
り、件数・徴収
金は多くなって
いる。今後は、
捜索による動
産差押を強化
し、ネット公
売、自動車へ
のタイヤロック
の手法を実施
することによ
り、アナウンス
効果を含め、
早期の滞納解
消を目指す。

26 B
未
実
施

未
実
施

5

地方税
法規定
事務

5

地方税
法規定
事務

3

預貯金・
給与債
権調査、
現地差
押執行
の一元
化。軽自
動車税
の納期
内納付
の促進

5

地方税
法規定
事務

5

地方税法規
定事務

3

同一事務を
複数の担
当者が行っ
ているた
め、個々の
進捗状況
に大きな開
が生じてい
る。地区担
当制から調
査、処分執
行への担
当制への
配置を検
討。

25,329
滞
納
者

預貯金差押の場
合、第三債務者に
対して払戻請求
権及び確定利息
の支払請求権、
給与・賞与の場
合、第三債務者に
対して給与・賞与
その他手当の支
払請求権を通知
をもって行う。不
動産の場合は、
滞納者に対して
「差押調書」を送
達するとともに、
差押登記を登記
所へ嘱託する。

租税は公平に課するだ
けでなく、公平に徴収し
なければならない。この
両面において租税の公
平は担保されている。滞
納整理の目的は徴収面
からの租税の負担の公
平を確保することにあ
る。

地方税法に定められた事務処
理。「督促状を発した日から起算
して１０日を経過した日までにその
督促に係る市町村民税、固定資
産税、軽自動車税、水利地益税
等に係る地方団体の徴収金を完
納しないときは、滞納者の財産を
差押えなければならない。」の規
定に基づき、財産調査後その者
に財産がある場合は差押を執行
している。但し、財産が無い場合、
滞納処分の執行により生活を著し
く窮迫させる場合及びその者が不
明等の場合は、滞納処分の執行
停止を行っている。

本年度より、動産については
ネット公売を実施。不動産につ
いて随時に公売を行っている
が、配当の見込みが無い物件
については、解除から停止へ
の処理を行っていく必要があ
る。債権調査の件数も多く、調
査に要するコストも高くなって
いる。いかに納期内納付を確
立していくかが今後の課題で
ある。また、市税については特
に住登外課税について慎重に
調査を行ったうえで賦課しなけ
ればならない。(滞納が発生し
た場合、調査に要する時間・コ
ストを抑えるため)国民健康保
険税については、資格取得時
に他保険加入要件を満たして
いるか等の調査を行ったうえ

収
納
室

市税・国
保税法
的措置
(差押業
務)

16366
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づ
く
り

継
続

課税客体の
正確な把握
と適正な申
告が，従来
の事務と比
較し，どれく
らいの効率
化ができた
か検証する
ことが必要
である。

継
続

納税義務者の
的確な把握と
適正な申告を
勧奨すること
により課税を
行うが，課税
客体の把握に
ついてさらなる
正確さが求め
られる。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

市税に
おいて４
７％を占
める固定
資産税
のうち，
その２
８％が償
却資産
であり，
市税の
根幹を
担ってい
る。 5

公平か
つ適正な
課税は，
広く市民
が求める
ものであ
り，その
課税根
拠につい
て説明す
る必要が
ある。

4

償却資
産の課
税に対す
るコスト
が小額
のため。

5

地方税
法の定
めによ
る。

5

自主財源の
根幹をなす
市税のうち
固定資産税
の一翼を担
う部門であ
り，公平か
つ適正な課
税のための
課税客体の
把握は目的
に合致して
いる。

3

納税義務
者の的確な
把握及び
申告内容と
法人税申
告書を照合
することに
より，より正
確な課税客
体の把握
ができる。

7,483

固
定
資
産
税
の
課
税
客
体
の
う
ち
償
却
資
産

。

課税客体を所有
する納税義務者
の把握と正しい申
告を勧奨すること
により，公平，適
正な課税を行う。

納税義務者を把握し正
しい申告を徹底するとと
もに，法人税や法人市
民税の申告内容を調査
し，課税客体を把握す
る。

固定資産税の課税客体である償
却資産の把握と課税事務。

償却資産の課税は納税義務
者の申告に基づくものであるこ
とから，正しく申告されている
かを把握する必要がある。そ
のため，法人税や法人市民税
の申告書を調査し，申告を勧
奨することで公平で適正な課
税を目指す。

課
税
室

償却資
産に関
する事
務

16365
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位
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説明
単
位

H
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H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
入札契約
件数 件 624 620 600

工事入札契
約件数と業
務入札契約
件数の合計

H
1
7

39,929 ⑷
入札契約
件数 件 624 620 600

工事入札契
約件数と業
務入札契約
件数の合計

⑵
工事入札
契約件数 件 332 330 320 （１）の内訳

H
1
8

40,187 ⑸

⑶
業務入札
契約件数 件 292 290 280 （１）の内訳

H
1
9

45,086 ⑹

⑴保有台数 台 242 230 216
庁用自動車
の適正配置
を行う。

H
1
7

199,322 ⑷削減台数 台 26 12 14
前年度と比
較して削減さ
れた台数

⑵
安全講習
会等件数 回 4 2 4

全体講習，
運転技術講
習

H
1
8

169,030 ⑸
事故発生
件数 件 27 13 10

年間におけ
る事故発生
件数の減数

⑶
H
1
9

217,138 ⑹

⑴
基金保管
替え件数
〔件〕

件 98 31 35

より安全で有
利な基金管
理運用を図
る。（１年預
け入れる場
合は，入札を
行う）

H
1
7

14,520 ⑷
基金利子
積み立て
額

円 7,676,000 79,582,204 85,000,000

極力取り崩し
をしないよう
残高を増や
し，国債等を
購入し利子
の増額に努
める。

⑵
職員研修
参加状況
〔回〕

回 3 3 5

職員の知識・
能力向上の
ため、研修に
参加する。

H
1
8

45,903 ⑸

⑶
H
1
9

40,657 ⑹

⑴

資金の延
運用額
（運用額
×日数）

億円 7,799 8,799 8,000

資金の延運
用額1億円あ
たりのコス
ト。正確な収
支計画が預
入金額，期
間の多寡に
影響する。

H
1
7

182 ⑷
保管換え
による利
息収入額

円 444,464 2,267,639 3,355,000

17年度最大
0.02％であっ
た利率が，
18年度は最
大0.17％へ
上昇した結
果収入額が
増加した。

⑵
H
1
8

161 ⑸

基金・一
時借入れ
の利子払
額

円 1,760,463 192,797 200,000

一時借入
が，17年度3
回であった
のが18年度
は1回で運用
した結果利
子払いが激
減した。

⑶
H
1
9

177 ⑹

人
員

1
0
 
内
容
の
改
善

1
0
 
内
容
の
改
善

事
業
規
模

3
 
民
間
委
託
等
の
推
進

8
 
事
務
事
業
の
効
率
化

縮
小

収支予定を
早期に正確
に把握する
と同時に四
半期ごとの
運用計画を
立て，効率
的な資金管
理を行う。

継
続

収支予定を早
期に正確に把
握し，年間計
画に基づいた
資金運用を行
う点で改善の
余地がある。
また，政府短
期証券など安
全・確実で利
回りのよい資
金運用を採用
する余地があ
る。26 B

要
改
善

事
業
縮
小

4

安全性と
確実性を
担保した
資金運
用は，必
要でる。

4

資金運
用は安
全性，確
実性が
もっとも
重要な
要素であ
り，基本
的な運
用の方
法につい
ては市
民の理
解を得る
ことがで
きる。

4

資金運
用計画
の作成，
収支予
定の把
握にかか
るコスト
であり，
削減の
余地は
小さい。

5

公金の
管理，運
用に係る
事項であ
る。

5

運用につい
ては，安全
性・確実性を
考慮すると，
株式や為替
リスクが伴う
外国債による
運用は対象
外となる。ま
た，6ヶ月以
内の運用とな
るのでペイオ
フを考慮しつ
つ，国内金融
機関による定
期預金等に
限定される。
借入につい
ては，基金か
らの繰替え運
用と一時借
入による資金
繰りが適切で
ある。

4

資金運用
の方法は，
安全性を優
先しなけれ
ばならない
ので変更の
余地が少な
い。
改善部分
は，収支計
画が正確で
あるほど，
資金の預
金や借入
の額・期間
が正確に
把握でき，
運用効果を
あげること
ができるの
で，担当室
からの収支
予定精度
（予定期
日）を上げ
ることであ
る

1,423
市
民

⑴各室の収支計
画に基づく資金運
用収支計画の作
成（毎月）
⑵資金運用収支
計画に基づく資金
運用
　　・支払時期の
調製　・基金から
の借入れ（繰替）
・金融機関からの
借入れ
　　・定期預金等
への預金（保管
換）

市民に新たな負担を生
じさせない資金繰り
（金融機関からの一時
借入をしなくてもすむ資
金繰り）

　適切な資金繰りを行うため，各
室から提出された収支計画書に
基づき，月毎に資金運用収支計
画を立てて，資金に不足が生じる
場合には，支払い時期の調製ま
たは基金からの借入（繰替），金
融機関からの一時借入で対応す
る。資金に余裕がある場合は，定
期預金等で運用（保管換）するこ
とにより運用益を確保する。

　「自主財源の確立」に寄与す
るため，資金の運用益の増加
と必要最小限の借入をめざ
し，早期で正確な収支予定の
把握及び支払い時期の調製を
行う。

会
計
室

収入支
出資金
運用計
画
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自
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く
り

継
続

引き続き情
報収集に努
め，安全性
が担保され
る運用管理
を実施して
いくことが
必要であ
る。

継
続

基金の管理運
用について
は，安全性の
担保を原則に
運用する必要
があることか
ら，各種の定
期預金や国債
等による運用
が妥当であ
る。

28 A
要
改
善

要
改
善

4

自治体に
おける財
産の効果
的活用に
よる自主
財源の確
保対策も
社会的に
求められ
ている。

4

市の財
産の効
果的利
活用は，
市民に
求められ
ていると
ころであ
る。

5

事業的に
過少であ
り，コスト
について
は殆どか
からな
い。

5

公金の
管理，運
用に係る
事項であ
る。

5

適正で効果
的な基金管
理運用は、健
全な財産運
用の推進に
つながる。

5

安全性を第
１にしなけ
ればならな
いので，国
債や定期
預金等によ
る基金運用
が適当であ
る。

1,423
市
民

⑴　「三次市資金
管理並びに運用
基準」及び「御世
阻止し債券運用
指針」に基づいて
管理・運用をす
る。
　　　・より有利な
条件の金融機関
口座への基金の
保管替え
　　　・財産運用の
ための基金取り崩
し件数を少なくす
る。
　　　・管理・運用
にあたる職員の研
修等への参加に
よる知識・能力の
向上　　　・運用益
の増大

市民に新たな負担を生
じさせない適正で効果
的な基金の管理・運用

「三次市資金管理並びに運用基
準」第５及び「三次市債券運用指
針」に基づいて安全・有利に管理・
運用をする。
現在２６種類１１５億円の基金を
国債を中心とする債権で８１億
円，定期預金・普通預金で３４億
円を管理・運用している。

　○　基金全体の一括運用方
式の導入（財政室と検討）
　○　運用益の拡大に向けた
取り組み

会
計
室

基金の
運用計
画

16371
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縮
小

民間委託等
を推進す
る。

縮
小

　有効利用に
よる庁用自動
車台数の削減
には十分の余
地がある。減
少しない事故
件数から，安
全教育の徹底
による交通事
故の削減に取
り組む必要が
ある。

20 C
要
改
善

事
業
縮
小

4

　人件費
を含めた
維持管
理経費
や環境
問題へ
の配慮
等の視
点からも
社会的
ニーズは
高い。

4

　庁用自
動車に
かかる維
持管理
経費や
購入車
両（低公
害車や
軽自動
車）への
関心は
高い。

3

　公用車
の有効
利用によ
り，台数
の削減
等に余地
がある。

2

　できる
だけ民間
委託を進
める。

4

　目標数値
を設定し，
庁用自動車
の削減に努
めた。また，
交通安全講
習会の実施
や庁内掲示
板で事故事
例などの関
連記事を掲
載し，職員
への注意を
喚起した。 3

　研修，啓
発などをあ
らゆる形で
実施し，安
全運転に
対する意識
の向上によ
り事故件数
を削減させ
る。

38,877

市
職
員
等
公
用
車
運
転
者

庁用自動車の適
正管理，効率的な
使用と事故防止
の徹底
事故が発生した
場合の迅速な対
応ができるシステ
ムづくり

公用車が安全かつ効率
的に利用されること

　公用車（２１６台）の日常点検及
び車検整備までの一切の公用車
に関する事務及び安全運転に関
する講習等安全教育。
　自動車損害賠償保険にかかわ
る事務。有料道路使用に関する
事務（ＥＴＣ含む）。公用車にかか
わる事故処理の一切。

・庁用自動車の適正配置と維
持管理経費の削減
・事故防止の強化策
・民間委託等の推進

管
財
室

公用車
管理業
務

16370

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

継
続

透明性の確
保と，情報
の公表・不
正行為に対
する措置へ
の迅速な対
応。

継
続

入札・契約に
ついては，透
明性の確保・
公正な競争の
促進・適正な
施工の確保・
不正行為の排
除の徹底を基
本原則とした
上で，情報の
公表・施工体
制の適正化・
不正行為に対
する措置に引
き続き取り組
んでいく。

24 B
要
改
善

要
改
善

4

透明性・
公平性
の一層
の向上。
入札・契
約に関
する情報
の公表。

4

入札・契
約に関
する情報
の公表。

4

市の入
札・契約
を管財室
で集中し
て実施す
ることに
より一定
の効率
が保たれ
ている。

5

入札・契
約事務
について
は，公平
性・公正
性・競争
性が求
められ，
市が直
接実施
すべきも
のであ
る。

4

電子入札で
の一般競争
入札の実施

3

公正な競争
を促進する
調達方法
について，
更に検討す
る必要があ
る

24,916

三
次
市
の
入
札
に
参
加
す
る
建
設
業
者
，
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業

者
等

公平・公正で競争
性の高い入札の
実施（電子入札に
よる一般競争・指
名競争入札等の
実施）及びその契
約の締結

公平・公正で競争性の
高い調達方式で，信頼
性の高い確実な工事・
業務委託等の施行を確
保する。

三次市が発注する事業の入札・
契約関する事務を行う。特に三次
市が発注する公共工事について
は，「公共工事の入札及び契約の
適正化の促進に関する法律」の
制定により，入札及び契約の透明
性の確保・公正な競争の促進・談
合その他の不正行為の排除・契
約された公共工事の適正な施工
の確保が求められている。

入札・契約適正化の基本原則
である①透明性の確保につい
ては，毎年度の発注見通し・入
札契約に係る情報の公表を推
進する。②公正な競争の促進
については，電子入札の促
進・入札契約方法の改善（一
般・指名競争の適切な実施）に
努める。③不正行為の排除に
ついては，不良不適格業者の
排除・ダンピングへの対応・入
札契約のIT化を推進する。④
適正な施工の確保について
は，丸投げの全面禁止・施工
体制（技術者の配置・下請の
状況等）の報告を確認する。

管
財
室

入札・契
約

16369

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り
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単
位

H
17

H
18

H
19

説明
単
位

H
17

H
18

H
19

説明

総
合
評
価

判断理由

総
合
評
価

判断理由
内
容

その
他
の
内
容

改
善
区
分

拡大・縮小 改善内容平成１8年
度

事業費
（千円）

(職員人件
費含む)

所
管

施
策
番
号

分
野

大
項
目

開
始
年
度

中
項
目

事務
事業名

事業概要 今後の課題
（ミッションの達成との関連）

事務事業
の対象者

等
手段

十
七
年
度
評
価

活動指標

定量分析

成果指標
活動指標⑴
単位あたり
コスト（円）

手段の適切さ 市の役割 必要性

合
計
点

１次 総合評価 ２次評価

目的適合性
実施改善等に
よる成果向上

の余地

コストの削減
余地

市関与の
妥当性

社会的ニー
ズ

市民ニーズ

ラ
ン
ク

十
八
年
度
評
価

目的

※　総合評価・・・「拡大」「縮小」「継続」「終了」「廃止」から選択

⑴
公金取り
扱い件数 件 226,851 192,469 200,000

この指標は公
金の出入りの
件数であり，イ
コール審査件
数ではないが，
審査件数も比
例しているので
この指標を使用
している。

H
1
7

125 ⑷
監査指摘
件数 件 2,209 1,862 1,600

審査の正確
性に関する
指標（出納整
理期間除
く）。起案日・
科目錯誤な
どが主な指
摘事項。

⑵
H
1
8

147 ⑸
審査に要
した時間

時間 9,772 9,712 9,500

審査の処理
速度に関す
る指標。同一
の審査シス
テムであれ
ば主務部局
からの帳票
の正確性，
件数の多寡

⑶
H
1
9

142 ⑹

⑴
みよし夢
通信制
作・放映

- 52 53

「みよし夢通
信」制作にあ
たり、経費に
見合うよう制
作費の見直し
があったた
め、コスト高に
なっている。

H
1
7

#VALUE! ⑷
ケーブル
テレビ加
入件数

件 - 9,571 12,004

市の情報提
供の有効な
手段として活
用するため
に、CATVの
加入促進を
図る。（平成
１９年度は１
０月１日現

⑵

まちづくり
市民講座
など制
作・放映

回 5 2
H
1
8

228,000 ⑸

⑶　 　 　
H
1
9

415,226 ⑹

⑴
ホーム
ページ掲
載件数

件 7 7 8

視察の受け
入れ状況に
ついて、平成
１９年度から
掲載してい
る。

H
1
7

101,571 ⑷
サイト閲
覧件数 件 - 12,243 14,000

インターネッ
トの普及に
伴い、市民
の議会活動
に対する参
加意識が高
まる。

⑵
H
1
8

101,571 ⑸

⑶
H
1
9

88,875 ⑹

⑴

「選挙に
関する結
果調」作
成

件 5 2

　平成１８年度は
合併後の全選挙
結果を三次市の
ホームページに
掲載したが，平成
１９年度以降は実
施する選挙毎に
追加で掲載して
いくこととする。

H
1
7

#DIV/0! ⑷

「選挙に
関する結
果調」作
成

件 5 2

　各選挙ごと
にその結果
を作成し，三
次市のホー
ムページに
掲載する。

⑵
H
1
8

113,800 ⑸

⑶
H
1
9

71,000 ⑹

1
0
 
内
容
の
改
善

2
 
徹
底
し
た
情
報
公
開

1
3
 
サ
ー

ビ
ス
の
向
上

9
 
事
業
の
迅
速
化

継
続

年代別投票
率など，啓
発活動に資
するような
資料も作成
し，投票率
の向上に繋
げる。

継
続

　選挙結果を
三次市のホー
ムページに掲
載し，市民が
いつでもその
情報を検索で
きるようにする
ことは，選挙に
関心を持って
いただき，結
果として投票
率の向上につ
なげていくこと
からしても非
常に有効な方
法であるが，
掲載方法につ
いては引き続
き研究していく
余地がある。

23 B
要
改
善

要
改
善

2

社会的
ニーズの
点から言
えば，ま
だまだの
感はある
が，選挙
結果を積
極的に
公開する
ことで，
関心が
高まって
いき，結
果として
投票率
の向上
につな
がってい
くものと
考える。

2

市民
ニーズの
点から言
えば，全
体的に
は低いと
考える
が，市民
生活の
直接影
響する選
挙である
ことの自
覚を促す
ことによ
り，結果
として選
挙に対
する関心
が高まる
ことで，
選挙結
果公開
に関する
ニーズは
高まって
いくもの

5

　小冊子
を作成し
記録を配
布する方
法もある
が，電子
データと
してホー
ムページ
へ記録す
る方が経
済的であ
り，コスト
削減の
余地がな
い。

5

投票事
務及び
開票事
務は，公
選法上
選挙管
理委員
会の事
務として
位置づ
けされて
いるた
め。

5

　市民がい
つでも選挙
結果をホー
ムページで
検索できる
ようにするこ
とは，選挙
結果を情報
公開する上
で非常に有
効な手段で
ある。

4

　三次市の
ホームペー
ジを活用す
ることは，
有効的な手
段であり成
果向上の
余地は小さ
い。なお，
ホームペー
ジへの掲載
方法につい
ては，市民
が理解しや
すい形式を
研究してい
く必要があ
る。

569
　
市
民

　選挙毎に選挙結
果を電子データに
まとめる。
　内容は，合併後
の選挙について，
投票率一覧表，
開票結果，候補
者別得票数等に
ついて記録し，
ホームページに掲
載する。

　選挙に関する結果を，
市民がいつでもホーム
ページによって検索でき
るように記録することに
よって，選挙への関心を
高め投票率のアップを
図っていく。

　三次市選挙管理委員会が実施
した選挙結果を，選挙毎に「選挙
に関する結果調」として電子デー
タにまとめ，三次市ホームページ
に掲載する。内容は，合併後の選
挙について，投票率一覧，開票結
果，候補者別得票数等について
記録する。
　平成１８年度は，合併後の選挙
結果を全て掲載した。
　平成１９年度は，県議会議員選
挙並びに参議院議員選挙結果を
すみやかに掲載する予定である。

　市民が検索しやすい形式で
ホームページに掲載する方法
を引き続き研究する必要があ
る。

選
挙
管
理
委
員
会

選挙結
果調べ
作成

16376

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

5

)

広
報
戦
略
の
強
化

継
続

より市民に
わかりやす
いHPとし，
積極的な情
報公開を行
うことによ
り，住民の
知る権利を
満足させ，
議会への関
心を高め
る。

継
続

市民にとって
議会を身近な
存在として感じ
ていただくた
め，最新の情
報の提供に努
め，開かれた
議会を目指す
ため。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

議会に関
する情報
提供は全
国共通で
あり，社
会的に認
められた
ニーズで
ある。

5

議会に
関する積
極的な
情報開
示行うこ
とは，市
民が求
められて
いるサー
ビスであ
る。

4

人件費で
あり，コ
スト的に
はその削
減余地
は少な
い。

5

市(議会
事務局)
以外に
実施はし
難い。

5

ホームページ
で議会の情
報を発信し，
広く市民に周
知することは
重要である。

3

掲載内容
等さらなる
充実が必
要である。

711

市
民
に
と

っ
て
議
会
を
も

っ
と
身
近
な
存
在
と
し
て
感
じ
て
い
た
だ

く
た
め
，
議
会
運
営
や
議
員
活
動
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
を
提
供

す
る

。

ホームページの更
新
　・各委員会によ
る行政視察報告
の掲載
　・定例会におけ
る委員長報告の
掲載
　・各議案の本会
議での議決結果
の掲載

最新の情報を提供し、
開かれた議会を目指
す。

○議長あいさつ
○各委員会の構成
○議員名簿
○市議会一般質問
○市議会議事録
○議長交際費執行状況
○みよし市議会だより
○行政視察

議会は市民の代表機関であ
り，全市民の負託をうけてその
存在がある。ミッションにおい
ても掲げているように，市民と
の直接対話を推進することに
より，住民が求めるニーズは
掌握できる。その中で，市民生
活に必要な施策でありながら，
執行部の事業執行にないもの
や実施計画に予定されていな
いものがある場合は，議会(議
員)から執行部に対して事業提
案を行う。
ただし，平素から市民が議会
運営に関わっていく市民参加
型のしくみをどうつくっていくか
が大きなポイントであり，その
ために，議会からはあらゆる
情報を分かりやすく発信するこ
とに取り組

政
務
調
査
グ
ル
ー

プ

議会
ホーム
ページ
の更新

16375

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

5

)

広
報
戦
略
の
強
化

継
続

マスメデイ
アを媒体に
しての情報
の提供は重
要であり，
特に視聴覚
に訴える
CATVは，
特に効果が
大きい。

継
続

市の情報発信
の手段として、
市の広報紙や
ホームページ
と合わせて、C
ＡTＶの特性を
生かした番組
作りを検討し
ていく必要が
ある。

22 B
未
実
施

未
実
施

5

生活に
密着した
情報を速
くわかり
やすく映
像で伝え
ることが
できるた
め、社会
的ニーズ
が極め
て高い。

5

市からの
行政情
報を映像
にて発信
すること
ができ、
わかりや
すく速報
性があ
り、市民
ニーズが
極めて
高い。

3

事業費
(三次
ケーブル
ビジョン
へ支払う
経費)の
支出が
拡大して
いるた
め、経費
削減のた
めの方策
の検討
が必要。 3

市の情
報を発信
していく
ため、市
の政策
等に精
通した人
材が必
要であ
る。

4

映像により
市の情報を
伝えること
ができるた
め、わかり
やすく速報
性に優れて
いる。

2

市の情報
提供の有
効な手段と
して活用す
るために、
CATVの加
入促進を図
る必要があ
る。
市民の知り
たい情報を
発信するな
ど、多くの
市民に視
聴していた
だけるよ
う、魅力あ
る番組作り
が必要であ
る。

11,856

市
民
全
般

各部署の事業Ｐ
Ｒ・観光事業面の
ＰＲ

市事業に係る事業紹
介、観光スポットの紹介

ケーブルテレビの番組制作の一
部。
市広報番組「みよし夢通信」を毎
週制作（１５分間）。
文字放送掲載・音声告知（旧三次
市内）

各部署事業の情報提供を求め
る。

秘
書
広
報
担
当

三次市
ＣＡＴＶ
情報発
信事業

18374

第
6
 
都
市

２
高
度
情
報
化

(

2

)

情
報
ネ

ッ
ト
ワ
ー

ク
に
よ
る
生
活
情
報
の
提
供

継
続

正確性かつ
迅速な審査
を行うことに
よって，正
確な支払事
務を行い住
民ｻｰﾋﾞｽの
向上をはか
る。

継
続

審査の正確性
を確保しなが
ら，効率化を
はかり迅速な
審査を行うた
めの改善余地
がある。

27 A
未
実
施

未
実
施

5

公金の
適正な
執行を行
うに際し
て，出納
審査は
必須の
業務であ
り，社会
的なニー
ズは高
い。

4

市民は
日常的
には意
識してい
ないかも
しれない
が，公金
の執行
にあたっ
て，適正
な審査
が必要
であると
いう意味
でニーズ
は高い。

4

収支にか
かる審査
の効率
化・迅速
化を進め
るため
に，電子
システム
を含めた
事務・指
定金融
機関の
処理シス
テムの分
析を行
い，コスト
を下げる
余地があ
る。

5

公金の
出納審
査につい
ては，私
人に委
任するこ
とはでき
ない。

5

金額・科目・
手段等の審
査を自動化
することは
難しく，職員
による審査
が適当であ
る。

4

審査業務
の流れを再
度チェック
し，効率的
な手法を模
索する中
で，より成
果があがる
システムを
構築する余
地がある。

28,476
市
民

収入・支出が適正
かどうかを，科目・
金額・証拠書類等
を審査し処理す
る。

　市民に不利益を生じさ
せないために，審査の
正確さを基本として，処
理の迅速化をはかる。

公金の収入・支出が適正かどうか
を審査する。

審査の正確性を確保しなが
ら，審査業務の効率化を通じ
てより迅速な審査を行うこと。

会
計
室

収入支
出命令
書の審
査

16373

第
6
 
都
市

４
市
役
所
改
革

(

4

)

自
主
自
立
の
財
政
基
盤
づ
く
り

94／94


